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概要 

 
１ 調査研究の背景と目的 

地域の障害者就労支援の成果には、幅広い知識・スキル等の習得や組織の人材育成の取組が関連して

おり、それらは従来、必ずしも雇用と福祉にわたる関係者の共通認識として言語化・体系化されてこな

かった。そのため、研修実施機関が研修内容を検討したり、就労支援機関に所属する人材育成担当者が

就労支援実務者と共通認識をもって専門性の向上に取り組むために必要で具体的な内容が十分に収集で

きていない。本調査研究では、研修等の効果的な内容の検討に資することや、就労支援実務者と人材育

成担当者が共通認識をもって専門性の向上に取り組むことができるよう、就労支援機関における多様な

就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等の内容（これらの充足の取組も

含む）を明らかにすることを目的とした。 

特に、研究成果の効果的な活用に向けて、雇用分野と福祉分野における双方の就労支援実務者と人材

育成担当者が、必要な知識・スキル等について共通認識を持ち、基礎的レベルやさらなる成長のステッ

プを示していけるようにするとともに、その習得方法（研修、OJT、情報交換等）も含めて明らかとなる

ように、研究成果を取りまとめることとした。 

 

２ 調査研究の方法 

本調査研究では、近年の急速かつ抜本的な就労支援の発展に伴う、効果的な就労支援に必要な知識・

スキル等が、地域の実務者や人材育成担当者に蓄積され、人材育成の取組も多様な条件下で発展してい

るが、それらが必ずしも言語化・体系化されておらず、雇用分野と福祉分野の就労支援の関係機関にお

ける人材育成担当者等における認識のばらつきをもたらしていることを仮説として、①効果的な就労支

援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化、②地域の多様な条件を踏まえた人材育成における知識・

スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの確認、③人材育成に関する組織的取組の具体的内容の把

握・整理を、段階的に実施した。 

（１）効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化 

先行研究等を踏まえて効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の網羅的リストを作成し、その内容

について、我が国の就労支援分野のリーダー的な有識者10名（学識経験者及び障害者就業・生活支援セ

ンター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、地域障害者職業センターの管理者）と、地域で効

果的な就労支援を実施している就労支援実務者からの意見を集約することにより、効果的な就労支援に

必要な知識・スキル等を具体的に言語化し、体系的なリストとしてまとめた。 

（２）人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT等のバランスの確認 

上記（１）で作成した知識・スキル等リストについて、雇用分野と福祉分野にわたり、就労支援の成

果を問わず幅広く障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所及び就労定着支援事業所の人材

育成担当者を対象にした全国規模のアンケート調査を実施し、人材育成の観点からの習得の優先度（限

られた時間や人材、業務量の多さ等の現状を踏まえた場合に、どの程度優先的事項なのか）を聞き、こ

れら関係機関における人材育成のあり方の共通認識の確立に向けた課題を明らかにした。それとともに、
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概要 

 
１ 調査研究の背景と目的 

地域の障害者就労支援の成果には、幅広い知識・スキル等の習得や組織の人材育成の取組が関連して

おり、それらは従来、必ずしも雇用と福祉にわたる関係者の共通認識として言語化・体系化されてこな

かった。そのため、研修実施機関が研修内容を検討したり、就労支援機関に所属する人材育成担当者が

就労支援実務者と共通認識をもって専門性の向上に取り組むために必要で具体的な内容が十分に収集で

きていない。本調査研究では、研修等の効果的な内容の検討に資することや、就労支援実務者と人材育

成担当者が共通認識をもって専門性の向上に取り組むことができるよう、就労支援機関における多様な

就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等の内容（これらの充足の取組も

含む）を明らかにすることを目的とした。 

特に、研究成果の効果的な活用に向けて、雇用分野と福祉分野における双方の就労支援実務者と人材

育成担当者が、必要な知識・スキル等について共通認識を持ち、基礎的レベルやさらなる成長のステッ

プを示していけるようにするとともに、その習得方法（研修、OJT、情報交換等）も含めて明らかとなる

ように、研究成果を取りまとめることとした。 

 

２ 調査研究の方法 

本調査研究では、近年の急速かつ抜本的な就労支援の発展に伴う、効果的な就労支援に必要な知識・

スキル等が、地域の実務者や人材育成担当者に蓄積され、人材育成の取組も多様な条件下で発展してい

るが、それらが必ずしも言語化・体系化されておらず、雇用分野と福祉分野の就労支援の関係機関にお

ける人材育成担当者等における認識のばらつきをもたらしていることを仮説として、①効果的な就労支

援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化、②地域の多様な条件を踏まえた人材育成における知識・

スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの確認、③人材育成に関する組織的取組の具体的内容の把

握・整理を、段階的に実施した。 

（１）効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化 

先行研究等を踏まえて効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の網羅的リストを作成し、その内容

について、我が国の就労支援分野のリーダー的な有識者10名（学識経験者及び障害者就業・生活支援セ

ンター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、地域障害者職業センターの管理者）と、地域で効

果的な就労支援を実施している就労支援実務者からの意見を集約することにより、効果的な就労支援に

必要な知識・スキル等を具体的に言語化し、体系的なリストとしてまとめた。 

（２）人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT等のバランスの確認 

上記（１）で作成した知識・スキル等リストについて、雇用分野と福祉分野にわたり、就労支援の成

果を問わず幅広く障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所及び就労定着支援事業所の人材

育成担当者を対象にした全国規模のアンケート調査を実施し、人材育成の観点からの習得の優先度（限

られた時間や人材、業務量の多さ等の現状を踏まえた場合に、どの程度優先的事項なのか）を聞き、こ

れら関係機関における人材育成のあり方の共通認識の確立に向けた課題を明らかにした。それとともに、
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これら地域関係機関における、多様な知識・スキル等の多様な習得方法として、研修、OJT、実務での情

報交換等のバランスについても確認した。 

（３）人材育成に関する組織的取組の具体的内容の把握・整理 

従来、十分に体系化されず、関係者の共通認識となってこなかった人材育成の組織的な取組（効果的

な就労支援のための知識・スキル等の習得のための研修、OJT、事例検討・情報共有等）について、それ

らを実施している障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の計８機関の人材育成担当者

から具体的な取組内容を聞き、就労支援の知識・スキル等の習得を地域関係機関において効果的に促進

するための参考となる、具体的な研修、OJT、実務での情報交換等の取組の事例をとりまとめた。 

（４）就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等の多面的な整理 

調査結果を踏まえ、総合的に、就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等について考

察した。それを踏まえ、今後の、研修等の内容の検討や専門性向上への関係者の共通認識の促進の一助

となるように、巻末資料として、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リスト、多様な地域の就労

支援機関の状況を踏まえた研修や助言・援助等のニーズを検討できるチェックリスト、就労支援機関に

おける組織的な人材育成の取組を行う際の参考となる具体的なポイントや留意点を分かりやすくまとめ

た資料を作成した。 

 

３ 調査研究の結果 

（１）効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化 

2003年～2023年に発行された国内外の知識・スキル等を整理した文献調査等により、効果的な就労支

援に必要な知識・スキル等リスト（網羅的リスト）を作成した。この網羅的リストについて、障害者就

労支援分野の有識者（10名）へのヒアリングを実施、有識者からの意見に基づいて不適切な内容の修正

や不足している情報の追加等をし、知識・スキル等リスト（草案）を作成した。 

さらに、その知識・スキル等リスト（草案）について、地域で効果的な就労支援を実施している支援

機関154機関の経験豊富な支援実務者へアンケート調査を依頼し、就労支援実務者111名（回収率72.1％）

からの回答の結果、効果的な就労支援のために必要な知識・スキル等の具体的な内容は、以下のように

16の領域に渡る幅広いものであることを明らかにした。 

① 障害者の就労支援の意義：障害についての基本的理解、障害者の働く意義と権利擁護・共生社

会実現の理解 

② 就労支援における支援者の基本的姿勢：支援者が持つべき心構えと倫理意識、就労支援におい

て支援者が取るべき態度、支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討、最新情報の収集

と自己研鑽、支援者自身の身体・精神的なケア 

③ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス：障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と

対応、障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解、障害福祉サービスや社会保障制度の理解 

④ 企業経営と雇用管理：企業経営や労働市場の動向把握、労働関係法規や雇用管理の理解 

⑤ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明：相談を行う際の基本的な

態度、相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明、相手の特性・状況を踏まえた相談 

 

 

⑥ 支援者間の記録・伝達：分かり易い記録・伝達、個人情報の適切な取り扱い 

⑦ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援：障害者本人の自己肯定感の回復の支援、障害

者本人の自己探求を促進する支援、職業とのかかわりの中で自己の理解を深める支援、障害者

支援における自己選択・自己決定の支援 

⑧ 就労支援における障害者のアセスメント：障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強

み・能力の把握、作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析、障害者本人の心理面とその背景

の整理・分析、医学・心理学的知見を踏まえた情報把握、社会生活や職場の環境的側面の把

握、聞き取りや資料等による情報収集、行動観察、専門的なアセスメントツールの活用 

⑨ 就労支援のプランニング：アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有、就労支援計画策

定と定期的なモニタリング 

⑩ 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援：目標とするスキルや行動を習得するための支援、

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援、対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援、

通勤支援 

⑪ 仕事の選択・求職活動や職場への移行の支援：障害者本人の仕事の選択の支援、障害の開示・

非開示に関する意思決定の支援、求人とのマッチングのための職場の情報収集、障害者本人の

求職活動の支援、職業能力開発施設の利用に向けた情報提供、障害者本人のニーズに合った職

場見学・職場実習の支援、就職後の合理的配慮提供に向けた支援 

⑫ 職場（実習中含む）への適応支援：仕事の遂行力向上と職場適応のための支援、職場に適応す

る行動習得のための支援、職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援、フ

ォローアップ、休職者の職場復帰支援、退職と再就職に向けた支援 

⑬ 職業生活を充実させるための体調管理や生活の支援：職業生活における体調管理の支援、ワー

クライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供、生活設計の相談、ライフステージに

対応した支援 

⑭ 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援：企業の障害者雇用に関する実態把握と情報

提供、事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援、障害特性や雇用管理のポイン

トに関する一般的な説明、職場・職務の調整支援、職場・職務のアセスメントと職務の再構

成・創出支援、課題分析と解決策の提案 

⑮ 関係機関や家族との連携：地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り、関係機

関との連携の必要性の検討と紹介、個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制

の構築、関係機関とのチーム支援、家族等との連携 

⑯ 障害者雇用の啓発と支援人材の育成：障害者雇用の啓発、支援人材の育成 

（２）人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT等のバランスの確認 

上記の効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的な内容について、障害者就業・生活支援セ

ンター337 機関（全機関）及び就労移行支援事業所や就労定着支援事業所 1,139 機関の合計 1,476 機関

の人材育成担当者を対象としたアンケート調査による 652 機関（回収率 44.2％）からの回答を分析し、

知識・スキル等の習得や習得方法における現実的な優先度、人材育成における取組や課題等を明らかに
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これら地域関係機関における、多様な知識・スキル等の多様な習得方法として、研修、OJT、実務での情

報交換等のバランスについても確認した。 

（３）人材育成に関する組織的取組の具体的内容の把握・整理 

従来、十分に体系化されず、関係者の共通認識となってこなかった人材育成の組織的な取組（効果的

な就労支援のための知識・スキル等の習得のための研修、OJT、事例検討・情報共有等）について、それ

らを実施している障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の計８機関の人材育成担当者

から具体的な取組内容を聞き、就労支援の知識・スキル等の習得を地域関係機関において効果的に促進

するための参考となる、具体的な研修、OJT、実務での情報交換等の取組の事例をとりまとめた。 

（４）就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等の多面的な整理 

調査結果を踏まえ、総合的に、就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等について考

察した。それを踏まえ、今後の、研修等の内容の検討や専門性向上への関係者の共通認識の促進の一助

となるように、巻末資料として、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リスト、多様な地域の就労

支援機関の状況を踏まえた研修や助言・援助等のニーズを検討できるチェックリスト、就労支援機関に

おける組織的な人材育成の取組を行う際の参考となる具体的なポイントや留意点を分かりやすくまとめ

た資料を作成した。 

 

３ 調査研究の結果 

（１）効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化 

2003年～2023年に発行された国内外の知識・スキル等を整理した文献調査等により、効果的な就労支

援に必要な知識・スキル等リスト（網羅的リスト）を作成した。この網羅的リストについて、障害者就

労支援分野の有識者（10名）へのヒアリングを実施、有識者からの意見に基づいて不適切な内容の修正

や不足している情報の追加等をし、知識・スキル等リスト（草案）を作成した。 

さらに、その知識・スキル等リスト（草案）について、地域で効果的な就労支援を実施している支援

機関154機関の経験豊富な支援実務者へアンケート調査を依頼し、就労支援実務者111名（回収率72.1％）

からの回答の結果、効果的な就労支援のために必要な知識・スキル等の具体的な内容は、以下のように

16の領域に渡る幅広いものであることを明らかにした。 

① 障害者の就労支援の意義：障害についての基本的理解、障害者の働く意義と権利擁護・共生社

会実現の理解 

② 就労支援における支援者の基本的姿勢：支援者が持つべき心構えと倫理意識、就労支援におい

て支援者が取るべき態度、支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討、最新情報の収集

と自己研鑽、支援者自身の身体・精神的なケア 

③ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス：障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と

対応、障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解、障害福祉サービスや社会保障制度の理解 

④ 企業経営と雇用管理：企業経営や労働市場の動向把握、労働関係法規や雇用管理の理解 

⑤ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明：相談を行う際の基本的な

態度、相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明、相手の特性・状況を踏まえた相談 

 

 

⑥ 支援者間の記録・伝達：分かり易い記録・伝達、個人情報の適切な取り扱い 

⑦ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援：障害者本人の自己肯定感の回復の支援、障害

者本人の自己探求を促進する支援、職業とのかかわりの中で自己の理解を深める支援、障害者

支援における自己選択・自己決定の支援 

⑧ 就労支援における障害者のアセスメント：障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強

み・能力の把握、作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析、障害者本人の心理面とその背景

の整理・分析、医学・心理学的知見を踏まえた情報把握、社会生活や職場の環境的側面の把

握、聞き取りや資料等による情報収集、行動観察、専門的なアセスメントツールの活用 

⑨ 就労支援のプランニング：アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有、就労支援計画策

定と定期的なモニタリング 

⑩ 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援：目標とするスキルや行動を習得するための支援、

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援、対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援、

通勤支援 

⑪ 仕事の選択・求職活動や職場への移行の支援：障害者本人の仕事の選択の支援、障害の開示・

非開示に関する意思決定の支援、求人とのマッチングのための職場の情報収集、障害者本人の

求職活動の支援、職業能力開発施設の利用に向けた情報提供、障害者本人のニーズに合った職

場見学・職場実習の支援、就職後の合理的配慮提供に向けた支援 

⑫ 職場（実習中含む）への適応支援：仕事の遂行力向上と職場適応のための支援、職場に適応す

る行動習得のための支援、職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援、フ

ォローアップ、休職者の職場復帰支援、退職と再就職に向けた支援 

⑬ 職業生活を充実させるための体調管理や生活の支援：職業生活における体調管理の支援、ワー

クライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供、生活設計の相談、ライフステージに
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⑭ 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援：企業の障害者雇用に関する実態把握と情報
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知識・スキル等の習得や習得方法における現実的な優先度、人材育成における取組や課題等を明らかに
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した。 

ア 人材育成における知識・スキル等の優先度 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等について、全国の就労支援機関では人材育成上の現実的な

優先度の認識にばらつきがあることが認められた。専門性や支援力を向上させる観点から、知識・スキ

ル等の内容を因子分析した結果、次の４領域に整理できた。 

① 障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援：基本的支援姿勢や個人情報の取扱

い、人権、相手の立場やニーズを踏まえた説明、障害者本人のニーズを中心としたアセスメン

ト、チームワーク、自己選択・自己決定支援、記録、計画とモニタリング等 

② 地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発：障害者雇用の啓発、企業経営や

労働市場の動向把握、地域支援人材の育成、障害者雇用促進法等、地域の社会資源ネットワー

ク、障害者雇用状況の実態把握、労働関係法規や雇用管理の知識等 

③ 職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援：職務遂行力と職場適応のための支援、

職場見学や職場実習等、障害特性や雇用管理のポイントの説明、退職と再就職の支援、継続的フ

ォローアップ体制構築、職場業務の調整、求人とのマッチング等 

④ 障害者本人の自己理解と自信向上の支援：障害者の自己肯定感の回復支援、本人の自己探求の促

進、専門的ツールの活用、職業との関わりでの自己理解支援等 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得の現実的な優先度では、①～④の順に認識のばらつ

きがあり、今後の支援力の向上に向けた人材育成の重要性が高いと考えられる。また、特に初任者の人

材育成における優先度では、②③①④の順で認識のばらつきが見られた。 

なお、④について就労移行支援事業や就労定着支援事業を実施・運営する機関で優先度が比較的高く、

障害者就業・生活支援センターでの優先度が特に都市部では低くなっていたこと以外は、実施・運営し

ている事業や地域等による人材育成の優先項目に関する顕著な差は認められなかった。 

イ 人材育成における研修やOJT等のバランスの確認 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等について、実際に優先的とされていた習得方法のバランス

により「研修中心」「OJT中心」「情報交換中心」「研修とOJT」「研修と情報交換」「OJTと情報交換」「複

合的な方法」のいずれかに分類した。 

 研修中心：支援者が持つべき心構えと倫理意識、障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対

応、障害者本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定、障害者本人の強み・能力の把握等 
 OJT中心：支援者が取るべき態度、記録・伝達のスキル、求職活動や退職・再就職支援、職場・職務

の調整支援等 

 情報交換中心：関係機関との連携、企業情報の収集、生活支援等 
 上記以外の組み合わせ（複合的な方法）：相談の実施や支援計画の説明、事業主への支援等 

ウ 知識・スキル等充足に向けた人材育成の取組や課題 

人材育成の組織的な取組や課題に関する自由記述による回答から、研修等の機会確保、人材確保・定

着、人材育成のノウハウの不足、様々な知識・スキル等の習得、個人や地域の違いに応じた人材育成、

職員や他機関との情報共有等が課題として挙げられた。 

 

 

（３）人材育成の組織的取組の具体的内容 

効果的な就労支援につながる研修等の充実とOJT等の人材育成を実施している就労支援機関８機関の

人材育成担当者を対象に、オンライン又は対面形式でのヒアリング調査を実施し、「求められる支援者

像」の具体的内容の明確化とともに、人材育成のための組織的取組の好事例やノウハウ、及び、効果的

な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容を明らかにした。 

ア 人材育成において求められる支援者像 

人材育成を通じて求められる支援者像として、「利用者と伴走でき、基礎的な知識・スキル等を大切に

しながら柔軟な思考と多角的視点を持ち、さらに情報発信のできる支援者」が明らかになった。 

イ 人材育成の組織的取組について 

人員・時間等の制約のある中での多様な知識・スキル等の習得の難しさや就労支援に携わる一人一人

に合わせた育成の必要性等が課題となっている状況を踏まえ、就労支援実務者が効果的に専門的知識・

スキルを習得するための人材育成の組織的取組として、ヒアリングにより以下が明確となり、これらに

より、継続的な人材育成が効果的に実施されていた。 

 研修参加や研修効果の阻害要因の除去の取組 

 外部研修と組織内の人材育成の連動 

 OJTにおける主体的問題意識と相談しやすい環境 

 業務負担の少ない効率的な情報共有・事例検討等 

ウ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得のための具体的内容や取組について 

人材育成の課題に応じた４領域においては、以下のような具体的な取組が行われていた。その内容に

ついては、初任者のうちに取り組むことや経験を積みながら目指すこと等があり、概略的ではあるが就

労支援実務者のキャリアパスを明らかにすることができた。 

 「支援者がもつべき心構え・倫理意識・態度」について、初任者は多職種チームでの専門支援者

としてのあり方の基礎のスキル習得が目指されていた。 

 「障害者のアセスメント」については、障害特性の理解、障害者本人への自己理解の協働アセス

メントを初任者のうちに実施し、そのスキルを習得していた。 

 「事業主との連携」については、初任者のうちはその必要性を理解するためのOJT指導が中心に

実施されており、最終的には企業評価や企業でのジョブコーチ支援が実施できるようなスキル習

得が目指されていた。 

 「地域の支援ネットワークづくり」においては、初任者時代の外部研修での交流や日々の支援の

連携を基に築かれたネットワークが拡大していくことが示され、ネットワーク構築のためには

日々の支援を充実させることが重要であることが明らかになった。 

（４）就労支援実務者に必要な知識・スキル等の多面的な整理 

現在、本格的に、国を挙げて就労支援に関わる人材の専門性や支援力の向上に取り組んでいる状況で

あり、就労支援実務者や人材育成担当者が、研修等の必要性やスキル向上の目標について共通認識をも

って人材育成に取り組むことができるように、本調査研究の成果として、効果的な就労支援に必要な知

識・スキル等を多面的に整理したリスト、研修や助言・援助等を検討できるチェックリスト、知識・ス
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ォローアップ体制構築、職場業務の調整、求人とのマッチング等 

④ 障害者本人の自己理解と自信向上の支援：障害者の自己肯定感の回復支援、本人の自己探求の促

進、専門的ツールの活用、職業との関わりでの自己理解支援等 
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イ 人材育成における研修やOJT等のバランスの確認 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等について、実際に優先的とされていた習得方法のバランス
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ア 人材育成において求められる支援者像 

人材育成を通じて求められる支援者像として、「利用者と伴走でき、基礎的な知識・スキル等を大切に

しながら柔軟な思考と多角的視点を持ち、さらに情報発信のできる支援者」が明らかになった。 
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人員・時間等の制約のある中での多様な知識・スキル等の習得の難しさや就労支援に携わる一人一人

に合わせた育成の必要性等が課題となっている状況を踏まえ、就労支援実務者が効果的に専門的知識・
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より、継続的な人材育成が効果的に実施されていた。 
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ついては、初任者のうちに取り組むことや経験を積みながら目指すこと等があり、概略的ではあるが就

労支援実務者のキャリアパスを明らかにすることができた。 

 「支援者がもつべき心構え・倫理意識・態度」について、初任者は多職種チームでの専門支援者

としてのあり方の基礎のスキル習得が目指されていた。 

 「障害者のアセスメント」については、障害特性の理解、障害者本人への自己理解の協働アセス

メントを初任者のうちに実施し、そのスキルを習得していた。 

 「事業主との連携」については、初任者のうちはその必要性を理解するためのOJT指導が中心に

実施されており、最終的には企業評価や企業でのジョブコーチ支援が実施できるようなスキル習

得が目指されていた。 

 「地域の支援ネットワークづくり」においては、初任者時代の外部研修での交流や日々の支援の

連携を基に築かれたネットワークが拡大していくことが示され、ネットワーク構築のためには

日々の支援を充実させることが重要であることが明らかになった。 

（４）就労支援実務者に必要な知識・スキル等の多面的な整理 

現在、本格的に、国を挙げて就労支援に関わる人材の専門性や支援力の向上に取り組んでいる状況で

あり、就労支援実務者や人材育成担当者が、研修等の必要性やスキル向上の目標について共通認識をも

って人材育成に取り組むことができるように、本調査研究の成果として、効果的な就労支援に必要な知

識・スキル等を多面的に整理したリスト、研修や助言・援助等を検討できるチェックリスト、知識・ス
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第第１１章章  

  

研研究究のの背背景景とと目目的的  

    

 

 

キル等の習得や就労支援実務者の人材育成に関する地域の就労支援機関における組織的な取組を行う際

の参考となる具体的なポイントや留意点を巻末資料としてまとめた。 

ア 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リストの作成 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の内容について、実際の全国の就労支援機関における具体

的な人材育成の向上に係る課題を４領域（障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援、

地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発、職場適応・定着のための障害者本人と

企業双方への支援、障害者本人の自己理解と自信向上の支援）に整理し、その主要な項目のリスト化を

行った。このリストは、今後、雇用と福祉等に共通した人材育成、各機関での人材育成担当者と支援実

務者の間の共通認識等の促進のために活用が期待される。 

イ 効果的な研修や助言・援助等の内容の検討 

各知識・スキル等について、研修、OJT、情報交換等の具体的な習得方法に関する現実的な優先度の違

いが明確になったため、今後の基礎的研修のオンデマンド講義や実地講習等のカリキュラムだけでなく、

研修後のOJTで取り組む内容、地域のネットワーク会議での情報交換のテーマ等の検討、さらに、地域

障害者職業センターの助言・援助業務等、各組織の取組を支援する助言・援助等の実施内容についての

検討にも活用できる可能性がある。 

ウ 就労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考 

人材育成のために研修だけでなく、各機関におけるOJTや情報交換等の組織的取組の具体的内容とし

て、組織としての人材育成の進め方や優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法について、具体

的なポイントや留意点を整理しており、地域障害者職業センターの助言・援助業務等の内容の検討の参

考として活用できる可能性がある。 

 

４ 考察 

障害者就労支援者の人材育成のあり方について、従来から、機関種や地域、対象障害等によらない「共

通基盤」があることが示唆されてきたが、今回、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内

容の言語化・体系化を目指した調査研究の実施により、その具体的内容が近年の就労支援の大きな枠組

みの変化を反映した多岐にわたるものであることを明らかにできた。このことは、今後本格化する基礎

的研修等の効果的実施に向けた重要な成果と考える。さらに、研修以外の各機関での人材育成の組織的

取組の重要性を示すとともに、その内容を具体的に明確化できたことにより、研修だけに止まらない、

地域での継続的な人材育成への組織的取組を支える地域障害者職業センター等の助言・援助業務の効果

的実施にもつながる成果が得られたと考える。 

その一方で、地域の就労支援機関における知識・スキル等の習得の現実的な優先度の認識のばらつき

には、各機関の地域性や、支援対象者のニーズ、社会資源の違いがある中で他機関との役割分担と連携

の状況を反映していることも示唆され、人材育成は地域支援体制の整備と表裏一体の課題として総合的

に検討する必要性が高いことも明確になり、今後さらに研究を続けるべき課題である。 
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第１章 研究の背景と目的 

 

第１節 研究の背景 

障害者就労支援は、近年では、就職前の障害者個人への支援から、就職前から就職後にわたる障

害者と事業主の双方への多分野連携による総合的支援へと急速に発展し、多様な障害種・程度の障

害者の就労可能性を広げてきた。国は、雇用と福祉の両分野での就労支援力の向上のため、就労支

援人材の質・量の両面の充実に向けた議論を進め、2025 年度からは、雇用と福祉の両分野での就労

支援担当者を対象とした雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修（以下「基

礎的研修」という。）が実施されることとなった。その研修の効果的な内容や実施方法の検討のため

にも、就労支援実務者に必要な知識・スキル等の内容とそれを効果的かつ効率的に充足していく方

法を更に明確にしていく必要がある。 

 

１ 就労支援の成果や関係者の広がりに伴う「障害者就労支援の共通基盤」の必要性の認識 

平成 19 年（2007 年）から平成 26 年（2014 年）の間に、厚生労働省は、障害者就労支援の地域支

援と人材育成のあり方として、次の４つの報告書をまとめている。 

 「福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会報告書」（平成19年８

月） 
 「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書」（平成21年３月） 
 「地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書」（平成24年８月） 
 「地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書（第２次）」（平成26年３月） 
これらの研究会報告書においては、1990 年代後半から 10 年程度の間に、我が国で障害者就労支

援を地域で支えるという課題が急速に深まり、そのために幅広い分野・機関・職種を含む就労支援

体制づくりや支援者の人材育成が必要となってきた状況が詳細に記録され、その中で、地域におい

て障害者就労支援を今後発展させるためには、「障害者就労支援の共通基盤」の明確化と普及が喫緊

の課題とされている。 

（１）「障害者就労支援の共通基盤」の明確化と普及の課題 

これらの報告書においては、分野・機関・職種にかかわらず理解すべき「障害者就労支援の共通

基盤」の課題として、効果的な就労支援の急速な発展に伴う関係者の取組や認識のばらつきの拡大、

障害者と企業の関係性の中で実施される効果的な就労支援のあり方の理解の不足、就労支援の基本

的なあり方やその普及方法が明らかになっていないこと等、が繰り返し指摘されている。これらに

関する具体的な内容は次のとおりである。 

 障害者就労支援のあり方として、就職前から就職後まで障害者本人と企業・職場の両面への継

続的な多職種連携による支援が大きな成果を上げている一方で、そのような障害者就労支援の

取組や成果の認識について、地域や分野・機関・職種によるばらつきが拡大していること 
 地域のネットワークで障害者就労支援の経験を積んだ支援者と比較すると、各分野から新しく

就労支援に取り組むようになった支援者においては、分野・機関・職種や対象障害にかかわら
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ず、障害者と雇用企業の関係性の中で実施されるべき障害者就労支援の基本的なあり方の理解

が不足していること 
 障害者就労支援のあり方には、分野・機関・職種にかかわらない共通基盤が認められるが、そ

れは研修等の機会だけでなく、支援現場でのインフォーマルな学びや経験での体得を必要とす

るものとなっており、その効果的な普及のための内容や方法が明確でないこと 
（２）具体的な「障害者就労支援の共通基盤」の内容 

平成 21 年（2009 年）には「一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキルは、雇用、

福祉、保健医療、教育等の分野、機関や人材の種別に関わりなく共通する部分が多いと考えられる」

として、理念や基本的プロセス、地域における障害者就労支援マネジメントの必要性等、具体的な

内容が整理され（表１）、その後の職場適応援助者養成研修のカリキュラムにも取り入れられた。 
 

表１ 厚生労働省の研究会（平成 21 年）で示された一般就労に向けた支援を行うための基本的な

知識・スキル～就労支援の共通基盤～ 

 
出典：「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書」（平成 21 年３月） 

 

２ 「障害者就労支援の共通基盤」の具体的内容と普及課題の実証的明確化 

「障害者就労支援の共通基盤」について、障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.134, 2017）

では、地域関係機関の調査分析等により、効果的な就労支援の特徴として、就職前から就職後の障

害者と企業・職場の双方への職業生活のケースマネジメントの総合的取組の具体的内容を明らかに

している。更に障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.147, 2019）では、従来の就職前の障

害者だけを対象とした就労支援とは抜本的に異なる就労支援のポイントを明確にするとともに、そ

の普及のためには連携や役割分担の具体的イメージの明確化への多分野による協同作業が重要で

あることを指摘し、海外との人材育成課題との共通性を示唆している。 

（１）近年の就労支援のあり方の抜本的変化の具体的内容の明確化 

障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.134, 2017）は、近年の、地域関係機関の「顔の見

える関係」等での地域連携による障害者の就労支援の可能性の広がりの実態について、実証的に明

らかにしている。 

ア 就労支援の全体プロセスの明確化 

同調査研究では、様々な地域関係機関の具体的支援内容と、障害者が就職前から就職後までに経

験する様々な職業的課題の解決・軽減状況の関係を分析することにより、効果的な就労支援の基本

的なあり方を実証的に明らかにしている。すなわち、効果的な就労支援とは、就職前から就職後ま

での様々な職業生活上の個別支援ニーズに対応する、障害者と企業・職場の双方への継続的支援が

実施されるものであった（図１）。ただし、実際の地域では、就職前、就職時、就職後の課題への対

応、障害者と企業・職場への対応がタテ割りとなり、就労支援の成果が十分に上げられないという、

地域や関係機関による支援の成果にばらつきが大きいことも明確になっている。 

 

  
図１ 分野・機関・職種が共有する必要がある効果的な障害者就労支援の基本的枠組 

 

イ 地域関係者の就労支援の役割分担と連携を促進する要因の明確化 

同調査研究では、就労支援における移行支援や職場定着支援等の場面で、医療、福祉、教育等の

関係分野との効果的な役割分担と連携を促進する要因を分析し明らかにしている。これら必ずしも
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が不足していること 
 障害者就労支援のあり方には、分野・機関・職種にかかわらない共通基盤が認められるが、そ

れは研修等の機会だけでなく、支援現場でのインフォーマルな学びや経験での体得を必要とす

るものとなっており、その効果的な普及のための内容や方法が明確でないこと 
（２）具体的な「障害者就労支援の共通基盤」の内容 

平成 21 年（2009 年）には「一般就労に向けた支援を行うための基本的な知識・スキルは、雇用、

福祉、保健医療、教育等の分野、機関や人材の種別に関わりなく共通する部分が多いと考えられる」

として、理念や基本的プロセス、地域における障害者就労支援マネジメントの必要性等、具体的な

内容が整理され（表１）、その後の職場適応援助者養成研修のカリキュラムにも取り入れられた。 
 

表１ 厚生労働省の研究会（平成 21 年）で示された一般就労に向けた支援を行うための基本的な

知識・スキル～就労支援の共通基盤～ 

 
出典：「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書」（平成 21 年３月） 

 

２ 「障害者就労支援の共通基盤」の具体的内容と普及課題の実証的明確化 

「障害者就労支援の共通基盤」について、障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.134, 2017）

では、地域関係機関の調査分析等により、効果的な就労支援の特徴として、就職前から就職後の障

害者と企業・職場の双方への職業生活のケースマネジメントの総合的取組の具体的内容を明らかに

している。更に障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.147, 2019）では、従来の就職前の障

害者だけを対象とした就労支援とは抜本的に異なる就労支援のポイントを明確にするとともに、そ

の普及のためには連携や役割分担の具体的イメージの明確化への多分野による協同作業が重要で

あることを指摘し、海外との人材育成課題との共通性を示唆している。 

（１）近年の就労支援のあり方の抜本的変化の具体的内容の明確化 

障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.134, 2017）は、近年の、地域関係機関の「顔の見

える関係」等での地域連携による障害者の就労支援の可能性の広がりの実態について、実証的に明

らかにしている。 

ア 就労支援の全体プロセスの明確化 

同調査研究では、様々な地域関係機関の具体的支援内容と、障害者が就職前から就職後までに経

験する様々な職業的課題の解決・軽減状況の関係を分析することにより、効果的な就労支援の基本

的なあり方を実証的に明らかにしている。すなわち、効果的な就労支援とは、就職前から就職後ま

での様々な職業生活上の個別支援ニーズに対応する、障害者と企業・職場の双方への継続的支援が

実施されるものであった（図１）。ただし、実際の地域では、就職前、就職時、就職後の課題への対

応、障害者と企業・職場への対応がタテ割りとなり、就労支援の成果が十分に上げられないという、

地域や関係機関による支援の成果にばらつきが大きいことも明確になっている。 

 

  
図１ 分野・機関・職種が共有する必要がある効果的な障害者就労支援の基本的枠組 

 

イ 地域関係者の就労支援の役割分担と連携を促進する要因の明確化 

同調査研究では、就労支援における移行支援や職場定着支援等の場面で、医療、福祉、教育等の

関係分野との効果的な役割分担と連携を促進する要因を分析し明らかにしている。これら必ずしも
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就労支援を専門としない関係分野における就労支援への取組の動機は、障害者の職業生活をそれぞ

れの専門性により支えることにある。また、地域における効果的な就労支援の発展は、支援者にお

ける、実際の障害者本人と企業の双方への支援の有益性の成功体験や地域ネットワークとの関わり

と関連しており、これも支援の内容や成果のばらつきの要因となっていた。 

（２）地域関係者への効果的な就労支援についての理解普及の課題  

更に、障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.147, 2019）は、上記で明らかになった効果

的な就労支援の取組を、実際の地域の多様な関係者に普及させるためのワークショップ等の取組か

ら、具体的な理解普及の課題やポイントを明らかにするとともに、海外における就労支援人材育成

の課題との共通性を示唆している。 

ア 就労支援の全体プロセスの理解促進の課題 

同調査研究によると、地域関係機関の支援者の多くは、障害者個人への支援を前提として就労支

援を捉えているため、効果的な就労支援のあり方については、図１の全体プロセスの特徴を明確に

伝えることが最も重要な知識普及のポイントとなる。特に、従来の就労支援と異なる特徴を強調す

ることが重要である。 

（ア）障害者本人と企業の双方への職業準備と職場適応の一体的支援 

障害者本人への就職前の職業準備支援だけでは解決困難な職業課題も、仕事内容や就業条件、就

職後の合理的配慮による職場適応の促進に向けた企業・職場側への支援と一体的に実施することで

解決可能になることが基礎的知識として重要である。 

（イ）職業人としての活躍を目指す就職活動支援 

障害やできないことだけに着目した就労支援の限界を踏まえ、各人の強み（適性や意欲等）を活

かせる仕事を、地域の企業の人材ニーズも踏まえて検討し、障害に関わらず職業人として活躍でき、

企業も人材として採用できる就職活動の支援が重要であることも基礎的知識として重要である。 

（ウ）継続的な障害者本人と職場のフォローアップ体制 

就職後に障害者の職場適応の問題が生じることや、日常生活面や医療面の課題等があるため、就

業継続が困難となることが多い。障害者の就職前の医療や生活面の準備支援では解決できない問題

も、就職後の障害者の職業生活を継続的に支える医療や生活面の地域支援体制の整備により可能と

なることも基礎的知識として重要である。 

イ 多分野協同作業での発見的学びの重要性 

また、同調査研究では、多分野連携による就労支援のあり方について、現場ではそもそも多分野

連携の機会が少なく連携や役割分担の実務的手続きも未整備であり、トップダウンの知識付与には

限界があることを踏まえ、各地域や具体的事例に即して、多分野の関係者が情報共有し、新たな役

割分担や連携のあり方を協同で検討する中での発見的学びが重要であることを示している。 

（ア）多分野連携体制の地域による違い 

実際の地域の多分野連携による就労支援は、各地域における関係者の「顔の見える関係」による

支援事例の積み重ねにより構築されていることが多い。しかし、多くの地域では、各分野の支援は

タテ割りであり、各支援者は地域の他機関がどのような専門性を有し、どのような支援が可能なの

 

か理解がないことが多い。 

（イ）問題解決志向の多分野協同作業の重要性 

実際にこれまでにない多分野連携による就労支援の具体的取組に対して、各関係者が自信や意欲

を持てるようにするためには、地域支援現場での実際の取組の経験だけでなく、関係者が集まるワ

ークショップでの問題解決的な協同作業でも一定の効果が確認されている。 

ウ 海外における人材育成課題の共通性 

また、同調査研究においては、諸外国においても、我が国で確認した上記のような就労支援のあ

り方の抜本的変化が同様に生じており、「障害や疾病のある人たちにインクルーシブな企業・職場と

地域社会づくり」への支援として発展していること、アメリカではそのための支援人材の育成が先

行しており、その取組は参考になる可能性があることを示している。 

（ア）諸外国での就労支援の抜本的変化の共通性 

従来、多くの国では、一般就業で働ける障害者と働けない障害者に分けた就労支援が主流であっ

たが、我が国と同様、諸外国でも、就労支援のあり方が抜本的に変化し、障害者権利条約の障害や

疾病のある人たちにインクルーシブな企業・職場と地域社会づくりが現実的課題となっている。 

（イ）アメリカにおける就労支援人材育成の取組 

アメリカでは、障害種類・程度にかかわらず一般就業を第一選択肢とできるようにする政策の下、

その実現に向けた専門就労支援の内容を整理しており、その内容は我が国における効果的な就労支

援の内容と共通性が高いことを確認されている。それを基に、アメリカでは、効果的な就労支援を

実施できるようにする専門研修と、技能を証明する資格認定を行う取組が先行している。 

 

３ 雇用と福祉の分野横断的な基礎的研修等の具体化 

2021 年６月に厚生労働省がとりまとめた「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」の

報告書では、雇用と福祉の切れ目のない支援を可能とするため、障害者本人と企業双方に対して必

要な支援ができる専門人材の確保・育成を目指し、就労支援者を対象とした雇用と福祉の分野横断

的な研修（基礎的研修等）の確立が必要であるとの方向性が示された。 

（１）基本的な方向性 

当該報告書では、基礎的研修の確立、より実践的なスキルの付与・向上させていくための専門人

材の高度化に向けた階層研修の構築等について提言され、その対象者や研修体系・内容、人材育成

の実施主体、人材確保の方策等が議論された。 

（２）基礎的研修の内容 

基礎的研修の内容として、就労支援の目的や理念等のほか、一般就労への移行、雇用から福祉へ

の移行、就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキルの付与に焦点を当てた内容とすべきと

の整理がされている。このことを踏まえ、2021 年９月から 12 月に開催された「雇用と福祉の分野

横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」では、現行の就業支援基礎

研修のカリキュラムに次の事柄のような内容を加えるべきという意見が挙げられている。 

 就労支援の目的や障害者雇用・福祉の理念や倫理等 
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就労支援を専門としない関係分野における就労支援への取組の動機は、障害者の職業生活をそれぞ

れの専門性により支えることにある。また、地域における効果的な就労支援の発展は、支援者にお

ける、実際の障害者本人と企業の双方への支援の有益性の成功体験や地域ネットワークとの関わり

と関連しており、これも支援の内容や成果のばらつきの要因となっていた。 

（２）地域関係者への効果的な就労支援についての理解普及の課題  

更に、障害者職業総合センター（調査研究報告書 No.147, 2019）は、上記で明らかになった効果

的な就労支援の取組を、実際の地域の多様な関係者に普及させるためのワークショップ等の取組か

ら、具体的な理解普及の課題やポイントを明らかにするとともに、海外における就労支援人材育成

の課題との共通性を示唆している。 

ア 就労支援の全体プロセスの理解促進の課題 

同調査研究によると、地域関係機関の支援者の多くは、障害者個人への支援を前提として就労支

援を捉えているため、効果的な就労支援のあり方については、図１の全体プロセスの特徴を明確に

伝えることが最も重要な知識普及のポイントとなる。特に、従来の就労支援と異なる特徴を強調す

ることが重要である。 

（ア）障害者本人と企業の双方への職業準備と職場適応の一体的支援 

障害者本人への就職前の職業準備支援だけでは解決困難な職業課題も、仕事内容や就業条件、就

職後の合理的配慮による職場適応の促進に向けた企業・職場側への支援と一体的に実施することで

解決可能になることが基礎的知識として重要である。 

（イ）職業人としての活躍を目指す就職活動支援 

障害やできないことだけに着目した就労支援の限界を踏まえ、各人の強み（適性や意欲等）を活

かせる仕事を、地域の企業の人材ニーズも踏まえて検討し、障害に関わらず職業人として活躍でき、

企業も人材として採用できる就職活動の支援が重要であることも基礎的知識として重要である。 

（ウ）継続的な障害者本人と職場のフォローアップ体制 

就職後に障害者の職場適応の問題が生じることや、日常生活面や医療面の課題等があるため、就

業継続が困難となることが多い。障害者の就職前の医療や生活面の準備支援では解決できない問題

も、就職後の障害者の職業生活を継続的に支える医療や生活面の地域支援体制の整備により可能と

なることも基礎的知識として重要である。 

イ 多分野協同作業での発見的学びの重要性 

また、同調査研究では、多分野連携による就労支援のあり方について、現場ではそもそも多分野

連携の機会が少なく連携や役割分担の実務的手続きも未整備であり、トップダウンの知識付与には

限界があることを踏まえ、各地域や具体的事例に即して、多分野の関係者が情報共有し、新たな役

割分担や連携のあり方を協同で検討する中での発見的学びが重要であることを示している。 

（ア）多分野連携体制の地域による違い 

実際の地域の多分野連携による就労支援は、各地域における関係者の「顔の見える関係」による

支援事例の積み重ねにより構築されていることが多い。しかし、多くの地域では、各分野の支援は

タテ割りであり、各支援者は地域の他機関がどのような専門性を有し、どのような支援が可能なの

 

か理解がないことが多い。 

（イ）問題解決志向の多分野協同作業の重要性 

実際にこれまでにない多分野連携による就労支援の具体的取組に対して、各関係者が自信や意欲

を持てるようにするためには、地域支援現場での実際の取組の経験だけでなく、関係者が集まるワ

ークショップでの問題解決的な協同作業でも一定の効果が確認されている。 

ウ 海外における人材育成課題の共通性 

また、同調査研究においては、諸外国においても、我が国で確認した上記のような就労支援のあ

り方の抜本的変化が同様に生じており、「障害や疾病のある人たちにインクルーシブな企業・職場と

地域社会づくり」への支援として発展していること、アメリカではそのための支援人材の育成が先

行しており、その取組は参考になる可能性があることを示している。 

（ア）諸外国での就労支援の抜本的変化の共通性 

従来、多くの国では、一般就業で働ける障害者と働けない障害者に分けた就労支援が主流であっ

たが、我が国と同様、諸外国でも、就労支援のあり方が抜本的に変化し、障害者権利条約の障害や

疾病のある人たちにインクルーシブな企業・職場と地域社会づくりが現実的課題となっている。 

（イ）アメリカにおける就労支援人材育成の取組 

アメリカでは、障害種類・程度にかかわらず一般就業を第一選択肢とできるようにする政策の下、

その実現に向けた専門就労支援の内容を整理しており、その内容は我が国における効果的な就労支

援の内容と共通性が高いことを確認されている。それを基に、アメリカでは、効果的な就労支援を

実施できるようにする専門研修と、技能を証明する資格認定を行う取組が先行している。 

 

３ 雇用と福祉の分野横断的な基礎的研修等の具体化 

2021 年６月に厚生労働省がとりまとめた「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」の

報告書では、雇用と福祉の切れ目のない支援を可能とするため、障害者本人と企業双方に対して必

要な支援ができる専門人材の確保・育成を目指し、就労支援者を対象とした雇用と福祉の分野横断

的な研修（基礎的研修等）の確立が必要であるとの方向性が示された。 

（１）基本的な方向性 

当該報告書では、基礎的研修の確立、より実践的なスキルの付与・向上させていくための専門人

材の高度化に向けた階層研修の構築等について提言され、その対象者や研修体系・内容、人材育成

の実施主体、人材確保の方策等が議論された。 

（２）基礎的研修の内容 

基礎的研修の内容として、就労支援の目的や理念等のほか、一般就労への移行、雇用から福祉へ

の移行、就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキルの付与に焦点を当てた内容とすべきと

の整理がされている。このことを踏まえ、2021 年９月から 12 月に開催された「雇用と福祉の分野

横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」では、現行の就業支援基礎

研修のカリキュラムに次の事柄のような内容を加えるべきという意見が挙げられている。 

 就労支援の目的や障害者雇用・福祉の理念や倫理等 
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 一般就労への移行、雇用から福祉への移行 
 就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキル 
 対企業支援の知識とスキル（企業における地域資源の活用促進や職務の切り出しを支援する知

識とスキル、合理的配慮の提供内容の検討や企業との調整の仕方、企業担当者へのメンタルヘ

ルスに係る配慮に関する知識等） 
 ハローワークやその他の職業リハビリテーション実施機関との連携に関する知識とスキル 
 ライフステージに応じた障害者の生活変化に対応した支援のために必要な知識（青年心理学、

キャリアコンサルティング等） 
 企業内での障害者雇用への理解促進を支援できる知識とスキル 
 障害者の就業に役立つICTのツールに係る知識 

（３）基礎的研修の対象と受講者の仕上がり像 

基礎的研修の対象については、障害者就業・生活支援センター（以下「就業・生活支援センター」

という。）の就業支援担当者と生活支援担当者、及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等の一部を改正する法律（以下「障害者総合支援法」という。）による就労系障害

福祉サービス（以下「就労系障害福祉サービス」という。）に含まれる、就労移行支援事業の就労支

援員、就労定着支援事業の就労定着支援員の四者を受講必須とすることが適当と示された。 

なお、現行の就業支援基礎研修は主に福祉分野の人材を対象に一般就労に向けた就労支援につい

て教える比重が大きいため、基礎的研修では企業で働く障害者の就業に伴う生活面の支援をどう行

っていくのか、雇用から福祉にどうつなげていくのかといった観点も含めるべきであるとされ、さ

らに「福祉的就労と一般就労の違い」が何かを理解し、企業で実際に働く際にどのようなことが求

められるのかなどを学べるようにすることが必要である、とされた。研修受講者の仕上がり像は、

障害者本人や企業に対して基本的な支援を開始できるレベルの人材とすることとされている。 

（４）階層研修の対象と内容 

階層研修については、例えば、就業・生活支援センターの就業支援担当者研修や職場適応援助者

養成研修では、いずれも基礎的研修を受講したうえでの階層研修の受講や、共通する基礎的な内容

は基礎的研修に含めるものとし、それぞれの役割に応じた内容及びより高度な内容とすべきとして

いる。 

 

４ 就労支援機関における人材育成と支援ノウハウ蓄積等の現状と課題  

上記の基礎的研修等についての議論がなされている間に、最近の障害者職業総合センターの調査

研究（調査研究報告書 No.167, 2023）では、就職前支援と就職後支援、障害者支援と事業主支援、

医療や生活支援と就労支援のタテ割りを超えた効果的な就労支援ノウハウの具体的事例をとりま

とめている。それに加え、知識・経験・スキル等の組織間での蓄積のばらつき、特に支援ノウハウ

を言語化し共有する取組や組織目標を明確化する取組、就労支援実務者のやりがい等の向上にもつ

ながるケースミーティング等により事例を共有する等の組織的取組の重要性を明らかにしている。 

（１）就労支援実務者が共通認識すべき効果的な支援ノウハウ 

 

同調査研究では、我が国の地域の就労支援の多様な関係者から効果的な支援ノウハウについての

事例を収集し、有識者による検討を行った結果、我が国の地域で実際に、効果的な就労支援の総合

的なプロセス・知識・スキルの幅広い内容が具体的に実施され、成果を上げていることが明確にな

っている。具体的には、就職前から職場定着後のフォローアップにかけての総合的で幅広い支援を

多分野機関との連携体制を取りつつ行うプロセスの実行に加えて、就労支援に係る理念について一

定の理解をし、障害特性や生活面の支援も含む就労支援プロセスの全体的な知識・経験を持つこと、

企業・事業主に関する知識・経験を持つこと、障害者や企業のニーズに応じた最新の支援・ケース

マネジメントを行うスキルを持つこと、合理的配慮やインクルーシブな雇用といった障害者の権利

等の知識を持ち実現に向け取り組むことが重視されていた。 

（２）就労支援機関の支援ノウハウ蓄積状況や人材育成の取組の現状と課題 

同調査研究での事例収集によると、多くの就労支援機関で就職前から職場定着後のフォローアッ

プにかけての総合的で幅広い支援が、多分野機関との連携体制を取りつつ行われていたが、知識・

経験・スキル等の普及状況については、組織間のばらつきもあった。 

また、人材育成の取組状況の調査結果では、就労支援に係る研修等の受講状況は組織により異な

っていた。人材育成の組織的取組については、重要性が認識されているものの、特に支援ノウハウ

を言語化し共有する取組や組織目標を明確化する取組については実施が少ない傾向があった。 

（３）就労支援担当者の人材育成における、効果的な方法や重要なポイント 

同調査研究によると、地域の就労支援機関の人材育成の取組と、就労支援の成果との関係の分析

により、効果的な人材育成には、研修の受講はもちろんのこと、組織的な人材育成の取組が重要で

あった。特に、支援ノウハウや事例を組織的に共有する取組が支援成果向上に役立っていた。また、

就労支援実務者のやりがい等の向上にも着目した人材育成が重要であり、その側面からも、ケース

ミーティング等により事例等を共有する取組が重要なポイントとなっていた。 

（４）効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容の明確化 

同調査研究で、従来の人材育成のための研修や実務での取組について明らかにした結果によると、

障害者の一般就労を支援する人材の育成には、障害特性の理解、職業的課題への対応、ケースマネ

ジメント、支援技法といった専門的な知識・スキルが必要である。加えて、支援者としての基本姿

勢、倫理意識、心構え、コミュニケーション能力、記録作成技術などの実務能力や倫理性も重要と

された。このような、地域の障害者就労支援の成果に関係する、幅広い知識・スキル、さらには価

値観や態度等（以下「知識・スキル等」という。）には、研修等で体系的に習得できるものだけでな

く、実務等を通して各組織や地域等で獲得され実施されている総合的な知識・スキル等も含まれ、

必ずしも体系化されておらず、雇用と福祉の両分野での共通認識として言語化されてこなかったも

のであることが示された。 

ただし、同調査研究では、重要な知識・スキル等や人材育成の取組の内容については基本枠組・

概略的な明確化にとどまり、研修実施機関の研修内容の検討や、就労支援機関に所属する人材育成

担当者と就労支援実務者の間の専門性と支援力の向上に向けた共通認識の促進に必要で具体的な

内容が十分に収集できていない。また、就労支援に必要な知識・スキル等が広範かつ高度になり、

－ 12 －



 

 一般就労への移行、雇用から福祉への移行 
 就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキル 
 対企業支援の知識とスキル（企業における地域資源の活用促進や職務の切り出しを支援する知

識とスキル、合理的配慮の提供内容の検討や企業との調整の仕方、企業担当者へのメンタルヘ

ルスに係る配慮に関する知識等） 
 ハローワークやその他の職業リハビリテーション実施機関との連携に関する知識とスキル 
 ライフステージに応じた障害者の生活変化に対応した支援のために必要な知識（青年心理学、

キャリアコンサルティング等） 
 企業内での障害者雇用への理解促進を支援できる知識とスキル 
 障害者の就業に役立つICTのツールに係る知識 

（３）基礎的研修の対象と受講者の仕上がり像 

基礎的研修の対象については、障害者就業・生活支援センター（以下「就業・生活支援センター」

という。）の就業支援担当者と生活支援担当者、及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等の一部を改正する法律（以下「障害者総合支援法」という。）による就労系障害

福祉サービス（以下「就労系障害福祉サービス」という。）に含まれる、就労移行支援事業の就労支

援員、就労定着支援事業の就労定着支援員の四者を受講必須とすることが適当と示された。 

なお、現行の就業支援基礎研修は主に福祉分野の人材を対象に一般就労に向けた就労支援につい

て教える比重が大きいため、基礎的研修では企業で働く障害者の就業に伴う生活面の支援をどう行

っていくのか、雇用から福祉にどうつなげていくのかといった観点も含めるべきであるとされ、さ

らに「福祉的就労と一般就労の違い」が何かを理解し、企業で実際に働く際にどのようなことが求

められるのかなどを学べるようにすることが必要である、とされた。研修受講者の仕上がり像は、

障害者本人や企業に対して基本的な支援を開始できるレベルの人材とすることとされている。 

（４）階層研修の対象と内容 

階層研修については、例えば、就業・生活支援センターの就業支援担当者研修や職場適応援助者

養成研修では、いずれも基礎的研修を受講したうえでの階層研修の受講や、共通する基礎的な内容

は基礎的研修に含めるものとし、それぞれの役割に応じた内容及びより高度な内容とすべきとして

いる。 

 

４ 就労支援機関における人材育成と支援ノウハウ蓄積等の現状と課題  

上記の基礎的研修等についての議論がなされている間に、最近の障害者職業総合センターの調査

研究（調査研究報告書 No.167, 2023）では、就職前支援と就職後支援、障害者支援と事業主支援、

医療や生活支援と就労支援のタテ割りを超えた効果的な就労支援ノウハウの具体的事例をとりま

とめている。それに加え、知識・経験・スキル等の組織間での蓄積のばらつき、特に支援ノウハウ

を言語化し共有する取組や組織目標を明確化する取組、就労支援実務者のやりがい等の向上にもつ

ながるケースミーティング等により事例を共有する等の組織的取組の重要性を明らかにしている。 

（１）就労支援実務者が共通認識すべき効果的な支援ノウハウ 

 

同調査研究では、我が国の地域の就労支援の多様な関係者から効果的な支援ノウハウについての

事例を収集し、有識者による検討を行った結果、我が国の地域で実際に、効果的な就労支援の総合

的なプロセス・知識・スキルの幅広い内容が具体的に実施され、成果を上げていることが明確にな

っている。具体的には、就職前から職場定着後のフォローアップにかけての総合的で幅広い支援を

多分野機関との連携体制を取りつつ行うプロセスの実行に加えて、就労支援に係る理念について一

定の理解をし、障害特性や生活面の支援も含む就労支援プロセスの全体的な知識・経験を持つこと、

企業・事業主に関する知識・経験を持つこと、障害者や企業のニーズに応じた最新の支援・ケース

マネジメントを行うスキルを持つこと、合理的配慮やインクルーシブな雇用といった障害者の権利

等の知識を持ち実現に向け取り組むことが重視されていた。 

（２）就労支援機関の支援ノウハウ蓄積状況や人材育成の取組の現状と課題 

同調査研究での事例収集によると、多くの就労支援機関で就職前から職場定着後のフォローアッ

プにかけての総合的で幅広い支援が、多分野機関との連携体制を取りつつ行われていたが、知識・

経験・スキル等の普及状況については、組織間のばらつきもあった。 

また、人材育成の取組状況の調査結果では、就労支援に係る研修等の受講状況は組織により異な

っていた。人材育成の組織的取組については、重要性が認識されているものの、特に支援ノウハウ

を言語化し共有する取組や組織目標を明確化する取組については実施が少ない傾向があった。 

（３）就労支援担当者の人材育成における、効果的な方法や重要なポイント 

同調査研究によると、地域の就労支援機関の人材育成の取組と、就労支援の成果との関係の分析

により、効果的な人材育成には、研修の受講はもちろんのこと、組織的な人材育成の取組が重要で

あった。特に、支援ノウハウや事例を組織的に共有する取組が支援成果向上に役立っていた。また、

就労支援実務者のやりがい等の向上にも着目した人材育成が重要であり、その側面からも、ケース

ミーティング等により事例等を共有する取組が重要なポイントとなっていた。 

（４）効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容の明確化 

同調査研究で、従来の人材育成のための研修や実務での取組について明らかにした結果によると、

障害者の一般就労を支援する人材の育成には、障害特性の理解、職業的課題への対応、ケースマネ

ジメント、支援技法といった専門的な知識・スキルが必要である。加えて、支援者としての基本姿

勢、倫理意識、心構え、コミュニケーション能力、記録作成技術などの実務能力や倫理性も重要と

された。このような、地域の障害者就労支援の成果に関係する、幅広い知識・スキル、さらには価

値観や態度等（以下「知識・スキル等」という。）には、研修等で体系的に習得できるものだけでな

く、実務等を通して各組織や地域等で獲得され実施されている総合的な知識・スキル等も含まれ、

必ずしも体系化されておらず、雇用と福祉の両分野での共通認識として言語化されてこなかったも

のであることが示された。 

ただし、同調査研究では、重要な知識・スキル等や人材育成の取組の内容については基本枠組・

概略的な明確化にとどまり、研修実施機関の研修内容の検討や、就労支援機関に所属する人材育成

担当者と就労支援実務者の間の専門性と支援力の向上に向けた共通認識の促進に必要で具体的な

内容が十分に収集できていない。また、就労支援に必要な知識・スキル等が広範かつ高度になり、
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従来からテキストや座学研修、更に実務体験等により習得されるべき知識・スキル等の内容は膨大

となる中、近年の就労支援のあり方の抜本的な変化を踏まえた、成果につながる知識・スキル等の

内容の精査や、関係者が共通認識とすべき内容の明確化も十分ではない。 

 

５ 研究仮説 

以上を踏まえると、効果的な障害者就労支援を行うために必要な知識・スキル等は地域の現場で

多様に発展し、十分に言語化・体系化はされていなかったにしても、既に多くの就労支援実務者や

人材育成担当者において蓄積されていると考えられる。その一方で、そのような内容は必ずしも雇

用分野と福祉分野の幅広い就労支援実務者や人材育成担当者においては共通認識となっていない、

という課題もある。したがって、その具体的内容を明確にし、体系的に整理することにより、今後

の研修や助言・援助業務等の効果的実施につなげられると考えられる。 

（１）効果的な就労支援の知識・スキル等の所在 

地域支援実務で成果を上げている就労支援機関の支援実務者や人材育成担当者は、効果的な就労

支援の知識・スキル等について基本枠組・概略的な内容にとどまらず具体的で詳細な内容を認識し

ているが、それらは必ずしも十分には共通認識や体系化がなされていないと考えられる。 

したがって、我が国の就労支援分野をリードしてきた有識者、地域支援実務で成果を上げている

就労支援機関の実務者や人材育成担当者を対象とし、多様な知識・スキル等の体系的で網羅的な項

目を用いて、特に重視される内容や、あまり重視されない内容を聞くことにより、重要な知識・ス

キル等の内容を明らかにし体系的に整理できる可能性がある。 

（２）多様な条件下での地域関係機関での人材育成の取組の発展 

地域で就労支援を実施する機関には、就業・生活支援センターのような職業リハビリテーション

機関、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所のような就労系障害福祉サービス等があり、運営

する法人の属性や、所属する支援者の専門性等も異なり、地域における機関の連携状況等によって

も各機関に求められる役割等も当然異なる。しかし、現在の就労支援の人材育成の課題は、これら

雇用や福祉といった分野や専門性等の条件によらない、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等

の内容や人材育成の優先度等についての共通基盤を確立することである。地域の多様な機関の人材

育成担当者における認識のばらつきの具体的内容を明らかにすることによって、今後の共通基盤の

確立に向けた具体的検討に資する情報とできる可能性がある。 

（３）現場における人材育成の多様な取組事例の発展 

障害者職業総合センターの最近の地域関係機関の調査分析結果によると、効果的な就労支援のた

めの知識・スキル等の具体的な習得方法は、研修、OJT、実務での情報交換等、幅広い。特に、組織

的な人材育成には、担当者の理念の明確化と積極的な発信、情報共有や研修機会の創出、就労支援

実務者のやりがい創出のための工夫、外部機関・関係者の有効活用が必要である。 

しかし、その具体的な組織的取組の内容は明確になっておらず、地域による支援のばらつきの原

因の一つとなっている可能性がある。これらについて、現場の事例を丁寧に分析することにより、

他地域や他組織でも応用可能な人材育成の効果的な取組の参考にできる可能性がある。 

 

第２節 研究目的 

本調査研究では、研修等の効果的な内容の検討に資することや、就労支援実務者と人材育成担当

者が共通認識をもって専門性の向上に取り組むことができるよう、就労支援機関における多様な就

労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等の内容（これらの充足の取組

も含む）を明らかにすることを目的とした。 

特に、研究成果の効果的な活用に向けて、雇用分野と福祉分野における双方の就労支援実務者と

人材育成担当者が、必要な知識・スキル等について共通認識を持ち、基礎的レベルやさらなる成長

のステップを示していけるようにするとともに、その習得方法（研修や OJT、実務での情報交換等）

も含めて明らかとなるように、研究成果を取りまとめることとした。 

 

１ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リストの作成 

厚生労働省の基礎的研修や階層研修における作業部会等における近年の議論を踏まえると、研修

等の効果的な内容の検討や、就労支援実務者と人材育成担当者が共通認識をもって専門性の向上に

取り組むことの必要性の背景には、雇用分野と福祉分野にわたる地域関係機関において、実際に実

施されている就労支援の内容や就労支援のあり方の認識にばらつきが生じている現状がある。 

したがって、本調査研究においては、雇用分野と福祉分野にかかわらず地域で実際に効果的な支

援を実施している就労支援実務者や人材育成担当者が特に重要と考える知識・スキル等を明らかに

し、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リスト（試作版）の形でとりまとめることとした。 

 

２ 人材育成担当者における知識・スキル等の優先度の共通認識の課題の明確化 

雇用分野と福祉分野において就労支援に取り組む多様な機関の人材育成担当者における、人材育

成のあり方の共通認識を確立するためには、共通認識の課題、すなわち、現状の人材育成のあり方

の認識のばらつきの現状とその原因を明らかにする必要がある。 

したがって、本調査研究においては、上記１で明らかにした効果的な就労支援に必要な知識・ス

キル等の内容について、実際の地域の多様な人材育成担当者における、多様な知識・スキル等につ

いての習得や習得方法の現実的な優先度の認識及びそのばらつきについて、機関特性や地域性等の

影響も踏まえて明らかにし、具体的な共通認識の促進に向けた課題を明確にすることとした。 

 

３ 就労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考 

就労支援に必要な知識・スキル等は、研修だけでなく、OJT や実務での情報交換等の各組織での

取組によって習得されるものも多いが、具体的な知識・スキル等と多様な習得方法との関係は必ず

しも明確となっていない。 

したがって、本調査研究では、就労支援に必要な知識・スキル等自体の明確化だけでなく、その

習得方法も併せた明確化により、就労支援機関における人材育成の取組の参考とするものとした。 
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従来からテキストや座学研修、更に実務体験等により習得されるべき知識・スキル等の内容は膨大

となる中、近年の就労支援のあり方の抜本的な変化を踏まえた、成果につながる知識・スキル等の
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５ 研究仮説 
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（１）効果的な就労支援の知識・スキル等の所在 

地域支援実務で成果を上げている就労支援機関の支援実務者や人材育成担当者は、効果的な就労
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機関、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所のような就労系障害福祉サービス等があり、運営

する法人の属性や、所属する支援者の専門性等も異なり、地域における機関の連携状況等によって

も各機関に求められる役割等も当然異なる。しかし、現在の就労支援の人材育成の課題は、これら

雇用や福祉といった分野や専門性等の条件によらない、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等

の内容や人材育成の優先度等についての共通基盤を確立することである。地域の多様な機関の人材

育成担当者における認識のばらつきの具体的内容を明らかにすることによって、今後の共通基盤の

確立に向けた具体的検討に資する情報とできる可能性がある。 

（３）現場における人材育成の多様な取組事例の発展 

障害者職業総合センターの最近の地域関係機関の調査分析結果によると、効果的な就労支援のた

めの知識・スキル等の具体的な習得方法は、研修、OJT、実務での情報交換等、幅広い。特に、組織

的な人材育成には、担当者の理念の明確化と積極的な発信、情報共有や研修機会の創出、就労支援

実務者のやりがい創出のための工夫、外部機関・関係者の有効活用が必要である。 

しかし、その具体的な組織的取組の内容は明確になっておらず、地域による支援のばらつきの原

因の一つとなっている可能性がある。これらについて、現場の事例を丁寧に分析することにより、

他地域や他組織でも応用可能な人材育成の効果的な取組の参考にできる可能性がある。 

 

第２節 研究目的 

本調査研究では、研修等の効果的な内容の検討に資することや、就労支援実務者と人材育成担当

者が共通認識をもって専門性の向上に取り組むことができるよう、就労支援機関における多様な就

労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等の内容（これらの充足の取組

も含む）を明らかにすることを目的とした。 

特に、研究成果の効果的な活用に向けて、雇用分野と福祉分野における双方の就労支援実務者と

人材育成担当者が、必要な知識・スキル等について共通認識を持ち、基礎的レベルやさらなる成長

のステップを示していけるようにするとともに、その習得方法（研修や OJT、実務での情報交換等）

も含めて明らかとなるように、研究成果を取りまとめることとした。 

 

１ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リストの作成 

厚生労働省の基礎的研修や階層研修における作業部会等における近年の議論を踏まえると、研修

等の効果的な内容の検討や、就労支援実務者と人材育成担当者が共通認識をもって専門性の向上に

取り組むことの必要性の背景には、雇用分野と福祉分野にわたる地域関係機関において、実際に実

施されている就労支援の内容や就労支援のあり方の認識にばらつきが生じている現状がある。 

したがって、本調査研究においては、雇用分野と福祉分野にかかわらず地域で実際に効果的な支

援を実施している就労支援実務者や人材育成担当者が特に重要と考える知識・スキル等を明らかに

し、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リスト（試作版）の形でとりまとめることとした。 

 

２ 人材育成担当者における知識・スキル等の優先度の共通認識の課題の明確化 

雇用分野と福祉分野において就労支援に取り組む多様な機関の人材育成担当者における、人材育

成のあり方の共通認識を確立するためには、共通認識の課題、すなわち、現状の人材育成のあり方

の認識のばらつきの現状とその原因を明らかにする必要がある。 

したがって、本調査研究においては、上記１で明らかにした効果的な就労支援に必要な知識・ス

キル等の内容について、実際の地域の多様な人材育成担当者における、多様な知識・スキル等につ

いての習得や習得方法の現実的な優先度の認識及びそのばらつきについて、機関特性や地域性等の

影響も踏まえて明らかにし、具体的な共通認識の促進に向けた課題を明確にすることとした。 

 

３ 就労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考 

就労支援に必要な知識・スキル等は、研修だけでなく、OJT や実務での情報交換等の各組織での

取組によって習得されるものも多いが、具体的な知識・スキル等と多様な習得方法との関係は必ず

しも明確となっていない。 

したがって、本調査研究では、就労支援に必要な知識・スキル等自体の明確化だけでなく、その

習得方法も併せた明確化により、就労支援機関における人材育成の取組の参考とするものとした。 
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第３節 調査研究方法の概略 

本調査研究では、近年の急速かつ抜本的な就労支援の発展に伴う、効果的な就労支援に必要な多

様な知識・スキル等が、地域の実務者や人材育成担当者に蓄積され、人材育成の取組も多様な条件

下で発展しているが、それらが必ずしも言語化・体系化されておらず、雇用分野と福祉分野の就労

支援の関係機関における人材育成担当者等における認識のばらつきをもたらしていることを仮説

として、①効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化、②地域の多様な条件を踏

まえた人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの確認、③人材育成に

関する組織的取組の具体的内容の把握・整理を、段階的に実施した。 

具体的な調査研究の方法は、それぞれをまとめた各章で述べる。 

 

１ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化（第２章） 

先行研究等を踏まえて障害者就労支援に必要な知識・スキル等の網羅的リストを作成し、その網

羅的リストの内容について、我が国の就労支援分野のリーダー的な有識者 10 名（学識経験者及び

就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、地域障害者職業センターの

管理者）と、地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者や人材育成担当からの意見を

集約することにより、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等を具体的に言語化し、体系的なリ

ストとしてまとめた。 

 

２ 人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの確認（第３章） 

上記１で作成した知識・スキル等リストについて、雇用分野と福祉分野にわたり、就労支援の成

果を問わず幅広く就業・生活支援センター、就労移行支援事業所及び就労定着支援事業所の人材育

成担当者を対象にした全国規模のアンケート調査を実施し、人材育成の観点からの習得の優先度

（限られた時間や人材、業務量の多さ等の現状を踏まえた場合に、どの程度優先的事項なのか）を

聞き、これら関係機関における人材育成のあり方の共通認識の確立に向けた課題を明らかにした。

それとともに、これら地域関係機関における、多様な知識・スキル等の多様な習得方法として、研

修、OJT、実務での情報交換等のバランスについても確認した。 

 

３ 人材育成に関する組織的取組の具体的内容の把握・整理（第４章） 

従来、十分に体系化されず、関係者の共通認識となってこなかった人材育成に関する組織的な取

組（効果的な就労支援のための知識・スキル等の習得、研修、OJT、情報共有等）について、それら

を実施している就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の計８機関の人材育成担当者から

具体的な取組内容を聞き、就労支援の知識・スキル等の習得を地域関係機関において効果的に促進

するための参考となる、具体的な研修、OJT、実務での情報交換等の取組の事例をとりまとめた。 

 

４ 総合考察（第５章） 

調査結果を踏まえ、総合的に、就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等につい

 

て考察した。それを踏まえ、今後の、研修等の内容の検討や専門性向上への関係者の共通認識の促

進の課題を踏まえ、就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等の研究成果を多面的

に整理し、巻末資料として、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リスト、多様な地域の就労

支援機関の状況を踏まえた研修や助言・援助等のニーズを検討できるチェックリスト、就労支援機

関における組織的な人材育成の取組を行う際の参考となる具体的なポイントや留意点を分かりや

すくまとめた資料を作成した。 
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第３節 調査研究方法の概略 

本調査研究では、近年の急速かつ抜本的な就労支援の発展に伴う、効果的な就労支援に必要な多

様な知識・スキル等が、地域の実務者や人材育成担当者に蓄積され、人材育成の取組も多様な条件

下で発展しているが、それらが必ずしも言語化・体系化されておらず、雇用分野と福祉分野の就労

支援の関係機関における人材育成担当者等における認識のばらつきをもたらしていることを仮説

として、①効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化、②地域の多様な条件を踏

まえた人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの確認、③人材育成に

関する組織的取組の具体的内容の把握・整理を、段階的に実施した。 

具体的な調査研究の方法は、それぞれをまとめた各章で述べる。 

 

１ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化（第２章） 

先行研究等を踏まえて障害者就労支援に必要な知識・スキル等の網羅的リストを作成し、その網

羅的リストの内容について、我が国の就労支援分野のリーダー的な有識者 10 名（学識経験者及び

就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、地域障害者職業センターの
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２ 人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの確認（第３章） 
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第２章 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化 

 

第１節 はじめに 

第１章で概観したように、我が国では地域の就労支援実務者等において、障害者本人が企業等で

働く可能性を広げる効果的な就労支援が発展する一方で、就労支援に関する様々な知識・スキル等

の混在により、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等が就労支援実務者の共通基盤とされてい

ない状況である。これらの知識・スキル等は現状では、実際に成果を上げている支援実務者や人材

育成担当者においては蓄積されていると考えられるが、必ずしも十分に言語化・体系化はされてお

らず、関係者での共通基盤とはなっていない。このような中で、雇用分野と福祉分野にわたる共通

基盤の確立が重要な課題となっている。 

本章では、次の３段階を踏んで、障害者就労支援の多様な知識・スキル等の網羅的な項目を「た

たき台」として、我が国の就労支援分野をリードしてきた有識者、地域での就労支援で成果を上げ

ている就労支援機関の実務者からの意見を踏まえ、効果的な就労支援を実施するために重要性の高

い知識・スキル等の内容を精査し、その内容をリスト化（具体的内容を含む完全版と、一覧性を重

視した要点版）した。 

 

１ 国内外の文献調査による必要な知識・スキル等の具体的内容の網羅的整理 

就労支援実務者に必要な知識・スキル等について網羅的に整理した各種文献等から、知識・スキ

ル等の具体的内容について内容の同一性や類似性により整理・分類するとともに、用語の統一や意

味内容の理解しやすさの観点から、必要に応じて複数の文章を一つにまとめ推敲を行うことにより、

知識・スキル等リスト（網羅的リスト）を作成した。 

 

２ 有識者へのヒアリングの実施と知識・スキル等リスト（草案）の作成 

知識・スキル等リスト（網羅的リスト）について、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の

観点からの精査を行うため、まず、就労支援分野の有識者（学識者及び就業・生活支援センター、

就労移行／定着支援事業所、地域障害者職業センターの管理者）10 名を対象に、内容の明確化、不

適切な内容の修正、不足情報の追加の観点からヒアリングを実施し、その意見を踏まえ知識・スキ

ル等リスト（草案）を作成した。 

 

３ 地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見集約 

さらに、知識・スキル等リスト（草案）について、地域で効果的な就労支援を実施している支援

実務者（効果的な就労支援を実施していると認識されている就業・生活支援センター、就労移行支

援事業所、就労定着支援事業所に所属する経験豊富な支援実務者）計 111 名から、各項目の重要度

と適切さの評価、修正意見をウェブアンケート調査により得た。その意見を踏まえ、知識・スキル

等リスト（完全版及び一覧性を確保するための要点版）を作成した。 
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第２節 国内外の文献調査による必要な知識・スキル等の具体的内容の網羅的整理 

知識・スキル等の言語化・体系化のため、最初のステップとして、就労支援に必要とされる知識・

スキル等に関する国内外の文献を収集し、知識・スキル等に関する内容を網羅的に抽出して整理し、

検証対象とする知識・スキル等リスト（網羅的リスト）を作成した。 

 

１ 知識・スキル等に関する文献収集 

障害者雇用支援の知識・スキル等に関連する障害者職業総合センター成果物、国内文献、海外文

献、雇用支援分野の研修機関ホームページについて、下に記載する方法により関連する文献等を検

索した。検索の結果、該当する知識・スキル等の参考となる文献等は、表２－１のとおりとした。 
 

表２－１ 知識・スキル等リスト（網羅的リスト）作成の参考にした文献等 
障害者職業総合センター成果物 

1 
障害者職業総合センター. 資料シリーズ No.82. (2014). 職業リハビリテーションを担う人材の専門

性に関する基礎的研究. 

2 
障害者職業総合センター. 調査研究報告書 No.167.(2023). 就労支援機関における人材育成と支援ノ

ウハウ蓄積等の現状と課題に関する研究. 

国内文献 

1 
北上守俊・八重田淳 (2014). 高次脳機能障害者の就労支援に求められるコンピテンシーと職種間差異

について  職業リハビリテーション，28-1. 

2 
藤井明日香・八重田淳 (2017). 職業リハビリテーション従事者の専門性の影響要因に関する研究  高

松大学・高松短期大学研究紀要, 67. 

3 
前原和明・八重田淳 (2021). 就労支援における職業リハビリテーション機関との連携状況について 

令和２年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書. 

4 
八重田淳 (2003). 職業リハビリテーション従事者に期待される役割と専門性. 職業リハビリテーショ

ン, 16-33-42. 

海外文献 

1 
Jun Yaeda, Madan Kundu and Shuji Nishimura. (2013). Self-perceived knowledge and skills of 

job coaches in Japan. Work, 45 279–285. 

2 

Lynda R. Matthews, Nicholas Buys, Christine Randall, Herbert Biggs and Zoe Hazelwood. 

(2010). Evoluation of vocational rehabilitation competencies in Australia. International 

Journal of Rehabilitation Research, 33-2. 

3 

Marc Corbiere, Evelien Brouwers, Nathalie Lanctot and Jaap van Weeghel(2014) Employment 

Specialist Competencies for Supported Employment Programs. Journal of Occupational 

Rehabilitation, 24. 

4 

Michael j. Leahy, Fong Chan and Jodi L. Saunders (2003) Job Functions and Knowledge 

Requirements of Certified Rehabilitation Counselors in the 21st Century.  Rehabilitation 

Counseling Bulletin, 46-2. 

5 

Michael J. Leahy, Fong Chan, Kanako Iwanaga, Emre Umucu, Connie Sung, Malachy Bishop and 

David Strauser. (2018). Empirically Derived Test Specifications for the Certified 

Rehabilitation Counselor Examination : Revisiting the Essential Competencies of 

Rehabilitation Counselors. Rehabilitation Counseling Bulletin, 1-15. 

6 

Zdenka Wltavsky, Lea Lebar and Crtomir Bitenc. (2014). Evaluation of competencies in the 

field of vocational rehabilitation and the employment of persons with disabilities. 

International Journal of Rehabilitation Research, 37-2. 

アメリカの障害者就労支援の人材育成に関するコンピテンシーの内容 

1 
Association of People Supporting Employment First. (2019). APSE Universal Employment 

Competencies.<https://apse.org/apse-2019-universal-employment-competencies/> 

2 
Association of Community Rehabilitation Educators. (2021). ACRE Competencies. Employment 

Services Certificates.<https://www.acreducators.org/competencies.html> 

 

(１) 障害者職業総合センター成果物 

障害者職業総合センターの調査研究報告書又は資料シリーズから、就労支援機関の就労支援実務

者に必要な知識・スキル等について網羅的に整理したものは次の２点であった。 

障害者職業総合センター（2014）では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が開催す

る職業リハビリテーション研究発表会（現：職業リハビリテーション研究・実践発表会）の発表論

文集等の資料や、障害者職業総合センターが発行する調査研究報告書や資料シリーズの内容から、

障害者就労支援や職業リハビリテーションに携わっている者が、その人材の専門性やコンピテンシ

ー（優れた成果を創出する個人の能力・行動特性）に言及した内容を抽出・整理している。 

また、障害者職業総合センター（2023）では、就労支援実務者の課題解決の実感や就労支援機関

の実績の向上に効果がある知識・経験・スキル等を分析している。また、就労支援機関の組織管理

者からの、障害者就労支援に必要な知識や能力の内容についての自由回答の結果を取りまとめてい

る。 

(２) 国内文献 

論文検索データベースを用いて、以下のキーワードで検索した（就労支援 or 職業リハビリテー

ション or 就業支援 or 就労移行支援 or 就労定着支援 & 知識 or スキル or コンピテンシー 

or 専門性）。なお、必要な知識・スキル等の内容は、社会の変化や支援技術の発展を踏まえ日々更

新されていくことを考慮し、2003 年～2023 年の 20 年間に発刊されたものに限った。 

検索の結果抽出された論文の要旨を１つ１つ読み、就職前の支援から就職後の定着支援やフォロ

ーアップを含めた幅広い就労支援プロセスにおいて就労支援実務者に必要な知識・スキル又はコン

ピテンシーを網羅的に整理している文献を抽出した。 

(３) 海外文献 

論文検索データベースを用いて、以下のキーワードで検索した（vocational rehabilitation or 

employment support or rehabilitation counseling or employment specialist or employment 

service & knowledge or skill or competencies）。2003 年～2023 年の 20 年間に発行されたもの

に限った。 

検索により抽出された論文については、要旨を確認し、就職前の支援から就職後の定着支援やフ

ォローアップを含めた幅広い就労支援プロセスにおいて就労支援実務者に必要な知識・スキル又は

コンピテンシーを網羅的に整理している文献を抽出した。 

(４) アメリカの障害者就労支援の人材育成に関するコンピテンシーの内容 

アメリカでは、就労支援実務者に対して研修や資格認定を行う組織が、研修・資格の質の保障や

専門性の証明、受講者・受験者の目的意識の共有のため、就労支援実務者に必要なコンピテンシー

を明示している。就労支援実務者に必要な知識・スキル等を取りまとめるという目的とも合致する

ことから、APSE 及び ACRE が作成したコンピテンシーモデルを参考にした。 

ア APSE の認定雇用支援専門職（Certified Employment Support Proffesional:CESP） 

Employment First 支援者協会(Association of People Supporting Employment First：以下

「APSE」という。)は職場や地域社会への障害者のインクルージョンを促進するために、障害者にと
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第２節 国内外の文献調査による必要な知識・スキル等の具体的内容の網羅的整理 

知識・スキル等の言語化・体系化のため、最初のステップとして、就労支援に必要とされる知識・

スキル等に関する国内外の文献を収集し、知識・スキル等に関する内容を網羅的に抽出して整理し、

検証対象とする知識・スキル等リスト（網羅的リスト）を作成した。 

 

１ 知識・スキル等に関する文献収集 

障害者雇用支援の知識・スキル等に関連する障害者職業総合センター成果物、国内文献、海外文
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索した。検索の結果、該当する知識・スキル等の参考となる文献等は、表２－１のとおりとした。 
 

表２－１ 知識・スキル等リスト（網羅的リスト）作成の参考にした文献等 
障害者職業総合センター成果物 

1 
障害者職業総合センター. 資料シリーズ No.82. (2014). 職業リハビリテーションを担う人材の専門

性に関する基礎的研究. 

2 
障害者職業総合センター. 調査研究報告書 No.167.(2023). 就労支援機関における人材育成と支援ノ

ウハウ蓄積等の現状と課題に関する研究. 

国内文献 

1 
北上守俊・八重田淳 (2014). 高次脳機能障害者の就労支援に求められるコンピテンシーと職種間差異

について  職業リハビリテーション，28-1. 

2 
藤井明日香・八重田淳 (2017). 職業リハビリテーション従事者の専門性の影響要因に関する研究  高

松大学・高松短期大学研究紀要, 67. 

3 
前原和明・八重田淳 (2021). 就労支援における職業リハビリテーション機関との連携状況について 

令和２年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書. 

4 
八重田淳 (2003). 職業リハビリテーション従事者に期待される役割と専門性. 職業リハビリテーショ

ン, 16-33-42. 

海外文献 

1 
Jun Yaeda, Madan Kundu and Shuji Nishimura. (2013). Self-perceived knowledge and skills of 

job coaches in Japan. Work, 45 279–285. 

2 

Lynda R. Matthews, Nicholas Buys, Christine Randall, Herbert Biggs and Zoe Hazelwood. 

(2010). Evoluation of vocational rehabilitation competencies in Australia. International 

Journal of Rehabilitation Research, 33-2. 

3 

Marc Corbiere, Evelien Brouwers, Nathalie Lanctot and Jaap van Weeghel(2014) Employment 

Specialist Competencies for Supported Employment Programs. Journal of Occupational 

Rehabilitation, 24. 

4 

Michael j. Leahy, Fong Chan and Jodi L. Saunders (2003) Job Functions and Knowledge 

Requirements of Certified Rehabilitation Counselors in the 21st Century.  Rehabilitation 

Counseling Bulletin, 46-2. 

5 

Michael J. Leahy, Fong Chan, Kanako Iwanaga, Emre Umucu, Connie Sung, Malachy Bishop and 

David Strauser. (2018). Empirically Derived Test Specifications for the Certified 

Rehabilitation Counselor Examination : Revisiting the Essential Competencies of 

Rehabilitation Counselors. Rehabilitation Counseling Bulletin, 1-15. 

6 

Zdenka Wltavsky, Lea Lebar and Crtomir Bitenc. (2014). Evaluation of competencies in the 

field of vocational rehabilitation and the employment of persons with disabilities. 

International Journal of Rehabilitation Research, 37-2. 

アメリカの障害者就労支援の人材育成に関するコンピテンシーの内容 

1 
Association of People Supporting Employment First. (2019). APSE Universal Employment 

Competencies.<https://apse.org/apse-2019-universal-employment-competencies/> 

2 
Association of Community Rehabilitation Educators. (2021). ACRE Competencies. Employment 

Services Certificates.<https://www.acreducators.org/competencies.html> 
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ア APSE の認定雇用支援専門職（Certified Employment Support Proffesional:CESP） 

Employment First 支援者協会(Association of People Supporting Employment First：以下

「APSE」という。)は職場や地域社会への障害者のインクルージョンを促進するために、障害者にと
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って有意義な雇用、公正な賃金、キャリアアップを実現することを目的とした全米組織(引用：ホー

ムページ）であり、就労支援実務者に対する研修や認定雇用支援専門職（Certified Employment 

Support Proffesional：CESP）の認定試験を行っている（詳細は、APSE ホームページ参照のこと）。 

イ ACRE の研修カリキュラム 

もう１つ、全米的な組織で、コンピテンシーを取りまとめている代表的な組織が、地域リハビリ

テーション教育者協会（Association of Community Rehabilitation Educators：以下「ACRE」とい

う。）である。この組織は、障害者の雇用の質と成果の向上を目指し、研修の実施や様々な機関が実

施する研修の評価等を行っている（詳細は、ACRE ホームページ参照のこと）。この組織では、研修

の質を保証するため、コンピテンシーに基づく研修カリキュラムを重視しており、先に述べた APSE

が作成したコンピテンシーを基に、競争的雇用（一般雇用）、カスタマイズ就業、援助付き雇用、過

渡的雇用（移行雇用）等、障害者雇用に関する複数のアプローチに対応するよう拡張してコンピテ

ンシーを作成している。 

 

２ 収集文献等の分類・整理 

収集した文献等から、就労支援実務者に必要な知識・スキル等に関する言及箇所について、内容

の共通性により分類・整理し、さらに、就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着

支援事業所の支援実務者を想定し、我が国で一般的な概念枠組みや用語等を踏まえて表現等を整理

した。 

(１) 文献等の内容の分類・整理 

文献等には類似した内容が異なる表現で記載されている場合も多いため、類似内容を分類・整理

し、なるべく一般的な表現での分類リストを作成した。 

ア 収集文献等の内容のリスト化 

収集をした文献等から、就労支援実務者に必要な知識・スキル等に関する言及箇所を抜き出して

リスト化し、下記の手順でリストのグルーピングと表札及び要約文づくりを行った。 

 ① リストの内容の類似性に着目してグルーピングした上で、グルーピングした内容を一言で

言い表せる表札を作った。 
 ② グルーピングしたリストの内容を再度見直し、グループに含まれるリスト全体を要約した

一文を作成した。 
 ③ ②の内容の類似性に着目して更にグルーピングをし、グルーピングした内容を一言で言い

表せる表札を作った。 
イ 内容に応じた分類と用語の整理 

収集した情報の整理のために、重複情報は具体的な内容を優先し、類似性が高い内容は統合し、

また、特定の障害に関する情報は多様な障害にも適応する内容とした。 

 同一・類似の情報が複数の文献で重複した場合は、より具体的な内容が記載されているものを

採用。情報の一部が異なっていた場合でも、類似性・関連性の高い内容は、できる限り統合。 
 特定の障害に絞って言及された情報であっても、できる限り多様な障害にも適応するよう表現

 

を加工した上で採用。 
(２) 就労支援実務で実際に行われている内容や使われている用語に即した表現や分類 

さらに、海外の文献等に記載されている情報については、必要に応じて我が国で一般的に使われ

ている概念や用語等で整理できるものは極力整理した。また、海外に特有の制度等に関係する情報

は除くとともに、我が国の就労支援機関の業務内容を反映した概念や用語となるように改めて、リ

ストを整理した。 

ア 表現等の整理のために参考とした我が国で一般的な概念枠組みや用語等 

海外情報を含む多様な知識・スキル等の内容は、我が国で一般的な概念枠組みや用語等で整理す

るため、学術的（表２－２）や行政業務（表２－３）での枠組みや用語で可能な範囲で整理した。 
 

表２－２ 収集文献等に記載された情報を選別・整理等をする際に参考にした文献 

1 
障害者職業総合センター職業リハビリテーション部. (2023). 令和５年度２月改訂版 就業支援ハン

ドブック. 

2 
日本職業リハビリテーション学会. (2012). 職業リハビリテーションの基礎と実践 障害のある人の

就労支援のために. 中央法規. 

3 
日本職業リハビリテーション学会. (2020). 障害者雇用・就労支援のキーワード 職業リハビリテーシ

ョン用語集. やどかり印刷. 

4 
松為信雄 菊池恵美子 編集. (2006). 職業リハビリテーション学 改訂第２版 キャリア発達と社会

参加に向けた就労支援体系. 協同医書出版社 

 
イ 海外情報についての再整理 

海外情報は同一の内容を表す国内の用語に変換し、海外に特有の情報は除外した。 

 海外の文献等に記載されている情報は、国内で使われる頻度の高い用語や言い回しに変換して

記載。 
 海外の制度、機関、特定の支援ツールや支援技法について、国内に類似するものが無い、又は、

活用が限定的であるものについては、採用しない。 
ウ 我が国の就労支援機関の業務内容とリスト化した内容の照合 

就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所の事業内容を規定した省令

や通達（表２－３）と、リスト化した内容を比較した結果、生活面の支援を中心とした以下の４つ

の内容が不足していたため、知識・スキル等リストに追加した。 

 日常生活の自己管理（金銭管理等）の支援 
 地域で生活を行う上で必要となる住居の確保に関する支援 
 終業後や休日における余暇活動に関する指導・助言 
 長期的な視点で、自ら望む生活のあり方を組み立てるための生活設計に関する指導・助言 
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の内容が不足していたため、知識・スキル等リストに追加した。 

 日常生活の自己管理（金銭管理等）の支援 
 地域で生活を行う上で必要となる住居の確保に関する支援 
 終業後や休日における余暇活動に関する指導・助言 
 長期的な視点で、自ら望む生活のあり方を組み立てるための生活設計に関する指導・助言 
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表２－３ 就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所の 

事業内容を規定した省令や通達 

1 
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長（平成 14

年５月発）「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」 

2 
厚生労働省令（平成 18 年９月発）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」 

3 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長（令和３年３月発）「就労定着支援の実施につい

て」 

 

３ 知識・スキル等リスト（網羅的リスト）の作成 

リストの最終的な整理として、文章、グルーピングについて再検討し、必要に応じて加筆・修正

した。 

(１) 網羅的リストの最終的な検討 

障害者職業総合センターの研究職、障害者職業カウンセラー職、行政職等の経験を有する研究担

当職の複数の職員で構成するチーム（以下「総合センター内検討チーム」という。）により、①でき

る限り就労支援実務で実際に行われている内容や使われている用語に即した表現や分類、②支援実

務者の共通認識となっているか不明な専門用語の使用を避け、どうしても必要な場合は注釈で補う

こと、③できる限り短い文章で表現すること、④類似した内容は統合し全体のボリュームを減らす

こと、の４点に留意して検討を行った。 

(２) 網羅的リストの具体的内容 

これにより完成した「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」（巻末資料１）は、大見出し 11 項

目、中見出し 22 項目、小見出し 49 項目となり、障害者就労支援に関する理念、基本姿勢、障害者

就労支援の全ての場面で必要な知識、相談・記録・伝達、アセスメント、プランニング、自己理解・

決定、社会行動、就職活動、職場適応、企業支援、関係機関連携を網羅する幅広い内容となった。

また、小見出しレベルで説明文と詳細な具体例数項目を掲載し、具体的内容を理解できるようにし

た。その内容は、次節において、その内容への有識者からの意見とともに示す。表２－４には、大・

中・小見出し項目だけを示す。 

 
表２－４ 「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」の大・中・小見出し項目 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度 
Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 
イ 障害者にとっての就労の重要性と理念の理解 

Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢 
ア 就労支援における支援者の態度と倫理意識 
イ 支援者自身の自己管理と問題解決力の向上 
ウ 最新情報の収集と活用 

Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識 
Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識 

ア 社会保障・障害福祉の知識 
イ 障害者雇用支援制度・サービスの知識 

Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識 
ア 企業経営や雇用管理に関する基礎知識 

 

Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル 
Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル 

ア 相談を行う基本的な態度 
イ 相手に応じて分かりやすく説明するスキル 

Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル 
ア 適切な記録・伝達のスキル 

Ⅳ 障害者のアセスメントとプランニング 
Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点 

ア 障害者のニーズを引き出す視点 
イ 障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点 
ウ 社会的側面の多面的アセスメントする視点 

Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル 
ア 行動科学に基づくアセスメント技術 
イ 医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術 
ウ アセスメントに必要な情報収集の技術 
エ 専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術 

Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル 
ア 障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識 

Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 
Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル 

ア 障害者の自己探求を促進する支援技法の活用 
イ 職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術  

Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル 
ア 障害者支援における自己選択・自己決定の促進 

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援 
Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援 

ア 行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術  
イ 職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術 
ウ 金銭の自己管理支援 

Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援 
ア 医学・心理学に基づく体調管理支援技術 

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援 
Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術 

ア 障害者の求人選択支援 
イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 
ウ 障害者の求職活動の支援 
エ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援 
ア 就職後の配慮・環境整備の支援技術 
イ 障害者の通勤支援 

Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援 
Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術 

ア 障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術 
イ 職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術 
ウ ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援技術 
エ フォローアップに必要な技術・スキル 
オ 休職者の職場復帰支援の技術 
カ 障害者の円滑な退職支援の技術 

Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術 
ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術 
イ 生活設計の相談技術 

Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援 
Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術 
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表２－３ 就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所の 

事業内容を規定した省令や通達 

1 
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長（平成 14

年５月発）「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」 

2 
厚生労働省令（平成 18 年９月発）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」 

3 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長（令和３年３月発）「就労定着支援の実施につい

て」 

 

３ 知識・スキル等リスト（網羅的リスト）の作成 

リストの最終的な整理として、文章、グルーピングについて再検討し、必要に応じて加筆・修正

した。 

(１) 網羅的リストの最終的な検討 

障害者職業総合センターの研究職、障害者職業カウンセラー職、行政職等の経験を有する研究担

当職の複数の職員で構成するチーム（以下「総合センター内検討チーム」という。）により、①でき

る限り就労支援実務で実際に行われている内容や使われている用語に即した表現や分類、②支援実

務者の共通認識となっているか不明な専門用語の使用を避け、どうしても必要な場合は注釈で補う

こと、③できる限り短い文章で表現すること、④類似した内容は統合し全体のボリュームを減らす

こと、の４点に留意して検討を行った。 

(２) 網羅的リストの具体的内容 

これにより完成した「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」（巻末資料１）は、大見出し 11 項

目、中見出し 22 項目、小見出し 49 項目となり、障害者就労支援に関する理念、基本姿勢、障害者

就労支援の全ての場面で必要な知識、相談・記録・伝達、アセスメント、プランニング、自己理解・

決定、社会行動、就職活動、職場適応、企業支援、関係機関連携を網羅する幅広い内容となった。

また、小見出しレベルで説明文と詳細な具体例数項目を掲載し、具体的内容を理解できるようにし

た。その内容は、次節において、その内容への有識者からの意見とともに示す。表２－４には、大・

中・小見出し項目だけを示す。 

 
表２－４ 「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」の大・中・小見出し項目 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度 
Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 
イ 障害者にとっての就労の重要性と理念の理解 

Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢 
ア 就労支援における支援者の態度と倫理意識 
イ 支援者自身の自己管理と問題解決力の向上 
ウ 最新情報の収集と活用 

Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識 
Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識 

ア 社会保障・障害福祉の知識 
イ 障害者雇用支援制度・サービスの知識 

Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識 
ア 企業経営や雇用管理に関する基礎知識 

 

Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル 
Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル 

ア 相談を行う基本的な態度 
イ 相手に応じて分かりやすく説明するスキル 

Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル 
ア 適切な記録・伝達のスキル 

Ⅳ 障害者のアセスメントとプランニング 
Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点 

ア 障害者のニーズを引き出す視点 
イ 障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点 
ウ 社会的側面の多面的アセスメントする視点 

Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル 
ア 行動科学に基づくアセスメント技術 
イ 医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術 
ウ アセスメントに必要な情報収集の技術 
エ 専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術 

Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル 
ア 障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識 

Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 
Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル 

ア 障害者の自己探求を促進する支援技法の活用 
イ 職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術  

Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル 
ア 障害者支援における自己選択・自己決定の促進 

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援 
Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援 

ア 行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術  
イ 職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術 
ウ 金銭の自己管理支援 

Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援 
ア 医学・心理学に基づく体調管理支援技術 

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援 
Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術 

ア 障害者の求人選択支援 
イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 
ウ 障害者の求職活動の支援 
エ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援 
ア 就職後の配慮・環境整備の支援技術 
イ 障害者の通勤支援 

Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援 
Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術 

ア 障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術 
イ 職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術 
ウ ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援技術 
エ フォローアップに必要な技術・スキル 
オ 休職者の職場復帰支援の技術 
カ 障害者の円滑な退職支援の技術 

Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術 
ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術 
イ 生活設計の相談技術 

Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援 
Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術 
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ア 障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術 
イ 障害者雇用に取り組む事業主への支援技術 

 Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供 
  ア 障害者雇用における業務マッチング支援技術 
  イ 障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術 
Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力 
Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携 

ア 連携体制構築の技術 
イ チーム支援のための関係機関との連携技術 
ウ 地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り 

Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携 
ア 家族支援の重要性と実践方法 

Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成 
 Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成 
  ア 障害者雇用を広めるための啓発・支援人材育成 

 

第３節 有識者へのヒアリングの実施と知識・スキル等リスト（草案）の作成 

前節で作成した「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」から効果的な就労支援に必要な内容を

明確にし、不適切な内容の修正や不足している情報を追加することを目的に、就労支援分野の有識

者（学識者及び就業・生活支援センター、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所、地域障害者

職業センターの管理者）10 名を対象に、ヒアリングを実施した。ヒアリングで挙がった意見を踏ま

え、知識・スキル等リスト（草案）を作成した。 

 

１ 有識者へのヒアリングの方法 

前節で作成した「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」を用い、効果的な就労支援のあり方を

明確に有していることが期待される有識者から、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の内容

への意見を聞くヒアリング調査を実施した。 

(１) ヒアリング対象 

効果的な就労支援のあり方を明確に有していることが期待される有識者として、各機関の多様性

も反映できるよう、就労支援実務人材の育成に関する学識経験者２名、就労支援人材の育成に携わ

っている就業・生活支援センターの管理者３名、同じく就労移行支援事業所や就労定着支援事業所

の管理者３名、同じく地域障害者職業センターの管理者２名の計 10 名とした（表２－５）。 
 

表２－５ ヒアリングを行った有識者（五十音順・敬称略） 

  氏名 役職 所属 

1 荒木 浩 センター長 
社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 障害者就業・生活支援センター オ

ープナー 

2 池田 真砂子 理事 一般財団法人ルンアルン 

3 稲葉 健太郎 部長 
社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総

合リハビリーションセンター自立支援部 

4 倉知 延章 教授 九州産業大学人間科学部  

5 名倉 彰子 所長 岡山障害者職業センター 

6 野口 弘行 所長 社会福祉法人南高愛隣会 長崎障害者就業・生活支援センター 

7 藤尾 健二 センター長 NPO 法人ワークス未来千葉 千葉障害者就業支援キャリアセンター 

8 藤村 真樹 所長 福井障害者職業センター 

9 星明 聡志 所長 社会福祉法人北摂杉の子会 ジョブジョイントおおさか 

10 八重田 淳  教授 
筑波大学大学院人間系人間総合科学学術院 リハビリテーション科

学学位プログラム 

＊所属・役職は、2023 年７月時点 

(２) ヒアリング内容  

「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」の大見出しごとに、それ以下の大・中・小見出しの内

容や説明文や具体例も含め、必要性が低い項目、追加すべき内容、（表現等不適切又は分かりにくさ
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ア 障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術 
イ 障害者雇用に取り組む事業主への支援技術 

 Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供 
  ア 障害者雇用における業務マッチング支援技術 
  イ 障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術 
Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力 
Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携 

ア 連携体制構築の技術 
イ チーム支援のための関係機関との連携技術 
ウ 地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り 

Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携 
ア 家族支援の重要性と実践方法 

Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成 
 Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成 
  ア 障害者雇用を広めるための啓発・支援人材育成 

 

第３節 有識者へのヒアリングの実施と知識・スキル等リスト（草案）の作成 

前節で作成した「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」から効果的な就労支援に必要な内容を

明確にし、不適切な内容の修正や不足している情報を追加することを目的に、就労支援分野の有識

者（学識者及び就業・生活支援センター、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所、地域障害者

職業センターの管理者）10 名を対象に、ヒアリングを実施した。ヒアリングで挙がった意見を踏ま

え、知識・スキル等リスト（草案）を作成した。 

 

１ 有識者へのヒアリングの方法 

前節で作成した「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」を用い、効果的な就労支援のあり方を

明確に有していることが期待される有識者から、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の内容

への意見を聞くヒアリング調査を実施した。 

(１) ヒアリング対象 

効果的な就労支援のあり方を明確に有していることが期待される有識者として、各機関の多様性

も反映できるよう、就労支援実務人材の育成に関する学識経験者２名、就労支援人材の育成に携わ

っている就業・生活支援センターの管理者３名、同じく就労移行支援事業所や就労定着支援事業所

の管理者３名、同じく地域障害者職業センターの管理者２名の計 10 名とした（表２－５）。 
 

表２－５ ヒアリングを行った有識者（五十音順・敬称略） 

  氏名 役職 所属 

1 荒木 浩 センター長 
社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 障害者就業・生活支援センター オ

ープナー 

2 池田 真砂子 理事 一般財団法人ルンアルン 

3 稲葉 健太郎 部長 
社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総

合リハビリーションセンター自立支援部 

4 倉知 延章 教授 九州産業大学人間科学部  

5 名倉 彰子 所長 岡山障害者職業センター 

6 野口 弘行 所長 社会福祉法人南高愛隣会 長崎障害者就業・生活支援センター 

7 藤尾 健二 センター長 NPO 法人ワークス未来千葉 千葉障害者就業支援キャリアセンター 

8 藤村 真樹 所長 福井障害者職業センター 

9 星明 聡志 所長 社会福祉法人北摂杉の子会 ジョブジョイントおおさか 

10 八重田 淳  教授 
筑波大学大学院人間系人間総合科学学術院 リハビリテーション科

学学位プログラム 

＊所属・役職は、2023 年７月時点 

(２) ヒアリング内容  

「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」の大見出しごとに、それ以下の大・中・小見出しの内

容や説明文や具体例も含め、必要性が低い項目、追加すべき内容、（表現等不適切又は分かりにくさ
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のため）修正が必要な項目がないか質問した。また、大見出し 11 項目のリスト全体について、分類

の仕方や提示の順番が適切かどうか質問した。 

(３) ヒアリング方法 

ヒアリングは、2023 年７月～８月に、オンライン会議システムを用いて実施した。ヒアリング実

施の少なくとも１週間前までに、対象者に対し「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」及び質問

内容を送付した上で、ヒアリングを行った。 

 

２ 有識者ヒアリングの結果 

10 名の有識者からは、知識・スキル等リスト（網羅的リスト）への多くの意見を得た。それぞれ

の項目について修正意見があったものの、それは意義を強調するためであったり、誤解を避けるた

めのものが多かった（表２－６）。修正意見等の具体的内容は、次項で示す。 
 
表２－６ 10 名の有識者からの知識・スキル等リスト（網羅的リスト）への意見の全般的状況 

知識・スキル等（大見出し） 有識者 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度 △ △ △ △ △  △ △  △ 
Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識 △  △  △ △ △ △ △  
Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・
記録・伝達のスキル △  △  △  △  △  

Ⅳ 障害者のアセスメントとプランニング △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支
援 △ △ △ △   △    

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得
の支援 △ △  △   △  △  

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援 △ △  △   △   △ 
Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援 △  △ △ △ △ △  △ △ 
Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援 △  △ △   △ △   
Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力 △   △ △  △    
Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成 △   △ △  × △ △  
（×：不適切、△：要修正、無印：適切又は意見なし） 

 

３ 有識者からの意見 

有識者からの就労支援に必要な知識・スキル等の内容への意見については、上記の「Ⅰ 障害者

就労支援の理念と基本的態度」から「Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成」までについて幅広く

収集することができた。詳細については以下に記載する。 

(１) 「Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度」について 

有識者からは、障害者就労支援の理念と基本的態度について、一般的な理念や態度だけでなく、

現実の課題を踏まえた内容の強調や明確化の必要性が指摘された。具体的には、障害者雇用におけ

る企業の責任や役割について説明できることや、障害者の働く権利や就労の意義を理解すること等

の重要性、固定概念に捉われずに障害者本人の希望やニーズに焦点を当てた支援をすること、自己

管理や問題解決、最新情報の収集に関する方法等についての意見・修正案等の意見が得られた。 

ア 「Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解」について 

有識者からは、ノーマライゼーションやインクルーシブな雇用に関する社会的重要性や経営的メ

 

リットだけでなく、障害者雇用における企業の責任や役割、権利擁護等について説明できること、

障害者の働く権利や就労の意義を理解すること等について、次の意見・修正案等があった。 

 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性を企業に理解させるべきである。 
 社会的重要性及び経営的メリットだけでなく、障害者雇用における責任や役割、虐待防止を含

む権利擁護を追記すべきである。 
 障害者にとっての一般就労はアイデンティティ確立や自立に寄与し、経済的自立を含めた就労

の意義を明確にすべきである。 
 すべての人に働く権利が平等に与えられていることを強調し、準備状態に関わらずニーズや適

性に合った労働の重要性を認識すべきである。 
 障害者就労支援には障害の社会モデルを含む基礎知識の理解が必要である。 

 
（ア） 「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル」について 

【説明文】障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーションとインクルーシブ

な雇用の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

 ａ）障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

 ｂ）ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重要性及び経営的メリッ

トを説明する。 
 
意

見 

企業に（社会的重要性及び経営的メリットの説明だけでなく）障害者雇用における責任や役

割、虐待防止の視点も含む権利擁護の観点を理解してもらうことを追記すべきではないか。 
 
（イ） 「障害者にとっての就労の重要性と理念の理解」について 

【説明文】障害者にとって、一般就労が重要な意義を持つことを理解し、すべての人が働く権利と責任を認める

ことが支援の基本であることを理解している。 

 ａ）一般就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、自立や自己肯定感向上、充実感の獲得など、重要

な意義を持つことを理解する。 

 ｂ）労働の権利は準備状態にかかわらず、すべての人に認められていることを理解する。 
 

意

見 

ａ） 

就労の意義として、経済的自立について記載があった方が良いのではないか。 

障害者に特別に働く権利があるのではなく、すべての人に働く権利があるのと同様に

障害者にもあるということなので、それが伝わるよう文章を入れ替えてはどうか。 

ｂ） 
「準備状態に関わらず」という文言は必要ないのではないか。ニーズや適性に合った

労働も重要なのではないか。 
 
（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

 

イ 「Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢」について 

有識者からは、支援者の態度・マナー、職業倫理、倫理的ジレンマへの対処を区別して扱うこと、

固定概念に捉われず障害者本人の希望やニーズに焦点を当てた支援の重要性、支援者自身の自己管

意

見 

障害者就労支援の理念以前に、障害についての基礎を学ばずに支援に携わっている実態も見

られ、その場合、様々な知識を身につけても上手くいかない場合がある。最低限の内容では

あるが、障害とは何か（特に障害の社会モデルを）理解するという内容を入れてはどうか。 
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のため）修正が必要な項目がないか質問した。また、大見出し 11 項目のリスト全体について、分類

の仕方や提示の順番が適切かどうか質問した。 

(３) ヒアリング方法 

ヒアリングは、2023 年７月～８月に、オンライン会議システムを用いて実施した。ヒアリング実

施の少なくとも１週間前までに、対象者に対し「知識・スキル等リスト（網羅的リスト）」及び質問

内容を送付した上で、ヒアリングを行った。 

 

２ 有識者ヒアリングの結果 

10 名の有識者からは、知識・スキル等リスト（網羅的リスト）への多くの意見を得た。それぞれ

の項目について修正意見があったものの、それは意義を強調するためであったり、誤解を避けるた

めのものが多かった（表２－６）。修正意見等の具体的内容は、次項で示す。 
 
表２－６ 10 名の有識者からの知識・スキル等リスト（網羅的リスト）への意見の全般的状況 

知識・スキル等（大見出し） 有識者 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度 △ △ △ △ △  △ △  △ 
Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識 △  △  △ △ △ △ △  
Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・
記録・伝達のスキル △  △  △  △  △  

Ⅳ 障害者のアセスメントとプランニング △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支
援 △ △ △ △   △    

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得
の支援 △ △  △   △  △  

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援 △ △  △   △   △ 
Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援 △  △ △ △ △ △  △ △ 
Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援 △  △ △   △ △   
Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力 △   △ △  △    
Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成 △   △ △  × △ △  
（×：不適切、△：要修正、無印：適切又は意見なし） 

 

３ 有識者からの意見 

有識者からの就労支援に必要な知識・スキル等の内容への意見については、上記の「Ⅰ 障害者

就労支援の理念と基本的態度」から「Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成」までについて幅広く

収集することができた。詳細については以下に記載する。 

(１) 「Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度」について 

有識者からは、障害者就労支援の理念と基本的態度について、一般的な理念や態度だけでなく、

現実の課題を踏まえた内容の強調や明確化の必要性が指摘された。具体的には、障害者雇用におけ

る企業の責任や役割について説明できることや、障害者の働く権利や就労の意義を理解すること等

の重要性、固定概念に捉われずに障害者本人の希望やニーズに焦点を当てた支援をすること、自己

管理や問題解決、最新情報の収集に関する方法等についての意見・修正案等の意見が得られた。 

ア 「Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解」について 

有識者からは、ノーマライゼーションやインクルーシブな雇用に関する社会的重要性や経営的メ

 

リットだけでなく、障害者雇用における企業の責任や役割、権利擁護等について説明できること、

障害者の働く権利や就労の意義を理解すること等について、次の意見・修正案等があった。 

 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性を企業に理解させるべきである。 
 社会的重要性及び経営的メリットだけでなく、障害者雇用における責任や役割、虐待防止を含

む権利擁護を追記すべきである。 
 障害者にとっての一般就労はアイデンティティ確立や自立に寄与し、経済的自立を含めた就労

の意義を明確にすべきである。 
 すべての人に働く権利が平等に与えられていることを強調し、準備状態に関わらずニーズや適

性に合った労働の重要性を認識すべきである。 
 障害者就労支援には障害の社会モデルを含む基礎知識の理解が必要である。 

 
（ア） 「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル」について 

【説明文】障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーションとインクルーシブ

な雇用の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

 ａ）障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

 ｂ）ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重要性及び経営的メリッ

トを説明する。 
 
意

見 

企業に（社会的重要性及び経営的メリットの説明だけでなく）障害者雇用における責任や役

割、虐待防止の視点も含む権利擁護の観点を理解してもらうことを追記すべきではないか。 
 
（イ） 「障害者にとっての就労の重要性と理念の理解」について 

【説明文】障害者にとって、一般就労が重要な意義を持つことを理解し、すべての人が働く権利と責任を認める

ことが支援の基本であることを理解している。 

 ａ）一般就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、自立や自己肯定感向上、充実感の獲得など、重要

な意義を持つことを理解する。 

 ｂ）労働の権利は準備状態にかかわらず、すべての人に認められていることを理解する。 
 

意

見 

ａ） 

就労の意義として、経済的自立について記載があった方が良いのではないか。 

障害者に特別に働く権利があるのではなく、すべての人に働く権利があるのと同様に

障害者にもあるということなので、それが伝わるよう文章を入れ替えてはどうか。 

ｂ） 
「準備状態に関わらず」という文言は必要ないのではないか。ニーズや適性に合った

労働も重要なのではないか。 
 
（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

 

イ 「Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢」について 

有識者からは、支援者の態度・マナー、職業倫理、倫理的ジレンマへの対処を区別して扱うこと、

固定概念に捉われず障害者本人の希望やニーズに焦点を当てた支援の重要性、支援者自身の自己管

意

見 

障害者就労支援の理念以前に、障害についての基礎を学ばずに支援に携わっている実態も見

られ、その場合、様々な知識を身につけても上手くいかない場合がある。最低限の内容では

あるが、障害とは何か（特に障害の社会モデルを）理解するという内容を入れてはどうか。 
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理や問題解決力の向上、最新情報の収集に関する実施方法等について、次のような意見・修正案等

があった。 

 支援者の態度・マナーと職業倫理は異なる概念であり、それぞれの領域で明確に区別して記述

するべきである。また、職業倫理と倫理的ジレンマは別々のものとして記載すべきである。 
 固定概念に捉われず、障害者本人のニーズに焦点を当て、多様な可能性を考慮した支援が求め

られる。 
 個人情報の取り扱いや守秘義務について遵守すべきことを明記した方がよい。 
 倫理的ジレンマに対して考えることの重要性を強調すべきである。 
 支援者の自己管理と問題解決力に関する要求は高いが、他者の協力を借りることも含めた柔軟

な対応が可能であるべきであり、バーンアウトを防ぐためのセルフケアの重要性を認識するこ

とが重要である。 
 最新情報の収集は、１人で勉強するだけでなく、専門家の見解を聞く等、より広範な方法で行

うものである。また、問題に直面した際には、自分で調査する力も重要である。 
 
（ア） 「就労支援における支援者の態度と倫理意識」について 

【説明文】支援者自身が適切な社会的態度や倫理意識を持つことが重要であることを理解し、ビジネスマナーや

倫理観を身につけ、偏見を排し、相手を尊重する態度を備えている。 

 ａ）職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

 ｂ）障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、偏見を排除した上で、それぞれの立場を尊重する態度を

持つ。 

 ｃ）日頃から職業倫理を意識し、倫理的ジレンマに陥った際には上司や指導担当者に相談する。 
 

意

見 

ａ）、ｂ）の支援者の態度・マナーに関する内容とｃ）の職業倫理は分けたほうが良いのでは

ないか。 

障害者の能力に関する決めつけ・固定観念に捉われることなく、様々な可能性を排除しない

態度を取ることができることが重要なのではないか。 

本人のニーズ（こんな仕事をやりたい、こんな生活を送りたい）の達成に向けて支援すると

いう視点を明記する必要があるのではないか。 

ｃ） 

職業倫理は知識、倫理的ジレンマへの対処はスキルで、一緒ではない。別々のものと

して記載すべきではないか。 

個人情報の取り扱いや守秘義務について遵守すべきことを明記した方がよいのでは

ないか。 

「倫理的ジレンマ」に陥るのが良くないと読み取れてしまうため、ジレンマに対して

考えることが重要であることを記載すべきではないか。 
 

（イ） 「支援者自身の自己管理と問題解決力の向上」について 

【説明文】支援者自身の自己理解を深め、健康管理や感情コントロールをし、問題解決力向上に取組んでいる。 

  ａ）日々の業務をふりかえり、自己理解・自己覚知を深め、問題解決力を高める。 

  ｂ）精神的な安定や健康管理を含め、自己管理を徹底する。 

  ｃ）問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、冷静に対処する。 
 

 

意

見 

（支援者自身の自己管理と問題解決力の）必要性は理解するが、記載内容を支援者に全て求

めると、できる人材が殆どいなくなるのではないか。難しい部分は他者の協力も借りて良い

ということを記載しても良いのではないか。 

ｂ） 

ａ）の自己理解に関する記述とｂ）の精神的な安定に関する記述が同じくくりになっ

ているところに違和感がある。 

（精神や健康の自己管理の）内容は支援者自身のセルフケアの重要性を認識してもら

う上で重要。バーンアウトを防ぐという観点からも記載すると良いのではないか。 
 

（ウ） 「最新情報の収集と活用」について 

【説明文】効果的な支援を実施するために、最新の知識や技術、事例を活用している。   

 ａ）日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究などに関する情報を積極

的に収集する。 

 ｂ）オンライン相談、IT、ICT を活用した支援についての情報を収集し、メリット・デメリットを考慮しつつ

効果的な提案・活用を行う。 
 

意

見 

知識を身に着けるという意味では、Ⅰ（理念と基本的態度）ではなくⅡ（全ての場面で必要

な知識）に属しても良いのではないか。 

「最新情報の収集」は、もう少し様々な内容が必要なのではないか。 

情報収集に関しては、すべて１人で勉強するだけでなく、詳しい人の見解を聞くなども含め

た情報収集としても良いのではないか。また、困ったことに行き当たったときに、自分で調

査する力が大事なのではないか。 

 

(２) 「Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識」について 

有識者からは、障害者就労支援の全ての場面で必要な知識について、支援制度・施策・サービス

に関する知識の枠組みを見直すこと、助成金や減税措置の手続きや仕組みを理解することの重要性、

自営業を含めた多様な働き方について記載する意義等に関する意見が得られた。 

ア 「Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識」について 

有識者からは、支援制度・施策・サービスの知識について、障害福祉サービス、社会保障制度、

支援実務で必要な労働関係法規の知識に関する枠組みを見直すこと、障害者雇用支援制度や配慮義

務等を明確で分かり易い表現にすること、助成金や減税措置に関してはその種類よりも手続きや仕

組みを理解する方が重要であること等について、次の意見・修正案等があった。 

 社会福祉（障害福祉）サービスと社会保険制度は、実務上の観点から別のカテゴリーとするべ

きである。 
 社会保険制度の知識は、労働者が不利益を被らないために必要であり、労働関係法規と同じ枠

組みの方が適切である。 
 「障害者雇用支援制度」と「障害者雇用の法律」は、より明確に「障害者雇用促進法」と表記

するべきである。 
 「配慮義務」は、理解しやすさを考慮して「合理的配慮」とするべきである。 
 企業における障害者雇用の助成金や減税措置に関して、種類を把握するよりも、手続きや仕組
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理や問題解決力の向上、最新情報の収集に関する実施方法等について、次のような意見・修正案等

があった。 

 支援者の態度・マナーと職業倫理は異なる概念であり、それぞれの領域で明確に区別して記述

するべきである。また、職業倫理と倫理的ジレンマは別々のものとして記載すべきである。 
 固定概念に捉われず、障害者本人のニーズに焦点を当て、多様な可能性を考慮した支援が求め

られる。 
 個人情報の取り扱いや守秘義務について遵守すべきことを明記した方がよい。 
 倫理的ジレンマに対して考えることの重要性を強調すべきである。 
 支援者の自己管理と問題解決力に関する要求は高いが、他者の協力を借りることも含めた柔軟

な対応が可能であるべきであり、バーンアウトを防ぐためのセルフケアの重要性を認識するこ

とが重要である。 
 最新情報の収集は、１人で勉強するだけでなく、専門家の見解を聞く等、より広範な方法で行

うものである。また、問題に直面した際には、自分で調査する力も重要である。 
 
（ア） 「就労支援における支援者の態度と倫理意識」について 

【説明文】支援者自身が適切な社会的態度や倫理意識を持つことが重要であることを理解し、ビジネスマナーや

倫理観を身につけ、偏見を排し、相手を尊重する態度を備えている。 

 ａ）職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

 ｂ）障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、偏見を排除した上で、それぞれの立場を尊重する態度を

持つ。 

 ｃ）日頃から職業倫理を意識し、倫理的ジレンマに陥った際には上司や指導担当者に相談する。 
 

意

見 

ａ）、ｂ）の支援者の態度・マナーに関する内容とｃ）の職業倫理は分けたほうが良いのでは

ないか。 

障害者の能力に関する決めつけ・固定観念に捉われることなく、様々な可能性を排除しない

態度を取ることができることが重要なのではないか。 

本人のニーズ（こんな仕事をやりたい、こんな生活を送りたい）の達成に向けて支援すると

いう視点を明記する必要があるのではないか。 

ｃ） 

職業倫理は知識、倫理的ジレンマへの対処はスキルで、一緒ではない。別々のものと

して記載すべきではないか。 

個人情報の取り扱いや守秘義務について遵守すべきことを明記した方がよいのでは

ないか。 

「倫理的ジレンマ」に陥るのが良くないと読み取れてしまうため、ジレンマに対して

考えることが重要であることを記載すべきではないか。 
 

（イ） 「支援者自身の自己管理と問題解決力の向上」について 

【説明文】支援者自身の自己理解を深め、健康管理や感情コントロールをし、問題解決力向上に取組んでいる。 

  ａ）日々の業務をふりかえり、自己理解・自己覚知を深め、問題解決力を高める。 

  ｂ）精神的な安定や健康管理を含め、自己管理を徹底する。 

  ｃ）問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、冷静に対処する。 
 

 

意

見 

（支援者自身の自己管理と問題解決力の）必要性は理解するが、記載内容を支援者に全て求

めると、できる人材が殆どいなくなるのではないか。難しい部分は他者の協力も借りて良い

ということを記載しても良いのではないか。 

ｂ） 

ａ）の自己理解に関する記述とｂ）の精神的な安定に関する記述が同じくくりになっ

ているところに違和感がある。 

（精神や健康の自己管理の）内容は支援者自身のセルフケアの重要性を認識してもら

う上で重要。バーンアウトを防ぐという観点からも記載すると良いのではないか。 
 

（ウ） 「最新情報の収集と活用」について 

【説明文】効果的な支援を実施するために、最新の知識や技術、事例を活用している。   

 ａ）日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究などに関する情報を積極

的に収集する。 

 ｂ）オンライン相談、IT、ICT を活用した支援についての情報を収集し、メリット・デメリットを考慮しつつ

効果的な提案・活用を行う。 
 

意

見 

知識を身に着けるという意味では、Ⅰ（理念と基本的態度）ではなくⅡ（全ての場面で必要

な知識）に属しても良いのではないか。 

「最新情報の収集」は、もう少し様々な内容が必要なのではないか。 

情報収集に関しては、すべて１人で勉強するだけでなく、詳しい人の見解を聞くなども含め

た情報収集としても良いのではないか。また、困ったことに行き当たったときに、自分で調

査する力が大事なのではないか。 

 

(２) 「Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識」について 

有識者からは、障害者就労支援の全ての場面で必要な知識について、支援制度・施策・サービス

に関する知識の枠組みを見直すこと、助成金や減税措置の手続きや仕組みを理解することの重要性、

自営業を含めた多様な働き方について記載する意義等に関する意見が得られた。 

ア 「Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識」について 

有識者からは、支援制度・施策・サービスの知識について、障害福祉サービス、社会保障制度、

支援実務で必要な労働関係法規の知識に関する枠組みを見直すこと、障害者雇用支援制度や配慮義

務等を明確で分かり易い表現にすること、助成金や減税措置に関してはその種類よりも手続きや仕

組みを理解する方が重要であること等について、次の意見・修正案等があった。 

 社会福祉（障害福祉）サービスと社会保険制度は、実務上の観点から別のカテゴリーとするべ

きである。 
 社会保険制度の知識は、労働者が不利益を被らないために必要であり、労働関係法規と同じ枠

組みの方が適切である。 
 「障害者雇用支援制度」と「障害者雇用の法律」は、より明確に「障害者雇用促進法」と表記

するべきである。 
 「配慮義務」は、理解しやすさを考慮して「合理的配慮」とするべきである。 
 企業における障害者雇用の助成金や減税措置に関して、種類を把握するよりも、手続きや仕組
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みを明確に理解することがより重要である。 
 
（ア） 「社会保障・障害福祉の知識」について 

【説明文】社会保障制度、障害福祉サービスについての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っている。 

 ａ）障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

 ｂ）就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、支援を行う。 

 ｃ）公的扶助の理念と概要を理解し、支援を行う。 

 ｄ）社会保険制度について基礎的知識を有し、障害者本人が利用可能と思われるものについて情報提供する。 

 ｅ）障害福祉サービスや社会保険制度を活用しつつ働くことについて、提案や検討をする。 
 

意

見 
ｄ） 

社会福祉サービスと社会保険制度は別のカテゴリーにした方が良いのではないか。実

務的には、社会保険制度の知識は本人が（仕事で）不利益を被らないようにするため

に必要である場合が多く、労働関係法規のくくりがより適切ではないか。 
 

（イ） 「障害者雇用支援制度・サービスの知識」について 

【説明文】障害者の雇用を促進する制度やサービスについての知識を有し、説明や紹介を行っている。 

 ａ）障害者雇用の法律に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や配慮義

務について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

 ｂ）企業に対する障害者雇用に関する助成金や減税措置等の基本的な知識を持ち、申請や受給についての相談

窓口を紹介する。 

 ｃ）障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、障害者や事業主に紹介す

る。 
 

意

見 

「障害者雇用支援制度」「障害者雇用の法律」は、「障害者雇用促進法」とした方が良いので

はないか。 

ａ） 「配慮義務」は「合理的配慮」とした方が分かり易いのではないか。  

ｂ） 
（企業の障害者雇用の）助成金や減税措置については、実務的にはその種類等を把握

することよりも、手続きや仕組みを押さえておくことの方が重要なのではないか。 
 

イ 「Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識」について 

有識者からは、企業経営と雇用管理の知識の重要性については広く同意が得られた。自営業で働

くことを選択する障害者本人への支援については、実務経験は少ないが、多様な働き方という文脈

での支援に意義を認める意見等があった。 

 自営業に関する相談は稀であり、記載は必要最小限に留めるべきである。 
 自営業を含む多様な働き方への支援は、その意義を考慮して記載する価値がある。 
 

（ア） 「企業経営や雇用管理に関する基礎知識」について 
【説明文】企業経営・経済、労働市場の動向、労働関係法規に関する知識を有し、障害者と事業主の双方との相

談場面で活用している。   

 ａ）民間企業の経営・経済の動向や障害者雇用に関する動向を把握する。 

 ｂ）地域の労働市場情報を文献やネットワーク等を通じて把握する。 

 ｃ）労働関係法規に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双方への助言に役立てる。 

 ｄ）人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。 

 ｅ）自営業に関する事例や支援の情報提供を行い、起業・自営を選択する者を支援する。 

  

 

意

見 
ｅ） 

自営業に関する相談が必要なケースは稀であり、記載する必要はないのではないか。 

自営業に関する相談は少ないため、記載するのであれば「相談できる機関の情報提供」

程度にとどめると良いのではないか。 

自営業について触れるのであれば、在宅勤務に関する事例や支援機関の情報提供につ

いても記載すると良いのではないか。 

自営業に関する事例は無いことはないが、現実的に対応できる機関は限られると思

う。元々自営を行っている方の復職支援であればともかく、特に起業の支援というの

はハードルが高いのではないか。ただし、自営を含む多様な働き方への支援という意

味で記載するのであれば意義があるのではないか。 

 

(３) 「Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル」について 

有識者からは、相手の立場やニーズ、状況等に合わせて相談を実施することや他の支援者等と連

携する場合もあること、相談の目的を丁寧に説明したうえで共に考えること等の重要性に関する意

見等が得られた。また、個人情報保護や守秘義務、開示請求への対応等の実務的課題を踏まえなが

ら対応できるスキルが重要であることを強調する意見等が得られた。 
 
大見出しに

ついて意見 
「面談（コミュニケーション）に関するスキル」に関する内容ではないか。 

 

ア 「Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル」について 

有識者からは、障害者本人・事業主・関係機関の支援者・家族等、相手としては様々な人が想定

され、それぞれの立場やニーズ、状況等に合わせて相談を実施したり他の支援者等と連携する場合

もあること、相談の目的を丁寧に説明し共に考える姿勢が大切であること等を強調するために、次

のような意見・修正案等があった。 

 相談内容を整理し、相手との共有を図ることで、理解を深めることができる。 
 支援者自身の限界に達した際の対応策を具体的に示し、他の支援者等の手を借りること等も明

記することが望ましい。 
 「ニーズ」という言葉の使用については、その意味が希望に近い場合は、より適切な用語に言

い換えることが推奨される。 
 相談スキルに関しては、障害者・事業主・関係機関に加えて、家族等も含めるべきである。 
 相手の状況や関係性を把握し、それに基づいて情報を伝えることが重要である。 
 相談の目的を丁寧に説明し、共に考える姿勢を大切にするべきである。 
 

（ア） 「相談を行う基本的な態度」について 

【説明文】支援者の役割を説明した上で、相手の負担も考慮しながら、共感的態度で傾聴している。 

 ａ）支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

 ｂ）傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴く。 

 ｃ）必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

 ｄ）次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 
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みを明確に理解することがより重要である。 
 
（ア） 「社会保障・障害福祉の知識」について 

【説明文】社会保障制度、障害福祉サービスについての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っている。 

 ａ）障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

 ｂ）就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、支援を行う。 

 ｃ）公的扶助の理念と概要を理解し、支援を行う。 

 ｄ）社会保険制度について基礎的知識を有し、障害者本人が利用可能と思われるものについて情報提供する。 

 ｅ）障害福祉サービスや社会保険制度を活用しつつ働くことについて、提案や検討をする。 
 

意

見 
ｄ） 

社会福祉サービスと社会保険制度は別のカテゴリーにした方が良いのではないか。実

務的には、社会保険制度の知識は本人が（仕事で）不利益を被らないようにするため

に必要である場合が多く、労働関係法規のくくりがより適切ではないか。 
 

（イ） 「障害者雇用支援制度・サービスの知識」について 

【説明文】障害者の雇用を促進する制度やサービスについての知識を有し、説明や紹介を行っている。 

 ａ）障害者雇用の法律に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や配慮義

務について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

 ｂ）企業に対する障害者雇用に関する助成金や減税措置等の基本的な知識を持ち、申請や受給についての相談

窓口を紹介する。 

 ｃ）障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、障害者や事業主に紹介す

る。 
 

意

見 

「障害者雇用支援制度」「障害者雇用の法律」は、「障害者雇用促進法」とした方が良いので

はないか。 

ａ） 「配慮義務」は「合理的配慮」とした方が分かり易いのではないか。  

ｂ） 
（企業の障害者雇用の）助成金や減税措置については、実務的にはその種類等を把握

することよりも、手続きや仕組みを押さえておくことの方が重要なのではないか。 
 

イ 「Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識」について 

有識者からは、企業経営と雇用管理の知識の重要性については広く同意が得られた。自営業で働

くことを選択する障害者本人への支援については、実務経験は少ないが、多様な働き方という文脈

での支援に意義を認める意見等があった。 

 自営業に関する相談は稀であり、記載は必要最小限に留めるべきである。 
 自営業を含む多様な働き方への支援は、その意義を考慮して記載する価値がある。 
 

（ア） 「企業経営や雇用管理に関する基礎知識」について 
【説明文】企業経営・経済、労働市場の動向、労働関係法規に関する知識を有し、障害者と事業主の双方との相

談場面で活用している。   

 ａ）民間企業の経営・経済の動向や障害者雇用に関する動向を把握する。 

 ｂ）地域の労働市場情報を文献やネットワーク等を通じて把握する。 

 ｃ）労働関係法規に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双方への助言に役立てる。 

 ｄ）人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。 

 ｅ）自営業に関する事例や支援の情報提供を行い、起業・自営を選択する者を支援する。 

  

 

意

見 
ｅ） 

自営業に関する相談が必要なケースは稀であり、記載する必要はないのではないか。 

自営業に関する相談は少ないため、記載するのであれば「相談できる機関の情報提供」

程度にとどめると良いのではないか。 

自営業について触れるのであれば、在宅勤務に関する事例や支援機関の情報提供につ

いても記載すると良いのではないか。 

自営業に関する事例は無いことはないが、現実的に対応できる機関は限られると思

う。元々自営を行っている方の復職支援であればともかく、特に起業の支援というの

はハードルが高いのではないか。ただし、自営を含む多様な働き方への支援という意

味で記載するのであれば意義があるのではないか。 

 

(３) 「Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル」について 

有識者からは、相手の立場やニーズ、状況等に合わせて相談を実施することや他の支援者等と連

携する場合もあること、相談の目的を丁寧に説明したうえで共に考えること等の重要性に関する意

見等が得られた。また、個人情報保護や守秘義務、開示請求への対応等の実務的課題を踏まえなが

ら対応できるスキルが重要であることを強調する意見等が得られた。 
 
大見出しに

ついて意見 
「面談（コミュニケーション）に関するスキル」に関する内容ではないか。 

 

ア 「Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル」について 

有識者からは、障害者本人・事業主・関係機関の支援者・家族等、相手としては様々な人が想定

され、それぞれの立場やニーズ、状況等に合わせて相談を実施したり他の支援者等と連携する場合

もあること、相談の目的を丁寧に説明し共に考える姿勢が大切であること等を強調するために、次

のような意見・修正案等があった。 

 相談内容を整理し、相手との共有を図ることで、理解を深めることができる。 
 支援者自身の限界に達した際の対応策を具体的に示し、他の支援者等の手を借りること等も明

記することが望ましい。 
 「ニーズ」という言葉の使用については、その意味が希望に近い場合は、より適切な用語に言

い換えることが推奨される。 
 相談スキルに関しては、障害者・事業主・関係機関に加えて、家族等も含めるべきである。 
 相手の状況や関係性を把握し、それに基づいて情報を伝えることが重要である。 
 相談の目的を丁寧に説明し、共に考える姿勢を大切にするべきである。 
 

（ア） 「相談を行う基本的な態度」について 

【説明文】支援者の役割を説明した上で、相手の負担も考慮しながら、共感的態度で傾聴している。 

 ａ）支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

 ｂ）傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴く。 

 ｃ）必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

 ｄ）次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 
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意

見 

相談内容を整理して分かり易くまとめ、相手と共有するという内容を追加しても良いのでは

ないか。 

ａ） 
（支援者等の役割の）限界に達したときにどのような支援をするか、他の人の手を借

りる等を含めて記載すべきではないか。 
 

（イ） 「相手に応じて分かりやすく説明するスキル」について 

【説明文】支援対象者の立場・ニーズに応じて適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分かり易く伝

えている。   

 ａ）相手の立場やニーズに合わせて、必要な情報に絞り、簡潔に伝える。 

 ｂ）相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

 ｃ）相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

 ｄ）相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝える。  
意

見 

ここでの「ニーズ」という言葉はどのような意味で使っているか。「希望」に近い意味で使っ

ているのであれば言い換えた方が良いのではないか。 
 
（ウ） 上記以外の全般的意見  

意

見 

様々な相手（障害者・事業主・関係者）となっているが、家族が含まれるのか分かりにくい

ため、関係機関・家族等とした方が良いのではないか。 

相手の状況（知識・準備状況・関係性等）を見極めて伝えるという内容を追加しても良いの

ではないか。 

相談の目的を丁寧に説明する、一緒に考える姿勢で関わる等が重要なのではないか。 
 
イ 「Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル」について 

有識者からは、支援経過や対象者情報等の記録・伝達のスキルについて、個人情報保護や守秘義

務、開示請求への対応等の実務的課題を踏まえながら、支援に必要な情報共有を進める重要性につ

いて、次の意見・修正案等があった。 

 個人情報保護法に関する内容や、その法律に基づく行動の理解と遵守が必要である。 
 守秘義務に関しては、倫理的な側面だけでなく、法的な側面も含めた理解が求められる。 
 情報の開示請求に応じる際の手続きや基準についての知識を持つことが重要である。 
 支援を行う上での情報共有は必要不可欠であり、そのための効果的な方法を模索し、記録・伝

達に反映させるべきである。  
（ア） 「適切な記録・伝達のスキル」について 

【説明文】支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で適切な内容・文章構成を心がけ、その取

扱いにも細心の注意を払っている。   

 ａ）客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

 ｂ）必要な情報に的を絞り、分かり易く伝える。 

 ｃ）言葉の使い方に敏感になり、十分に検討して使う。 

 ｄ）支援経過や対象者情報の記録・伝達に関する倫理的・法的配慮（守秘義務等）を守る。  

意

見 
ｄ） 

守秘義務について、倫理的内容だけでなく、個人情報保護法の内容や開示請求に関す

ることを理解しておくことも明記すべきではないか。 

守秘義務だけでは支援が立ち行かないため、効果的な情報共有の方法を検討する等、

できる限り情報共有ができるよう模索する内容を記載するべきではないか。 

 

(４) 「Ⅳ 障害者のアセスメントとプランニング」について 

有識者からは、障害者のアセスメントとプランニングについて、アセスメントは障害者本人の希

望やニーズの実現のための総合的な情報収集であることや、行動科学や医学・心理学的知見に基づ

くアセスメント、評価ツールの活用等は支援の実態等に合わせた表現の見直しの必要性に関する意

見・修正案が得られた。また、プランニングについては、医療との連携を含めた地域の支援ネット

ワークの構築等を含めた支援計画の策定、支援目標の期限を設定することや達成状況をモニタリン

グしながら支援計画の見直すことの重要性を強調すべきとする意見・修正案等が得られた。 

ア 「Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点」について 

有識者からは、アセスメントは障害者本人の希望やニーズの実現のために、本人の強みや課題、

本人に合った職場環境等も含めた総合的な情報収集であることを強調すべきとして、次のような意

見・修正案等があった。 

 「ニーズ」という用語に関しては、その意味を明確にするための注釈の追加が求められる。 
 障害者本人のニーズの充足に向けたものであることを明記し、強みと課題の両方を幅広くアセ

スメントする視点が重要である。 
 「関係者」は「関係機関や家族等」と表現することがより適切である。 
 職場環境のアセスメントを追加するとよい。 
 アセスメントの全体構成は、職業準備性ピラミッドやハードスキル・ソフトスキル、職場環境

といった視点で整理するとよい。 
 アセスメントについての内容が、プランニングについてと比べて多すぎる。 
 精神・発達・知的障害や認知面の障害に焦点を当てた内容だけでなく、身体障害や難病等を含

む内容の追記が必要である。 
 
（ア） 「障害者のニーズを引き出す視点」について 

【説明文】効果的な支援のために、障害者が抱える仕事や生活に関するニーズを把握することの重要性を認識

し、本人の考え方や興味、希望を引き出している。   

 ａ）障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、希望を引き出す。 

 ｂ）仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面の支援ニーズを把握する。 
 
意

見 

ここでの「ニーズ」がどの様な意味で使われているのか、注釈を入れる必要があるのではな

いか。 
 

（イ） 「障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点」について 

【説明文】適切な支援を提供するために、職業的観点から、障害者の性格や能力のアセスメントを行っている。 

 ａ）職業場面で障害特性が与える影響を理解し、必要な支援を検討する。 

 ｂ）障害者本人の強みや能力に注目し、発揮しやすい環境を把握する。 

 ｃ）認知機能の特性を神経心理学的検査の結果や行動観察等を基に把握する。 

 ｄ）行動傾向や性格傾向を関係者からの情報や行動観察等を基に把握する。  

意

見 

ア）にニーズの把握について記載があるので、イ）は、ニーズ達成のためのアセスメントで

あることを明記すべきではないか。 

課題ばかり把握するという理解にならないよう、強みをアセスメントする視点を強調すべき

ではないか。 
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意

見 

相談内容を整理して分かり易くまとめ、相手と共有するという内容を追加しても良いのでは

ないか。 

ａ） 
（支援者等の役割の）限界に達したときにどのような支援をするか、他の人の手を借

りる等を含めて記載すべきではないか。 
 

（イ） 「相手に応じて分かりやすく説明するスキル」について 

【説明文】支援対象者の立場・ニーズに応じて適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分かり易く伝

えている。   

 ａ）相手の立場やニーズに合わせて、必要な情報に絞り、簡潔に伝える。 

 ｂ）相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

 ｃ）相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

 ｄ）相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝える。  
意

見 

ここでの「ニーズ」という言葉はどのような意味で使っているか。「希望」に近い意味で使っ

ているのであれば言い換えた方が良いのではないか。 
 
（ウ） 上記以外の全般的意見  

意

見 

様々な相手（障害者・事業主・関係者）となっているが、家族が含まれるのか分かりにくい

ため、関係機関・家族等とした方が良いのではないか。 

相手の状況（知識・準備状況・関係性等）を見極めて伝えるという内容を追加しても良いの

ではないか。 

相談の目的を丁寧に説明する、一緒に考える姿勢で関わる等が重要なのではないか。 
 
イ 「Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル」について 

有識者からは、支援経過や対象者情報等の記録・伝達のスキルについて、個人情報保護や守秘義

務、開示請求への対応等の実務的課題を踏まえながら、支援に必要な情報共有を進める重要性につ

いて、次の意見・修正案等があった。 

 個人情報保護法に関する内容や、その法律に基づく行動の理解と遵守が必要である。 
 守秘義務に関しては、倫理的な側面だけでなく、法的な側面も含めた理解が求められる。 
 情報の開示請求に応じる際の手続きや基準についての知識を持つことが重要である。 
 支援を行う上での情報共有は必要不可欠であり、そのための効果的な方法を模索し、記録・伝

達に反映させるべきである。  
（ア） 「適切な記録・伝達のスキル」について 

【説明文】支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で適切な内容・文章構成を心がけ、その取

扱いにも細心の注意を払っている。   

 ａ）客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

 ｂ）必要な情報に的を絞り、分かり易く伝える。 

 ｃ）言葉の使い方に敏感になり、十分に検討して使う。 

 ｄ）支援経過や対象者情報の記録・伝達に関する倫理的・法的配慮（守秘義務等）を守る。  

意

見 
ｄ） 

守秘義務について、倫理的内容だけでなく、個人情報保護法の内容や開示請求に関す

ることを理解しておくことも明記すべきではないか。 

守秘義務だけでは支援が立ち行かないため、効果的な情報共有の方法を検討する等、

できる限り情報共有ができるよう模索する内容を記載するべきではないか。 

 

(４) 「Ⅳ 障害者のアセスメントとプランニング」について 

有識者からは、障害者のアセスメントとプランニングについて、アセスメントは障害者本人の希

望やニーズの実現のための総合的な情報収集であることや、行動科学や医学・心理学的知見に基づ

くアセスメント、評価ツールの活用等は支援の実態等に合わせた表現の見直しの必要性に関する意

見・修正案が得られた。また、プランニングについては、医療との連携を含めた地域の支援ネット

ワークの構築等を含めた支援計画の策定、支援目標の期限を設定することや達成状況をモニタリン

グしながら支援計画の見直すことの重要性を強調すべきとする意見・修正案等が得られた。 

ア 「Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点」について 

有識者からは、アセスメントは障害者本人の希望やニーズの実現のために、本人の強みや課題、

本人に合った職場環境等も含めた総合的な情報収集であることを強調すべきとして、次のような意

見・修正案等があった。 

 「ニーズ」という用語に関しては、その意味を明確にするための注釈の追加が求められる。 
 障害者本人のニーズの充足に向けたものであることを明記し、強みと課題の両方を幅広くアセ

スメントする視点が重要である。 
 「関係者」は「関係機関や家族等」と表現することがより適切である。 
 職場環境のアセスメントを追加するとよい。 
 アセスメントの全体構成は、職業準備性ピラミッドやハードスキル・ソフトスキル、職場環境

といった視点で整理するとよい。 
 アセスメントについての内容が、プランニングについてと比べて多すぎる。 
 精神・発達・知的障害や認知面の障害に焦点を当てた内容だけでなく、身体障害や難病等を含

む内容の追記が必要である。 
 
（ア） 「障害者のニーズを引き出す視点」について 

【説明文】効果的な支援のために、障害者が抱える仕事や生活に関するニーズを把握することの重要性を認識

し、本人の考え方や興味、希望を引き出している。   

 ａ）障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、希望を引き出す。 

 ｂ）仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面の支援ニーズを把握する。 
 
意

見 

ここでの「ニーズ」がどの様な意味で使われているのか、注釈を入れる必要があるのではな

いか。 
 

（イ） 「障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点」について 

【説明文】適切な支援を提供するために、職業的観点から、障害者の性格や能力のアセスメントを行っている。 

 ａ）職業場面で障害特性が与える影響を理解し、必要な支援を検討する。 

 ｂ）障害者本人の強みや能力に注目し、発揮しやすい環境を把握する。 

 ｃ）認知機能の特性を神経心理学的検査の結果や行動観察等を基に把握する。 

 ｄ）行動傾向や性格傾向を関係者からの情報や行動観察等を基に把握する。  

意

見 

ア）にニーズの把握について記載があるので、イ）は、ニーズ達成のためのアセスメントで

あることを明記すべきではないか。 

課題ばかり把握するという理解にならないよう、強みをアセスメントする視点を強調すべき

ではないか。 
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強みになりそうなことも課題になりそうなことも幅広くアセスメントすることが重要では

ないか。 

ｃ） 
ここで、認知機能の特性についての内容が入るのは異質ではないか。他のカテゴリー

に含めるのが良いのではないか。  

ｄ） 「関係者」は「関係機関や家族等」とした方が分かり易いのではないか。  
 

（ウ） 「社会的側面の多面的アセスメントする視点」について 

【説明文】障害者の職業生活を多角的な視点から理解し、支援をするために、社会的側面のアセスメントを行っ

ている。 

 ａ）障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴等を把握し、個人の文化的・社会的背景や地域社会におけ

る役割を理解する。 

 ｂ）家族、友人、地域社会との関係やサポート環境を把握する。 

 ｃ）障害者本人や周囲の関係者の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

 ｄ）交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活への影響を予測する。 
 
意

見 
職場環境のアセスメントの視点を追加すると良いのではないか。  

 

（エ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

アセスメントの視点の全体構成について、職業準備性ピラミッド（健康管理・生活管理・対

人技能・労働習慣・適性等）に即して整理してみてはどうか。 

アセスメントの視点の全体構成について、ハードスキル（仕事を通して積みあがる技能）、ソ

フトスキル（対人技能や性格特性等）、職場環境の視点で整理してみてはどうか。 

アセスメントのボリュームが多く、プランニングに関するボリュームが少ないのはアンバラ

ンスではないか。  

全体的に、精神・発達・知的障害や認知面の障害に焦点が当たった内容になっている。身体

障害や難病等も含んだ内容を追記しても良いのではないか。 
 

イ 「Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル」について 

有識者からは、行動科学に関する内容の難しさや多様な障害や症状と環境の複雑な要因の識別の

困難さを考慮した表現の見直しが必要なこと、継続的に実施するアセスメントがあることや実際の

職場に近い作業課題には職場実習を追記すること、評価ツールの使用は地域で行われている支援の

実態を踏まえつつ誤解を招かない表現への変更の必要性等、次の意見・修正案等があった。 

 行動科学の範囲が広く、内容が難解であるため、より明確な説明や表現の見直しが求められる。 
 症状と環境の影響、意欲低下と障害の影響の識別は複雑であり、多様な要因を総合的に捉える

必要がある。 
 情報収集は一度きりではなく、継続的に行うべきであり、その方法についての記述が不足して

いる。 
 定量的ツールの使用は必須ではなく、評価ツールに関する記述は誤解を招かないよう慎重に配

置する必要がある。また、職場実習を含む「実際の職場に近い作業課題」の記述が望ましい。 
 

 

（ア） 「行動科学に基づくアセスメント技術」について 

【説明文】行動科学の知識に基づいて、対象障害者の行動と行動の生起に関連する周囲の環境を客観的に把握

し、課題の背景や望ましい行動を習得するための手がかりを検討する。   

 ａ）行動科学に基づく技法を用いて、対象障害者のパフォーマンスを客観的に測定する方法を検討する。 

 ｂ）課題となっている状況や言動を把握・整理し、改善案を検討するため、その行動が起きる状況、頻度、起

きた結果を整理する。 
 
意

見 

行動科学に関する内容が難解であること、行動科学という言葉自体が指し示す範囲が広すぎ

るため、補足の説明や表現の見直しが必要ではないか。 
 

（イ） 「医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術」について 

【説明文】医学・心理学の知見を基に、障害者の特性、ストレス要因による反応、就労意欲の低下と障害・症状

の影響を分析している。 

 ａ）障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有し、対象障害者の言動からその人の特徴や状態

を推定する。 

 ｂ）ストレスが生じるメカニズムに関する基本的知識を有し、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要

因による反応とを識別する。 

 ｃ）就労意欲の低下と障害・症状による影響とを識別し、見立てる。 
 
意

見 

ｂ）（症状と環境の影響の識別）やｃ）（意欲低下と障害の影響の識別）は、実際には難しい

のではないか。多様な要因を総合的・複合的に整理して捉えるということではないか。 
 

（ウ） 「アセスメントに必要な情報収集の技術」について 

【説明文】障害者本人・家族・関係機関からの情報を適切に収集し、障害者本人の強みや課題を明確化している。 

 ａ）本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

 ｂ）主治医からの情報を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握する。 

 ｃ）履歴書、職務経歴書等の資料をもとに、障害者本人のこれまでの経歴を確認し、強みとなりうる点や想定

される課題とその背景等を見立てる。 
 
意

見 

情報収集は、一度ですべて収集できることはなく、長期的な視点で継続的に行う必要がある。

簡単には収集できないものをどうやって情報収集をしていくのか記載が必要ではないか。 
 

（エ） 「専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術」について 

【説明文】様々なツールや検査、行動観察を活用して、障害者の職業的・心理的・対人的な特性を明確にし、必

要な支援を検討している。   

 ａ）様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用する。 

 ｂ）定量的ツールの有効性と限界を理解して活用する。 

 ｃ）関係機関で実施された心理検査・職業適性検査等の結果の報告書を元に、本人の状態像や特性・能力を把

握する。 

 ｄ）実際の職場に近い作業課題・作業環境を設定し（場面見本法）、職場での対人技能や適応的な作業種や環

境、必要な支援をアセスメントする。 
 

意

見 

定量的ツール（でのアセスメント）を就労支援機関が必ずしも実施する必要はないのではな

いか。情報収集するという記述で良いのではないか。  

ｄ） 
「実際の職場に近い作業課題」に、職場実習も含めるような書き方をした方が良いの

ではないか。 
 

（オ） 上記以外の全般的意見 

意

見 

評価ツールの記述を「アセスメントに必要な知識とスキル」の最後に置くと、「ツールがあれ

ば短期間に様々な情報収集ができる」と誤解されるのではないか。 
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強みになりそうなことも課題になりそうなことも幅広くアセスメントすることが重要では

ないか。 

ｃ） 
ここで、認知機能の特性についての内容が入るのは異質ではないか。他のカテゴリー

に含めるのが良いのではないか。  

ｄ） 「関係者」は「関係機関や家族等」とした方が分かり易いのではないか。  
 

（ウ） 「社会的側面の多面的アセスメントする視点」について 

【説明文】障害者の職業生活を多角的な視点から理解し、支援をするために、社会的側面のアセスメントを行っ

ている。 

 ａ）障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴等を把握し、個人の文化的・社会的背景や地域社会におけ

る役割を理解する。 

 ｂ）家族、友人、地域社会との関係やサポート環境を把握する。 

 ｃ）障害者本人や周囲の関係者の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

 ｄ）交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活への影響を予測する。 
 
意

見 
職場環境のアセスメントの視点を追加すると良いのではないか。  

 

（エ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

アセスメントの視点の全体構成について、職業準備性ピラミッド（健康管理・生活管理・対

人技能・労働習慣・適性等）に即して整理してみてはどうか。 

アセスメントの視点の全体構成について、ハードスキル（仕事を通して積みあがる技能）、ソ

フトスキル（対人技能や性格特性等）、職場環境の視点で整理してみてはどうか。 

アセスメントのボリュームが多く、プランニングに関するボリュームが少ないのはアンバラ

ンスではないか。  

全体的に、精神・発達・知的障害や認知面の障害に焦点が当たった内容になっている。身体

障害や難病等も含んだ内容を追記しても良いのではないか。 
 

イ 「Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル」について 

有識者からは、行動科学に関する内容の難しさや多様な障害や症状と環境の複雑な要因の識別の

困難さを考慮した表現の見直しが必要なこと、継続的に実施するアセスメントがあることや実際の

職場に近い作業課題には職場実習を追記すること、評価ツールの使用は地域で行われている支援の

実態を踏まえつつ誤解を招かない表現への変更の必要性等、次の意見・修正案等があった。 

 行動科学の範囲が広く、内容が難解であるため、より明確な説明や表現の見直しが求められる。 
 症状と環境の影響、意欲低下と障害の影響の識別は複雑であり、多様な要因を総合的に捉える

必要がある。 
 情報収集は一度きりではなく、継続的に行うべきであり、その方法についての記述が不足して

いる。 
 定量的ツールの使用は必須ではなく、評価ツールに関する記述は誤解を招かないよう慎重に配

置する必要がある。また、職場実習を含む「実際の職場に近い作業課題」の記述が望ましい。 
 

 

（ア） 「行動科学に基づくアセスメント技術」について 

【説明文】行動科学の知識に基づいて、対象障害者の行動と行動の生起に関連する周囲の環境を客観的に把握

し、課題の背景や望ましい行動を習得するための手がかりを検討する。   

 ａ）行動科学に基づく技法を用いて、対象障害者のパフォーマンスを客観的に測定する方法を検討する。 

 ｂ）課題となっている状況や言動を把握・整理し、改善案を検討するため、その行動が起きる状況、頻度、起

きた結果を整理する。 
 
意

見 

行動科学に関する内容が難解であること、行動科学という言葉自体が指し示す範囲が広すぎ

るため、補足の説明や表現の見直しが必要ではないか。 
 

（イ） 「医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術」について 

【説明文】医学・心理学の知見を基に、障害者の特性、ストレス要因による反応、就労意欲の低下と障害・症状

の影響を分析している。 

 ａ）障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有し、対象障害者の言動からその人の特徴や状態

を推定する。 

 ｂ）ストレスが生じるメカニズムに関する基本的知識を有し、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要

因による反応とを識別する。 

 ｃ）就労意欲の低下と障害・症状による影響とを識別し、見立てる。 
 
意

見 

ｂ）（症状と環境の影響の識別）やｃ）（意欲低下と障害の影響の識別）は、実際には難しい

のではないか。多様な要因を総合的・複合的に整理して捉えるということではないか。 
 

（ウ） 「アセスメントに必要な情報収集の技術」について 

【説明文】障害者本人・家族・関係機関からの情報を適切に収集し、障害者本人の強みや課題を明確化している。 

 ａ）本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

 ｂ）主治医からの情報を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握する。 

 ｃ）履歴書、職務経歴書等の資料をもとに、障害者本人のこれまでの経歴を確認し、強みとなりうる点や想定

される課題とその背景等を見立てる。 
 
意

見 

情報収集は、一度ですべて収集できることはなく、長期的な視点で継続的に行う必要がある。

簡単には収集できないものをどうやって情報収集をしていくのか記載が必要ではないか。 
 

（エ） 「専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術」について 

【説明文】様々なツールや検査、行動観察を活用して、障害者の職業的・心理的・対人的な特性を明確にし、必

要な支援を検討している。   

 ａ）様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用する。 

 ｂ）定量的ツールの有効性と限界を理解して活用する。 

 ｃ）関係機関で実施された心理検査・職業適性検査等の結果の報告書を元に、本人の状態像や特性・能力を把

握する。 

 ｄ）実際の職場に近い作業課題・作業環境を設定し（場面見本法）、職場での対人技能や適応的な作業種や環

境、必要な支援をアセスメントする。 
 

意

見 

定量的ツール（でのアセスメント）を就労支援機関が必ずしも実施する必要はないのではな

いか。情報収集するという記述で良いのではないか。  

ｄ） 
「実際の職場に近い作業課題」に、職場実習も含めるような書き方をした方が良いの

ではないか。 
 

（オ） 上記以外の全般的意見 

意

見 

評価ツールの記述を「アセスメントに必要な知識とスキル」の最後に置くと、「ツールがあれ

ば短期間に様々な情報収集ができる」と誤解されるのではないか。 
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ウ 「Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル」について 

有識者からは、就労支援のプランニングスキルについて、アセスメントに基づいて自らの所属機

関だけでなく地域の支援ネットワークを含めた具体的な支援計画を策定することや、目標の期限の

設定や達成状況をモニタリングし、支援計画を見直すことの重要性も強調すべきとして、次の意見・

修正案等があった。 

 アセスメントに比べてプランニングの内容が少ないため、より詳細な記述が必要である。 
 プランニングには医療との連携や支援ネットワークの構築を含めるべきである。 
 プランニングには目標の期限を設定し、モニタリングと定期的な見直しを行う内容を追加する

必要がある。 
 
（ア） 「障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識」について 

【説明文】総合的なアセスメント結果を基に目標と段階的な計画を示し、必要な情報提供・提案を行った上で、

本人の主体的な意思決定に基づき支援計画を策定している。   

 ａ）診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づき職業選択の可能性や課題の背景を論理

的に検討する。 

 ｂ）アセスメント結果に基づいた目標と段階的な計画を示し、障害者本人や関係者と共有する。 

 ｃ）目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境を明確にし、支援サービス、ツールの活用

や課題への対処方法に関する情報提供・提案を行う。 

 ｄ）本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 
 

意

見 

プランニングに関する内容がアセスメントに関する内容と比較して少ないのではないか。 

プランニングの内容に、医療との連携、支援ネットワークの構築などを含めても良いのでは

ないか。 

プランニングは目標の期限を決めて行い、モニタリングし、定期的に見直しをするという内

容を追加すべきではないか。 

 
(５) 「Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」について 

有識者からは、障害者の自己理解については、障害者本人が様々な体験や振り返りを通じて自身

の強み等に気づくことが重要であり、支援者が障害者本人の限界や課題を決めるものではないこと

等について、意見等が得られた。また、自己選択・自己決定の支援は障害者本人との対等な関係で

の協働作業であることを明確にすることや、障害者本人の考えを引き出し、整理することが重要で

あり、そのための専門的な手法について分かりやすく説明する必要性に関する意見が得られた。 
 

タイトル

や分類へ

の意見 

内容の重要性やより基本的内容という観点で、Ⅴ（自己理解・自己選択・自己決定

の支援）はⅣ（アセスメントとプランニング）よりも前の位置づけに変更した方が

良いのではないか。 
 
ア 「Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル」について 

有識者からは、自己理解の支援技法と支援スキルについて、障害者本人が自身の課題だけでなく

得意なことや強みに気づけるようにすべきであること、様々な場面の体験とその振り返りから自己

理解や自己肯定感の回復等が重要であること、支援者が障害者本人の限界や課題を決めてしまわな

 

いようにすること等を強調すべきとして、次のような意見・修正案等があった。 

 気づきは、課題だけでなく、得意なことや強みを見つけられるようにすべきである。 
 職業と自己理解の関係を深めるためには、実際に働く経験やグループワーク等を含めた様々な

場面での体験が想定される。 
 自己評価と他者評価のすり合わせを通じて、自己理解を深める支援を行うべきである。 
 自己理解の支援は、面接場面で行われることが多いため、相談・記録・伝達のスキルと不可分

である。 
 対象者が本来の能力を発揮するためには、自己肯定感の回復支援を追加する必要がある。 
 支援者による限界や課題の決定ではなく、自己理解や自己決定の支援が重要であることを明記

するべきである。 
 
（ア） 「障害者の自己探求を促進する支援技法の活用」について 

【説明文】障害者が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、体験と振り

返り、グループワークなどの支援技法を活用している。 

 ａ）内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己探求を促進する。 

 ｂ）障害者が自分自身の強みと課題に気づけるよう、体験と振り返りの支援を行う。 

 ｃ）グループワークを実施して、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する気づきが得ら

れるよう支援する。 
 

意

見 

「気づき」について、課題に関すること以上に、得意なこと、得意分野・強みを見つけられ

るようにするという点を強調すべきではないか。 

ｂ） 
「体験と振り返り」の中に、模擬的就労場面、職場見学、職場実習、実際の職場等が

想定されることを明記すべきではないか。 

ｃ） 

自機関以外のグループワークへの参加により、何らかの気づきを得ることは可能と思

われる。そのため、「グループワークを実施して」というよりは、「グループワークを

通じて」といった表現の方が適切ではないか。 
 
（イ） 「職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術」について  

【説明文】障害者が自分に合った働き方を見つけ、課題を克服するため、職業と自己に関する理解を深めるため

の支援を行っている。 

 ａ）様々な仕事・働き方についての理解を深め、そのメリット・デメリットを本人とともに整理する相談を行

う。 

 ｂ）働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気の悪化など）に

ついて整理する相談を行う。 
 

意

見 

自己の理解を深める支援に、自己評価と他者評価のすり合わせを行うという内容を追加すべ

きではないか。  

ａ） 

様々な仕事・働き方について理解を深める方法として、「実際に働くこと、働いて対

価を得る経験をする」ということも含めてはどうか。  

（様々な仕事・働き方について）「メリット・デメリット」という二元的な視点より

は、より多元的に捉える表現の方がよいのではないか。 
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ウ 「Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル」について 

有識者からは、就労支援のプランニングスキルについて、アセスメントに基づいて自らの所属機

関だけでなく地域の支援ネットワークを含めた具体的な支援計画を策定することや、目標の期限の

設定や達成状況をモニタリングし、支援計画を見直すことの重要性も強調すべきとして、次の意見・

修正案等があった。 

 アセスメントに比べてプランニングの内容が少ないため、より詳細な記述が必要である。 
 プランニングには医療との連携や支援ネットワークの構築を含めるべきである。 
 プランニングには目標の期限を設定し、モニタリングと定期的な見直しを行う内容を追加する

必要がある。 
 
（ア） 「障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識」について 

【説明文】総合的なアセスメント結果を基に目標と段階的な計画を示し、必要な情報提供・提案を行った上で、

本人の主体的な意思決定に基づき支援計画を策定している。   

 ａ）診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づき職業選択の可能性や課題の背景を論理

的に検討する。 

 ｂ）アセスメント結果に基づいた目標と段階的な計画を示し、障害者本人や関係者と共有する。 

 ｃ）目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境を明確にし、支援サービス、ツールの活用

や課題への対処方法に関する情報提供・提案を行う。 

 ｄ）本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 
 

意

見 

プランニングに関する内容がアセスメントに関する内容と比較して少ないのではないか。 

プランニングの内容に、医療との連携、支援ネットワークの構築などを含めても良いのでは

ないか。 

プランニングは目標の期限を決めて行い、モニタリングし、定期的に見直しをするという内

容を追加すべきではないか。 

 
(５) 「Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」について 

有識者からは、障害者の自己理解については、障害者本人が様々な体験や振り返りを通じて自身

の強み等に気づくことが重要であり、支援者が障害者本人の限界や課題を決めるものではないこと

等について、意見等が得られた。また、自己選択・自己決定の支援は障害者本人との対等な関係で

の協働作業であることを明確にすることや、障害者本人の考えを引き出し、整理することが重要で

あり、そのための専門的な手法について分かりやすく説明する必要性に関する意見が得られた。 
 

タイトル

や分類へ

の意見 

内容の重要性やより基本的内容という観点で、Ⅴ（自己理解・自己選択・自己決定

の支援）はⅣ（アセスメントとプランニング）よりも前の位置づけに変更した方が

良いのではないか。 
 
ア 「Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル」について 

有識者からは、自己理解の支援技法と支援スキルについて、障害者本人が自身の課題だけでなく

得意なことや強みに気づけるようにすべきであること、様々な場面の体験とその振り返りから自己

理解や自己肯定感の回復等が重要であること、支援者が障害者本人の限界や課題を決めてしまわな

 

いようにすること等を強調すべきとして、次のような意見・修正案等があった。 

 気づきは、課題だけでなく、得意なことや強みを見つけられるようにすべきである。 
 職業と自己理解の関係を深めるためには、実際に働く経験やグループワーク等を含めた様々な

場面での体験が想定される。 
 自己評価と他者評価のすり合わせを通じて、自己理解を深める支援を行うべきである。 
 自己理解の支援は、面接場面で行われることが多いため、相談・記録・伝達のスキルと不可分

である。 
 対象者が本来の能力を発揮するためには、自己肯定感の回復支援を追加する必要がある。 
 支援者による限界や課題の決定ではなく、自己理解や自己決定の支援が重要であることを明記

するべきである。 
 
（ア） 「障害者の自己探求を促進する支援技法の活用」について 

【説明文】障害者が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、体験と振り

返り、グループワークなどの支援技法を活用している。 

 ａ）内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己探求を促進する。 

 ｂ）障害者が自分自身の強みと課題に気づけるよう、体験と振り返りの支援を行う。 

 ｃ）グループワークを実施して、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する気づきが得ら

れるよう支援する。 
 

意

見 

「気づき」について、課題に関すること以上に、得意なこと、得意分野・強みを見つけられ

るようにするという点を強調すべきではないか。 

ｂ） 
「体験と振り返り」の中に、模擬的就労場面、職場見学、職場実習、実際の職場等が

想定されることを明記すべきではないか。 

ｃ） 

自機関以外のグループワークへの参加により、何らかの気づきを得ることは可能と思

われる。そのため、「グループワークを実施して」というよりは、「グループワークを

通じて」といった表現の方が適切ではないか。 
 
（イ） 「職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術」について  

【説明文】障害者が自分に合った働き方を見つけ、課題を克服するため、職業と自己に関する理解を深めるため

の支援を行っている。 

 ａ）様々な仕事・働き方についての理解を深め、そのメリット・デメリットを本人とともに整理する相談を行

う。 

 ｂ）働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気の悪化など）に

ついて整理する相談を行う。 
 

意

見 

自己の理解を深める支援に、自己評価と他者評価のすり合わせを行うという内容を追加すべ

きではないか。  

ａ） 

様々な仕事・働き方について理解を深める方法として、「実際に働くこと、働いて対

価を得る経験をする」ということも含めてはどうか。  

（様々な仕事・働き方について）「メリット・デメリット」という二元的な視点より

は、より多元的に捉える表現の方がよいのではないか。 
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（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

自己理解の支援は面接場面で行うことが多いため、Ⅲ（相談・記録・伝達のスキル）の相談

に関する内容に含めてはどうか。 

本来の能力が発揮できていない対象者が力を発揮するための自己肯定感の回復支援という

内容を追加すべきではないか。 

自己理解や自己決定の支援が、支援者が限界や課題を決めてそれを認めさせる支援になって

いる場合が往々にしてある。そうではないことを明確に記載すべきではないか。 
 
イ 「Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル」について 

有識者からは、自己選択・自己決定の支援は、障害や本人と対等な関係での協働作業であること、

障害者本人の考えの引き出し、整理をしていくための専門的な手法についての意義や内容をより分

かりやすく示すことが必要であるとして、次のような意見・修正案等があった。 

 障害者本人との協働関係を築く際には、「チームとなり」よりも「対等な関係で」または「パー

トナーシップを結んで」という表現が適切である。 
 外在化の手法に関する注釈は、より理解しやすい内容に改める必要がある。 
 動機付け面接の技法は重要であるが、その特別な理由を明確にするべきである。 

 
（ア） 「障害者支援における自己選択・自己決定の促進」について 

【説明文】障害者本人との協働関係を築き、情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、

自己選択・自己決定を支援している。   

 ａ）障害者本人と協働関係を築き、インフォームド・チョイス、自己決定、積極的参加を促す支援を行う。 

 ｂ）外在化等の手法を用いて障害者本人の考えを整理し、選択・決定を可能にする。 

 ｃ）動機付け面接の基本を理解して、相談において活用する。 
 

意

見 

ａ） 
「協働関係」の注釈の「チームとなり」の表現は誤解が生じやすいのではないか。「対

等な関係で」又は「パートナーシップを結んで」等が適切ではないか。  

ｂ） 「外在化」の注釈の内容が分かりにくいのではないか。  

ｃ） 「動機付け面接」は必要ではあるが、特にこの技法を明記した理由はあるのか。 
 

(６) 「Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援」について 

有識者からは、社会的行動の習得の支援については、職場での「望ましいマナーや振る舞い」は

組織や文化、個人の役割等によって異なることを踏まえた習得が重要であること、コミュニケーシ

ョンスキルの習得には SST 以外にも多様なアプローチがあること等について意見等が得られた。ま

た、自己管理のスキルについては、ストレスだけでなく疲労にも言及すること、通院や服薬管理等

についての追記、金銭管理だけでなく他の自己管理や生活スキルの記載に関する意見・修正案等が

得られた。 

ア 「Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援」について 

有識者からは、行動科学に関する専門用語の修正や見直しの必要性や、「望ましいマナーや振る舞

い」に関する基準の不明確さと「望ましいマナーや振る舞い」は職場の組織や文化によって異なる

 

ことについての指摘があった。また、個々の立場や役割に応じた行動の習得が重要であることや、

SST の技法だけではなく多様なアプローチによりコミュニケーションスキルが習得されることにつ

いての指摘があり、金銭管理に関すること以外の自己管理スキルや生活スキル等の記載についても

検討すべきとして、次のような意見・修正案等があった。 

 行動科学の専門用語の多用は理解しにくく、注釈を加えても不明瞭な点が残る。 
 「望ましい行動」の基準が不明確であり、その定義を明確にする必要がある。 
 職場での「望ましいマナーや振る舞い」は組織や文化によって異なるため、一般化せず具体的

な内容を記載すべきである。 
 個々の立場や役割に応じた行動の習得が重要であり、SSTの技法に限定せず多様なアプローチ

を検討すべきである。 
 金銭管理の指導は自己管理スキルの一環として重要だが、他の生活スキルとのバランスを考慮

する必要がある。 
 金銭管理に関する支援は、生活保護や障害年金の受給に関する情報提供と併せて行うべきであ

る。 
 職場でのソフトスキルに焦点を当てつつ、生活スキルに関しては別建てで記載することが望ま

しい。 
 
（ア） 「行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術」について 

【説明文】行動科学に基づく技法を使い、望ましい行動の生起頻度を高める支援をしている。 

 ａ）応用行動分析の技法を理解し、シェーピング、リハーサル、モデリング、環境調整などを効果的に用いる。 

 ｂ）環境・周囲から自然に得られる手がかりやサポート（プロンプト）に着目し、活用する。 

 ｃ）行動形成（課題への対応）が確認できたら、段階的にフェードアウトする方法やタイミングを計画する。 
 

意

見 

専門用語が多く、注釈があっても分かりにくいのではないか。 

「望ましい行動の生起頻度を高める」の「望ましい」が誰にとってのものなのか、整理が必

要ではないか。 

 

（イ） 「職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術」について 

【説明文】障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・問

題解決スキルの習得を支援している。 

 ａ）職場での望ましいマナーや振る舞いを分かり易く説明する。 

 ｂ）企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを説明する。 

 ｃ）SST の技法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援する。 

 ｄ）問題解決スキルの習得を支援し、障害者本人が問題を整理し、解決策を見つけられるようにする。 
 

意

見 

ａ） 

「望ましいマナーや振る舞い」は企業・職場により異なる。ここで記載するのであれ

ば、その内容を精査し、具体的に記載する必要があるのではないか。 

それぞれの組織内での自分の立ち位置（立場、役割、求められること）を踏まえた振

る舞いの習得が大事ではないか。 

ｃ） 「SST の技法」に特化した書き方にはしない方が良いのではないか。 
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（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

自己理解の支援は面接場面で行うことが多いため、Ⅲ（相談・記録・伝達のスキル）の相談

に関する内容に含めてはどうか。 

本来の能力が発揮できていない対象者が力を発揮するための自己肯定感の回復支援という

内容を追加すべきではないか。 

自己理解や自己決定の支援が、支援者が限界や課題を決めてそれを認めさせる支援になって

いる場合が往々にしてある。そうではないことを明確に記載すべきではないか。 
 
イ 「Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル」について 

有識者からは、自己選択・自己決定の支援は、障害や本人と対等な関係での協働作業であること、

障害者本人の考えの引き出し、整理をしていくための専門的な手法についての意義や内容をより分

かりやすく示すことが必要であるとして、次のような意見・修正案等があった。 

 障害者本人との協働関係を築く際には、「チームとなり」よりも「対等な関係で」または「パー

トナーシップを結んで」という表現が適切である。 
 外在化の手法に関する注釈は、より理解しやすい内容に改める必要がある。 
 動機付け面接の技法は重要であるが、その特別な理由を明確にするべきである。 

 
（ア） 「障害者支援における自己選択・自己決定の促進」について 

【説明文】障害者本人との協働関係を築き、情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、

自己選択・自己決定を支援している。   

 ａ）障害者本人と協働関係を築き、インフォームド・チョイス、自己決定、積極的参加を促す支援を行う。 

 ｂ）外在化等の手法を用いて障害者本人の考えを整理し、選択・決定を可能にする。 

 ｃ）動機付け面接の基本を理解して、相談において活用する。 
 

意

見 

ａ） 
「協働関係」の注釈の「チームとなり」の表現は誤解が生じやすいのではないか。「対

等な関係で」又は「パートナーシップを結んで」等が適切ではないか。  

ｂ） 「外在化」の注釈の内容が分かりにくいのではないか。  

ｃ） 「動機付け面接」は必要ではあるが、特にこの技法を明記した理由はあるのか。 
 

(６) 「Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援」について 

有識者からは、社会的行動の習得の支援については、職場での「望ましいマナーや振る舞い」は

組織や文化、個人の役割等によって異なることを踏まえた習得が重要であること、コミュニケーシ

ョンスキルの習得には SST 以外にも多様なアプローチがあること等について意見等が得られた。ま

た、自己管理のスキルについては、ストレスだけでなく疲労にも言及すること、通院や服薬管理等

についての追記、金銭管理だけでなく他の自己管理や生活スキルの記載に関する意見・修正案等が

得られた。 

ア 「Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援」について 

有識者からは、行動科学に関する専門用語の修正や見直しの必要性や、「望ましいマナーや振る舞

い」に関する基準の不明確さと「望ましいマナーや振る舞い」は職場の組織や文化によって異なる

 

ことについての指摘があった。また、個々の立場や役割に応じた行動の習得が重要であることや、

SST の技法だけではなく多様なアプローチによりコミュニケーションスキルが習得されることにつ

いての指摘があり、金銭管理に関すること以外の自己管理スキルや生活スキル等の記載についても

検討すべきとして、次のような意見・修正案等があった。 

 行動科学の専門用語の多用は理解しにくく、注釈を加えても不明瞭な点が残る。 
 「望ましい行動」の基準が不明確であり、その定義を明確にする必要がある。 
 職場での「望ましいマナーや振る舞い」は組織や文化によって異なるため、一般化せず具体的

な内容を記載すべきである。 
 個々の立場や役割に応じた行動の習得が重要であり、SSTの技法に限定せず多様なアプローチ

を検討すべきである。 
 金銭管理の指導は自己管理スキルの一環として重要だが、他の生活スキルとのバランスを考慮

する必要がある。 
 金銭管理に関する支援は、生活保護や障害年金の受給に関する情報提供と併せて行うべきであ

る。 
 職場でのソフトスキルに焦点を当てつつ、生活スキルに関しては別建てで記載することが望ま

しい。 
 
（ア） 「行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術」について 

【説明文】行動科学に基づく技法を使い、望ましい行動の生起頻度を高める支援をしている。 

 ａ）応用行動分析の技法を理解し、シェーピング、リハーサル、モデリング、環境調整などを効果的に用いる。 

 ｂ）環境・周囲から自然に得られる手がかりやサポート（プロンプト）に着目し、活用する。 

 ｃ）行動形成（課題への対応）が確認できたら、段階的にフェードアウトする方法やタイミングを計画する。 
 

意

見 

専門用語が多く、注釈があっても分かりにくいのではないか。 

「望ましい行動の生起頻度を高める」の「望ましい」が誰にとってのものなのか、整理が必

要ではないか。 

 

（イ） 「職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術」について 

【説明文】障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・問

題解決スキルの習得を支援している。 

 ａ）職場での望ましいマナーや振る舞いを分かり易く説明する。 

 ｂ）企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを説明する。 

 ｃ）SST の技法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援する。 

 ｄ）問題解決スキルの習得を支援し、障害者本人が問題を整理し、解決策を見つけられるようにする。 
 

意

見 

ａ） 

「望ましいマナーや振る舞い」は企業・職場により異なる。ここで記載するのであれ

ば、その内容を精査し、具体的に記載する必要があるのではないか。 

それぞれの組織内での自分の立ち位置（立場、役割、求められること）を踏まえた振

る舞いの習得が大事ではないか。 

ｃ） 「SST の技法」に特化した書き方にはしない方が良いのではないか。 
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（ウ） 「金銭の自己管理支援」 

【説明文】障害者が自立した生活を送るために、適切に金銭管理が行えるよう、助言や情報提供を行っている。 

 ａ）金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助言・指導する。 

 ｂ）必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 
 

意

見 

自己管理スキルの 1 つとして金銭管理について触れるのであれば、金銭管理以外の自己管理

スキル（身だしなみ、食事等）についても述べるべきではないか。 

金銭管理がここに含まれるのは違和感がある。ここでは（職場での）ソフトスキルのみ言及

し、ライフスキルについては別建てでも良いのではないか。 

金銭管理を適切に行う支援も重要だが、生活保護や障害年金等の受給について触れてもよい

のではないか。 
 
イ 「Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援」について 

有識者からは、障害者の体調自己管理の支援について、ストレスだけでなく疲労にも言及するこ

と、通院や服薬管理等に関する内容も含める必要があるとして、次のような意見・修正案等があっ

た。 

 ストレス管理だけでなく、疲労感の把握とそのサインの理解についても言及することが重要で

ある。 
 体調管理支援には、通院や服薬管理に関する内容も含めるべきである。 

 
（ア） 「医学・心理学に基づく体調管理支援技術」について 

【説明文】健康的な生活習慣を維持し、メンタルヘルスの管理をするために、医学・心理学の知見に基づいた支

援を提供している。   

 ａ）障害者本人が自分にとってのストレスを理解し、対処できるよう、心理教育及びカウンセリング技法等を

活用した支援を行う。 

 ｂ）心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とメンタルヘルス

に関する気づきを高める支援をする。 

 ｃ）主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、メンタルヘルス不調への対処に関する助言をする。 
 

意

見 

（体調管理支援として）ストレスだけでなく、疲労の把握・サインの理解についても記載し

た方が良いのではないか。 

（体調管理支援として）通院や服薬管理に関する内容を含めても良いのではないか。 
 

(７) 「Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援」について 

有識者からは、障害者の就職活動と就職への移行場面の支援については、障害者本人の主体的な

仕事の選択、職場実習や面接時のコミュニケーション支援等の就職活動の支援については、より支

援の実態に合わせて部分的な表現の変更の必要性を示唆する意見・修正案等が得られた。また、自

立した社会参加を促進する職場への移行の支援については、「合理的配慮」という用語の使用等、読

み手が理解しやすい用語への変更に加え、障害者と事業主の意向が対立する等した際の支援の視点、

就労支援機器の重要性についての意見・修正案等を得ることができた。 

ア 「Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術」について 

有識者からは、障害者本人が自身に合った仕事を選択・決定できることが重要であり、職場実習

に関して実習中の支援も記載することについての言及がなされた。また、採用に向けて、面接時の

 

コミュニケーション支援として双方向のコミュニケーションについて練習することを言及する、障

害の開示・非開示は多元的な表現を用いる、必要なサポートは「合理的配慮」と記載する、等の意

見があった。さらに、見出しについては自立した社会参加を促進する職場への移行の支援との統合

を検討すべきとする意見もあり、以下のような意見・修正案があった。 

 障害者本人の自発性を引き出し、障害者自身が「本人に合った求人」を選択・決定できること

が重要である。 
 職場開拓には、必ずしも職業リハビリテーション機関との連携は必須ではない。 
 障害の開示・非開示に関しては、そのメリット・デメリットという二次元的な表現ではなく、

「開示することによって起こりうる状況を整理する」という多元的な表現を用いるとよい。 
 採用面接を想定したシミュレーションの際には、面接官との双方向のコミュニケーションを練

習することについても言及するとよい。 
 必要なサポート・配慮は「合理的配慮」と表記した方がよい。 
 就労パスポートの活用も想起させるとよい。 
 職場実習については、その機会の設定に関する事柄だけでなく、実習中の支援も記載する。 
 「障害者の就職支援技術」のタイトルは「求職支援技術」に変更し、自立した社会参加を促進

する職場への移行の支援と統合することを検討すべきである。 
 職場環境のアセスメントと技能訓練の選択肢についても言及する必要がある。 

 
（ア） 「障害者の求人選択支援」について 

【説明文】障害者本人が自分に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した求人情報を整

理する支援を行っている。 

 ａ）ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者本人に適した情報を提供

する。 

 ｂ）求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

 ｃ）職業リハビリテーション機関と連携して、職場開拓を行う。 

 ｄ）障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人の自己選択をサポートす

る。 
 

意

見 

本人の自発性を引き出す支援という内容が必要ではないか。 

「自分に合った求人」とは何か。支援者が考える「本人に合った求人」という解釈ができて

しまうと良くないのではないか。 

ｃ） 連携が必須とは限らないため、頭に「必要であれば」と追加すべきではないか。 
 
（イ） 「障害者の開示/非開示に関する意思決定支援」について 

【説明文】障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、メリット・デメリットを踏まえて意思決定ができ

るよう支援している。また、開示する場合の事業主への適切な説明方法をアドバイスしている。 

 ａ）障害者本人が、障害を開示するメリット・デメリットを整理し、意思決定できるよう支援する。 

 ｂ）障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法をアドバイスする。 
 

意

見 

障害の開示・非開示について、「メリット・デメリットを整理する」という二次元的な表現よ

りも、「開示することによって起こりうる状況を整理する」という多元的な表現の方がよいの

ではないか。 
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（ウ） 「金銭の自己管理支援」 

【説明文】障害者が自立した生活を送るために、適切に金銭管理が行えるよう、助言や情報提供を行っている。 

 ａ）金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助言・指導する。 

 ｂ）必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 
 

意

見 

自己管理スキルの 1 つとして金銭管理について触れるのであれば、金銭管理以外の自己管理

スキル（身だしなみ、食事等）についても述べるべきではないか。 

金銭管理がここに含まれるのは違和感がある。ここでは（職場での）ソフトスキルのみ言及

し、ライフスキルについては別建てでも良いのではないか。 

金銭管理を適切に行う支援も重要だが、生活保護や障害年金等の受給について触れてもよい

のではないか。 
 
イ 「Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援」について 

有識者からは、障害者の体調自己管理の支援について、ストレスだけでなく疲労にも言及するこ

と、通院や服薬管理等に関する内容も含める必要があるとして、次のような意見・修正案等があっ

た。 

 ストレス管理だけでなく、疲労感の把握とそのサインの理解についても言及することが重要で

ある。 
 体調管理支援には、通院や服薬管理に関する内容も含めるべきである。 

 
（ア） 「医学・心理学に基づく体調管理支援技術」について 

【説明文】健康的な生活習慣を維持し、メンタルヘルスの管理をするために、医学・心理学の知見に基づいた支

援を提供している。   

 ａ）障害者本人が自分にとってのストレスを理解し、対処できるよう、心理教育及びカウンセリング技法等を

活用した支援を行う。 

 ｂ）心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とメンタルヘルス

に関する気づきを高める支援をする。 

 ｃ）主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、メンタルヘルス不調への対処に関する助言をする。 
 

意

見 

（体調管理支援として）ストレスだけでなく、疲労の把握・サインの理解についても記載し

た方が良いのではないか。 

（体調管理支援として）通院や服薬管理に関する内容を含めても良いのではないか。 
 

(７) 「Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援」について 

有識者からは、障害者の就職活動と就職への移行場面の支援については、障害者本人の主体的な

仕事の選択、職場実習や面接時のコミュニケーション支援等の就職活動の支援については、より支

援の実態に合わせて部分的な表現の変更の必要性を示唆する意見・修正案等が得られた。また、自

立した社会参加を促進する職場への移行の支援については、「合理的配慮」という用語の使用等、読

み手が理解しやすい用語への変更に加え、障害者と事業主の意向が対立する等した際の支援の視点、

就労支援機器の重要性についての意見・修正案等を得ることができた。 

ア 「Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術」について 

有識者からは、障害者本人が自身に合った仕事を選択・決定できることが重要であり、職場実習

に関して実習中の支援も記載することについての言及がなされた。また、採用に向けて、面接時の

 

コミュニケーション支援として双方向のコミュニケーションについて練習することを言及する、障

害の開示・非開示は多元的な表現を用いる、必要なサポートは「合理的配慮」と記載する、等の意

見があった。さらに、見出しについては自立した社会参加を促進する職場への移行の支援との統合

を検討すべきとする意見もあり、以下のような意見・修正案があった。 

 障害者本人の自発性を引き出し、障害者自身が「本人に合った求人」を選択・決定できること

が重要である。 
 職場開拓には、必ずしも職業リハビリテーション機関との連携は必須ではない。 
 障害の開示・非開示に関しては、そのメリット・デメリットという二次元的な表現ではなく、

「開示することによって起こりうる状況を整理する」という多元的な表現を用いるとよい。 
 採用面接を想定したシミュレーションの際には、面接官との双方向のコミュニケーションを練

習することについても言及するとよい。 
 必要なサポート・配慮は「合理的配慮」と表記した方がよい。 
 就労パスポートの活用も想起させるとよい。 
 職場実習については、その機会の設定に関する事柄だけでなく、実習中の支援も記載する。 
 「障害者の就職支援技術」のタイトルは「求職支援技術」に変更し、自立した社会参加を促進

する職場への移行の支援と統合することを検討すべきである。 
 職場環境のアセスメントと技能訓練の選択肢についても言及する必要がある。 

 
（ア） 「障害者の求人選択支援」について 

【説明文】障害者本人が自分に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した求人情報を整

理する支援を行っている。 

 ａ）ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者本人に適した情報を提供

する。 

 ｂ）求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

 ｃ）職業リハビリテーション機関と連携して、職場開拓を行う。 

 ｄ）障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人の自己選択をサポートす

る。 
 

意

見 

本人の自発性を引き出す支援という内容が必要ではないか。 

「自分に合った求人」とは何か。支援者が考える「本人に合った求人」という解釈ができて

しまうと良くないのではないか。 

ｃ） 連携が必須とは限らないため、頭に「必要であれば」と追加すべきではないか。 
 
（イ） 「障害者の開示/非開示に関する意思決定支援」について 

【説明文】障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、メリット・デメリットを踏まえて意思決定ができ

るよう支援している。また、開示する場合の事業主への適切な説明方法をアドバイスしている。 

 ａ）障害者本人が、障害を開示するメリット・デメリットを整理し、意思決定できるよう支援する。 

 ｂ）障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法をアドバイスする。 
 

意

見 

障害の開示・非開示について、「メリット・デメリットを整理する」という二次元的な表現よ

りも、「開示することによって起こりうる状況を整理する」という多元的な表現の方がよいの

ではないか。 
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（ウ） 「障害者の求職活動の支援」について 

【説明文】アピール・ポイントや必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に

関する助言・支援を行っている。   

 ａ）アピール・ポイントと必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成に係る助言・サポート

をする。 

 ｂ）採用面接を想定したシミュレーションを行い、自己 PR の方法や面接官からの質問への答え方を練習する

支援を実施する。 
 

意

見 

説明文及びａ）の「必要なサポート・配慮」は合理的配慮とした方が良いのではないか。 

採用の就職差別につながる不適切質問について理解しておくということを明記しても良い

のではないか。 

ａ） 就労パスポートの活用を想起する文言が入ると良いのではないか。 

ｂ） 

自己 PR について、面接官からの質問に答えるだけでなく、自分が伝えるべきことを

伝える、面接官が話していることをキャッチする等して、面接官とコミュニケーショ

ンを取れるように練習することについて追加してほしい。 

 
（エ） 「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援」について 

【説明文】障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 

 ａ）障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。 

 ｂ）障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

 ｃ）企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

 ｄ）職場実習の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用や企業への説明を行う。 

 ｅ）職場実習等の振り返りを障害者本人、家族、事業主等と行い、今後の働き方や必要なサポート・環境等を

整理する。 
 
意

見 

実習等の意向確認、開拓、交渉、説明、振り返りについて書かれているが、「実習中の支援」

について書かれていない。追加すべきではないか。 
 
（オ） 上記以外の全般的意見 

意

見 

タイトルの「障害者の就職支援技術」は広すぎないか。求職支援技術で良いのではないか。 

ア（障害者の就職支援技術）とイ（自立した社会参加を促進する職場への移行の支援）は同

じくくりにしても良いのではないか。 

職場環境（職場の人数、年齢層、社風等）のアセスメントについて記載すべきではないか。 

進路の１つとして、技能訓練の選択に関しても触れたほうが良いのではないか。 
 
イ 「Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援」について 

有識者からは、「合理的配慮」という用語の使用等、読み手が理解しやすい用語への変更に加え、

障害者と事業主の意向が対立する等した際の支援の視点、就労支援機器（アシスティブテクノロジ

ー）の重要性について、次のような意見・修正案等があった。 

 「就職後の配慮・環境整備の支援技術」という表現は、より理解しやすい「就職後の合理的配

慮」という用語に変更した方がよい。 
 障害者と事業主の双方に益となる適応策については、両者の主張を同時に実現することは難し

く、それぞれの視点から記述する方がよい。 

 

 職場適応の支援では、障害者と事業主の意向が対立することがあり、中立的な支援者の介在に

もかかわらず解決できない場合が多いため、最終的には障害者の権利擁護の立場からの支援を

することの明記が必要である。 
 就労支援機器（アシスティブテクノロジー）の重要性が高まっているため、これをより上位の

概念として扱うべきである。 
 
（ア） 「就職後の配慮・環境整備の支援技術」について 

【説明文】障害者と事業主の双方に益となる適応策（配慮事項）について、双方の話合いにおいて調整している。 

 ａ）障害者・事業主双方の希望やニーズを確認し、必要な配慮・サポートを検討する。 

 ｂ）障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が主体的に選択できるよ

う支援する。 

 ｃ）障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、双方にとって過度な負担がない合理的な適応策を

提案する。 

 ｄ）障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、提案する。 

 ｅ）就労支援機器や IT・ICT 技術の活用について提案する。 

 ｆ）職場定着のためのリソース活用を判断し、必要な場合は支援をコーディネートする。 
 

意

見 

「就職後の配慮・環境整備の支援技術」は、「就職後の合理的配慮」とした方が分かり易いの

ではないか。 

「障害者・事業主双方の益となる」とあるが、障害者と事業主両方の主張を実現するのは現

実的には難しい。それぞれの視点で書いた方が良いのではないか。 

職場適応の支援においては、障害者本人と事業主それぞれの意向・論理が対立することが少

なくない。もちろん、お互い歩み寄るよう中立的に支援者が介在することは重要であるが、

それでは解決できないことも多い。その場合、最終的には本人の権利擁護の立場から支援を

行うということを明記しても良いのではないか。 

ｅ） 
就労支援機器（アシスティブテクノロジー）については、近年重要度が増していると

思われるので、もっと上位概念とすべきではないか。 
 
（イ） 「障害者の通勤支援」について 

【説明文】通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行い、自立した職業生活を支援している。 

 ａ）通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

 ｂ）通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 
この項目について、有識者からの意見はなかった。 

 
(８) 「Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援」について 

有識者からは、障害者の職場適応を支援する技術については、職場実習期間も含めた支援である

ことを明確にし、障害者本人の生産性の向上や適切な振る舞いの習得に関するポイントの具体化、

企業の自立的な雇用環境形成を目指したフェイディングやフォローアップ支援のスキルの重要性、

職場復帰支援や退職時の支援の際に活用できる各種制度の追記等に関する意見・修正案が得られた。

また、障害者の生活を支援する技術については、余暇の充実、孤立防止、体調管理等の目的を明確

にすべきという意見・修正案等が得られた。 
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（ウ） 「障害者の求職活動の支援」について 

【説明文】アピール・ポイントや必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に

関する助言・支援を行っている。   

 ａ）アピール・ポイントと必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成に係る助言・サポート

をする。 

 ｂ）採用面接を想定したシミュレーションを行い、自己 PR の方法や面接官からの質問への答え方を練習する

支援を実施する。 
 

意

見 

説明文及びａ）の「必要なサポート・配慮」は合理的配慮とした方が良いのではないか。 

採用の就職差別につながる不適切質問について理解しておくということを明記しても良い

のではないか。 

ａ） 就労パスポートの活用を想起する文言が入ると良いのではないか。 

ｂ） 

自己 PR について、面接官からの質問に答えるだけでなく、自分が伝えるべきことを

伝える、面接官が話していることをキャッチする等して、面接官とコミュニケーショ

ンを取れるように練習することについて追加してほしい。 

 
（エ） 「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援」について 

【説明文】障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 

 ａ）障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。 

 ｂ）障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

 ｃ）企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

 ｄ）職場実習の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用や企業への説明を行う。 

 ｅ）職場実習等の振り返りを障害者本人、家族、事業主等と行い、今後の働き方や必要なサポート・環境等を

整理する。 
 
意

見 

実習等の意向確認、開拓、交渉、説明、振り返りについて書かれているが、「実習中の支援」

について書かれていない。追加すべきではないか。 
 
（オ） 上記以外の全般的意見 

意

見 

タイトルの「障害者の就職支援技術」は広すぎないか。求職支援技術で良いのではないか。 

ア（障害者の就職支援技術）とイ（自立した社会参加を促進する職場への移行の支援）は同

じくくりにしても良いのではないか。 

職場環境（職場の人数、年齢層、社風等）のアセスメントについて記載すべきではないか。 

進路の１つとして、技能訓練の選択に関しても触れたほうが良いのではないか。 
 
イ 「Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援」について 

有識者からは、「合理的配慮」という用語の使用等、読み手が理解しやすい用語への変更に加え、

障害者と事業主の意向が対立する等した際の支援の視点、就労支援機器（アシスティブテクノロジ

ー）の重要性について、次のような意見・修正案等があった。 

 「就職後の配慮・環境整備の支援技術」という表現は、より理解しやすい「就職後の合理的配

慮」という用語に変更した方がよい。 
 障害者と事業主の双方に益となる適応策については、両者の主張を同時に実現することは難し

く、それぞれの視点から記述する方がよい。 

 

 職場適応の支援では、障害者と事業主の意向が対立することがあり、中立的な支援者の介在に

もかかわらず解決できない場合が多いため、最終的には障害者の権利擁護の立場からの支援を

することの明記が必要である。 
 就労支援機器（アシスティブテクノロジー）の重要性が高まっているため、これをより上位の

概念として扱うべきである。 
 
（ア） 「就職後の配慮・環境整備の支援技術」について 

【説明文】障害者と事業主の双方に益となる適応策（配慮事項）について、双方の話合いにおいて調整している。 

 ａ）障害者・事業主双方の希望やニーズを確認し、必要な配慮・サポートを検討する。 

 ｂ）障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が主体的に選択できるよ

う支援する。 

 ｃ）障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、双方にとって過度な負担がない合理的な適応策を

提案する。 

 ｄ）障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、提案する。 

 ｅ）就労支援機器や IT・ICT 技術の活用について提案する。 

 ｆ）職場定着のためのリソース活用を判断し、必要な場合は支援をコーディネートする。 
 

意

見 

「就職後の配慮・環境整備の支援技術」は、「就職後の合理的配慮」とした方が分かり易いの

ではないか。 

「障害者・事業主双方の益となる」とあるが、障害者と事業主両方の主張を実現するのは現

実的には難しい。それぞれの視点で書いた方が良いのではないか。 

職場適応の支援においては、障害者本人と事業主それぞれの意向・論理が対立することが少

なくない。もちろん、お互い歩み寄るよう中立的に支援者が介在することは重要であるが、

それでは解決できないことも多い。その場合、最終的には本人の権利擁護の立場から支援を

行うということを明記しても良いのではないか。 

ｅ） 
就労支援機器（アシスティブテクノロジー）については、近年重要度が増していると

思われるので、もっと上位概念とすべきではないか。 
 
（イ） 「障害者の通勤支援」について 

【説明文】通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行い、自立した職業生活を支援している。 

 ａ）通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

 ｂ）通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 
この項目について、有識者からの意見はなかった。 

 
(８) 「Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援」について 

有識者からは、障害者の職場適応を支援する技術については、職場実習期間も含めた支援である

ことを明確にし、障害者本人の生産性の向上や適切な振る舞いの習得に関するポイントの具体化、

企業の自立的な雇用環境形成を目指したフェイディングやフォローアップ支援のスキルの重要性、

職場復帰支援や退職時の支援の際に活用できる各種制度の追記等に関する意見・修正案が得られた。

また、障害者の生活を支援する技術については、余暇の充実、孤立防止、体調管理等の目的を明確

にすべきという意見・修正案等が得られた。 
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ア 「Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術」について 

有識者からは、職場実習期間も含めた支援であることを明確に示すこと、障害者本人の生産性の

向上や適切な振る舞いの習得に関するポイントを具体化すること、企業の自立的な雇用環境形成を

目指した支援のフェイディングやフォローアップ支援のスキルが重要であること、職場復帰支援や

退職時の支援については各種制度の活用についても言及すべきとして、次のような意見・修正案等

があった。 

 生産性向上の取組は様々で、本人支援としては手順習得の支援になるが、分かりにくい。 
 実際の職場に応じた適切な振る舞いを習得することが重要である。 
 職場のキーパーソン特定よりも、組織的な支援体制の構築が重要である。 
 支援者の専門的介入はフェードアウトし、企業の自立的な雇用環境形成を目指すべきである。 
 フォローアップは、企業の自立を支援することや、職場定着と企業の自立の程度を見極めるス

キルが必要である。 
 休職者の職場復帰支援は、所得補償の支援も含めた記載が必要である。また、退職支援では、

失業給付や社会保険に係る手続き等への言及が必要である。 
 職場実習期間も含めた障害者の職場適応支援技術であることを記載する必要がある。 

 
（ア） 「障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術」について 

【説明文】障害のある従業員が職場において生産性を高め、精神的に安定した働き方ができるよう、職場の管理

者や同僚と協力して適応・定着の方法を検討している。   

 ａ）職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員の生産性/効率を高める方法を検討する。 

 ｂ）職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して検討する。 

 ｃ）障害者本人が自ら周囲に援助要請ができるよう、障害者本人と職場の管理者が直接話し合う場を促進す

る。 

 ｄ）職場での変化に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討する。 
 

意

見 

「生産性／効率を高める」との書き方では具体的に何の生産性について述べているのか分か

りにくいため「手順習得して生産性／効率を高める」とするのはどうか。  

「生産性を高める」との表現が分かりにくい。生産性以外にも目的があるのではないか。 

 

（イ） 「職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術」について 

【説明文】障害者が職場で適応的な行動がとれるように、職場の文化・ルール・期待される態度について、職場

の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 

 ａ）職場の文化・暗黙のルールや期待される態度を、観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。 

 ｂ）職場のルールやマナー、適切な振る舞い方について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて障害者が

理解できるように伝える。 
 
意

見 

（実際の就職先等の）組織内での自分の立ち位置（立場、役割、求められること）を踏まえ

た振る舞いの習得が大事ではないか。 

 

  

 

（ウ） ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援技術」について 

【説明文】職場のキーパーソンを特定し、同僚・上司の関わりを促し、ナチュラルサポートが形成された段階で、

支援者が専門的な支援を計画的にフェードアウトしている。 

 ａ）職場のキーパーソンを場面観察や関係者の情報から特定する。 

 ｂ）同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある従業員への直接的な関わ

りを促進する。 

 ｃ）障害のある従業員が職場に適応し、ナチュラルサポートが形成された段階で、支援者が計画的に専門的な

支援をフェードアウトする。 
 

意

見 

職場のキーパーソンの特定は必ずしも必要はないと考える。指示命令をする人の特定は必要

であるが、むしろ、職場で組織的に支える体制づくりが重要なのではないか。 

現状の文章では、フェードアウト自体が目的であるように読める。企業が自立的・主体的に

雇用する環境の形成が目的なのではないか。  

（職場で障害者を支える）企業担当者の精神的サポートを行うという内容を追加しても良い

のではないか。 
 
（エ） 「フォローアップに必要な技術・スキル」について 

【説明文】定期的な職場訪問や情報共有などのフォローアップを行い、現状と目標を整理し、必要な支援を提案・

実施している。 

 ａ）定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職務遂行状況とサポート環境をアセスメ

ントする。 

 ｂ）今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主と共に整理する。 

 ｃ）障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、必要な支援について意見交換する。 

 ｄ）支援者としての役割・限界を理解し、社会資源を活用しながら、長期的な支援を提供する方法を検討・提

案・実施する。 
 

意

見 

フォローアップの視点から、働く人同士のグループワーク等の提供（又は連携）について記

載すべきではないか。 

いつまでも定期的にフォローアップを行うべきと解釈できてしまうが、現実的には難しい。

企業の自立を支援するという内容を記載すべきではないか。 

職場定着・企業の自立の程度（支援の介入の必要性）を見極めるというスキルも必要なので

はないか。 

 
（オ） 「休職者の職場復帰支援の技術」について 

【説明文】休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用や受け入れ態勢について調整を行い、円滑

な職場復帰に向けた道筋を立てている。 

 ａ）休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰の道筋を調整する。 

 ｂ）休職者の円滑な職場復帰のため、復職支援やリハビリ出勤等のプログラムを提案、実施に向けた助言・調

整を行う。 

 ｃ）休職者の職場復帰後の受け入れ体制や必要なサポートについて事業主や職場の管理者と話し合う。 
 

意

見 

支援者が全て介入して調整するような印象を受ける。復職の受け入れ態勢を整える主体はあ

くまでも企業であり、企業の活動をサポートするという書き方をすべきではないか。 

リワークプログラムの実施（又は連携）について記載すべきではないか。  

休職者（場合によっては求職者も同様であるが）の所得補償の支援について明記する必要が

あるのではないか。 
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ア 「Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術」について 

有識者からは、職場実習期間も含めた支援であることを明確に示すこと、障害者本人の生産性の

向上や適切な振る舞いの習得に関するポイントを具体化すること、企業の自立的な雇用環境形成を

目指した支援のフェイディングやフォローアップ支援のスキルが重要であること、職場復帰支援や

退職時の支援については各種制度の活用についても言及すべきとして、次のような意見・修正案等

があった。 

 生産性向上の取組は様々で、本人支援としては手順習得の支援になるが、分かりにくい。 
 実際の職場に応じた適切な振る舞いを習得することが重要である。 
 職場のキーパーソン特定よりも、組織的な支援体制の構築が重要である。 
 支援者の専門的介入はフェードアウトし、企業の自立的な雇用環境形成を目指すべきである。 
 フォローアップは、企業の自立を支援することや、職場定着と企業の自立の程度を見極めるス

キルが必要である。 
 休職者の職場復帰支援は、所得補償の支援も含めた記載が必要である。また、退職支援では、

失業給付や社会保険に係る手続き等への言及が必要である。 
 職場実習期間も含めた障害者の職場適応支援技術であることを記載する必要がある。 

 
（ア） 「障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術」について 

【説明文】障害のある従業員が職場において生産性を高め、精神的に安定した働き方ができるよう、職場の管理

者や同僚と協力して適応・定着の方法を検討している。   

 ａ）職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員の生産性/効率を高める方法を検討する。 

 ｂ）職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して検討する。 

 ｃ）障害者本人が自ら周囲に援助要請ができるよう、障害者本人と職場の管理者が直接話し合う場を促進す

る。 

 ｄ）職場での変化に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討する。 
 

意

見 

「生産性／効率を高める」との書き方では具体的に何の生産性について述べているのか分か

りにくいため「手順習得して生産性／効率を高める」とするのはどうか。  

「生産性を高める」との表現が分かりにくい。生産性以外にも目的があるのではないか。 

 

（イ） 「職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術」について 

【説明文】障害者が職場で適応的な行動がとれるように、職場の文化・ルール・期待される態度について、職場

の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 

 ａ）職場の文化・暗黙のルールや期待される態度を、観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。 

 ｂ）職場のルールやマナー、適切な振る舞い方について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて障害者が

理解できるように伝える。 
 
意

見 

（実際の就職先等の）組織内での自分の立ち位置（立場、役割、求められること）を踏まえ

た振る舞いの習得が大事ではないか。 

 

  

 

（ウ） ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援技術」について 

【説明文】職場のキーパーソンを特定し、同僚・上司の関わりを促し、ナチュラルサポートが形成された段階で、

支援者が専門的な支援を計画的にフェードアウトしている。 

 ａ）職場のキーパーソンを場面観察や関係者の情報から特定する。 

 ｂ）同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある従業員への直接的な関わ

りを促進する。 

 ｃ）障害のある従業員が職場に適応し、ナチュラルサポートが形成された段階で、支援者が計画的に専門的な

支援をフェードアウトする。 
 

意

見 

職場のキーパーソンの特定は必ずしも必要はないと考える。指示命令をする人の特定は必要

であるが、むしろ、職場で組織的に支える体制づくりが重要なのではないか。 

現状の文章では、フェードアウト自体が目的であるように読める。企業が自立的・主体的に

雇用する環境の形成が目的なのではないか。  

（職場で障害者を支える）企業担当者の精神的サポートを行うという内容を追加しても良い

のではないか。 
 
（エ） 「フォローアップに必要な技術・スキル」について 

【説明文】定期的な職場訪問や情報共有などのフォローアップを行い、現状と目標を整理し、必要な支援を提案・

実施している。 

 ａ）定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職務遂行状況とサポート環境をアセスメ

ントする。 

 ｂ）今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主と共に整理する。 

 ｃ）障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、必要な支援について意見交換する。 

 ｄ）支援者としての役割・限界を理解し、社会資源を活用しながら、長期的な支援を提供する方法を検討・提

案・実施する。 
 

意

見 

フォローアップの視点から、働く人同士のグループワーク等の提供（又は連携）について記

載すべきではないか。 

いつまでも定期的にフォローアップを行うべきと解釈できてしまうが、現実的には難しい。

企業の自立を支援するという内容を記載すべきではないか。 

職場定着・企業の自立の程度（支援の介入の必要性）を見極めるというスキルも必要なので

はないか。 

 
（オ） 「休職者の職場復帰支援の技術」について 

【説明文】休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用や受け入れ態勢について調整を行い、円滑

な職場復帰に向けた道筋を立てている。 

 ａ）休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰の道筋を調整する。 

 ｂ）休職者の円滑な職場復帰のため、復職支援やリハビリ出勤等のプログラムを提案、実施に向けた助言・調

整を行う。 

 ｃ）休職者の職場復帰後の受け入れ体制や必要なサポートについて事業主や職場の管理者と話し合う。 
 

意

見 

支援者が全て介入して調整するような印象を受ける。復職の受け入れ態勢を整える主体はあ

くまでも企業であり、企業の活動をサポートするという書き方をすべきではないか。 

リワークプログラムの実施（又は連携）について記載すべきではないか。  

休職者（場合によっては求職者も同様であるが）の所得補償の支援について明記する必要が

あるのではないか。 
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（カ） 「障害者の円滑な退職支援の技術」について 

【説明文】障害者が仕事を辞める必要が生じた場合、適切な方法で円滑に退職するための支援を行っている。 

 ａ）障害者本人が仕事を辞める必要があるときに、退職に係る適切な方法について助言する。 

 ｂ）障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源の情報を提供する。 
 

意

見 

本人から退職の意向が聞かれた際に、その背景となった原因などについて整理した上で、今

後働くときにはどうすべきなのか検討する必要があるのではないか。  

退職に係る手続きで、失業給付や社会保険等について触れるとよい。 
 
（キ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

ここで挙げられている内容（特にア～ウ）は職場実習期間も含む内容だと考える。職場実習

期間も含まれることを記載すべきではないか。  

 
イ 「Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術」について 

有識者からは、余暇の充実、孤立防止、体調管理等の目的を明確にする必要があること等、次の

ような意見・修正案等があった。 

 仕事とプライベートのバランスに関する助言は、プライベートの制限ではなく、余暇の必要性

を強調する等、その充実を目指すような表記にすべきである。 
 在職者の交流の機会の紹介はフォローアップとして、また、セルフヘルプグループの交流は孤

立防止のための生活支援として記載すべきである。 
 より明確に生活支援に特化した内容でまとめるべきである。 
 生活支援の範囲を拡大し、体調管理支援等の内容も含めるべきである。 
 助言や情報提供を「技術」と呼ぶことには違和感があり、職場実習期間を含む内容の記載が適

切である。 
（ア） 「障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術」について 

【説明文】障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するために必要な支援技術を

有している。 

 ａ）障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

 ｂ）プライベートな活動が仕事にどのような影響を与えるかを理解できるように助言する。 

 ｃ）必要に応じて、当事者・在職者の交流や情報交換の機会を紹介する。 

 ｄ）生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービス利用に向けた

相談窓口の紹介を行う。 
 

意

見 

ｂ） 
（仕事を優先し）プライベートの活動を制限する内容にも解釈できる。もっと、余暇

の必要性が伝わるような書き方にすべきではないか。 

ｂ） 
プライベートを制限するのではなく、仕事を効果的にこなすための余暇の充実との書

き方をすべきではないか。 

ｃ） 

在職者の交流については、フォローアップの一環として記載すべきではないか。なお、

当事者同士の交流（セルフヘルプグループ）という意味では、孤立を防ぐ目的として

生活支援の中に記載すべきではないか。 
 

 

（イ） 「生活設計の相談技術」について 

【説明文】将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設計の相談

を行っている。 

 ａ）将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考えを整理する。 

 ｂ）目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立てる。  
この項目について、有識者からの意見はなかった。  

（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

生活支援に関する内容は、生活支援のみでまとめたほうが分かり易いのではないか。 

生活支援については、例えば体調管理の支援なども含めて量を増やしても良いのではない

か。 

生活支援に関して助言や情報提供レベルの話を「技術」と示すのは違和感がある。ここで挙

げられている内容（特にア～ウ）は職場実習期間も含む内容だと考える。含まれることを記

載すべきではないか。  
 
(９) 「Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援」について 

有識者からは、障害者雇用に向けた情報提供とニーズ把握の支援技術については、支援の実態等

を踏まえて事業所が困っている内容に合わせたレクチャー等の実施としてもよいのではという意

見が得られた。また、障害者就労支援技術の開発と提供については、企業間ネットワークの構築に

ついても含める必要があるとの意見が得られた。 

 

ア 「Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術」について 

有識者からは、「障害者雇用に関する研修」というより、実際には、事業所が困っている内容につ

いてレクチャーをする程度でよいのではという意見があった。 
 

（ア） 「障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術」について 

【説明文】事業主の障害者雇用に関するニーズを把握した上で、ニーズに応じて障害者雇用の意義、実例、支援

制度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

 ａ）事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態とニーズを把握する。 

 ｂ）事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 

 ｃ）障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイバーシティな

ど）を説明する。  
この項目について、有識者からの意見はなかった。  

（イ） 「障害者雇用に取り組む事業主への支援技術」について 

【説明文】障害者雇用に取り組む事業主の不安や懸念事項を解消し、障害者受け入れ体制の構築を支援してい

る。 

 ａ）障害者雇用を進めるにあたっての事業主の不安や懸念に対する方策を提案する。 

 ｂ）企業の雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。 

 ｃ）事業主や従業員の理解を深めるため、障害者雇用に関する研修を実施する。 
 
意

見 
ｃ） 

「障害者雇用に関する研修」と書くと、広すぎて対応できる職員が殆どいないのでは

ないか。事業所が困っている内容についてレクチャーする程度で良いのではないか。 

タイトル

や分類に

ついての

意見 

企業の姿勢や課題の把握という内容を追記すべきではないか。 

企業同士のネットワーク（情報交換する組織）づくりについて追記すべきではないか。 
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（カ） 「障害者の円滑な退職支援の技術」について 

【説明文】障害者が仕事を辞める必要が生じた場合、適切な方法で円滑に退職するための支援を行っている。 

 ａ）障害者本人が仕事を辞める必要があるときに、退職に係る適切な方法について助言する。 

 ｂ）障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源の情報を提供する。 
 

意

見 

本人から退職の意向が聞かれた際に、その背景となった原因などについて整理した上で、今

後働くときにはどうすべきなのか検討する必要があるのではないか。  

退職に係る手続きで、失業給付や社会保険等について触れるとよい。 
 
（キ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

ここで挙げられている内容（特にア～ウ）は職場実習期間も含む内容だと考える。職場実習

期間も含まれることを記載すべきではないか。  

 
イ 「Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術」について 

有識者からは、余暇の充実、孤立防止、体調管理等の目的を明確にする必要があること等、次の

ような意見・修正案等があった。 

 仕事とプライベートのバランスに関する助言は、プライベートの制限ではなく、余暇の必要性

を強調する等、その充実を目指すような表記にすべきである。 
 在職者の交流の機会の紹介はフォローアップとして、また、セルフヘルプグループの交流は孤

立防止のための生活支援として記載すべきである。 
 より明確に生活支援に特化した内容でまとめるべきである。 
 生活支援の範囲を拡大し、体調管理支援等の内容も含めるべきである。 
 助言や情報提供を「技術」と呼ぶことには違和感があり、職場実習期間を含む内容の記載が適

切である。 
（ア） 「障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術」について 

【説明文】障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するために必要な支援技術を

有している。 

 ａ）障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

 ｂ）プライベートな活動が仕事にどのような影響を与えるかを理解できるように助言する。 

 ｃ）必要に応じて、当事者・在職者の交流や情報交換の機会を紹介する。 

 ｄ）生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービス利用に向けた

相談窓口の紹介を行う。 
 

意

見 

ｂ） 
（仕事を優先し）プライベートの活動を制限する内容にも解釈できる。もっと、余暇

の必要性が伝わるような書き方にすべきではないか。 

ｂ） 
プライベートを制限するのではなく、仕事を効果的にこなすための余暇の充実との書

き方をすべきではないか。 

ｃ） 

在職者の交流については、フォローアップの一環として記載すべきではないか。なお、

当事者同士の交流（セルフヘルプグループ）という意味では、孤立を防ぐ目的として

生活支援の中に記載すべきではないか。 
 

 

（イ） 「生活設計の相談技術」について 

【説明文】将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設計の相談

を行っている。 

 ａ）将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考えを整理する。 

 ｂ）目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立てる。  
この項目について、有識者からの意見はなかった。  

（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

生活支援に関する内容は、生活支援のみでまとめたほうが分かり易いのではないか。 

生活支援については、例えば体調管理の支援なども含めて量を増やしても良いのではない

か。 

生活支援に関して助言や情報提供レベルの話を「技術」と示すのは違和感がある。ここで挙

げられている内容（特にア～ウ）は職場実習期間も含む内容だと考える。含まれることを記

載すべきではないか。  
 
(９) 「Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援」について 

有識者からは、障害者雇用に向けた情報提供とニーズ把握の支援技術については、支援の実態等

を踏まえて事業所が困っている内容に合わせたレクチャー等の実施としてもよいのではという意

見が得られた。また、障害者就労支援技術の開発と提供については、企業間ネットワークの構築に

ついても含める必要があるとの意見が得られた。 

 

ア 「Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術」について 

有識者からは、「障害者雇用に関する研修」というより、実際には、事業所が困っている内容につ

いてレクチャーをする程度でよいのではという意見があった。 
 

（ア） 「障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術」について 

【説明文】事業主の障害者雇用に関するニーズを把握した上で、ニーズに応じて障害者雇用の意義、実例、支援

制度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

 ａ）事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態とニーズを把握する。 

 ｂ）事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 

 ｃ）障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイバーシティな

ど）を説明する。  
この項目について、有識者からの意見はなかった。  

（イ） 「障害者雇用に取り組む事業主への支援技術」について 

【説明文】障害者雇用に取り組む事業主の不安や懸念事項を解消し、障害者受け入れ体制の構築を支援してい

る。 

 ａ）障害者雇用を進めるにあたっての事業主の不安や懸念に対する方策を提案する。 

 ｂ）企業の雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。 

 ｃ）事業主や従業員の理解を深めるため、障害者雇用に関する研修を実施する。 
 
意

見 
ｃ） 

「障害者雇用に関する研修」と書くと、広すぎて対応できる職員が殆どいないのでは

ないか。事業所が困っている内容についてレクチャーする程度で良いのではないか。 

タイトル

や分類に

ついての

意見 

企業の姿勢や課題の把握という内容を追記すべきではないか。 

企業同士のネットワーク（情報交換する組織）づくりについて追記すべきではないか。 
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イ 「Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供」について 

 有識者からは、企業の姿勢や課題の把握、企業同士のネットワークづくりに関する内容を追記す

べきではないかという意見があった。 
 

（ア） 「障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術」について 

【説明文】障害者に適した職場・業務の切り出し・創出を行い、事業主・職場のニーズ・職務・環境と対象障害

者とのマッチングを行っている。 

 ａ）事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的に見て、障害者に適した

職場を特定する。 

 ｂ）事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助かること、今後新たに取り

組みたいことを明確にする。 

 ｃ）配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明確にする。 

 ｄ）障害者の能力や特性を考慮し、求人条件とのマッチングを評価する。 

 ｅ）障害開示の意向を尊重し、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。    

 ｆ）障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提案する。 
 

この項目について、有識者からの意見はなかった。 
 
（イ） 「障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術」について 

【説明文】障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、適切な解決策やマニュアル化を

提案する支援を行っている。 

 ａ）職務分析を行う。 

 ｂ）職務内容の課題分析を行う。 

 ｃ）障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を提案する。  

 ｄ）明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない作業の工程を確

認し、共有する。 

 ｅ）障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成する。 
 

この項目について、有識者からの意見はなかった。 
 
（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

企業の姿勢や課題の把握という内容を追記すべきではないか。 

企業同士のネットワーク（情報交換する組織）づくりについて追記すべきではないか  

 
(10) 「Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力」について 

有識者からは、支援力向上に向けた関係機関との連携については、障害者本人や家族が中心であ

ることを明確にした上で、そのニーズに応じた連携体制の構築・推進、関係機関との役割分担や調

整を行うスキルについての必要性、自機関だけでなく他機関とのチームによる支援があることをわ

かりやすくすべきという意見・修正案が得られた。また、障害者の家族等との連携については、障

害者本人の了解のもとに実施されることの重要性や、家族等と連携することをよりわかりやすくす

べきという意見・修正案等を得ることができた。 

ア 「Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携」について 

有識者からは、障害者本人や家族が中心であることを明確にし、そのニーズに応じて連携体制を

構築・推進すること、支援ニーズに対応するためには関係機関の役割分担や調整を行うスキルが必

要とされていること、さらに、自機関だけでなく他機関とのチームによる支援があることがよりわ

 

かりやすい表現にすべきとして、次のような意見・修正案等があった。 

 連携体制構築には、利用者のニーズに応じた社会資源の紹介・説明と、情報提供が必要である。 
 「自殺念慮」の表現をより適切な言葉に置き換えるべきである。 
 チーム支援においては、自らの事業所がリードするだけでなく他の事業所や支援機関と共に考

え、役割分担を含む調整を行うスキルが必要である。 
 「障害者支援チーム」ではなく、「関係機関とのチーム支援」と表現するとよい。 
 地域社会資源の情報収集と連携強化には、ネットワーク作りの推進が必要である。 
 関係機関との連携は、支援機関中心でなく、本人または家族が中心であることを明確にする。 

 
（ア） 「連携体制構築の技術」について 

【説明文】利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり易く紹介・

説明している。また、スムーズな連携に向け、連携先に適切な情報提供を行っている。 

 ａ）利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が理解できるよう

に説明する。 

 ｂ）対象障害者の症状の悪化や自殺念慮の問題に対して、適切な機関に繋げる。 

 ｃ）対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋ぐ。 

 ｄ）就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

 ｅ）障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。 

 ｆ）新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているかを説明する。 
 

意

見 

関係機関との連携にあたり、紹介・引継ぎ・説明について書かれているが、役割分担等の「調

整」スキルも必要ではないか。 

ｂ） 「自殺念慮」という用語はセンシティブなので、言い換えができないか。 
 
（イ） 「チーム支援のための関係機関との連携技術」について 

【説明文】障害者支援チームにおいて、関係機関と連携するため、ケースマネジメントや教育から雇用への移行

の知識、ケース会議の開催など、チーム支援に必要な知識やスキルを有している。 

 ａ）ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

 ｂ）教育から雇用への移行プロセスや現状を理解して、教育機関との連携を行う。 

 ｃ）様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える意識をもって支援する。 

 ｄ）関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

 ｅ）障害者本人や関係機関を交えたケース会議を開催し、情報集約と合意形成や役割分担の整理をする。 
 

意

見 

「障害者支援チーム」という用語は、事業所内での連携も想定できてしまうため、「関係機関

とのチーム支援」で良いのではないか。 

チーム支援は、自機関がリードすべきものばかりではないと考える。他の支援機関と一緒に

考えていくということが伝わる内容にできないか。 
 
（ウ） 「地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り」について 

【説明文】地域の社会資源を最大限に活用し、地域の支援力を向上させるために、関係機関との情報交換や関係

作りを行っている。 

 ａ）社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源に関する情報を収集する。 

 ｂ）関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域の実態などを共

有し、連携を強化する。 
 
意

見 
ネットワークづくりの推進といった内容を追加すべきではないか。 
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イ 「Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供」について 

 有識者からは、企業の姿勢や課題の把握、企業同士のネットワークづくりに関する内容を追記す

べきではないかという意見があった。 
 

（ア） 「障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術」について 

【説明文】障害者に適した職場・業務の切り出し・創出を行い、事業主・職場のニーズ・職務・環境と対象障害

者とのマッチングを行っている。 

 ａ）事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的に見て、障害者に適した

職場を特定する。 

 ｂ）事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助かること、今後新たに取り

組みたいことを明確にする。 

 ｃ）配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明確にする。 

 ｄ）障害者の能力や特性を考慮し、求人条件とのマッチングを評価する。 

 ｅ）障害開示の意向を尊重し、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。    

 ｆ）障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提案する。 
 
この項目について、有識者からの意見はなかった。 

 
（イ） 「障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術」について 

【説明文】障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、適切な解決策やマニュアル化を

提案する支援を行っている。 

 ａ）職務分析を行う。 

 ｂ）職務内容の課題分析を行う。 

 ｃ）障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を提案する。  

 ｄ）明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない作業の工程を確

認し、共有する。 

 ｅ）障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成する。 
 
この項目について、有識者からの意見はなかった。 

 
（ウ） 上記以外の全般的意見 
 

意

見 

企業の姿勢や課題の把握という内容を追記すべきではないか。 

企業同士のネットワーク（情報交換する組織）づくりについて追記すべきではないか  

 
(10) 「Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力」について 

有識者からは、支援力向上に向けた関係機関との連携については、障害者本人や家族が中心であ

ることを明確にした上で、そのニーズに応じた連携体制の構築・推進、関係機関との役割分担や調

整を行うスキルについての必要性、自機関だけでなく他機関とのチームによる支援があることをわ

かりやすくすべきという意見・修正案が得られた。また、障害者の家族等との連携については、障

害者本人の了解のもとに実施されることの重要性や、家族等と連携することをよりわかりやすくす

べきという意見・修正案等を得ることができた。 

ア 「Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携」について 

有識者からは、障害者本人や家族が中心であることを明確にし、そのニーズに応じて連携体制を

構築・推進すること、支援ニーズに対応するためには関係機関の役割分担や調整を行うスキルが必

要とされていること、さらに、自機関だけでなく他機関とのチームによる支援があることがよりわ

 

かりやすい表現にすべきとして、次のような意見・修正案等があった。 

 連携体制構築には、利用者のニーズに応じた社会資源の紹介・説明と、情報提供が必要である。 
 「自殺念慮」の表現をより適切な言葉に置き換えるべきである。 
 チーム支援においては、自らの事業所がリードするだけでなく他の事業所や支援機関と共に考

え、役割分担を含む調整を行うスキルが必要である。 
 「障害者支援チーム」ではなく、「関係機関とのチーム支援」と表現するとよい。 
 地域社会資源の情報収集と連携強化には、ネットワーク作りの推進が必要である。 
 関係機関との連携は、支援機関中心でなく、本人または家族が中心であることを明確にする。 

 
（ア） 「連携体制構築の技術」について 

【説明文】利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり易く紹介・

説明している。また、スムーズな連携に向け、連携先に適切な情報提供を行っている。 

 ａ）利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が理解できるよう

に説明する。 

 ｂ）対象障害者の症状の悪化や自殺念慮の問題に対して、適切な機関に繋げる。 

 ｃ）対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋ぐ。 

 ｄ）就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

 ｅ）障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。 

 ｆ）新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているかを説明する。 
 

意

見 

関係機関との連携にあたり、紹介・引継ぎ・説明について書かれているが、役割分担等の「調

整」スキルも必要ではないか。 

ｂ） 「自殺念慮」という用語はセンシティブなので、言い換えができないか。 
 
（イ） 「チーム支援のための関係機関との連携技術」について 

【説明文】障害者支援チームにおいて、関係機関と連携するため、ケースマネジメントや教育から雇用への移行

の知識、ケース会議の開催など、チーム支援に必要な知識やスキルを有している。 

 ａ）ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

 ｂ）教育から雇用への移行プロセスや現状を理解して、教育機関との連携を行う。 

 ｃ）様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える意識をもって支援する。 

 ｄ）関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

 ｅ）障害者本人や関係機関を交えたケース会議を開催し、情報集約と合意形成や役割分担の整理をする。 
 

意

見 

「障害者支援チーム」という用語は、事業所内での連携も想定できてしまうため、「関係機関

とのチーム支援」で良いのではないか。 

チーム支援は、自機関がリードすべきものばかりではないと考える。他の支援機関と一緒に

考えていくということが伝わる内容にできないか。 
 
（ウ） 「地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り」について 

【説明文】地域の社会資源を最大限に活用し、地域の支援力を向上させるために、関係機関との情報交換や関係

作りを行っている。 

 ａ）社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源に関する情報を収集する。 

 ｂ）関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域の実態などを共

有し、連携を強化する。 
 
意

見 
ネットワークづくりの推進といった内容を追加すべきではないか。 
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（エ） 上記以外の全般的意見 

 
イ 「Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携」について 

有識者からは、障害者の家族等との連携は、障害者本人の了解のもとに実施されることの重要性

を明記したり、家族等と連携をすることをよりわかりやすい表現にすべきとして、次のような意見・

修正案等があった。 

 用語として「家族支援」ではなく、「家族との連携」が適切である。 
 支援は障害者本人の了解を得た上で行うことを明記すべきである。 

 
（ア） 「家族支援の重要性と実践方法」について 

【説明文】家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家族支援を

行っている。 

 ａ）家族との情報共有や調整を適切に行い、支援方針などに関して家族の理解を得る。 

 ｂ）関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する情報提供を行い、障害者

本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 
 
意

見 

「家族支援」という用語ではなく、「家族との連携」が適切ではないか。 

ａ） 本人の了解をもとに行うことを明記すべきではないか。 

 
(11) 「Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成」について 

有識者からは、障害者雇用の啓発・支援人材育成について、それぞれを分けて考える必要がある

という意見が得られた。 

ア 「Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成」について 

障害者雇用の啓発や支援人材の育成については、実務者個人のレベルで実施されるものから、地

域や自治体等への協力という形で実施されるものもある等という意見があった。 

支援人材の育成については、特に就業・生活支援センターでは業務として求められており、地域

全体の支援力向上の取組が重要であること、スーパーバイズ体制や外部研修に関する内容を含める

べき等という意見・修正案があった。 
 啓発活動は行政の役割であり、各組織が個別に行うべきものではないという意見がある一方で、

各実務者レベルでも地域でのノウハウ共有や企業啓発の意識は重要とする意見があった。 
 個人レベルで啓発や人材育成を担当することがあり、これらの項目を設定する必要がある。 
 就業・生活支援センターでは人材育成が業務として求められ、地域全体の支援力向上が重要と

されている。 
 実務者レベルでの啓発活動はアドボカシーの観点からも重要とされている。 
 啓発活動は自治体のイベントへの協力が中心である。 
 啓発活動と支援人材育成は分けて考えるべきであり、人材育成にはスーパーバイズ体制や外

部研修の実施などを含めるべき。  

意

見 

本人（場合によっては家族）からの同意を得たうえでの関係機関との連携であることが読み

取れるとよい。 

 

（ア） 「障害者雇用を広めるための啓発・支援人材育成」について 

【説明文】障害者雇用を広めるために、当事者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する

啓発・周知、支援機関に対する研修や助言・援助を行っている。   

 a） 当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の啓発・周知を行う場面を

計画し、実施する。 

 b） 障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを作成し、活用する。 

 c）就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支援の実施に向け

た助言・援助や研修を行う。 
 

意

見 

削除しても良い（不適切）との意見: 

・啓発や人材育成は、各組織のレベルで考える内容ではない。特に啓発に関しては、行政の

役割ではないか。 

残すべきとの意見: 

・実務者レベルであっても、地域でノウハウの共有を行うことを意識することは重要。 

・機関によっては、個人レベルでも啓発や人材育成を担当する場合がある。 

・就業・生活支援センターは人材育成が業務として求められている。就労移行支援事業所等

であっても、公共の事業として行っている限り、地域全体の支援力向上を常に意識すること

が重要。 

・アドボカシーの観点から、実務者レベルが啓発に関する内容も意識することが重要。 

啓発は自ら計画して実行する機会よりも、自治体のイベント等に協力することの方が多いの

ではないか。 

啓発に関する内容ａ）及びｂ）と支援人材育成に関する内容ｃ）は分けるべきではないか。 

人材育成の内容として、スーパーバイズの体制を整えているか、ケースカンファレンスを行

っているか、外部研修を行っているか、外部との情報交換を行っているか等を追加しても良

いのではないか。 

 

４ 有識者の意見を踏まえたリストの修正 

以上の意見を踏まえ、総合センター内検討チームでリストの修正を行い、知識・スキル等リスト

（草案）（巻末資料２）を作成した。主要な修正点は、次のとおりである。 

(１) 有識者の意見を踏まえた全体的な修正方針 

今回の有識者からの意見では、全般的に、障害者就労支援の現実の課題を踏まえ、具体的に強調

すべき内容としては、障害者本人の労働の権利や労働関係法規・雇用管理の知識や合理的配慮を含

めた障害者本人と事業主の双方への支援、個別支援ニーズに対応できる地域関係機関等の連携のス

キルが重要とされた。それらを基盤として、障害者の自己決定支援や社会的行動・自己管理のスキ

ル習得の支援により、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫した支援を実施できることの重要

性も強調された。これらを踏まえ、以下の具体的意見への対応を全体的な修正方針とした。 

 障害者就労支援の理念と基本的態度については、一般的な理念や態度だけでなく、現実の課題

を踏まえ、障害者雇用における企業の責任や役割について説明できることや、障害者の働く権

利や就労の意義を理解すること等、固定概念に捉われずに障害者本人の希望やニーズに焦点を

－ 52 －



 

（エ） 上記以外の全般的意見 

 
イ 「Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携」について 

有識者からは、障害者の家族等との連携は、障害者本人の了解のもとに実施されることの重要性

を明記したり、家族等と連携をすることをよりわかりやすい表現にすべきとして、次のような意見・

修正案等があった。 

 用語として「家族支援」ではなく、「家族との連携」が適切である。 
 支援は障害者本人の了解を得た上で行うことを明記すべきである。 

 
（ア） 「家族支援の重要性と実践方法」について 

【説明文】家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家族支援を

行っている。 

 ａ）家族との情報共有や調整を適切に行い、支援方針などに関して家族の理解を得る。 

 ｂ）関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する情報提供を行い、障害者

本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 
 
意

見 

「家族支援」という用語ではなく、「家族との連携」が適切ではないか。 

ａ） 本人の了解をもとに行うことを明記すべきではないか。 

 
(11) 「Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成」について 

有識者からは、障害者雇用の啓発・支援人材育成について、それぞれを分けて考える必要がある

という意見が得られた。 

ア 「Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成」について 

障害者雇用の啓発や支援人材の育成については、実務者個人のレベルで実施されるものから、地

域や自治体等への協力という形で実施されるものもある等という意見があった。 

支援人材の育成については、特に就業・生活支援センターでは業務として求められており、地域

全体の支援力向上の取組が重要であること、スーパーバイズ体制や外部研修に関する内容を含める

べき等という意見・修正案があった。 
 啓発活動は行政の役割であり、各組織が個別に行うべきものではないという意見がある一方で、

各実務者レベルでも地域でのノウハウ共有や企業啓発の意識は重要とする意見があった。 
 個人レベルで啓発や人材育成を担当することがあり、これらの項目を設定する必要がある。 
 就業・生活支援センターでは人材育成が業務として求められ、地域全体の支援力向上が重要と

されている。 
 実務者レベルでの啓発活動はアドボカシーの観点からも重要とされている。 
 啓発活動は自治体のイベントへの協力が中心である。 
 啓発活動と支援人材育成は分けて考えるべきであり、人材育成にはスーパーバイズ体制や外

部研修の実施などを含めるべき。  

意

見 

本人（場合によっては家族）からの同意を得たうえでの関係機関との連携であることが読み

取れるとよい。 

 

（ア） 「障害者雇用を広めるための啓発・支援人材育成」について 

【説明文】障害者雇用を広めるために、当事者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する

啓発・周知、支援機関に対する研修や助言・援助を行っている。   

 a） 当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の啓発・周知を行う場面を

計画し、実施する。 

 b） 障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを作成し、活用する。 

 c）就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支援の実施に向け

た助言・援助や研修を行う。 
 

意

見 

削除しても良い（不適切）との意見: 

・啓発や人材育成は、各組織のレベルで考える内容ではない。特に啓発に関しては、行政の

役割ではないか。 

残すべきとの意見: 

・実務者レベルであっても、地域でノウハウの共有を行うことを意識することは重要。 

・機関によっては、個人レベルでも啓発や人材育成を担当する場合がある。 

・就業・生活支援センターは人材育成が業務として求められている。就労移行支援事業所等

であっても、公共の事業として行っている限り、地域全体の支援力向上を常に意識すること

が重要。 

・アドボカシーの観点から、実務者レベルが啓発に関する内容も意識することが重要。 

啓発は自ら計画して実行する機会よりも、自治体のイベント等に協力することの方が多いの

ではないか。 

啓発に関する内容ａ）及びｂ）と支援人材育成に関する内容ｃ）は分けるべきではないか。 

人材育成の内容として、スーパーバイズの体制を整えているか、ケースカンファレンスを行

っているか、外部研修を行っているか、外部との情報交換を行っているか等を追加しても良

いのではないか。 

 

４ 有識者の意見を踏まえたリストの修正 

以上の意見を踏まえ、総合センター内検討チームでリストの修正を行い、知識・スキル等リスト

（草案）（巻末資料２）を作成した。主要な修正点は、次のとおりである。 

(１) 有識者の意見を踏まえた全体的な修正方針 

今回の有識者からの意見では、全般的に、障害者就労支援の現実の課題を踏まえ、具体的に強調

すべき内容としては、障害者本人の労働の権利や労働関係法規・雇用管理の知識や合理的配慮を含

めた障害者本人と事業主の双方への支援、個別支援ニーズに対応できる地域関係機関等の連携のス

キルが重要とされた。それらを基盤として、障害者の自己決定支援や社会的行動・自己管理のスキ

ル習得の支援により、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫した支援を実施できることの重要

性も強調された。これらを踏まえ、以下の具体的意見への対応を全体的な修正方針とした。 

 障害者就労支援の理念と基本的態度については、一般的な理念や態度だけでなく、現実の課題

を踏まえ、障害者雇用における企業の責任や役割について説明できることや、障害者の働く権

利や就労の意義を理解すること等、固定概念に捉われずに障害者本人の希望やニーズに焦点を
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当てた支援をすることの重要性を明記し、自己管理や問題解決・最新情報の収集の際には他者

の協力や専門家の見解等を得ることも必要であること等を踏まえた内容・表現にする。 
 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識については、支援制度・施策・サービスに関する知

識の枠組みを修正し、助成金や減税措置の手続きや仕組みを理解することの重要性や自営業を

含めた多様な働き方を関する内容を追記する。 
 相談・記録・伝達のスキルについては、相手の立場やニーズ、状況等に合わせて相談を実施す

ることや他の支援者等と連携する場合もあること、相談の目的を丁寧に説明したうえで共に考

えること等の重要性、個人情報保護や守秘義務、開示請求への対応等の実務的課題を踏まえな

がら対応できるスキルが重要であること等を含めた内容・表現にする。 
 障害者のアセスメントとプランニングについて、アセスメントは障害者本人の希望やニーズの

実現のための総合的な情報収集であることや、行動科学や医学・心理学的知見に基づくアセス

メント、評価ツールの活用等は支援の実態等に合わせた内容・表現する。また、プランニング

については、医療との連携を含めた地域の支援ネットワークの構築等を含めた支援計画の策定、

支援目標の期限を設定することや達成状況をモニタリングしながら支援計画の見直すことの

重要性を含めた内容・表現にする。 
 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援について、障害者の自己理解は、障害者本人が

様々な体験や振り返りを通じて自身の強み等に気づくことが重要であり、支援者が障害者本人

の限界や課題を決めるものではないこと等に関する内容をより明確に表現する。また、自己選

択・自己決定の支援は、障害者本人との対等な関係での協働作業であることを明確にすること

や、障害者本人の考えを引き出し、整理することが重要であり、そのための専門的な手法につ

いて分かりやすく説明する必要性を含めた内容・表現にする。 
 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援について、社会的行動の習得の支援につい

ては、職場での「望ましいマナーや振る舞い」は組織や文化、個人の役割等によって異なるこ

とを踏まえた習得が重要であること、コミュニケーションスキルの習得にはSST以外にも多様

なアプローチがあること等を踏まえた内容・表現にする。また、自己管理のスキルについては、

ストレスだけでなく疲労の管理にも言及し、通院や服薬管理等の重要性や、金銭管理だけでな

く他の自己管理についても追記する。 
 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援について、障害者の就職活動と就職への移行場面

の支援については、障害者本人の主体的な仕事の選択、職場実習や面接時のコミュニケーショ

ン支援等の就職活動の支援については、より支援の実態に合わせた内容・表現にする。また、

自立した社会参加を促進する職場への移行の支援については、「合理的配慮」という用語の使用

等、読み手が理解しやすい用語を使用し、障害者と事業主の意向が対立する等した際の支援の

視点や就労支援機器（アシスティブテクノロジー）の重要性等について明確に示した内容とす

る。 
 障害者の職場適応と生活支援について、障害者の職場適応を支援する技術については、職場実

習期間も含めた支援であることを明確にし、障害者本人の生産性の向上や適切な振る舞いの習

 

得に関するポイントの具体化や、企業の自立的な雇用環境形成を目指したフェイディングやフ

ォローアップ支援のスキルの重要性を明確に示し、職場復帰支援や退職時の支援の際に活用で

きる各種制度の追記等をする。また、障害者の生活を支援する技術については、余暇の充実、

孤立防止、体調管理等の目的を明確に表現する。 
 障害者雇用に取り組む企業の支援について、障害者雇用に向けた情報提供とニーズ把握の支援

技術については、支援の実態等を踏まえて事業所が困っている内容に合わせたレクチャー等の

実施に関することを明確に表現する。また、障害者就労支援技術の開発と提供については、企

業間ネットワークの構築についても含めた内容・表現にする。 
 関係機関との連携と家族との協力について、支援力向上に向けた関係機関との連携については、

障害者本人や家族が中心であることを明確にした上で、そのニーズに応じた連携体制の構築・

推進、関係機関との役割分担や調整を行うスキルについての必要性、自機関だけでなく他機関

とのチームによる支援があることをわかりやすくなるような内容・表現にする。また、障害者

の家族等との連携については、障害者本人の了解のもとに実施されることの重要性や、家族等

と連携することがよりわかりやすい内容・表現とする。 
 障害者雇用の啓発・支援人材育成について、障害者雇用の啓発と支援人材の育成に関する内容

を分けて記載する。また、障害者雇用の啓発や支援人材の育成については、実務者個人のレベ

ルで実施されるものから、地域や自治体等への協力という形で実施されるものもある等という

意見を踏まえ、多様な実施方法があることを想定した内容・表現にする。なお、支援人材の育

成は、地域全体の支援力向上の取組が重要であること、スーパーバイズ体制や外部研修に関す

る内容を含めた内容・表現にする。 
(２) 具体的な修正内容 

総合センター内検討チームにより、具体的には、分類構造を大・中見出しとその具体的内容の３

層構造に単純化するとともに、重要な内容をより明確に項目として示すことができるように分類や

タイトル等を整理し、中見出しで要約的な説明文を加えた。 

 網羅的リストでは、大・中・小見出しの構成であったが、「知識・スキル等リスト（草案）」で

は大・中見出しのより単純化した見出し構成とし、小見出しは具体的内容とした。 
 大見出し11項目、中見出し20項目、小見出し49項目であったが、「知識・スキル等リスト

（草案）」は、中見出しまでの構成とし、知識・スキル等の主要な構成要素を網羅するよ

うに大見出し16項目、中見出し64項目とした。 

 大見出しは、理念と基本姿勢の区別、支援制度等と企業経営等の区別、相談と記録・伝

達の区別、アセスメントとプランニングの区別、職場適応支援と生活支援の区別により、

５項目増加した。 

 網羅的リストの中見出し20項目、小見出し49項目、合計63項目の分類を整理し、中見出

し64項目にまとめ、小見出しの内容は具体的内容として整理した。 

 自己理解・自己選択・自己決定の支援は、アセスメントやプランニングの前に移動した。 

 有識者からの意見を踏まえ、主要な知識・スキル等の内容を網羅した内容となるように大見出

－ 54 －



 

当てた支援をすることの重要性を明記し、自己管理や問題解決・最新情報の収集の際には他者

の協力や専門家の見解等を得ることも必要であること等を踏まえた内容・表現にする。 
 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識については、支援制度・施策・サービスに関する知

識の枠組みを修正し、助成金や減税措置の手続きや仕組みを理解することの重要性や自営業を

含めた多様な働き方を関する内容を追記する。 
 相談・記録・伝達のスキルについては、相手の立場やニーズ、状況等に合わせて相談を実施す

ることや他の支援者等と連携する場合もあること、相談の目的を丁寧に説明したうえで共に考

えること等の重要性、個人情報保護や守秘義務、開示請求への対応等の実務的課題を踏まえな

がら対応できるスキルが重要であること等を含めた内容・表現にする。 
 障害者のアセスメントとプランニングについて、アセスメントは障害者本人の希望やニーズの

実現のための総合的な情報収集であることや、行動科学や医学・心理学的知見に基づくアセス

メント、評価ツールの活用等は支援の実態等に合わせた内容・表現する。また、プランニング

については、医療との連携を含めた地域の支援ネットワークの構築等を含めた支援計画の策定、

支援目標の期限を設定することや達成状況をモニタリングしながら支援計画の見直すことの

重要性を含めた内容・表現にする。 
 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援について、障害者の自己理解は、障害者本人が

様々な体験や振り返りを通じて自身の強み等に気づくことが重要であり、支援者が障害者本人

の限界や課題を決めるものではないこと等に関する内容をより明確に表現する。また、自己選

択・自己決定の支援は、障害者本人との対等な関係での協働作業であることを明確にすること

や、障害者本人の考えを引き出し、整理することが重要であり、そのための専門的な手法につ

いて分かりやすく説明する必要性を含めた内容・表現にする。 
 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援について、社会的行動の習得の支援につい

ては、職場での「望ましいマナーや振る舞い」は組織や文化、個人の役割等によって異なるこ

とを踏まえた習得が重要であること、コミュニケーションスキルの習得にはSST以外にも多様

なアプローチがあること等を踏まえた内容・表現にする。また、自己管理のスキルについては、

ストレスだけでなく疲労の管理にも言及し、通院や服薬管理等の重要性や、金銭管理だけでな

く他の自己管理についても追記する。 
 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援について、障害者の就職活動と就職への移行場面

の支援については、障害者本人の主体的な仕事の選択、職場実習や面接時のコミュニケーショ

ン支援等の就職活動の支援については、より支援の実態に合わせた内容・表現にする。また、

自立した社会参加を促進する職場への移行の支援については、「合理的配慮」という用語の使用

等、読み手が理解しやすい用語を使用し、障害者と事業主の意向が対立する等した際の支援の

視点や就労支援機器（アシスティブテクノロジー）の重要性等について明確に示した内容とす

る。 
 障害者の職場適応と生活支援について、障害者の職場適応を支援する技術については、職場実

習期間も含めた支援であることを明確にし、障害者本人の生産性の向上や適切な振る舞いの習

 

得に関するポイントの具体化や、企業の自立的な雇用環境形成を目指したフェイディングやフ

ォローアップ支援のスキルの重要性を明確に示し、職場復帰支援や退職時の支援の際に活用で

きる各種制度の追記等をする。また、障害者の生活を支援する技術については、余暇の充実、

孤立防止、体調管理等の目的を明確に表現する。 
 障害者雇用に取り組む企業の支援について、障害者雇用に向けた情報提供とニーズ把握の支援

技術については、支援の実態等を踏まえて事業所が困っている内容に合わせたレクチャー等の

実施に関することを明確に表現する。また、障害者就労支援技術の開発と提供については、企

業間ネットワークの構築についても含めた内容・表現にする。 
 関係機関との連携と家族との協力について、支援力向上に向けた関係機関との連携については、

障害者本人や家族が中心であることを明確にした上で、そのニーズに応じた連携体制の構築・

推進、関係機関との役割分担や調整を行うスキルについての必要性、自機関だけでなく他機関

とのチームによる支援があることをわかりやすくなるような内容・表現にする。また、障害者

の家族等との連携については、障害者本人の了解のもとに実施されることの重要性や、家族等

と連携することがよりわかりやすい内容・表現とする。 
 障害者雇用の啓発・支援人材育成について、障害者雇用の啓発と支援人材の育成に関する内容

を分けて記載する。また、障害者雇用の啓発や支援人材の育成については、実務者個人のレベ

ルで実施されるものから、地域や自治体等への協力という形で実施されるものもある等という

意見を踏まえ、多様な実施方法があることを想定した内容・表現にする。なお、支援人材の育

成は、地域全体の支援力向上の取組が重要であること、スーパーバイズ体制や外部研修に関す

る内容を含めた内容・表現にする。 
(２) 具体的な修正内容 

総合センター内検討チームにより、具体的には、分類構造を大・中見出しとその具体的内容の３

層構造に単純化するとともに、重要な内容をより明確に項目として示すことができるように分類や

タイトル等を整理し、中見出しで要約的な説明文を加えた。 

 網羅的リストでは、大・中・小見出しの構成であったが、「知識・スキル等リスト（草案）」で

は大・中見出しのより単純化した見出し構成とし、小見出しは具体的内容とした。 
 大見出し11項目、中見出し20項目、小見出し49項目であったが、「知識・スキル等リスト

（草案）」は、中見出しまでの構成とし、知識・スキル等の主要な構成要素を網羅するよ

うに大見出し16項目、中見出し64項目とした。 

 大見出しは、理念と基本姿勢の区別、支援制度等と企業経営等の区別、相談と記録・伝

達の区別、アセスメントとプランニングの区別、職場適応支援と生活支援の区別により、

５項目増加した。 

 網羅的リストの中見出し20項目、小見出し49項目、合計63項目の分類を整理し、中見出

し64項目にまとめ、小見出しの内容は具体的内容として整理した。 

 自己理解・自己選択・自己決定の支援は、アセスメントやプランニングの前に移動した。 

 有識者からの意見を踏まえ、主要な知識・スキル等の内容を網羅した内容となるように大見出
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し、中見出しのタイトルを見直した。 

 知識・スキル等の具体的内容は、中見出しレベルで数項目毎にまとめ、具体的に記載するとと

もに、それらを中見出しレベルでまとめて要約する説明文を加えた。 

 知識・スキル等の具体的内容は、中見出しレベルの内容を共有しながらも、それぞれ特

徴的な要素となるように、項目数と記述内容を検討した。 

(３) 知識・スキル等リスト（草案）の作成 

最終的に知識・スキル等リスト（草案）は、大見出し 16 項目、中見出し 64 項目、具体的内容は

200 項目となった。表２－７には、大・中見出し項目とともに、中見出し項目以下にまとめた知識・

スキル等の具体的内容の項目数を示す。具体的内容は、次節において、その内容へのアンケート結

果とともに示す。 
 

表２－７ 「知識・スキル等リスト（草案）」の大・中見出し及び知識・スキル等の項目数 
１ 障害者の就労支援の理念と目的 
ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援（３） 
イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解（２）   
ウ 障害についての基本的知識と理解（２） 

２ 就労支援における支援者の基本的姿勢 
ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識（４） 
イ 就労支援において支援者が取るべき態度（２） 
ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処（３） 
エ 支援者自身の健康面のケア（２） 
オ 最新情報の収集と自己研鑽（３） 

３ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 
ア 障害福祉、所得補償（４） 
イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス（３） 

４ 企業経営と雇用管理 
ア 企業経営や労働市場の動向把握（３） 
イ 雇用管理（２） 

５ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 
ア 相談を行う基本的な態度（４） 
イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談（３） 
ウ 相手に合わせた分かりやすい説明（４） 

６ 支援者間の記録・伝達 
ア 分かり易い記録・伝達（３） 
イ 記録・情報の適切な取り扱い（２） 

７ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 
ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援（２） 
イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用（４） 
ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談（２） 
エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援（３） 

８ 就労支援のアセスメント 
ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント（４） 
イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント（３） 
ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント（４） 
エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント（２） 
オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント（３） 
カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集（３） 
キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント（２）   
ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント（２） 

 

９ 就労支援のプランニング 
ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有（３） 
イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング（４） 

10 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 
ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援（３） 
イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援（４） 
ウ 生活面の自立や自己管理の支援（３） 
エ 通勤支援（２）   

11 求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 
ア 障害者の求人選択支援（４） 
イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援（２） 
ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集（２） 
エ 障害者の求職活動の支援（３） 
オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援（２） 
カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援（６） 
キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援（５） 
ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供（２） 

12 職場（実習中含む）への適応支援 
ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援（４） 
イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案（２） 
ウ ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援（４） 
エ フォローアップ（５） 
オ 休職者の職場復帰支援（４） 
カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援（４） 

13 職業生活を支える生活や体調管理の支援 
ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供（４） 
イ 生活設計を一緒に検討する相談（２） 
ウ 体調管理の支援（４） 

14 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 
ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供（４） 
イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援（３） 
ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援（３） 
エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援（３） 
オ 職務・課題分析と解決策の提案（５） 

15 関係機関や家族との連携 
ア 連携の必要性の判断と紹介（４） 
イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築（３） 
ウ 関係機関とのチーム支援（４） 
エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり（３） 
オ 家族等との連携（２） 

16 障害者雇用の啓発と支援人材育成 
ア 障害者雇用を広めるための啓発（２） 
イ 組織や地域の支援人材の育成（３） 
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し、中見出しのタイトルを見直した。 

 知識・スキル等の具体的内容は、中見出しレベルで数項目毎にまとめ、具体的に記載するとと

もに、それらを中見出しレベルでまとめて要約する説明文を加えた。 

 知識・スキル等の具体的内容は、中見出しレベルの内容を共有しながらも、それぞれ特

徴的な要素となるように、項目数と記述内容を検討した。 

(３) 知識・スキル等リスト（草案）の作成 

最終的に知識・スキル等リスト（草案）は、大見出し 16 項目、中見出し 64 項目、具体的内容は

200 項目となった。表２－７には、大・中見出し項目とともに、中見出し項目以下にまとめた知識・

スキル等の具体的内容の項目数を示す。具体的内容は、次節において、その内容へのアンケート結

果とともに示す。 
 

表２－７ 「知識・スキル等リスト（草案）」の大・中見出し及び知識・スキル等の項目数 
１ 障害者の就労支援の理念と目的 
ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援（３） 
イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解（２）   
ウ 障害についての基本的知識と理解（２） 

２ 就労支援における支援者の基本的姿勢 
ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識（４） 
イ 就労支援において支援者が取るべき態度（２） 
ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処（３） 
エ 支援者自身の健康面のケア（２） 
オ 最新情報の収集と自己研鑽（３） 

３ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 
ア 障害福祉、所得補償（４） 
イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス（３） 

４ 企業経営と雇用管理 
ア 企業経営や労働市場の動向把握（３） 
イ 雇用管理（２） 

５ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 
ア 相談を行う基本的な態度（４） 
イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談（３） 
ウ 相手に合わせた分かりやすい説明（４） 

６ 支援者間の記録・伝達 
ア 分かり易い記録・伝達（３） 
イ 記録・情報の適切な取り扱い（２） 

７ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 
ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援（２） 
イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用（４） 
ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談（２） 
エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援（３） 

８ 就労支援のアセスメント 
ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント（４） 
イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント（３） 
ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント（４） 
エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント（２） 
オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント（３） 
カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集（３） 
キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント（２）   
ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント（２） 

 

９ 就労支援のプランニング 
ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有（３） 
イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング（４） 

10 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 
ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援（３） 
イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援（４） 
ウ 生活面の自立や自己管理の支援（３） 
エ 通勤支援（２）   

11 求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 
ア 障害者の求人選択支援（４） 
イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援（２） 
ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集（２） 
エ 障害者の求職活動の支援（３） 
オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援（２） 
カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援（６） 
キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援（５） 
ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供（２） 

12 職場（実習中含む）への適応支援 
ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援（４） 
イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案（２） 
ウ ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援（４） 
エ フォローアップ（５） 
オ 休職者の職場復帰支援（４） 
カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援（４） 

13 職業生活を支える生活や体調管理の支援 
ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供（４） 
イ 生活設計を一緒に検討する相談（２） 
ウ 体調管理の支援（４） 

14 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 
ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供（４） 
イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援（３） 
ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援（３） 
エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援（３） 
オ 職務・課題分析と解決策の提案（５） 

15 関係機関や家族との連携 
ア 連携の必要性の判断と紹介（４） 
イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築（３） 
ウ 関係機関とのチーム支援（４） 
エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり（３） 
オ 家族等との連携（２） 

16 障害者雇用の啓発と支援人材育成 
ア 障害者雇用を広めるための啓発（２） 
イ 組織や地域の支援人材の育成（３） 
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第４節 地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見集約 

 

１ 調査目的 

文献調査及び有識者へのヒアリング結果を踏まえて作成した知識・スキル等リスト（草案）につ

いて、効果的な就労支援を実施するノウハウを持っていると考えられる就業・生活支援センター又

は就労移行／定着支援事業所に所属する経験豊富な就労支援実務者からの意見を集約し、より就労

支援実務の実態に即した必要な知識・スキル等の内容を、リストに反映することを目的に調査を実

施した。 

 

２ 調査方法 

(１) 調査対象機関 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等に関する意見を集約することを目的としているため、

一定の支援ノウハウを持っていたり効果的な支援を実践していると考えられる就労支援機関は、前

節の有識者及び全国の地域障害者職業センター（支所を含む）からの推薦によるもとし、就業・生

活支援センター56 機関、就労移行／定着支援事業所 98 機関、計 154 機関を選定した。 

ア 有識者からの推薦 

第１に、前節でヒアリングを行った有識者それぞれの視点から、効果的な支援を実施するノウハ

ウを持っていると考えられる就労支援機関を数件ずつ推薦を受けた。 

イ 地域障害者職業センターからの推薦 

第２に、全国の地域障害者職業センター（支所を含む）に、就労支援の一連のプロセスに関する

知識・スキル等を十分に有していると考えられる就労支援機関に関する情報提供を依頼した。この

際、地域障害者職業センターには、障害者職業総合センター（2023）で就労支援の成果向上の要因

として示されている内容を参考にした下記の５点を選定の目安として提示し、原則的に、これらの

条件のすべてを満たしている就労支援機関について、推薦を受けた。 

 長年、障害者就労支援を担当しており、就職前から就職後にかけての総合的な就労支援（就業・

生活両面の支援や、障害者・企業双方の支援）の経験が豊富な就労支援実務者が在籍している

こと 
 地域の就労支援担当者や企業の障害者雇用担当者を対象とした研修等で講師や話題提供者と

して登壇することがある就労支援実務者が在籍していること 
 ハローワーク、地域障害者職業センター、医療機関、福祉機関等の様々な関係機関と有機的な

ネットワークを構築して就労支援を行っていること 
 地域の就労支援人材の育成に積極的で、情報交換会、研修等の開催を定期的に行っていること 
 組織内の人材育成（内部の研修や情報共有、相談体制の構築等）を積極的に行っており、特定

の担当者だけでなく、組織として就労支援ノウハウを蓄積しており、どの担当者であっても一

定以上の支援が行えること 
 

 

(２) 調査回答方法 

ア 調査対象者 

調査対象機関の管理者に、所属する就業支援担当者（主任含む）、就労支援員、就労定着支援員の

いずれかで、就労支援の経験が豊富な方１名を選定してもらい、調査対象者とした。 

イ 意見集約を行う知識・スキル等の分担 

大見出し 16 項目、中見出し 64 項目、具体的内容は 200 項目からなる「知識・スキル等リスト（草

案）」の内容すべてについて回答を求めるのは対象者の負担が大きいと考えられた。大見出し項目下

の項目数が異なるため、回答者１人当たりの回答項目が 60～70 項目になるように、意見集約を行

う知識・スキル等を大見出し単位で分担した７つの調査票を作成した。 

７つの調査票の対象機関は、就業・生活支援センターと就労移行／定着支援事業所の機関種ごと

にランダムに振り分けを行った。なお、Ａ～Ｇのすべての調査について、就業・生活支援センター

は８機関ずつ、就労移行／定着支援事業所は 14 機関ずつ振り分けた。なお、大見出しでの提示順が

一定であると、回答を途中で中止した対象者がいた場合に、大見出しの後の項目への回答が少なく

なるため、それを避けるために、知識・スキル等の提示の順番を設定した（表２－８）。 
 

表２－８ 各調査票（Ａ～Ｇ）の分担箇所 

  分担箇所（大見出し名で表記） 

調査

Ａ 

１ 障害者の

就労支援の理

念と目的 

２ 就労支援

における支援

者の基本的姿

勢 

８ 就労支援

のアセスメン

ト 

９ 就労支援

のプランニン

グ 

３ 障害者就

労支援に関す

る法令・制

度・サービス 

  

調査

Ｂ 

８ 就労支援

のアセスメン

ト 

９ 就労支援

のプランニン

グ 

５ 様々な相

手との相談・

説明 

７ 障害者の

自己理解・自

己選択・自己

決定の支援 

16 障害者雇

用の啓発と支

援人材育成 

  

調査

Ｃ 

10 職業生活

に必要なスキ

ル習得に向け

た支援 

６ 支援者間

の記録・伝達 

11 求人選

択・求職活動

や職場への移

行時の支援 

２ 就労支援

における支援

者の基本的姿

勢 

    

調査

Ｄ 

11 求人選

択・求職活動

や職場への移

行時の支援 

12 職場への

適応支援 

１ 障害者の

就労支援の理

念と目的 

      

調査

Ｅ 

４ 企業経営

と雇用管理 

14 障害者雇

用に取り組む

企業のアセス

メントと支援 

12 職場への

適応支援 

13 職業生活

を支える生活

や体調管理の

支援 

    

調査

Ｆ 

15 関係機関

や家族との連

携 

13 職業生活

を支える生活

や体調管理の

支援 

16 障害者雇

用の啓発と支

援人材育成 

６ 支援者間

の記録・伝達 

４ 企業経営

と雇用管理 

14 障害者雇

用に取り組む

企業のアセス

メントと支援 

調査

Ｇ 

３ 障害者就

労支援に関す

る法令・制

度・サービス 

５ 様々な相

手との相談・

説明 

７ 障害者の

自己理解・自

己選択・自己

決定の支援 

10 職業生活

に必要なスキ

ル習得に向け

た支援 

15 関係機関

や家族との連

携 

  

＊分担箇所は、調査票における設問の順番で標記している（左から順に回答してもらった） 
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第４節 地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見集約 

 

１ 調査目的 

文献調査及び有識者へのヒアリング結果を踏まえて作成した知識・スキル等リスト（草案）につ

いて、効果的な就労支援を実施するノウハウを持っていると考えられる就業・生活支援センター又

は就労移行／定着支援事業所に所属する経験豊富な就労支援実務者からの意見を集約し、より就労

支援実務の実態に即した必要な知識・スキル等の内容を、リストに反映することを目的に調査を実

施した。 

 

２ 調査方法 

(１) 調査対象機関 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等に関する意見を集約することを目的としているため、

一定の支援ノウハウを持っていたり効果的な支援を実践していると考えられる就労支援機関は、前

節の有識者及び全国の地域障害者職業センター（支所を含む）からの推薦によるもとし、就業・生

活支援センター56 機関、就労移行／定着支援事業所 98 機関、計 154 機関を選定した。 

ア 有識者からの推薦 

第１に、前節でヒアリングを行った有識者それぞれの視点から、効果的な支援を実施するノウハ

ウを持っていると考えられる就労支援機関を数件ずつ推薦を受けた。 

イ 地域障害者職業センターからの推薦 

第２に、全国の地域障害者職業センター（支所を含む）に、就労支援の一連のプロセスに関する

知識・スキル等を十分に有していると考えられる就労支援機関に関する情報提供を依頼した。この

際、地域障害者職業センターには、障害者職業総合センター（2023）で就労支援の成果向上の要因

として示されている内容を参考にした下記の５点を選定の目安として提示し、原則的に、これらの

条件のすべてを満たしている就労支援機関について、推薦を受けた。 

 長年、障害者就労支援を担当しており、就職前から就職後にかけての総合的な就労支援（就業・

生活両面の支援や、障害者・企業双方の支援）の経験が豊富な就労支援実務者が在籍している

こと 
 地域の就労支援担当者や企業の障害者雇用担当者を対象とした研修等で講師や話題提供者と

して登壇することがある就労支援実務者が在籍していること 
 ハローワーク、地域障害者職業センター、医療機関、福祉機関等の様々な関係機関と有機的な

ネットワークを構築して就労支援を行っていること 
 地域の就労支援人材の育成に積極的で、情報交換会、研修等の開催を定期的に行っていること 
 組織内の人材育成（内部の研修や情報共有、相談体制の構築等）を積極的に行っており、特定

の担当者だけでなく、組織として就労支援ノウハウを蓄積しており、どの担当者であっても一

定以上の支援が行えること 
 

 

(２) 調査回答方法 

ア 調査対象者 

調査対象機関の管理者に、所属する就業支援担当者（主任含む）、就労支援員、就労定着支援員の

いずれかで、就労支援の経験が豊富な方１名を選定してもらい、調査対象者とした。 

イ 意見集約を行う知識・スキル等の分担 

大見出し 16 項目、中見出し 64 項目、具体的内容は 200 項目からなる「知識・スキル等リスト（草

案）」の内容すべてについて回答を求めるのは対象者の負担が大きいと考えられた。大見出し項目下

の項目数が異なるため、回答者１人当たりの回答項目が 60～70 項目になるように、意見集約を行

う知識・スキル等を大見出し単位で分担した７つの調査票を作成した。 

７つの調査票の対象機関は、就業・生活支援センターと就労移行／定着支援事業所の機関種ごと

にランダムに振り分けを行った。なお、Ａ～Ｇのすべての調査について、就業・生活支援センター

は８機関ずつ、就労移行／定着支援事業所は 14 機関ずつ振り分けた。なお、大見出しでの提示順が

一定であると、回答を途中で中止した対象者がいた場合に、大見出しの後の項目への回答が少なく

なるため、それを避けるために、知識・スキル等の提示の順番を設定した（表２－８）。 
 

表２－８ 各調査票（Ａ～Ｇ）の分担箇所 

  分担箇所（大見出し名で表記） 

調査

Ａ 

１ 障害者の

就労支援の理

念と目的 

２ 就労支援

における支援

者の基本的姿

勢 

８ 就労支援

のアセスメン

ト 

９ 就労支援

のプランニン

グ 

３ 障害者就

労支援に関す

る法令・制

度・サービス 

  

調査

Ｂ 

８ 就労支援

のアセスメン

ト 

９ 就労支援

のプランニン

グ 

５ 様々な相

手との相談・

説明 

７ 障害者の

自己理解・自

己選択・自己

決定の支援 

16 障害者雇

用の啓発と支

援人材育成 

  

調査

Ｃ 

10 職業生活

に必要なスキ

ル習得に向け

た支援 

６ 支援者間

の記録・伝達 

11 求人選

択・求職活動

や職場への移

行時の支援 

２ 就労支援

における支援

者の基本的姿

勢 

    

調査

Ｄ 

11 求人選

択・求職活動

や職場への移

行時の支援 

12 職場への

適応支援 

１ 障害者の

就労支援の理

念と目的 

      

調査

Ｅ 

４ 企業経営

と雇用管理 

14 障害者雇

用に取り組む

企業のアセス

メントと支援 

12 職場への

適応支援 

13 職業生活

を支える生活

や体調管理の

支援 

    

調査

Ｆ 

15 関係機関

や家族との連

携 

13 職業生活

を支える生活

や体調管理の

支援 

16 障害者雇

用の啓発と支

援人材育成 

６ 支援者間

の記録・伝達 

４ 企業経営

と雇用管理 

14 障害者雇

用に取り組む

企業のアセス

メントと支援 

調査

Ｇ 

３ 障害者就

労支援に関す

る法令・制

度・サービス 

５ 様々な相

手との相談・

説明 

７ 障害者の

自己理解・自

己選択・自己

決定の支援 

10 職業生活

に必要なスキ

ル習得に向け

た支援 

15 関係機関

や家族との連

携 

  

＊分担箇所は、調査票における設問の順番で標記している（左から順に回答してもらった） 
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ウ 調査協力の依頼 

調査対象機関の管理者に郵送及び電子メールにて調査協力依頼を送付した。なお、調査協力依頼

には、調査Ａ～Ｇそれぞれに対応するウェブアンケートフォームのアドレスとパスワードを記載し、

振り分けた調査対象機関が、間違いなく該当する調査にアクセスできるようにした。 

エ 回答方法 

回答は、調査協力依頼に記載した障害者職業総合センター研究部門ホームページからリンク可能

なウェブフォームにより行ってもらった。回答は、選択式及び自由記述式とした。 

(３) 実施期間 

 2023 年９月～2023 年 10 月 

(４) 調査内容（参照：巻末資料３） 

ア 回答者の属性 

回答者の所属機関で実施・運営している事業、回答者の職種、就労支援実務に従事している期間、

保有資格等について選択式で回答を求めた。 

イ 必要な知識・スキル等の内容の意見集約に関する質問 

知識・スキル等リスト（草案）についての質問は、それぞれ割り当てられた大見出し項目につい

て、まず、中見出しレベルで内容の重要度について聞き、その後に具体的内容について内容の適切

さについて聞き、最後にその大見出しレベルで追加すべき知識・スキル等を聞くものとした。 

（ア） 中見出しレベルでの質問 

この知識・スキル等を就労支援実務者が習得することは、効果的な就労支援を実施する上で、ど

の程度重要だと思うか、「重要度がとても高い」「重要度が高い」「どちらとも言えない」「重要度は

あまり高くない」「重要度は低い」の５件法で回答してもらった。 

（イ） 具体的内容レベルでの質問 

具体的内容それぞれについて、内容の適切さについて「適切」か「要修正」の２件法で回答して

もらった。 

「要修正」を選択した場合に、その理由について「支援の実態と合わない」「必要性が低い内容が

ある」「追加すべき内容がある」「文章・表現が分かりにくい」「その他」の中から選択してもらい（複

数回答可）、修正案や意見について自由記述方式で回答を求めた。 

（ウ） 大見出しレベルでの質問 

大見出し項目ごとに、現在記載している内容以外に追加すべき知識・スキル等があった場合に、

自由記述方式で回答を求めた。 

(５) 研究倫理 

調査実施の人権、個人情報保護、データ管理、研究発表等について、障害者職業総合センター研

究倫理審査委員会の審議の上、妥当と認められた。 

  

 

３ 回答者の基本属性 

(１) 有効回収数 

ウェブフォームへの記入があった回答のうち、「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うため

に必要な知識・スキル等の内容に関する質問」について、大見出し項目１つ以上回答を完了してい

た場合に有効回答とした。 

有効回答は、111 件（回収率 72.1％）であった。ただし、このうち１名は就労支援実務の従事期

間が１年未満と回答しており、本調査の対象としている「就労支援の経験が豊富な方」に合致しな

いと判断し、分析対象からは除外した。 

(２) 回答者の所属機関で実施・運営している事業 

回答者の所属機関で実施・運営している事業は、表２－９のとおり、就労移行支援事業と就労定

着支援事業の両方を実施している機関が最も多く、次いで就業・生活支援センター、就労移行支援

事業のみ実施している機関が比較的多かった。なお、以下の機関種別の分析を行う際には、就業・

生活支援センター及び就労移行事業又は就労定着支援事業を実施していると回答した４機関は、実

施・運営している事業が特定できないものとして分析から除外し、就労定着支援事業のみ実施して

いる機関は１機関であるため、就労移行支援事業のみ、就労移行支援事業及び就労移行支援事業、

就労移行支援事業のみと回答した機関を「就労移行／定着支援事業所」とし、分析を行うこととし

た。 
表２－９ 回答者の所属機関で実施・運営している事業 

実施・運営している事業名 回答数  ％ 

障害者就業・生活支援センター事業 34 30.9% 

就労移行支援事業のみ 16 14.5% 

就労移行支援事業及び就労定着支援事業 55 50.0% 

就労定着支援事業のみ 1 0.9% 

就業・生活支援センター及び 

就労移行事業又は就労定着支援事業 
4 3.6% 

合計 110  

％は、回答者数（n=110）に占める割合   

 
(３) 回答者の経験や専門性等 

回答者の属性を、障害者職業総合センターの最近の一般の就労支援担当者の調査1における回答者

の属性と比較すると、回答者は、就労支援を担当する役職で、専門性や経験年数の長い者であった

ことが確認された。 

ア 回答者の職種 

回答者の職種は表２－10 のとおりで、就業・生活支援センターでは主任就業支援担当者が最も多

く、就労移行／定着支援事業所では就労支援員が最も多かった。また、管理職が回答者のうちの

41.5％を占め、就業・生活支援センターの回答者は、管理職が回答者のうちの 52.9％と半分以上を

占め、就労移行／定着支援事業所では管理職だけでなく、サービス管理責任者や生活支援担当者も

 
1 障害者職業総合センター調査研究報告書 No.167「就労支援機関における人材育成と支援ノウハウ蓄

積等の現状と課題に関する調査研究」、2023. 
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ウ 調査協力の依頼 

調査対象機関の管理者に郵送及び電子メールにて調査協力依頼を送付した。なお、調査協力依頼

には、調査Ａ～Ｇそれぞれに対応するウェブアンケートフォームのアドレスとパスワードを記載し、

振り分けた調査対象機関が、間違いなく該当する調査にアクセスできるようにした。 

エ 回答方法 

回答は、調査協力依頼に記載した障害者職業総合センター研究部門ホームページからリンク可能

なウェブフォームにより行ってもらった。回答は、選択式及び自由記述式とした。 

(３) 実施期間 

 2023 年９月～2023 年 10 月 

(４) 調査内容（参照：巻末資料３） 

ア 回答者の属性 

回答者の所属機関で実施・運営している事業、回答者の職種、就労支援実務に従事している期間、

保有資格等について選択式で回答を求めた。 

イ 必要な知識・スキル等の内容の意見集約に関する質問 

知識・スキル等リスト（草案）についての質問は、それぞれ割り当てられた大見出し項目につい

て、まず、中見出しレベルで内容の重要度について聞き、その後に具体的内容について内容の適切

さについて聞き、最後にその大見出しレベルで追加すべき知識・スキル等を聞くものとした。 

（ア） 中見出しレベルでの質問 

この知識・スキル等を就労支援実務者が習得することは、効果的な就労支援を実施する上で、ど

の程度重要だと思うか、「重要度がとても高い」「重要度が高い」「どちらとも言えない」「重要度は

あまり高くない」「重要度は低い」の５件法で回答してもらった。 

（イ） 具体的内容レベルでの質問 

具体的内容それぞれについて、内容の適切さについて「適切」か「要修正」の２件法で回答して

もらった。 

「要修正」を選択した場合に、その理由について「支援の実態と合わない」「必要性が低い内容が

ある」「追加すべき内容がある」「文章・表現が分かりにくい」「その他」の中から選択してもらい（複

数回答可）、修正案や意見について自由記述方式で回答を求めた。 

（ウ） 大見出しレベルでの質問 

大見出し項目ごとに、現在記載している内容以外に追加すべき知識・スキル等があった場合に、

自由記述方式で回答を求めた。 

(５) 研究倫理 

調査実施の人権、個人情報保護、データ管理、研究発表等について、障害者職業総合センター研

究倫理審査委員会の審議の上、妥当と認められた。 

  

 

３ 回答者の基本属性 

(１) 有効回収数 

ウェブフォームへの記入があった回答のうち、「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うため

に必要な知識・スキル等の内容に関する質問」について、大見出し項目１つ以上回答を完了してい

た場合に有効回答とした。 

有効回答は、111 件（回収率 72.1％）であった。ただし、このうち１名は就労支援実務の従事期

間が１年未満と回答しており、本調査の対象としている「就労支援の経験が豊富な方」に合致しな

いと判断し、分析対象からは除外した。 

(２) 回答者の所属機関で実施・運営している事業 

回答者の所属機関で実施・運営している事業は、表２－９のとおり、就労移行支援事業と就労定

着支援事業の両方を実施している機関が最も多く、次いで就業・生活支援センター、就労移行支援

事業のみ実施している機関が比較的多かった。なお、以下の機関種別の分析を行う際には、就業・

生活支援センター及び就労移行事業又は就労定着支援事業を実施していると回答した４機関は、実

施・運営している事業が特定できないものとして分析から除外し、就労定着支援事業のみ実施して

いる機関は１機関であるため、就労移行支援事業のみ、就労移行支援事業及び就労移行支援事業、

就労移行支援事業のみと回答した機関を「就労移行／定着支援事業所」とし、分析を行うこととし

た。 
表２－９ 回答者の所属機関で実施・運営している事業 

実施・運営している事業名 回答数  ％ 

障害者就業・生活支援センター事業 34 30.9% 

就労移行支援事業のみ 16 14.5% 

就労移行支援事業及び就労定着支援事業 55 50.0% 

就労定着支援事業のみ 1 0.9% 

就業・生活支援センター及び 

就労移行事業又は就労定着支援事業 
4 3.6% 

合計 110  

％は、回答者数（n=110）に占める割合   

 
(３) 回答者の経験や専門性等 

回答者の属性を、障害者職業総合センターの最近の一般の就労支援担当者の調査1における回答者

の属性と比較すると、回答者は、就労支援を担当する役職で、専門性や経験年数の長い者であった

ことが確認された。 

ア 回答者の職種 

回答者の職種は表２－10 のとおりで、就業・生活支援センターでは主任就業支援担当者が最も多

く、就労移行／定着支援事業所では就労支援員が最も多かった。また、管理職が回答者のうちの

41.5％を占め、就業・生活支援センターの回答者は、管理職が回答者のうちの 52.9％と半分以上を

占め、就労移行／定着支援事業所では管理職だけでなく、サービス管理責任者や生活支援担当者も

 
1 障害者職業総合センター調査研究報告書 No.167「就労支援機関における人材育成と支援ノウハウ蓄

積等の現状と課題に関する調査研究」、2023. 
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一定数含まれていた（表２－11）。 
 

表２－10 回答者の職種 

  就業・生活支援センター 
就労移行／定着支援

事業所 
合計 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

主任就業支援担当者 23 67.6% 13 18.1% 36 34.0% 

就業支援担当者 9 26.5% 6 8.3% 15 14.2% 

就労支援員 1 2.9% 47 65.3% 48 45.3% 

就労定着支援員 1 2.9% 33 45.8% 34 32.1% 

計 34   72   106   

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。複数回答あり。 

 

表２－11 回答者が兼務する職種 

 就業・生活支援センター 
就労移行/ 

定着支援事業所 
合計 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

管理者、センター長、施設

長、部長等の事業所の管理職 
18 52.9% 26 36.1% 44 41.5% 

サービス管理責任者 0 0.0% 21 29.2% 21 19.8% 

生活支援員、生活支援担当者 2 5.9% 11 15.3% 13 12.3% 

この中には該当なし 12 35.3% 23 31.9% 35 33.0% 

無回答 2 5.9% 1 1.4% 3  2.8% 

機関種ごとの回答者数  34  72  106  

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。複数回答あり。 

 
イ  回答者の就労支援従事期間 

回答者の就労支援従事期間のうち、最も多かったのは 10 年以上で 50.9％と半分以上を占めてい

た。次いで多かったのは５年～10 年未満であり、５年以上の回答が概ね９割を占めていた。就業・

生活支援センターと就労移行／定着支援事業所別にクロス集計を行ったところ、いずれの機関種で

も５年以上の回答が９割近くであった（表２－12）。 
 

表２－12 機関種と回答者の就労支援従事期間とのクロス集計 

  
就業・生活支援センター 

就労移行/ 

定着支援事業所 
合計      

  回答数 ％ 回答数 ％  回答数   ％ 
１年～３年未満 1 2.9% 2 2.8% 3 2.8% 
３年～５年未満 2 5.9% 6 8.3% 8 7.6% 
５年～10 年未満 12 35.3% 29 40.3% 41 38.7% 

10 年以上 19 55.9% 35 48.6% 54 50.9% 
合計 34  72  106  

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。 

 
ウ 回答者が保有している資格等 

回答者が現在保有している就労支援及び福祉・医療・対人関係の資格等については、職場適応援

助者が 53.8％と回答者の半分以上を占めた。次いで社会福祉士、精神保健福祉士の保有者が多かっ

 

た（表２－13）。就業・生活支援センターと就労移行／定着支援事業所別にクロス集計を行ったとこ

ろ、社会福祉士の保有者について、就業・生活支援センターで 58.8％と多かった（表２－13）。 
 

表２－13 機関種と回答者が保有している資格等のクロス集計 

  
就業・生活支援セン

ター 

就労移行/ 

定着支援事業所 
計 

  回答数 ％ 回答数 ％   ％ 

職場適応援助者（ジョブコーチ） 18 52.9% 39 54.2% 57 53.8% 

社会福祉士 20 58.8% 15 20.8% 35 33.0% 

精神保健福祉士 13 38.2% 15 20.8% 28 26.4% 

介護福祉士 4 11.8% 9 12.5% 13 12.3% 

公認心理師 2 5.9% 6 8.3% 8 7.5% 

臨床心理士 0 0.0% 1 1.4% 1 0.9% 

国家資格キャリアコンサルタント 1 2.9% 5 6.9% 6 5.7% 

キャリアコンサルティング技能士 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

産業カウンセラー 1 2.9% 1 1.4% 2 1.9% 

作業療法士 1 2.9% 3 4.2% 4 3.8% 

その他 8 23.5% 10 13.9% 18 17.0% 

保有資格なし（または無回答） 1 2.9% 11 15.3% 12 11.3% 

機関種ごとの回答者数  34 72 106 

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。複数回答あり。 

 

４ 知識・スキル等の重要度の評定結果 

知識・スキル等リスト（草案）の中見出しレベルで、効果的な就労支援を実施する上での重要度

の評定結果を集計・分析した。 

(１) 知識・スキル等ごと重要度の評定 

知識・スキル等リスト（草案）のタイトルごとの重要度の評定について、「重要度がとても高い」

を５点、「重要度が高い」を４点、「どちらとも言えない」を３点、「重要度はあまり高くない」を２

点、「重要度は低い」を１点として、平均値を求め比較した。 

図２－１に示すように、多くの知識・スキル等の重要度の評定は高く、重要度が高いと回答する

割合も高かった。平均が最も高かったのは「８－イ：作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に

整理・分析するアセスメント」と「８－カ：アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収

集」であり、次いで「15－イ：連携先機関への情報提供と連携体制の構築」「８－ア：ニーズの引き

出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント」「２－イ：就労支援において支援者が取

るべき態度」であった。一方、平均が最も低かったのは「11－ク：職場適応・定着に役立つ機器や

資源の情報提供」であり、次いで「10－エ：通勤支援」「11－オ：求職活動の一環としての職業能力

開発の選択支援」「４－イ：雇用管理」「８－キ：アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセ

スメント」となった。 

 

 

 

－ 62 －



 

一定数含まれていた（表２－11）。 
 

表２－10 回答者の職種 

  就業・生活支援センター 
就労移行／定着支援

事業所 
合計 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

主任就業支援担当者 23 67.6% 13 18.1% 36 34.0% 

就業支援担当者 9 26.5% 6 8.3% 15 14.2% 

就労支援員 1 2.9% 47 65.3% 48 45.3% 

就労定着支援員 1 2.9% 33 45.8% 34 32.1% 

計 34   72   106   

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。複数回答あり。 

 

表２－11 回答者が兼務する職種 

 就業・生活支援センター 
就労移行/ 

定着支援事業所 
合計 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

管理者、センター長、施設

長、部長等の事業所の管理職 
18 52.9% 26 36.1% 44 41.5% 

サービス管理責任者 0 0.0% 21 29.2% 21 19.8% 

生活支援員、生活支援担当者 2 5.9% 11 15.3% 13 12.3% 

この中には該当なし 12 35.3% 23 31.9% 35 33.0% 

無回答 2 5.9% 1 1.4% 3  2.8% 

機関種ごとの回答者数  34  72  106  

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。複数回答あり。 

 
イ  回答者の就労支援従事期間 

回答者の就労支援従事期間のうち、最も多かったのは 10 年以上で 50.9％と半分以上を占めてい

た。次いで多かったのは５年～10 年未満であり、５年以上の回答が概ね９割を占めていた。就業・

生活支援センターと就労移行／定着支援事業所別にクロス集計を行ったところ、いずれの機関種で

も５年以上の回答が９割近くであった（表２－12）。 
 

表２－12 機関種と回答者の就労支援従事期間とのクロス集計 

  
就業・生活支援センター 

就労移行/ 

定着支援事業所 
合計      

  回答数 ％ 回答数 ％  回答数   ％ 
１年～３年未満 1 2.9% 2 2.8% 3 2.8% 
３年～５年未満 2 5.9% 6 8.3% 8 7.6% 
５年～10 年未満 12 35.3% 29 40.3% 41 38.7% 

10 年以上 19 55.9% 35 48.6% 54 50.9% 
合計 34  72  106  

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。 

 
ウ 回答者が保有している資格等 

回答者が現在保有している就労支援及び福祉・医療・対人関係の資格等については、職場適応援

助者が 53.8％と回答者の半分以上を占めた。次いで社会福祉士、精神保健福祉士の保有者が多かっ

 

た（表２－13）。就業・生活支援センターと就労移行／定着支援事業所別にクロス集計を行ったとこ

ろ、社会福祉士の保有者について、就業・生活支援センターで 58.8％と多かった（表２－13）。 
 

表２－13 機関種と回答者が保有している資格等のクロス集計 

  
就業・生活支援セン

ター 

就労移行/ 

定着支援事業所 
計 

  回答数 ％ 回答数 ％   ％ 

職場適応援助者（ジョブコーチ） 18 52.9% 39 54.2% 57 53.8% 

社会福祉士 20 58.8% 15 20.8% 35 33.0% 

精神保健福祉士 13 38.2% 15 20.8% 28 26.4% 

介護福祉士 4 11.8% 9 12.5% 13 12.3% 

公認心理師 2 5.9% 6 8.3% 8 7.5% 

臨床心理士 0 0.0% 1 1.4% 1 0.9% 

国家資格キャリアコンサルタント 1 2.9% 5 6.9% 6 5.7% 

キャリアコンサルティング技能士 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

産業カウンセラー 1 2.9% 1 1.4% 2 1.9% 

作業療法士 1 2.9% 3 4.2% 4 3.8% 

その他 8 23.5% 10 13.9% 18 17.0% 

保有資格なし（または無回答） 1 2.9% 11 15.3% 12 11.3% 

機関種ごとの回答者数  34 72 106 

％は、機関種ごとの回答割合。運営する事業が特定できなかった４機関は除外。複数回答あり。 

 

４ 知識・スキル等の重要度の評定結果 

知識・スキル等リスト（草案）の中見出しレベルで、効果的な就労支援を実施する上での重要度

の評定結果を集計・分析した。 

(１) 知識・スキル等ごと重要度の評定 

知識・スキル等リスト（草案）のタイトルごとの重要度の評定について、「重要度がとても高い」

を５点、「重要度が高い」を４点、「どちらとも言えない」を３点、「重要度はあまり高くない」を２

点、「重要度は低い」を１点として、平均値を求め比較した。 

図２－１に示すように、多くの知識・スキル等の重要度の評定は高く、重要度が高いと回答する

割合も高かった。平均が最も高かったのは「８－イ：作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に

整理・分析するアセスメント」と「８－カ：アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収

集」であり、次いで「15－イ：連携先機関への情報提供と連携体制の構築」「８－ア：ニーズの引き

出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント」「２－イ：就労支援において支援者が取

るべき態度」であった。一方、平均が最も低かったのは「11－ク：職場適応・定着に役立つ機器や

資源の情報提供」であり、次いで「10－エ：通勤支援」「11－オ：求職活動の一環としての職業能力

開発の選択支援」「４－イ：雇用管理」「８－キ：アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセ

スメント」となった。 
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図２－１ 知識・スキル等ごとの重要度の回答の割合と平均値(１／２) 
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８－イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント(ｎ

＝29)

８－カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集(ｎ＝29)

15－イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築(ｎ＝31)

８－ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント(ｎ

＝31)

２－イ 就労支援において支援者が取るべき態度(ｎ＝27)

２－ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識(ｎ＝26)

９－ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有（ｎ＝29）

14－エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援(ｎ＝28)

14－オ 職務・課題分析と解決策の提案(ｎ＝28)

５－イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談(ｎ＝32)

７－ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援(ｎ＝32)

８－ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント(ｎ＝29)

５－ウ 相手に合わせた分かりやすい説明(ｎ＝32)

７－イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用(ｎ＝32)

11－イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援(ｎ＝29)

６－イ 記録・情報の適切な取り扱い(ｎ＝30)

５－ア 相談を行う基本的な態度(ｎ＝32)

８－エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント(ｎ＝29)

８－ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント(ｎ＝29)

11ーア 障害者の求人選択支援(ｎ＝29)

11－カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援(ｎ＝26)

11－キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援(ｎ＝26)

12－ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のた

めの支援(ｎ＝24)

12－エ フォローアップ(ｎ＝24)

15－ウ 関係機関とのチーム支援(ｎ＝31)

15－ア 連携の必要性の判断と紹介(ｎ＝31)

２－エ 支援者自身の健康面のケア(ｎ＝27)

７－ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談(ｎ＝31)

８－オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント(ｎ＝29)

１－イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解(ｎ＝25)

２－ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処(ｎ＝27)
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図２－１ 知識・スキル等ごとの重要度の回答の割合と平均値（２/２） 
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11－エ 障害者の求職活動の支援（ｎ＝28）

12－ウ ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援（ｎ＝24）

13－ウ 体調管理の支援（ｎ＝28）

２－オ 最新情報の収集と自己研鑽（ｎ＝27）

15－エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり（ｎ＝31）

15－オ 家族等との連携（ｎ＝31）

14－ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供（ｎ＝27）

６－ア 分かり易い記録・伝達（ｎ＝30）

12－イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案（ｎ＝23）

10－イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援（ｎ＝31）

３－ア 障害福祉、所得補償（ｎ＝29）

１－ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援（ｎ＝25）

14－ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援（ｎ＝28）

３－イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス（ｎ＝29）

９－イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング（ｎ＝29）

10－ウ 生活面の自立や自己管理の支援（ｎ＝29）

11－ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集（ｎ＝28）

１－ウ 障害についての基本的知識と理解（ｎ＝17）

12－カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援（ｎ＝14）

10－ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援（ｎ＝32）

14－イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援（ｎ＝26）

13－ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供（ｎ

＝28）

７－エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援（ｎ＝31）

16－イ 組織や地域の支援人材の育成（ｎ＝32）

12－オ 休職者の職場復帰支援（ｎ＝24）

13－イ 生活設計を一緒に検討する相談（ｎ＝28）

４－ア 企業経営や労働市場の動向把握（ｎ＝27）

16－ア 障害者雇用を広めるための啓発（ｎ＝32）

４－イ 雇用管理（ｎ＝29）

８－キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント（ｎ＝29）

11－オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援（ｎ＝27）

10－エ 通勤支援（ｎ＝29）

11－ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供（ｎ＝26）
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図２－１ 知識・スキル等ごとの重要度の回答の割合と平均値(１／２) 
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８－イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント(ｎ

＝29)

８－カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集(ｎ＝29)

15－イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築(ｎ＝31)

８－ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント(ｎ

＝31)

２－イ 就労支援において支援者が取るべき態度(ｎ＝27)

２－ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識(ｎ＝26)

９－ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有（ｎ＝29）

14－エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援(ｎ＝28)

14－オ 職務・課題分析と解決策の提案(ｎ＝28)

５－イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談(ｎ＝32)

７－ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援(ｎ＝32)

８－ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント(ｎ＝29)

５－ウ 相手に合わせた分かりやすい説明(ｎ＝32)

７－イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用(ｎ＝32)

11－イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援(ｎ＝29)

６－イ 記録・情報の適切な取り扱い(ｎ＝30)

５－ア 相談を行う基本的な態度(ｎ＝32)

８－エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント(ｎ＝29)

８－ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント(ｎ＝29)

11ーア 障害者の求人選択支援(ｎ＝29)

11－カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援(ｎ＝26)

11－キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援(ｎ＝26)

12－ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のた

めの支援(ｎ＝24)

12－エ フォローアップ(ｎ＝24)

15－ウ 関係機関とのチーム支援(ｎ＝31)

15－ア 連携の必要性の判断と紹介(ｎ＝31)

２－エ 支援者自身の健康面のケア(ｎ＝27)

７－ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談(ｎ＝31)

８－オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント(ｎ＝29)

１－イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解(ｎ＝25)

２－ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処(ｎ＝27)

重要度がとても高い 重要度が高い どちらとも言えない 重要度はあまり高くない 重要度は低い
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図２－１ 知識・スキル等ごとの重要度の回答の割合と平均値（２/２） 
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11－エ 障害者の求職活動の支援（ｎ＝28）

12－ウ ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援（ｎ＝24）

13－ウ 体調管理の支援（ｎ＝28）

２－オ 最新情報の収集と自己研鑽（ｎ＝27）

15－エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり（ｎ＝31）

15－オ 家族等との連携（ｎ＝31）

14－ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供（ｎ＝27）

６－ア 分かり易い記録・伝達（ｎ＝30）

12－イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案（ｎ＝23）

10－イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援（ｎ＝31）

３－ア 障害福祉、所得補償（ｎ＝29）

１－ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援（ｎ＝25）

14－ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援（ｎ＝28）

３－イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス（ｎ＝29）

９－イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング（ｎ＝29）

10－ウ 生活面の自立や自己管理の支援（ｎ＝29）

11－ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集（ｎ＝28）

１－ウ 障害についての基本的知識と理解（ｎ＝17）

12－カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援（ｎ＝14）

10－ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援（ｎ＝32）

14－イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援（ｎ＝26）

13－ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供（ｎ

＝28）

７－エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援（ｎ＝31）

16－イ 組織や地域の支援人材の育成（ｎ＝32）

12－オ 休職者の職場復帰支援（ｎ＝24）

13－イ 生活設計を一緒に検討する相談（ｎ＝28）

４－ア 企業経営や労働市場の動向把握（ｎ＝27）

16－ア 障害者雇用を広めるための啓発（ｎ＝32）

４－イ 雇用管理（ｎ＝29）

８－キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント（ｎ＝29）

11－オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援（ｎ＝27）

10－エ 通勤支援（ｎ＝29）

11－ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供（ｎ＝26）

重要度がとても高い 重要度が高い どちらとも言えない 重要度はあまり高くない 重要度は低い
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(２) 機関種ごとの差 

「重要度がとても高い」を５点、「重要度が高い」を４点、「どちらとも言えない」を３点、「重要

度はあまり高くない」を２点、「重要度は低い」を１点として、それぞれの知識・スキル等の重要度

についての得点の平均について、就業・生活支援センターと就労移行／定着支援事業所の平均の差

を分析するため、Mann-Whitney のＵ検定を行った結果を表２－14 に示す。 

「15－エ：地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり」だけで、１％水準（ｐ＝

0.008）で有意差が見られ、就業・生活支援センターで重要度がより高く評定されていた。 

その他、「11－キ：就職後の合理的配慮提供に向けた支援」についても就業・生活支援センターで

重要度がより高く評定され、一方、「13－ア：障害者のワークライフバランスと生活の充実のための

相談・情報提供」については、就労移行／定着支援事業所で重要度が高く評定される傾向が認めら

れた。 

その他の項目については、全般的に、今回の知識・スキル等リスト（草案）の項目の重要度の評

定には、機関種による差は認められなかった。 
 
表２－14 機関種により重要度に差が認められた項目（平均及び Mann-Whitney のＵ検定の結果） 

知識・スキル等（草案）の 

タイトル 
機関種別 回答数 

平均 

（標準偏差） 

Ｕ検定 

有意確率 

11－キ 
就職後の合理的配慮提供に

向けた支援 

就業・生活支援センター 8 4.88（0.35） 
ｐ＝0.090 

就労移行／定着支援事業所 18 4.44（0.51） 

13－ア 

障害者のワークライフバラ

ンスと生活の充実のための

相談・情報提供 

就業・生活支援センター 10 3.90（0.57） 
ｐ＝0.074 

就労移行／定着支援事業所 17 4.41（0.62） 

15－エ 

地域社会資源の情報収集と

情報交換・ネットワークづ

くり 

就業・生活支援センター 11 4.91（0.30） 
ｐ＝0.008 

就労移行／定着支援事業所 18 4.22（0.73） 

 

５ 知識・スキル等の具体的内容の適切さの評定と修正意見 

知識・スキル等リスト（草案）のある具体的内容 200 項目について、適切さを聞いた結果、「適

切」の評定が 100％は 45 項目、90％以上 100％未満が 105 項目、80％以上 90％未満が 46 項目、80％

未満であったのは４項目であった。 

具体的な修正意見としては、労働の権利や法規、合理的配慮の知識を持ち、障害者の自己理解・

自己決定を支援することが必要であることや、個別ニーズに対応する地域機関との連携、職業生活

に必要なスキル習得、職場適応から生活支援まで一貫した支援を行う知識とスキルが重要であるこ

と等、多様なものがあった。 

以下の表２－15 から表２－78 に、すべての具体的内容 200 項目について、適切さの評定と修正

意見の結果を示す。適切性は 90％以上で適切とされた項目は適切と評定されたとし、90％未満の項

目については適切性を低く評定されたことに留意して修正意見を整理した結果を示す。 

(１) 「障害者の就労支援の理念と目的」について 

「障害者の就労支援の理念と目的」について、修正課題としては、「ノーマライゼーションとイン

 

クルーシブな雇用の実現に注力」についての平易な表現、障害者雇用の「経営的メリット」の事業

主への説明についての内容の明確化、障害の有無や程度にかかわらない労働の権利の明確な表現、

「社会参加による役割意識の獲得」という労働の意義の明確化、リハビリテーション（社会復帰）

における就労の重要性等の明確化、また、個人と社会の相互作用による障害についての分かりやす

い表現にするようにということであった。 

ア 「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援」について 

【説明文】障害者権利条約に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現

に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。  
 
適切性の評定は、「ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会

的重要性及び経営的メリットを説明する。」では低くなり、「ノーマライゼーションとインクルーシ

ブな雇用の実現に注力」という表現では、用語自体が伝わらず求められる行動が分かりにくく修正

が必要という意見があった。また、事業主に障害者雇用の「経営的メリット」を説明することにつ

いて、表現の見直しの必要性の意見もあった。 
 

表２－15 「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援」の適切さの評定 

「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく
支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者差別解消法、障害者虐待防止法の主
な内容と権利擁護・虐待防止の重要度を理解し
た上で、事業主にもその重要性を説明できる。 

25 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）障害者の雇用の促進等に関する法律（障害
者雇用促進法）に基づく障害者差別禁止と合理
的配慮の趣旨と主な内容を理解し、事業主にも
説明できる。 

24 1 96.0% 0 0 0 1 0 

ｃ）ノーマライゼーションとインクルーシブな
雇用の実現に注力し、事業主に社会的重要性及
び経営的メリットを説明する。 

22 3 88.0% 0 0 1 3 0 

 

意

見 
ｃ） 

 専門の方でないと用語自体知らないのではないか。 

 「注力」・・求められる行動がわかりにくいです。「経営的メリット」・・意味合いは

理解できるが、この表現でいいのか気になりました。 

 

イ 「労働の権利と障害者にとっての重要性の理解」について 

【説明文】すべての人に働く権利と責任が認められており、障害者にとっても就労が重要な意義を持つことを理

解している。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。障害者と健常者を分けてそれぞれに権利等が認められてい

るという表現ではなく、障害の有無にかかわらず権利等が認められていることを明確にすべきとい

う意見があった。また、就労の意義について、「自己肯定感や充足感」よりも「社会参加による役割

意識の獲得」について追加すべきという意見があった。 
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(２) 機関種ごとの差 

「重要度がとても高い」を５点、「重要度が高い」を４点、「どちらとも言えない」を３点、「重要

度はあまり高くない」を２点、「重要度は低い」を１点として、それぞれの知識・スキル等の重要度

についての得点の平均について、就業・生活支援センターと就労移行／定着支援事業所の平均の差

を分析するため、Mann-Whitney のＵ検定を行った結果を表２－14 に示す。 

「15－エ：地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり」だけで、１％水準（ｐ＝

0.008）で有意差が見られ、就業・生活支援センターで重要度がより高く評定されていた。 

その他、「11－キ：就職後の合理的配慮提供に向けた支援」についても就業・生活支援センターで

重要度がより高く評定され、一方、「13－ア：障害者のワークライフバランスと生活の充実のための

相談・情報提供」については、就労移行／定着支援事業所で重要度が高く評定される傾向が認めら

れた。 

その他の項目については、全般的に、今回の知識・スキル等リスト（草案）の項目の重要度の評

定には、機関種による差は認められなかった。 
 
表２－14 機関種により重要度に差が認められた項目（平均及び Mann-Whitney のＵ検定の結果） 

知識・スキル等（草案）の 

タイトル 
機関種別 回答数 

平均 

（標準偏差） 

Ｕ検定 

有意確率 

11－キ 
就職後の合理的配慮提供に

向けた支援 

就業・生活支援センター 8 4.88（0.35） 
ｐ＝0.090 

就労移行／定着支援事業所 18 4.44（0.51） 

13－ア 

障害者のワークライフバラ

ンスと生活の充実のための

相談・情報提供 

就業・生活支援センター 10 3.90（0.57） 
ｐ＝0.074 

就労移行／定着支援事業所 17 4.41（0.62） 

15－エ 

地域社会資源の情報収集と

情報交換・ネットワークづ

くり 

就業・生活支援センター 11 4.91（0.30） 
ｐ＝0.008 

就労移行／定着支援事業所 18 4.22（0.73） 

 

５ 知識・スキル等の具体的内容の適切さの評定と修正意見 

知識・スキル等リスト（草案）のある具体的内容 200 項目について、適切さを聞いた結果、「適

切」の評定が 100％は 45 項目、90％以上 100％未満が 105 項目、80％以上 90％未満が 46 項目、80％

未満であったのは４項目であった。 

具体的な修正意見としては、労働の権利や法規、合理的配慮の知識を持ち、障害者の自己理解・

自己決定を支援することが必要であることや、個別ニーズに対応する地域機関との連携、職業生活

に必要なスキル習得、職場適応から生活支援まで一貫した支援を行う知識とスキルが重要であるこ

と等、多様なものがあった。 

以下の表２－15 から表２－78 に、すべての具体的内容 200 項目について、適切さの評定と修正

意見の結果を示す。適切性は 90％以上で適切とされた項目は適切と評定されたとし、90％未満の項

目については適切性を低く評定されたことに留意して修正意見を整理した結果を示す。 

(１) 「障害者の就労支援の理念と目的」について 

「障害者の就労支援の理念と目的」について、修正課題としては、「ノーマライゼーションとイン

 

クルーシブな雇用の実現に注力」についての平易な表現、障害者雇用の「経営的メリット」の事業

主への説明についての内容の明確化、障害の有無や程度にかかわらない労働の権利の明確な表現、

「社会参加による役割意識の獲得」という労働の意義の明確化、リハビリテーション（社会復帰）

における就労の重要性等の明確化、また、個人と社会の相互作用による障害についての分かりやす

い表現にするようにということであった。 

ア 「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援」について 

【説明文】障害者権利条約に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現

に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。  
 

適切性の評定は、「ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会

的重要性及び経営的メリットを説明する。」では低くなり、「ノーマライゼーションとインクルーシ

ブな雇用の実現に注力」という表現では、用語自体が伝わらず求められる行動が分かりにくく修正

が必要という意見があった。また、事業主に障害者雇用の「経営的メリット」を説明することにつ

いて、表現の見直しの必要性の意見もあった。 
 

表２－15 「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援」の適切さの評定 

「障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく
支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者差別解消法、障害者虐待防止法の主
な内容と権利擁護・虐待防止の重要度を理解し
た上で、事業主にもその重要性を説明できる。 

25 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）障害者の雇用の促進等に関する法律（障害
者雇用促進法）に基づく障害者差別禁止と合理
的配慮の趣旨と主な内容を理解し、事業主にも
説明できる。 

24 1 96.0% 0 0 0 1 0 

ｃ）ノーマライゼーションとインクルーシブな
雇用の実現に注力し、事業主に社会的重要性及
び経営的メリットを説明する。 

22 3 88.0% 0 0 1 3 0 

 

意

見 
ｃ） 

 専門の方でないと用語自体知らないのではないか。 

 「注力」・・求められる行動がわかりにくいです。「経営的メリット」・・意味合いは

理解できるが、この表現でいいのか気になりました。 

 

イ 「労働の権利と障害者にとっての重要性の理解」について 

【説明文】すべての人に働く権利と責任が認められており、障害者にとっても就労が重要な意義を持つことを理

解している。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。障害者と健常者を分けてそれぞれに権利等が認められてい

るという表現ではなく、障害の有無にかかわらず権利等が認められていることを明確にすべきとい

う意見があった。また、就労の意義について、「自己肯定感や充足感」よりも「社会参加による役割

意識の獲得」について追加すべきという意見があった。 
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表２－16 「労働の権利と障害者にとっての重要性の理解」の適切さの評定 

「労働の権利と障害者にとっての重要性の理
解」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）すべての人に働く権利と責任が認められている
ように、すべての障害者にも同様の権利と責任が認
められていることを理解する。 

22 3 88.0% 1 0 0 1 2 

ｂ）就労は障害者本人にとってアイデンティティ確
立、（経済的・精神的・生活的）自立、自己肯定感向
上や充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理
解する。 

22 3 88.0% 0 1 2 1 1 

 

意

見 

a） 
 障害のある人もない人も、すべての人に働く権利と責任が認められていることを理

解する。 

b）  「自己肯定感や充足感」削除、「社会参加による役割意識の獲得」追加。 
 

ウ 「障害についての基本的知識と理解」について 

【説明文】障害者が働くことが難しい状況について、障害者個人や特性の問題としてのみ捉えるのではなく、社

会環境の問題も踏まえてその状況を理解し、個人と社会環境双方への支援を行っている。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。「障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加の制限を

行ってはならず、支援はすべての障害者の人権と社会参加の実現のためであることを理解する。」に

ついて要修正という意見があったが、具体的な理由が示されていなかった。「国際生活機能分類（ICF）

の考え方を理解し、働く能力（活動）や雇用の制限（参加）について、障害者個人の問題だけでな

く、環境との相互作用の中で捉える。」については分かりにくいことから要修正の意見はあったが、

具体的な修正意見は特に示されていなかった。 
 

表２－17 「障害についての基本的知識と理解」の適切さの評定 

「障害についての基本的知識と理解」の知識・
スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加
の制限を行ってはならず、支援はすべての障害者の
人権と社会参加の実現のためであることを理解す
る。 

15 2 88.2% 0 0 0 0 0 

ｂ）国際生活機能分類（ICF）の考え方を理解し、
働く能力（活動）や雇用の制限（参加）について、
障害者個人の問題だけでなく、環境との相互作用の
中で捉える。 

15 2 88.2% 0 0 0 1 0 

 

エ 「障害者の就労支援の理念と目的」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・「働くことは最大のリハビリテーション」であることの理解 

 
(２) 「就労支援における支援者の基本的姿勢」について 

「就労支援における支援者の基本的姿勢」について、より内容を明確にするための表現の見直し

等に関する意見があり、具体的には、障害者本人が適切な職業選択ができるように支援ニーズを意

識すること、障害者や事業主、関係機関と信頼関係のもと対等な立場で接すること、倫理的ジレン

 

マ状態を解決するための上司や指導担当者以外の相談先、範囲外の問題を抱え込んでオーバーワー

クにならないこと、ノーマライゼーション、人権尊重、権利擁護といった理念に立脚すること等が、

修正意見で上がった。 

ア 「支援者が持つべき心構えと倫理意識」について 

【説明文】支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズや権利を尊重する態度を備えている。 
 
全般的に適切と評定されたが、障害者本人が適切な職業選択ができるようにニーズの充足を意識

して支援に取り組むことが重要であるという意見があった。 
 

表２－18 「支援者が持つべき心構えと倫理意識」の適切さの評定 

「支援者が持つべき心構えと倫理意識」の知
識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者の能力について決めつけ・固定観念に捉
われることなく、様々な可能性を排除せずに支援に
取り組む。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）障害者本人のニーズの充足を常に意識して支援
に取り組む。 25 2 92.6% 0 0 2 0 0 
ｃ）日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施
する。 26 1 96.3% 0 0 0 0 0 
ｄ）個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守
秘義務を遵守する。 26 1 96.3% 0 0 1 0 0 
 

意

見 
ｂ） 

 ニーズの充足を常に意識しつつ、本人が適切な職業選択ができるよう支援に取り組

む。 
 

イ 「就労支援において支援者が取るべき態度」について 

【説明文】支援者自身が適切な社会的態度を持つことが重要であることを理解し、相手の立場を尊重する態度を

備え、TPO に合った振る舞いをしている。 
 
適切性の評定は、「障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、それぞれの立場を尊重する態

度で接する。」で低くなり、障害者や事業主、関係機関との関係については、「敬意を表し」という

より「信頼関係のもと、対等な立場で接する」という表現が適切であるという修正案があった。 
 

表２－19 「就労支援において支援者が取るべき態度」の適切さの評定 

「就労支援において支援者が取るべき態度」の
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表
し、それぞれの立場を尊重する態度で接する。 24 3 88.9% 0 0 2 1 0 
ｂ）職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る
舞いをする。 26 1 96.3% 0 0 0 0 1 
 

意

見 

ａ） 
 ～に敬意を表し 削除 

 敬意を表しつつ、信頼関係のもと、対等な立場で接する。 

ｂ）  一般論なので削除で良いかと思います。 
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表２－16 「労働の権利と障害者にとっての重要性の理解」の適切さの評定 

「労働の権利と障害者にとっての重要性の理
解」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）すべての人に働く権利と責任が認められている
ように、すべての障害者にも同様の権利と責任が認
められていることを理解する。 

22 3 88.0% 1 0 0 1 2 

ｂ）就労は障害者本人にとってアイデンティティ確
立、（経済的・精神的・生活的）自立、自己肯定感向
上や充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理
解する。 

22 3 88.0% 0 1 2 1 1 

 

意

見 

a） 
 障害のある人もない人も、すべての人に働く権利と責任が認められていることを理

解する。 

b）  「自己肯定感や充足感」削除、「社会参加による役割意識の獲得」追加。 
 

ウ 「障害についての基本的知識と理解」について 

【説明文】障害者が働くことが難しい状況について、障害者個人や特性の問題としてのみ捉えるのではなく、社

会環境の問題も踏まえてその状況を理解し、個人と社会環境双方への支援を行っている。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。「障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加の制限を

行ってはならず、支援はすべての障害者の人権と社会参加の実現のためであることを理解する。」に

ついて要修正という意見があったが、具体的な理由が示されていなかった。「国際生活機能分類（ICF）

の考え方を理解し、働く能力（活動）や雇用の制限（参加）について、障害者個人の問題だけでな

く、環境との相互作用の中で捉える。」については分かりにくいことから要修正の意見はあったが、

具体的な修正意見は特に示されていなかった。 
 

表２－17 「障害についての基本的知識と理解」の適切さの評定 

「障害についての基本的知識と理解」の知識・
スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加
の制限を行ってはならず、支援はすべての障害者の
人権と社会参加の実現のためであることを理解す
る。 

15 2 88.2% 0 0 0 0 0 

ｂ）国際生活機能分類（ICF）の考え方を理解し、
働く能力（活動）や雇用の制限（参加）について、
障害者個人の問題だけでなく、環境との相互作用の
中で捉える。 

15 2 88.2% 0 0 0 1 0 

 

エ 「障害者の就労支援の理念と目的」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・「働くことは最大のリハビリテーション」であることの理解 

 
(２) 「就労支援における支援者の基本的姿勢」について 

「就労支援における支援者の基本的姿勢」について、より内容を明確にするための表現の見直し

等に関する意見があり、具体的には、障害者本人が適切な職業選択ができるように支援ニーズを意

識すること、障害者や事業主、関係機関と信頼関係のもと対等な立場で接すること、倫理的ジレン

 

マ状態を解決するための上司や指導担当者以外の相談先、範囲外の問題を抱え込んでオーバーワー

クにならないこと、ノーマライゼーション、人権尊重、権利擁護といった理念に立脚すること等が、

修正意見で上がった。 

ア 「支援者が持つべき心構えと倫理意識」について 

【説明文】支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズや権利を尊重する態度を備えている。 
 

全般的に適切と評定されたが、障害者本人が適切な職業選択ができるようにニーズの充足を意識

して支援に取り組むことが重要であるという意見があった。 
 

表２－18 「支援者が持つべき心構えと倫理意識」の適切さの評定 

「支援者が持つべき心構えと倫理意識」の知
識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者の能力について決めつけ・固定観念に捉
われることなく、様々な可能性を排除せずに支援に
取り組む。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）障害者本人のニーズの充足を常に意識して支援
に取り組む。 25 2 92.6% 0 0 2 0 0 
ｃ）日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施
する。 26 1 96.3% 0 0 0 0 0 
ｄ）個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守
秘義務を遵守する。 26 1 96.3% 0 0 1 0 0 
 

意

見 
ｂ） 

 ニーズの充足を常に意識しつつ、本人が適切な職業選択ができるよう支援に取り組

む。 
 

イ 「就労支援において支援者が取るべき態度」について 

【説明文】支援者自身が適切な社会的態度を持つことが重要であることを理解し、相手の立場を尊重する態度を

備え、TPO に合った振る舞いをしている。 
 

適切性の評定は、「障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、それぞれの立場を尊重する態

度で接する。」で低くなり、障害者や事業主、関係機関との関係については、「敬意を表し」という

より「信頼関係のもと、対等な立場で接する」という表現が適切であるという修正案があった。 
 

表２－19 「就労支援において支援者が取るべき態度」の適切さの評定 

「就労支援において支援者が取るべき態度」の
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表
し、それぞれの立場を尊重する態度で接する。 24 3 88.9% 0 0 2 1 0 
ｂ）職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る
舞いをする。 26 1 96.3% 0 0 0 0 1 
 

意

見 

ａ） 
 ～に敬意を表し 削除 

 敬意を表しつつ、信頼関係のもと、対等な立場で接する。 

ｂ）  一般論なので削除で良いかと思います。 
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ウ 「支援者自身の自己理解と問題への対処」について 

【説明文】支援者自身の自己理解を深め、周囲と相談もしながら、就労支援に関する問題解決に向けて自身がで

きる支援について弛みなく考えている。 
 

全般的に適切と評定されたが、簡潔な表現のための指摘や、倫理的ジレンマ状態を解決するため

の上司や指導担当者以外の相談先の追加の意見があった。 
 

表２－20 「支援者自身の自己理解と問題への対処」の適切さの評定 

「支援者自身の自己理解と問題への対処」の
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）日々の業務をふりかえり、自己理解を深め、自
分の得手・不得手や限界を把握した上で、就労支援
に関する問題解決に向けて自身ができる支援につい
て考える。 

26 1 96.3% 0 0 0 1 0 

ｂ）問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロ
ールし、周りに相談しつつ、冷静に対処する。 26 1 96.3% 0 0 0 1 1 
ｃ）倫理的ジレンマには、その解決に向けて上司や
指導担当者と相談をしながら自分なりの考えを整理
する。 

25 2 92.6% 0 0 1 1 0 

 

意

見 

ａ）  「就労支援に関する問題解決に向けて」を削除  

ｂ）  読点が多い。 

ｃ）  ～その解決に向けて上司、指導担当者、同僚等と相談・検討しながら 

 
エ 「支援者自身の健康面のケア」について   

【説明文】支援者自身の身体・精神的な健康面のケアをしつつ、支援に取り組んでいる。 
 

全般的に適切と評定されたが、範囲外の問題を抱え込んでオーバーワークにならないことについ

ての具体的な表現の意見があった。 
 

表２－21 「支援者自身の健康面のケア」の適切さの評定 

「支援者自身の健康面のケア」の知識・スキ
ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）睡眠、食事、運動などの自分自身の基本的生
活習慣に目を向け、健康管理に気を付ける。 27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚
と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り組む。 26 1 96.3% 0 0 1 0 0 

 

意

見 
ｂ） 

 自身の属する機関で対応可能な支援なのかを検討し、勤務時間外での業務はしな

い。 
 

オ 「最新情報の収集と自己研鑽」について   

【説明文】効果的な支援を提供するため、最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行っている。 
  

全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 

  

 

表２－22 「最新情報の収集と自己研鑽」の適切さの評定 

「最新情報の収集と自己研鑽」の知識・スキル
等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知
識やスキル、支援事例、調査研究などに関する情報
を積極的に収集する。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）対応に困ることや、経験の少ない事例等があっ
た場合に、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に携わ
る関係機関等の意見を収集する。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活
用した支援についての情報を収集し、メリット・デ
メリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 
カ 「就労支援における支援者の基本的姿勢」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・支援者が持つべき理念（ノーマライゼーション、人権尊重、権利擁護） 

 

(３) 「障害者就労支援に関する法令・制度・サービス」について 

「障害者就労支援に関する法令・制度・サービス」について、就労系福祉サービスのサービス内

容や報酬体系、所得補償の相談窓口の活用等、現実の相談支援場面を踏まえた表現を求める意見が

あり、労働法、障害者虐待防止法に関する知識、自立支援医療制度についての内容の追加の必要性

の意見もあった。 

ア 「障害福祉、所得補償」について  

【説明文】障害福祉サービスや所得補償についての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っている。 
 
適切性の評定は、「就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。」、「所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談での活用及

び相談窓口の紹介を行う。」で低くなった。これらの要修正の理由としては、支援の実態との不一致

や必要性の低さ等を挙げており、より支援の実態等に即した表現への修正意見が見られた。 
 

表２－23 「障害福祉、所得補償」の適切さの評定 

「障害福祉、所得補償」の知識・スキル等の

内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 

適

切 

要

修

正 

適切の

割合 

実態

と不

一致 

必要

性が

低い 

要追

加内

容 

分か

りに

くい 

そ

の

他 

ａ）障害福祉サービス全体像と各種サービスの概

要を理解し、情報提供を行う。 
29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体

系について基本的な知識を有し、支援を行う。 
25 4 86.2% 1 1 0 2 0 

ｃ）障害福祉サービスを活用しつつ働くことにつ

いて、提案や検討をする。 
28 1 96.6% 0 0 1 0 0 

ｄ）所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入

の見通しを立てる相談での活用及び相談窓口の紹

介を行う。 

26 3 89.7% 1 2 0 0 0 

 

意

見 

ｂ）  （有し、支援を行う。⇒）有しながら支援を行う。 

ｃ）  ～提案や検討、関係機関の紹介・連携を行う。 
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ウ 「支援者自身の自己理解と問題への対処」について 

【説明文】支援者自身の自己理解を深め、周囲と相談もしながら、就労支援に関する問題解決に向けて自身がで

きる支援について弛みなく考えている。 
 
全般的に適切と評定されたが、簡潔な表現のための指摘や、倫理的ジレンマ状態を解決するため

の上司や指導担当者以外の相談先の追加の意見があった。 
 

表２－20 「支援者自身の自己理解と問題への対処」の適切さの評定 

「支援者自身の自己理解と問題への対処」の
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）日々の業務をふりかえり、自己理解を深め、自
分の得手・不得手や限界を把握した上で、就労支援
に関する問題解決に向けて自身ができる支援につい
て考える。 

26 1 96.3% 0 0 0 1 0 

ｂ）問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロ
ールし、周りに相談しつつ、冷静に対処する。 26 1 96.3% 0 0 0 1 1 
ｃ）倫理的ジレンマには、その解決に向けて上司や
指導担当者と相談をしながら自分なりの考えを整理
する。 

25 2 92.6% 0 0 1 1 0 

 

意

見 

ａ）  「就労支援に関する問題解決に向けて」を削除  

ｂ）  読点が多い。 

ｃ）  ～その解決に向けて上司、指導担当者、同僚等と相談・検討しながら 

 
エ 「支援者自身の健康面のケア」について   

【説明文】支援者自身の身体・精神的な健康面のケアをしつつ、支援に取り組んでいる。 
 
全般的に適切と評定されたが、範囲外の問題を抱え込んでオーバーワークにならないことについ

ての具体的な表現の意見があった。 
 

表２－21 「支援者自身の健康面のケア」の適切さの評定 

「支援者自身の健康面のケア」の知識・スキ
ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）睡眠、食事、運動などの自分自身の基本的生
活習慣に目を向け、健康管理に気を付ける。 27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚
と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り組む。 26 1 96.3% 0 0 1 0 0 

 

意

見 
ｂ） 

 自身の属する機関で対応可能な支援なのかを検討し、勤務時間外での業務はしな

い。 
 

オ 「最新情報の収集と自己研鑽」について   

【説明文】効果的な支援を提供するため、最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行っている。 
  
全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 

  

 

表２－22 「最新情報の収集と自己研鑽」の適切さの評定 

「最新情報の収集と自己研鑽」の知識・スキル
等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知
識やスキル、支援事例、調査研究などに関する情報
を積極的に収集する。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）対応に困ることや、経験の少ない事例等があっ
た場合に、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に携わ
る関係機関等の意見を収集する。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活
用した支援についての情報を収集し、メリット・デ
メリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 
カ 「就労支援における支援者の基本的姿勢」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・支援者が持つべき理念（ノーマライゼーション、人権尊重、権利擁護） 

 

(３) 「障害者就労支援に関する法令・制度・サービス」について 

「障害者就労支援に関する法令・制度・サービス」について、就労系福祉サービスのサービス内

容や報酬体系、所得補償の相談窓口の活用等、現実の相談支援場面を踏まえた表現を求める意見が

あり、労働法、障害者虐待防止法に関する知識、自立支援医療制度についての内容の追加の必要性

の意見もあった。 

ア 「障害福祉、所得補償」について  

【説明文】障害福祉サービスや所得補償についての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っている。 
 

適切性の評定は、「就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。」、「所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談での活用及

び相談窓口の紹介を行う。」で低くなった。これらの要修正の理由としては、支援の実態との不一致

や必要性の低さ等を挙げており、より支援の実態等に即した表現への修正意見が見られた。 
 

表２－23 「障害福祉、所得補償」の適切さの評定 

「障害福祉、所得補償」の知識・スキル等の

内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 

適

切 

要

修

正 

適切の

割合 

実態

と不

一致 

必要

性が

低い 

要追

加内

容 

分か

りに

くい 

そ

の

他 

ａ）障害福祉サービス全体像と各種サービスの概

要を理解し、情報提供を行う。 
29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体

系について基本的な知識を有し、支援を行う。 
25 4 86.2% 1 1 0 2 0 

ｃ）障害福祉サービスを活用しつつ働くことにつ

いて、提案や検討をする。 
28 1 96.6% 0 0 1 0 0 

ｄ）所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入

の見通しを立てる相談での活用及び相談窓口の紹

介を行う。 

26 3 89.7% 1 2 0 0 0 

 

意

見 

ｂ）  （有し、支援を行う。⇒）有しながら支援を行う。 

ｃ）  ～提案や検討、関係機関の紹介・連携を行う。 
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イ 「障害者雇用促進法と関連支援サービス」について  

【説明文】障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）や関連支援サービスについての知識を有し、

説明や紹介を行っている。 
 

全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 
 

表２－24 「障害者雇用促進法と関連支援サービス」の適切さの評定 

「障害者雇用促進法と関連支援サービス」の 
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者雇用促進法に関する概要を理解し、障害
者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や
合理的配慮について、障害者や事業主に分かりやす
く説明する。 

28 1 96.6% 1 1 0 0 0 

ｂ）障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の
考え方や仕組み、留意事項を理解した上で、必要な
場合は事業主に申請・相談窓口を紹介する。 

27 2 93.1% 2 1 0 0 0 

ｃ）障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利
用方法についての知識を持ち、障害者や事業主に紹
介する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 
ウ 「障害者就労支援に関する法令・制度・サービス」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 
・労働法、障害者虐待防止法に関する知識 

・自立支援医療制度 
 
(４) 「企業経営と雇用管理」について 

「企業経営と雇用管理」について、在宅勤務や自営等の支援、人間工学の基礎知識の活用、労働

関係法規や社会保険制度に関する基礎的知識の活用等は実際の場面と合わないことがあり、むしろ、

障害と障害者雇用の企業啓発や、障害種別ごとの雇用管理に向けた助言を含め、発展的な内容とし

て捉えた方がよいという意見があった。 
 
ア 「企業経営や労働市場の動向把握」について 

【説明文】企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握した上で、障害者と事業主双方との相談を

行っている。 
 

適切性の評定は、「在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集

をし、相談場面等で活用する。」で低くなり、在宅勤務や自営等の支援については、支援の実態との

不一致や必要性の低さから、要修正や削除といった意見があった。また、「多様な働き方に関する事

例や活用できる支援等の情報提供をする」と修正する意見もあった。 

  

 

表２－25 「企業経営と雇用管理」の適切さの評定 

「企業経営と雇用管理」の知識・スキル等の内
容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）民間企業の経営・経済の動向や障害者就労に関
する動向を把握する。 29 1 96.7% 1 0 0 0 0 
ｂ）地域の労働市場情報を各種情報やネットワーク
等を通じて把握する。 28 2 93.3% 1 0 1 0 0 
ｃ）在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例
や活用できる支援等の情報収集をし、相談場面等で
活用する。 

25 5 83.3% 3 2 1 0 0 

 

意

見 
ｃ） 

 相談場面等で活用する→情報提供する。 

 削除 

 地方での情報は少ない。 
 

イ 「雇用管理」について  

【説明文】労働関係法規や雇用管理に関連する制度や安全衛生等の知識を有し、障害者と事業主双方の支援を行

っている。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。「労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的知識を有し、

障害者・事業主双方への助言に役立てる。」については、「要修正」の理由として、支援の実態との

不一致や必要性が低い等があった。また、「人間工学」については分かりにくい等という意見が複数

あった。 
表２－26 「雇用管理」の適切さの評定 

「雇用管理」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的知
識を有し、障害者・事業主双方への助言に役立てる。 26 3 89.7% 1 1 1 1 0 
ｂ）人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業
務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。 23 6 79.3% 2 0 1 4 0 

 

意

見 
ｂ） 

 人間工学…？？？ 

 人間工学は支援をする上で意識はしていない。 
 

ウ 「企業経営と雇用管理」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意

見 

・事業主へ障害種別ごとの一般的な特性の周知や雇用管理に向けた助言を行えるスキル。 

・「企業経営と雇用管理」に関する知識・スキルを身に着けることは必要だが、経験年数 

に伴って身に付けるべき知識・スキルにしておいた方がよいのでは？と思う。 

・障害と障害者雇用の意義を企業全体に浸透させる。 
 

(５) 「様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明」について 

「様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明」については、支援者の役

割や限界の説明が必要としても、それが優先されているとの誤解のないようにすることや、相談内
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イ 「障害者雇用促進法と関連支援サービス」について  

【説明文】障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）や関連支援サービスについての知識を有し、

説明や紹介を行っている。 
 
全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 

 
表２－24 「障害者雇用促進法と関連支援サービス」の適切さの評定 

「障害者雇用促進法と関連支援サービス」の 
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者雇用促進法に関する概要を理解し、障害
者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や
合理的配慮について、障害者や事業主に分かりやす
く説明する。 

28 1 96.6% 1 1 0 0 0 

ｂ）障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の
考え方や仕組み、留意事項を理解した上で、必要な
場合は事業主に申請・相談窓口を紹介する。 

27 2 93.1% 2 1 0 0 0 

ｃ）障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利
用方法についての知識を持ち、障害者や事業主に紹
介する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 
ウ 「障害者就労支援に関する法令・制度・サービス」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 
・労働法、障害者虐待防止法に関する知識 

・自立支援医療制度 
 
(４) 「企業経営と雇用管理」について 

「企業経営と雇用管理」について、在宅勤務や自営等の支援、人間工学の基礎知識の活用、労働

関係法規や社会保険制度に関する基礎的知識の活用等は実際の場面と合わないことがあり、むしろ、

障害と障害者雇用の企業啓発や、障害種別ごとの雇用管理に向けた助言を含め、発展的な内容とし

て捉えた方がよいという意見があった。 
 
ア 「企業経営や労働市場の動向把握」について 

【説明文】企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握した上で、障害者と事業主双方との相談を

行っている。 
 
適切性の評定は、「在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集

をし、相談場面等で活用する。」で低くなり、在宅勤務や自営等の支援については、支援の実態との

不一致や必要性の低さから、要修正や削除といった意見があった。また、「多様な働き方に関する事

例や活用できる支援等の情報提供をする」と修正する意見もあった。 

  

 

表２－25 「企業経営と雇用管理」の適切さの評定 

「企業経営と雇用管理」の知識・スキル等の内
容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）民間企業の経営・経済の動向や障害者就労に関
する動向を把握する。 29 1 96.7% 1 0 0 0 0 
ｂ）地域の労働市場情報を各種情報やネットワーク
等を通じて把握する。 28 2 93.3% 1 0 1 0 0 
ｃ）在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例
や活用できる支援等の情報収集をし、相談場面等で
活用する。 

25 5 83.3% 3 2 1 0 0 

 

意

見 
ｃ） 

 相談場面等で活用する→情報提供する。 

 削除 

 地方での情報は少ない。 
 

イ 「雇用管理」について  

【説明文】労働関係法規や雇用管理に関連する制度や安全衛生等の知識を有し、障害者と事業主双方の支援を行

っている。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。「労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的知識を有し、

障害者・事業主双方への助言に役立てる。」については、「要修正」の理由として、支援の実態との

不一致や必要性が低い等があった。また、「人間工学」については分かりにくい等という意見が複数

あった。 
表２－26 「雇用管理」の適切さの評定 

「雇用管理」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的知
識を有し、障害者・事業主双方への助言に役立てる。 26 3 89.7% 1 1 1 1 0 
ｂ）人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業
務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。 23 6 79.3% 2 0 1 4 0 

 

意

見 
ｂ） 

 人間工学…？？？ 

 人間工学は支援をする上で意識はしていない。 
 

ウ 「企業経営と雇用管理」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意

見 

・事業主へ障害種別ごとの一般的な特性の周知や雇用管理に向けた助言を行えるスキル。 

・「企業経営と雇用管理」に関する知識・スキルを身に着けることは必要だが、経験年数 

に伴って身に付けるべき知識・スキルにしておいた方がよいのでは？と思う。 

・障害と障害者雇用の意義を企業全体に浸透させる。 
 

(５) 「様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明」について 

「様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明」については、支援者の役

割や限界の説明が必要としても、それが優先されているとの誤解のないようにすることや、相談内
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容の整理や適切な相談時間等、利用者の負担の考慮についての修正意見があり、共通に見直せるパ

ンフレット等の準備、TPO に合わせた対応、相談しやすい場所や環境、傾聴や伝達等の専門スキル

等についても追加が必要との意見もあった。 

ア 「相談を行う基本的な態度」について  

【説明文】支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談している。 
 

全般的には適切と評定されたが、支援者の役割や限界の説明が優先されているとの誤解のない表

現への修正意見があった。 
 

表２－27 「相談を行う基本的な態度」の適切さの評定 

「相談を行う基本的な態度」の知識・スキル等
の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜目的
を共有する。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明す
る。 29 3 90.6% 0 0 0 1 1 
ｃ）傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴
き、一緒に考える姿勢で相談を行う。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｄ）次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 31 1 96.9% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ｂ） 

 限界という言葉が適切か違和感があり、支援できる範囲など他に表現を検討すべき

ではないか。 

 ｂ）の内容がアの中で２番目に優先される位置にあることが、他のことより大事な

ことのように受け取れるため、順番の入れ替えが必要と思いました。 

ｄ）  明確にならない場合もあるので、その時は次回に持ち越すこともある。 
 
イ 「相手の状況・タイミングに合わせた相談」について 

【説明文】話の経過、相手の状況・タイミングに合わせて、話の整理・話題転換・話題への踏み込みを行ってい

る。 
 

全般的には適切と評定されたが、相談内容等を適宜整理したり、負荷が大きくならない相談時間

としたり、利用者の負担を考慮することについてはより具体的な例を交えた方がよい等といった意

見があった。 
表２－28 「相手の状況・タイミングに合わせた相談」の適切さの評定 

「相手の状況・タイミングに合わせた相談」の
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）相談内容が複雑化した場合は、これまでの相談
内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有
する。 

30 2 93.8% 1 0 0 2 0 

ｂ）必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等
相手の負担を考慮する。 29 3 90.6% 0 1 2 2 0 
ｃ）踏み込んだ話については、相手との信頼関係構
築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを勘案
して、適切なタイミングで行う。 

31 1 96.9% 0 0 0 1 0 

 

 

意

見 

ａ） 
 相談内容が複雑化していなくとも、区切りごとにまとめて共有すべきではないか。 

 複雑化という表現がわかりにくい気がします。 

ｂ） 

 あらかじめ時間を定めるなど負荷が大きくならないよう配慮を講じる等、なにか表

現の再考が必要ではないか。 

 この部分に関してより具体的な事例を交えた説明があると良いと考える。 

 時には早めに切り上げることも必要。 

ｃ）  この部分に関してより具体的な事例を交えた説明があると良いと考える。 
 
ウ 「相手に合わせた分かりやすい説明」について 

【説明文】相手の立場や必要な内容に応じて、適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分かり易く伝

えている。 
 
全般的に適切と評定された。 

 
表２－29 「相手に合わせた分かりやすい説明」の適切さの評定 

「相手に合わせた分かりやすい説明」の知識・
スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）相手の立場や必要な内容に応じた情報に絞り、
簡潔に伝える。 31 1 96.9% 0 0 1 1 0 
ｂ）相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体
例を加える。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｃ）相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｄ）相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝え
る。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 

意

見 
ａ） 

 「絞り」という表現が適切か分からない、「整理し」など他の表現を再考すべきでは

ないか。 
 
エ 「様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明」に追加すべき知識・ス

キル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・共通に見直せる資料（パンフレット）を準備すること。 

・相談者の状況・状態（TPO）に合わせた対応 

・相談しやすい場所や環境 

・話しの聞き方、伝え方についての専門的なスキル、知識 
 
(６) 「支援者間の記録・伝達」について 

「支援者間の記録・伝達」について、言葉の使い方の吟味の必要性、簡潔な伝達は重要だが支援

者の主観で事実をゆがめないこと、関係機関での情報共有における「本人への丁寧な説明と同意」

について実際的な分かりやすい表現にすべき等の修正意見があった。また、支援者間の記録・伝達

においては、支援機関内や関係機関での共有認識を作ることをより重視すべきという意見もあった。 
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容の整理や適切な相談時間等、利用者の負担の考慮についての修正意見があり、共通に見直せるパ

ンフレット等の準備、TPO に合わせた対応、相談しやすい場所や環境、傾聴や伝達等の専門スキル

等についても追加が必要との意見もあった。 

ア 「相談を行う基本的な態度」について  

【説明文】支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談している。 
 
全般的には適切と評定されたが、支援者の役割や限界の説明が優先されているとの誤解のない表

現への修正意見があった。 
 

表２－27 「相談を行う基本的な態度」の適切さの評定 

「相談を行う基本的な態度」の知識・スキル等
の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜目的
を共有する。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明す
る。 29 3 90.6% 0 0 0 1 1 
ｃ）傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴
き、一緒に考える姿勢で相談を行う。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｄ）次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 31 1 96.9% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ｂ） 

 限界という言葉が適切か違和感があり、支援できる範囲など他に表現を検討すべき

ではないか。 

 ｂ）の内容がアの中で２番目に優先される位置にあることが、他のことより大事な

ことのように受け取れるため、順番の入れ替えが必要と思いました。 

ｄ）  明確にならない場合もあるので、その時は次回に持ち越すこともある。 
 
イ 「相手の状況・タイミングに合わせた相談」について 

【説明文】話の経過、相手の状況・タイミングに合わせて、話の整理・話題転換・話題への踏み込みを行ってい

る。 
 
全般的には適切と評定されたが、相談内容等を適宜整理したり、負荷が大きくならない相談時間

としたり、利用者の負担を考慮することについてはより具体的な例を交えた方がよい等といった意

見があった。 
表２－28 「相手の状況・タイミングに合わせた相談」の適切さの評定 

「相手の状況・タイミングに合わせた相談」の
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）相談内容が複雑化した場合は、これまでの相談
内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有
する。 

30 2 93.8% 1 0 0 2 0 

ｂ）必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等
相手の負担を考慮する。 29 3 90.6% 0 1 2 2 0 
ｃ）踏み込んだ話については、相手との信頼関係構
築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを勘案
して、適切なタイミングで行う。 

31 1 96.9% 0 0 0 1 0 

 

 

意

見 

ａ） 
 相談内容が複雑化していなくとも、区切りごとにまとめて共有すべきではないか。 

 複雑化という表現がわかりにくい気がします。 

ｂ） 

 あらかじめ時間を定めるなど負荷が大きくならないよう配慮を講じる等、なにか表

現の再考が必要ではないか。 

 この部分に関してより具体的な事例を交えた説明があると良いと考える。 

 時には早めに切り上げることも必要。 

ｃ）  この部分に関してより具体的な事例を交えた説明があると良いと考える。 
 
ウ 「相手に合わせた分かりやすい説明」について 

【説明文】相手の立場や必要な内容に応じて、適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分かり易く伝

えている。 
 

全般的に適切と評定された。 
 

表２－29 「相手に合わせた分かりやすい説明」の適切さの評定 

「相手に合わせた分かりやすい説明」の知識・
スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）相手の立場や必要な内容に応じた情報に絞り、
簡潔に伝える。 31 1 96.9% 0 0 1 1 0 
ｂ）相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体
例を加える。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｃ）相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｄ）相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝え
る。 32 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 

意

見 
ａ） 

 「絞り」という表現が適切か分からない、「整理し」など他の表現を再考すべきでは

ないか。 
 
エ 「様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明」に追加すべき知識・ス

キル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・共通に見直せる資料（パンフレット）を準備すること。 

・相談者の状況・状態（TPO）に合わせた対応 

・相談しやすい場所や環境 

・話しの聞き方、伝え方についての専門的なスキル、知識 
 
(６) 「支援者間の記録・伝達」について 

「支援者間の記録・伝達」について、言葉の使い方の吟味の必要性、簡潔な伝達は重要だが支援

者の主観で事実をゆがめないこと、関係機関での情報共有における「本人への丁寧な説明と同意」

について実際的な分かりやすい表現にすべき等の修正意見があった。また、支援者間の記録・伝達

においては、支援機関内や関係機関での共有認識を作ることをより重視すべきという意見もあった。 
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ア 「分かり易い記録・伝達」について 

【説明文】支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で簡潔な内容・文章構成を心がけている。 
 

適切性の評定は、「言葉の使い方に敏感になり、十分に検討した記録・伝達とする。」で低くなっ

た。「要修正」の理由としては、分かりにくいという回答が複数あり、修正意見としては「敏感にな

り」というより言葉の使い方の吟味の必要性を示唆するものや、「言葉の使い方は十分に検討した記

録・伝達をする。」という修正案があった。また、適切と評定されているが、「必要な情報に的を絞

り、分かり易い記録・伝達を行う。」については、「必要な情報に的を絞る」ことで支援者の主観で

事実をゆがめることにならないように留意すべきという意見もあった。 
 

表２－30 「分かり易い記録・伝達」の適切さの評定 

「分かり易い記録・伝達」の知識・スキル等の
内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）客観的に（主観を交えず行動や結果を記録
し、解釈と事実を分けて）伝える。 30 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）必要な情報に的を絞り、分かり易い記録・
伝達を行う。 28 2 93.3% 0 0 1 1 0 
ｃ）言葉の使い方に敏感になり、十分に検討し
た記録・伝達とする。 25 5 83.3% 0 1 1 3 0 

 

意

見 

ｂ） 
 必要な情報に的を絞りとは本人の主観が入ってしまう可能性がある。事実を書くこ

とからそれてしまうのでは。 

ｃ） 
 敏感になりという表現はあまりよくない。 

 言葉の使い方は十分に検討した記録・伝達をする。 
 
イ 「記録・情報の適切な取り扱い」について 

【説明文】個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で記録・情報を適切に取り扱っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、関係機関との情報共有の際には、障害者本人への丁寧な説明だけ

でなく本人からの同意を得ることも加えた具体的な修正案や、実際の支援では設問に記載されてい

るほど丁寧な対応をしていないという意見があった。 
 

表２－31 「記録・情報の適切な取り扱い」の適切さの評定 

「記録・情報の適切な取り扱い」の知識・スキ
ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）支援経過や対象者情報の記録にあたって
は、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報
の開示請求について理解した上で適切に取り扱
う。 

29 1 96.7% 0 0 0 1 0 

ｂ）関係機関等との情報共有の際には、本人に
対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益
にならない最良の内容や方法を一緒に検討した
上で、本人の同意を得て行う。 

28 2 93.3% 2 0 0 0 0 

 

 

意

見 
ｂ） 

 関係機関等との情報共有の際には、本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の

同意を得て行う。 

 情報共有の際には、利用者から同意は得るが、本設問ほど丁寧には行っていない。 
 
ウ 「支援者間の記録・伝達」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・支援機関内や関係機関での共有認識を作る 

 

(７) 「障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」について 

「障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」について、障害者本人の職業での強み等の発

揮の「気づき」は様々な場面で得られることや、自己理解を深める支援では、職業との関係の中で

の課題の整理と対処法の検討、さらにその対処法を試す機会が重要であること、また、自己選択・

自己決定の支援では、障害者本人のニーズと提供するサービスのすり合わせ、ニーズ充足のための

本人と支援者の取組の明確化等が重要であるとの意見が得られた。また、障害者本人と支援者の協

働関係の構築のための、コミュニケーションに関するスキル（ソフトスキル）、支援者自身の内省や

姿勢についても重要であるとの意見があった。 

ア 「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」について  

【説明文】障害者が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、自己理解を更に深め、本来の力を発揮

していけるよう支援している。 
 
全般的に適切と評定されたが、障害者本人の職業での強み等の発揮の「気づき」は様々な場面で

得られることから、そのための支援は相談場面だけに限らない方がよいことを示唆する意見があっ

た。 
表２－32 「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」の適切さの評定 

「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」の 
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）本人が本来の力を発揮できるよう、自己肯
定感の向上に着目した支援を行う。 31 1 96.9% 0 0 0 1 0 
ｂ）障害者本人が自身の強みや力を発揮できる
職務や職場環境への気づきを得られるよう相談
を行う。 

31 1 96.9% 0 0 0 0 1 

 
意

見 
ｂ）  気づきは相談だけではないと思うので、「関わりを行う」とかはどうでしょうか。 

 
イ 「障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用」について 

【説明文】障害者本人が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、体験と

振り返り・意見のすり合わせ等の支援技法を活用している。（体験：職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、

実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以

外のリアルな体験の場。） 
 
適切性の評定は、「内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自

己探求を促進する。」では低くなり、「自己探求を促進する」よりも「自己理解を深める」という表

現へ変更した方がよいという意見や、内省、解釈、要約等の専門用語が分かりにくいとの意見があ
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ア 「分かり易い記録・伝達」について 

【説明文】支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で簡潔な内容・文章構成を心がけている。 
 
適切性の評定は、「言葉の使い方に敏感になり、十分に検討した記録・伝達とする。」で低くなっ

た。「要修正」の理由としては、分かりにくいという回答が複数あり、修正意見としては「敏感にな

り」というより言葉の使い方の吟味の必要性を示唆するものや、「言葉の使い方は十分に検討した記

録・伝達をする。」という修正案があった。また、適切と評定されているが、「必要な情報に的を絞

り、分かり易い記録・伝達を行う。」については、「必要な情報に的を絞る」ことで支援者の主観で

事実をゆがめることにならないように留意すべきという意見もあった。 
 

表２－30 「分かり易い記録・伝達」の適切さの評定 

「分かり易い記録・伝達」の知識・スキル等の
内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）客観的に（主観を交えず行動や結果を記録
し、解釈と事実を分けて）伝える。 30 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）必要な情報に的を絞り、分かり易い記録・
伝達を行う。 28 2 93.3% 0 0 1 1 0 
ｃ）言葉の使い方に敏感になり、十分に検討し
た記録・伝達とする。 25 5 83.3% 0 1 1 3 0 

 

意

見 

ｂ） 
 必要な情報に的を絞りとは本人の主観が入ってしまう可能性がある。事実を書くこ

とからそれてしまうのでは。 

ｃ） 
 敏感になりという表現はあまりよくない。 

 言葉の使い方は十分に検討した記録・伝達をする。 
 
イ 「記録・情報の適切な取り扱い」について 

【説明文】個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で記録・情報を適切に取り扱っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、関係機関との情報共有の際には、障害者本人への丁寧な説明だけ

でなく本人からの同意を得ることも加えた具体的な修正案や、実際の支援では設問に記載されてい

るほど丁寧な対応をしていないという意見があった。 
 

表２－31 「記録・情報の適切な取り扱い」の適切さの評定 

「記録・情報の適切な取り扱い」の知識・スキ
ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）支援経過や対象者情報の記録にあたって
は、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報
の開示請求について理解した上で適切に取り扱
う。 

29 1 96.7% 0 0 0 1 0 

ｂ）関係機関等との情報共有の際には、本人に
対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益
にならない最良の内容や方法を一緒に検討した
上で、本人の同意を得て行う。 

28 2 93.3% 2 0 0 0 0 

 

 

意

見 
ｂ） 

 関係機関等との情報共有の際には、本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の

同意を得て行う。 

 情報共有の際には、利用者から同意は得るが、本設問ほど丁寧には行っていない。 
 
ウ 「支援者間の記録・伝達」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・支援機関内や関係機関での共有認識を作る 

 

(７) 「障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」について 

「障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」について、障害者本人の職業での強み等の発

揮の「気づき」は様々な場面で得られることや、自己理解を深める支援では、職業との関係の中で

の課題の整理と対処法の検討、さらにその対処法を試す機会が重要であること、また、自己選択・

自己決定の支援では、障害者本人のニーズと提供するサービスのすり合わせ、ニーズ充足のための

本人と支援者の取組の明確化等が重要であるとの意見が得られた。また、障害者本人と支援者の協

働関係の構築のための、コミュニケーションに関するスキル（ソフトスキル）、支援者自身の内省や

姿勢についても重要であるとの意見があった。 

ア 「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」について  

【説明文】障害者が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、自己理解を更に深め、本来の力を発揮

していけるよう支援している。 
 

全般的に適切と評定されたが、障害者本人の職業での強み等の発揮の「気づき」は様々な場面で

得られることから、そのための支援は相談場面だけに限らない方がよいことを示唆する意見があっ

た。 
表２－32 「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」の適切さの評定 

「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」の 
知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）本人が本来の力を発揮できるよう、自己肯
定感の向上に着目した支援を行う。 31 1 96.9% 0 0 0 1 0 
ｂ）障害者本人が自身の強みや力を発揮できる
職務や職場環境への気づきを得られるよう相談
を行う。 

31 1 96.9% 0 0 0 0 1 

 
意

見 
ｂ）  気づきは相談だけではないと思うので、「関わりを行う」とかはどうでしょうか。 

 
イ 「障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用」について 

【説明文】障害者本人が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、体験と

振り返り・意見のすり合わせ等の支援技法を活用している。（体験：職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、

実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以

外のリアルな体験の場。） 
 

適切性の評定は、「内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自

己探求を促進する。」では低くなり、「自己探求を促進する」よりも「自己理解を深める」という表

現へ変更した方がよいという意見や、内省、解釈、要約等の専門用語が分かりにくいとの意見があ
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った。 
表２－33 「障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用」の適切さの評定 

「障害者本人の自己探求を促進する支援技法活
用」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）内省を促す、解釈、要約等のカウンセリン
グの技法を用いて、障害者本人の自己探求を促
進する。 

27 5 84.4% 0 0 0 3 0 

ｂ）障害者が自分自身ができること・強みや課
題と必要な支援に気づけるよう、体験と振り返
りの支援を行う。 

32 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）障害者本人の自己評価と支援者や職場の上
司等の他者評価を共有し、意見のすり合わせを
行う。 

31 1 96.9% 1 0 0 0 0 

ｄ）グループワークを通じて、様々な意見やグ
ループメンバーの言動から、自分自身に関する
気づきが得られるよう支援する。 

31 1 96.9% 0 1 0 0 0 

 

意

見 
ａ） 

 自己探求を促進よりも自己理解を深めるという表現の方が好ましいのではないか。 

 技法をそもそも知らない方もいる。 
 
ウ 「職業との関係の中での自己理解を深める相談」について 

【説明文】障害者本人が自分に合った働き方と希望や目標の達成に向けた方法を見つけていけるよう、職業と自

己に関する理解を深めるための支援を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、職業との関係の中での課題の整理と対処法の検討の相談に止まら

ず、その対処法を試す機会を設けることを追加すべきとする意見もあった。 
 

表２－34 「職業との関係の中での自己理解を深める相談」の適切さの評定 

「職業との関係の中での自己理解を深める相
談」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）体験と振り返りをとおして、様々な仕事・
働き方についての理解を深め、それぞれの仕
事・働き方を選択した際に起こりうる状況を本
人とともに整理する。 

32 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）働く希望や目標の達成に向けて課題となる
内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気
の悪化など）について整理し、対処法を検討す
るための相談を行う。 

30 2 93.8% 0 0 1 1 0 

 
意

見 
ｂ）  相談を行い、その対処法を試す機会を設ける 

 
エ 「障害者支援における自己選択・自己決定の支援」について 

【説明文】情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、自己選択・自己決定を支援してい

る。 
 

全般的には適切と評定されたが、「障害者本人と協働関係を築き、インフォームド・チョイス、自

己決定、積極的参加を促す支援を行う。」については、より内容を具体的に、障害者本人のニーズと

提供するサービスのすり合わせ、ニーズ充足のための本人と支援者の取組の明確化等、分かりやす

く示してほしいとの意見があった。また、「動機付け面接等のカウンセリング技法の基本を理解し

 

て、相談において活用する。」についても、「要修正」の理由として分かりにくいとの回答が複数あ

り、より分かりやすく示してほしいとの意見があった。 
 

表２－35 「障害者支援における自己選択・自己決定の支援」の適切さの評定 

「障害者支援における自己選択・自己決定の支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人と協働関係を築き、インフォー
ムド・チョイス、自己決定、積極的参加を促す
支援を行う。 

28 3 90.3% 0 0 0 3 0 

ｂ）障害者本人の考えを、分かり易く整理して
提示し、選択・決定を可能にする。 30 1 96.8% 0 0 0 1 0 
ｃ）動機付け面接等のカウンセリング技法の基
本を理解して、相談において活用する。 28 3 90.3% 0 0 0 3 0 

 

意

見 

ａ） 

 「対象者のニーズと提供するサービスが合致しているか」「ニーズ充足のために本

人がすること、支援者がすることは何か」 

 文言をかみ砕いて明記してほしい。 

ｂ）  文言をかみ砕いて明記してほしい。 
 

エ 「障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・コミュニケーションに関するスキル（ソフトスキル） 

・どのように協働関係を築くのか、関係を築く上での姿勢について触れられるといい。支 

援者自身の自己覚知とか。 

 
(８) 「就労支援のアセスメント」について 

【注】ここでアセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関連の

能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取り巻く

環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」を指す。 
 
「就労支援のアセスメント」について、生活面も含み、健康面・医療面、服薬状況や定期通院の

ための休みの配慮、食生活、家族関係等の支援ニーズ、仕事と生活の両立への考えや希望する仕事

の把握、障害特性を踏まえた環境調整の課題や仕事をするうえで気をつけることの把握が重要であ

ること、様々な要因による職業生活への影響の事前予測よりも実際の状況の確認やタイムリーな対

応が重要であること等の多くの意見が得られた。さらに、自己理解や障害の開示についての考え方

の把握や障害受容を強要する姿勢にならないことが重要であること、評価ツールや様々な検査はあ

くまで本人を理解する参考とするためのものであり、環境の評価も本人への影響の把握が重要であ

ること、アセスメント結果について支援者だけで検討するのではなく、障害者本人とも共有し必要

な支援を検討することが重要であるという意見があった。また、本人の社会的背景や地域社会での

役割理解については、具体的に意義等が分かりにくいという意見もあった。 
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った。 
表２－33 「障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用」の適切さの評定 

「障害者本人の自己探求を促進する支援技法活
用」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）内省を促す、解釈、要約等のカウンセリン
グの技法を用いて、障害者本人の自己探求を促
進する。 

27 5 84.4% 0 0 0 3 0 

ｂ）障害者が自分自身ができること・強みや課
題と必要な支援に気づけるよう、体験と振り返
りの支援を行う。 

32 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）障害者本人の自己評価と支援者や職場の上
司等の他者評価を共有し、意見のすり合わせを
行う。 

31 1 96.9% 1 0 0 0 0 

ｄ）グループワークを通じて、様々な意見やグ
ループメンバーの言動から、自分自身に関する
気づきが得られるよう支援する。 

31 1 96.9% 0 1 0 0 0 

 

意

見 
ａ） 

 自己探求を促進よりも自己理解を深めるという表現の方が好ましいのではないか。 

 技法をそもそも知らない方もいる。 
 
ウ 「職業との関係の中での自己理解を深める相談」について 

【説明文】障害者本人が自分に合った働き方と希望や目標の達成に向けた方法を見つけていけるよう、職業と自

己に関する理解を深めるための支援を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、職業との関係の中での課題の整理と対処法の検討の相談に止まら

ず、その対処法を試す機会を設けることを追加すべきとする意見もあった。 
 

表２－34 「職業との関係の中での自己理解を深める相談」の適切さの評定 

「職業との関係の中での自己理解を深める相
談」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）体験と振り返りをとおして、様々な仕事・
働き方についての理解を深め、それぞれの仕
事・働き方を選択した際に起こりうる状況を本
人とともに整理する。 

32 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）働く希望や目標の達成に向けて課題となる
内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気
の悪化など）について整理し、対処法を検討す
るための相談を行う。 

30 2 93.8% 0 0 1 1 0 

 
意

見 
ｂ）  相談を行い、その対処法を試す機会を設ける 

 
エ 「障害者支援における自己選択・自己決定の支援」について 

【説明文】情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、自己選択・自己決定を支援してい

る。 
 
全般的には適切と評定されたが、「障害者本人と協働関係を築き、インフォームド・チョイス、自

己決定、積極的参加を促す支援を行う。」については、より内容を具体的に、障害者本人のニーズと

提供するサービスのすり合わせ、ニーズ充足のための本人と支援者の取組の明確化等、分かりやす

く示してほしいとの意見があった。また、「動機付け面接等のカウンセリング技法の基本を理解し

 

て、相談において活用する。」についても、「要修正」の理由として分かりにくいとの回答が複数あ

り、より分かりやすく示してほしいとの意見があった。 
 

表２－35 「障害者支援における自己選択・自己決定の支援」の適切さの評定 

「障害者支援における自己選択・自己決定の支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人と協働関係を築き、インフォー
ムド・チョイス、自己決定、積極的参加を促す
支援を行う。 

28 3 90.3% 0 0 0 3 0 

ｂ）障害者本人の考えを、分かり易く整理して
提示し、選択・決定を可能にする。 30 1 96.8% 0 0 0 1 0 
ｃ）動機付け面接等のカウンセリング技法の基
本を理解して、相談において活用する。 28 3 90.3% 0 0 0 3 0 

 

意

見 

ａ） 

 「対象者のニーズと提供するサービスが合致しているか」「ニーズ充足のために本

人がすること、支援者がすることは何か」 

 文言をかみ砕いて明記してほしい。 

ｂ）  文言をかみ砕いて明記してほしい。 
 

エ 「障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・コミュニケーションに関するスキル（ソフトスキル） 

・どのように協働関係を築くのか、関係を築く上での姿勢について触れられるといい。支 

援者自身の自己覚知とか。 

 
(８) 「就労支援のアセスメント」について 

【注】ここでアセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関連の

能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取り巻く

環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」を指す。 
 

「就労支援のアセスメント」について、生活面も含み、健康面・医療面、服薬状況や定期通院の

ための休みの配慮、食生活、家族関係等の支援ニーズ、仕事と生活の両立への考えや希望する仕事

の把握、障害特性を踏まえた環境調整の課題や仕事をするうえで気をつけることの把握が重要であ

ること、様々な要因による職業生活への影響の事前予測よりも実際の状況の確認やタイムリーな対

応が重要であること等の多くの意見が得られた。さらに、自己理解や障害の開示についての考え方

の把握や障害受容を強要する姿勢にならないことが重要であること、評価ツールや様々な検査はあ

くまで本人を理解する参考とするためのものであり、環境の評価も本人への影響の把握が重要であ

ること、アセスメント結果について支援者だけで検討するのではなく、障害者本人とも共有し必要

な支援を検討することが重要であるという意見があった。また、本人の社会的背景や地域社会での

役割理解については、具体的に意義等が分かりにくいという意見もあった。 
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ア 「ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント」について 

【説明文】障害者の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズ充足に向けて必要な支援や環

境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力に着目して見立てている。（ニーズ：本人が

望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えられることの総体を

指す。） 
 

全般的に適切と評定されたが、「仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面のニ

ーズを把握する。」について、健康面・医療面、食生活、家族関係等の支援ニーズに関して追加すべ

き等といった具体的な修正意見があった。また、「障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興

味、ニーズを引き出す。」ことは、仕事と生活の両立への考えや希望する仕事を把握することである

ことや、「職業場面で障害特性が与える影響や、ニーズ充足に向けて想定される課題とその背景を見

立て、必要な支援を検討する。」ことは、障害特性を踏まえた環境調整の課題や仕事をするうえで気

をつけることの把握であるという、分かりやすい表現に向けた意見もあった。 
 

表２－36 「ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント」の 
適切さの評定 

「ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職
業的観点からのアセスメント」の知識・スキ

ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の仕事やキャリアに対する考
え方や興味、ニーズを引き出す。 29 2 93.5% 0 0 0 1 1 
ｂ）仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生
活習慣などの生活面のニーズを把握する。 28 3 90.3% 1 0 3 0 0 
ｃ）障害者本人の強みや能力に注目し、これ
までの経過や関係機関等からの情報、行動観
察等により、力を発揮しやすい環境や職務を
見立てる。 

29 2 93.5% 0 0 0 0 2 

ｄ）職業場面で障害特性が与える影響や、ニ
ーズ充足に向けて想定される課題とその背景
を見立て、必要な支援を検討する。 

29 2 93.5% 0 0 0 1 1 

 

意

見 

ａ）  「仕事と生活の両立をどう考えているか」「どんな仕事を希望しているか」 

ｂ） 

 ～生活面、健康状態などの医療面のニーズ等も含め多角的に把握する。 

 「食生活」「家族関係」を加える。 

 生活面のニーズをどうサポートしていくか支援体制の確立が必要。 

ｄ） 
 「障害特性を鑑みて（ふまえて）、環境調整に必要なことや課題」「仕事をするうえ

で気をつけること」 
 
イ 「作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント」について 

【説明文】作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、本人と一緒に状況を整理・分析

し、力を発揮しやすい環境や必要な支援について検討している。 
 

全般的に適切と評定されたが、「交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把

握し、職業生活への影響を予測する。」について、事前予測よりも、実際の状況の確認が大切という

意見があった。 

  

 

表２－37 「作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント」の 
適切さの評定 

「作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒
に整理・分析するアセスメント」の知識・ス

キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）作業指示の理解、指示に基づく遂行、作
業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業
遂行力と必要な配慮を本人と一緒に把握・分
析する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）コミュニケーションの取り方や対人行動
の傾向を、本人の認識と関係機関や職場、家
族等からの情報、行動観察等を踏まえて整
理・分析する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）交通機関の利用や身辺自立など、生活的
自立に影響する要因を把握し、職業生活への
影響を予測する。 

28 1 96.6% 0 1 0 0 0 

 
意

見 
ｃ）  文末の「予測」は必要なく、「確認する」が大切。 

 
ウ 「医学・心理学的知見に基づくアセスメント」について 

【説明文】障害・疾病について医学・心理学の知見を基に、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態

を様々な情報から把握・分析している。 
 
適切性の評定は、「障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有した上で、関係機関

等からの情報や行動観察等を基にその人の特徴や状態、必要な支援・配慮を把握する。」で低く、服

薬状況や定期通院のための休みの配慮の把握も重要であることの意見があった。また、「ストレスが

生じるメカニズムを理解した上で、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要因を総合的に整

理して、障害者本人の状況を捉える。」でも低く、むしろ不穏時の具体的な様子や回復までのプロセ

スを計画できることが重要であることについての意見があった。また、医療機関等からの情報の限

界を認識する必要性についての意見もあった。 
 

表２－38 「医学・心理学的知見に基づくアセスメント」の適切さの評定 

「医学・心理学的知見に基づくアセスメン
ト」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害・疾病の特性や症状・原因・予後等
の基本的知識を有した上で、関係機関等から
の情報や行動観察等を基にその人の特徴や状
態、必要な支援・配慮を把握する。 

26 3 89.7% 0 0 1 1 0 

ｂ）認知機能（知能・注意・記憶・実行機能
等）の特性を医療機関等からの情報や行動観
察等を基に把握する。 

27 2 93.1% 1 0 0 0 0 

ｃ）身体機能（身体動作、視力・視野、聴
力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活
においてできること（支援・機会があればで
きることを含む）を把握する。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

ｄ）ストレスが生じるメカニズムを理解した
上で、精神疾患による症状と職場環境等のス
トレス要因を総合的に整理して、障害者本人
の状況を捉える。 

26 3 89.7% 0 0 0 1 1 
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ア 「ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント」について 

【説明文】障害者の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズ充足に向けて必要な支援や環

境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力に着目して見立てている。（ニーズ：本人が

望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えられることの総体を

指す。） 
 
全般的に適切と評定されたが、「仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面のニ

ーズを把握する。」について、健康面・医療面、食生活、家族関係等の支援ニーズに関して追加すべ

き等といった具体的な修正意見があった。また、「障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興

味、ニーズを引き出す。」ことは、仕事と生活の両立への考えや希望する仕事を把握することである

ことや、「職業場面で障害特性が与える影響や、ニーズ充足に向けて想定される課題とその背景を見

立て、必要な支援を検討する。」ことは、障害特性を踏まえた環境調整の課題や仕事をするうえで気

をつけることの把握であるという、分かりやすい表現に向けた意見もあった。 
 

表２－36 「ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント」の 
適切さの評定 

「ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職
業的観点からのアセスメント」の知識・スキ

ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の仕事やキャリアに対する考
え方や興味、ニーズを引き出す。 29 2 93.5% 0 0 0 1 1 
ｂ）仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生
活習慣などの生活面のニーズを把握する。 28 3 90.3% 1 0 3 0 0 
ｃ）障害者本人の強みや能力に注目し、これ
までの経過や関係機関等からの情報、行動観
察等により、力を発揮しやすい環境や職務を
見立てる。 

29 2 93.5% 0 0 0 0 2 

ｄ）職業場面で障害特性が与える影響や、ニ
ーズ充足に向けて想定される課題とその背景
を見立て、必要な支援を検討する。 

29 2 93.5% 0 0 0 1 1 

 

意

見 

ａ）  「仕事と生活の両立をどう考えているか」「どんな仕事を希望しているか」 

ｂ） 

 ～生活面、健康状態などの医療面のニーズ等も含め多角的に把握する。 

 「食生活」「家族関係」を加える。 

 生活面のニーズをどうサポートしていくか支援体制の確立が必要。 

ｄ） 
 「障害特性を鑑みて（ふまえて）、環境調整に必要なことや課題」「仕事をするうえ

で気をつけること」 
 
イ 「作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント」について 

【説明文】作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、本人と一緒に状況を整理・分析

し、力を発揮しやすい環境や必要な支援について検討している。 
 
全般的に適切と評定されたが、「交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把

握し、職業生活への影響を予測する。」について、事前予測よりも、実際の状況の確認が大切という

意見があった。 

  

 

表２－37 「作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント」の 
適切さの評定 

「作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒
に整理・分析するアセスメント」の知識・ス

キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）作業指示の理解、指示に基づく遂行、作
業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業
遂行力と必要な配慮を本人と一緒に把握・分
析する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）コミュニケーションの取り方や対人行動
の傾向を、本人の認識と関係機関や職場、家
族等からの情報、行動観察等を踏まえて整
理・分析する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）交通機関の利用や身辺自立など、生活的
自立に影響する要因を把握し、職業生活への
影響を予測する。 

28 1 96.6% 0 1 0 0 0 

 
意

見 
ｃ）  文末の「予測」は必要なく、「確認する」が大切。 

 
ウ 「医学・心理学的知見に基づくアセスメント」について 

【説明文】障害・疾病について医学・心理学の知見を基に、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態

を様々な情報から把握・分析している。 
 

適切性の評定は、「障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有した上で、関係機関

等からの情報や行動観察等を基にその人の特徴や状態、必要な支援・配慮を把握する。」で低く、服

薬状況や定期通院のための休みの配慮の把握も重要であることの意見があった。また、「ストレスが

生じるメカニズムを理解した上で、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要因を総合的に整

理して、障害者本人の状況を捉える。」でも低く、むしろ不穏時の具体的な様子や回復までのプロセ

スを計画できることが重要であることについての意見があった。また、医療機関等からの情報の限

界を認識する必要性についての意見もあった。 
 

表２－38 「医学・心理学的知見に基づくアセスメント」の適切さの評定 

「医学・心理学的知見に基づくアセスメン
ト」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害・疾病の特性や症状・原因・予後等
の基本的知識を有した上で、関係機関等から
の情報や行動観察等を基にその人の特徴や状
態、必要な支援・配慮を把握する。 

26 3 89.7% 0 0 1 1 0 

ｂ）認知機能（知能・注意・記憶・実行機能
等）の特性を医療機関等からの情報や行動観
察等を基に把握する。 

27 2 93.1% 1 0 0 0 0 

ｃ）身体機能（身体動作、視力・視野、聴
力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活
においてできること（支援・機会があればで
きることを含む）を把握する。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

ｄ）ストレスが生じるメカニズムを理解した
上で、精神疾患による症状と職場環境等のス
トレス要因を総合的に整理して、障害者本人
の状況を捉える。 

26 3 89.7% 0 0 0 1 1 
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意

見 

ａ）  服薬状況や定期通院のための休みの配慮について～ 

ｂ） 
 医療機関等については、断片的、レッテル的なものが多く、知識としては良いが、

支援者も傾倒しまうところがあるので…。 

ｄ） 

 ストレス要因よりも不穏時の具体的な様子や回復までのプロセスを計画しておく

方が有効ではないか。 

 ストレス時の反応は…他害行為があるか、自棄的になるのか～ 
 
エ 「障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント」について 

【説明文】障害者本人の就労意欲や障害に対する受け止め方について把握した上で、障害特性・環境・経済状況

なども含めた総合的な視点からその背景を推定している。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。「障害者本人の障害や症状に対する受け止め方を把握する。」

については、障害受容を強要する姿勢にならないようにすることや、自己理解や障害の開示につい

ての考え方の把握が重要であること、また、「障害者本人の就労意欲について、障害・疾病の特性、

周囲の関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背景を推定する。」

について、推定ではなく本人に確認し本人と共有することが重要であるとの意見があった。 
 

表２－39 「障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント」の適切さの評定 

「障害者本人の心理面とその背景を整理するア
セスメント」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の就労意欲について、障害・疾
病の特性、周囲の関わりや環境、社会的立場・
経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背
景を推定する。 

26 3 89.7% 0 0 2 1 0 

ｂ）障害者本人の障害や症状に対する受け止め
方を把握する。 23 6 79.3% 0 0 2 3 0 

 

意

見 

ａ） 
 文末の推定するについて。「推定から本人に確認する」が良いかと。 

 背景を推定するだけでなく、本人と共有することも加筆すべきでないか。 

ｂ） 

 追記か表現の工夫で、受け止め方が支援の妨げにならないようにできればと思いま

す（障害受容できていないことが支援が進まない決定的な原因とならないように）。 

 他に良い表現も浮かばないが、「受け止め方」という表現が適切か分からない。 

 障害受容や自己理解（自己覚知）はどの程度か。障害の開示について、どのように

思っているか。 
 
オ 「社会生活や職場の環境的側面のアセスメント」について  

【説明文】障害者本人が生活する社会や働く（働いた）職場での役割・環境や周囲との関係について情報収集し

ている。 
 

適切性の評定は、「障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴等を把握し、個人の文化的・社

会的背景や地域社会における役割を理解する。」では低くなった。その理由としては、分かりにく

さ、支援の実態と合わないことや支援の必要性の低さがあった。また、「（現在又は過去の）職場で

の周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置など）についての情報を把握する。」

 

については、環境の把握自体ではなく、それらの本人への影響の方が重要とする意見があった。 
 

表２－40 「社会生活や職場の環境的側面のアセスメント」の適切さの評定 

「社会生活や職場の環境的側面のアセスメン
ト」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の社会経済的地位や居住地域の
特徴等を把握し、個人の文化的・社会的背景や
地域社会における役割を理解する。 

23 6 79.3% 1 1 0 2 1 

ｂ）家族、友人、地域社会との関係やサポート
環境、障害への理解を把握する。 29 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｃ）（現在又は過去の）職場での周囲との関係
やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配
置など）についての情報を把握する。 

28 1 96.6% 0 1 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 同項目の他の主な内容２点と一括りにできない内容に感じた。（他２点については

重要度は高めであるが、この項目については重要度はそこまで高くない認識をして

いる。） 

ｃ）  周辺情報がどう本人に影響したかを推定することの方が重要でないか。 
 
カ 「アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集」について  

【説明文】障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、資料の提供などにより、情報を適切に収集している。

（資料：履歴書、職務経歴書等の他、関係機関等からの情報提供書等が考えられる。） 
 
全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 

 
表２－41 「アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集」の適切さの評定 

「アセスメント手法①：聞き取りや資料等によ
る情報収集」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）本人との継続的な相談を行う中で、本人と
の信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつ
つ、必要な情報を収集する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）本人の同意を得たうえで、家族や関係機関
から必要な情報を収集する。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 
ｃ）主治医からの情報を得て、障害者本人の現
在の状態、予後や今後の治療方針等を把握す
る。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

 
キ 「アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント」について 

【説明文】様々な評価ツールや検査を活用して、障害者の職業・心理・対人的な特性を明確にし、必要な支援を

検討している。 

 （評価ツール：各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。検査：神経心理学的検査、性格検査

等を指す。職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法等を指す。） 
 
適切性の評定は、「自機関又は関係機関で実施された心理検査・職業検査等の結果を元に、本人の

状態像や特性・能力を把握する。」で低くなった。検査等で本人のことを把握するのではなく、本人

を理解する参考にすることが重要という意見があった。また、「様々な評価ツールに関する情報を収

集し、使用する。」については適切と評定されていたが、「様々な評価ツール」を具体的に示す必要

があるという意見があった。 
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意

見 

ａ）  服薬状況や定期通院のための休みの配慮について～ 

ｂ） 
 医療機関等については、断片的、レッテル的なものが多く、知識としては良いが、

支援者も傾倒しまうところがあるので…。 

ｄ） 

 ストレス要因よりも不穏時の具体的な様子や回復までのプロセスを計画しておく

方が有効ではないか。 

 ストレス時の反応は…他害行為があるか、自棄的になるのか～ 
 
エ 「障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント」について 

【説明文】障害者本人の就労意欲や障害に対する受け止め方について把握した上で、障害特性・環境・経済状況

なども含めた総合的な視点からその背景を推定している。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。「障害者本人の障害や症状に対する受け止め方を把握する。」

については、障害受容を強要する姿勢にならないようにすることや、自己理解や障害の開示につい

ての考え方の把握が重要であること、また、「障害者本人の就労意欲について、障害・疾病の特性、

周囲の関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背景を推定する。」

について、推定ではなく本人に確認し本人と共有することが重要であるとの意見があった。 
 

表２－39 「障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント」の適切さの評定 

「障害者本人の心理面とその背景を整理するア
セスメント」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の就労意欲について、障害・疾
病の特性、周囲の関わりや環境、社会的立場・
経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背
景を推定する。 

26 3 89.7% 0 0 2 1 0 

ｂ）障害者本人の障害や症状に対する受け止め
方を把握する。 23 6 79.3% 0 0 2 3 0 

 

意

見 

ａ） 
 文末の推定するについて。「推定から本人に確認する」が良いかと。 

 背景を推定するだけでなく、本人と共有することも加筆すべきでないか。 

ｂ） 

 追記か表現の工夫で、受け止め方が支援の妨げにならないようにできればと思いま

す（障害受容できていないことが支援が進まない決定的な原因とならないように）。 

 他に良い表現も浮かばないが、「受け止め方」という表現が適切か分からない。 

 障害受容や自己理解（自己覚知）はどの程度か。障害の開示について、どのように

思っているか。 
 
オ 「社会生活や職場の環境的側面のアセスメント」について  

【説明文】障害者本人が生活する社会や働く（働いた）職場での役割・環境や周囲との関係について情報収集し

ている。 
 
適切性の評定は、「障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴等を把握し、個人の文化的・社

会的背景や地域社会における役割を理解する。」では低くなった。その理由としては、分かりにく

さ、支援の実態と合わないことや支援の必要性の低さがあった。また、「（現在又は過去の）職場で

の周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置など）についての情報を把握する。」

 

については、環境の把握自体ではなく、それらの本人への影響の方が重要とする意見があった。 
 

表２－40 「社会生活や職場の環境的側面のアセスメント」の適切さの評定 

「社会生活や職場の環境的側面のアセスメン
ト」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の社会経済的地位や居住地域の
特徴等を把握し、個人の文化的・社会的背景や
地域社会における役割を理解する。 

23 6 79.3% 1 1 0 2 1 

ｂ）家族、友人、地域社会との関係やサポート
環境、障害への理解を把握する。 29 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｃ）（現在又は過去の）職場での周囲との関係
やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配
置など）についての情報を把握する。 

28 1 96.6% 0 1 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 同項目の他の主な内容２点と一括りにできない内容に感じた。（他２点については

重要度は高めであるが、この項目については重要度はそこまで高くない認識をして

いる。） 

ｃ）  周辺情報がどう本人に影響したかを推定することの方が重要でないか。 
 
カ 「アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集」について  

【説明文】障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、資料の提供などにより、情報を適切に収集している。

（資料：履歴書、職務経歴書等の他、関係機関等からの情報提供書等が考えられる。） 
 

全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 
 

表２－41 「アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集」の適切さの評定 

「アセスメント手法①：聞き取りや資料等によ
る情報収集」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）本人との継続的な相談を行う中で、本人と
の信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつ
つ、必要な情報を収集する。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）本人の同意を得たうえで、家族や関係機関
から必要な情報を収集する。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 
ｃ）主治医からの情報を得て、障害者本人の現
在の状態、予後や今後の治療方針等を把握す
る。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

 
キ 「アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント」について 

【説明文】様々な評価ツールや検査を活用して、障害者の職業・心理・対人的な特性を明確にし、必要な支援を

検討している。 

 （評価ツール：各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。検査：神経心理学的検査、性格検査

等を指す。職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法等を指す。） 
 

適切性の評定は、「自機関又は関係機関で実施された心理検査・職業検査等の結果を元に、本人の

状態像や特性・能力を把握する。」で低くなった。検査等で本人のことを把握するのではなく、本人

を理解する参考にすることが重要という意見があった。また、「様々な評価ツールに関する情報を収

集し、使用する。」については適切と評定されていたが、「様々な評価ツール」を具体的に示す必要

があるという意見があった。 
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表２－42 「アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント」の適切さの評定 

「アセスメント手法②：専門的ツールを用いた
アセスメント」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）様々な評価ツールに関する情報を収集し、
使用する。 27 2 93.1% 0 0 0 1 0 
ｂ）自機関又は関係機関で実施された心理検
査・職業検査等の結果を元に、本人の状態像や
特性・能力を把握する。 

26 3 89.7% 0 0 1 0 1 

 

意

見 

ａ）  ツールを具体的に示す。 

ｂ） 

 職業検査を削除。 

 自機関又は関係機関で実施された心理検査・職業検査等の結果を元に、本人の状態

像や特性・能力の参考にする。 
 
ク 「アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント」について 

【説明文】実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）の中で、職場での対人技能

や適応的な作業種・環境、必要な支援をアセスメントしている。 
 

適切性の評定は、「具体的に記録した内容に基づいて、課題となっている言動や思考を把握・整理

し、改善案や必要な支援を検討する。」で低くなり、障害者本人とともに課題の整理や改善案の検討

等をすべきという修正意見があった。 
 

表２－43 「アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント」の適切さの評定 

「アセスメント手法③：行動観察を用いたアセ
スメント」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）実際の職場や職場に近い作業場面での様子
について、何がきっかけとなり、どのような言
動（思考）をして、どのような結果になったの
か、行動レベルで記録をつける。 

28 1 96.6% 1 0 0 0 0 

ｂ）具体的に記録した内容に基づいて、課題と
なっている言動や思考を把握・整理し、改善案
や必要な支援を検討する。 

26 3 89.7% 0 0 2 1 0 

 

意

見 
ｂ） 

 支援者のみが課題把握や整理すると捉えてしまうような文言の印象ですので、自己

理解形成のために「本人と整理」することが分かる表現の方がいいように感じられ

ました。 

 ～本人とともに検討する～ 
 
ケ 「就労支援のアセスメント」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について特に意見はなかった。 
 
(９) 「就労支援のプランニング」について 

「就労支援のプランニング」について、支援者主体で計画するものではなく、職業関連の体験や

訓練等を踏まえて障害者本人が自己理解を深め、専門的アセスメント結果も参考に、本人と相談し

ながら、企業や関係機関との役割分担や調整も含めて支援計画を決め関係者とも共有していくプロ

 

セスであることを明確にする必要があるとの意見があった。 

ア 「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有」について 

【説明文】総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の背景、必要な技能や有効なサポートな

どの見立てを示し、今後の目標と段階的な計画（案）を共有している。 
 
適切性の評定は、「診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の

可能性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。」と「目標達成に向けた段階的な

計画（いつまでに・何を取り組むか等）の案を示し、障害者本人や家族・関係機関等と共有する。」

で低くなった。「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有」とは障害者本人が自己理解を深

め、いつまでに何をするか関係機関との役割分担を含めて本人と相談しながら支援計画を決め関係

者とも共有していくプロセスであり、支援者主体と誤解されない表現にすることが必要であるとの

意見、また、診断名や障害名にこだわりすぎることはよくないが必要な情報の一部として中立的な

表現が必要という意見があった。 
 

表２－44 「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有」の適切さの評定 

「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の
共有」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）診断名や障害名にとらわれず、総合的なア
セスメント情報に基づく職業選択の可能性や課
題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共
有する。 

25 4 86.2% 0 0 0 2 1 

ｂ）アセスメント結果に基づいた目標と目標達
成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポ
ート環境を明確にし、障害者本人と共有する。 

27 2 93.1% 0 0 0 1 0 

ｃ）目標達成に向けた段階的な計画（いつまで
に・何を取り組むか等）の案を示し、障害者本
人や家族・関係機関等と共有する。 

25 4 86.2% 0 0 2 1 0 

 

意

見 

ａ） 

ｂ） 

ｃ） 

 ご本人自身が訓練等の経験を経て得意不得意や職業適性について自己理解を深め

ていく過程が重要と考えています。原案の文言だとどうしても支援者主体の表現に

（私の捉え方の問題かもしれませんが）見えてしまうため、あくまで本人主体であ

ることが分かる文言が良いかと思いました。 

ａ） 

 とらわれずと表現すると診断名軽視した印象になる。 

 本人が原案の内容を必要としていないこともある。そもそも、その段階に無い人も

居る。 

ｃ） 

 目標達成に向けた段階的な計画（いつまでに・何を取り組むか等）について希望を

聴いた上で案を示し、障害者本人や家族・関係機関等と共有する。 

 役割分担も記載した方が良いのではないか。 
 

イ 「就労支援計画策定と定期的なモニタリング」について 

【説明文】目標や計画の達成に向けて有益な情報を共有した上で、本人の主体的な意思決定に基づく計画の策定

と、その後の定期的な計画の見直しを行っている。 
 
全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 

－ 84 －



 

表２－42 「アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント」の適切さの評定 

「アセスメント手法②：専門的ツールを用いた
アセスメント」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）様々な評価ツールに関する情報を収集し、
使用する。 27 2 93.1% 0 0 0 1 0 
ｂ）自機関又は関係機関で実施された心理検
査・職業検査等の結果を元に、本人の状態像や
特性・能力を把握する。 

26 3 89.7% 0 0 1 0 1 

 

意

見 

ａ）  ツールを具体的に示す。 

ｂ） 

 職業検査を削除。 

 自機関又は関係機関で実施された心理検査・職業検査等の結果を元に、本人の状態

像や特性・能力の参考にする。 
 
ク 「アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント」について 

【説明文】実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）の中で、職場での対人技能

や適応的な作業種・環境、必要な支援をアセスメントしている。 
 
適切性の評定は、「具体的に記録した内容に基づいて、課題となっている言動や思考を把握・整理

し、改善案や必要な支援を検討する。」で低くなり、障害者本人とともに課題の整理や改善案の検討

等をすべきという修正意見があった。 
 

表２－43 「アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント」の適切さの評定 

「アセスメント手法③：行動観察を用いたアセ
スメント」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）実際の職場や職場に近い作業場面での様子
について、何がきっかけとなり、どのような言
動（思考）をして、どのような結果になったの
か、行動レベルで記録をつける。 

28 1 96.6% 1 0 0 0 0 

ｂ）具体的に記録した内容に基づいて、課題と
なっている言動や思考を把握・整理し、改善案
や必要な支援を検討する。 

26 3 89.7% 0 0 2 1 0 

 

意

見 
ｂ） 

 支援者のみが課題把握や整理すると捉えてしまうような文言の印象ですので、自己

理解形成のために「本人と整理」することが分かる表現の方がいいように感じられ

ました。 

 ～本人とともに検討する～ 
 
ケ 「就労支援のアセスメント」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について特に意見はなかった。 
 
(９) 「就労支援のプランニング」について 

「就労支援のプランニング」について、支援者主体で計画するものではなく、職業関連の体験や

訓練等を踏まえて障害者本人が自己理解を深め、専門的アセスメント結果も参考に、本人と相談し

ながら、企業や関係機関との役割分担や調整も含めて支援計画を決め関係者とも共有していくプロ

 

セスであることを明確にする必要があるとの意見があった。 

ア 「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有」について 

【説明文】総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の背景、必要な技能や有効なサポートな

どの見立てを示し、今後の目標と段階的な計画（案）を共有している。 
 

適切性の評定は、「診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の

可能性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。」と「目標達成に向けた段階的な

計画（いつまでに・何を取り組むか等）の案を示し、障害者本人や家族・関係機関等と共有する。」

で低くなった。「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有」とは障害者本人が自己理解を深

め、いつまでに何をするか関係機関との役割分担を含めて本人と相談しながら支援計画を決め関係

者とも共有していくプロセスであり、支援者主体と誤解されない表現にすることが必要であるとの

意見、また、診断名や障害名にこだわりすぎることはよくないが必要な情報の一部として中立的な

表現が必要という意見があった。 
 

表２－44 「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有」の適切さの評定 

「アセスメントに基づく見立てや目標と計画の
共有」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）診断名や障害名にとらわれず、総合的なア
セスメント情報に基づく職業選択の可能性や課
題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共
有する。 

25 4 86.2% 0 0 0 2 1 

ｂ）アセスメント結果に基づいた目標と目標達
成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポ
ート環境を明確にし、障害者本人と共有する。 

27 2 93.1% 0 0 0 1 0 

ｃ）目標達成に向けた段階的な計画（いつまで
に・何を取り組むか等）の案を示し、障害者本
人や家族・関係機関等と共有する。 

25 4 86.2% 0 0 2 1 0 

 

意

見 

ａ） 

ｂ） 

ｃ） 

 ご本人自身が訓練等の経験を経て得意不得意や職業適性について自己理解を深め

ていく過程が重要と考えています。原案の文言だとどうしても支援者主体の表現に

（私の捉え方の問題かもしれませんが）見えてしまうため、あくまで本人主体であ

ることが分かる文言が良いかと思いました。 

ａ） 

 とらわれずと表現すると診断名軽視した印象になる。 

 本人が原案の内容を必要としていないこともある。そもそも、その段階に無い人も

居る。 

ｃ） 

 目標達成に向けた段階的な計画（いつまでに・何を取り組むか等）について希望を

聴いた上で案を示し、障害者本人や家族・関係機関等と共有する。 

 役割分担も記載した方が良いのではないか。 
 

イ 「就労支援計画策定と定期的なモニタリング」について 

【説明文】目標や計画の達成に向けて有益な情報を共有した上で、本人の主体的な意思決定に基づく計画の策定

と、その後の定期的な計画の見直しを行っている。 
 

全般的に適切と評定され、修正意見はなかった。 

－ 85 －



 

表２－45 「就労支援計画策定と定期的なモニタリング」の適切さの評定 

「就労支援計画策定と定期的なモニタリング」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）目標や計画の達成に向け有益な支援サービ
ス、効果的なツールの活用や課題への対処方法
に関する情報提供や提案を行う。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

ｂ）目標達成に向け必要な支援ネットワークの
構築に向け、連携を強化する機関や連携内容に
ついて障害者本人に説明し、同意を得る。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

ｃ）本人の主体的な意思決定に基づき計画を策
定する。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 
ｄ）目標の達成度や状況を定期的に確認し、必
要に応じて支援計画の見直し・変更を行う。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

 
ウ 「就労支援のプランニング」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・会社側が求める本質の部分を見抜くスキル。 

 
(10) 「職業生活に必要なスキル習得に向けた支援」について 

「職業生活に必要なスキル習得に向けた支援」について、職場の負担が大きくならないようなナ

チュラルサポートの構築・維持の専門支援と、職場で一般的に想定される場面や状況で必要な具体

的スキル等の内容説明を前提として、スキル習得には本人の主体性が重要であるが、そのためには、

企業や支援機関からのフィードバックや支援も重要であるとの意見が得られた。また、職業生活に

伴う、日常生活や金銭管理について、本人に合った続けやすい方法の助言・指導や、本人だけでは

難しい場合の各地域に応じた専門機関等との連携が必要であるとも意見も得られた。通勤支援も各

地域の状況に応じ提案・説明する必要があることや必要に応じて事前の練習を行う場合についての

意見も得られた。その他、具体的に職業生活に必要なスキルとして、PC や SNS のリテラシー、対人

スキルや問題解決スキル、体調管理（定期通院、服薬管理）、ストレス対処、余暇活動について挙げ

られていた。 

ア 「目標とするスキルや行動を習得するための支援」について 

【説明文】障害者本人が支援者や職場の上司等と共有した目標の行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を

身に着けられるよう、科学的に根拠のある体系的な支援をしている。 
 

適切性の評定は、「環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポートに着目し、活用す

る。」と「目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階的に手が

かりやサポートを減らす方法やタイミングを計画し、実行する。」で低くなった。「目標の行動が手

がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階的に手がかりやサポートを減らす

方法やタイミングを計画し、実行する。」について、職場のナチュラルサポートとして維持する必要

がある場合もあるが、職場の負担が大きくならないように調整する必要がある趣旨を明確にする必

要があるとの意見があった。「環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポートに着目

し、活用する。」についても、抽象度が高いため具体的内容として記載することに疑問を呈する意見

があった。 

 

表２－46 「目標とするスキルや行動を習得するための支援」の適切さの評定 

「目標とするスキルや行動を習得するための支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）目標の行動の習得に向け、無理の無い段階
的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せ
る、手がかりを与える、繰り返しの練習を促
す、環境を調整するなどの働きかけを行う。 

30 2 93.8% 1 0 0 0 0 

ｂ）環境・周囲から無理なく自然に得られる手
がかりやサポートに着目し、活用する。 28 4 87.5% 1 1 0 0 1 
ｃ）目標の行動が手がかりやサポートのある環
境の下でできるようになったら、段階的に手が
かりやサポートを減らす方法やタイミングを計
画し、実行する。 

27 5 84.4% 2 2 0 0 1 

 

意

見 

ｂ）  抽象度が高いため、あえて入れる必要があるのか疑問に思いました。 

ｃ） 

 目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、周囲の

従業員の負担を軽減することを目的として段階的に人的サポートを減らす方法や

タイミングを計画し、実行する。 

 減らす必要が無い場合もあると考えます。 
 
イ 「対人スキルや問題解決スキル習得のための支援」について 

【説明文】障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・問

題解決スキルの習得を支援している。 
  
全般的に適切と評定されたが、「対人スキルや問題解決スキル習得のための支援」では、職場にお

いて必要なスキル内容について具体的に説明することが重要であることや、課題整理や問題解決の

ためには、企業や支援機関からの視点やフィードバックも必要であるという意見があった。 
 

表２－47 「対人スキルや問題解決スキル習得のための支援」の適切さの評定 

「対人スキルや問題解決スキル習得のための支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）時間を守る、質問・報告・相談、ミスをし
た時の対応、怒りのコントロール等職場で最低
限必要となるマナーや振る舞いに関して必要な
理由や有効な手段を分かり易く説明する。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）企業や官公庁で働くことと、学校生活又は
福祉的就労で求められることの違いを説明す
る。 

29 2 93.5% 1 0 1 0 0 

ｃ）SST 等の手法を用いて、コミュニケーショ
ンスキルの習得を個別またはグループで支援す
る。 

30 1 96.8% 0 0 0 0 0 

ｄ）悩みや困りごと等、問題となっている状況
や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つ
けていけるよう、支援する。 

29 2 93.5% 0 0 1 1 0 
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表２－45 「就労支援計画策定と定期的なモニタリング」の適切さの評定 

「就労支援計画策定と定期的なモニタリング」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）目標や計画の達成に向け有益な支援サービ
ス、効果的なツールの活用や課題への対処方法
に関する情報提供や提案を行う。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

ｂ）目標達成に向け必要な支援ネットワークの
構築に向け、連携を強化する機関や連携内容に
ついて障害者本人に説明し、同意を得る。 

28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

ｃ）本人の主体的な意思決定に基づき計画を策
定する。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 
ｄ）目標の達成度や状況を定期的に確認し、必
要に応じて支援計画の見直し・変更を行う。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 

 
ウ 「就労支援のプランニング」に追加すべき知識・スキル等について  

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 ・会社側が求める本質の部分を見抜くスキル。 

 
(10) 「職業生活に必要なスキル習得に向けた支援」について 

「職業生活に必要なスキル習得に向けた支援」について、職場の負担が大きくならないようなナ

チュラルサポートの構築・維持の専門支援と、職場で一般的に想定される場面や状況で必要な具体

的スキル等の内容説明を前提として、スキル習得には本人の主体性が重要であるが、そのためには、

企業や支援機関からのフィードバックや支援も重要であるとの意見が得られた。また、職業生活に

伴う、日常生活や金銭管理について、本人に合った続けやすい方法の助言・指導や、本人だけでは

難しい場合の各地域に応じた専門機関等との連携が必要であるとも意見も得られた。通勤支援も各

地域の状況に応じ提案・説明する必要があることや必要に応じて事前の練習を行う場合についての

意見も得られた。その他、具体的に職業生活に必要なスキルとして、PC や SNS のリテラシー、対人

スキルや問題解決スキル、体調管理（定期通院、服薬管理）、ストレス対処、余暇活動について挙げ

られていた。 

ア 「目標とするスキルや行動を習得するための支援」について 

【説明文】障害者本人が支援者や職場の上司等と共有した目標の行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を

身に着けられるよう、科学的に根拠のある体系的な支援をしている。 
 
適切性の評定は、「環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポートに着目し、活用す

る。」と「目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階的に手が

かりやサポートを減らす方法やタイミングを計画し、実行する。」で低くなった。「目標の行動が手

がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階的に手がかりやサポートを減らす

方法やタイミングを計画し、実行する。」について、職場のナチュラルサポートとして維持する必要

がある場合もあるが、職場の負担が大きくならないように調整する必要がある趣旨を明確にする必

要があるとの意見があった。「環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポートに着目

し、活用する。」についても、抽象度が高いため具体的内容として記載することに疑問を呈する意見

があった。 

 

表２－46 「目標とするスキルや行動を習得するための支援」の適切さの評定 

「目標とするスキルや行動を習得するための支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）目標の行動の習得に向け、無理の無い段階
的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せ
る、手がかりを与える、繰り返しの練習を促
す、環境を調整するなどの働きかけを行う。 

30 2 93.8% 1 0 0 0 0 

ｂ）環境・周囲から無理なく自然に得られる手
がかりやサポートに着目し、活用する。 28 4 87.5% 1 1 0 0 1 
ｃ）目標の行動が手がかりやサポートのある環
境の下でできるようになったら、段階的に手が
かりやサポートを減らす方法やタイミングを計
画し、実行する。 

27 5 84.4% 2 2 0 0 1 

 

意

見 

ｂ）  抽象度が高いため、あえて入れる必要があるのか疑問に思いました。 

ｃ） 

 目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、周囲の

従業員の負担を軽減することを目的として段階的に人的サポートを減らす方法や

タイミングを計画し、実行する。 

 減らす必要が無い場合もあると考えます。 
 
イ 「対人スキルや問題解決スキル習得のための支援」について 

【説明文】障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・問

題解決スキルの習得を支援している。 
  

全般的に適切と評定されたが、「対人スキルや問題解決スキル習得のための支援」では、職場にお

いて必要なスキル内容について具体的に説明することが重要であることや、課題整理や問題解決の

ためには、企業や支援機関からの視点やフィードバックも必要であるという意見があった。 
 

表２－47 「対人スキルや問題解決スキル習得のための支援」の適切さの評定 

「対人スキルや問題解決スキル習得のための支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）時間を守る、質問・報告・相談、ミスをし
た時の対応、怒りのコントロール等職場で最低
限必要となるマナーや振る舞いに関して必要な
理由や有効な手段を分かり易く説明する。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）企業や官公庁で働くことと、学校生活又は
福祉的就労で求められることの違いを説明す
る。 

29 2 93.5% 1 0 1 0 0 

ｃ）SST 等の手法を用いて、コミュニケーショ
ンスキルの習得を個別またはグループで支援す
る。 

30 1 96.8% 0 0 0 0 0 

ｄ）悩みや困りごと等、問題となっている状況
や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つ
けていけるよう、支援する。 

29 2 93.5% 0 0 1 1 0 
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意

見 

ｂ） 
 企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることを具体的に

説明する。 

ｄ） 
 本人だけで課題の整理や把握は難しいと思われるので、会社や支援機関からの視点

（フィードバック）も必要と思います。 
 

ウ 「生活面の自立や自己管理の支援」について 

【説明文】障害者が自立した生活を送るために、日常生活や金銭管理等に関する助言や情報提供を行っている。 
 

適切性の評定は、「金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを

助言・指導する。」で低くなり、家計簿に限らず本人に合った続けやすい方法の助言・指導が必要で

あることや、生活面の自己管理全般について本人だけでは難しい場合の専門機関等との連携が必要

であること、地域によっては日常生活自立支援事業の活用が困難な状況があることについての意見

があった。 
 

表２－48 「生活面の自立や自己管理の支援」の適切さの評定 

「生活面の自立や自己管理の支援」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）必要に応じて身だしなみの整え方、食事の
準備、自室の整理・整頓など、日常生活面に関
する助言・指導をする。 

27 2 93.1% 1 0 0 0 0 

ｂ）金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつ
け方や計画的なお金の使い方などを助言・指導
する。 

25 4 86.2% 1 0 1 0 1 

ｃ）必要に応じて、日常生活自立支援事業など
の社会資源の活用を勧める。 27 2 93.1% 1 0 0 0 1 

 

意

見 

ａ）  助言・指導をする→適切な支援のできる専門機関等との連携、または紹介。 

ｂ） 

 金銭管理を適切に行えるよう、ご本人の特性に合わせた有効な方法かつ続けやすい

方法を助言・指導する。 

 助言・指導をする→適切な支援のできる専門機関等との連携、または紹介。 

 「家計簿のつけ方」という文言が気になりました。家計簿のつけ方を習得すること

が難しい方も少なくないことから、この部分は削除してもよいかと思いました。 

ｃ） 
 一つの意見として、日常生活自立支援事業は予算や人員の都合等の理由で、私の地

域では新規受付はほぼできません。 
 
エ 「通勤支援」について 

【説明文】通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、地域によっては自力通勤が就労支援の前提となっている実態や通

勤支援の実態がない状況を踏まえた意見や、通勤支援では提案・説明だけでなく必要に応じて事前

の練習を行うこともあるという意見があった。 

  

 

表２－49 「通勤支援」の適切さの評定 

「通勤支援」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）通勤経路や交通手段について提案・説明す
る。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 
ｂ）通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹
介する。 27 2 93.1% 1 0 0 1 0 

 

意

見 

ａ） 
 通勤経路や交通手段について提案・説明する。また、必要に応じて事前に練習を行

う。 

ｂ） 

 事業としてあっても（もしくは地域によっては無い）、実際どれだけ使えているの

でしょうか。 

 社会資源の具体的な内容について提示があると良い。支援を行う上では自力通勤が

基本的にできる前提で相談を行うので記載するかどうか検討が必要。 
 
オ 「職業生活に必要なスキル習得に向けた支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・就職に向けて自己理解を深めるためのスキル 

・面接までの準備支援に対するスキル（履歴書作成、面接の受け方の助言） 

・自己理解 

・これからの必要な人材、スキルとして PC を扱えるスキルは必要ではないか。資格取得 

はもちろんだが、工場に務める方でもある程度の知識は必要だと感じる。また、SNS の 

リテラシーの訓練はトラブル防止にもなるので必要不可欠になっていくのではないか。 

・対人スキルや問題解決スキル、 生活面の自立や自己管理を行うスキルなど 

・体調管理（定期通院、服薬管理）、自分自身のストレス対処の方法など 

・余暇活動について、自分の職業生活にどう取り入れるか、本人に考えてもらうこと 
 
(11) 「求人選択・求職活動や職場への移行時の支援」について 

「求人選択・求職活動や職場への移行時の支援」について、地域で職場開拓において連携が可能

な関係機関の明確化、企業訪問での仕事内容の整理の必要性、職場実習等の振り返り等の実施方法

等に関する意見が得られた。また、障害の開示／非開示については、作業場面で実際に確認された

状況、就職後に障害者本人や事業主へ提供可能な支援等を踏まえた上での意思決定が重要であり、

就職後の合理的配慮については、事業主に提案可能なものを伝えるようにすべきとの意見があった。

さらに、採用面接を想定したシミュレーションでは、面接時の所作について練習することも必要と

の意見があった。その他、職業訓練に関しては地域の社会資源の少なさや障害者本人に訓練を受講

する余裕のなさ、就労移行支援事業所の訓練内容との重複等の課題が示唆され、支援機器等の活用

については新たな提案をすることが少ないといった意見も得られた。 

ア 「障害者の求人選択支援」について 

【説明文】障害者本人が希望や適性に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した求人情

報を整理する支援を行っている。 
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意

見 

ｂ） 
 企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることを具体的に

説明する。 

ｄ） 
 本人だけで課題の整理や把握は難しいと思われるので、会社や支援機関からの視点

（フィードバック）も必要と思います。 
 

ウ 「生活面の自立や自己管理の支援」について 

【説明文】障害者が自立した生活を送るために、日常生活や金銭管理等に関する助言や情報提供を行っている。 
 
適切性の評定は、「金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを

助言・指導する。」で低くなり、家計簿に限らず本人に合った続けやすい方法の助言・指導が必要で

あることや、生活面の自己管理全般について本人だけでは難しい場合の専門機関等との連携が必要

であること、地域によっては日常生活自立支援事業の活用が困難な状況があることについての意見

があった。 
 

表２－48 「生活面の自立や自己管理の支援」の適切さの評定 

「生活面の自立や自己管理の支援」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）必要に応じて身だしなみの整え方、食事の
準備、自室の整理・整頓など、日常生活面に関
する助言・指導をする。 

27 2 93.1% 1 0 0 0 0 

ｂ）金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつ
け方や計画的なお金の使い方などを助言・指導
する。 

25 4 86.2% 1 0 1 0 1 

ｃ）必要に応じて、日常生活自立支援事業など
の社会資源の活用を勧める。 27 2 93.1% 1 0 0 0 1 

 

意

見 

ａ）  助言・指導をする→適切な支援のできる専門機関等との連携、または紹介。 

ｂ） 

 金銭管理を適切に行えるよう、ご本人の特性に合わせた有効な方法かつ続けやすい

方法を助言・指導する。 

 助言・指導をする→適切な支援のできる専門機関等との連携、または紹介。 

 「家計簿のつけ方」という文言が気になりました。家計簿のつけ方を習得すること

が難しい方も少なくないことから、この部分は削除してもよいかと思いました。 

ｃ） 
 一つの意見として、日常生活自立支援事業は予算や人員の都合等の理由で、私の地

域では新規受付はほぼできません。 
 
エ 「通勤支援」について 

【説明文】通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、地域によっては自力通勤が就労支援の前提となっている実態や通

勤支援の実態がない状況を踏まえた意見や、通勤支援では提案・説明だけでなく必要に応じて事前

の練習を行うこともあるという意見があった。 

  

 

表２－49 「通勤支援」の適切さの評定 

「通勤支援」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）通勤経路や交通手段について提案・説明す
る。 28 1 96.6% 0 0 0 0 0 
ｂ）通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹
介する。 27 2 93.1% 1 0 0 1 0 

 

意

見 

ａ） 
 通勤経路や交通手段について提案・説明する。また、必要に応じて事前に練習を行

う。 

ｂ） 

 事業としてあっても（もしくは地域によっては無い）、実際どれだけ使えているの

でしょうか。 

 社会資源の具体的な内容について提示があると良い。支援を行う上では自力通勤が

基本的にできる前提で相談を行うので記載するかどうか検討が必要。 
 
オ 「職業生活に必要なスキル習得に向けた支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・就職に向けて自己理解を深めるためのスキル 

・面接までの準備支援に対するスキル（履歴書作成、面接の受け方の助言） 

・自己理解 

・これからの必要な人材、スキルとして PC を扱えるスキルは必要ではないか。資格取得 

はもちろんだが、工場に務める方でもある程度の知識は必要だと感じる。また、SNS の 

リテラシーの訓練はトラブル防止にもなるので必要不可欠になっていくのではないか。 

・対人スキルや問題解決スキル、 生活面の自立や自己管理を行うスキルなど 

・体調管理（定期通院、服薬管理）、自分自身のストレス対処の方法など 

・余暇活動について、自分の職業生活にどう取り入れるか、本人に考えてもらうこと 
 
(11) 「求人選択・求職活動や職場への移行時の支援」について 

「求人選択・求職活動や職場への移行時の支援」について、地域で職場開拓において連携が可能

な関係機関の明確化、企業訪問での仕事内容の整理の必要性、職場実習等の振り返り等の実施方法

等に関する意見が得られた。また、障害の開示／非開示については、作業場面で実際に確認された

状況、就職後に障害者本人や事業主へ提供可能な支援等を踏まえた上での意思決定が重要であり、

就職後の合理的配慮については、事業主に提案可能なものを伝えるようにすべきとの意見があった。

さらに、採用面接を想定したシミュレーションでは、面接時の所作について練習することも必要と

の意見があった。その他、職業訓練に関しては地域の社会資源の少なさや障害者本人に訓練を受講

する余裕のなさ、就労移行支援事業所の訓練内容との重複等の課題が示唆され、支援機器等の活用

については新たな提案をすることが少ないといった意見も得られた。 

ア 「障害者の求人選択支援」について 

【説明文】障害者本人が希望や適性に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した求人情

報を整理する支援を行っている。 
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適切性の評定は、「ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害

者本人に適した情報を提供する。」と「必要があれば、職業リハビリテーション機関と連携して、職

場開拓を行う。」で低くなった。「ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を

活用し、障害者本人に適した情報を提供する。」については、複数の求人情報を整理しながら障害者

本人と検討しているという実態についての意見があり、「必要があれば、職業リハビリテーション機

関と連携して、職場開拓を行う。」については、地域により職場開拓の実績が異なることからハロー

ワーク等具体的に示す必要があるという意見があった。 
 

表２－50 「障害者の求人選択支援」の適切さの評定 

「障害者の求人選択支援」の知識・スキル等の
内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の希望・適性と求人情報とを照
らし合わせた整理を一緒に行い、求人の自己選
択をサポートする。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）ハローワークや民間機関、ソーシャルメデ
ィアなどの求人情報を活用し、障害者本人に適
した情報を提供する。 

26 3 89.7% 2 0 1 1 0 

ｃ）求人情報を障害者本人自ら検索できるよ
う、その方法を説明する。 29 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｄ）必要があれば、職業リハビリテーション機
関と連携して、職場開拓を行う。 24 5 82.8% 1 1 1 2 0 

 

意

見 

ｂ） 
 適した情報を提供する⇒障害者本人と共に確認する。 

 ハローワーク等の求人情報を活用し、障害者本人に適した情報を整理する。 

ｄ） 

 職業リハビリテーション機関やハローワークと連携。 

 職業リハビリテーションを活用していたことはあるが、新規の企業の開拓が極めて

少ない、または既存の企業が何回も参加することが多く、本当の意味での開拓につ

ながらない事が多い。 

 職業リハビリテーション機関について具体的な記載があると分かりやすいかと思

います。 
 
イ 「障害者の開示/非開示に関する意思決定支援」について 

【説明文】障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、それぞれの選択によって起こりうる状況を踏まえ

て意思決定や事業主への説明ができるよう支援している。 
 

適切性の評定は、「障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こり

うる状況を整理し、意思決定できるよう支援する。」で低くなり、開示・非開示のメリット・デメリ

ットの判断に加え、実際の作業場面で確認された状況への対処等も含めた状況整理を含めて、障害

者本人の意思決定を支援することが重要ではないかとの意見があった。また、開示時には特性や配

慮事項の説明だけでなく事業主や本人への就職後に提供される支援等の説明も必要との意見もあ

った。 

  

 

表２－51 「障害者の開示/非開示に関する意思決定支援」の適切さの評定 

「障害者の開示/非開示に関する意思決定支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が、障害を開示して（もしくは
非開示で）働くことによって起こりうる状況を
整理し、意思決定できるよう支援する。 

26 3 89.7% 0 0 2 1 0 

ｂ）障害の開示を希望する場合は、事業主に対
する特性や配慮事項の適切な説明方法をアドバ
イスする。 

28 1 96.6% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 本人の意思決定も重要と思うが、実際の作業からの状況も加えて意識や整理をする

ことが最も重要となると思う。想像の中でより実践的な起こりうる状況の判断や意

思決定が必要と考える。 

 「メリット・デメリット」等くらいの表現でもよいと思います。 

ｂ） 
 開示の場合には、事業主だけでなく、本人へできる支援等も説明が必要であると感

じます。 
 
ウ 「求人とのマッチングのための企業情報収集」について 

【説明文】求人とのマッチングのため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等を情報収集する。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。「障害者本人の希望や適性に合う事業所への訪問や聞き取

り、関わりのある支援者への聞き取りにより、職場環境や仕事内容の詳細を把握する。」について、

聞き取りだけでは実際の職場と採用担当部署の認識の違いがあり主観的な情報収集になりやすく、

関わりのある支援者の聞き取りも主観的になることを踏まえ、企業訪問での実際の仕事内容の整理、

障害者本人の職場実習等における情報収集の方が適切で実際的であるとの意見があった。また、「事

業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像を情報収集する。」に

ついては、職場実習等で本人を知ることで求人条件のすり合わせが可能な場合もあるので、この情

報収集が絶対的でないことについての意見もあった。 
 

表２－52 「求人とのマッチングのための企業情報収集」の適切さの評定 

「求人とのマッチングのための企業情報収集」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の希望や適性に合う事業所への
訪問や聞き取り、関わりのある支援者への聞き
取りにより、職場環境や仕事内容の詳細を把握
する。 

23 5 82.1% 1 2 1 1 0 

ｂ）事業所からの聞き取りにより、求人のきっ
かけ、仕事の要求水準、求める人物像を情報収
集する。 

23 5 82.1% 1 1 2 1 0 
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適切性の評定は、「ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害

者本人に適した情報を提供する。」と「必要があれば、職業リハビリテーション機関と連携して、職

場開拓を行う。」で低くなった。「ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を

活用し、障害者本人に適した情報を提供する。」については、複数の求人情報を整理しながら障害者

本人と検討しているという実態についての意見があり、「必要があれば、職業リハビリテーション機

関と連携して、職場開拓を行う。」については、地域により職場開拓の実績が異なることからハロー

ワーク等具体的に示す必要があるという意見があった。 
 

表２－50 「障害者の求人選択支援」の適切さの評定 

「障害者の求人選択支援」の知識・スキル等の
内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の希望・適性と求人情報とを照
らし合わせた整理を一緒に行い、求人の自己選
択をサポートする。 

29 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）ハローワークや民間機関、ソーシャルメデ
ィアなどの求人情報を活用し、障害者本人に適
した情報を提供する。 

26 3 89.7% 2 0 1 1 0 

ｃ）求人情報を障害者本人自ら検索できるよ
う、その方法を説明する。 29 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｄ）必要があれば、職業リハビリテーション機
関と連携して、職場開拓を行う。 24 5 82.8% 1 1 1 2 0 

 

意

見 

ｂ） 
 適した情報を提供する⇒障害者本人と共に確認する。 

 ハローワーク等の求人情報を活用し、障害者本人に適した情報を整理する。 

ｄ） 

 職業リハビリテーション機関やハローワークと連携。 

 職業リハビリテーションを活用していたことはあるが、新規の企業の開拓が極めて

少ない、または既存の企業が何回も参加することが多く、本当の意味での開拓につ

ながらない事が多い。 

 職業リハビリテーション機関について具体的な記載があると分かりやすいかと思

います。 
 
イ 「障害者の開示/非開示に関する意思決定支援」について 

【説明文】障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、それぞれの選択によって起こりうる状況を踏まえ

て意思決定や事業主への説明ができるよう支援している。 
 
適切性の評定は、「障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こり

うる状況を整理し、意思決定できるよう支援する。」で低くなり、開示・非開示のメリット・デメリ

ットの判断に加え、実際の作業場面で確認された状況への対処等も含めた状況整理を含めて、障害

者本人の意思決定を支援することが重要ではないかとの意見があった。また、開示時には特性や配

慮事項の説明だけでなく事業主や本人への就職後に提供される支援等の説明も必要との意見もあ

った。 

  

 

表２－51 「障害者の開示/非開示に関する意思決定支援」の適切さの評定 

「障害者の開示/非開示に関する意思決定支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が、障害を開示して（もしくは
非開示で）働くことによって起こりうる状況を
整理し、意思決定できるよう支援する。 

26 3 89.7% 0 0 2 1 0 

ｂ）障害の開示を希望する場合は、事業主に対
する特性や配慮事項の適切な説明方法をアドバ
イスする。 

28 1 96.6% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 本人の意思決定も重要と思うが、実際の作業からの状況も加えて意識や整理をする

ことが最も重要となると思う。想像の中でより実践的な起こりうる状況の判断や意

思決定が必要と考える。 

 「メリット・デメリット」等くらいの表現でもよいと思います。 

ｂ） 
 開示の場合には、事業主だけでなく、本人へできる支援等も説明が必要であると感

じます。 
 
ウ 「求人とのマッチングのための企業情報収集」について 

【説明文】求人とのマッチングのため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等を情報収集する。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。「障害者本人の希望や適性に合う事業所への訪問や聞き取

り、関わりのある支援者への聞き取りにより、職場環境や仕事内容の詳細を把握する。」について、

聞き取りだけでは実際の職場と採用担当部署の認識の違いがあり主観的な情報収集になりやすく、

関わりのある支援者の聞き取りも主観的になることを踏まえ、企業訪問での実際の仕事内容の整理、

障害者本人の職場実習等における情報収集の方が適切で実際的であるとの意見があった。また、「事

業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像を情報収集する。」に

ついては、職場実習等で本人を知ることで求人条件のすり合わせが可能な場合もあるので、この情

報収集が絶対的でないことについての意見もあった。 
 

表２－52 「求人とのマッチングのための企業情報収集」の適切さの評定 

「求人とのマッチングのための企業情報収集」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の希望や適性に合う事業所への
訪問や聞き取り、関わりのある支援者への聞き
取りにより、職場環境や仕事内容の詳細を把握
する。 

23 5 82.1% 1 2 1 1 0 

ｂ）事業所からの聞き取りにより、求人のきっ
かけ、仕事の要求水準、求める人物像を情報収
集する。 

23 5 82.1% 1 1 2 1 0 
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意

見 

ａ） 

 削除 

 必要性はあるが、事業所での現場と総務の相違が多くある場合が多いため、まずは

企業側の仕事内容の整理がより重要になると思う。 

 聞き取りが主体となると、主観が入る可能性があるため、本人と一緒での訪問が望

ましい。また、関りのある支援者への聞き取りも必ずしも必要とは限らない。 

 必ずしもそうとはいいきれない。何故なら極めて主観的な内容になる可能性があ

り、障害なのか明確に切り分けられるものでもないと考えています。なので、100%

とはいいきれないような文言を付けくわえたい。 

ｂ） 

 削除 

 事業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像、

職場環境について情報収集する。 

 ある程度の聞き取りは有効だが、企業が求める水準に達していなくても、実際に求

職者を知ることによりすり合わせも可能と思われるので、体験実習等を提案してい

る。 
 
エ 「障害者の求職活動の支援」について 

【説明文】アピール・ポイントや合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に関する助言・

支援を行っている。 
  

適切性の評定は、「就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内

容については障害者本人とも答える必要が無いことを共有する。」のみ低くなり、実際の場面が少な

いという意見の一方で、「代表的な内容について障害者本人と共有し対応を検討しておく」という修

正意見があった。また、「採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュ

ニケーションの取り方についての練習を実施する。」は適切と評定されているが、面接練習において

は、自己 PR や面接官とのコミュニケーションだけでなく、面接時の所作についての練習を追加す

るべきとの意見があった。 
 

表２－53 「障害者の求職活動の支援」の適切さの評定 

「障害者の求職活動の支援」の知識・スキル等
の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）アピール・ポイントと合理的配慮が適切に
伝わるよう、応募書類の作成に係る助言・サポ
ートをする。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）採用面接を想定したシミュレーションに
て、自己 PRや面接官とのコミュニケーション
の取り方についての練習を実施する。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

ｃ）就職差別につながる恐れのある不適切な質
問の例を把握した上で、代表的な内容について
は障害者本人とも答える必要が無いことを共有
する。 

21 7 75.0% 2 2 1 2 0 

 

  

 

意

見 

ｂ） 
 採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュニケーシ

ョンの取り方、面接の所作についての練習を実施する。 

ｃ） 

 就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内容に

ついては障害者本人と共有し、対応を検討する。 

 今まで就職差別につながるような質問をされた事例がないため、そこまで重要性は

高くないと感じる。 

 削除（×２） 

 「就職差別に繋がる～把握した上で」について、そもそも質問を受けたという実態

を聞かない為。 
 

オ 「求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援」について 

【説明文】障害者のニーズに合った職業に従事するために必要な技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設

の利用に向けた情報提供を行っている。 
 
全般的には適切と評定されたが、職業訓練を実施する社会資源の少ない地域、訓練を受講する余

裕のない障害者の多さ、職業能力開発施設と就労移行支援事業所等の訓練内容等が同様の場合は紹

介の意味がないといった実態についての意見もあった。 
 

表２－54 「求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援」の適切さの評定 

「求職活動の一環としての職業能力開発の選択
支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者のニーズに合った職業で必要な技能
と、障害者本人が身に着けている技能を整理
し、必要な技能訓練について話し合う。 

25 2 92.6% 1 0 0 0 1 

ｂ）職業能力開発施設に関する情報を把握した
上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせ
やハローワーク等の窓口の紹介をする。 

26 1 96.3% 0 1 0 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 身に着けるの「着ける」はそれでも間違いではないみたいですが、「つける」か「付

ける」の方が一般的ではないですか。 

 求職者が求める訓練が身近にないなど社会資源が元々少ない事、訓練に向かう余裕

がない方の相談が多いです。 

ｂ） 

 職業能力開発校に紹介する必要性がわからない。こちらで行っている訓練と同様の

訓練であり、契約して就労支援を行っているのに退所を勧めて他の訓練に行かせる

ということは意味がわからない。それとも、同時在籍が可能なのかが知りたい。 
 
カ 「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援」について 

【説明文】障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、職場実習等は、障害者本人、事業主、加えて支援機関が関わって

実施や振り返りを行うものであり、家族は必要な場合だけの参加要請でよいとの意見があった。 

  

－ 92 －



 

意

見 

ａ） 

 削除 

 必要性はあるが、事業所での現場と総務の相違が多くある場合が多いため、まずは

企業側の仕事内容の整理がより重要になると思う。 

 聞き取りが主体となると、主観が入る可能性があるため、本人と一緒での訪問が望

ましい。また、関りのある支援者への聞き取りも必ずしも必要とは限らない。 

 必ずしもそうとはいいきれない。何故なら極めて主観的な内容になる可能性があ

り、障害なのか明確に切り分けられるものでもないと考えています。なので、100%

とはいいきれないような文言を付けくわえたい。 

ｂ） 

 削除 

 事業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像、

職場環境について情報収集する。 

 ある程度の聞き取りは有効だが、企業が求める水準に達していなくても、実際に求

職者を知ることによりすり合わせも可能と思われるので、体験実習等を提案してい

る。 
 
エ 「障害者の求職活動の支援」について 

【説明文】アピール・ポイントや合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に関する助言・

支援を行っている。 
  
適切性の評定は、「就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内

容については障害者本人とも答える必要が無いことを共有する。」のみ低くなり、実際の場面が少な

いという意見の一方で、「代表的な内容について障害者本人と共有し対応を検討しておく」という修

正意見があった。また、「採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュ

ニケーションの取り方についての練習を実施する。」は適切と評定されているが、面接練習において

は、自己 PR や面接官とのコミュニケーションだけでなく、面接時の所作についての練習を追加す

るべきとの意見があった。 
 

表２－53 「障害者の求職活動の支援」の適切さの評定 

「障害者の求職活動の支援」の知識・スキル等
の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）アピール・ポイントと合理的配慮が適切に
伝わるよう、応募書類の作成に係る助言・サポ
ートをする。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）採用面接を想定したシミュレーションに
て、自己 PRや面接官とのコミュニケーション
の取り方についての練習を実施する。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

ｃ）就職差別につながる恐れのある不適切な質
問の例を把握した上で、代表的な内容について
は障害者本人とも答える必要が無いことを共有
する。 

21 7 75.0% 2 2 1 2 0 

 

  

 

意

見 

ｂ） 
 採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュニケーシ

ョンの取り方、面接の所作についての練習を実施する。 

ｃ） 

 就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内容に

ついては障害者本人と共有し、対応を検討する。 

 今まで就職差別につながるような質問をされた事例がないため、そこまで重要性は

高くないと感じる。 

 削除（×２） 

 「就職差別に繋がる～把握した上で」について、そもそも質問を受けたという実態

を聞かない為。 
 

オ 「求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援」について 

【説明文】障害者のニーズに合った職業に従事するために必要な技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設

の利用に向けた情報提供を行っている。 
 

全般的には適切と評定されたが、職業訓練を実施する社会資源の少ない地域、訓練を受講する余

裕のない障害者の多さ、職業能力開発施設と就労移行支援事業所等の訓練内容等が同様の場合は紹

介の意味がないといった実態についての意見もあった。 
 

表２－54 「求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援」の適切さの評定 

「求職活動の一環としての職業能力開発の選択
支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者のニーズに合った職業で必要な技能
と、障害者本人が身に着けている技能を整理
し、必要な技能訓練について話し合う。 

25 2 92.6% 1 0 0 0 1 

ｂ）職業能力開発施設に関する情報を把握した
上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせ
やハローワーク等の窓口の紹介をする。 

26 1 96.3% 0 1 0 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 身に着けるの「着ける」はそれでも間違いではないみたいですが、「つける」か「付

ける」の方が一般的ではないですか。 

 求職者が求める訓練が身近にないなど社会資源が元々少ない事、訓練に向かう余裕

がない方の相談が多いです。 

ｂ） 

 職業能力開発校に紹介する必要性がわからない。こちらで行っている訓練と同様の

訓練であり、契約して就労支援を行っているのに退所を勧めて他の訓練に行かせる

ということは意味がわからない。それとも、同時在籍が可能なのかが知りたい。 
 
カ 「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援」について 

【説明文】障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、職場実習等は、障害者本人、事業主、加えて支援機関が関わって

実施や振り返りを行うものであり、家族は必要な場合だけの参加要請でよいとの意見があった。 

  

－ 93 －



 

表２－55 「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援」の適切さの評定 

「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習
等の支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人に、職場見学や職場実習等の目
的や内容を説明し、実施の意向を確認する。 26 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）障害者本人の興味や希望に合わせて職場見
学・実習の場を開拓する。 25 1 96.2% 0 1 0 0 0 
ｃ）企業に対して、職場実習等の目的やメリッ
トを説明し、実施の交渉と調整をする。 25 1 96.2% 0 1 0 0 0 
ｄ）職場実習等の実施にあたって労働災害や賃
金の問題に留意し、適切な制度の活用や企業へ
の説明を行う。 

24 2 92.3% 0 1 0 1 0 

ｅ）職場実習等を実施し、職場適応に向けた障
害者と職場双方への支援を行う。 25 1 96.2% 0 0 0 1 0 
ｆ）職場実習等の振り返りを障害者本人、事業
主、家族等と行い、今後の働き方や必要なサポ
ート・環境等を整理する。 

24 2 92.3% 0 1 0 0 0 

 

意

見 
ｆ） 

 職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主等と行い、今後の働き方や必要なサポ

ート・環境等を整理する。また、必要に応じてご家族に振り返りへの参加を要請す

る。 

 職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主、支援者と行い、今後の働き方や必要

なサポート・環境等を整理する。 
 
キ 「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」について 

【説明文】障害者と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いのもと、合理的配慮の内容に

ついて調整している。 
 

適切性の評定は、「障害者の権利擁護の視点から有益な話し合いになっていることを支援者自身

が内省しつつ調整を行う。」では低くなり、「削除」という意見もあったが、障害者本人と企業の双

方にとっての有益となる話し合いになっていることを確認すべきとの意見もあった。また、合理的

配慮について「事業主に要求」よりも「事業主に提案」の方がよいとの意見もあった。 
 

表２－56 「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」の適切さの評定 

「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」の知
識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者・事業主それぞれの希望やニーズを
確認し、必要な配慮・サポートを検討する。 25 1 96.2% 0 0 0 0 1 
ｂ）障害者本人に対して、事業主に要求可能な
仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が主体的
に選択できるよう支援する。 

24 2 92.3% 0 0 1 0 1 

ｃ）障害者と事業主を交えて、懸念事項につい
て話し合い、障害者が力を発揮でき、企業全体
の生産性向上や働きやすさにも繋がる合理的な
適応策を提案する。 

24 2 92.3% 1 0 1 0 0 

ｄ）障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員
にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、提
案する。 

24 2 92.3% 1 1 0 0 0 

ｅ）障害者の権利擁護の視点から有益な話し合
いになっていることを支援者自身が内省しつつ
調整を行う。 

23 3 88.5% 1 0 1 1 0 

 

 

意

見 

ａ）  リスクとベネフィットの説明。 

ｂ） 
 事業主に要求可能な→要求となるとキツイので「提案可能」とし、文末は～配慮の

選択肢を「伝え」、ではいかがでしょうか。 

ｅ） 

 障害者の権利擁護の視点から障害者本人と企業にとって有益な話し合いになって

いるかを支援者自身が内省しつつ調整を行う。 

 削除 
 
ク 「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供」について 

【説明文】障害者の職場適応・定着に役立つ機器・IT・ICT の活用や社会資源について障害者本人と事業主に情

報提供し、その活用についての話し合いを行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、実際には支援機器等の新たな提案はほとんどない実態や、社会資

源という意味での「リソース」という言葉の分かりにくさについての意見があった。 
 

表２－57 「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供」の適切さの評定 

「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提
供」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）就労支援機器や IT・ICT 技術の活用につい
て提案する。 25 1 96.2% 1 0 0 0 0 
ｂ）職場適応・定着のためのリソース活用を判
断し、必要な場合は支援をコーディネートす
る。 

25 1 96.2% 0 0 0 1 0 

 

意

見 

ａ） 
 支援の実態として会社内の資源や機器等を活用しているので提案する事が滅多に

ないのが現状です。 

ｂ）  リソースは分かりにくい。 
 
ケ 「求人選択・求職活動や職場への移行時の支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・企業に向けての障害特性の把握と本人の情報提供 

・障害者本人と関りのある関係機関での情報共有と役割分担の確認をする 

・福祉、医療機関など、働く生活を継続的な支えとなる社会資源の情報収集、提供、コー 

ディネート 
 
(12) 「職場（実習中含む）への適応支援」について 

「職場への適応支援」について、職場適応時には、職場の文化・暗黙のルールや本人に求められ

ている役割を把握しつつ障害者本人の立場に立った伝え方や練習に加え、職場の管理者や現場の同

僚・従業員との話し合いや関係づくりの支援による、職場適応とナチュラルサポートの形成の支援

が必要であるとの意見が得られた。また、就職後にナチュラルサポートの形成を確認し、支援を一

旦フェードアウトした後でも、仕事内容や職場状況が変化する際に職場側の配慮が確保できるよう

な相談支援も必要であり、また、交流会等でのフォローアップは地域の状況に応じて柔軟な体制で

－ 94 －



 

表２－55 「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援」の適切さの評定 

「障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習
等の支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人に、職場見学や職場実習等の目
的や内容を説明し、実施の意向を確認する。 26 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）障害者本人の興味や希望に合わせて職場見
学・実習の場を開拓する。 25 1 96.2% 0 1 0 0 0 
ｃ）企業に対して、職場実習等の目的やメリッ
トを説明し、実施の交渉と調整をする。 25 1 96.2% 0 1 0 0 0 
ｄ）職場実習等の実施にあたって労働災害や賃
金の問題に留意し、適切な制度の活用や企業へ
の説明を行う。 

24 2 92.3% 0 1 0 1 0 

ｅ）職場実習等を実施し、職場適応に向けた障
害者と職場双方への支援を行う。 25 1 96.2% 0 0 0 1 0 
ｆ）職場実習等の振り返りを障害者本人、事業
主、家族等と行い、今後の働き方や必要なサポ
ート・環境等を整理する。 

24 2 92.3% 0 1 0 0 0 

 

意

見 
ｆ） 

 職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主等と行い、今後の働き方や必要なサポ

ート・環境等を整理する。また、必要に応じてご家族に振り返りへの参加を要請す

る。 

 職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主、支援者と行い、今後の働き方や必要

なサポート・環境等を整理する。 
 
キ 「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」について 

【説明文】障害者と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いのもと、合理的配慮の内容に

ついて調整している。 
 
適切性の評定は、「障害者の権利擁護の視点から有益な話し合いになっていることを支援者自身

が内省しつつ調整を行う。」では低くなり、「削除」という意見もあったが、障害者本人と企業の双

方にとっての有益となる話し合いになっていることを確認すべきとの意見もあった。また、合理的

配慮について「事業主に要求」よりも「事業主に提案」の方がよいとの意見もあった。 
 

表２－56 「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」の適切さの評定 

「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」の知
識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者・事業主それぞれの希望やニーズを
確認し、必要な配慮・サポートを検討する。 25 1 96.2% 0 0 0 0 1 
ｂ）障害者本人に対して、事業主に要求可能な
仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が主体的
に選択できるよう支援する。 

24 2 92.3% 0 0 1 0 1 

ｃ）障害者と事業主を交えて、懸念事項につい
て話し合い、障害者が力を発揮でき、企業全体
の生産性向上や働きやすさにも繋がる合理的な
適応策を提案する。 

24 2 92.3% 1 0 1 0 0 

ｄ）障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員
にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、提
案する。 

24 2 92.3% 1 1 0 0 0 

ｅ）障害者の権利擁護の視点から有益な話し合
いになっていることを支援者自身が内省しつつ
調整を行う。 

23 3 88.5% 1 0 1 1 0 

 

 

意

見 

ａ）  リスクとベネフィットの説明。 

ｂ） 
 事業主に要求可能な→要求となるとキツイので「提案可能」とし、文末は～配慮の

選択肢を「伝え」、ではいかがでしょうか。 

ｅ） 

 障害者の権利擁護の視点から障害者本人と企業にとって有益な話し合いになって

いるかを支援者自身が内省しつつ調整を行う。 

 削除 
 
ク 「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供」について 

【説明文】障害者の職場適応・定着に役立つ機器・IT・ICT の活用や社会資源について障害者本人と事業主に情

報提供し、その活用についての話し合いを行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、実際には支援機器等の新たな提案はほとんどない実態や、社会資

源という意味での「リソース」という言葉の分かりにくさについての意見があった。 
 

表２－57 「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供」の適切さの評定 

「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提
供」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）就労支援機器や IT・ICT 技術の活用につい
て提案する。 25 1 96.2% 1 0 0 0 0 
ｂ）職場適応・定着のためのリソース活用を判
断し、必要な場合は支援をコーディネートす
る。 

25 1 96.2% 0 0 0 1 0 

 

意

見 

ａ） 
 支援の実態として会社内の資源や機器等を活用しているので提案する事が滅多に

ないのが現状です。 

ｂ）  リソースは分かりにくい。 
 
ケ 「求人選択・求職活動や職場への移行時の支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・企業に向けての障害特性の把握と本人の情報提供 

・障害者本人と関りのある関係機関での情報共有と役割分担の確認をする 

・福祉、医療機関など、働く生活を継続的な支えとなる社会資源の情報収集、提供、コー 

ディネート 
 
(12) 「職場（実習中含む）への適応支援」について 

「職場への適応支援」について、職場適応時には、職場の文化・暗黙のルールや本人に求められ

ている役割を把握しつつ障害者本人の立場に立った伝え方や練習に加え、職場の管理者や現場の同

僚・従業員との話し合いや関係づくりの支援による、職場適応とナチュラルサポートの形成の支援

が必要であるとの意見が得られた。また、就職後にナチュラルサポートの形成を確認し、支援を一

旦フェードアウトした後でも、仕事内容や職場状況が変化する際に職場側の配慮が確保できるよう

な相談支援も必要であり、また、交流会等でのフォローアップは地域の状況に応じて柔軟な体制で
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あることも重要であるとの意見もあった。 
 

ア 「障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援」について 

【説明文】障害のある従業員が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよ

う、職場の管理者や同僚と協力して適応・定着の方法を検討している。（同僚：必要に応じて人事担当者、
障害者雇用担当者等を含む。） 

 
適切性の評定は、「障害者本人が自ら周囲に援助要請ができるよう、障害者本人と職場の管理者が

直接話し合う場を促進する。」で低くなり、障害者本人を中心とした職場の管理者や現場の同僚・従

業員との話し合いや関係づくりの支援が必要との意見があった。また、職場での状況変化時の対応

では職場側の配慮も重要であるとの意見もあった。 
 
表２－58 「障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援」の

適切さの評定 

「障害者雇用における仕事の遂行力向上と安
定・充実した職場適応のための支援」の知識・

スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）職場の管理者や同僚と協力して、障害のあ
る従業員が仕事の手順を習得して遂行力を高め
る方法を検討する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）職場のストレスや不安を軽減するための方
法について、管理者や同僚と協力して検討す
る。 

23 1 95.8% 1 0 0 0 0 

ｃ）障害者本人が自ら周囲に援助要請ができる
よう、障害者本人と職場の管理者が直接話し合
う場を促進する。 

21 3 87.5% 0 0 2 1 0 

ｄ）職場での変化に対応できるよう、障害のあ
る従業員が対応できる方法を検討する。 22 2 91.7% 0 0 1 1 0 

 

意

見 

ｂ）  同僚に協力を得られる場面が少ない。 

ｃ） 

 管理者だけではなく、関わる従業員に対して、直接話し合う場も必要であると考え

る｡ 

 障害者本人と職場の管理者のみではなく、支援員や現場の従業員との関係作りが必

要｡ 

 直接話し合う場を「促進する」・・・促進？ どういう行動を求められているのかわ

かりにくいです｡ 

ｄ） 

 変化について、可能な範囲で配慮をお願いする｡ 

 対応できるよう、・・・・対応できる方法 繰り返しの言葉でないほうが良いのでは

ないか｡ 
 
イ 「職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案」について 

【説明文】障害者が職場で適応的な行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている

役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 
 

適切性の評定は、「障害者本人が所属する職場の文化・暗黙のルールや本人に求められている役割

を、観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。」では低くなり、文意が分かりにくいとの意見

 

や、努力するが実際には把握は難しいといった意見があった。また、障害者本人が職場のルール等

を理解するためには、具体的な例を交えて伝えるだけでなく、練習・実践も必要との意見があった。 
 

表２－59 「職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案」の適切さの評定 

「職場に順応した行動習得のためのアドバイ
ス・提案」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が所属する職場の文化・暗黙の
ルールや本人に求められている役割を、観察や
関係者からの聞き取りなどで把握する。 

21 3 87.5% 1 1 0 2 0 

ｂ）所属する職場のルールやマナー、本人の立
場や役割等を踏まえた適切な振る舞い方につい
て、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて
本人が理解できるように伝える。 

22 2 91.7% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ）  把握しきれるものではないが、できるだけ努力する。 

ｂ）  練習、実践する 
 
ウ 「ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援」について 

【説明文】企業の主体的な雇用に向けて障害のある従業員と同僚・上司の関わりを促進すると同時に、同僚・上

司の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援している。（ナチュラルサポート：ここでは、「障害の

ある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」を指す。） 
 
全般的に適切と評定されたが、「企業の主体的な雇用のため、障害のある従業員の職場適応と、ナ

チュラルサポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。」につい

ては、具体的な修正意見はないが、文意が分かりにくいという意見や内容の追加が必要という意見

があった。 
 

表２－60 「ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援」の適切さの評定 

「ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応
支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）仕事における指示・命令又は職場でコミュ
ニケーションを取ることの多い、複数のキーパ
ーソンを場面観察や関係者の情報から把握す
る。 

23 1 95.8% 0 0 0 1 0 

ｂ）同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、
解説、相談、研修を通じて障害のある従業員へ
の直接的な関わりや社内サポート体制づくりを
促進する。 

23 1 95.8% 0 0 0 1 0 

ｃ）同僚・上司の悩みに寄り添い、状況を改善
するための工夫や社内サポート体制づくりを提
案する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）企業の主体的な雇用のため、障害のある従
業員の職場適応と、ナチュラルサポート形成が
確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフ
ェードアウトする。 

22 2 91.7% 0 0 1 1 0 

 
エ 「フォローアップ」について 

【説明文】定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを行い、状況のモニタリングと目標の整理をし、必

要な支援を提案・実施している。 
 
適切性の評定は、「障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、必要に応じて在
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あることも重要であるとの意見もあった。 
 

ア 「障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援」について 

【説明文】障害のある従業員が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよ

う、職場の管理者や同僚と協力して適応・定着の方法を検討している。（同僚：必要に応じて人事担当者、
障害者雇用担当者等を含む。） 

 
適切性の評定は、「障害者本人が自ら周囲に援助要請ができるよう、障害者本人と職場の管理者が

直接話し合う場を促進する。」で低くなり、障害者本人を中心とした職場の管理者や現場の同僚・従

業員との話し合いや関係づくりの支援が必要との意見があった。また、職場での状況変化時の対応

では職場側の配慮も重要であるとの意見もあった。 
 
表２－58 「障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援」の

適切さの評定 

「障害者雇用における仕事の遂行力向上と安
定・充実した職場適応のための支援」の知識・

スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）職場の管理者や同僚と協力して、障害のあ
る従業員が仕事の手順を習得して遂行力を高め
る方法を検討する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）職場のストレスや不安を軽減するための方
法について、管理者や同僚と協力して検討す
る。 

23 1 95.8% 1 0 0 0 0 

ｃ）障害者本人が自ら周囲に援助要請ができる
よう、障害者本人と職場の管理者が直接話し合
う場を促進する。 

21 3 87.5% 0 0 2 1 0 

ｄ）職場での変化に対応できるよう、障害のあ
る従業員が対応できる方法を検討する。 22 2 91.7% 0 0 1 1 0 

 

意

見 

ｂ）  同僚に協力を得られる場面が少ない。 

ｃ） 

 管理者だけではなく、関わる従業員に対して、直接話し合う場も必要であると考え

る｡ 

 障害者本人と職場の管理者のみではなく、支援員や現場の従業員との関係作りが必

要｡ 

 直接話し合う場を「促進する」・・・促進？ どういう行動を求められているのかわ

かりにくいです｡ 

ｄ） 

 変化について、可能な範囲で配慮をお願いする｡ 

 対応できるよう、・・・・対応できる方法 繰り返しの言葉でないほうが良いのでは

ないか｡ 
 
イ 「職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案」について 

【説明文】障害者が職場で適応的な行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている

役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 
 
適切性の評定は、「障害者本人が所属する職場の文化・暗黙のルールや本人に求められている役割

を、観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。」では低くなり、文意が分かりにくいとの意見

 

や、努力するが実際には把握は難しいといった意見があった。また、障害者本人が職場のルール等

を理解するためには、具体的な例を交えて伝えるだけでなく、練習・実践も必要との意見があった。 
 

表２－59 「職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案」の適切さの評定 

「職場に順応した行動習得のためのアドバイ
ス・提案」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が所属する職場の文化・暗黙の
ルールや本人に求められている役割を、観察や
関係者からの聞き取りなどで把握する。 

21 3 87.5% 1 1 0 2 0 

ｂ）所属する職場のルールやマナー、本人の立
場や役割等を踏まえた適切な振る舞い方につい
て、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて
本人が理解できるように伝える。 

22 2 91.7% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ）  把握しきれるものではないが、できるだけ努力する。 

ｂ）  練習、実践する 
 
ウ 「ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援」について 

【説明文】企業の主体的な雇用に向けて障害のある従業員と同僚・上司の関わりを促進すると同時に、同僚・上

司の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援している。（ナチュラルサポート：ここでは、「障害の

ある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」を指す。） 
 

全般的に適切と評定されたが、「企業の主体的な雇用のため、障害のある従業員の職場適応と、ナ

チュラルサポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。」につい

ては、具体的な修正意見はないが、文意が分かりにくいという意見や内容の追加が必要という意見

があった。 
 

表２－60 「ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援」の適切さの評定 

「ナチュラルサポートの形成に向けた職場適応
支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）仕事における指示・命令又は職場でコミュ
ニケーションを取ることの多い、複数のキーパ
ーソンを場面観察や関係者の情報から把握す
る。 

23 1 95.8% 0 0 0 1 0 

ｂ）同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、
解説、相談、研修を通じて障害のある従業員へ
の直接的な関わりや社内サポート体制づくりを
促進する。 

23 1 95.8% 0 0 0 1 0 

ｃ）同僚・上司の悩みに寄り添い、状況を改善
するための工夫や社内サポート体制づくりを提
案する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）企業の主体的な雇用のため、障害のある従
業員の職場適応と、ナチュラルサポート形成が
確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフ
ェードアウトする。 

22 2 91.7% 0 0 1 1 0 

 
エ 「フォローアップ」について 

【説明文】定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを行い、状況のモニタリングと目標の整理をし、必

要な支援を提案・実施している。 
 

適切性の評定は、「障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、必要に応じて在
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職者同士の交流の機会を提供又は紹介する。」では低くなり、交流会は必要ではあるが、実際上は参

加者が減少傾向にある中、目標回数の設定につながることは不適切との意見があった。 
 

表２－61 「フォローアップ」の適切さの評定 

「フォローアップ」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）定期的な職場訪問による状況確認を実施
し、障害のある従業員の職場適応状況と社内サ
ポート体制などの企業の自立的な雇用環境をモ
ニタリングする。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）今後のキャリアアップ等の目標とそのため
に必要な段階を、障害者本人や事業主と共に整
理する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）障害者本人、事業主、家族、関係機関と情
報を共有し、障害者の安定的な職場適応と企業
の継続可能で自立的な雇用に向けて必要な支援
について意見交換する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）支援者としての役割・限界を理解し、障害
者・企業の自立と定期的フォローアップの必要
性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供
する方法を検討・提案する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｅ）障害者本人の精神的サポート及び継続的支
援体制構築のため、必要に応じて在職者同士の
交流の機会を提供又は紹介する。 

21 3 87.5% 1 1 1 0 0 

 

意

見 
ｅ） 

 働き方（勤務日程調整）や障害カテゴリーの多様化で年々、参加者が減少していま

す。交流会は必要と思っていますが、目標回数は無くして欲しいです。 
 
オ 「休職者の職場復帰支援」について 

【説明文】休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用に向けた提案・実施、円滑な職場復帰に向

けた社内サポート体制づくりの助言を行っている。 
 

全般的に適切と評定されており、修正意見はなかった。 
 

表２－62 「休職者の職場復帰支援」の適切さの評定 

「休職者の職場復帰支援」の知識・スキル等の
内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰
に向けて必要な内容を整理する。 24 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰
支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプロ
グラムを提案、実施に向けた助言を行う。 

23 1 95.8% 0 0 0 0 1 

ｃ）必要に応じて職場復帰支援（リワーク支
援）を実施又は紹介する。 23 1 95.8% 0 0 0 0 1 
ｄ）休職者の職場復帰後の社内サポート体制づ
くりについて事業主や職場の管理者に助言す
る。 

23 1 95.8% 0 0 0 0 1 

 
カ 「障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援」について 

【説明文】障害者が仕事を辞める必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、

その後のサポートの情報提供等を行っている。 
 

全般的に適切と評定とされており、修正意見はなかった。 

 

 
表２－63 「障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援」の適切さの評定 

「障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の退職の意向が聞かれた際に
は、その考えや背景について話を聴き、今後の
進路について一緒に検討する。 

14 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）障害者本人が仕事を辞める必要があるとき
には、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続
きについて助言する。 

14 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）再就職に向けて経験の振り返りを行い、上
手くできたこと、今後必要なサポートや環境等
について話し合う。 

14 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）障害者本人の意向や状況に応じて、退職後
のサポート資源（雇用保険の受給の仕方等の所
得補償を含む）の情報を提供する。 

13 1 92.9% 0 0 0 0 1 

 
キ 「職場（実習中含む）への適応支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・事業所側の受け入れ態勢の変化はないか(この仕事ではなくこういう仕事がしてほし 

い、こういう立場で仕事がしてほしい等)を再確認する 

・安定した生活 
 
(13) 「職業生活を支える生活や体調管理の支援」について 

「職業生活を支える生活や体調管理の支援」について、若年期や中高年齢期等のライフステージ

の変化や、通院や疾患管理、ストレスや疲労の自己管理、金銭管理等の課題を含め、障害者本人が

生活面の課題を十分に意識できていない場合もあることを踏まえ、本人中心で「なりたい自分」を

丁寧に明確にしつつ、現実とのギャップが大きい場合でも、目標実現を本人だけの課題としないこ

とを明確にすべきであるとの意見が得られた。また、地域での余暇活動や当事者交流等の実態、心

理教育やカウンセリング技法の知識のない支援者が多いことの実態を踏まえることが必要との意

見も得られた。 

ア 「障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供」について 

【説明文】障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するための相談や社会資源・

情報の紹介をしている。 
  
適切性の評定は、「障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談す

る。」と「充実した生活が送れるよう、障害者本人の余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り組み方

に関する相談や情報の紹介を行う。」と「障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事

者交流の機会（セルフヘルプグループ）を紹介する。」で低くなった。ワークライフバランスについ

て障害者本人が意識できていない状況も含めた相談や、プライベートについても本人の意向等を踏

まえた相談支援が重要との意見があった。また、余暇活動や当事者交流等に関しては、地域に情報

が少ない等、実態と合わないという意見もあった。 
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職者同士の交流の機会を提供又は紹介する。」では低くなり、交流会は必要ではあるが、実際上は参

加者が減少傾向にある中、目標回数の設定につながることは不適切との意見があった。 
 

表２－61 「フォローアップ」の適切さの評定 

「フォローアップ」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）定期的な職場訪問による状況確認を実施
し、障害のある従業員の職場適応状況と社内サ
ポート体制などの企業の自立的な雇用環境をモ
ニタリングする。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）今後のキャリアアップ等の目標とそのため
に必要な段階を、障害者本人や事業主と共に整
理する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）障害者本人、事業主、家族、関係機関と情
報を共有し、障害者の安定的な職場適応と企業
の継続可能で自立的な雇用に向けて必要な支援
について意見交換する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）支援者としての役割・限界を理解し、障害
者・企業の自立と定期的フォローアップの必要
性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供
する方法を検討・提案する。 

24 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｅ）障害者本人の精神的サポート及び継続的支
援体制構築のため、必要に応じて在職者同士の
交流の機会を提供又は紹介する。 

21 3 87.5% 1 1 1 0 0 

 

意

見 
ｅ） 

 働き方（勤務日程調整）や障害カテゴリーの多様化で年々、参加者が減少していま

す。交流会は必要と思っていますが、目標回数は無くして欲しいです。 
 
オ 「休職者の職場復帰支援」について 

【説明文】休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用に向けた提案・実施、円滑な職場復帰に向

けた社内サポート体制づくりの助言を行っている。 
 
全般的に適切と評定されており、修正意見はなかった。 

 
表２－62 「休職者の職場復帰支援」の適切さの評定 

「休職者の職場復帰支援」の知識・スキル等の
内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰
に向けて必要な内容を整理する。 24 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰
支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプロ
グラムを提案、実施に向けた助言を行う。 

23 1 95.8% 0 0 0 0 1 

ｃ）必要に応じて職場復帰支援（リワーク支
援）を実施又は紹介する。 23 1 95.8% 0 0 0 0 1 
ｄ）休職者の職場復帰後の社内サポート体制づ
くりについて事業主や職場の管理者に助言す
る。 

23 1 95.8% 0 0 0 0 1 

 
カ 「障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援」について 

【説明文】障害者が仕事を辞める必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、

その後のサポートの情報提供等を行っている。 
 
全般的に適切と評定とされており、修正意見はなかった。 

 

 
表２－63 「障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援」の適切さの評定 

「障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人の退職の意向が聞かれた際に
は、その考えや背景について話を聴き、今後の
進路について一緒に検討する。 

14 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）障害者本人が仕事を辞める必要があるとき
には、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続
きについて助言する。 

14 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）再就職に向けて経験の振り返りを行い、上
手くできたこと、今後必要なサポートや環境等
について話し合う。 

14 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）障害者本人の意向や状況に応じて、退職後
のサポート資源（雇用保険の受給の仕方等の所
得補償を含む）の情報を提供する。 

13 1 92.9% 0 0 0 0 1 

 
キ 「職場（実習中含む）への適応支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・事業所側の受け入れ態勢の変化はないか(この仕事ではなくこういう仕事がしてほし 

い、こういう立場で仕事がしてほしい等)を再確認する 

・安定した生活 
 
(13) 「職業生活を支える生活や体調管理の支援」について 

「職業生活を支える生活や体調管理の支援」について、若年期や中高年齢期等のライフステージ

の変化や、通院や疾患管理、ストレスや疲労の自己管理、金銭管理等の課題を含め、障害者本人が

生活面の課題を十分に意識できていない場合もあることを踏まえ、本人中心で「なりたい自分」を

丁寧に明確にしつつ、現実とのギャップが大きい場合でも、目標実現を本人だけの課題としないこ

とを明確にすべきであるとの意見が得られた。また、地域での余暇活動や当事者交流等の実態、心

理教育やカウンセリング技法の知識のない支援者が多いことの実態を踏まえることが必要との意

見も得られた。 

ア 「障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供」について 

【説明文】障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するための相談や社会資源・

情報の紹介をしている。 
  

適切性の評定は、「障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談す

る。」と「充実した生活が送れるよう、障害者本人の余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り組み方

に関する相談や情報の紹介を行う。」と「障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事

者交流の機会（セルフヘルプグループ）を紹介する。」で低くなった。ワークライフバランスについ

て障害者本人が意識できていない状況も含めた相談や、プライベートについても本人の意向等を踏

まえた相談支援が重要との意見があった。また、余暇活動や当事者交流等に関しては、地域に情報

が少ない等、実態と合わないという意見もあった。 
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表２－64 「障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供」の 
適切さの評定 

「障害者のワークライフバランスと生活の充実
のための相談・情報提供」の知識・スキル等の

内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が、仕事とプライベートのバラ
ンスを見つけていけるよう相談する。 25 3 89.3% 1 0 2 0 0 
ｂ）充実した生活が送れるよう、障害者本人の
余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り組み方
に関する相談や情報の紹介を行う。 

25 3 89.3% 1 1 0 0 1 

ｃ）障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必
要に応じて当事者交流の機会（セルフヘルプグ
ループ）を紹介する。 

25 3 89.3% 2 0 0 0 1 

ｄ）生活や通勤のニーズに合った住居の確保に
向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービ
ス利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

27 1 96.4% 0 0 0 0 1 

 

意

見 

ａ） 

ｂ） 

 障害者本人からの希望があって…の相談だと思うので、この支援が必要と言えるの

かどうか悩ましい。 

ａ） 

 本人が相談できない場合もあるため面談の中で支援者が把握することも必要だと

感じる｡ 

 仕事とプライベートのバランスが悪いということに気が付かなかったり、プライベ

ートを押し付けるような提案になってしまう｡ 

ｂ） 

ｃ） 
 地方で取組める余暇活動の情報が乏しい｡ 

ｂ）  余暇活動は大切であるが情報の紹介は難しいように感じる｡ 

ｃ）  孤立は防いでいきたいが、紹介は難しいように感じる｡ 
 
イ 「生活設計を一緒に検討する相談」について 

【説明文】将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設計の相談

を行っている。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。「（生活設計を）一緒に計画する」ことが本人中心で行われ

る必要がある一方で、目標実現を本人だけの課題としないことを明確にすべきとの意見があった。

また、「なりたい自分」を明確にすることは難しく、なりたい自分と現実とのギャップに落ち込むケ

ースがあるとの意見もあった。 
 

表２－65 「生活設計を一緒に検討する相談」の適切さの評定 

「生活設計を一緒に検討する相談」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）将来の生活の目標を明確化するため、現在
のニーズ、なりたい自分、重視する考えを整理
する。 

25 3 89.3% 1 0 0 0 0 

ｂ）目標実現のための段階的なプロセスを、障
害者本人と一緒に検討し、計画を立てる。 24 4 85.7% 1 0 0 0 1 

 

 

意

見 

ａ） 

 障害者本人が希望すれば、一緒に考え、整理することはできるが、意図的に行う支

援ではないと思う。 

 『なりたい自分』って明確にすることが難しいのと、なりたい自分と現実の自分と

のギャップがあると落ち込むように感じる｡ 

ｂ） 

 計画を立てるのは、本人主体で実施されることであるが、一緒に計画するといった

表現は間違った認識を与えかねないのでは。 

 障害者本人が希望すれば、一緒に検討し、計画を立てることはできるが、意図的に

行う支援ではないと思う。 

 『目標実現』という言葉が学校のようでハードルが高いように感じる。 
 
ウ 「体調管理の支援」について 

【説明文】健康的な生活習慣を維持し、ストレスや疲労、体調の管理をするために、医学・心理学の知見に基づ

いた支援を提供している。 
 
適切性の評定は、「障害者本人が自分にとってのストレスや疲労のサインを理解・把握し、対処で

きるよう、心理教育及びカウンセリング技法等を活用した支援を行う。」で低くなった。障害者本人

が自らストレスや疲労のサインを理解し対処したり、通院や服薬が必要な場合の自己管理について

の助言や支援は重要であるが、心理教育やカウンセリング技法を活用することについては、それら

の必要性を踏まえ、必要な際に具体的な対応ができる機関との連携が重要になるのではないかとい

う意見があった。 
 

表２－66 「体調管理の支援」の適切さの評定 

「体調管理の支援」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が自分にとってのストレスや疲
労のサインを理解・把握し、対処できるよう、
心理教育及びカウンセリング技法等を活用した
支援を行う。 

23 5 82.1% 1 0 0 2 2 

ｂ）心理教育や活動記録表などを活用した相談
により、睡眠・食生活・運動などの生活習慣と
ストレス・疲労や体調・体力に関する気づきを
高める支援をする。 

26 2 92.9% 0 0 0 2 0 

ｃ）定期的な通院と処方に沿った服薬が行える
よう、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防
ぐ方法等について本人と一緒に検討する。 

26 2 92.9% 0 0 0 1 1 

ｄ）主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏
まえ、体調不良への対処に関する助言をする。 26 2 92.9% 0 0 0 1 1 

 

意

見 
ａ） 

 重要であるとは思うが、そこまで専門的な知識を持ち合わせているわけではない｡ 

 心理教育やカウンセリング技法を活用した支援は誰が実施？できる機関の紹介を

する方が現実的？！ 

 心理教育やカウンセリング技法等の活用をしらない支援者もいるのでこの言葉は

支援する上でしんどい｡ 

－ 100 －



 

表２－64 「障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供」の 
適切さの評定 

「障害者のワークライフバランスと生活の充実
のための相談・情報提供」の知識・スキル等の

内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が、仕事とプライベートのバラ
ンスを見つけていけるよう相談する。 25 3 89.3% 1 0 2 0 0 
ｂ）充実した生活が送れるよう、障害者本人の
余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り組み方
に関する相談や情報の紹介を行う。 

25 3 89.3% 1 1 0 0 1 

ｃ）障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必
要に応じて当事者交流の機会（セルフヘルプグ
ループ）を紹介する。 

25 3 89.3% 2 0 0 0 1 

ｄ）生活や通勤のニーズに合った住居の確保に
向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービ
ス利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

27 1 96.4% 0 0 0 0 1 

 

意

見 

ａ） 

ｂ） 

 障害者本人からの希望があって…の相談だと思うので、この支援が必要と言えるの

かどうか悩ましい。 

ａ） 

 本人が相談できない場合もあるため面談の中で支援者が把握することも必要だと

感じる｡ 

 仕事とプライベートのバランスが悪いということに気が付かなかったり、プライベ

ートを押し付けるような提案になってしまう｡ 

ｂ） 

ｃ） 
 地方で取組める余暇活動の情報が乏しい｡ 

ｂ）  余暇活動は大切であるが情報の紹介は難しいように感じる｡ 

ｃ）  孤立は防いでいきたいが、紹介は難しいように感じる｡ 
 
イ 「生活設計を一緒に検討する相談」について 

【説明文】将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設計の相談

を行っている。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。「（生活設計を）一緒に計画する」ことが本人中心で行われ

る必要がある一方で、目標実現を本人だけの課題としないことを明確にすべきとの意見があった。

また、「なりたい自分」を明確にすることは難しく、なりたい自分と現実とのギャップに落ち込むケ

ースがあるとの意見もあった。 
 

表２－65 「生活設計を一緒に検討する相談」の適切さの評定 

「生活設計を一緒に検討する相談」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）将来の生活の目標を明確化するため、現在
のニーズ、なりたい自分、重視する考えを整理
する。 

25 3 89.3% 1 0 0 0 0 

ｂ）目標実現のための段階的なプロセスを、障
害者本人と一緒に検討し、計画を立てる。 24 4 85.7% 1 0 0 0 1 

 

 

意

見 

ａ） 

 障害者本人が希望すれば、一緒に考え、整理することはできるが、意図的に行う支

援ではないと思う。 

 『なりたい自分』って明確にすることが難しいのと、なりたい自分と現実の自分と

のギャップがあると落ち込むように感じる｡ 

ｂ） 

 計画を立てるのは、本人主体で実施されることであるが、一緒に計画するといった

表現は間違った認識を与えかねないのでは。 

 障害者本人が希望すれば、一緒に検討し、計画を立てることはできるが、意図的に

行う支援ではないと思う。 

 『目標実現』という言葉が学校のようでハードルが高いように感じる。 
 
ウ 「体調管理の支援」について 

【説明文】健康的な生活習慣を維持し、ストレスや疲労、体調の管理をするために、医学・心理学の知見に基づ

いた支援を提供している。 
 

適切性の評定は、「障害者本人が自分にとってのストレスや疲労のサインを理解・把握し、対処で

きるよう、心理教育及びカウンセリング技法等を活用した支援を行う。」で低くなった。障害者本人

が自らストレスや疲労のサインを理解し対処したり、通院や服薬が必要な場合の自己管理について

の助言や支援は重要であるが、心理教育やカウンセリング技法を活用することについては、それら

の必要性を踏まえ、必要な際に具体的な対応ができる機関との連携が重要になるのではないかとい

う意見があった。 
 

表２－66 「体調管理の支援」の適切さの評定 

「体調管理の支援」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者本人が自分にとってのストレスや疲
労のサインを理解・把握し、対処できるよう、
心理教育及びカウンセリング技法等を活用した
支援を行う。 

23 5 82.1% 1 0 0 2 2 

ｂ）心理教育や活動記録表などを活用した相談
により、睡眠・食生活・運動などの生活習慣と
ストレス・疲労や体調・体力に関する気づきを
高める支援をする。 

26 2 92.9% 0 0 0 2 0 

ｃ）定期的な通院と処方に沿った服薬が行える
よう、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防
ぐ方法等について本人と一緒に検討する。 

26 2 92.9% 0 0 0 1 1 

ｄ）主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏
まえ、体調不良への対処に関する助言をする。 26 2 92.9% 0 0 0 1 1 

 

意

見 
ａ） 

 重要であるとは思うが、そこまで専門的な知識を持ち合わせているわけではない｡ 

 心理教育やカウンセリング技法を活用した支援は誰が実施？できる機関の紹介を

する方が現実的？！ 

 心理教育やカウンセリング技法等の活用をしらない支援者もいるのでこの言葉は

支援する上でしんどい｡ 

－ 101 －



 

ｂ）  心理教育という言葉が嫌だ｡ 

ｃ）  通院は前提なのでしょうか？ 

ｄ）  助言は支援者でするのでしょうか？ 
 
エ 「追加すべき知識・スキル等」について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・ライフステージの変化に応じたサポートの知識の習得を支援する 

・金銭管理 

・余暇支援についての知識 
 

(14) 「障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援」について 

「障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援」について、企業同士のネットワークづくり

を含めた障害者雇用における企業に期待できる具体的な取組内容や、職場開拓につながる事業主の

潜在的人材ニーズを十分に理解した上で、障害者と求人条件のマッチング状態が適切であるかを確

認したり、障害者と職場の双方に益となる職務内容の調整等を提案したり、個々の仕事内容や障害

者の職務遂行上の課題を明確化するといった、具体的内容についての意見を得ることができた。 

ア 「企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供」について 

【説明文】企業の障害者雇用に関する実態・姿勢や考え方を踏まえ、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援

サービス等の有益な情報を提供している。 
 

全般的に適切と評定されたが、障害者雇用における企業と支援者の役割分担等の具体的内容の明

確化が必要という意見もあった。 
 

表２－67 「企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供」の適切さの評定 

「企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提
供」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）事業所の視察や様々な情報交換の場を通じ
て、障害者雇用に関する企業の実態・姿勢や考
え方を把握する。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・
支援サービスに関する情報を提供する。 28 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｃ）障害者雇用に取り組むことによる、企業に
とってのメリット（生産性向上・人材確保・ダ
イバーシティなど）を説明する。 

26 2 92.9% 0 0 1 0 0 

ｄ）障害者雇用における企業の社会的責任や役
割について支援者自身が理解した上で、必要に
応じて企業が果たすべき役割や支援者の役割に
ついて説明する。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

 
意

見 
ｄ）  企業の役割等、知識が浅い部分がある｡ 

 
イ 「企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援」について 

【説明文】事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、企業が障害者雇用に主体的に取組ん

でいけるよう、相談・研修・情報交換等の機会を作り、障害者受け入れ体制構築を支援している。 
 

 

適切性の評定は、「障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換の場を作る又は情報共有のネット

ワークづくりをサポートする。」では低くなり、具体的な修正意見はなかったが、現場経験がなくて

も分かりやすい例等の追加の必要性が示唆された。 
 

表２－68 「企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援」の適切さの評定 

「企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体
的取組の支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）事業主のニーズや懸念事項を把握した上
で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗
る。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

ｂ）事業主や従業員の理解を深めるため、ニー
ズに合った障害者雇用に関する研修・説明を行
う。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

ｃ）障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換
の場を作る又は情報共有のネットワークづくり
をサポートする。 

25 3 89.3% 1 0 2 0 0 

 
ウ 「職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援」について 

【説明文】障害者の配属候補となり得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業務の切り

出し・創出を行っている。 
 
適切性の評定は、「事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合

的に見て、障害者に適した職場を特定する。」では低くなり、障害者に適した職場の開拓の広がりの

ある表現がよいとの意見があった。また、「事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務にお

ける課題、できれば助かること、今後新たに取り組みたいことを明確にする。」について、「できれ

ば助かること」が具体的にどのようなものかを示す必要性を示唆する意見があった。 
 

表２－69 「職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援」の適切さの評定 

「職場・業務のアセスメントと業務切り出し支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）事業主からの聞き取りや職場観察を行い、
業務内容と人的・物理的環境を総合的に見て、
障害者に適した職場を特定する。 

25 3 89.3% 0 0 0 2 1 

ｂ）事業主・職場関係者からの聞き取り等によ
り、業務における課題、できれば助かること、
今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

26 2 92.9% 0 0 1 1 0 

ｃ）配属候補の部署における業務の目的、責
任、内容や求められるスキル・水準を明確にす
る。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 特定する…の表現。職場作りを提案する、など？ 

 障害者に適した職場を「特定する」⇒「提案する」程度で良いのでは？ 

 障害者に適した職場を特定する 『特定』ではそこだけになってしまうので今後は

社内に拡がるような言葉が良い｡ 

ｂ）  「できれば助かること」→何が？誰が？助かる のか、イメージしづらい。 
 
  

－ 102 －



 

ｂ）  心理教育という言葉が嫌だ｡ 

ｃ）  通院は前提なのでしょうか？ 

ｄ）  助言は支援者でするのでしょうか？ 
 
エ 「追加すべき知識・スキル等」について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・ライフステージの変化に応じたサポートの知識の習得を支援する 

・金銭管理 

・余暇支援についての知識 
 

(14) 「障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援」について 

「障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援」について、企業同士のネットワークづくり

を含めた障害者雇用における企業に期待できる具体的な取組内容や、職場開拓につながる事業主の

潜在的人材ニーズを十分に理解した上で、障害者と求人条件のマッチング状態が適切であるかを確

認したり、障害者と職場の双方に益となる職務内容の調整等を提案したり、個々の仕事内容や障害

者の職務遂行上の課題を明確化するといった、具体的内容についての意見を得ることができた。 

ア 「企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供」について 

【説明文】企業の障害者雇用に関する実態・姿勢や考え方を踏まえ、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援

サービス等の有益な情報を提供している。 
 
全般的に適切と評定されたが、障害者雇用における企業と支援者の役割分担等の具体的内容の明

確化が必要という意見もあった。 
 

表２－67 「企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供」の適切さの評定 

「企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提
供」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）事業所の視察や様々な情報交換の場を通じ
て、障害者雇用に関する企業の実態・姿勢や考
え方を把握する。 

27 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・
支援サービスに関する情報を提供する。 28 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｃ）障害者雇用に取り組むことによる、企業に
とってのメリット（生産性向上・人材確保・ダ
イバーシティなど）を説明する。 

26 2 92.9% 0 0 1 0 0 

ｄ）障害者雇用における企業の社会的責任や役
割について支援者自身が理解した上で、必要に
応じて企業が果たすべき役割や支援者の役割に
ついて説明する。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

 
意

見 
ｄ）  企業の役割等、知識が浅い部分がある｡ 

 
イ 「企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援」について 

【説明文】事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、企業が障害者雇用に主体的に取組ん

でいけるよう、相談・研修・情報交換等の機会を作り、障害者受け入れ体制構築を支援している。 
 

 

適切性の評定は、「障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換の場を作る又は情報共有のネット

ワークづくりをサポートする。」では低くなり、具体的な修正意見はなかったが、現場経験がなくて

も分かりやすい例等の追加の必要性が示唆された。 
 

表２－68 「企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援」の適切さの評定 

「企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体
的取組の支援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）事業主のニーズや懸念事項を把握した上
で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗
る。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

ｂ）事業主や従業員の理解を深めるため、ニー
ズに合った障害者雇用に関する研修・説明を行
う。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

ｃ）障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換
の場を作る又は情報共有のネットワークづくり
をサポートする。 

25 3 89.3% 1 0 2 0 0 

 
ウ 「職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援」について 

【説明文】障害者の配属候補となり得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業務の切り

出し・創出を行っている。 
 

適切性の評定は、「事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合

的に見て、障害者に適した職場を特定する。」では低くなり、障害者に適した職場の開拓の広がりの

ある表現がよいとの意見があった。また、「事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務にお

ける課題、できれば助かること、今後新たに取り組みたいことを明確にする。」について、「できれ

ば助かること」が具体的にどのようなものかを示す必要性を示唆する意見があった。 
 

表２－69 「職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援」の適切さの評定 

「職場・業務のアセスメントと業務切り出し支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）事業主からの聞き取りや職場観察を行い、
業務内容と人的・物理的環境を総合的に見て、
障害者に適した職場を特定する。 

25 3 89.3% 0 0 0 2 1 

ｂ）事業主・職場関係者からの聞き取り等によ
り、業務における課題、できれば助かること、
今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

26 2 92.9% 0 0 1 1 0 

ｃ）配属候補の部署における業務の目的、責
任、内容や求められるスキル・水準を明確にす
る。 

27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 特定する…の表現。職場作りを提案する、など？ 

 障害者に適した職場を「特定する」⇒「提案する」程度で良いのでは？ 

 障害者に適した職場を特定する 『特定』ではそこだけになってしまうので今後は

社内に拡がるような言葉が良い｡ 

ｂ）  「できれば助かること」→何が？誰が？助かる のか、イメージしづらい。 
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エ 「障害者と業務・職場のマッチング・調整支援」について 

【説明文】対象障害者と業務・職場のマッチングを評価し、必要に応じて事業主に職務内容の調整や変更を提案

している。 
 

全般的に適切と評定されたが、雇用関係が成り立つように障害者と求人条件のマッチング状態が

適切であるかを確認したり、障害者と職場の双方に益となる職務内容の調整等を提案したりする等、

支援者が一方的に評価したり提案するものではないことについての意見もあった。 
 

表２－70 「障害者と業務・職場のマッチング・調整支援」の適切さの評定 

「障害者と業務・職場のマッチング・調整支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者の能力や特性を考慮し、求人条件と
のマッチングを評価する。 26 2 92.9% 0 0 0 1 1 
ｂ）障害者本人の意向を尊重した上で、対象障
害者の能力・特性や興味を説明する。 26 2 92.9% 0 0 0 1 1 
ｃ）障害者と職場が共に成長できる環境の創出
に向けて、職務内容の調整や変更を提案する。 27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 
 マッチングを「評価する」→上から目線的な表現のように感じる。 

 『評価とする』を『重要とする』に変更｡ 

ｂ） 

 障害者本人の意向を尊重した上で、「必要であれば（を追記）」対象障害者～ ⇒対

象障害者が自ら発信するのを促す程度の役割で良いのでは？ 

 環境の工夫などで本人の能力も発揮する｡ 

ｃ） 
 支援者の立場から「職務内容の調整や変更」の提案は、慎重になる必要がある。企

業の担当領域に踏み込んでいる。 
 
オ 「職務・課題分析と解決策の提案」について 

【説明文】障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、事業主に適切な解決策の提案や

ツール等の提供を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、職務分析（職務の具体的内容の明確化）と課題分析（行動の時系

列的ステップの明確化）の具体的説明を加えた方がよいという意見があった。 
 

表２－71 「職務・課題分析と解決策の提案」の適切さの評定 

「職務・課題分析と解決策の提案」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）職務分析を行う。 27 1 96.4% 0 0 0 1 0 
ｂ）職務内容の課題分析を行う。 27 1 96.4% 0 0 0 1 0 
ｃ）障害者の円滑な作業遂行のために、必要な
スキルを明確化し、適切な解決策を事業主に提
案する。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）明確に示されていない事項（休憩の取り
方・過ごし方など）やマニュアル化されていな
い作業の工程を確認し、事業主と共有する。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｅ）事業主との相談のもと、障害者に合わせた
作業手順書やマニュアルを作成し、提案・提供
する。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 

 

意

見 

ａ） 
 注釈（職務分析：職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップ

することを指す。）をいれて文章にする｡ 

ｂ） 
 注釈（課題分析：職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。）をいれて文章に

する｡ 
 
カ 「障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等については特に意見がなかった。 
 
(15) 「関係機関や家族との連携」について 

「関係機関や家族との連携」について、地域性に応じた利用者の職業生活を支えるための様々な

支援ニーズ充足のための各種支援サービスの調整・提供を行うケースマネジメントの取組や教育か

ら雇用への移行支援、専門職間の対等なチームづくりについては、具体的記載が必要との意見が得

られた。また、服薬等の副作用の判断は難しく主治医や専門的な医療機関との連携が必要であるこ

と、新たに連携する機関に現在の支援内容を説明する際には本人の同意を得た上で行う必要がある

との意見も得られた。 

ア 「連携の必要性の判断と紹介」について 

【説明文】利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり易く紹介・

説明している。 
 
適切性の評定は、「対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に

繋ぐ。」は 61.3％と特に低く、また、「就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹

介する。」で低くなった。服薬等の副作用の判断は難しく主治医や専門的な医療機関との連携が必要

との意見が多く、また、就労支援機器やその活用が有効なケースは具体例があると分かりやすい等

といった意見があった。 
 

表２－72 「連携の必要性の判断と紹介」の適切さの評定 

「連携の必要性の判断と紹介」の知識・スキル
等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）利用者のニーズに応じて社会資源やプログ
ラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が
理解できるように説明する。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）対象障害者の症状の悪化や懸念すべき様子
に関して、適切な機関に繋げる。 30 1 96.8% 0 0 0 1 0 
ｃ）対象障害者の状態や服薬情報から、副作用
の可能性を判断し、医療の専門家に繋ぐ。 19 12 61.3% 3 0 5 1 3 
ｄ）就労支援機器の活用が有効なケースを判断
し、関係機関を紹介する。 25 6 80.6% 2 0 1 2 0 

 

意

見 

ｂ）  適切な機関の具体例はないのでしょうか？ 

ｃ） 

 副作用の可能性については医療機関が把握しており特に必要性を感じない。副作用

が出たあとの対応については報告すべき。 

 医療や薬の専門家ではないため、副作用の可能性まで判断できない。それを行うの

が医療の専門家ではないか。 
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エ 「障害者と業務・職場のマッチング・調整支援」について 

【説明文】対象障害者と業務・職場のマッチングを評価し、必要に応じて事業主に職務内容の調整や変更を提案

している。 
 
全般的に適切と評定されたが、雇用関係が成り立つように障害者と求人条件のマッチング状態が

適切であるかを確認したり、障害者と職場の双方に益となる職務内容の調整等を提案したりする等、

支援者が一方的に評価したり提案するものではないことについての意見もあった。 
 

表２－70 「障害者と業務・職場のマッチング・調整支援」の適切さの評定 

「障害者と業務・職場のマッチング・調整支
援」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）障害者の能力や特性を考慮し、求人条件と
のマッチングを評価する。 26 2 92.9% 0 0 0 1 1 
ｂ）障害者本人の意向を尊重した上で、対象障
害者の能力・特性や興味を説明する。 26 2 92.9% 0 0 0 1 1 
ｃ）障害者と職場が共に成長できる環境の創出
に向けて、職務内容の調整や変更を提案する。 27 1 96.4% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 
 マッチングを「評価する」→上から目線的な表現のように感じる。 

 『評価とする』を『重要とする』に変更｡ 

ｂ） 

 障害者本人の意向を尊重した上で、「必要であれば（を追記）」対象障害者～ ⇒対

象障害者が自ら発信するのを促す程度の役割で良いのでは？ 

 環境の工夫などで本人の能力も発揮する｡ 

ｃ） 
 支援者の立場から「職務内容の調整や変更」の提案は、慎重になる必要がある。企

業の担当領域に踏み込んでいる。 
 
オ 「職務・課題分析と解決策の提案」について 

【説明文】障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、事業主に適切な解決策の提案や

ツール等の提供を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、職務分析（職務の具体的内容の明確化）と課題分析（行動の時系

列的ステップの明確化）の具体的説明を加えた方がよいという意見があった。 
 

表２－71 「職務・課題分析と解決策の提案」の適切さの評定 

「職務・課題分析と解決策の提案」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）職務分析を行う。 27 1 96.4% 0 0 0 1 0 
ｂ）職務内容の課題分析を行う。 27 1 96.4% 0 0 0 1 0 
ｃ）障害者の円滑な作業遂行のために、必要な
スキルを明確化し、適切な解決策を事業主に提
案する。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｄ）明確に示されていない事項（休憩の取り
方・過ごし方など）やマニュアル化されていな
い作業の工程を確認し、事業主と共有する。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｅ）事業主との相談のもと、障害者に合わせた
作業手順書やマニュアルを作成し、提案・提供
する。 

28 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 

 

意

見 

ａ） 
 注釈（職務分析：職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップ

することを指す。）をいれて文章にする｡ 

ｂ） 
 注釈（課題分析：職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。）をいれて文章に

する｡ 
 
カ 「障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等については特に意見がなかった。 
 
(15) 「関係機関や家族との連携」について 

「関係機関や家族との連携」について、地域性に応じた利用者の職業生活を支えるための様々な

支援ニーズ充足のための各種支援サービスの調整・提供を行うケースマネジメントの取組や教育か

ら雇用への移行支援、専門職間の対等なチームづくりについては、具体的記載が必要との意見が得

られた。また、服薬等の副作用の判断は難しく主治医や専門的な医療機関との連携が必要であるこ

と、新たに連携する機関に現在の支援内容を説明する際には本人の同意を得た上で行う必要がある

との意見も得られた。 

ア 「連携の必要性の判断と紹介」について 

【説明文】利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり易く紹介・

説明している。 
 

適切性の評定は、「対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に

繋ぐ。」は 61.3％と特に低く、また、「就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹

介する。」で低くなった。服薬等の副作用の判断は難しく主治医や専門的な医療機関との連携が必要

との意見が多く、また、就労支援機器やその活用が有効なケースは具体例があると分かりやすい等

といった意見があった。 
 

表２－72 「連携の必要性の判断と紹介」の適切さの評定 

「連携の必要性の判断と紹介」の知識・スキル
等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）利用者のニーズに応じて社会資源やプログ
ラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が
理解できるように説明する。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）対象障害者の症状の悪化や懸念すべき様子
に関して、適切な機関に繋げる。 30 1 96.8% 0 0 0 1 0 
ｃ）対象障害者の状態や服薬情報から、副作用
の可能性を判断し、医療の専門家に繋ぐ。 19 12 61.3% 3 0 5 1 3 
ｄ）就労支援機器の活用が有効なケースを判断
し、関係機関を紹介する。 25 6 80.6% 2 0 1 2 0 

 

意

見 

ｂ）  適切な機関の具体例はないのでしょうか？ 

ｃ） 

 副作用の可能性については医療機関が把握しており特に必要性を感じない。副作用

が出たあとの対応については報告すべき。 

 医療や薬の専門家ではないため、副作用の可能性まで判断できない。それを行うの

が医療の専門家ではないか。 
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 「削除」（医療の領域まで責任を持って判断して、支援できるのかどうか疑問） 

 状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断することが果たしてできるかどうか？

「判断」は支援としては重過ぎるように感じる｡ 

 「主治医や専門的な医療機関」とした方が良いと思います｡ 

 「副作用の可能性を判断し」の「判断」は医療従事者でない福祉職員が断定するも

のではないと思う。「可能性を考慮し」など別の表現が適切では感じる。 

 繋ぐより連携という表現がよい｡ 

 文章としては、考えることは難しいですが、『副作用』を判断することは支援者では

難しいように感じた｡ 

 医療・薬の専門家ではないため、薬の副作用まで考慮しての支援は難しい。面談な

どで聞き取った内容を元に医療機関の受診を進めるにとどまっている。 

ｄ） 

 就労支援機器の意味が分かりません。身体障害のためのサポートツールでしょう

か？知的、精神、発達障害を専門で支援を行っていると具体例などがないと分かり

にくいかもしれません。 

 「有効なケース」という表現がわかりづらい。 

 繋ぐより連携という表現がよい｡ 

 『就労支援機器の活用が有効なケース』の意味がよくわからない｡ 
 

イ 「連携先機関への情報提供と連携体制の構築」について 

【説明文】スムーズな連携に向け、連携先との適切な情報共有と、役割分担等の調整を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、新たに連携する機関に現在の支援内容を説明する際には、本人の

同意を得た上で行うことを追加すべきという意見があった。 
 

表２－73 「連携先機関への情報提供と連携体制の構築」の適切さの評定 

「連携先機関への情報提供と連携体制の構築」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）本人の同意を得たうえで、障害者本人の特
徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援
の展開や情報の引継ぎを行う。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）新たに連携する機関に、現在関わる支援機
関がどのような支援を行っているか説明する。 30 1 96.8% 0 0 1 0 0 
ｃ）障害者本人や関係機関を交えた話合いやケ
ース会議等の開催又は参加により、情報集約と
合意形成や役割分担の整理をする。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 
意

見 
ｂ）  「本人の同意を得た上で」を入れた方が良いと思います。 

 
ウ 「関係機関とのチーム支援」について 

【説明文】関係機関それぞれの立場や役割、現状を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、チーム

支援を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、ケースマネジメントは利用者の職業生活を支えるための様々な支

 

援ニーズ充足のための各種支援サービスの調整・提供であること、教育から雇用への移行支援、専

門職間の対等なチームづくり等の具体的記載が必要との意見があった。 
 

表２－74 「関係機関とのチーム支援」の適切さの評定 

「関係機関とのチーム支援」の知識・スキル等
の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）ケースマネジメントの意義・方法を理解
し、関係機関との連携を行う。 29 2 93.5% 0 0 0 1 1 
ｂ）教育から雇用への移行プロセスや現状を理
解して、教育機関との連携を行う。 29 2 93.5% 0 0 1 0 1 
ｃ）様々な関係者が互いに補い合い、本人を共
に支える対等・平等な関係を築く意識をもち、
関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。 

29 2 93.5% 0 0 1 0 1 

ｄ）関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗
状況を共有する。 30 1 96.8% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 昨今、福祉の知識や経験がない就労支援従事者が多いため、「ケースマネジメント

の意義・方法」と記載してもピンとこないように思う。 

 ケースマネジメントとは注釈（「様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ

充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ることで利

用者の職業生活を支える援助方法」）を見て理解をしました。具体的に書いてもら

えると助かる。 

ｂ） 

 昨今、福祉の知識や経験がない就労支援従事者が多いため、「教育から雇用への移

行プロセスや現状」の理解が乏しいため、果たして、この項目の重要性を把握でき

るか疑問である。 

ｃ）  『平等な関係を築く意識をもち』 理想を唱え過ぎている様に感じる。 

ｄ） 
 就業・生活支援センターとの意見の相違が出てきている。公な意見交換が地域ごと

に必要。 
 
エ 「地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり」について 

【説明文】地域の社会資源の最大限の活用と、地域の支援力向上のために、関係機関との情報交換を行い、機関

同士のつながりを強化している。 
 
全般的に適切と評定された。 

 
表２－75 「地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり」の適切さの評定 

「地域社会資源の情報収集と情報交換・ネット
ワークづくり」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）社会福祉サービスや自治体、民間機関の取
組など、地域の社会資源の情報を収集する。 31 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）関係機関との個別ケースの情報交換以外に
も、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域
の実態などを共有し、連携を強化する。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）就労支援の地域支援力向上のカギとなりう
る地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネ
ットワークの立上げや強化を行う。 

30 1 96.8% 0 0 0 1 0 
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 「削除」（医療の領域まで責任を持って判断して、支援できるのかどうか疑問） 

 状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断することが果たしてできるかどうか？

「判断」は支援としては重過ぎるように感じる｡ 

 「主治医や専門的な医療機関」とした方が良いと思います｡ 

 「副作用の可能性を判断し」の「判断」は医療従事者でない福祉職員が断定するも

のではないと思う。「可能性を考慮し」など別の表現が適切では感じる。 

 繋ぐより連携という表現がよい｡ 

 文章としては、考えることは難しいですが、『副作用』を判断することは支援者では

難しいように感じた｡ 

 医療・薬の専門家ではないため、薬の副作用まで考慮しての支援は難しい。面談な

どで聞き取った内容を元に医療機関の受診を進めるにとどまっている。 

ｄ） 

 就労支援機器の意味が分かりません。身体障害のためのサポートツールでしょう

か？知的、精神、発達障害を専門で支援を行っていると具体例などがないと分かり

にくいかもしれません。 

 「有効なケース」という表現がわかりづらい。 

 繋ぐより連携という表現がよい｡ 

 『就労支援機器の活用が有効なケース』の意味がよくわからない｡ 
 

イ 「連携先機関への情報提供と連携体制の構築」について 

【説明文】スムーズな連携に向け、連携先との適切な情報共有と、役割分担等の調整を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、新たに連携する機関に現在の支援内容を説明する際には、本人の

同意を得た上で行うことを追加すべきという意見があった。 
 

表２－73 「連携先機関への情報提供と連携体制の構築」の適切さの評定 

「連携先機関への情報提供と連携体制の構築」
の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）本人の同意を得たうえで、障害者本人の特
徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援
の展開や情報の引継ぎを行う。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｂ）新たに連携する機関に、現在関わる支援機
関がどのような支援を行っているか説明する。 30 1 96.8% 0 0 1 0 0 
ｃ）障害者本人や関係機関を交えた話合いやケ
ース会議等の開催又は参加により、情報集約と
合意形成や役割分担の整理をする。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

 
意

見 
ｂ）  「本人の同意を得た上で」を入れた方が良いと思います。 

 
ウ 「関係機関とのチーム支援」について 

【説明文】関係機関それぞれの立場や役割、現状を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、チーム

支援を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、ケースマネジメントは利用者の職業生活を支えるための様々な支

 

援ニーズ充足のための各種支援サービスの調整・提供であること、教育から雇用への移行支援、専

門職間の対等なチームづくり等の具体的記載が必要との意見があった。 
 

表２－74 「関係機関とのチーム支援」の適切さの評定 

「関係機関とのチーム支援」の知識・スキル等
の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）ケースマネジメントの意義・方法を理解
し、関係機関との連携を行う。 29 2 93.5% 0 0 0 1 1 
ｂ）教育から雇用への移行プロセスや現状を理
解して、教育機関との連携を行う。 29 2 93.5% 0 0 1 0 1 
ｃ）様々な関係者が互いに補い合い、本人を共
に支える対等・平等な関係を築く意識をもち、
関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。 

29 2 93.5% 0 0 1 0 1 

ｄ）関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗
状況を共有する。 30 1 96.8% 0 0 1 0 0 

 

意

見 

ａ） 

 昨今、福祉の知識や経験がない就労支援従事者が多いため、「ケースマネジメント

の意義・方法」と記載してもピンとこないように思う。 

 ケースマネジメントとは注釈（「様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ

充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ることで利

用者の職業生活を支える援助方法」）を見て理解をしました。具体的に書いてもら

えると助かる。 

ｂ） 

 昨今、福祉の知識や経験がない就労支援従事者が多いため、「教育から雇用への移

行プロセスや現状」の理解が乏しいため、果たして、この項目の重要性を把握でき

るか疑問である。 

ｃ）  『平等な関係を築く意識をもち』 理想を唱え過ぎている様に感じる。 

ｄ） 
 就業・生活支援センターとの意見の相違が出てきている。公な意見交換が地域ごと

に必要。 
 
エ 「地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり」について 

【説明文】地域の社会資源の最大限の活用と、地域の支援力向上のために、関係機関との情報交換を行い、機関

同士のつながりを強化している。 
 

全般的に適切と評定された。 
 

表２－75 「地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり」の適切さの評定 

「地域社会資源の情報収集と情報交換・ネット
ワークづくり」の知識・スキル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）社会福祉サービスや自治体、民間機関の取
組など、地域の社会資源の情報を収集する。 31 0 100.0% 0 0 0 0 0 
ｂ）関係機関との個別ケースの情報交換以外に
も、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域
の実態などを共有し、連携を強化する。 

31 0 100.0% 0 0 0 0 0 

ｃ）就労支援の地域支援力向上のカギとなりう
る地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネ
ットワークの立上げや強化を行う。 

30 1 96.8% 0 0 0 1 0 
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オ 「家族等との連携」について 

【説明文】家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家族等との

連携を行っている。 
 

全般的に適切と評定されたが、家族会等の情報提供について実態がなく必要性が低いとの意見も

あった。 
 

表２－76 「家族等との連携」の適切さの評定 

「家族等との連携」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）家族等との情報共有や調整を本人の了解の
もと適切に行い、支援方針などに関して家族等
の理解を得る。 

30 1 96.8% 1 1 0 0 0 

ｂ）関わり方に関する助言や、社会福祉サービ
スや家族会等のサポート資源に関する情報提供
を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を
築いていく。 

28 3 90.3% 1 2 0 0 0 

 
カ 「関係機関や家族との連携」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・あらゆる項目に「連携」と明記されているが、何のために連携が重要なのか？が理解で 

きていることが大前提ではないでしょうか？そのあたりの知識？学び？をどうするか

…が、大切かと考えます。 

・医療や家族へ障害者雇用の現状（給与面や業務の一般就労との差）を理解し、「正社員」 

など形にこだわらず、「当人にマッチングした就労について説明する知識」 

・企業支援を行うスキル 

・地域性に応じた独自のネットワークやチーム支援の取組内容の具体事例を紹介しても 

らいたい。 
 
(16) 「障害者雇用の啓発と支援人材育成」について 

「障害者雇用の啓発と支援人材育成」について、啓発には障害特性等の説明ではなく具体的な関

わり方等の啓発が重要で、パンフレット等の作成・活用が必要であるとの意見が得られた。また、

支援人材育成については、地域によって助言・援助や研修を行う機関が異なることを踏まえ、組織

の中の OJT、指導監督体制や事例検討会等、地域の支援者間の支援ノウハウの共有や協力等の取組

について、より具体的な説明や専門用語ではない分かりやすい表現への修正が必要との意見も得ら

れた。 

ア 「障害者雇用を広めるための啓発」について 

【説明文】障害者雇用に関する理解を広めることで、障害者の権利・ニーズの獲得に繋がるよう、当事者や保護

者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する啓発・周知を行っている。 
 

適切性の評定はいずれも低くなった。障害福祉からの啓発や障害特性等の発信では限界があり、

具体的な関わり方や普通の取組と感じるような啓発の重要性、パンフレット等を作成・活用した効

果的な啓発の必要性についての意見があった。 

 

表２－77 「障害者雇用を広めるための啓発」の適切さの評定 

「障害者雇用を広めるための啓発」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）当事者や保護者、支援団体、市民団体、企
業・企業団体に対して、障害者雇用の啓発・周
知を行う機会を計画又は計画に協力し、実施す
る。 

27 5 84.4% 0 1 0 1 2 

ｂ）障害者雇用啓発のためのパンフレットなど
のツールを、機関や地域で作成し、活用する。 28 4 87.5% 0 0 1 1 2 

 

意

見 

ａ） 

 計画又は計画に協力し、実施するではなく、定期的に設けるなどの表現の方が分か

りやすいのではないか。 

 雇用主が障害者雇用に対しての理解がまだまだ希薄。団体に啓発周知したところ

で・・・という意識が根強い。 

 障害福祉だけで、各団体へ啓発することに限界がある。 

 啓発も実施もしているが、理解、拡がりにはあまり繋がっていないように感じる。

障害特性を伝えれば伝えるほど、理解や関りに対してのハードルの高さを感じる。

それより、具体的なかかわり方や『普通』に感じるような発信の方法など考えて行

く方が重要に感じる。 

ｂ） 

 必ずしも自法人で作成する必要はないように感じる、有効なツールを適切な場面で

提示することが重要。 

 市全体の協力体制が必要。 

 啓発のパンフレットやツールは既に作成活用している。パンフを作って満足してい

るように思う。作った人はどれだけ、その内容について理解出来るように説明をし

ているのか？どれだけ自身が発信をしているのか？が重要に感じる。 
 

イ 「組織や地域の支援人材の育成」について 

【説明文】地域全体の就労支援力向上のため、自機関の人材育成に加えて地域で支援ノウハウを共有する意識を

持ち、積極的に研修・情報共有等を実施・協力している。 
 
全般的に適切と評定されたが、実際に支援現場で担当するパートやシルバーの方も理解しやすい

用語での説明や、地域の支援者間の支援ノウハウの共有や協力の具体的取組の明確化、地域によっ

て他機関への助言・援助や研修を行う機関が異なることの反映についての意見もあった。 
 

表２－78 「組織や地域の支援人材の育成」の適切さの評定 

「組織や地域の支援人材の育成」の知識・スキ
ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）自機関の効果的な人材育成のため、スーパ
ーバイズやケースカンファレンスの実施又は参
加、外部研修への積極的参加・推進などを行
う。 

29 3 90.6% 0 0 0 1 1 

ｂ）地域全体の就労支援力向上の重要性を認識
し、支援ノウハウの共有や情報交換を積極的に
行う。 

29 3 90.6% 0 0 0 1 1 

ｃ）就労支援に取り組む支援機関に対して、そ
れぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支
援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

30 2 93.8% 1 0 0 0 0 
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オ 「家族等との連携」について 

【説明文】家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家族等との

連携を行っている。 
 
全般的に適切と評定されたが、家族会等の情報提供について実態がなく必要性が低いとの意見も

あった。 
 

表２－76 「家族等との連携」の適切さの評定 

「家族等との連携」の知識・スキル等の内容 
適切性の評価 「要修正」の理由 

適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）家族等との情報共有や調整を本人の了解の
もと適切に行い、支援方針などに関して家族等
の理解を得る。 

30 1 96.8% 1 1 0 0 0 

ｂ）関わり方に関する助言や、社会福祉サービ
スや家族会等のサポート資源に関する情報提供
を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を
築いていく。 

28 3 90.3% 1 2 0 0 0 

 
カ 「関係機関や家族との連携」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 

・あらゆる項目に「連携」と明記されているが、何のために連携が重要なのか？が理解で 

きていることが大前提ではないでしょうか？そのあたりの知識？学び？をどうするか

…が、大切かと考えます。 

・医療や家族へ障害者雇用の現状（給与面や業務の一般就労との差）を理解し、「正社員」 

など形にこだわらず、「当人にマッチングした就労について説明する知識」 

・企業支援を行うスキル 

・地域性に応じた独自のネットワークやチーム支援の取組内容の具体事例を紹介しても 

らいたい。 
 
(16) 「障害者雇用の啓発と支援人材育成」について 

「障害者雇用の啓発と支援人材育成」について、啓発には障害特性等の説明ではなく具体的な関

わり方等の啓発が重要で、パンフレット等の作成・活用が必要であるとの意見が得られた。また、

支援人材育成については、地域によって助言・援助や研修を行う機関が異なることを踏まえ、組織

の中の OJT、指導監督体制や事例検討会等、地域の支援者間の支援ノウハウの共有や協力等の取組

について、より具体的な説明や専門用語ではない分かりやすい表現への修正が必要との意見も得ら

れた。 

ア 「障害者雇用を広めるための啓発」について 

【説明文】障害者雇用に関する理解を広めることで、障害者の権利・ニーズの獲得に繋がるよう、当事者や保護

者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する啓発・周知を行っている。 
 
適切性の評定はいずれも低くなった。障害福祉からの啓発や障害特性等の発信では限界があり、

具体的な関わり方や普通の取組と感じるような啓発の重要性、パンフレット等を作成・活用した効

果的な啓発の必要性についての意見があった。 

 

表２－77 「障害者雇用を広めるための啓発」の適切さの評定 

「障害者雇用を広めるための啓発」の知識・ス
キル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）当事者や保護者、支援団体、市民団体、企
業・企業団体に対して、障害者雇用の啓発・周
知を行う機会を計画又は計画に協力し、実施す
る。 

27 5 84.4% 0 1 0 1 2 

ｂ）障害者雇用啓発のためのパンフレットなど
のツールを、機関や地域で作成し、活用する。 28 4 87.5% 0 0 1 1 2 

 

意

見 

ａ） 

 計画又は計画に協力し、実施するではなく、定期的に設けるなどの表現の方が分か

りやすいのではないか。 

 雇用主が障害者雇用に対しての理解がまだまだ希薄。団体に啓発周知したところ

で・・・という意識が根強い。 

 障害福祉だけで、各団体へ啓発することに限界がある。 

 啓発も実施もしているが、理解、拡がりにはあまり繋がっていないように感じる。

障害特性を伝えれば伝えるほど、理解や関りに対してのハードルの高さを感じる。

それより、具体的なかかわり方や『普通』に感じるような発信の方法など考えて行

く方が重要に感じる。 

ｂ） 

 必ずしも自法人で作成する必要はないように感じる、有効なツールを適切な場面で

提示することが重要。 

 市全体の協力体制が必要。 

 啓発のパンフレットやツールは既に作成活用している。パンフを作って満足してい

るように思う。作った人はどれだけ、その内容について理解出来るように説明をし

ているのか？どれだけ自身が発信をしているのか？が重要に感じる。 
 

イ 「組織や地域の支援人材の育成」について 

【説明文】地域全体の就労支援力向上のため、自機関の人材育成に加えて地域で支援ノウハウを共有する意識を

持ち、積極的に研修・情報共有等を実施・協力している。 
 

全般的に適切と評定されたが、実際に支援現場で担当するパートやシルバーの方も理解しやすい

用語での説明や、地域の支援者間の支援ノウハウの共有や協力の具体的取組の明確化、地域によっ

て他機関への助言・援助や研修を行う機関が異なることの反映についての意見もあった。 
 

表２－78 「組織や地域の支援人材の育成」の適切さの評定 

「組織や地域の支援人材の育成」の知識・スキ
ル等の内容 

適切性の評価 「要修正」の理由 
適
切 

要
修
正 

適切の
割合 

実態
と不
一致 

必要
性が
低い 

要追
加内
容 

分か
りに
くい 

そ
の
他 

ａ）自機関の効果的な人材育成のため、スーパ
ーバイズやケースカンファレンスの実施又は参
加、外部研修への積極的参加・推進などを行
う。 

29 3 90.6% 0 0 0 1 1 

ｂ）地域全体の就労支援力向上の重要性を認識
し、支援ノウハウの共有や情報交換を積極的に
行う。 

29 3 90.6% 0 0 0 1 1 

ｃ）就労支援に取り組む支援機関に対して、そ
れぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支
援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

30 2 93.8% 1 0 0 0 0 
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意

見 

ａ） 

 削除 

 言葉が難しい。現場支援に入るのはパートやシルバーの方が多いが福祉用語が難し

く理解が困難。もう少し知っている言葉での説明をしてほしい。 

ｂ） 
 地域全体の支援力向上のために、誰と誰が情報交換をするのでしょうか？ 

 「積極的」を具体的な言葉でほしい。 

ｃ）  就業・生活支援センターが機能を果たすということに地域差を感じる。 
 
ウ 「障害者雇用の啓発と支援人材育成」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 
・組織の中での人材育成（OJT）の必要性 

・障害者雇用の啓発の前に教育現場での障害者理解の啓発・理解が必要 

 
６ 地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見を踏まえたリストの修正 

知識・スキル等リスト（草案）に対する地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者

の意見を踏まえ、草案リストの統合・並び替え、修正を行い、最終的な知識・スキル等リストを作

成した。 

(１) 意見を踏まえた全体的な修正方針 

地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見を踏まえると、効果的な障害者就

労支援には、企業等に対してノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を平易に伝え、

障害者の労働の権利や労働関係法規、合理的配慮の知識を持ち、障害者本人と事業主の双方を支援

することが重要であることが強調されていた。また、地域の関係機関との連携スキルを基盤に、障

害者本人を中心に関係機関と連携した支援が行える基本的姿勢や倫理観、記録・伝達の方法、アセ

スメント、プランニングなど多岐にわたる知識とスキルを備え、障害者本人の自己理解・自己決定

の支援や社会的行動・自己管理のスキル習得を支援し、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫

した支援を実施できる知識とスキルが必要であることが強調されていた。これらの修正意見を踏ま

え、以下を全体的な修正方針とした。 

ア 支援の理念と基本姿勢 

ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を平易に伝え、障害の有無にかかわらず労

働の権利を明確化し、「社会参加による役割意識の獲得」として労働の意義を示すことが必要であ

る。また、支援者は障害者本人が適切な職業選択ができるよう支援ニーズを意識し、信頼関係のも

と対等な立場で接し、人権尊重の理念に立脚する基本姿勢が求められる。 

イ 法令・制度の知識と企業支援 

労働法や障害者虐待防止法、自立支援医療制度などの現実的な法令・制度・サービスの知識が必

要である。また、障害者雇用の企業啓発や障害種別ごとの雇用管理への助言を発展的に捉え、企業

の潜在的人材ニーズを理解し、障害者本人と求人条件の適合性を確認することが重要である。企業

啓発では具体的な関わり方の説明が求められ、効果的な啓発を行うためのパンフレットの作成と活

 

用も必要である。 

ウ 支援プロセス：アセスメントとプランニング 

障害者本人の自己理解・自己選択・自己決定の支援が重要である。強みの気づきや課題の整理と

対処法の検討、試行の機会を提供する。また、生活面や健康・医療面、家族関係などを含むアセス

メントで、仕事と生活の両立への考えや希望職種を把握し、障害受容を強要しない姿勢が必要であ

る。プランニングは障害者本人と相談しながら支援計画を決定し、関係者と共有するプロセスが求

められる。 

エ 職業生活のスキル習得と生活支援 

職業生活に必要なスキル習得には、職場の負担が大きくならないようなナチュラルサポートの構

築とフィードバックが重要である。スキルの習得には障害者本人の主体性が求められるが、適切な

支援も必要である。日常生活や金銭管理について、障害者本人に合った助言や専門機関との連携が

必要である。ライフステージの変化や自己管理の課題を踏まえ、「なりたい自分」を明確にし、目標

に向けてのプランの検討や取組を障害者本人だけの課題としない支援が求められる。 

オ 就職活動と職場適応の支援 

就職活動から職場適応までの支援では、職場開拓や企業訪問、職場実習での情報収集、求人条件

のすり合わせが重要である。面接時には合理的配慮の提案を含めたコミュニケーション支援が必要

である。職場適応時には、職場文化や暗黙のルール、期待される役割を把握し、障害者本人の立場

を踏まえた伝え方や練習が求められる。管理者や同僚との関係づくりを支援し、ナチュラルサポー

トの形成を促進することも重要である。 

カ 関係機関・家族との連携と相談・記録・伝達 

支援者の役割や限界の説明が誤解を招かないよう配慮し、利用者の負担を考慮した相談内容の整

理や適切な時間設定が必要である。パンフレットの準備や傾聴など専門スキルの追加も重要である。

言葉遣いを慎重にし、事実を歪めないことが重要で、情報共有時には障害者本人への丁寧な説明と

同意が必要である。ケースマネジメントや専門職間の対等なチームづくり、家族会に関する情報提

供等具体的な連携が求められる。 

(２)  意見を踏まえた知識・スキル等リスト（草案）の修正 

具体的なリストの修正のために、重要度や適切性の評定を踏まえ、具体的なリストの統合・並び

替えや、修正等を、総合センター内検討チームで行った。 

ア 知識・スキル等の重要度の評定結果を踏まえた修正 

評定の平均が４点（重要度が高い）を下回った 11－ク「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情

報提供」について、他の項目（11－キ「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」）と統合を行った。 

イ 知識・スキル等の「主な内容」の適切さの評定と修正意見を踏まえた修正 

「適切」の評定の割合が 90％未満となった内容は原則修正意見を踏まえた修正を行い、その他に

ついても原文の趣旨を損なわない範囲で修正意見を踏まえた修正を行った。 

（ア） 支援の実態と合わないという意見があった項目についての修正例 

15－ア－ｃ）「対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋
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意

見 

ａ） 

 削除 

 言葉が難しい。現場支援に入るのはパートやシルバーの方が多いが福祉用語が難し

く理解が困難。もう少し知っている言葉での説明をしてほしい。 

ｂ） 
 地域全体の支援力向上のために、誰と誰が情報交換をするのでしょうか？ 

 「積極的」を具体的な言葉でほしい。 

ｃ）  就業・生活支援センターが機能を果たすということに地域差を感じる。 
 
ウ 「障害者雇用の啓発と支援人材育成」に追加すべき知識・スキル等について 

この大見出しで、追加すべき知識・スキル等について以下の意見があった。 

意見 
・組織の中での人材育成（OJT）の必要性 

・障害者雇用の啓発の前に教育現場での障害者理解の啓発・理解が必要 

 
６ 地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見を踏まえたリストの修正 
知識・スキル等リスト（草案）に対する地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者

の意見を踏まえ、草案リストの統合・並び替え、修正を行い、最終的な知識・スキル等リストを作

成した。 

(１) 意見を踏まえた全体的な修正方針 

地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見を踏まえると、効果的な障害者就

労支援には、企業等に対してノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を平易に伝え、

障害者の労働の権利や労働関係法規、合理的配慮の知識を持ち、障害者本人と事業主の双方を支援

することが重要であることが強調されていた。また、地域の関係機関との連携スキルを基盤に、障

害者本人を中心に関係機関と連携した支援が行える基本的姿勢や倫理観、記録・伝達の方法、アセ

スメント、プランニングなど多岐にわたる知識とスキルを備え、障害者本人の自己理解・自己決定

の支援や社会的行動・自己管理のスキル習得を支援し、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫

した支援を実施できる知識とスキルが必要であることが強調されていた。これらの修正意見を踏ま

え、以下を全体的な修正方針とした。 

ア 支援の理念と基本姿勢 

ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を平易に伝え、障害の有無にかかわらず労

働の権利を明確化し、「社会参加による役割意識の獲得」として労働の意義を示すことが必要であ

る。また、支援者は障害者本人が適切な職業選択ができるよう支援ニーズを意識し、信頼関係のも

と対等な立場で接し、人権尊重の理念に立脚する基本姿勢が求められる。 

イ 法令・制度の知識と企業支援 

労働法や障害者虐待防止法、自立支援医療制度などの現実的な法令・制度・サービスの知識が必

要である。また、障害者雇用の企業啓発や障害種別ごとの雇用管理への助言を発展的に捉え、企業

の潜在的人材ニーズを理解し、障害者本人と求人条件の適合性を確認することが重要である。企業

啓発では具体的な関わり方の説明が求められ、効果的な啓発を行うためのパンフレットの作成と活

 

用も必要である。 

ウ 支援プロセス：アセスメントとプランニング 

障害者本人の自己理解・自己選択・自己決定の支援が重要である。強みの気づきや課題の整理と

対処法の検討、試行の機会を提供する。また、生活面や健康・医療面、家族関係などを含むアセス

メントで、仕事と生活の両立への考えや希望職種を把握し、障害受容を強要しない姿勢が必要であ

る。プランニングは障害者本人と相談しながら支援計画を決定し、関係者と共有するプロセスが求

められる。 

エ 職業生活のスキル習得と生活支援 

職業生活に必要なスキル習得には、職場の負担が大きくならないようなナチュラルサポートの構

築とフィードバックが重要である。スキルの習得には障害者本人の主体性が求められるが、適切な

支援も必要である。日常生活や金銭管理について、障害者本人に合った助言や専門機関との連携が

必要である。ライフステージの変化や自己管理の課題を踏まえ、「なりたい自分」を明確にし、目標

に向けてのプランの検討や取組を障害者本人だけの課題としない支援が求められる。 

オ 就職活動と職場適応の支援 

就職活動から職場適応までの支援では、職場開拓や企業訪問、職場実習での情報収集、求人条件

のすり合わせが重要である。面接時には合理的配慮の提案を含めたコミュニケーション支援が必要

である。職場適応時には、職場文化や暗黙のルール、期待される役割を把握し、障害者本人の立場

を踏まえた伝え方や練習が求められる。管理者や同僚との関係づくりを支援し、ナチュラルサポー

トの形成を促進することも重要である。 

カ 関係機関・家族との連携と相談・記録・伝達 

支援者の役割や限界の説明が誤解を招かないよう配慮し、利用者の負担を考慮した相談内容の整

理や適切な時間設定が必要である。パンフレットの準備や傾聴など専門スキルの追加も重要である。

言葉遣いを慎重にし、事実を歪めないことが重要で、情報共有時には障害者本人への丁寧な説明と

同意が必要である。ケースマネジメントや専門職間の対等なチームづくり、家族会に関する情報提

供等具体的な連携が求められる。 

(２)  意見を踏まえた知識・スキル等リスト（草案）の修正 

具体的なリストの修正のために、重要度や適切性の評定を踏まえ、具体的なリストの統合・並び

替えや、修正等を、総合センター内検討チームで行った。 

ア 知識・スキル等の重要度の評定結果を踏まえた修正 

評定の平均が４点（重要度が高い）を下回った 11－ク「職場適応・定着に役立つ機器や資源の情

報提供」について、他の項目（11－キ「就職後の合理的配慮提供に向けた支援」）と統合を行った。 

イ 知識・スキル等の「主な内容」の適切さの評定と修正意見を踏まえた修正 

「適切」の評定の割合が 90％未満となった内容は原則修正意見を踏まえた修正を行い、その他に

ついても原文の趣旨を損なわない範囲で修正意見を踏まえた修正を行った。 

（ア） 支援の実態と合わないという意見があった項目についての修正例 

15－ア－ｃ）「対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋
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ぐ。」については、「障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適

切な機関と連携をとる。」というように、就労支援の専門性では対応が困難であることや、医療機関

等との連携により対応している実態を踏まえた修正を行った。 

（イ） 追加すべき内容があるという意見があった項目についての修正例 

12－ア－ｃ）「障害者本人が自ら周囲に援助要請ができるよう、障害者本人と職場の管理者が直接

話し合う場を促進する。」については、管理者だけでなく一緒に働く従業員とも話し合いができると

よいという意見があったため、「障害者本人が自ら周囲に援助要請を行えるように、障害者本人と職

場の管理者・同僚が直接話し合う場の設定を調整する。」と修正した。 

（ウ） 文章・表現がわかりにくいという意見があった項目についての修正例 

１－ア－ｃ）「ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重

要性及び経営的メリットを説明する。」について、「すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いな

がら生活や仕事ができる社会や職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働

きやすい職場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。」

とし、専門用語がわかりにくいという意見に対応する修正を行った。 

９―ア－ａ）「診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の可能

性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。」については、「障害者本人が今後の

目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職業選択の可能性や課題の背景

等を本人と一緒に整理する。」とし、診断名や障害名を軽視するような印象にならず、かつ、障害者

本人が主体であることを明確になるような表現に修正した。 

(３) リストの読みやすさを勘案した修正 

さらに、リスト全体を見直し、読みやすさ等を勘案した修正として、総合センター内検討チーム

において、以下のようにリスト項目の統合や再分類、並び替えを行い、さらに、具体的内容の説明

文を読みやすくするため、その要点を表す一言を「具体的内容のタイトル」として付け加えた。 

①障害者の就労支援の理念と目的 

文章の内容が部分的に重複することから、中見出しを障害についての基本的理解に関する項目と

障害者の働く意義と権利擁護等の理解に関する項目の２つとし、それに合わせて知識・スキル等の

具体的内容の説明文の見直し・修正を行った。上記により修正された項目の内容を確認し、大見出

しの名称を「１ 障害者の就労支援の意義」へ変更した。 

②就労支援における支援者の基本的姿勢 

中見出しについて、倫理意識や態度に関する項目、支援者自身の自己理解や問題解決、支援を提

供するための情報収集や自己研鑽に関する項目、支援者自身の健康管理に関する項目という順に並

び替えた。 

③障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 

大見出し「１ 障害者の就労支援の理念と目的」に含まれていた、障害者差別の解消・禁止や虐

待防止に関する項目を障害者就労支援に関する法令として取り扱うこととした。また、中見出しに

ついては、障害者差別解消法や障害者雇用促進法等の法律に関する項目、障害福祉サービスや社会

 

保障に関する項目の順に並び替えた。 

④企業経営と雇用管理 

本見出しについては、項目の統合や再分類、並び替えは実施しなかったが、具体例については労

働関係法規や社会保険制度の項目の次に企業の雇用管理に関する項目を追加した。 

⑤様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 

中見出しについて、相談を行う際の基本的な態度に関する項目、相手の立場やニーズを踏まえた

説明に関する項目、相手の特性・状況を踏まえた相談に関する項目の順に並び替えた。 

⑥支援者間の記録・伝達 

情報の記録や伝達に関する項目と個人情報の取り扱いに関する項目で構成されていることが読

み取りやすいように、中見出しの名称をそれぞれ「分かり易い記録・伝達」と「個人情報の適切な

取り扱い」とした。 

⑦障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 

中見出し「イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用」については、技法を活用するこ

とよりも、支援を実施することの重要性を読み取ることができるよう「障害者本人の自己探求を促

進する支援」とした。また、この中見出しに含まれていた具体的内容「障害者本人の自己評価と支

援者や職場の上司等の他者評価を共有し、意見のすり合わせを行う。」については、「職業との関係

の中での自己理解を深めるための支援」として取り扱うこととした。 

⑧就労支援のアセスメント 

大見出しについて、障害者本人への支援に関する項目であることが読み取りやすくなるように

「就労支援における障害者のアセスメント」と修正した。アセスメント手法に関する中見出しにつ

いては、聞き取りや資料等による情報収集、行動観察、専門的なツールの活用という順に並び替え

た。 

⑨就労支援のプランニング 

本見出しについては、項目の統合や再分類、並び替えは実施しなかった。 

⑩職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 

中見出しについて、科学的根拠のある技法を用いた支援、基本的生活習慣や自己管理に関する支

援、対人スキル・問題解決スキルの習得の支援、通勤支援の順に並び替えた。 

⑪求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 

求人の選択ではなく仕事の選択における支援であることが読み取りやすくなるように、大見出し

を「仕事の選択・求職活動や職場への移行の支援」へ修正し、これに合わせて中見出し「ア 障害

者の求人選択支援」を「障害者本人の仕事の選択の支援」に、「カ 障害者の求職活動に係る職場見

学・職場実習等の支援」を「障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援」と修正した。

また、中見出し「オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援」については、求職者だけ

でなく在職者にも職業訓練に関する情報を提供されることがあるため、「職業能力開発施設の利用

に向けた情報提供」とした。 

⑫職場（実習中含む）への適応支援 
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ぐ。」については、「障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適

切な機関と連携をとる。」というように、就労支援の専門性では対応が困難であることや、医療機関

等との連携により対応している実態を踏まえた修正を行った。 

（イ） 追加すべき内容があるという意見があった項目についての修正例 

12－ア－ｃ）「障害者本人が自ら周囲に援助要請ができるよう、障害者本人と職場の管理者が直接

話し合う場を促進する。」については、管理者だけでなく一緒に働く従業員とも話し合いができると

よいという意見があったため、「障害者本人が自ら周囲に援助要請を行えるように、障害者本人と職

場の管理者・同僚が直接話し合う場の設定を調整する。」と修正した。 

（ウ） 文章・表現がわかりにくいという意見があった項目についての修正例 

１－ア－ｃ）「ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重

要性及び経営的メリットを説明する。」について、「すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いな

がら生活や仕事ができる社会や職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働

きやすい職場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。」

とし、専門用語がわかりにくいという意見に対応する修正を行った。 

９―ア－ａ）「診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の可能

性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。」については、「障害者本人が今後の

目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職業選択の可能性や課題の背景

等を本人と一緒に整理する。」とし、診断名や障害名を軽視するような印象にならず、かつ、障害者

本人が主体であることを明確になるような表現に修正した。 

(３) リストの読みやすさを勘案した修正 

さらに、リスト全体を見直し、読みやすさ等を勘案した修正として、総合センター内検討チーム

において、以下のようにリスト項目の統合や再分類、並び替えを行い、さらに、具体的内容の説明

文を読みやすくするため、その要点を表す一言を「具体的内容のタイトル」として付け加えた。 

①障害者の就労支援の理念と目的 

文章の内容が部分的に重複することから、中見出しを障害についての基本的理解に関する項目と

障害者の働く意義と権利擁護等の理解に関する項目の２つとし、それに合わせて知識・スキル等の

具体的内容の説明文の見直し・修正を行った。上記により修正された項目の内容を確認し、大見出

しの名称を「１ 障害者の就労支援の意義」へ変更した。 

②就労支援における支援者の基本的姿勢 

中見出しについて、倫理意識や態度に関する項目、支援者自身の自己理解や問題解決、支援を提

供するための情報収集や自己研鑽に関する項目、支援者自身の健康管理に関する項目という順に並

び替えた。 

③障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 

大見出し「１ 障害者の就労支援の理念と目的」に含まれていた、障害者差別の解消・禁止や虐

待防止に関する項目を障害者就労支援に関する法令として取り扱うこととした。また、中見出しに

ついては、障害者差別解消法や障害者雇用促進法等の法律に関する項目、障害福祉サービスや社会

 

保障に関する項目の順に並び替えた。 

④企業経営と雇用管理 

本見出しについては、項目の統合や再分類、並び替えは実施しなかったが、具体例については労

働関係法規や社会保険制度の項目の次に企業の雇用管理に関する項目を追加した。 

⑤様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 

中見出しについて、相談を行う際の基本的な態度に関する項目、相手の立場やニーズを踏まえた

説明に関する項目、相手の特性・状況を踏まえた相談に関する項目の順に並び替えた。 

⑥支援者間の記録・伝達 

情報の記録や伝達に関する項目と個人情報の取り扱いに関する項目で構成されていることが読

み取りやすいように、中見出しの名称をそれぞれ「分かり易い記録・伝達」と「個人情報の適切な

取り扱い」とした。 

⑦障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 

中見出し「イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用」については、技法を活用するこ

とよりも、支援を実施することの重要性を読み取ることができるよう「障害者本人の自己探求を促

進する支援」とした。また、この中見出しに含まれていた具体的内容「障害者本人の自己評価と支

援者や職場の上司等の他者評価を共有し、意見のすり合わせを行う。」については、「職業との関係

の中での自己理解を深めるための支援」として取り扱うこととした。 

⑧就労支援のアセスメント 

大見出しについて、障害者本人への支援に関する項目であることが読み取りやすくなるように

「就労支援における障害者のアセスメント」と修正した。アセスメント手法に関する中見出しにつ

いては、聞き取りや資料等による情報収集、行動観察、専門的なツールの活用という順に並び替え

た。 

⑨就労支援のプランニング 

本見出しについては、項目の統合や再分類、並び替えは実施しなかった。 

⑩職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 

中見出しについて、科学的根拠のある技法を用いた支援、基本的生活習慣や自己管理に関する支

援、対人スキル・問題解決スキルの習得の支援、通勤支援の順に並び替えた。 

⑪求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 

求人の選択ではなく仕事の選択における支援であることが読み取りやすくなるように、大見出し

を「仕事の選択・求職活動や職場への移行の支援」へ修正し、これに合わせて中見出し「ア 障害

者の求人選択支援」を「障害者本人の仕事の選択の支援」に、「カ 障害者の求職活動に係る職場見

学・職場実習等の支援」を「障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援」と修正した。

また、中見出し「オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援」については、求職者だけ

でなく在職者にも職業訓練に関する情報を提供されることがあるため、「職業能力開発施設の利用

に向けた情報提供」とした。 

⑫職場（実習中含む）への適応支援 

－ 113 －



 

本見出しについては、項目の統合や再分類、並び替えは実施しなかったが、中見出し「ア 障害

者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援」を「仕事の遂行力向上

と職場適応のための支援」とする等、複数の中見出しについてより端的かつ適切な表現に修正した。 

⑬職業生活を支える生活や体調管理の支援 

大見出しを「職業生活を充実させるための体調管理や生活の支援」とし、中見出しについても体

調管理に関する項目、生活面に関する項目、といった順に変更した。また、具体的内容「c)障害者

の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事者交流の機会（セルフヘルプグループ）を紹介

する」について、セルフヘルプグループを余暇で活用する社会資源の選択肢の１つとして扱い、余

暇活動のニーズ把握と情報提供に関する項目と統合した。さらに、ライフステージに対応した仕事

や生活の支援の必要性があることから、これに関する項目・具体例を追加した。 

⑭障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 

中見出しについて、障害者雇用の段階的な取組に合わせて、企業の障害者雇用の実態やニーズの

把握等に関すること、一般的な障害特性や雇用管理の説明に関すること、職場・職務の調整、職場・

職務のアセスメントと職務再構成・創出に関すること、課題分析に関すること、という順に並び替

えた。また、複数の中見出しや具体的内容についてより端的かつ適切な表現に修正した。 

⑮関係機関や家族との連携 

中見出しについて、地域の社会資源の情報収集やネットワーク作り等に関すること、関係機関と

の連携の必要性の検討と紹介に関すること、関係機関との実際の連携に関すること、家族等との連

携に関すること、といった順に並び替えた。また、中見出し「ア 連携の必要性の判断と紹介」に

ついては、関係機関との連携であることを明確にし、具体的内容は利用できる社会資源の紹介や医

療機関との連携に関する項目にまとめた。 

⑯障害者雇用の啓発と支援人材育成 

大見出しを「障害者雇用の啓発と支援人材の育成」と修正した。また、中見出しや具体的内容の

説明文についても全般的により適切な表現になるよう修正した。 

(４) 知識・スキル等リストの作成 

以上の手続きを経て、16 の領域に渡る 65 項目の必要な知識・スキル等とそれらの具体的内容を

示す 201 の文からなるリストを作成した（巻末資料４）。 

さらに、具体的内容の要点のみ示した「要点版」も併せて作成した（巻末資料５）。 

  

 

第５節 考察 

 

１ 効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化の成果 

効果的な障害者就労支援を実施している関係者において、必ずしも言語化されていない「共通基

盤」があることが示唆されてきた。今回、その言語化・体系化を進めるため、まず、文献等から網

羅的なリストを作成することで「たたき台」としての言語化・体系化を行い、その網羅的リストに

対する有識者からの意見を集約し、さらに地域で効果的な就労支援を実施している実務者からの意

見を集約することにより、現場の実態を踏まえて言語化された形で関係者の「共通基盤」を明確化

し、一定の体系化を行うことができた。 

(１) 文献等からの網羅的リスト 

文献等や業務資料を踏まえ、効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等を網羅的に整理し

たところ、その内容は膨大なものであり、これらすべてが重要であるとか、人材育成において優先

されるものとは必ずしも言えないが、有識者や効果的な支援を実施している現場からの意見を網羅

的に聞くために、幅広く網羅的なリストとした。具体的には、障害者就労支援に関する理念、基本

姿勢、必要な知識とスキル、相談・記録・伝達、アセスメント、プランニング、自己理解・決定、

社会行動、就職活動、職場適応、企業支援、関係機関連携を網羅する幅広い内容となった。 

(２) 有識者からの意見集約 

網羅的なリストに対する有識者からの意見では、膨大な文献等や業務資料からのリストの内容で

不必要とされる項目はほとんどなかったが、全般的に障害者就労支援の現実の課題を踏まえた内容

の明確化や強調が求められ、これにより言語化をより詳細に進めることができた。具体的に強調す

べき内容としては、障害者本人の労働の権利や労働関係法規・雇用管理の知識や合理的配慮を含め

た障害者本人と事業主の双方への支援、個別支援ニーズに対応できる地域関係機関等の連携のスキ

ルが重要とされた。それらを基盤として、障害者本人の自己決定支援や社会的行動・自己管理のス

キル習得の支援により、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫した支援を実施できることの重

要性も強調された。 

(３) 効果的支援を実施している現場からの意見集約 

さらに、地域で効果的な就労支援を実施している就労支援実務者の意見を踏まえることで、より

現場の実態を踏まえた知識・スキル等の言語化を進めることができた。具体的な修正意見としては、

企業等に対してノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を平易に伝え、障害者本人の

労働の権利や労働関係法規、合理的配慮の知識を持ち、障害者本人と事業主の双方を支援すること

が重要であることが強調されていた。また、地域の関係機関との連携スキルを基盤に、障害者本人

を中心に関係機関と連携した支援が行える基本的姿勢や倫理観、記録・伝達の方法、アセスメント、

プランニングなど多岐にわたる知識とスキルを備え、障害者本人の自己理解・自己決定の支援や社

会的行動・自己管理のスキル習得を支援し、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫した支援を

実施できる知識・スキル等が必要であることが強調されていた。 
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第第３３章章  

  

人人材材育育成成ににおおけけるる知知識識・・ススキキルル等等のの優優先先度度やや  

研研修修・・OOJJTT 等等ののババラランンススのの確確認認  

    

 

２ 知識・スキル等リストを人材育成につなげる課題 

効果的な就労支援を実施するための知識・スキル等リストは総合的なものであることが明確にな

ったが、具体的にこれらの内容を踏まえて人材育成につなげるためには、これらの内容をどのよう

に伝えていくかの検討が必要である。 

(１) 効果的な就労支援を実施するための知識・スキル等リストの総合性 

具体的に言語化・体系化された効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の内容は、16 の

領域に渡る 65 項目とそれらの具体的内容を示す 201 の文からなる膨大なものとなった。具体的に

は、障害者就労支援の理念や基本姿勢、労働の権利や法規、合理的配慮に関する知識、相談・記録・

伝達、アセスメント、プランニング、自己理解・自己決定の支援、社会行動、就職活動、職場適応、

企業支援、関係機関との連携等、多岐にわたる内容であった。それらのうち、有識者や効果的な支

援を実施している現場からの意見で特に強調すべき内容とされている、障害者本人と事業主の双方

への支援や、個別支援ニーズに対応できる地域関係機関との連携スキルが重要であることを明確に

する必要がある。さらに、これらを基盤として、障害者の自己決定支援や社会的行動・自己管理の

スキル習得を支援し、就職活動から職場適応、生活支援まで一貫した支援を提供できることが求め

られ、また、企業に対してノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を平易に伝えるこ

とも重要である。 

(２) 現場の支援者の人材育成における知識・スキル等の底上げの課題 

実際の地域の現場の状況を踏まえ、効果的な人材育成を進め、就労支援の知識・スキル等の向上

をしていくためには、限られた時間や資源の中で、これらを効果的に伝達し実践につなげられるよ

うにする必要がある。 

内容の膨大さに対応するため、全体の内容を概観できる要点版を作成したが、実践のためには、

やはり詳細な内容を含め重要なポイントを明確にすることも重要である。 

これら、具体的な課題の検討については、次章において、さらに検討する。 
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第３章 人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランス

の確認 

 

第１節 はじめに 

第１章で示したように、本調査研究の目的は、雇用分野と福祉分野における双方の就労支援実務

者と人材育成担当者が共通認識をもって専門性の向上に取り組むことができるよう、効果的な就労

支援に必要な知識・スキル等の内容（これらの充足の取組も含む）を明らかにすることである。こ

れに従い、第２章において、就労支援実務者に必要とされる知識・スキル等の内容を網羅的に整理

し、就労支援分野の有識者や、地域の就労支援で成果を上げている就労支援機関の実務者からの意

見を集約し、言語化・体系化した。 

その一方で、雇用分野と福祉分野にわたる関係機関においては、法的に定められた役割や各地域

における関係機関との役割分担等の要因により、当然に人材育成の課題が異なる可能性がある。さ

らに、それらの知識・スキル等を就労支援実務者が習得できるようにするためには、国等が実施す

る研修等だけでなく、各支援機関等で実施される研修や OJT、さらには現場での経験や機関内外の

支援者等との情報交換等、多様な習得方法を組み合わせた実施が必要となる。現実的には、各機関

が投入できる時間や人的資源等が限られる中で、各機関の人材育成担当者においては、人材育成で

習得を目指す知識・スキル等の内容やそれらの習得方法には自ずと優先度の違いが生じると考えら

れ、そのことが、最終的に機関による人材育成のばらつきの原因となることが考えられる。 

そこで、本章においては、第２章の調査のように効果的な就労支援を実施している機関に限定せ

ず、就労支援の成果を問わず全国の就労支援機関において、共通認識に基づいて就労支援に取り組

むための具体的な人材育成の課題を明確にすることとした。具体的には、これらの多様な機関で実

施されている人材育成における知識・スキル等の内容別の現実的な優先度の認識や習得方法の実態

とそのばらつき及びその要因に着目して分析することにより、今後、機関の役割や地域性等を考慮

しつつも、多様な機関が優先的に習得を図ることが必要と考えられる知識・スキル等の内容と、そ

の具体的な習得方法、人材育成を実施していくための具体的な課題を明らかにした。 
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支援に必要な知識・スキル等の内容（これらの充足の取組も含む）を明らかにすることである。こ

れに従い、第２章において、就労支援実務者に必要とされる知識・スキル等の内容を網羅的に整理

し、就労支援分野の有識者や、地域の就労支援で成果を上げている就労支援機関の実務者からの意

見を集約し、言語化・体系化した。 

その一方で、雇用分野と福祉分野にわたる関係機関においては、法的に定められた役割や各地域

における関係機関との役割分担等の要因により、当然に人材育成の課題が異なる可能性がある。さ

らに、それらの知識・スキル等を就労支援実務者が習得できるようにするためには、国等が実施す

る研修等だけでなく、各支援機関等で実施される研修や OJT、さらには現場での経験や機関内外の

支援者等との情報交換等、多様な習得方法を組み合わせた実施が必要となる。現実的には、各機関

が投入できる時間や人的資源等が限られる中で、各機関の人材育成担当者においては、人材育成で

習得を目指す知識・スキル等の内容やそれらの習得方法には自ずと優先度の違いが生じると考えら

れ、そのことが、最終的に機関による人材育成のばらつきの原因となることが考えられる。 

そこで、本章においては、第２章の調査のように効果的な就労支援を実施している機関に限定せ

ず、就労支援の成果を問わず全国の就労支援機関において、共通認識に基づいて就労支援に取り組

むための具体的な人材育成の課題を明確にすることとした。具体的には、これらの多様な機関で実

施されている人材育成における知識・スキル等の内容別の現実的な優先度の認識や習得方法の実態

とそのばらつき及びその要因に着目して分析することにより、今後、機関の役割や地域性等を考慮

しつつも、多様な機関が優先的に習得を図ることが必要と考えられる知識・スキル等の内容と、そ

の具体的な習得方法、人材育成を実施していくための具体的な課題を明らかにした。 
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第２節 調査の目的と方法 

 

１ 目的 

第２章で作成した知識・スキル等リストの各項目に関して、地域の就労支援機関で人材育成を担

当する者における、人材育成の観点からの習得の現実的な優先度（限られた時間や人材、業務量の

多さ等の現状を踏まえた場合の優先度）の認識（そのばらつきを含む）、及びそれらの習得方法（研

修、OJT、現場での情報交換等）のバランスについての認識等の実態を明らかにすることを目的とし

た。 

また、併せて、知識・スキル等の習得や人材育成のための各支援機関での取組や工夫、課題等に

ついて把握・整理し、第４章で実施するヒアリング調査のポイントを具体化することとした。 

 

２ 調査対象 

（１）調査対象機関 

全国の就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所を調査対象とした。 

具体的には、就業・生活支援センターは 337 機関（全機関）、就労移行支援事業のみを実施する

450 機関、就労移行支援事業及び就労定着支援を実施する 450 機関、就労定着支援事業のみ実施す

る 252 機関の合計 1,489 機関を調査対象とし、就労移行支援事業のみ実施する機関、就労移行支援

事業及び就労定着支援を実施する機関については、所在地を政令指定都市及び特別区（以下「政令

指定都市等」という。）、中核市（国から「中核市」として指定された 62 市）、政令指定都市や中核

市以外の地域（以下「その他の地域」という。）に分けそれぞれ 150 機関ずつ無作為層化抽出を行っ

た。なお、これらで抽出した機関のうち、調査協力依頼を送付したものの宛先不明で返送され再送

先も明らかにできなかった 13 機関については対象から除外した。 

（２）調査対象者 

調査対象機関の管理者に、以下の条件で適切な対象者１名の選定と、対象者への調査の周知を依

頼した。 

 選定条件：調査対象機関に所属し、自機関において就労支援実務者の人材育成を担当してい

る者（自機関に所属する就労支援実務者が行う支援実務に対して助言や実務指導等の役割を

担っている管理者、実務責任者、経験豊富な実務者等を想定） 
 

３ 調査内容 

（１）回答者の属性 

回答者が所属する機関で実施・運営している事業、回答者が就労支援実務に従事している期間、

回答者がこれまでに担当した職種（業務等を含む）について選択式で回答を求めた。また、就労支

援実務者の人材育成に関する回答者自身の役割について選択式で回答を求めた。 

（２）所属機関の属性 

所属機関の所在する地域、運営母体の法人格、運営母体全体の職員／社員数、就労支援事業利用

 

者の主たる障害の割合について選択式で回答を求めた。また、所属機関における組織的な人材育成

の取組状況について選択式で回答を求めた。 

（３）知識・スキル等の項目別の内容と習得方法の現実的な優先度 

第２章で作成した、知識・スキル等リスト（要点版）の 16 の大見出しにわたる 65 項目について、

ウェブアンケートの機能を用いて、項目を提示する順番をランダムに設定し、各項目について内容

の現実的な優先度と習得方法の現実的な優先度について聞いた。項目の提示順をランダムにした理

由は、途中で回答を中止する回答者が多くなった場合でも、いずれの項目についてもある程度同じ

回答数を確保できるようにするためである。 

ア 知識・スキル等の項目別の内容の優先度 

知識・スキル等の習得の優先度には、効果的な就労支援を行うための優先度と、初任者のうちに

一定程度身につけるべきという優先度の２つの側面があることを想定した。具体的には、各 65 項

目の知識・スキル等について、その習得は、①効果的な障害者就労支援を行うためにどの程度優先

的に取り組むべき事項であるか、②初任者（実務経験３年程度まで）の人材育成の目標としてどの

程度優先的に取り組むべき事項であるかを聞いた。 

優先度についての回答は、限られた時間や人材、業務量の多さ等の現状を踏まえた場合に、どの

程度優先的事項なのか、を踏まえるものとすることを明記した現実的な優先度を問うこととし、上

記の２つの側面について、それぞれ「優先的な事項」「ある程度、優先的な事項」「どちらとも言え

ない」「ある程度、後回しできる事項」「後回しできる事項」の５件法により得た。 

イ 知識・スキル等の習得方法に関する優先度 

各 65 項目の知識・スキル等について、その習得のために、①研修（座学、演習、グループワーク

等）を受講すること、②OJT（実務指導、支援同行、スーパービジョン等）を受けること、③情報交

換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）の場に参加すること、という３つの習得方法について、

どの程度優先的な事項であるか、「優先的な事項」「ある程度、優先的な事項」「どちらとも言えない」

「ある程度、後回しできる事項」「後回しできる事項」の５件法で回答してもらった。 

（４）知識・スキル等を充足していくための人材育成の取組や課題について 

組織全体としての知識・スキル等（を有する人材）の充足のため、組織内外における、研修、OJT、

情報交換等の実際の取組状況を把握するとともに、人材育成の取組として意識していることや課題

と感じていること等について、自由記述で回答を得た。 

 

４ 調査方法 

（１）調査の依頼 

調査対象機関の管理者に郵送にて調査協力依頼を送付した。就業・生活支援センターについては、

併せて電子メールでも同様の内容を送信した。 

（２）回答方法 

回答は、調査協力依頼に記載した障害者職業総合センター研究部門ホームページからリンク可能

なウェブフォームにより行ってもらった。回答は、選択式及び自由記述式とした。 
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第２節 調査の目的と方法 

 

１ 目的 
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た。 

また、併せて、知識・スキル等の習得や人材育成のための各支援機関での取組や工夫、課題等に
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２ 調査対象 
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具体的には、就業・生活支援センターは 337 機関（全機関）、就労移行支援事業のみを実施する
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指定都市等」という。）、中核市（国から「中核市」として指定された 62 市）、政令指定都市や中核

市以外の地域（以下「その他の地域」という。）に分けそれぞれ 150 機関ずつ無作為層化抽出を行っ

た。なお、これらで抽出した機関のうち、調査協力依頼を送付したものの宛先不明で返送され再送

先も明らかにできなかった 13 機関については対象から除外した。 

（２）調査対象者 

調査対象機関の管理者に、以下の条件で適切な対象者１名の選定と、対象者への調査の周知を依

頼した。 

 選定条件：調査対象機関に所属し、自機関において就労支援実務者の人材育成を担当してい

る者（自機関に所属する就労支援実務者が行う支援実務に対して助言や実務指導等の役割を

担っている管理者、実務責任者、経験豊富な実務者等を想定） 
 

３ 調査内容 

（１）回答者の属性 

回答者が所属する機関で実施・運営している事業、回答者が就労支援実務に従事している期間、
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者の主たる障害の割合について選択式で回答を求めた。また、所属機関における組織的な人材育成
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由は、途中で回答を中止する回答者が多くなった場合でも、いずれの項目についてもある程度同じ
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ア 知識・スキル等の項目別の内容の優先度 
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（１）調査の依頼 

調査対象機関の管理者に郵送にて調査協力依頼を送付した。就業・生活支援センターについては、
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（３）実施期間 

2023 年 12 月～2024 年 1 月 

 

４ 研究倫理 

調査実施の人権、個人情報保護、データ管理、研究発表等について、障害者職業総合センター研

究倫理審査委員会の審議の上、妥当と認められた。  

 

第３節 調査回答の状況 

 

 １ 有効回答数 

ウェブフォームへの記入があった回答のうち、「知識・スキル等習得の優先度」の質問に１つ以上

回答していた場合に有効回答とした。有効回答は、652 件（回収率：44.2％）であった。 

回答機関の内訳は、就業・生活支援センターが 205 件（うち 19 件は、就労移行支援事業、就労定

着支援事業のいずれかについても実施しているとした機関であり、これらについては、運営事業を

特定できなかった機関とし、分析内容によっては集計から除外した）、就労移行支援事業のみを実施

する機関 148 件、就労移行支援事業及び就労定着支援事業を実施する機関 234 件、就労定着支援事

業のみを実施する機関 65 件であった（表３－１）。 
 

表３－１ 回答者が所属している機関で実施・運営している事業 

 実施・運営している事業名 回答数 ％ 

就業・生活支援センター事業 186 28.5% 

就労移行支援事業のみ  148 22.7% 

就労移行支援事業及び就労定着支援事業  234 35.9% 

就労定着支援事業のみ  65 10.0% 

就業・生活支援センター及び就労移行事業又は就労定着支援事業  19 2.9% 

合計  652 100.0% 
 
 

 ２ 回答者の属性 

第２章第４節の「効果的な就労支援を実施している」機関の回答者と比べ、本調査での回答者は

就業・生活支援センターでは就労支援の経験が３年未満と短い者がやや多く、就労移行支援事業や

就労定着支援事業を実施・運営している支援機関では全般的に就労支援の経験が短い者がやや多く

なっていた。 

（１）回答者の就労支援実務経験年数 

回答者の就労支援実務経験年数は、10 年から 20 年未満が最も多く、次いで５年から 10 年未満が

多かった。なお、５年以上の就労支援実務経験のあるという回答が７割を超えていた（表３－２）。 

実施・運営している機関別に集計したところ、就業・生活支援センターは、10 年以上の経験があ

る回答者が５割を超え、20 年以上も 15％以上と経験の長い回答者が最も多く、就労移行支援事業

のみは経験の長い回答者が最も少なかった（表３－３）。 
 

表３－２ 回答者の就労支援実務経験年数 

 就労支援実務経験年数 回答数 ％ 

就労支援実務経験なし 7 1.1% 

３年未満 79 12.1% 

３年～５年未満 93  14.3% 

５年～10 年未満 190  29.1% 

10 年～20 年未満 223  34.2% 

20 年以上 60   9.2% 

合計 652 100.0% 
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（３）実施期間 

2023 年 12 月～2024 年 1 月 
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回答機関の内訳は、就業・生活支援センターが 205 件（うち 19 件は、就労移行支援事業、就労定

着支援事業のいずれかについても実施しているとした機関であり、これらについては、運営事業を

特定できなかった機関とし、分析内容によっては集計から除外した）、就労移行支援事業のみを実施

する機関 148 件、就労移行支援事業及び就労定着支援事業を実施する機関 234 件、就労定着支援事

業のみを実施する機関 65 件であった（表３－１）。 
 

表３－１ 回答者が所属している機関で実施・運営している事業 

 実施・運営している事業名 回答数 ％ 

就業・生活支援センター事業 186 28.5% 

就労移行支援事業のみ  148 22.7% 

就労移行支援事業及び就労定着支援事業  234 35.9% 

就労定着支援事業のみ  65 10.0% 

就業・生活支援センター及び就労移行事業又は就労定着支援事業  19 2.9% 

合計  652 100.0% 
 
 

 ２ 回答者の属性 

第２章第４節の「効果的な就労支援を実施している」機関の回答者と比べ、本調査での回答者は

就業・生活支援センターでは就労支援の経験が３年未満と短い者がやや多く、就労移行支援事業や

就労定着支援事業を実施・運営している支援機関では全般的に就労支援の経験が短い者がやや多く

なっていた。 

（１）回答者の就労支援実務経験年数 

回答者の就労支援実務経験年数は、10 年から 20 年未満が最も多く、次いで５年から 10 年未満が

多かった。なお、５年以上の就労支援実務経験のあるという回答が７割を超えていた（表３－２）。 

実施・運営している機関別に集計したところ、就業・生活支援センターは、10 年以上の経験があ

る回答者が５割を超え、20 年以上も 15％以上と経験の長い回答者が最も多く、就労移行支援事業

のみは経験の長い回答者が最も少なかった（表３－３）。 
 

表３－２ 回答者の就労支援実務経験年数 

 就労支援実務経験年数 回答数 ％ 

就労支援実務経験なし 7 1.1% 

３年未満 79 12.1% 

３年～５年未満 93  14.3% 

５年～10 年未満 190  29.1% 

10 年～20 年未満 223  34.2% 

20 年以上 60   9.2% 

合計 652 100.0% 
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表３－３ 回答機関で実施・運営している事業と回答者の就労支援実務経験年数のクロス集計 

 
就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

のみ 

就労移行及び 

就労定着支援 

就労定着支援 

のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就労支援実務の 

経験なし 
  2  1.1%   2 1.4%   2  0.9%   1   1.5%   7 

３年未満  20 10.8%  28 18.9%  21  9.0%   8  12.3%  77 

３年～５年未満  18  9.7%  28 18.9%  35 15.0%  12  18.5%  93 

５年～10 年未満  41 22.0%  46 31.1%  82 35.0%  14  21.5% 183 

10 年～20 年未満  77 41.4%  35 23.6%  82 35.0%  24  36.9% 218 

20 年以上  28 15.1%   9 6.1%  12  5.1%   6   9.2%  55 

合計 186 100.0% 148 100.0% 234 100.0%  65 100.0% 633 

＊％は、回答機関の実施・運営事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 

 

（２）回答者がこれまでに担当した職種 

回答者がこれまでに担当した職種は、管理職が回答者のうちの６割を超えており、サービス管理

責任者も５割を超えていた（表３－４）。 
 

表３－４ 回答者がこれまでに担当した職種 

  
管
理
職 

主
任
就
業
支
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当
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就
業
支
援
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当
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生
活
支
援
担
当
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サ
ー
ビ
ス
管
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責

任
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就
労
支
援
員 

就
労
定
着
支
援
員 

職
業
指
導
員 

生
活
支
援
員 

ジ
ョ
ブ
コ
ー
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「経験あり」の回答数 406 154 182 107 327 300 174 229 242 110 

回答者に占める割合 62.3% 23.6% 27.9% 16.4% 50.2% 46.0% 26.7% 35.1% 37.1% 16.9% 

＊回答者に占める割合は、有効回答数（652 件）に占める割合 （複数回答あり） 
 

（３）就労支援実務者の人材育成に関する回答者の現在の役割 

 回答者が現在担当している就労支援実務者の人材育成に関する役割について、「職員/社員が担当

しているケースに関する進捗状況の把握や必要に応じた助言を行っている」は回答者全体の 87.8％

が役割であると回答しており、特に実施・運営している事業が就業・生活支援センター又は就労移

行支援事業及び就労定着支援事業の場合は、９割以上がこの役割を担っていると回答していた。一

方で、「法人/所内だけでなく、地域関係機関全体の人材育成を目的とした取組を行っている（例：

地域で行う研修・セミナー・会議等の企画・運営や講師等の受託）」を役割であると回答した割合は、

実施・運営している事業が就業・生活支援センターの回答者では 52.2％であったが、それ以外の就

労移行支援事業や就労定着支援事業を運営・実施している機関の回答者では３割未満となっており、

人材育成に関する役割の回答に差が見られる項目もあった（表３－５）。 

  

 

表３－５ 就労支援実務者の人材育成に関する回答者の現在の役割と回答機関で実施・運営し

ている事業のクロス集計 

  
就業・生活支援

センター 

就労移行支援事

業のみ 

就労移行支援事

業及び就労定着

支援事業 

就労定着支援事

業のみ 
合計 

  

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

職員/社員の業務の進捗・

目標管理や人事評価を行

っている 

118 63.4% 86 58.1% 157 67.1% 35 53.8% 396 62.6% 

職員/社員の人材育成に関

わる方針・計画等の立案

を行っている 

78 41.9% 61 41.2% 121 51.7% 29 44.6% 289 45.7% 

職員/社員が担当している

ケースに関する進捗状況

の把握や必要に応じた助

言を行っている 

170 91.4% 122 82.4% 215 91.9% 49 75.4% 556 87.8% 

職員/社員の研修や情報共

有の場等の機会の創出、

受講・参加促進等を行っ

ている 

146 78.5% 103 69.6% 181 77.4% 40 61.5% 470 74.2% 

職員/社員のスキル等向上

を目的とした OJT（実務

指導やスーパービジョン

等）を行っている 

99 53.2% 63 42.6% 134 57.3% 20 30.8% 316 49.9% 

法人/所内だけでなく、地

域関係機関全体の人材育

成を目的とした取組を行

っている（例：地域で行

う研修・セミナー・会議

等の企画・運営や講師等

の受託） 

97 52.2% 39 26.4% 58 24.8% 15 23.1% 209 33.0% 

合計 186   148   234   65   633   

＊％は、回答機関の実施・運営事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 

 

３ 回答機関の属性 

（１）回答機関の所在地域 

回答機関の所在地域は、政令指定都市等が 22.2％、中核市が 25.9％、その他の地域が 48.5％で

あった（表３－６）。 
 

表３－６ 所属機関の所在地域 

  回答数  ％ 

政令指定都市等 145 22.2% 

中核市 169 25.9% 

その他の地域 316 48.5% 

所在地域が特定できなかった機関 22 3.4% 

合計 652 100.0% 
 

続いて、回答機関の所在地域を実施・運営事業種別に示したところ、就業・生活支援センターで

は、その他の地域の割合が特に多かった。就労移行支援事業及び就労定着支援事業は、所在地域を

－ 122 －



 

表３－３ 回答機関で実施・運営している事業と回答者の就労支援実務経験年数のクロス集計 

 
就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

のみ 

就労移行及び 

就労定着支援 

就労定着支援 

のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就労支援実務の 

経験なし 
  2  1.1%   2 1.4%   2  0.9%   1   1.5%   7 

３年未満  20 10.8%  28 18.9%  21  9.0%   8  12.3%  77 

３年～５年未満  18  9.7%  28 18.9%  35 15.0%  12  18.5%  93 

５年～10 年未満  41 22.0%  46 31.1%  82 35.0%  14  21.5% 183 

10 年～20 年未満  77 41.4%  35 23.6%  82 35.0%  24  36.9% 218 

20 年以上  28 15.1%   9 6.1%  12  5.1%   6   9.2%  55 

合計 186 100.0% 148 100.0% 234 100.0%  65 100.0% 633 

＊％は、回答機関の実施・運営事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 

 

（２）回答者がこれまでに担当した職種 

回答者がこれまでに担当した職種は、管理職が回答者のうちの６割を超えており、サービス管理

責任者も５割を超えていた（表３－４）。 
 

表３－４ 回答者がこれまでに担当した職種 
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「経験あり」の回答数 406 154 182 107 327 300 174 229 242 110 

回答者に占める割合 62.3% 23.6% 27.9% 16.4% 50.2% 46.0% 26.7% 35.1% 37.1% 16.9% 

＊回答者に占める割合は、有効回答数（652 件）に占める割合 （複数回答あり） 
 

（３）就労支援実務者の人材育成に関する回答者の現在の役割 

 回答者が現在担当している就労支援実務者の人材育成に関する役割について、「職員/社員が担当

しているケースに関する進捗状況の把握や必要に応じた助言を行っている」は回答者全体の 87.8％

が役割であると回答しており、特に実施・運営している事業が就業・生活支援センター又は就労移

行支援事業及び就労定着支援事業の場合は、９割以上がこの役割を担っていると回答していた。一

方で、「法人/所内だけでなく、地域関係機関全体の人材育成を目的とした取組を行っている（例：

地域で行う研修・セミナー・会議等の企画・運営や講師等の受託）」を役割であると回答した割合は、

実施・運営している事業が就業・生活支援センターの回答者では 52.2％であったが、それ以外の就

労移行支援事業や就労定着支援事業を運営・実施している機関の回答者では３割未満となっており、

人材育成に関する役割の回答に差が見られる項目もあった（表３－５）。 

  

 

表３－５ 就労支援実務者の人材育成に関する回答者の現在の役割と回答機関で実施・運営し

ている事業のクロス集計 

  
就業・生活支援

センター 

就労移行支援事

業のみ 

就労移行支援事

業及び就労定着

支援事業 

就労定着支援事

業のみ 
合計 

  

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

「役割

であ

る」の

回答数 

％ 

職員/社員の業務の進捗・

目標管理や人事評価を行

っている 

118 63.4% 86 58.1% 157 67.1% 35 53.8% 396 62.6% 

職員/社員の人材育成に関

わる方針・計画等の立案

を行っている 

78 41.9% 61 41.2% 121 51.7% 29 44.6% 289 45.7% 

職員/社員が担当している

ケースに関する進捗状況

の把握や必要に応じた助

言を行っている 

170 91.4% 122 82.4% 215 91.9% 49 75.4% 556 87.8% 

職員/社員の研修や情報共

有の場等の機会の創出、

受講・参加促進等を行っ

ている 

146 78.5% 103 69.6% 181 77.4% 40 61.5% 470 74.2% 

職員/社員のスキル等向上

を目的とした OJT（実務

指導やスーパービジョン

等）を行っている 

99 53.2% 63 42.6% 134 57.3% 20 30.8% 316 49.9% 

法人/所内だけでなく、地

域関係機関全体の人材育

成を目的とした取組を行

っている（例：地域で行

う研修・セミナー・会議

等の企画・運営や講師等

の受託） 

97 52.2% 39 26.4% 58 24.8% 15 23.1% 209 33.0% 

合計 186   148   234   65   633   

＊％は、回答機関の実施・運営事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 

 

３ 回答機関の属性 

（１）回答機関の所在地域 

回答機関の所在地域は、政令指定都市等が 22.2％、中核市が 25.9％、その他の地域が 48.5％で

あった（表３－６）。 
 

表３－６ 所属機関の所在地域 

  回答数  ％ 

政令指定都市等 145 22.2% 

中核市 169 25.9% 

その他の地域 316 48.5% 

所在地域が特定できなかった機関 22 3.4% 

合計 652 100.0% 
 

続いて、回答機関の所在地域を実施・運営事業種別に示したところ、就業・生活支援センターで

は、その他の地域の割合が特に多かった。就労移行支援事業及び就労定着支援事業は、所在地域を
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調整して抽出したことから、概ね同じ割合であった（表３－７）。 
 

表３－７ 回答機関で実施・運営している事業と所在地域 

  

就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

事業のみ 

就労移行事業及

び就労定着支援

事業 

就労定着支援 

事業のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

政令指定都市

等 
 15  8.5%  44  30.1%  72  31.9%  11  17.5% 142 

中核市  33 18.8%  47  32.2%  69  30.5%  15  23.8% 164 

その他 128 72.7%  55  37.7%  85  37.6%  37  58.7% 305 

計 176 100.0% 146 100.0% 226 100.0%  63 100.0% 611 

＊％は、回答機関の実施・運営事業主種ごとの回答割合（運営事業や所在地域を特定できなかった回答は除外） 
 

（２）回答機関の運営母体の法人格 

運営母体の法人格の種類は、社会福祉法人が約５割で最も多く、次いで株式会社が 27.0％であっ

た（表３－８）。 

回答機関で実施・運営している事業種別（表３－９）には、就業・生活支援センターでは、社会

福祉法人が 86.0％と突出して多かった。また、就労移行支援事業のみ実施する機関では株式会社が

42.6％となっていたが、就労移行支援事業及び就労定着支援事業を実施する機関や就労定着支援事

業のみ実施する機関では、社会福祉法人と株式会社が概ね同程度の割合であった。 
 

表３－８ 回答機関の運営母体の法人格 

  回答数 ％ 

社会福祉法人  313  48.0% 

医療法人   17   2.6% 

株式会社  176  27.0% 

合同会社   13   2.0% 

NPO 法人   83  12.7% 

社団法人   30   4.6% 

その他   20   3.1% 

合計  652 100.0% 

 

表３－９ 回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人格 

  
就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

事業のみ 

就労移行事業及

び就労定着支援

事業 

就労定着支援 

事業のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

社会福祉法人 160  86.0%  36  24.3%  85 36.3%  21 32.3% 302 

医療法人   5   2.7%   4   2.7%   4  1.7%   4  6.2%  17 

株式会社   2   1.1%  63  42.6%  88 37.6%  21 32.3% 174 

合同会社   0   0.0%   8   5.4%   3  1.3%   2  3.1%  13 

NPO 法人  11   5.9%  19  12.8%  37 15.8%  14 21.5%  81 

社団法人   3   1.6%  11   7.4%  11  4.7%   2  3.1%  27 

その他   5   2.7%   7   4.7%   6  2.6%   1  1.5%  19 

合計 186 100.0% 148 100.0% 234 100.0%  65 100.0% 633 

＊％は、回答機関で実施・運営している事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 

 

（３）回答機関の運営母体法人の規模 

運営母体の職員／社員数は、100 名以上の大規模の法人が 40％程度、20 名～100 名の中規模の法

人が 30％程度、20 人未満の小規模の法人が 30％程度と分散していた（表３－10）。回答機関で実

施・運営している事業種別（表３－11）では、就業・生活支援センターは、100 名以上の大規模の

法人が 68.8％と多くを占めていた。反対に、就労移行支援事業のみ実施する機関では、20 名未満の

小規模の法人が 42.6％と多かった。 
 

表３－10 回答機関の運営母体法人の規模 

 回答数 ％ 

10 名未満  101  15.5% 

10～20 名未満  74  11.3% 

20～30 名未満  49   7.5% 

30～50 名未満  78  12.0% 

50～100 名未満  69  10.6% 

100～300 名未満 155  23.8% 

300 名以上 119  18.3% 

不明   7   1.1% 

合計 652 100.0% 

 

表３－11 回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人規模 

 
就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

事業のみ 

就労移行事業及

び就労定着支援

事業 

就労定着支援 

事業のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

10 名未満  11   5.9%  43  29.1%  37  15.9%  8  12.3%  99 

10～20 名未満   6   3.2%  20  13.5%  35  15.0% 11  16.9%  72 

20～30 名未満   7   3.8%  10   6.8%  24  10.3%  8  12.3%  49 

30～50 名未満  12   6.5%  25  16.9%  27  11.6% 10  15.4%  74 

50～100 名未満  22  11.8%  13   8.8%  21   9.0%  8  12.3%  64 

100～300 名未満  81  43.5%  19  12.8%  38  16.3% 14  21.5% 152 

300 名以上  47  25.3%  16  10.8%  47  20.2%  6   9.2% 116 

わからない   0   0.0%   2   1.4%   4   1.7%  0   0.0%   6 

合計 186 100.0% 148 100.0% 233 100.0% 65 100.0% 632 

＊％は、回答機関で実施・運営している事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 
 

（４）回答機関の利用者の主たる障害の割合 

回答機関を就業・生活支援センターと就労系障害福祉サービス（就労移行支援事業のみ、就労移

行支援事業及び就労定着支援事業、就労定着支援事業のみの３種類の事業をいう。以下同じ。）を実

施・運営する就労支援機関（以下「就労移行／定着支援事業所」と表記する。）の２つに分類し、利

用者の主たる障害の割合を見たところ、両機関とも全般的に知的障害、精神障害、発達障害の利用

者が多く、就労移行／定着支援事業所では発達障害の利用者がやや多く、身体障害、高次脳機能障

害、難病については全く利用者がいない機関が多いという特徴があった。 

ア 就業・生活支援センター 

就業・生活支援センターにおける利用者の主たる障害の割合の概数を選択式で回答してもらった
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調整して抽出したことから、概ね同じ割合であった（表３－７）。 
 

表３－７ 回答機関で実施・運営している事業と所在地域 

  

就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

事業のみ 

就労移行事業及

び就労定着支援

事業 

就労定着支援 

事業のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

政令指定都市

等 
 15  8.5%  44  30.1%  72  31.9%  11  17.5% 142 

中核市  33 18.8%  47  32.2%  69  30.5%  15  23.8% 164 

その他 128 72.7%  55  37.7%  85  37.6%  37  58.7% 305 

計 176 100.0% 146 100.0% 226 100.0%  63 100.0% 611 

＊％は、回答機関の実施・運営事業主種ごとの回答割合（運営事業や所在地域を特定できなかった回答は除外） 
 

（２）回答機関の運営母体の法人格 

運営母体の法人格の種類は、社会福祉法人が約５割で最も多く、次いで株式会社が 27.0％であっ

た（表３－８）。 

回答機関で実施・運営している事業種別（表３－９）には、就業・生活支援センターでは、社会

福祉法人が 86.0％と突出して多かった。また、就労移行支援事業のみ実施する機関では株式会社が

42.6％となっていたが、就労移行支援事業及び就労定着支援事業を実施する機関や就労定着支援事

業のみ実施する機関では、社会福祉法人と株式会社が概ね同程度の割合であった。 
 

表３－８ 回答機関の運営母体の法人格 

  回答数 ％ 

社会福祉法人  313  48.0% 

医療法人   17   2.6% 

株式会社  176  27.0% 

合同会社   13   2.0% 

NPO 法人   83  12.7% 

社団法人   30   4.6% 

その他   20   3.1% 

合計  652 100.0% 

 

表３－９ 回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人格 

  
就業・生活支援 

センター 

就労移行支援 

事業のみ 

就労移行事業及

び就労定着支援

事業 

就労定着支援 

事業のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

社会福祉法人 160  86.0%  36  24.3%  85 36.3%  21 32.3% 302 

医療法人   5   2.7%   4   2.7%   4  1.7%   4  6.2%  17 

株式会社   2   1.1%  63  42.6%  88 37.6%  21 32.3% 174 

合同会社   0   0.0%   8   5.4%   3  1.3%   2  3.1%  13 

NPO 法人  11   5.9%  19  12.8%  37 15.8%  14 21.5%  81 

社団法人   3   1.6%  11   7.4%  11  4.7%   2  3.1%  27 

その他   5   2.7%   7   4.7%   6  2.6%   1  1.5%  19 

合計 186 100.0% 148 100.0% 234 100.0%  65 100.0% 633 

＊％は、回答機関で実施・運営している事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 

 

（３）回答機関の運営母体法人の規模 

運営母体の職員／社員数は、100 名以上の大規模の法人が 40％程度、20 名～100 名の中規模の法

人が 30％程度、20 人未満の小規模の法人が 30％程度と分散していた（表３－10）。回答機関で実

施・運営している事業種別（表３－11）では、就業・生活支援センターは、100 名以上の大規模の

法人が 68.8％と多くを占めていた。反対に、就労移行支援事業のみ実施する機関では、20 名未満の

小規模の法人が 42.6％と多かった。 
 

表３－10 回答機関の運営母体法人の規模 

 回答数 ％ 

10 名未満  101  15.5% 

10～20 名未満  74  11.3% 

20～30 名未満  49   7.5% 

30～50 名未満  78  12.0% 

50～100 名未満  69  10.6% 

100～300 名未満 155  23.8% 

300 名以上 119  18.3% 

不明   7   1.1% 

合計 652 100.0% 

 

表３－11 回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人規模 
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事業のみ 

就労移行事業及

び就労定着支援

事業 

就労定着支援 

事業のみ 合計 

回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

10 名未満  11   5.9%  43  29.1%  37  15.9%  8  12.3%  99 

10～20 名未満   6   3.2%  20  13.5%  35  15.0% 11  16.9%  72 

20～30 名未満   7   3.8%  10   6.8%  24  10.3%  8  12.3%  49 

30～50 名未満  12   6.5%  25  16.9%  27  11.6% 10  15.4%  74 

50～100 名未満  22  11.8%  13   8.8%  21   9.0%  8  12.3%  64 

100～300 名未満  81  43.5%  19  12.8%  38  16.3% 14  21.5% 152 

300 名以上  47  25.3%  16  10.8%  47  20.2%  6   9.2% 116 

わからない   0   0.0%   2   1.4%   4   1.7%  0   0.0%   6 

合計 186 100.0% 148 100.0% 233 100.0% 65 100.0% 632 

＊％は、回答機関で実施・運営している事業種ごとの回答割合（運営事業を特定できなかった回答は除外） 
 

（４）回答機関の利用者の主たる障害の割合 

回答機関を就業・生活支援センターと就労系障害福祉サービス（就労移行支援事業のみ、就労移

行支援事業及び就労定着支援事業、就労定着支援事業のみの３種類の事業をいう。以下同じ。）を実

施・運営する就労支援機関（以下「就労移行／定着支援事業所」と表記する。）の２つに分類し、利

用者の主たる障害の割合を見たところ、両機関とも全般的に知的障害、精神障害、発達障害の利用

者が多く、就労移行／定着支援事業所では発達障害の利用者がやや多く、身体障害、高次脳機能障

害、難病については全く利用者がいない機関が多いという特徴があった。 

ア 就業・生活支援センター 

就業・生活支援センターにおける利用者の主たる障害の割合の概数を選択式で回答してもらった
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結果、主たる障害が身体障害、高次脳機能障害、難病である利用者については、利用者はいるもの

のその割合は１割以下であるという回答が突出して多かった。また、主たる障害が知的障害や精神

障害である利用者については、２割～７割の間という回答が多くを占めていた。主たる障害が発達

障害である利用者の割合は、１割以下と２割～４割であるという回答が多かった（図３－１）。 

 

図３－１ 就業・生活支援センターの利用者の主たる障害の割合 
 

イ 就労移行／定着支援事業所 

就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害の割合についての概数を選択式で回答

してもらった。その結果、主たる障害が身体障害である利用者の割合は利用者はいるもののその割

合は１割以下であるという回答が多かった。また、主たる障害が知的障害、精神障害、発達障害で

ある利用者の割合は機関によって回答が割れ、主たる障害が高次脳機能障害や難病である利用者の

割合は、利用者なしが過半数を占め、利用者はいるもののその割合は１割以下であるという回答も

含めると、９割を超える結果であった（図３－２）。 

 

図３－２  就労移行／定着支援事業所の利用者の主たる障害の割合 
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第４節 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の「習得優先度」と「初任者優先度」 

 

１ 知識・スキル等の項目別の「習得優先度」と「初任者優先度」の結果の概略 

65 項目の知識・スキル等について、効果的な就労支援を行うための習得の現実的な優先度（以下

「習得優先度」という。）及び初任者（実務経験３年程度まで）の人材育成の目標としての習得優先

度（以下「初任者優先度」という。）について、５件法で回答を求めた結果について、機関種ごと（就

業・生活支援センター又は就労移行／定着支援事業所）に数値化（５=「優先的な事項」、４=「ある

程度、優先的な事項」、３=「どちらとも言えない」、２=「ある程度、後回しできる事項」、１=「後

回しできる事項」）して平均値を算出した。 

図３－３は、就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所について、65 項目の知識・ス

キル等の項目別平均値を、習得優先度を横軸、初任者優先度を縦軸としてプロットしたものである。

いずれの機関種でも、各項目の平均値は、習得優先度がおよそ 3.5 から 4.5 の範囲、初任者優先度

が 3.0 から 4.5 の範囲と優先度が高く認識されており、習得優先度と初任者優先度には項目での高

い相関があるが、初任者優先度は習得優先度より全般的に低くなっていた。 
 

 

図３－３ 知識・スキル等 65 項目の習得優先度と初任者優先度の項目別平均値のプロット 

 

２ 知識・スキル等の項目別の「習得優先度」と「初任者優先度」の結果の概略 

知識・スキル等の各項目について、習得優先度と初任者優先度の平均値を就業・生活支援センタ

ーと就労移行／定着支援事業所に分けて記載した（表３－12、表３－13）。全般的に、支援者に必要

な基本的な態度や倫理意識、障害者本人のことを適切に理解し、支援ニーズを踏まえた対応をする

ことに関する項目は、習得優先度も初任者優先度も高くなった。一方、企業や関係機関との関わり

をもって行う支援に関する項目は習得優先度も初任者優先度も比較的低い傾向にあった。さらに、

法制度や障害者個人への支援に関する項目は習得優先度がやや低く、長期的な職業生活を見据えた

支援や人生の転機に係る支援、企業情報の収集、啓発や人材育成等は初任者での優先度が低いだけ
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結果、主たる障害が身体障害、高次脳機能障害、難病である利用者については、利用者はいるもの

のその割合は１割以下であるという回答が突出して多かった。また、主たる障害が知的障害や精神

障害である利用者については、２割～７割の間という回答が多くを占めていた。主たる障害が発達

障害である利用者の割合は、１割以下と２割～４割であるという回答が多かった（図３－１）。 

 

図３－１ 就業・生活支援センターの利用者の主たる障害の割合 
 

イ 就労移行／定着支援事業所 

就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害の割合についての概数を選択式で回答

してもらった。その結果、主たる障害が身体障害である利用者の割合は利用者はいるもののその割

合は１割以下であるという回答が多かった。また、主たる障害が知的障害、精神障害、発達障害で

ある利用者の割合は機関によって回答が割れ、主たる障害が高次脳機能障害や難病である利用者の

割合は、利用者なしが過半数を占め、利用者はいるもののその割合は１割以下であるという回答も

含めると、９割を超える結果であった（図３－２）。 

 

図３－２  就労移行／定着支援事業所の利用者の主たる障害の割合 
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業・生活支援センター又は就労移行／定着支援事業所）に数値化（５=「優先的な事項」、４=「ある

程度、優先的な事項」、３=「どちらとも言えない」、２=「ある程度、後回しできる事項」、１=「後

回しできる事項」）して平均値を算出した。 

図３－３は、就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所について、65 項目の知識・ス

キル等の項目別平均値を、習得優先度を横軸、初任者優先度を縦軸としてプロットしたものである。

いずれの機関種でも、各項目の平均値は、習得優先度がおよそ 3.5 から 4.5 の範囲、初任者優先度

が 3.0 から 4.5 の範囲と優先度が高く認識されており、習得優先度と初任者優先度には項目での高

い相関があるが、初任者優先度は習得優先度より全般的に低くなっていた。 
 

 

図３－３ 知識・スキル等 65 項目の習得優先度と初任者優先度の項目別平均値のプロット 

 

２ 知識・スキル等の項目別の「習得優先度」と「初任者優先度」の結果の概略 

知識・スキル等の各項目について、習得優先度と初任者優先度の平均値を就業・生活支援センタ

ーと就労移行／定着支援事業所に分けて記載した（表３－12、表３－13）。全般的に、支援者に必要

な基本的な態度や倫理意識、障害者本人のことを適切に理解し、支援ニーズを踏まえた対応をする

ことに関する項目は、習得優先度も初任者優先度も高くなった。一方、企業や関係機関との関わり

をもって行う支援に関する項目は習得優先度も初任者優先度も比較的低い傾向にあった。さらに、

法制度や障害者個人への支援に関する項目は習得優先度がやや低く、長期的な職業生活を見据えた

支援や人生の転機に係る支援、企業情報の収集、啓発や人材育成等は初任者での優先度が低いだけ
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でなく習得優先度もやや低く認識されていた。 

なお、就業・生活支援センターでは、就労移行／定着支援事業所と比較して、企業や関係機関と

の連携・調整、企業への支援に関係する項目について優先度が高い傾向が見られた。一方、就労移

行／定着支援事業所では就業・生活支援センターと比較して、障害者本人の内面に着目した支援、

就労支援計画の策定やモニタリングに関する項目の優先度が高い傾向が見られた。 

 

表３－12 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得優先度と初任者優先度の 

平均値と標準偏差（就業・生活支援センター） 

No 知識・スキル等 習得優先度 
初任者 

優先度 

17 個人情報の適切な取り扱い 4.60(0.68) 4.57(0.72) 

13 相談を行う際の基本的な態度 4.53(0.73) 4.46(0.80) 

4 就労支援において支援者が取るべき態度 4.50(0.71) 4.41(0.79) 

3 支援者が持つべき心構えと倫理意識 4.44(0.77) 4.43(0.80) 

22 障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握 4.44(0.68) 4.28(0.79) 

8 障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応 4.38(0.93) 4.25(1.01) 

41 障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援 4.35(0.76) 4.19(0.88) 

55 障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明 4.33(0.82) 4.06(0.92) 

62 関係機関とのチーム支援 4.33(0.84) 4.09(0.91) 

42 就職後の合理的配慮提供に向けた支援 4.32(0.73) 4.02(0.81) 

14 相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明 4.31(0.82) 4.22(0.90) 

61 個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築 4.30(0.80) 3.98(0.90) 

15 相手の特性・状況を踏まえた相談 4.26(0.81) 4.05(0.82) 

21 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 4.26(0.75) 4.05(0.87) 

30 アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 4.25(0.74) 3.99(0.84) 

1 障害についての基本的理解 4.23(0.94) 4.04(1.05) 

27 聞き取りや資料等による情報収集 4.23(0.85) 4.10(0.91) 

49 職業生活における体調管理の支援 4.22(0.72) 4.04(0.74) 

56 職場・職務の調整支援 4.21(0.96) 3.83(1.04) 

60 関係機関との連携の必要性の検討と紹介 4.21(0.88) 4.01(0.93) 

7 支援者自身の身体・精神的なケア 4.19(1.03) 4.12(1.13) 

43 仕事の遂行力向上と職場適応のための支援 4.19(0.82) 3.98(0.91) 

24 障害者本人の心理面とその背景の整理・分析 4.18(0.98) 3.96(0.99) 

37 障害の開示・非開示に関する意思決定の支援 4.17(0.90) 3.97(0.99) 

 

5 支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討 4.14(0.91) 4.10(0.92) 

39 障害者本人の求職活動の支援 4.14(0.84) 4.00(0.90) 

46 フォローアップ 4.11(0.91) 3.90(0.95) 

23 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 4.10(0.87) 3.90(0.90) 

18 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 4.09(0.86) 3.82(0.90) 

34 対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援 4.09(0.86) 3.92(0.89) 

45 職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援 4.07(0.97) 3.74(1.01) 

16 分かり易い記録・伝達 4.06(0.95) 3.96(1.01) 

36 障害者本人の仕事の選択の支援 4.06(0.85) 3.85(0.96) 

33 基本的生活習慣の確立や自己管理の支援 4.05(0.75) 3.86(0.08) 

38 求人とのマッチングのための職場の情報収集 4.05(0.97) 3.79(1.01) 

48 退職と再就職に向けた支援 4.05(1.05) 3.86(1.08) 

9 障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解 4.03(0.92) 3.82(0.96) 

12 労働関係法規や雇用管理の理解 4.03(0.88) 3.78(0.94) 

59 地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り 4.01(0.92) 3.63(1.04) 

28 行動観察 4.00(0.99) 3.85(1.01) 

63 家族等との連携 4.00(0.93) 3.81(0.95) 

44 職場に適応する行動習得のための支援 3.99(0.96) 3.78(0.98) 

2 障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解 3.98(1.00) 3.81(1.06) 

57 職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援 3.98(0.83) 3.63(0.95) 

58 課題分析と解決策の提案 3.98(0.86) 3.69(0.94) 

20 職業との関わりの中での自己の理解を深める支援 3.96(0.89) 3.71(0.95) 

54 事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援 3.96(1.00) 3.41(1.15) 

65 支援人材の育成 3.95(0.97) 3.45(1.09) 

26 社会生活や職場の環境的側面の把握 3.93(0.93) 3.74(0.99) 

10 障害福祉サービスや社会保障制度の理解 3.92(0.84) 3.77(0.87) 

25 医学・心理学的知見を踏まえた情報把握 3.88(0.79) 3.57(0.86) 

6 最新情報の収集と自己研鑽 3.87(0.85) 3.53(0.92) 

52 ライフステージに対応した支援 3.87(0.93) 3.57(0.97) 

51 生活設計の相談 3.86(0.95) 3.53(0.93) 

53 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 3.84(1.07) 3.45(1.11) 

29 専門的なアセスメントツールの活用 3.78(0.97) 3.57(1.04) 

47 休職者の職場復帰支援 3.78(1.01) 3.35(0.99) 

31 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 3.77(1.04) 3.65(1.06) 

19 障害者本人の自己探求を促進する支援 3.75(1.05) 3.47(1.08) 
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でなく習得優先度もやや低く認識されていた。 

なお、就業・生活支援センターでは、就労移行／定着支援事業所と比較して、企業や関係機関と

の連携・調整、企業への支援に関係する項目について優先度が高い傾向が見られた。一方、就労移

行／定着支援事業所では就業・生活支援センターと比較して、障害者本人の内面に着目した支援、

就労支援計画の策定やモニタリングに関する項目の優先度が高い傾向が見られた。 

 

表３－12 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得優先度と初任者優先度の 

平均値と標準偏差（就業・生活支援センター） 

No 知識・スキル等 習得優先度 
初任者 

優先度 

17 個人情報の適切な取り扱い 4.60(0.68) 4.57(0.72) 

13 相談を行う際の基本的な態度 4.53(0.73) 4.46(0.80) 

4 就労支援において支援者が取るべき態度 4.50(0.71) 4.41(0.79) 

3 支援者が持つべき心構えと倫理意識 4.44(0.77) 4.43(0.80) 

22 障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握 4.44(0.68) 4.28(0.79) 

8 障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応 4.38(0.93) 4.25(1.01) 

41 障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援 4.35(0.76) 4.19(0.88) 

55 障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明 4.33(0.82) 4.06(0.92) 

62 関係機関とのチーム支援 4.33(0.84) 4.09(0.91) 

42 就職後の合理的配慮提供に向けた支援 4.32(0.73) 4.02(0.81) 

14 相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明 4.31(0.82) 4.22(0.90) 

61 個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築 4.30(0.80) 3.98(0.90) 

15 相手の特性・状況を踏まえた相談 4.26(0.81) 4.05(0.82) 

21 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 4.26(0.75) 4.05(0.87) 

30 アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 4.25(0.74) 3.99(0.84) 

1 障害についての基本的理解 4.23(0.94) 4.04(1.05) 

27 聞き取りや資料等による情報収集 4.23(0.85) 4.10(0.91) 

49 職業生活における体調管理の支援 4.22(0.72) 4.04(0.74) 

56 職場・職務の調整支援 4.21(0.96) 3.83(1.04) 

60 関係機関との連携の必要性の検討と紹介 4.21(0.88) 4.01(0.93) 

7 支援者自身の身体・精神的なケア 4.19(1.03) 4.12(1.13) 

43 仕事の遂行力向上と職場適応のための支援 4.19(0.82) 3.98(0.91) 

24 障害者本人の心理面とその背景の整理・分析 4.18(0.98) 3.96(0.99) 

37 障害の開示・非開示に関する意思決定の支援 4.17(0.90) 3.97(0.99) 

 

5 支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討 4.14(0.91) 4.10(0.92) 

39 障害者本人の求職活動の支援 4.14(0.84) 4.00(0.90) 

46 フォローアップ 4.11(0.91) 3.90(0.95) 

23 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 4.10(0.87) 3.90(0.90) 

18 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 4.09(0.86) 3.82(0.90) 

34 対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援 4.09(0.86) 3.92(0.89) 

45 職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援 4.07(0.97) 3.74(1.01) 

16 分かり易い記録・伝達 4.06(0.95) 3.96(1.01) 

36 障害者本人の仕事の選択の支援 4.06(0.85) 3.85(0.96) 

33 基本的生活習慣の確立や自己管理の支援 4.05(0.75) 3.86(0.08) 

38 求人とのマッチングのための職場の情報収集 4.05(0.97) 3.79(1.01) 

48 退職と再就職に向けた支援 4.05(1.05) 3.86(1.08) 

9 障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解 4.03(0.92) 3.82(0.96) 

12 労働関係法規や雇用管理の理解 4.03(0.88) 3.78(0.94) 

59 地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り 4.01(0.92) 3.63(1.04) 

28 行動観察 4.00(0.99) 3.85(1.01) 

63 家族等との連携 4.00(0.93) 3.81(0.95) 

44 職場に適応する行動習得のための支援 3.99(0.96) 3.78(0.98) 

2 障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解 3.98(1.00) 3.81(1.06) 

57 職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援 3.98(0.83) 3.63(0.95) 

58 課題分析と解決策の提案 3.98(0.86) 3.69(0.94) 

20 職業との関わりの中での自己の理解を深める支援 3.96(0.89) 3.71(0.95) 

54 事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援 3.96(1.00) 3.41(1.15) 

65 支援人材の育成 3.95(0.97) 3.45(1.09) 

26 社会生活や職場の環境的側面の把握 3.93(0.93) 3.74(0.99) 

10 障害福祉サービスや社会保障制度の理解 3.92(0.84) 3.77(0.87) 

25 医学・心理学的知見を踏まえた情報把握 3.88(0.79) 3.57(0.86) 

6 最新情報の収集と自己研鑽 3.87(0.85) 3.53(0.92) 

52 ライフステージに対応した支援 3.87(0.93) 3.57(0.97) 

51 生活設計の相談 3.86(0.95) 3.53(0.93) 

53 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 3.84(1.07) 3.45(1.11) 

29 専門的なアセスメントツールの活用 3.78(0.97) 3.57(1.04) 

47 休職者の職場復帰支援 3.78(1.01) 3.35(0.99) 

31 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 3.77(1.04) 3.65(1.06) 

19 障害者本人の自己探求を促進する支援 3.75(1.05) 3.47(1.08) 
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50 ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 3.72(0.92) 3.37(1.02) 

64 障害者雇用の啓発 3.67(1.01) 3.25(1.08) 

40 職業能力開発の利用に向けた情報提供 3.61(1.00) 3.39(1.04) 

35 通勤支援 3.55(1.18) 3.35(1.22) 

32 目標とするスキルや行動を習得するための支援 3.48(1.03) 3.22(1.05) 

11 企業経営や労働市場の動向把握 3.46(1.02) 3.04(1.03) 

（優先度：5=「優先的な事項」、4=「ある程度、優先的な事項」、3=「どちらとも言えない」、2=「ある程度、後回しできる

事項」、1=「後回しできる事項」として数値化した平均値。（）内は標準偏差。） 

 

表３－13 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得優先度と初任者優先度の 

平均値と標準偏差（就労移行／定着支援事業所） 

No 知識・スキル等 習得優先度 
初任者 

優先度 

17 個人情報の適切な取り扱い 4.59(0.74) 4.56(0.74) 

3 支援者が持つべき心構えと倫理意識 4.56(0.71) 4.51(0.71) 

13 相談を行う際の基本的な態度 4.56(0.72) 4.46(0.76) 

4 就労支援において支援者が取るべき態度 4.51(0.74) 4.39(0.79) 

14 相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明 4.50(0.70) 4.32(0.81) 

22 障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握 4.50(0.72) 4.26(0.85) 

31 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 4.49(0.74) 4.17(0.90) 

8 障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応 4.48(1.04) 4.37(1.09) 

49 職業生活における体調管理の支援 4.46(0.74) 4.21(0.84) 

15 相手の特性・状況を踏まえた相談 4.45(0.67) 4.20(0.76) 

18 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 4.43(0.70) 4.21(0.81) 

30 アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 4.43(0.72) 4.08(0.92) 

21 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 4.41(0.74) 4.19(0.87) 

41 障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援 4.37(0.79) 4.01(0.97) 

7 支援者自身の身体・精神的なケア 4.36(1.00) 4.24(1.11) 

34 対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援 4.35(0.98) 4.13(1.01) 

39 障害者本人の求職活動の支援 4.34(0.85) 3.99(1.01) 

24 障害者本人の心理面とその背景の整理・分析 4.33(0.94) 4.04(1.02) 

27 聞き取りや資料等による情報収集 4.31(0.79) 4.03(0.95) 

28 行動観察 4.31(1.00) 4.04(1.07) 

23 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 4.30(0.78) 4.01(0.90) 

5 支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討 4.29(0.81) 4.14(0.92) 

 

16 分かり易い記録・伝達 4.25(0.87) 4.25(0.86) 

42 就職後の合理的配慮提供に向けた支援 4.24(0.88) 3.83(1.01) 

43 仕事の遂行力向上と職場適応のための支援 4.24(0.84) 3.85(1.00) 

62 関係機関とのチーム支援 4.24(0.83) 3.86(0.96) 

37 障害の開示・非開示に関する意思決定の支援 4.21(0.91) 3.86(1.06) 

61 個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築 4.21(0.89) 3.75(1.06) 

60 関係機関との連携の必要性の検討と紹介 4.18(0.86) 3.82(0.99) 

46 フォローアップ 4.17(0.88) 3.65(1.09) 

20 職業との関わりの中での自己の理解を深める支援 4.16(0.86) 3.85(0.97) 

36 障害者本人の仕事の選択の支援 4.16(0.95) 3.84(1.05) 

1 障害についての基本的理解 4.14(0.95) 3.93(1.06) 

63 家族等との連携 4.14(0.85) 3.84(1.03) 

33 基本的生活習慣の確立や自己管理の支援 4.13(0.71) 3.88(0.83) 

55 障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明 4.13(0.94) 3.70(1.11) 

56 職場・職務の調整支援 4.13(1.04) 3.64(1.12) 

2 障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解 4.09(1.02) 3.85(1.06) 

44 職場に適応する行動習得のための支援 4.09(0.90) 3.75(1.01) 

19 障害者本人の自己探求を促進する支援 4.06(1.01) 3.76(1.11) 

26 社会生活や職場の環境的側面の把握 4.06(0.92) 3.74(1.01) 

38 求人とのマッチングのための職場の情報収集 4.04(1.01) 3.65(1.09) 

45 職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援 4.01(0.99) 3.56(1.09) 

25 医学・心理学的知見を踏まえた情報把握 4.00(0.80) 3.68(0.91) 

48 退職と再就職に向けた支援 3.97(1.02) 3.44(1.15) 

57 職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援 3.97(0.86) 3.50(1.05) 

6 最新情報の収集と自己研鑽 3.95(0.80) 3.65(0.86) 

51 生活設計の相談 3.94(0.96) 3.52(1.06) 

58 課題分析と解決策の提案 3.93(1.00) 3.55(1.07) 

50 ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 3.91(0.91) 3.49(1.03) 

52 ライフステージに対応した支援 3.91(0.97) 3.45(1.10) 

29 専門的なアセスメントツールの活用 3.86(0.84) 3.57(0.91) 

10 障害福祉サービスや社会保障制度の理解 3.84(0.77) 3.55(0.83) 

9 障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解 3.82(1.04) 3.53(1.10) 

32 目標とするスキルや行動を習得するための支援 3.79(1.03) 3.51(1.07) 

54 事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援 3.79(1.07) 3.17(1.18) 

12 労働関係法規や雇用管理の理解 3.78(1.03) 3.36(1.14) 
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50 ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 3.72(0.92) 3.37(1.02) 

64 障害者雇用の啓発 3.67(1.01) 3.25(1.08) 

40 職業能力開発の利用に向けた情報提供 3.61(1.00) 3.39(1.04) 

35 通勤支援 3.55(1.18) 3.35(1.22) 

32 目標とするスキルや行動を習得するための支援 3.48(1.03) 3.22(1.05) 

11 企業経営や労働市場の動向把握 3.46(1.02) 3.04(1.03) 

（優先度：5=「優先的な事項」、4=「ある程度、優先的な事項」、3=「どちらとも言えない」、2=「ある程度、後回しできる

事項」、1=「後回しできる事項」として数値化した平均値。（）内は標準偏差。） 

 

表３－13 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得優先度と初任者優先度の 

平均値と標準偏差（就労移行／定着支援事業所） 

No 知識・スキル等 習得優先度 
初任者 

優先度 

17 個人情報の適切な取り扱い 4.59(0.74) 4.56(0.74) 

3 支援者が持つべき心構えと倫理意識 4.56(0.71) 4.51(0.71) 

13 相談を行う際の基本的な態度 4.56(0.72) 4.46(0.76) 

4 就労支援において支援者が取るべき態度 4.51(0.74) 4.39(0.79) 

14 相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明 4.50(0.70) 4.32(0.81) 

22 障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握 4.50(0.72) 4.26(0.85) 

31 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 4.49(0.74) 4.17(0.90) 

8 障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応 4.48(1.04) 4.37(1.09) 

49 職業生活における体調管理の支援 4.46(0.74) 4.21(0.84) 

15 相手の特性・状況を踏まえた相談 4.45(0.67) 4.20(0.76) 

18 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 4.43(0.70) 4.21(0.81) 

30 アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 4.43(0.72) 4.08(0.92) 

21 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 4.41(0.74) 4.19(0.87) 

41 障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援 4.37(0.79) 4.01(0.97) 

7 支援者自身の身体・精神的なケア 4.36(1.00) 4.24(1.11) 

34 対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援 4.35(0.98) 4.13(1.01) 

39 障害者本人の求職活動の支援 4.34(0.85) 3.99(1.01) 

24 障害者本人の心理面とその背景の整理・分析 4.33(0.94) 4.04(1.02) 

27 聞き取りや資料等による情報収集 4.31(0.79) 4.03(0.95) 

28 行動観察 4.31(1.00) 4.04(1.07) 

23 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 4.30(0.78) 4.01(0.90) 

5 支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討 4.29(0.81) 4.14(0.92) 

 

16 分かり易い記録・伝達 4.25(0.87) 4.25(0.86) 

42 就職後の合理的配慮提供に向けた支援 4.24(0.88) 3.83(1.01) 

43 仕事の遂行力向上と職場適応のための支援 4.24(0.84) 3.85(1.00) 

62 関係機関とのチーム支援 4.24(0.83) 3.86(0.96) 

37 障害の開示・非開示に関する意思決定の支援 4.21(0.91) 3.86(1.06) 

61 個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築 4.21(0.89) 3.75(1.06) 

60 関係機関との連携の必要性の検討と紹介 4.18(0.86) 3.82(0.99) 

46 フォローアップ 4.17(0.88) 3.65(1.09) 

20 職業との関わりの中での自己の理解を深める支援 4.16(0.86) 3.85(0.97) 

36 障害者本人の仕事の選択の支援 4.16(0.95) 3.84(1.05) 

1 障害についての基本的理解 4.14(0.95) 3.93(1.06) 

63 家族等との連携 4.14(0.85) 3.84(1.03) 

33 基本的生活習慣の確立や自己管理の支援 4.13(0.71) 3.88(0.83) 

55 障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明 4.13(0.94) 3.70(1.11) 

56 職場・職務の調整支援 4.13(1.04) 3.64(1.12) 

2 障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解 4.09(1.02) 3.85(1.06) 

44 職場に適応する行動習得のための支援 4.09(0.90) 3.75(1.01) 

19 障害者本人の自己探求を促進する支援 4.06(1.01) 3.76(1.11) 

26 社会生活や職場の環境的側面の把握 4.06(0.92) 3.74(1.01) 

38 求人とのマッチングのための職場の情報収集 4.04(1.01) 3.65(1.09) 

45 職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援 4.01(0.99) 3.56(1.09) 

25 医学・心理学的知見を踏まえた情報把握 4.00(0.80) 3.68(0.91) 

48 退職と再就職に向けた支援 3.97(1.02) 3.44(1.15) 

57 職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援 3.97(0.86) 3.50(1.05) 

6 最新情報の収集と自己研鑽 3.95(0.80) 3.65(0.86) 

51 生活設計の相談 3.94(0.96) 3.52(1.06) 

58 課題分析と解決策の提案 3.93(1.00) 3.55(1.07) 

50 ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 3.91(0.91) 3.49(1.03) 

52 ライフステージに対応した支援 3.91(0.97) 3.45(1.10) 

29 専門的なアセスメントツールの活用 3.86(0.84) 3.57(0.91) 

10 障害福祉サービスや社会保障制度の理解 3.84(0.77) 3.55(0.83) 

9 障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解 3.82(1.04) 3.53(1.10) 

32 目標とするスキルや行動を習得するための支援 3.79(1.03) 3.51(1.07) 

54 事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援 3.79(1.07) 3.17(1.18) 

12 労働関係法規や雇用管理の理解 3.78(1.03) 3.36(1.14) 
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40 職業能力開発の利用に向けた情報提供 3.72(1.03) 3.34(1.10) 

47 休職者の職場復帰支援 3.71(1.12) 3.13(1.15) 

53 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 3.71(1.11) 3.30(1.14) 

59 地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り 3.67(1.07) 3.26(1.14) 

65 支援人材の育成 3.63(1.17) 3.23(1.23) 

35 通勤支援 3.59(1.18) 3.36(1.21) 

64 障害者雇用の啓発 3.53(1.18) 3.03(1.18) 

11 企業経営や労働市場の動向把握 3.47(1.09) 2.96(1.14) 

（優先度：5=「優先的な事項」、4=「ある程度、優先的な事項」、3=「どちらとも言えない」、2=「ある程度、後回しできる

事項」、1=「後回しできる事項」として数値化した平均値。（）内は標準偏差。） 

 

  

 

第５節 人材育成における知識・スキル等の内容別優先度のばらつきの要因 

本節では、多様な就労支援機関の人材育成担当者における、知識・スキル等の 65 項目についての

「習得優先度」と「初任者優先度」の認識について、因子分析により 65 項目についての認識のばら

つきの構造を明らかにした。さらに、65 項目を４因子に整理した上で、実施・運営している事業種

や地域、法人格や法人規模、利用者の主たる障害の割合の影響を確認した。これにより、今後、機

関の役割や地域性等を考慮しながら、多様な就労支援機関が専門性や支援力の向上を図る必要のあ

る知識・スキル等の内容と、その具体的な習得方法、人材育成を実施していくための具体的な課題

を明らかにした 

 

１ 習得優先度の認識について 

（１）習得優先度についての因子分析 

習得優先度の回答について、欠損値を含んだデータを平均値で置換し、652 機関分の回答につい

て、知識・スキル等の 65 項目について因子分析（最尤法）を行った。図３－４のスクリープロット

に示すように、固有値は 21.719、2.865、1.694、1.507、1.286、1.287、1.199、1.142、1.114、…、

と推移し、第４因子までで変数のばらつきの大部分が説明できていた。因子を解釈しやすくするた

めの因子回転は、因子の独立性を重視する直交回転ではなく、より因子の解釈をしやすくするため

因子間の相関を許容するプロマックス回転を用い、最終的に最も解釈のしやすかった４因子を選ん

だ。表３－14 のとおり、因子間には一定程度の相関が認めれられ、４因子は完全に独立ではなく、

相互関係があるものとして理解する必要がある。 

 

図３－４ 習得優先度：因子のスクリープロット 

 

 表３－14 習得優先度：因子間相関 

因子 F1 F2 F3 F4 
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40 職業能力開発の利用に向けた情報提供 3.72(1.03) 3.34(1.10) 

47 休職者の職場復帰支援 3.71(1.12) 3.13(1.15) 

53 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 3.71(1.11) 3.30(1.14) 

59 地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り 3.67(1.07) 3.26(1.14) 

65 支援人材の育成 3.63(1.17) 3.23(1.23) 

35 通勤支援 3.59(1.18) 3.36(1.21) 

64 障害者雇用の啓発 3.53(1.18) 3.03(1.18) 

11 企業経営や労働市場の動向把握 3.47(1.09) 2.96(1.14) 

（優先度：5=「優先的な事項」、4=「ある程度、優先的な事項」、3=「どちらとも言えない」、2=「ある程度、後回しできる

事項」、1=「後回しできる事項」として数値化した平均値。（）内は標準偏差。） 
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以下に、これらの４因子について、回転後の構造行列により、各因子に関連の強い知識・スキル

等の項目を示し、それらの項目が今回の回答で共通性をもってばらついていたことを踏まえ、それ

ぞれの因子の特徴を端的に示す因子名の命名の理由を示す。 

ア 第１因子：命名「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第１因子は、「相談を行う基本的な態度」「就労支援において支援者が取るべき態度」「相手の特

性・状況を踏まえた相談」「障害者本人のニーズの引き出し、ニーズ充足に向けたアセスメント」等

相手の考え・特性・状況・ニーズ等に応じて共感的に支援を行う態度に関する項目や、「個人情報の

適切な取り扱い」「支援者が持つべき心構えと倫理意識」「障害者差別の解消・禁止・虐待防止の理

解と対応」等適切な倫理観や関係法令の遵守に関する項目を中心に構成されていた。多くの職種や

障害者本人を含めた様々な関係者と連携して支援を実施することに関する因子と考えられるため、

「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」と命名した（表３－15）。 

 

表３－15 第１因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【相談を行う基本的な態度】支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的

態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。 
0.724 -0.109 0.028 -0.031 

【就労支援において支援者が取るべき態度】相手（障害者・家族・事業主・関

係機関等）の立場や、考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職場環

境や場面に応じた服装や振る舞いをすること。 

0.676 -0.006 0.102 -0.153 

【個人情報の適切な取り扱い】個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情

報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開示する）こと。 
0.671 -0.011 0.037 -0.123 

【支援者が持つべき心構えと倫理意識】支援者自身が倫理観を身につけ、偏見

を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。 
0.598 0.019 -0.062 0.042 

【障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応】障害者差別解消法や障害

者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待

防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。 

0.583 0.226 0.049 -0.177 

【相手の特性・状況を踏まえた相談】相手の特性（性格や障害特性等）や状況

を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特性や反応に応

じて相談を進展させたりまとめたりすること。 

0.492 -0.140 0.042 0.283 

【障害者本人のニーズの引き出し、ニーズ充足に向けたアセスメント】障害者

本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズ充足に向

けて必要な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・

能力に着目してアセスメントすること。 

0.491 -0.164 0.115 0.141 

【支援者自身の健康面のケア】支援者自身の身体・精神的な健康面のケアを行

いつつ、支援に取り組むこと。 
0.489 0.089 -0.119 0.136 

【相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明】相手の立場やニーズを踏

まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。 
0.454 -0.137 0.099 0.275 

【障害者支援における自己選択・自己決定の支援】伝え方の工夫やカウンセリ

ング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。 
0.412 0.050 -0.020 0.254 

【分かり易い記録・伝達】客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、

支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。 
0.386 0.147 -0.129 0.203 

【就労支援計画策定と定期的なモニタリング】目標や計画の達成に向けて有益

な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく計画の策定と、その後

の定期的な見直しを行うこと。 

0.378 -0.031 -0.106 0.352 

【アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有】障害者本人が目標を明確

にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題

の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な計

画（案）を共有すること。 

0.352 0.051 0.022 0.219 

【障害についての基本的理解】障害者が働くに当たっての様々な困難について

は、個人と社会・環境との相互作用の問題として捉え、個人と社会・環境双方

への支援を行うこと。 

0.340 0.182 0.161 -0.045 

 

【対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援】障害者本人の雇用や職場

適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・

問題解決スキルの習得を支援すること。 

0.315 -0.116 0.190 0.251 

【支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討】支援者自身の自己理解を

深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身

ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。 

0.289 0.182 -0.038 0.217 

【家族等との連携】障害者本人の了解のもとに、家族等と情報や考え方を共有

し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行うこと。 
0.269 0.222 0.108 0.082 

【基本的生活習慣の確立や自己管理の支援】障害者本人が自立した生活を送る

ために、基本的な生活習慣や金銭管理等に関する助言や情報提供を行うこと。 
0.266 0.164 0.209 0.012 

 

イ 第２因子：命名「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第２因子は、「障害者雇用の啓発」「支援人材の育成」「地域の社会資源の情報収集と情報交換ネッ

トワーク作り」等の社会資源や企業等とのネットワーク作りに関する項目や、「企業経営や労働市場

の動向把握」「障害者雇用促進法と関連支援サービスの知識」「企業の障害者雇用に関する実態把握

と情報提供」「労働関係法規や雇用管理の知識」「最新情報の収集と自己研鑽」等の企業の動向や制

度・サービスの情報収集に関する項目を中心に構成されている。地域の企業や関係機関等に関する

知識・情報をもとにしたネットワークの構築や障害者雇用の周知・啓発をすることに関する因子で

あると考えられるため、「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」と命名し

た（表３－16）。 

 

表３－16 第２因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者雇用の啓発】障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるよ

うに、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企業団体等に対して、障害者雇

用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。 

-0.126 0.704 0.089 -0.005 

【企業経営や労働市場の動向把握】企業経営・経済、労働市場・障害者の働き

方の動向を把握した上で支援を行うこと。 
-0.035 0.702 -0.132 0.135 

【支援人材の育成】地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域

で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力

をすること。 

-0.048 0.671 0.085 -0.128 

【障害者雇用促進法と関連支援サービスの知識】障害者雇用促進法や関連支援

サービスについての知識を有し、説明を行うこと。 
0.229 0.592 -0.025 -0.108 

【地域の社会資源の情報収集と情報交換ネットワーク作り】地域の社会資源を

最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場

への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。 

-0.022 0.588 0.138 -0.100 

【企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供】企業の障害者雇用に関する

実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス

等の有益な情報を提供すること。 

-0.007 0.574 0.157 -0.059 

【労働関係法規や雇用管理の知識】労働関係法規や雇用管理に関連する制度や

安全衛生等の基礎的知識を理解した上で支援を行うこと。 
0.031 0.527 0.101 0.000 

【最新情報の収集と自己研鑽】効果的な支援を提供するために必要となる最新

の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。 
0.080 0.511 0.014 0.049 

【職業能力開発の利用に向けた情報提供】障害者本人のニーズに合った職業で

求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発に係るサービスの利用に

向けた情報提供を行うこと。 

0.028 0.473 -0.019 0.215 

【事業主の障害者雇用に関するニーズ把握と取組の支援】事業主の障害者雇用

に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じた相談・研修・情報交

換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。 

-0.272 0.451 0.324 0.053 

－ 134 －



 

以下に、これらの４因子について、回転後の構造行列により、各因子に関連の強い知識・スキル

等の項目を示し、それらの項目が今回の回答で共通性をもってばらついていたことを踏まえ、それ

ぞれの因子の特徴を端的に示す因子名の命名の理由を示す。 

ア 第１因子：命名「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第１因子は、「相談を行う基本的な態度」「就労支援において支援者が取るべき態度」「相手の特

性・状況を踏まえた相談」「障害者本人のニーズの引き出し、ニーズ充足に向けたアセスメント」等

相手の考え・特性・状況・ニーズ等に応じて共感的に支援を行う態度に関する項目や、「個人情報の

適切な取り扱い」「支援者が持つべき心構えと倫理意識」「障害者差別の解消・禁止・虐待防止の理

解と対応」等適切な倫理観や関係法令の遵守に関する項目を中心に構成されていた。多くの職種や

障害者本人を含めた様々な関係者と連携して支援を実施することに関する因子と考えられるため、

「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」と命名した（表３－15）。 

 

表３－15 第１因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【相談を行う基本的な態度】支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的

態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。 
0.724 -0.109 0.028 -0.031 

【就労支援において支援者が取るべき態度】相手（障害者・家族・事業主・関

係機関等）の立場や、考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職場環

境や場面に応じた服装や振る舞いをすること。 

0.676 -0.006 0.102 -0.153 

【個人情報の適切な取り扱い】個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情

報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開示する）こと。 
0.671 -0.011 0.037 -0.123 

【支援者が持つべき心構えと倫理意識】支援者自身が倫理観を身につけ、偏見

を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。 
0.598 0.019 -0.062 0.042 

【障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応】障害者差別解消法や障害

者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待

防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。 

0.583 0.226 0.049 -0.177 

【相手の特性・状況を踏まえた相談】相手の特性（性格や障害特性等）や状況

を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特性や反応に応

じて相談を進展させたりまとめたりすること。 

0.492 -0.140 0.042 0.283 

【障害者本人のニーズの引き出し、ニーズ充足に向けたアセスメント】障害者

本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズ充足に向

けて必要な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・

能力に着目してアセスメントすること。 

0.491 -0.164 0.115 0.141 

【支援者自身の健康面のケア】支援者自身の身体・精神的な健康面のケアを行

いつつ、支援に取り組むこと。 
0.489 0.089 -0.119 0.136 

【相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明】相手の立場やニーズを踏

まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。 
0.454 -0.137 0.099 0.275 

【障害者支援における自己選択・自己決定の支援】伝え方の工夫やカウンセリ

ング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。 
0.412 0.050 -0.020 0.254 

【分かり易い記録・伝達】客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、

支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。 
0.386 0.147 -0.129 0.203 

【就労支援計画策定と定期的なモニタリング】目標や計画の達成に向けて有益

な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく計画の策定と、その後

の定期的な見直しを行うこと。 

0.378 -0.031 -0.106 0.352 

【アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有】障害者本人が目標を明確

にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題

の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な計

画（案）を共有すること。 

0.352 0.051 0.022 0.219 

【障害についての基本的理解】障害者が働くに当たっての様々な困難について

は、個人と社会・環境との相互作用の問題として捉え、個人と社会・環境双方

への支援を行うこと。 

0.340 0.182 0.161 -0.045 

 

【対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援】障害者本人の雇用や職場

適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・

問題解決スキルの習得を支援すること。 

0.315 -0.116 0.190 0.251 

【支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討】支援者自身の自己理解を

深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身

ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。 

0.289 0.182 -0.038 0.217 

【家族等との連携】障害者本人の了解のもとに、家族等と情報や考え方を共有

し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行うこと。 
0.269 0.222 0.108 0.082 

【基本的生活習慣の確立や自己管理の支援】障害者本人が自立した生活を送る

ために、基本的な生活習慣や金銭管理等に関する助言や情報提供を行うこと。 
0.266 0.164 0.209 0.012 

 

イ 第２因子：命名「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第２因子は、「障害者雇用の啓発」「支援人材の育成」「地域の社会資源の情報収集と情報交換ネッ

トワーク作り」等の社会資源や企業等とのネットワーク作りに関する項目や、「企業経営や労働市場

の動向把握」「障害者雇用促進法と関連支援サービスの知識」「企業の障害者雇用に関する実態把握

と情報提供」「労働関係法規や雇用管理の知識」「最新情報の収集と自己研鑽」等の企業の動向や制

度・サービスの情報収集に関する項目を中心に構成されている。地域の企業や関係機関等に関する

知識・情報をもとにしたネットワークの構築や障害者雇用の周知・啓発をすることに関する因子で

あると考えられるため、「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」と命名し

た（表３－16）。 

 

表３－16 第２因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者雇用の啓発】障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるよ

うに、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企業団体等に対して、障害者雇

用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。 

-0.126 0.704 0.089 -0.005 

【企業経営や労働市場の動向把握】企業経営・経済、労働市場・障害者の働き

方の動向を把握した上で支援を行うこと。 
-0.035 0.702 -0.132 0.135 

【支援人材の育成】地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域

で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力

をすること。 

-0.048 0.671 0.085 -0.128 

【障害者雇用促進法と関連支援サービスの知識】障害者雇用促進法や関連支援

サービスについての知識を有し、説明を行うこと。 
0.229 0.592 -0.025 -0.108 

【地域の社会資源の情報収集と情報交換ネットワーク作り】地域の社会資源を

最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場

への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。 

-0.022 0.588 0.138 -0.100 

【企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供】企業の障害者雇用に関する

実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス

等の有益な情報を提供すること。 

-0.007 0.574 0.157 -0.059 

【労働関係法規や雇用管理の知識】労働関係法規や雇用管理に関連する制度や

安全衛生等の基礎的知識を理解した上で支援を行うこと。 
0.031 0.527 0.101 0.000 

【最新情報の収集と自己研鑽】効果的な支援を提供するために必要となる最新

の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。 
0.080 0.511 0.014 0.049 

【職業能力開発の利用に向けた情報提供】障害者本人のニーズに合った職業で

求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発に係るサービスの利用に

向けた情報提供を行うこと。 

0.028 0.473 -0.019 0.215 

【事業主の障害者雇用に関するニーズ把握と取組の支援】事業主の障害者雇用

に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じた相談・研修・情報交

換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。 

-0.272 0.451 0.324 0.053 

－ 135 －



 

【障害福祉サービスや所得補償制度の知識】障害福祉サービスや所得補償に関

する社会保障制度についての基礎的知識を有し、情報提供を行うこと。 
0.135 0.412 0.072 0.101 

【障害者本人のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供】

障害者本人が仕事とプライベートのバランスを取りつつ、充実した生活が送れ

るように、本人との相談や社会資源の開拓・情報提供を行うこと。 

0.163 0.383 -0.068 0.289 

【障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解】障害の有無や程度に関

わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊

重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を

理解した上で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。 

0.261 0.377 -0.092 0.119 

【目標とするスキルや行動を習得するための支援】障害者本人が目標とする行

動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法を用いた体系的な支援をすること。 

0.042 0.366 -0.093 0.313 

【職場業務の調整支援】障害者本人の能力・特性と職場・業務との適合を考慮

して、必要に応じて事業主に職場・業務の調整を提案すること。 
-0.160 0.359 0.242 0.226 

 

ウ 第３因子：命名「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第３因子は、「仕事の遂行力向上と職場適応のための支援」「障害者本人のニーズに合った職場見

学職場実習等の支援」「障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明」等の企業・職場との

連携・協力のもと行う支援に関する項目や、「障害者本人の退職と再就職に向けた支援」「連携先機

関への情報提供と連携体制の構築」等の関係機関との連携に基づく職業生活の支援に関する項目を

中心に構成されている。ジョブコーチ等の職場での支援に関する因子であると考えられるため、「職

場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」と命名した（表３－17）。 

 

表３－17 第３因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【仕事の遂行力向上と職場適応のための支援】障害者本人が職場において仕事

の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人と職

場の管理者や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。 

0.002 -0.054 0.615 0.120 

【障害者本人のニーズに合った職場見学職場実習等の支援】障害者本人のニー

ズに合った職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための支

援を行うこと。 

0.193 -0.025 0.587 -0.111 

【障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明】事業主に対して、各

種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、

雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。 

-0.012 0.100 0.575 -0.031 

【障害者本人の退職と再就職に向けた支援】障害者本人が仕事を辞める必要が

生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職

後に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。 

-0.032 0.178 0.544 -0.025 

【連携先機関への情報提供と連携体制の構築】スムーズな連携に向けて、連携

機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行うこと。 
0.086 0.184 0.503 -0.092 

【フォローアップ】定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、

職場適応状況のモニタリングとキャリアアップ等の目標の整理を行い、必要な

支援を提案・実施すること。 

0.022 0.035 0.491 0.104 

【職場・業務のアセスメントと業務の切り出し支援】障害者の配属の候補とな

り得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業務の切り

出し・創出を行うこと。 

-0.048 0.094 0.484 0.107 

【求人とのマッチングのための企業情報収集】求人とのマッチングの参考にす

るため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等の情報収集を行う

こと。 

0.022 0.101 0.483 0.072 

【職場に適応する行動習得のための支援】障害者本人が職場に適応する行動が

とれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割につ

いて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。 

-0.057 0.000 0.468 0.272 

 

【職務分析・課題分析と解決策の提案】障害者の円滑な作業遂行と職場定着の

ため、職務分析・課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール

等の提供を行うこと。 

-0.129 0.185 0.430 0.253 

【関係機関との連携の必要性の検討と紹介】利用者（障害者本人や事業主等）

に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介すること。 
0.278 0.162 0.418 -0.107 

【障害者本人の仕事の選択の支援】障害者本人が希望や適性に合った仕事を自

己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。 
0.230 -0.003 0.418 0.015 

【休職者の職場復帰支援】休職者と事業主との話合いを通じて、復職に向けた

プロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施や円滑な職場復帰に向けた

社内サポート体制づくりの助言を行うこと。 

-0.201 0.318 0.408 0.158 

【就職後の合理的配慮提供に向けた支援】障害者本人と事業主それぞれの立場

や視点を理解した上で、双方の話合いを通じて、合理的配慮の提供について調

整すること。 

0.202 0.140 0.405 0.012 

【障害の開示非開示に関する意思決定の支援】障害者本人が、自らの障害の開

示・非開示の目的と、それぞれの選択によって起こりうる状況を踏まえて意思

決定や事業主への説明ができるよう支援すること。 

0.216 0.086 0.404 -0.008 

【職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援】職場におい

て、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進する

とともに、それに伴う上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づく

りを支援すること。 

-0.061 0.171 0.387 0.190 

【障害者本人の求職活動の支援】求職活動の場面において、アピール・ポイン

トや配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に

関する助言・支援を行うこと。 

0.181 -0.046 0.376 0.079 

【通勤支援】通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行

うこと。 
0.083 0.161 0.362 -0.017 

【関係機関とのチーム支援】各地域における関係機関それぞれの役割や機能を

理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、チーム支援を行うこと。 
0.203 0.241 0.337 -0.090 

【聞き取りや資料等による情報収集】障害者本人・家族・関係機関からの聞き

取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提供などにより、

情報を適切に収集すること。 

0.287 -0.117 0.320 0.179 

 

エ 第４因子：命名「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子は、「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」「障害者本人の自己探求を促進する支援」

等、障害者本人の自己理解の支援に関する項目や、「行動観察を用いたアセスメント」「作業遂行面・

対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント」等本人と一緒に整理・分析するアセ

スメントに関する項目を中心に構成されている。アセスメントを通じての自己理解の促進や自己肯

定感の向上に関する因子であると考えられるため、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」と

命名した（表３－18）。 

 

表３－18 第４因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【行動観察を用いたアセスメント】実際の職場（実習等含む）又は職場に近い

作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技能や適応的な作

業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。 

0.037 -0.153 0.226 0.531 

【障害者本人の自己肯定感の回復の支援】障害者本人が自身の強みに気づき、

自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援すること。 
0.258 -0.033 -0.048 0.523 

【障害者本人の自己探求を促進する支援】障害者本人が自分自身を深く理解す

るための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用した相談

や体験と振り返り等を行うこと。 

0.005 0.125 0.050 0.472 

【専門的ツールを用いたアセスメント】アセスメントシートやチェックリスト

等の評価ツールや各種検査から得られた情報を活用して、障害者本人の職業・

心理・対人的な特性を把握すること。 

-0.077 0.269 -0.080 0.462 

－ 136 －



 

【障害福祉サービスや所得補償制度の知識】障害福祉サービスや所得補償に関

する社会保障制度についての基礎的知識を有し、情報提供を行うこと。 
0.135 0.412 0.072 0.101 

【障害者本人のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供】

障害者本人が仕事とプライベートのバランスを取りつつ、充実した生活が送れ

るように、本人との相談や社会資源の開拓・情報提供を行うこと。 

0.163 0.383 -0.068 0.289 

【障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解】障害の有無や程度に関

わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊

重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を

理解した上で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。 

0.261 0.377 -0.092 0.119 

【目標とするスキルや行動を習得するための支援】障害者本人が目標とする行

動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法を用いた体系的な支援をすること。 

0.042 0.366 -0.093 0.313 

【職場業務の調整支援】障害者本人の能力・特性と職場・業務との適合を考慮

して、必要に応じて事業主に職場・業務の調整を提案すること。 
-0.160 0.359 0.242 0.226 

 

ウ 第３因子：命名「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第３因子は、「仕事の遂行力向上と職場適応のための支援」「障害者本人のニーズに合った職場見

学職場実習等の支援」「障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明」等の企業・職場との

連携・協力のもと行う支援に関する項目や、「障害者本人の退職と再就職に向けた支援」「連携先機

関への情報提供と連携体制の構築」等の関係機関との連携に基づく職業生活の支援に関する項目を

中心に構成されている。ジョブコーチ等の職場での支援に関する因子であると考えられるため、「職

場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」と命名した（表３－17）。 

 

表３－17 第３因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【仕事の遂行力向上と職場適応のための支援】障害者本人が職場において仕事

の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人と職

場の管理者や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。 

0.002 -0.054 0.615 0.120 

【障害者本人のニーズに合った職場見学職場実習等の支援】障害者本人のニー

ズに合った職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための支

援を行うこと。 

0.193 -0.025 0.587 -0.111 

【障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明】事業主に対して、各

種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、

雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。 

-0.012 0.100 0.575 -0.031 

【障害者本人の退職と再就職に向けた支援】障害者本人が仕事を辞める必要が

生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職

後に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。 

-0.032 0.178 0.544 -0.025 

【連携先機関への情報提供と連携体制の構築】スムーズな連携に向けて、連携

機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行うこと。 
0.086 0.184 0.503 -0.092 

【フォローアップ】定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、

職場適応状況のモニタリングとキャリアアップ等の目標の整理を行い、必要な

支援を提案・実施すること。 

0.022 0.035 0.491 0.104 

【職場・業務のアセスメントと業務の切り出し支援】障害者の配属の候補とな

り得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業務の切り

出し・創出を行うこと。 

-0.048 0.094 0.484 0.107 

【求人とのマッチングのための企業情報収集】求人とのマッチングの参考にす

るため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等の情報収集を行う

こと。 

0.022 0.101 0.483 0.072 

【職場に適応する行動習得のための支援】障害者本人が職場に適応する行動が

とれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割につ

いて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。 

-0.057 0.000 0.468 0.272 

 

【職務分析・課題分析と解決策の提案】障害者の円滑な作業遂行と職場定着の

ため、職務分析・課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール

等の提供を行うこと。 

-0.129 0.185 0.430 0.253 

【関係機関との連携の必要性の検討と紹介】利用者（障害者本人や事業主等）

に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介すること。 
0.278 0.162 0.418 -0.107 

【障害者本人の仕事の選択の支援】障害者本人が希望や適性に合った仕事を自

己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。 
0.230 -0.003 0.418 0.015 

【休職者の職場復帰支援】休職者と事業主との話合いを通じて、復職に向けた

プロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施や円滑な職場復帰に向けた

社内サポート体制づくりの助言を行うこと。 

-0.201 0.318 0.408 0.158 

【就職後の合理的配慮提供に向けた支援】障害者本人と事業主それぞれの立場

や視点を理解した上で、双方の話合いを通じて、合理的配慮の提供について調

整すること。 

0.202 0.140 0.405 0.012 

【障害の開示非開示に関する意思決定の支援】障害者本人が、自らの障害の開

示・非開示の目的と、それぞれの選択によって起こりうる状況を踏まえて意思

決定や事業主への説明ができるよう支援すること。 

0.216 0.086 0.404 -0.008 

【職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援】職場におい

て、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進する

とともに、それに伴う上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づく

りを支援すること。 

-0.061 0.171 0.387 0.190 

【障害者本人の求職活動の支援】求職活動の場面において、アピール・ポイン

トや配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に

関する助言・支援を行うこと。 

0.181 -0.046 0.376 0.079 

【通勤支援】通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行

うこと。 
0.083 0.161 0.362 -0.017 

【関係機関とのチーム支援】各地域における関係機関それぞれの役割や機能を

理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、チーム支援を行うこと。 
0.203 0.241 0.337 -0.090 

【聞き取りや資料等による情報収集】障害者本人・家族・関係機関からの聞き

取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提供などにより、

情報を適切に収集すること。 

0.287 -0.117 0.320 0.179 

 

エ 第４因子：命名「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子は、「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」「障害者本人の自己探求を促進する支援」

等、障害者本人の自己理解の支援に関する項目や、「行動観察を用いたアセスメント」「作業遂行面・

対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント」等本人と一緒に整理・分析するアセ

スメントに関する項目を中心に構成されている。アセスメントを通じての自己理解の促進や自己肯

定感の向上に関する因子であると考えられるため、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」と

命名した（表３－18）。 

 

表３－18 第４因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【行動観察を用いたアセスメント】実際の職場（実習等含む）又は職場に近い

作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技能や適応的な作

業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。 

0.037 -0.153 0.226 0.531 

【障害者本人の自己肯定感の回復の支援】障害者本人が自身の強みに気づき、

自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援すること。 
0.258 -0.033 -0.048 0.523 

【障害者本人の自己探求を促進する支援】障害者本人が自分自身を深く理解す

るための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用した相談

や体験と振り返り等を行うこと。 

0.005 0.125 0.050 0.472 

【専門的ツールを用いたアセスメント】アセスメントシートやチェックリスト

等の評価ツールや各種検査から得られた情報を活用して、障害者本人の職業・

心理・対人的な特性を把握すること。 

-0.077 0.269 -0.080 0.462 
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【職業との関わりの中での自己の理解を深める支援】障害者本人が自分に合っ

た働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中

での自己の理解を深める支援を行うこと。 

0.117 0.000 0.119 0.447 

【作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント】

作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、能力を発

揮しやすい作業種・作業環境等を障害者本人と一緒に分析・整理すること。 

0.179 -0.150 0.267 0.446 

【社会生活や職場の環境的側面のアセスメント】障害者本人の社会生活や職場

の中での役割・環境や周囲との関係を把握すること。 
0.016 0.136 0.214 0.381 

【生活設計の相談】障害者本人が、将来の生活を見据えた生活設計を立てられ

るように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋について相談を行う

こと。 

0.200 0.296 -0.076 0.330 

【ライフステージに対応した支援】様々なライフステージに対応した障害者本

人の仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調整

や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。 

0.078 0.317 0.063 0.320 

【医学・心理学的知見に基づくアセスメント】障害・疾病に関する医学・心理

学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を様々

な情報から把握すること。 

0.124 0.205 0.052 0.311 

【職業生活における体調管理の支援】障害者本人が、職業生活においてストレ

ス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法

に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。 

0.288 -0.097 0.213 0.289 

【障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント】障害者本人の就労

や障害に対する理解や考えを把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども

含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。 

0.265 0.159 -0.004 0.289 

 

（２）知識・スキル等の習得優先度の認識のばらつきに関係する要因の分析 

各回答者の知識・スキル等の優先度の認識は、因子分析により４因子に整理した因子得点に要約

して、以降の分析を行う。各回答者における４つの因子得点は、各回答者の 65 項目の知識・スキル

等に関する回答について各因子構造を踏まえ重みづけして合計した値を、回答者全体の平均と標準

偏差に基づいて標準化し、平均値が０、標準偏差が１となるように標準得点を算出した。これによ

り、４因子に整理した知識・スキル等の優先度の認識について、様々な要因との関係を分散分析等

により分析した。 

ア 就労移行／定着支援事業所が主に担う支援段階との関係 

就職前の準備期、就職活動期、職場適応期、職場定着期のどの段階の支援を回答機関が主に担う

のかによって、習得が優先される知識・スキル等があるのかを確認するための参考とするために、

就労移行／定着支援事業所を、「就労移行支援事業のみ」、「就労移行支援事業及び就労定着支援事

業」、「就労定着支援事業のみ」の３つに分類し、各因子の標準得点を従属変数、３つの事業種を独

立変数とした一元配置の分散分析を実施した。 

第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（F(２、341)＝0.03、n.s.）、

第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（F(２、341)＝0.05、

n.s.）、第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（F(２、341)＝0.27、

n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」（F(２、341)＝0.48、n.s.）について、

いずれも有意な差は見られなかった（表３－19）。  

 

表３－19 就労移行／定着支援事業所の実施事業別の習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障

害者本人を中

心とした多職

種連携による

職業生活の支

援」 

第２因子「地

域の企業や関

係機関との関

係構築と障害

者雇用の周

知・啓発」 

第３因子「職

場適応・定着

のための障害

者本人と企業

双方への支

援」 

第４因子「障

害者本人の自

己理解と自信

向上の支援」 

就労移行支援事業のみ（ｎ＝

148） 
0.05（0.92） -0.06（0.91） -0.08（0.94） 0.11（0.84） 

就労移行事業及び就労定着支援 

事業（ｎ＝234） 
0.11 (0.93) -0.03（1.02) 0.03（0.97） 0.13（0.90） 

就労定着支援事業のみ（ｎ＝65） 0.01（0.99） -0.06（1.04） -0.03（0.97） 0.16（0.91） 

 

以下の機関種の影響については、上記３つの事業種のいずれを実施・運営しているかに関わらず

「就労移行／定着支援事業所」として分析を実施した。 

イ 機関種や地域との関係 

機関種（就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所）や地域（政令指定都市等、中核

市、その他の地域）を要因とした分散分析の結果、政令指定都市での就業・生活支援センターでは、

「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」や「障害者本人の自己理解と自信向

上の支援」についての知識・スキル等の習得優先度が比較的低い等、一部のみで関係が認められた

が、大部分の条件では機関種や地域による違いは認められなかった。 

（ア）第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、機関種の主

効果（F(１、605)＝17.22、ｐ＜0.01）、地域の主効果（F(２、605)＝4.33、ｐ＜0.05、交互作用（F

（２、605）＝8.62、ｐ＜0.01）のいずれも有意であった。また、単純主効果検定の結果、政令指定

都市等（F（１、605）＝22.80、ｐ＜0.01）においては、就業・生活支援センターよりも就労移行／

定着支援事業所の標準得点が有意に高く、就業・生活支援センターにおいては、政令指定都市等の

センターよりも中核市とその他の地域のセンターの標準得点が有意に高かった（F（２、605）＝7.06、

ｐ＜0.01）（図３－５）。 

 

図３－５ 第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
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【職業との関わりの中での自己の理解を深める支援】障害者本人が自分に合っ

た働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中

での自己の理解を深める支援を行うこと。 

0.117 0.000 0.119 0.447 

【作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント】

作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、能力を発

揮しやすい作業種・作業環境等を障害者本人と一緒に分析・整理すること。 

0.179 -0.150 0.267 0.446 

【社会生活や職場の環境的側面のアセスメント】障害者本人の社会生活や職場

の中での役割・環境や周囲との関係を把握すること。 
0.016 0.136 0.214 0.381 

【生活設計の相談】障害者本人が、将来の生活を見据えた生活設計を立てられ

るように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋について相談を行う

こと。 

0.200 0.296 -0.076 0.330 

【ライフステージに対応した支援】様々なライフステージに対応した障害者本

人の仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調整

や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。 

0.078 0.317 0.063 0.320 

【医学・心理学的知見に基づくアセスメント】障害・疾病に関する医学・心理

学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を様々

な情報から把握すること。 

0.124 0.205 0.052 0.311 

【職業生活における体調管理の支援】障害者本人が、職業生活においてストレ

ス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法

に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。 

0.288 -0.097 0.213 0.289 

【障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント】障害者本人の就労

や障害に対する理解や考えを把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども

含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。 

0.265 0.159 -0.004 0.289 

 

（２）知識・スキル等の習得優先度の認識のばらつきに関係する要因の分析 

各回答者の知識・スキル等の優先度の認識は、因子分析により４因子に整理した因子得点に要約

して、以降の分析を行う。各回答者における４つの因子得点は、各回答者の 65 項目の知識・スキル

等に関する回答について各因子構造を踏まえ重みづけして合計した値を、回答者全体の平均と標準

偏差に基づいて標準化し、平均値が０、標準偏差が１となるように標準得点を算出した。これによ

り、４因子に整理した知識・スキル等の優先度の認識について、様々な要因との関係を分散分析等

により分析した。 

ア 就労移行／定着支援事業所が主に担う支援段階との関係 

就職前の準備期、就職活動期、職場適応期、職場定着期のどの段階の支援を回答機関が主に担う

のかによって、習得が優先される知識・スキル等があるのかを確認するための参考とするために、

就労移行／定着支援事業所を、「就労移行支援事業のみ」、「就労移行支援事業及び就労定着支援事

業」、「就労定着支援事業のみ」の３つに分類し、各因子の標準得点を従属変数、３つの事業種を独

立変数とした一元配置の分散分析を実施した。 

第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（F(２、341)＝0.03、n.s.）、

第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（F(２、341)＝0.05、

n.s.）、第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（F(２、341)＝0.27、

n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」（F(２、341)＝0.48、n.s.）について、

いずれも有意な差は見られなかった（表３－19）。  

 

表３－19 就労移行／定着支援事業所の実施事業別の習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障

害者本人を中

心とした多職

種連携による

職業生活の支

援」 

第２因子「地

域の企業や関

係機関との関

係構築と障害

者雇用の周

知・啓発」 

第３因子「職

場適応・定着

のための障害

者本人と企業

双方への支

援」 

第４因子「障

害者本人の自

己理解と自信

向上の支援」 

就労移行支援事業のみ（ｎ＝

148） 
0.05（0.92） -0.06（0.91） -0.08（0.94） 0.11（0.84） 

就労移行事業及び就労定着支援 

事業（ｎ＝234） 
0.11 (0.93) -0.03（1.02) 0.03（0.97） 0.13（0.90） 

就労定着支援事業のみ（ｎ＝65） 0.01（0.99） -0.06（1.04） -0.03（0.97） 0.16（0.91） 

 

以下の機関種の影響については、上記３つの事業種のいずれを実施・運営しているかに関わらず

「就労移行／定着支援事業所」として分析を実施した。 

イ 機関種や地域との関係 

機関種（就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所）や地域（政令指定都市等、中核

市、その他の地域）を要因とした分散分析の結果、政令指定都市での就業・生活支援センターでは、

「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」や「障害者本人の自己理解と自信向

上の支援」についての知識・スキル等の習得優先度が比較的低い等、一部のみで関係が認められた

が、大部分の条件では機関種や地域による違いは認められなかった。 

（ア）第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、機関種の主

効果（F(１、605)＝17.22、ｐ＜0.01）、地域の主効果（F(２、605)＝4.33、ｐ＜0.05、交互作用（F

（２、605）＝8.62、ｐ＜0.01）のいずれも有意であった。また、単純主効果検定の結果、政令指定

都市等（F（１、605）＝22.80、ｐ＜0.01）においては、就業・生活支援センターよりも就労移行／

定着支援事業所の標準得点が有意に高く、就業・生活支援センターにおいては、政令指定都市等の

センターよりも中核市とその他の地域のセンターの標準得点が有意に高かった（F（２、605）＝7.06、

ｐ＜0.01）（図３－５）。 

 

図３－５ 第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
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（イ）第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、機関種

の主効果（F(１、605)＝0.02、n.s.）、地域の主効果（F(２、605)＝1.34、n.s.）、交互作用（F（２、

605）＝0.58、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－６）。 

    
図３－６ 第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

（ウ）第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」については、政令指定都市

等での就業・生活支援センターでやや低い傾向もあったが、分散分析の結果では、機関種の主効果

（F(１、605)＝0.82、n.s.）、地域の主効果（F(２、605)＝2.71、n.s.）、交互作用（F（２、605）

＝2.16、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－７）。 

     

図３－７ 第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

（エ）第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 
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においては、就業・生活支援センターよりも就労移行／定着支援事業所の標準得点が有意に高かっ
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図３－８ 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

ウ 回答した支援機関の運営母体の法人格や法人規模との関係 

回答した支援機関の運営母体の法人格については、表３－８（p.124）に示したような回答数のば
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NPO 法人、社団法人）の２種類に分類し、法人規模は中小企業の区分の最少人数を目安に 50 名未満

と 50 名以上の２種類に分類し、分散分析を行った。 

その結果、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」についてのみ、営利法人の方が非営利法人

よりも知識・スキル等の習得優先度が高くなっていた。 

ただし、回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人格や法人規模のクロス集計の結果

は表３－９（p.124）や表３－11（p.125）に示しているが、就業・生活支援センターを実施・運営

している機関については、その 86％以上が社会福祉法人であると回答していることや 80％以上が

50 名以上の規模であると回答していること、営利法人と回答した機関の 98％以上が就労移行支援

事業や就労定着支援事業を実施・運営していること等に留意する必要がある。 

（ア）第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、法人格の主
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621）＝0.01、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－９）。 

      
図３－９ 第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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（イ）第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、機関種

の主効果（F(１、605)＝0.02、n.s.）、地域の主効果（F(２、605)＝1.34、n.s.）、交互作用（F（２、

605）＝0.58、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－６）。 

    
図３－６ 第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
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図３－７ 第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
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図３－８ 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
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図３－９ 第１因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 
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（イ）第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、法人格

の主効果（F(１、621)＝1.51、n.s.）、法人規模の主効果（F(１、621)＝0.98、n.s.）、交互作用（F

（１、621）＝2.85、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－10）。 

       

図３－10 第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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621）＝1.20、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－11）。 

       

図３－11 第３因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 

 

（エ）第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」については、法人規模の主効果（F(１、621)
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図３－12 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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（イ）第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第２因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、法人格

の主効果（F(１、621)＝1.51、n.s.）、法人規模の主効果（F(１、621)＝0.98、n.s.）、交互作用（F

（１、621）＝2.85、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－10）。 
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点（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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図３－12 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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就業・生活支援センターにおける利用者の主たる障害の割合について、身体障害と発達障害は利

用の割合を２割を基準に、知的障害と精神障害は５割を基準に、高次脳機能障害と難病は利用者の

有無を基準に、それぞれ２群に分類し、習得優先度の各因子の標準得点を従属変数としたｔ検定を

実施した。 

その結果、利用者の主たる障害の割合の違いによる知識・スキル等の習得優先度との関係は認め

られなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

利用者における身体障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝1.54、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（199）＝0.27、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝0.73、n.s.）、第４因子「障害者本人の自
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己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝1.04、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－20）。 

 

表３－20 就業・生活支援センターの利用者における身体障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害の割合２

割未満（ｎ＝146） 
-0.10（0.95） 0.12（0.87） 0.06（0.94） -0.24（0.98） 

身体障害の割合２

割以上（ｎ＝55） 
-0.34（1.08） 0.08（0.89） -0.05（0.95） -0.40（1.04） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝0.21、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（199）＝0.46、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝0.55、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝0.11、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－21）。 

 

 

表３－21 就業・生活支援センターの利用者における知的障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝116） 
-0.18（1.03） 0.08（0.92） 0.00（1.01） -0.29（1.00） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝85） 
-0.15（0.93） 0.14（0.80） 0.07（0.85） -0.27（1.00） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（201）＝1.58、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（201）＝1.21、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（201）＝1.22、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（201）＝0.90、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

 

た（表３－22）。 

 

表３－22 就業・生活支援センターの利用者における精神障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝151） 
-0.10（0.97） 0.15（0.87） 0.08（0.94） -0.25（1.00） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝52） 
-0.35（0.99） -0.02（0.87） -0.10（0.94） -0.39（0.96） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（192）＝1.20、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（192）＝0.77、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（192）＝0.61、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（192）＝0.34、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－23）。 

 

表３－23 就業・生活支援センターの利用者における発達障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合２

割未満（ｎ＝85） 
-0.07（0.89） 0.16（0.80） 0.08（0.85） -0.25（0.86） 

発達障害の割合２

割以上（ｎ＝109） 
-0.24（1.07） 0.07（0.91） 0.00（1.02） -0.30（1.09） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝1.36、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝0.12、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝0.23、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（188）＝0.09、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－24）。 
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己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝1.04、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－20）。 

 

表３－20 就業・生活支援センターの利用者における身体障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害の割合２

割未満（ｎ＝146） 
-0.10（0.95） 0.12（0.87） 0.06（0.94） -0.24（0.98） 

身体障害の割合２

割以上（ｎ＝55） 
-0.34（1.08） 0.08（0.89） -0.05（0.95） -0.40（1.04） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝0.21、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（199）＝0.46、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝0.55、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝0.11、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－21）。 

 

 

表３－21 就業・生活支援センターの利用者における知的障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝116） 
-0.18（1.03） 0.08（0.92） 0.00（1.01） -0.29（1.00） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝85） 
-0.15（0.93） 0.14（0.80） 0.07（0.85） -0.27（1.00） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（201）＝1.58、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（201）＝1.21、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（201）＝1.22、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（201）＝0.90、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

 

た（表３－22）。 

 

表３－22 就業・生活支援センターの利用者における精神障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝151） 
-0.10（0.97） 0.15（0.87） 0.08（0.94） -0.25（1.00） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝52） 
-0.35（0.99） -0.02（0.87） -0.10（0.94） -0.39（0.96） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（192）＝1.20、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（192）＝0.77、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（192）＝0.61、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（192）＝0.34、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－23）。 

 

表３－23 就業・生活支援センターの利用者における発達障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合２

割未満（ｎ＝85） 
-0.07（0.89） 0.16（0.80） 0.08（0.85） -0.25（0.86） 

発達障害の割合２

割以上（ｎ＝109） 
-0.24（1.07） 0.07（0.91） 0.00（1.02） -0.30（1.09） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝1.36、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝0.12、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝0.23、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（188）＝0.09、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－24）。 
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表３－24 就業・生活支援センターの利用者における高次脳機能障害の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

高次脳機能障害利

用なし 

（ｎ＝18） 

0.03（0.60） 0.08（0.80） -0.02（0.94） -0.27（0.81） 

高次脳機能障害利

用あり 

（ｎ＝172） 

-0.19（1.03） 0.11（0.88） 0.03（0.95） -0.29（1.02） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心とした多

職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝0.08、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係機関との

関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝0.72、n.s.）、第３因子「職場適応・定着のため

の障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝0.21、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と

自信向上の支援」（ｔ（188）＝0.48、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表３

－25）。 

 

表３－25 就業・生活支援センターの利用者における難病の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝18） 
-0.17（1.00） -0.04（0.85） 0.06（0.78） -0.41（1.11） 

難病利用あり（ｎ

＝172） 
-0.19（1.01） 0.12（0.88） 0.01（0.97） -0.29（0.99） 

 

（イ）就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害との関係 

就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害の割合について、身体障害・高次脳機能

障害・難病は利用者の有無を基準に、知的障害・精神障害・発達障害は５割を基準に、それぞれ２

群に分類し、習得優先度の各因子の標準得点を従属変数としたｔ検定を実施した。 

その結果、利用者の主たる障害の割合の違いによる知識・スキル等の習得優先度との関係は認め

られなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

身体障害者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心とした

多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（351）＝0.79、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係機関と

 

の関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（351）＝0.28、n.s.）、第３因子「職場適応・定着のた

めの障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（351）＝0.98、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解

と自信向上の支援」（ｔ（351）＝0.21、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－26）。 

 

表３－26 就労移行／定着支援事業所の利用者における身体障害の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害利用なし

（ｎ＝116） 
0.01（0.97） -0.07（0.99） -0.1（1.00） 0.09（0.85） 

身体障害利用あり

（ｎ＝237） 
0.09（0.90） -0.04（0.93） -0.0（0.93） 0.11（0.85） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（421）＝0.79、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（421）＝0.86、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（421）＝1.56、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（421）＝0.25、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－27）。 

 

表３－27 就労移行／定着支援事業所の利用者における知的障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝260） 
0.04（0.93） -0.06（0.98） -0.09（0.95） 0.10（0.83） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝163） 
0.11（0.87） 0.03（0.94） 0.06（0.95） 0.12（0.91） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（399）＝0.56、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（399）＝0.54、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（399）＝0.05、n.s.）、第４因子「障害者本人の自
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表３－24 就業・生活支援センターの利用者における高次脳機能障害の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

高次脳機能障害利

用なし 

（ｎ＝18） 

0.03（0.60） 0.08（0.80） -0.02（0.94） -0.27（0.81） 

高次脳機能障害利

用あり 

（ｎ＝172） 

-0.19（1.03） 0.11（0.88） 0.03（0.95） -0.29（1.02） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心とした多

職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝0.08、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係機関との

関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝0.72、n.s.）、第３因子「職場適応・定着のため

の障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝0.21、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と

自信向上の支援」（ｔ（188）＝0.48、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表３

－25）。 

 

表３－25 就業・生活支援センターの利用者における難病の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝18） 
-0.17（1.00） -0.04（0.85） 0.06（0.78） -0.41（1.11） 

難病利用あり（ｎ

＝172） 
-0.19（1.01） 0.12（0.88） 0.01（0.97） -0.29（0.99） 

 

（イ）就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害との関係 

就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害の割合について、身体障害・高次脳機能

障害・難病は利用者の有無を基準に、知的障害・精神障害・発達障害は５割を基準に、それぞれ２

群に分類し、習得優先度の各因子の標準得点を従属変数としたｔ検定を実施した。 

その結果、利用者の主たる障害の割合の違いによる知識・スキル等の習得優先度との関係は認め

られなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

身体障害者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心とした

多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（351）＝0.79、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係機関と

 

の関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（351）＝0.28、n.s.）、第３因子「職場適応・定着のた

めの障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（351）＝0.98、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解

と自信向上の支援」（ｔ（351）＝0.21、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－26）。 

 

表３－26 就労移行／定着支援事業所の利用者における身体障害の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害利用なし

（ｎ＝116） 
0.01（0.97） -0.07（0.99） -0.1（1.00） 0.09（0.85） 

身体障害利用あり

（ｎ＝237） 
0.09（0.90） -0.04（0.93） -0.0（0.93） 0.11（0.85） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（421）＝0.79、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（421）＝0.86、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（421）＝1.56、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（421）＝0.25、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－27）。 

 

表３－27 就労移行／定着支援事業所の利用者における知的障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝260） 
0.04（0.93） -0.06（0.98） -0.09（0.95） 0.10（0.83） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝163） 
0.11（0.87） 0.03（0.94） 0.06（0.95） 0.12（0.91） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（399）＝0.56、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（399）＝0.54、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（399）＝0.05、n.s.）、第４因子「障害者本人の自
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己理解と自信向上の支援」（ｔ（399）＝0.35、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－28）。 

 

表３－28 就労移行／定着支援事業所の利用者における精神障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝231） 
0.07（0.93） -0.07（0.99） -0.04（0.94） 0.13（0.84） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝170） 
0.01（0.96） -0.02（0.96） -0.05（0.96） 0.10（0.84） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（383）＝1.00、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（383）＝0.09、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（383）＝0.40、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（383）＝0.42、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－29）。 

 

表３－29 就労移行／定着支援事業所の利用者における発達障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合５

割未満（ｎ＝263） 
0.04（0.93） -0.05（1.02） -0.04（0.96） 0.12（0.86） 

発達障害の割合５

割以上（ｎ＝122） 
0.14（0.93） -0.06（0.87） 0.00（0.96） 0.16（0.83） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（295）＝0.50、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（295）＝0.33、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（295）＝0.16、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（295）＝0.06、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－30）。  

 

表３－30 就労移行／定着支援事業所の利用者における高次脳機能障害の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

高次脳機能障害利

用なし 

（ｎ＝156） 

0.05（0.96） -0.04（0.92） -0.04（0.90） 0.11（0.85） 

高次脳機能障害利

用あり 

（ｎ＝141） 

0.11（0.85） -0.08（1.01） -0.06（1.00） 0.12（0.81） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心とした多

職種連携による職業生活の支援」（ｔ（281）＝0.04、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係機関との

関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（281）＝1.14、n.s.）、第３因子「職場適応・定着のため

の障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（281）＝0.87、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と

自信向上の支援」（ｔ（281）＝1.82、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表３

－31）。 

 

表３－31 就労移行／定着支援事業所の利用者における難病の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝177） 
0.06（0.93） -0.01（0.93） -0.02（0.94） 0.19（0.81） 

難病利用あり（ｎ

＝106） 
0.05（0.91） -0.14（1.02） -0.12（0.99） 0.00（0.90） 

 

２ 初任者優先度の認識について 

（１）初任者優先度についての因子分析 

初任者優先度の回答について、欠損値を含んだデータを平均値で置換し、652 機関分の回答につ

いて、知識・スキル等の 65 項目について因子分析（最尤法）を行った。図３－13 のスクリープロ

ットに示すように、固有値は 21.242、3.631、1.776、1.596、1.236、1.204、1.204、1.158、1.123、

…、と推移し、第４因子までで変数のばらつきの大部分が説明できていた。因子を解釈しやすくす

るための因子回転は、プロマックス回転を用い、最終的に最も解釈のしやすかった４因子を選んだ。

表３－32 のとおり、因子間には一定程度の相関が認めれられ、４因子は完全に独立ではなく、相互

関係があるものとして理解する必要がある。 
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己理解と自信向上の支援」（ｔ（399）＝0.35、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－28）。 

 

表３－28 就労移行／定着支援事業所の利用者における精神障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝231） 
0.07（0.93） -0.07（0.99） -0.04（0.94） 0.13（0.84） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝170） 
0.01（0.96） -0.02（0.96） -0.05（0.96） 0.10（0.84） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（383）＝1.00、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（383）＝0.09、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（383）＝0.40、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（383）＝0.42、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－29）。 

 

表３－29 就労移行／定着支援事業所の利用者における発達障害の割合別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合５

割未満（ｎ＝263） 
0.04（0.93） -0.05（1.02） -0.04（0.96） 0.12（0.86） 

発達障害の割合５

割以上（ｎ＝122） 
0.14（0.93） -0.06（0.87） 0.00（0.96） 0.16（0.83） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心

とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（295）＝0.50、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（295）＝0.33、n.s.）、第３因子「職場適応・定

着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（295）＝0.16、n.s.）、第４因子「障害者本人の自

己理解と自信向上の支援」（ｔ（295）＝0.06、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかっ

た（表３－30）。  

 

表３－30 就労移行／定着支援事業所の利用者における高次脳機能障害の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

高次脳機能障害利

用なし 

（ｎ＝156） 

0.05（0.96） -0.04（0.92） -0.04（0.90） 0.11（0.85） 

高次脳機能障害利

用あり 

（ｎ＝141） 

0.11（0.85） -0.08（1.01） -0.06（1.00） 0.12（0.81） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による習得優先度の認識について、第１因子「障害者本人を中心とした多

職種連携による職業生活の支援」（ｔ（281）＝0.04、n.s.）、第２因子「地域の企業や関係機関との

関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（281）＝1.14、n.s.）、第３因子「職場適応・定着のため

の障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（281）＝0.87、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と

自信向上の支援」（ｔ（281）＝1.82、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表３

－31）。 

 

表３－31 就労移行／定着支援事業所の利用者における難病の有無別の 

習得優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第２因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第３因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝177） 
0.06（0.93） -0.01（0.93） -0.02（0.94） 0.19（0.81） 

難病利用あり（ｎ

＝106） 
0.05（0.91） -0.14（1.02） -0.12（0.99） 0.00（0.90） 

 

２ 初任者優先度の認識について 

（１）初任者優先度についての因子分析 

初任者優先度の回答について、欠損値を含んだデータを平均値で置換し、652 機関分の回答につ

いて、知識・スキル等の 65 項目について因子分析（最尤法）を行った。図３－13 のスクリープロ

ットに示すように、固有値は 21.242、3.631、1.776、1.596、1.236、1.204、1.204、1.158、1.123、

…、と推移し、第４因子までで変数のばらつきの大部分が説明できていた。因子を解釈しやすくす

るための因子回転は、プロマックス回転を用い、最終的に最も解釈のしやすかった４因子を選んだ。

表３－32 のとおり、因子間には一定程度の相関が認めれられ、４因子は完全に独立ではなく、相互

関係があるものとして理解する必要がある。 
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図３－13 初任者優先度：因子のスクリープロット 

 
 表３－32 初任者優先度：因子間相関 

因子 F1 F2 F3 F4 

F1 1.000 0.691 0.389 0.618 

F2 
 

1.000 0.568 0.722 

F3 
  

1.000 0.629 

F4 
   

1.000 

 

以下に、これらの４因子について、回転後の構造行列により、各因子に関連の強い知識・スキル

等の項目を示し、それらの項目が今回の回答で共通性をもってばらついていたことを踏まえ、それ

ぞれの因子の特徴を端的に示す因子名の命名の理由を示す。なお、因子の順序は異なるが、４因子

が意味する概念は、１の習得優先度と共通性が高いと考えられたため、対応する因子は同一の命名

とした。 

ア 第１因子：命名「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第１因子は、「障害者雇用の啓発」「支援人材の育成」等の障害者雇用の理解を広める内容に関す

る項目や、「事業主の障害者雇用に関するニーズ把握と取組の支援」「企業経営や労働市場の動向把

握」等の情報収集に関する項目、「地域の社会資源の情報収集と情報交換ネットワーク作り」「休職

者の職場復帰支援」等の支援体制づくりに関する項目を中心に構成されている。習得優先度の第２

因子と同様に地域の企業や関係機関等に関する知識・情報をもとにしたネットワークの構築や障害

者雇用の周知・啓発をすることに関する因子であると考えられるため、「地域の企業や関係機関との

関係構築と障害者雇用の周知・啓発」と命名した（表３－33）。 

 

表３－33 第１因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者雇用の啓発】障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるよ

うに、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企業団体等に対して、障害者雇

用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。 

0.783 -0.028 -0.008 -0.088 
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【支援人材の育成】地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域

で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力

をすること。 

0.687 -0.001 0.081 -0.167 

【企業経営や労働市場の動向把握】企業経営・経済、労働市場・障害者の働き

方の動向を把握した上で支援を行うこと。 
0.657 -0.006 -0.160 0.165 

【企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供】企業の障害者雇用に関する

実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス

等の有益な情報を提供すること。 

0.624 0.106 0.040 -0.072 

【事業主の障害者雇用に関するニーズ把握と取組の支援】事業主の障害者雇用

に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じた相談・研修・情報交

換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。 

0.607 0.203 -0.217 0.061 

【地域の社会資源の情報収集と情報交換ネットワーク作り】地域の社会資源を

最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場

への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。 

0.601 0.092 0.020 -0.094 

【休職者の職場復帰支援】休職者と事業主との話合いを通じて、復職に向けた

プロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施や円滑な職場復帰に向けた

社内サポート体制づくりの助言を行うこと。 

0.539 0.216 -0.149 0.056 

【最新情報の収集と自己研鑽】効果的な支援を提供するために必要となる最新

の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。 
0.532 -0.182 0.172 0.175 

【労働関係法規や雇用管理の知識】労働関係法規や雇用管理に関連する制度や

安全衛生等の基礎的知識を理解した上で支援を行うこと。 
0.491 0.159 0.022 0.029 

【職業能力開発の利用に向けた情報提供】障害者本人のニーズに合った職業で

求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発に係るサービスの利用に

向けた情報提供を行うこと。 

0.465 0.052 0.015 0.167 

【障害者雇用促進法と関連支援サービスの知識】障害者雇用促進法や関連支援

サービスについての知識を有し、説明を行うこと。 
0.420 0.071 0.271 -0.047 

【障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解】障害の有無や程度に関

わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊

重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を

理解した上で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。 

0.419 -0.216 0.383 0.042 

【職場・業務のアセスメントと業務の切り出し支援】障害者の配属の候補とな

り得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業務の切り

出し・創出を行うこと。 

0.351 0.284 -0.091 0.116 

【ライフステージに対応した支援】様々なライフステージに対応した障害者本

人の仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調整

や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。 

0.336 0.163 0.001 0.279 

【障害福祉サービスや所得補償制度の知識】障害福祉サービスや所得補償に関

する社会保障制度についての基礎的知識を有し、情報提供を行うこと。 
0.269 0.217 0.050 0.176 

 

イ 第２因子：命名「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第２因子は、「障害者本人のニーズに合った職場見学職場実習等の支援」「障害者本人の求職活動

の支援」等の本人に合った仕事の選択の支援に関する項目や、「フォローアップ」「職場業務の調整

支援」等の職場適応の支援に関する項目、「障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明」

「障害者本人の退職と再就職に向けた支援」といった障害者本人と職場双方への支援に関する項目

を中心に構成されている。習得優先度の第３因子と同様にジョブコーチ等の職場での支援に関する

因子であると考えられるため、「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」と命名し

た（表３－34）。 
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図３－13 初任者優先度：因子のスクリープロット 

 
 表３－32 初任者優先度：因子間相関 

因子 F1 F2 F3 F4 

F1 1.000 0.691 0.389 0.618 

F2 
 

1.000 0.568 0.722 

F3 
  

1.000 0.629 

F4 
   

1.000 

 

以下に、これらの４因子について、回転後の構造行列により、各因子に関連の強い知識・スキル

等の項目を示し、それらの項目が今回の回答で共通性をもってばらついていたことを踏まえ、それ

ぞれの因子の特徴を端的に示す因子名の命名の理由を示す。なお、因子の順序は異なるが、４因子

が意味する概念は、１の習得優先度と共通性が高いと考えられたため、対応する因子は同一の命名

とした。 

ア 第１因子：命名「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第１因子は、「障害者雇用の啓発」「支援人材の育成」等の障害者雇用の理解を広める内容に関す

る項目や、「事業主の障害者雇用に関するニーズ把握と取組の支援」「企業経営や労働市場の動向把

握」等の情報収集に関する項目、「地域の社会資源の情報収集と情報交換ネットワーク作り」「休職

者の職場復帰支援」等の支援体制づくりに関する項目を中心に構成されている。習得優先度の第２

因子と同様に地域の企業や関係機関等に関する知識・情報をもとにしたネットワークの構築や障害

者雇用の周知・啓発をすることに関する因子であると考えられるため、「地域の企業や関係機関との

関係構築と障害者雇用の周知・啓発」と命名した（表３－33）。 

 

表３－33 第１因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者雇用の啓発】障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるよ

うに、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企業団体等に対して、障害者雇

用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。 

0.783 -0.028 -0.008 -0.088 
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【支援人材の育成】地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域

で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力

をすること。 

0.687 -0.001 0.081 -0.167 

【企業経営や労働市場の動向把握】企業経営・経済、労働市場・障害者の働き

方の動向を把握した上で支援を行うこと。 
0.657 -0.006 -0.160 0.165 

【企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供】企業の障害者雇用に関する

実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス

等の有益な情報を提供すること。 

0.624 0.106 0.040 -0.072 

【事業主の障害者雇用に関するニーズ把握と取組の支援】事業主の障害者雇用

に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じた相談・研修・情報交

換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。 

0.607 0.203 -0.217 0.061 

【地域の社会資源の情報収集と情報交換ネットワーク作り】地域の社会資源を

最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場

への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。 

0.601 0.092 0.020 -0.094 

【休職者の職場復帰支援】休職者と事業主との話合いを通じて、復職に向けた

プロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施や円滑な職場復帰に向けた

社内サポート体制づくりの助言を行うこと。 

0.539 0.216 -0.149 0.056 

【最新情報の収集と自己研鑽】効果的な支援を提供するために必要となる最新

の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。 
0.532 -0.182 0.172 0.175 

【労働関係法規や雇用管理の知識】労働関係法規や雇用管理に関連する制度や

安全衛生等の基礎的知識を理解した上で支援を行うこと。 
0.491 0.159 0.022 0.029 

【職業能力開発の利用に向けた情報提供】障害者本人のニーズに合った職業で

求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発に係るサービスの利用に

向けた情報提供を行うこと。 

0.465 0.052 0.015 0.167 

【障害者雇用促進法と関連支援サービスの知識】障害者雇用促進法や関連支援

サービスについての知識を有し、説明を行うこと。 
0.420 0.071 0.271 -0.047 

【障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解】障害の有無や程度に関

わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊

重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を

理解した上で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。 

0.419 -0.216 0.383 0.042 

【職場・業務のアセスメントと業務の切り出し支援】障害者の配属の候補とな

り得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業務の切り

出し・創出を行うこと。 

0.351 0.284 -0.091 0.116 

【ライフステージに対応した支援】様々なライフステージに対応した障害者本

人の仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調整

や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。 

0.336 0.163 0.001 0.279 

【障害福祉サービスや所得補償制度の知識】障害福祉サービスや所得補償に関

する社会保障制度についての基礎的知識を有し、情報提供を行うこと。 
0.269 0.217 0.050 0.176 

 

イ 第２因子：命名「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第２因子は、「障害者本人のニーズに合った職場見学職場実習等の支援」「障害者本人の求職活動

の支援」等の本人に合った仕事の選択の支援に関する項目や、「フォローアップ」「職場業務の調整

支援」等の職場適応の支援に関する項目、「障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明」

「障害者本人の退職と再就職に向けた支援」といった障害者本人と職場双方への支援に関する項目

を中心に構成されている。習得優先度の第３因子と同様にジョブコーチ等の職場での支援に関する

因子であると考えられるため、「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」と命名し

た（表３－34）。 

 

 

 

 

－ 151 －



 

表３－34 第２因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者本人のニーズに合った職場見学職場実習等の支援】障害者本人のニー

ズに合った職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための支

援を行うこと。 

-0.027 0.749 0.119 -0.209 

【障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明】事業主に対して、各

種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、

雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。 

0.103 0.635 -0.087 -0.001 

【職場業務の調整支援】障害者本人の能力・特性と職場・業務との適合を考慮

して、必要に応じて事業主に職場・業務の調整を提案すること。 
0.115 0.605 -0.111 0.032 

【障害者本人の求職活動の支援】求職活動の場面において、アピール・ポイン

トや配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に

関する助言・支援を行うこと。  

-0.095 0.602 0.050 0.090 

【フォローアップ】定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じ

て、職場適応状況のモニタリングとキャリアアップ等の目標の整理を行い、必

要な支援を提案・実施すること。 

0.157 0.577 -0.004 -0.045 

【仕事の遂行力向上と職場適応のための支援】障害者本人が職場において仕事

の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人と職

場の管理者や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。 

-0.029 0.573 0.006 0.183 

【障害者本人の退職と再就職に向けた支援】障害者本人が仕事を辞める必要が

生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職

後に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。 

0.295 0.544 -0.076 -0.060 

【職場に適応する行動習得のための支援】障害者本人が職場に適応する行動が

とれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割につ

いて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。 

-0.057 0.537 -0.083 0.275 

【求人とのマッチングのための企業情報収集】求人とのマッチングの参考にす

るため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等の情報収集を行う

こと。 

0.127 0.524 -0.097 0.099 

【障害者本人の仕事の選択の支援】障害者本人が希望や適性に合った仕事を自

己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。 
0.028 0.514 0.140 0.031 

【就職後の合理的配慮提供に向けた支援】障害者本人と事業主それぞれの立場

や視点を理解した上で、双方の話合いを通じて、合理的配慮の提供について調

整すること。 

0.092 0.513 0.094 0.038 

【関係機関との連携の必要性の検討と紹介】利用者（障害者本人や事業主等）

に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介するこ

と。 

0.156 0.474 0.186 -0.044 

【障害の開示非開示に関する意思決定の支援】障害者本人が、自らの障害の開

示・非開示の目的と、それぞれの選択によって起こりうる状況を踏まえて意思

決定や事業主への説明ができるよう支援すること。 

0.161 0.445 0.172 -0.021 

【連携先機関への情報提供と連携体制の構築】スムーズな連携に向けて、連携

機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行うこと。 
0.266 0.431 0.094 -0.108 

【聞き取りや資料等による情報収集】障害者本人・家族・関係機関からの聞き

取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提供などによ

り、情報を適切に収集すること。 

-0.062 0.396 0.244 0.127 

【職務分析課題分析と解決策の提案】障害者の円滑な作業遂行と職場定着のた

め、職務分析・課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール等

の提供を行うこと。 

0.208 0.388 -0.079 0.184 

【通勤支援】通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行

うこと。 
0.120 0.382 0.082 0.018 

【職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援】職場におい

て、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進する

とともに、それに伴う上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づく

りを支援すること。 

0.219 0.362 -0.068 0.168 

【関係機関とのチーム支援】各地域における関係機関それぞれの役割や機能を

理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、チーム支援を行うこと。 
0.237 0.319 0.187 -0.019 

【基本的生活習慣の確立や自己管理の支援】障害者本人が自立した生活を送る

ために、基本的な生活習慣や金銭管理等に関する助言や情報提供を行うこと。 
0.066 0.291 0.265 0.047 

 

【家族等との連携】障害者本人の了解のもとに、家族等と情報や考え方を共有

し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行うこと。 
0.160 0.211 0.159 0.153 

 

ウ 第３因子：命名「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第３因子は、「相談を行う基本的な態度」「就労支援において支援者が取るべき態度」等の相談や

支援を行ううえでの支援者としての態度に関する項目や、「個人情報の適切な取り扱い」「支援者が

持つべき心構えと倫理意識」「障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応」等の適切な倫理観

や関係法令の遵守に関する項目を中心に構成されている。習得優先度の第１因子と同様に多くの職

種や障害者本人を含めた様々な関係者と連携して支援を実施することに関する因子と考えられる

ため、「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」と命名した（表３－35）。 

 

表３－35 第３因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【相談を行う基本的な態度】支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的

態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。 
-0.128 0.046 0.696 -0.012 

【個人情報の適切な取り扱い】個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情

報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開示する）こと。 
0.085 -0.003 0.666 -0.123 

【支援者が持つべき心構えと倫理意識】支援者自身が倫理観を身につけ、偏見

を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。 
-0.127 0.074 0.643 -0.011 

【障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応】障害者差別解消法や障害

者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待

防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。 

0.187 0.009 0.621 -0.159 

【就労支援において支援者が取るべき態度】相手（障害者・家族・事業主・関

係機関等）の立場や、考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職場環

境や場面に応じた服装や振る舞いをすること。 

-0.049 0.163 0.620 -0.116 

【分かり易い記録・伝達】客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、

支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。 
0.083 -0.222 0.512 0.237 

【支援者自身の健康面のケア】支援者自身の身体・精神的な健康面のケアを行

いつつ、支援に取り組むこと。 
0.027 -0.127 0.505 0.201 

【相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明】相手の立場やニーズを踏

まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。 
-0.066 0.061 0.457 0.218 

【障害者本人のニーズの引き出し、ニーズ充足に向けたアセスメント】障害者

本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズ充足に向

けて必要な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・

能力に着目してアセスメントすること。 

-0.142 0.218 0.367 0.206 

【支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討】支援者自身の自己理解を

深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身

ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。 

0.043 -0.057 0.324 0.299 

【障害についての基本的理解】障害者が働くに当たっての様々な困難について

は、個人と社会・環境との相互作用の問題として捉え、個人と社会・環境双方

への支援を行うこと。 

0.122 0.213 0.286 -0.028 

 

エ 第４因子：命名「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子は、「障害者本人の自己探求を促進する支援」「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」

「職業との関わりの中での自己の理解を深める支援」等の障害者本人の自己理解や自己肯定感の向

上の支援に関する項目や、「専門的ツールを用いたアセスメント」「作業遂行面・対人面・生活面を

本人と一緒に整理・分析するアセスメント」といった職業・心理・社会的側面のアセスメントスキ
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表３－34 第２因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者本人のニーズに合った職場見学職場実習等の支援】障害者本人のニー

ズに合った職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための支

援を行うこと。 

-0.027 0.749 0.119 -0.209 

【障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明】事業主に対して、各

種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、

雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。 

0.103 0.635 -0.087 -0.001 

【職場業務の調整支援】障害者本人の能力・特性と職場・業務との適合を考慮

して、必要に応じて事業主に職場・業務の調整を提案すること。 
0.115 0.605 -0.111 0.032 

【障害者本人の求職活動の支援】求職活動の場面において、アピール・ポイン

トや配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に

関する助言・支援を行うこと。  

-0.095 0.602 0.050 0.090 

【フォローアップ】定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じ

て、職場適応状況のモニタリングとキャリアアップ等の目標の整理を行い、必

要な支援を提案・実施すること。 

0.157 0.577 -0.004 -0.045 

【仕事の遂行力向上と職場適応のための支援】障害者本人が職場において仕事

の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人と職

場の管理者や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。 

-0.029 0.573 0.006 0.183 

【障害者本人の退職と再就職に向けた支援】障害者本人が仕事を辞める必要が

生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職

後に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。 

0.295 0.544 -0.076 -0.060 

【職場に適応する行動習得のための支援】障害者本人が職場に適応する行動が

とれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割につ

いて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。 

-0.057 0.537 -0.083 0.275 

【求人とのマッチングのための企業情報収集】求人とのマッチングの参考にす

るため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等の情報収集を行う

こと。 

0.127 0.524 -0.097 0.099 

【障害者本人の仕事の選択の支援】障害者本人が希望や適性に合った仕事を自

己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。 
0.028 0.514 0.140 0.031 

【就職後の合理的配慮提供に向けた支援】障害者本人と事業主それぞれの立場

や視点を理解した上で、双方の話合いを通じて、合理的配慮の提供について調

整すること。 

0.092 0.513 0.094 0.038 

【関係機関との連携の必要性の検討と紹介】利用者（障害者本人や事業主等）

に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介するこ

と。 

0.156 0.474 0.186 -0.044 

【障害の開示非開示に関する意思決定の支援】障害者本人が、自らの障害の開

示・非開示の目的と、それぞれの選択によって起こりうる状況を踏まえて意思

決定や事業主への説明ができるよう支援すること。 

0.161 0.445 0.172 -0.021 

【連携先機関への情報提供と連携体制の構築】スムーズな連携に向けて、連携

機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行うこと。 
0.266 0.431 0.094 -0.108 

【聞き取りや資料等による情報収集】障害者本人・家族・関係機関からの聞き

取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提供などによ

り、情報を適切に収集すること。 

-0.062 0.396 0.244 0.127 

【職務分析課題分析と解決策の提案】障害者の円滑な作業遂行と職場定着のた

め、職務分析・課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール等

の提供を行うこと。 

0.208 0.388 -0.079 0.184 

【通勤支援】通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行

うこと。 
0.120 0.382 0.082 0.018 

【職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた職場適応支援】職場におい

て、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進する

とともに、それに伴う上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づく

りを支援すること。 

0.219 0.362 -0.068 0.168 

【関係機関とのチーム支援】各地域における関係機関それぞれの役割や機能を

理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、チーム支援を行うこと。 
0.237 0.319 0.187 -0.019 

【基本的生活習慣の確立や自己管理の支援】障害者本人が自立した生活を送る

ために、基本的な生活習慣や金銭管理等に関する助言や情報提供を行うこと。 
0.066 0.291 0.265 0.047 

 

【家族等との連携】障害者本人の了解のもとに、家族等と情報や考え方を共有

し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行うこと。 
0.160 0.211 0.159 0.153 

 

ウ 第３因子：命名「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第３因子は、「相談を行う基本的な態度」「就労支援において支援者が取るべき態度」等の相談や

支援を行ううえでの支援者としての態度に関する項目や、「個人情報の適切な取り扱い」「支援者が

持つべき心構えと倫理意識」「障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応」等の適切な倫理観

や関係法令の遵守に関する項目を中心に構成されている。習得優先度の第１因子と同様に多くの職

種や障害者本人を含めた様々な関係者と連携して支援を実施することに関する因子と考えられる

ため、「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」と命名した（表３－35）。 

 

表３－35 第３因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【相談を行う基本的な態度】支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的

態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。 
-0.128 0.046 0.696 -0.012 

【個人情報の適切な取り扱い】個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情

報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開示する）こと。 
0.085 -0.003 0.666 -0.123 

【支援者が持つべき心構えと倫理意識】支援者自身が倫理観を身につけ、偏見

を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。 
-0.127 0.074 0.643 -0.011 

【障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応】障害者差別解消法や障害

者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待

防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。 

0.187 0.009 0.621 -0.159 

【就労支援において支援者が取るべき態度】相手（障害者・家族・事業主・関

係機関等）の立場や、考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職場環

境や場面に応じた服装や振る舞いをすること。 

-0.049 0.163 0.620 -0.116 

【分かり易い記録・伝達】客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、

支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。 
0.083 -0.222 0.512 0.237 

【支援者自身の健康面のケア】支援者自身の身体・精神的な健康面のケアを行

いつつ、支援に取り組むこと。 
0.027 -0.127 0.505 0.201 

【相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明】相手の立場やニーズを踏

まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。 
-0.066 0.061 0.457 0.218 

【障害者本人のニーズの引き出し、ニーズ充足に向けたアセスメント】障害者

本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズ充足に向

けて必要な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・

能力に着目してアセスメントすること。 

-0.142 0.218 0.367 0.206 

【支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討】支援者自身の自己理解を

深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身

ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。 

0.043 -0.057 0.324 0.299 

【障害についての基本的理解】障害者が働くに当たっての様々な困難について

は、個人と社会・環境との相互作用の問題として捉え、個人と社会・環境双方

への支援を行うこと。 

0.122 0.213 0.286 -0.028 

 

エ 第４因子：命名「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子は、「障害者本人の自己探求を促進する支援」「障害者本人の自己肯定感の回復の支援」

「職業との関わりの中での自己の理解を深める支援」等の障害者本人の自己理解や自己肯定感の向

上の支援に関する項目や、「専門的ツールを用いたアセスメント」「作業遂行面・対人面・生活面を

本人と一緒に整理・分析するアセスメント」といった職業・心理・社会的側面のアセスメントスキ
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ルに関する項目を中心に構成されている。習得優先度の第４因子と同様にアセスメントを通じての

自己理解の促進や自信の向上に関する因子であると考えられるため、「障害者本人の自己理解と自

信向上の支援」と命名した（表３－36）。 

 

 

表３－36 第４因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者本人の自己探求を促進する支援】障害者本人が自分自身を深く理解す

るための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用した相談

や体験と振り返り等を行うこと。 

0.060 0.024 -0.033 0.595 

【障害者本人の自己肯定感の回復の支援】障害者本人が自身の強みに気づき、

自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援すること。 
-0.141 -0.053 0.245 0.584 

【職業との関わりの中での自己の理解を深める支援】障害者本人が自分に合っ

た働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中

での自己の理解を深める支援を行うこと。 

0.019 0.113 -0.034 0.551 

【専門的ツールを用いたアセスメント】アセスメントシートやチェックリスト

等の評価ツールや各種検査から得られた情報を活用して、障害者本人の職業・

心理・対人的な特性を把握すること。 

0.189 -0.070 -0.068 0.522 

【作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント】

作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、能力を発

揮しやすい作業種・作業環境等を障害者本人と一緒に分析・整理すること。 

-0.178 0.252 0.087 0.500 

【障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント】障害者本人の就労

や障害に対する理解や考えを把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども

含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。 

0.060 0.033 0.132 0.454 

【目標とするスキルや行動を習得するための支援】障害者本人が目標とする行

動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法を用いた体系的な支援をすること。 

0.309 -0.133 0.017 0.438 

【対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援】障害者本人の雇用や職場

適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・

問題解決スキルの習得を支援すること。 

-0.147 0.192 0.173 0.421 

【障害者本人のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供】

障害者本人が仕事とプライベートのバランスを取りつつ、充実した生活が送れ

るように、本人との相談や社会資源の開拓・情報提供を行うこと。 

0.305 0.073 -0.055 0.416 

【行動観察を用いたアセスメント】実際の職場（実習等含む）又は職場に近い

作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技能や適応的な作

業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。 

-0.057 0.097 0.177 0.408 

【社会生活や職場の環境的側面のアセスメント】障害者本人の社会生活や職場

の中での役割・環境や周囲との関係を把握すること。 
0.084 0.274 -0.055 0.387 

【医学・心理学的知見に基づくアセスメント】障害・疾病に関する医学・心理

学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を様々

な情報から把握すること。 

0.255 -0.112 0.166 0.375 

【相手の特性・状況を踏まえた相談】相手の特性（性格や障害特性等）や状況

を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特性や反応に応

じて相談を進展させたりまとめたりすること。 

-0.077 0.105 0.300 0.371 

【職業生活における体調管理の支援】障害者本人が、職業生活においてストレ

ス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法

に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。 

-0.074 0.106 0.259 0.360 

【障害者支援における自己選択・自己決定の支援】伝え方の工夫やカウンセリ

ング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。 
-0.046 0.066 0.308 0.350 

【就労支援計画策定と定期的なモニタリング】目標や計画の達成に向けて有益

な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく計画の策定と、その後

の定期的な見直しを行うこと。 

0.172 -0.117 0.200 0.335 

【生活設計の相談】障害者本人が、将来の生活を見据えた生活設計を立てられ

るように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋について相談を行う

こと。 

0.295 0.056 0.031 0.329 

 

【アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有】障害者本人が目標を明確

にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題

の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な計

画（案）を共有すること。 

0.164 0.094 0.195 0.234 

 

（２）知識・スキル等の習得優先度の認識のばらつきに関係する要因の分析 

各回答者の知識・スキル等の優先度の認識は、因子分析により４因子に整理した因子得点に要約

して、以降の分析を行う。各回答者における４つの因子得点は、各回答者の 65 項目の知識・スキル

等に関する回答について各因子構造を踏まえ重みづけして合計した値を、回答者全体の平均と標準

偏差に基づいて標準化し、平均値が０、標準偏差が１となるように標準得点を算出した。これによ

り、４因子に整理した知識・スキル等の優先度の認識について、様々な要因との関係を分散分析等

により分析した。 

ア 就労移行／定着支援事業所が主に担う支援段階との関係 

就職前の準備期、就職活動期、職場適応期、職場定着期のどの段階の支援を回答機関が主に担う

のかによって、習得が優先される知識・スキル等があるのかを確認するための参考とするために、

就労移行／定着支援事業所を、「就労移行支援事業のみ」、「就労移行支援事業及び就労定着支援事

業」、「就労定着支援事業のみ」の３つに分類し、各因子の標準得点を従属変数、３つの事業種を独

立変数とした一元配置の分散分析を実施した。 

第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（F(２、354)＝0.41、

n.s.）、第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（F(２、354)＝0.32、

n.s.）、第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（F(２、354)＝1.47、

n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」（F(２、354)＝0.59、n.s.）について、

いずれも有意な差は見られなかった（表３－37）。 
 

表３－37 就労移行／定着支援事業所の実施事業別の初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第 1 因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

就労移行支援事業

のみ（ｎ＝148） 
-0.02(0.93) -0.07(0.95) 0.10(0.86) 0.12(0.86) 

就労移行支援事業

及び就労定着支援

事業（ｎ＝234） 

-0.10(1.02) -0.06(0.99) 0.07(0.92) 0.06(0.96) 

就労定着支援事業

のみ（ｎ＝65） 
-0.07(1.04) -0.14(1.06) -0.14(0.96) 0.07(1.00) 

 

以下の機関種の影響については、上記３つの事業種のいずれを実施・運営しているかに関わらず

「就労移行／定着支援事業所」として分析を実施した。 

イ 機関種や地域との関係 

機関種（就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所）や地域（政令指定都市等、中核
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ルに関する項目を中心に構成されている。習得優先度の第４因子と同様にアセスメントを通じての

自己理解の促進や自信の向上に関する因子であると考えられるため、「障害者本人の自己理解と自

信向上の支援」と命名した（表３－36）。 

 

 

表３－36 第４因子の因子構造の回転後のパターン行列 

項目 F1 F2 F3 F4 

【障害者本人の自己探求を促進する支援】障害者本人が自分自身を深く理解す

るための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用した相談

や体験と振り返り等を行うこと。 

0.060 0.024 -0.033 0.595 

【障害者本人の自己肯定感の回復の支援】障害者本人が自身の強みに気づき、

自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援すること。 
-0.141 -0.053 0.245 0.584 

【職業との関わりの中での自己の理解を深める支援】障害者本人が自分に合っ

た働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中

での自己の理解を深める支援を行うこと。 

0.019 0.113 -0.034 0.551 

【専門的ツールを用いたアセスメント】アセスメントシートやチェックリスト

等の評価ツールや各種検査から得られた情報を活用して、障害者本人の職業・

心理・対人的な特性を把握すること。 

0.189 -0.070 -0.068 0.522 

【作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント】

作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、能力を発

揮しやすい作業種・作業環境等を障害者本人と一緒に分析・整理すること。 

-0.178 0.252 0.087 0.500 

【障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント】障害者本人の就労

や障害に対する理解や考えを把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども

含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。 

0.060 0.033 0.132 0.454 

【目標とするスキルや行動を習得するための支援】障害者本人が目標とする行

動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法を用いた体系的な支援をすること。 

0.309 -0.133 0.017 0.438 

【対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援】障害者本人の雇用や職場

適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーション・

問題解決スキルの習得を支援すること。 

-0.147 0.192 0.173 0.421 

【障害者本人のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供】

障害者本人が仕事とプライベートのバランスを取りつつ、充実した生活が送れ

るように、本人との相談や社会資源の開拓・情報提供を行うこと。 

0.305 0.073 -0.055 0.416 

【行動観察を用いたアセスメント】実際の職場（実習等含む）又は職場に近い

作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技能や適応的な作

業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。 

-0.057 0.097 0.177 0.408 

【社会生活や職場の環境的側面のアセスメント】障害者本人の社会生活や職場

の中での役割・環境や周囲との関係を把握すること。 
0.084 0.274 -0.055 0.387 

【医学・心理学的知見に基づくアセスメント】障害・疾病に関する医学・心理

学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を様々

な情報から把握すること。 

0.255 -0.112 0.166 0.375 

【相手の特性・状況を踏まえた相談】相手の特性（性格や障害特性等）や状況

を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特性や反応に応

じて相談を進展させたりまとめたりすること。 

-0.077 0.105 0.300 0.371 

【職業生活における体調管理の支援】障害者本人が、職業生活においてストレ

ス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法

に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。 

-0.074 0.106 0.259 0.360 

【障害者支援における自己選択・自己決定の支援】伝え方の工夫やカウンセリ

ング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。 
-0.046 0.066 0.308 0.350 

【就労支援計画策定と定期的なモニタリング】目標や計画の達成に向けて有益

な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく計画の策定と、その後

の定期的な見直しを行うこと。 

0.172 -0.117 0.200 0.335 

【生活設計の相談】障害者本人が、将来の生活を見据えた生活設計を立てられ

るように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋について相談を行う

こと。 

0.295 0.056 0.031 0.329 

 

【アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有】障害者本人が目標を明確

にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題

の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な計

画（案）を共有すること。 

0.164 0.094 0.195 0.234 

 

（２）知識・スキル等の習得優先度の認識のばらつきに関係する要因の分析 

各回答者の知識・スキル等の優先度の認識は、因子分析により４因子に整理した因子得点に要約

して、以降の分析を行う。各回答者における４つの因子得点は、各回答者の 65 項目の知識・スキル

等に関する回答について各因子構造を踏まえ重みづけして合計した値を、回答者全体の平均と標準

偏差に基づいて標準化し、平均値が０、標準偏差が１となるように標準得点を算出した。これによ

り、４因子に整理した知識・スキル等の優先度の認識について、様々な要因との関係を分散分析等

により分析した。 

ア 就労移行／定着支援事業所が主に担う支援段階との関係 

就職前の準備期、就職活動期、職場適応期、職場定着期のどの段階の支援を回答機関が主に担う

のかによって、習得が優先される知識・スキル等があるのかを確認するための参考とするために、

就労移行／定着支援事業所を、「就労移行支援事業のみ」、「就労移行支援事業及び就労定着支援事

業」、「就労定着支援事業のみ」の３つに分類し、各因子の標準得点を従属変数、３つの事業種を独

立変数とした一元配置の分散分析を実施した。 

第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（F(２、354)＝0.41、

n.s.）、第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（F(２、354)＝0.32、

n.s.）、第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（F(２、354)＝1.47、

n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」（F(２、354)＝0.59、n.s.）について、

いずれも有意な差は見られなかった（表３－37）。 
 

表３－37 就労移行／定着支援事業所の実施事業別の初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第 1 因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

就労移行支援事業

のみ（ｎ＝148） 
-0.02(0.93) -0.07(0.95) 0.10(0.86) 0.12(0.86) 

就労移行支援事業

及び就労定着支援

事業（ｎ＝234） 

-0.10(1.02) -0.06(0.99) 0.07(0.92) 0.06(0.96) 

就労定着支援事業

のみ（ｎ＝65） 
-0.07(1.04) -0.14(1.06) -0.14(0.96) 0.07(1.00) 

 

以下の機関種の影響については、上記３つの事業種のいずれを実施・運営しているかに関わらず

「就労移行／定着支援事業所」として分析を実施した。 

イ 機関種や地域との関係 

機関種（就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所）や地域（政令指定都市等、中核
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市、その他の地域）を要因とした分散分析の結果、「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇

用の周知・啓発」や「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の知識・スキル等

の初任者における優先度は、就業・生活支援センターで全般的に高く、「障害者本人の自己理解と自

信向上の支援」の知識・スキル等の初任者における優先度は就労移行／定着支援事業所の方が高か

った。その他、政令指定都市等での就業・生活支援センターでは、「障害者本人を中心とした多職種

連携による職業生活の支援」の知識・スキル等の初任者における優先度が低かった等、一部、地域

の影響も確認できた。 

（ア）第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、機関種

の主効果（F（１、605）＝2.93、n.s.）、地域の主効果（F（２、605）＝0.19、n.s.）、交互作用（F

（２、605）＝0.43、n.s.）がいずれも有意ではなかった。しかし、単純主効果検定では、その他の

地域で就業・生活支援センターが就労移行／定着支援事業所よりも有意に高い結果となった（F（１、

605）＝6.50、ｐ＜0.01）（図３－14）。 

 

図３－14 第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

（イ）第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」については、機関種の主効

果（F（１、605）＝2.56、n.s.）、地域の主効果（F（２、605）＝0.10、n.s.）、交互作用（F（２、

605）＝1.21、n.s.）がいずれも有意ではなかった。しかし、単純主効果検定では、その他の地域で

就業・生活支援センターが就労移行／定着支援事業所よりも有意に高い結果となった（F（１、605）

＝11.62、ｐ＜0.01）（図３－15）。 
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図３－15 第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
 

（ウ）第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、地域の主効

果は有意ではなかった（F（２、605）＝2.90、n.s.）が、機関種の主効果（F（１、605）＝7.24、

ｐ＜0.01）及び交互作用（F（２、605）＝5.84、ｐ＜0.01）が有意であった。また、単純主効果検

定の結果、政令指定都市等では就業・生活支援センターよりも就労移行／定着支援事業所の得点が

有意に高く（Ｆ（１、605）＝12.96、ｐ＜0.01）、就業・生活支援センターでは政令指定都市等にあ

るセンターよりも中核市やその他の地域にあるセンターの標準得点が有意に高かった（Ｆ（２、605）

＝4.87、ｐ＜0.05）（図３－16）。 

 

図３－16 第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

（エ）第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」については、地域の主効果（Ｆ（２、605）

＝0.40、n.s.）は有意ではなかったが、機関種の主効果（Ｆ（１、605）＝13.25、ｐ＜0.01）と交

互作用（Ｆ（２、605）＝3.44、ｐ＜0.05）が有意であった。また、単純主効果検定の結果、政令指

定都市等では就業・生活支援センターよりも就労移行／定着支援事業所の標準得点が有意に高く

（Ｆ（１、605）＝10.49、ｐ＜0.01）、就労移行／定着支援事業所では政令指定都市等の事業所がそ

の他の地域の事業所の得点より有意に高かった（Ｆ（２、605）＝3.02、ｐ＜0.05）（図３－17）。 
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市、その他の地域）を要因とした分散分析の結果、「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇

用の周知・啓発」や「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の知識・スキル等

の初任者における優先度は、就業・生活支援センターで全般的に高く、「障害者本人の自己理解と自

信向上の支援」の知識・スキル等の初任者における優先度は就労移行／定着支援事業所の方が高か

った。その他、政令指定都市等での就業・生活支援センターでは、「障害者本人を中心とした多職種

連携による職業生活の支援」の知識・スキル等の初任者における優先度が低かった等、一部、地域

の影響も確認できた。 

（ア）第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、機関種

の主効果（F（１、605）＝2.93、n.s.）、地域の主効果（F（２、605）＝0.19、n.s.）、交互作用（F

（２、605）＝0.43、n.s.）がいずれも有意ではなかった。しかし、単純主効果検定では、その他の

地域で就業・生活支援センターが就労移行／定着支援事業所よりも有意に高い結果となった（F（１、

605）＝6.50、ｐ＜0.01）（図３－14）。 

 

図３－14 第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

（イ）第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」については、機関種の主効

果（F（１、605）＝2.56、n.s.）、地域の主効果（F（２、605）＝0.10、n.s.）、交互作用（F（２、

605）＝1.21、n.s.）がいずれも有意ではなかった。しかし、単純主効果検定では、その他の地域で

就業・生活支援センターが就労移行／定着支援事業所よりも有意に高い結果となった（F（１、605）

＝11.62、ｐ＜0.01）（図３－15）。 
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図３－15 第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 
 

（ウ）第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、地域の主効

果は有意ではなかった（F（２、605）＝2.90、n.s.）が、機関種の主効果（F（１、605）＝7.24、

ｐ＜0.01）及び交互作用（F（２、605）＝5.84、ｐ＜0.01）が有意であった。また、単純主効果検

定の結果、政令指定都市等では就業・生活支援センターよりも就労移行／定着支援事業所の得点が

有意に高く（Ｆ（１、605）＝12.96、ｐ＜0.01）、就業・生活支援センターでは政令指定都市等にあ

るセンターよりも中核市やその他の地域にあるセンターの標準得点が有意に高かった（Ｆ（２、605）

＝4.87、ｐ＜0.05）（図３－16）。 

 

図３－16 第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

（エ）第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」については、地域の主効果（Ｆ（２、605）

＝0.40、n.s.）は有意ではなかったが、機関種の主効果（Ｆ（１、605）＝13.25、ｐ＜0.01）と交

互作用（Ｆ（２、605）＝3.44、ｐ＜0.05）が有意であった。また、単純主効果検定の結果、政令指

定都市等では就業・生活支援センターよりも就労移行／定着支援事業所の標準得点が有意に高く

（Ｆ（１、605）＝10.49、ｐ＜0.01）、就労移行／定着支援事業所では政令指定都市等の事業所がそ

の他の地域の事業所の得点より有意に高かった（Ｆ（２、605）＝3.02、ｐ＜0.05）（図３－17）。 
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図３－17 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

ウ 回答した支援機関の運営母体の法人格や法人規模との関係 

回答した支援機関の運営母体の法人格については、表３－８（p.124）に示したような回答数のば

らつきと法人格の特性を考慮し、営利（株式会社、合同会社）と非営利（社会福祉法人、医療法人、

NPO 法人、社団法人）の２種類に分類し、法人規模は中小企業の区分の最少人数を目安に 50 名未満

と 50 名以上の２種類に分類し、分散分析を行った。 

その結果、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」についてのみ、営利法人の方が非営利法人

よりも知識・スキル等の初任者優先度が高くなっていた。 

ただし、回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人格や法人規模のクロス集計の結果

は表３－９（p.124）や表３－11（p.125）に示しているが、就業・生活支援センターを実施・運営

している機関については、その 86％以上が社会福祉法人であると回答していることや 80％以上が

50 名以上の規模であると回答していること、営利法人と回答した機関の 98％以上が就労移行支援

事業や就労定着支援事業を実施・運営していること等に留意する必要がある。 

（ア）第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、法人格

の主効果（F（１、621）＝0.02、n.s.）、法人規模の主効果（F（１、621）＝1.83、n.s.）、交互作

用（F（１、621）＝0.92、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－18）。 

 
図３－18 第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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（イ）第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」については、法人格の主効

果（F（１、621）＝0.16、n.s.）、法人規模の主効果（F（１、621）＝1.37、n.s.）、交互作用（F（１、

621）＝0.32、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－19）。 

 
図３－19 第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
 

（ウ）第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、法人格の主

効果（F（１、621）＝1.57、n.s.）、法人規模の主効果（F（１、621）＝0.12、n.s.）、交互作用（F

（１、621）＝0.11、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－20）。 

 

図３－20 第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
 

（エ）第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」については、法人規模の主効果（F（１、621）

＝0.05、n.s.）、交互作用（F（１、621）＝1.71、n.s.）は有意ではなかったが、法人格の主効果（F

（１、621）＝5.70、ｐ＜0.05）が有意であった（図３－21）。 
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図３－17 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（機関種、地域別）の平均値（標準誤差） 

 

ウ 回答した支援機関の運営母体の法人格や法人規模との関係 

回答した支援機関の運営母体の法人格については、表３－８（p.124）に示したような回答数のば

らつきと法人格の特性を考慮し、営利（株式会社、合同会社）と非営利（社会福祉法人、医療法人、

NPO 法人、社団法人）の２種類に分類し、法人規模は中小企業の区分の最少人数を目安に 50 名未満

と 50 名以上の２種類に分類し、分散分析を行った。 

その結果、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」についてのみ、営利法人の方が非営利法人

よりも知識・スキル等の初任者優先度が高くなっていた。 

ただし、回答機関で実施・運営している事業と運営母体の法人格や法人規模のクロス集計の結果

は表３－９（p.124）や表３－11（p.125）に示しているが、就業・生活支援センターを実施・運営

している機関については、その 86％以上が社会福祉法人であると回答していることや 80％以上が

50 名以上の規模であると回答していること、営利法人と回答した機関の 98％以上が就労移行支援

事業や就労定着支援事業を実施・運営していること等に留意する必要がある。 

（ア）第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、法人格

の主効果（F（１、621）＝0.02、n.s.）、法人規模の主効果（F（１、621）＝1.83、n.s.）、交互作

用（F（１、621）＝0.92、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－18）。 

 
図３－18 第１因子「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の標準得

点（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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（イ）第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」については、法人格の主効

果（F（１、621）＝0.16、n.s.）、法人規模の主効果（F（１、621）＝1.37、n.s.）、交互作用（F（１、

621）＝0.32、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－19）。 

 
図３－19 第２因子「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」については、法人格の主

効果（F（１、621）＝1.57、n.s.）、法人規模の主効果（F（１、621）＝0.12、n.s.）、交互作用（F

（１、621）＝0.11、n.s.）がいずれも有意ではなかった（図３－20）。 

 

図３－20 第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
 

（エ）第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」については、法人規模の主効果（F（１、621）

＝0.05、n.s.）、交互作用（F（１、621）＝1.71、n.s.）は有意ではなかったが、法人格の主効果（F

（１、621）＝5.70、ｐ＜0.05）が有意であった（図３－21）。 
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図３－21 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
 

エ 機関種別の利用者の主たる障害との関係 

図３－１（就業・生活支援センターの利用者の主たる障害の割合）（p.126）と図３－２（就労移

行／定着支援事業所の利用者の主たる障害の割合）（p.126）に示しているように、いずれの機関種

においても知的障害、精神障害、発達障害のある利用者の割合が高いとの回答であったが、就労移

行／定着支援事業所では身体障害、高次脳機能障害、難病のある利用者の割合が低いとの回答も多

い等、機関種による主たる障害の割合にばらつきがあると考えられる。そのため、以下のように就

業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所ごとに利用者の主たる障害の割合による違いに

ついて分析した。なお、その際には、図３－１や図３－２に示したように、就業・生活支援センタ

ー、就労移行／定着支援事業所ともに、アンケート調査にて回答した結果をそのまま独立変数とす

ると極端に回答数の多い・少ない群が生じることから、比較的利用者の割合が高い群と低い群とに

分類した。 

その結果、「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の知識・スキル等は、

就業・生活支援センターの利用者において知的障害の割合の高い機関と高次脳機能障害の利用があ

る機関、就労移行／定着支援事業所の利用者において精神障害の割合の高い機関で初任者優先度が

高く、加えて、就業・生活支援センターの利用者において高次脳機能障害の利用がある機関では、

「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の知識・スキル等の初任者優先度が高

くなっていたという関係が認められた。ただし、その他については有意な関係は認められなかった。 

（ア）就業・生活支援センターにおける利用者の主たる障害との関係 

就業・生活支援センターにおける利用者の主たる障害の割合について、身体障害と発達障害は利

用の割合を２割を基準に、知的障害と精神障害は５割を基準に、高次脳機能障害と難病は利用者の

有無を基準に、それぞれ２群に分類し、初任者優先度の各因子の標準得点を従属変数としたｔ検定

を実施した。 

その結果、利用者において知的障害の割合の高い機関では「地域の企業や関係機関との関係構築

と障害者雇用の周知・啓発」の知識・スキル等、高次脳機能障害の利用がある機関では「地域の企

業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」と「職場適応・定着のための障害者本人と

企業双方への支援」の知識・スキル等の初任者優先度が高くなっていた。ただし、その他について
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は有意な関係は認められなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

利用者における身体障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（199）＝0.42、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝0.05、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝0.72、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝0.31、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－38）。 
 

表３－38 就業・生活支援センターの利用者における身体障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害の割合２

割未満（ｎ＝146） 
0.14（0.89） 0.15（0.95） -0.08（1.01） -0.16（0.98） 

身体障害の割合２

割以上（ｎ＝55） 
0.20（0.75） 0.16（0.74） -0.19（1.03） -0.21（0.90） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」について、知的障害の割合が５割以上の群で初任

者優先度の標準得点が有意に高かった（ｔ（199）＝2.09、ｐ＜0.05）。しかし、第２因子「職場適

応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝1.66、n.s.）、第３因子「障害者本

人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝0.90、n.s.）、第４因子「障害者本

人の自己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝0.68、n.s.）については有意な差は見られなかった

（表３－39）。 
 

表３－39 就業・生活支援センターの利用者における知的障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝116） 
0.05（0.87） 0.07（0.96） -0.16（1.12） -0.22（0.97） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝85） 
0.30（0.81） 0.28（0.79） -0.03（0.86） -0.12（0.95） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関
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図３－21 第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の標準得点 

（法人格、法人規模別）の平均値（標準誤差） 
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ついて分析した。なお、その際には、図３－１や図３－２に示したように、就業・生活支援センタ

ー、就労移行／定着支援事業所ともに、アンケート調査にて回答した結果をそのまま独立変数とす
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就業・生活支援センターにおける利用者の主たる障害の割合について、身体障害と発達障害は利

用の割合を２割を基準に、知的障害と精神障害は５割を基準に、高次脳機能障害と難病は利用者の

有無を基準に、それぞれ２群に分類し、初任者優先度の各因子の標準得点を従属変数としたｔ検定

を実施した。 

その結果、利用者において知的障害の割合の高い機関では「地域の企業や関係機関との関係構築

と障害者雇用の周知・啓発」の知識・スキル等、高次脳機能障害の利用がある機関では「地域の企
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は有意な関係は認められなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

利用者における身体障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（199）＝0.42、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝0.05、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝0.72、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝0.31、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－38）。 
 

表３－38 就業・生活支援センターの利用者における身体障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害の割合２

割未満（ｎ＝146） 
0.14（0.89） 0.15（0.95） -0.08（1.01） -0.16（0.98） 

身体障害の割合２

割以上（ｎ＝55） 
0.20（0.75） 0.16（0.74） -0.19（1.03） -0.21（0.90） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」について、知的障害の割合が５割以上の群で初任

者優先度の標準得点が有意に高かった（ｔ（199）＝2.09、ｐ＜0.05）。しかし、第２因子「職場適

応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（199）＝1.66、n.s.）、第３因子「障害者本

人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（199）＝0.90、n.s.）、第４因子「障害者本

人の自己理解と自信向上の支援」（ｔ（199）＝0.68、n.s.）については有意な差は見られなかった

（表３－39）。 
 

表３－39 就業・生活支援センターの利用者における知的障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝116） 
0.05（0.87） 0.07（0.96） -0.16（1.12） -0.22（0.97） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝85） 
0.30（0.81） 0.28（0.79） -0.03（0.86） -0.12（0.95） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関
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係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（201）＝0.16、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（201）＝0.58、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（201）＝1.24、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（201）＝0.70、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－40）。 
 

表３－40 就業・生活支援センターの利用者における精神障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝151） 
0.16（0.85） 0.18（0.92） -0.05（1.03） -0.15（0.98） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝52） 
0.14（0.86） 0.10（0.84） -0.25（0.94） -0.26（0.87） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（192）＝0.56、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（192）＝0.24、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（192）＝1.28、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（192）＝0.76、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－41）。 

 

表３－41 就業・生活支援センターの利用者における発達障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合２

割未満（ｎ＝85） 
0.19（0.82） 0.16（0.86） -0.01（0.91） -0.12（0.81） 

発達障害の割合２

割以上（ｎ＝109） 
0.12（0.87） 0.13（0.93） -0.20（1.10） -0.23（1.06） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝2.03、ｐ＜0.05）、第２因子「職場適

応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝2.49、ｐ＜0.05）については、い

ずれも高次脳機能障害者の利用者ありの群で初任者優先度の標準得点が有意に高かった。一方で、

 

第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝0.79、n.s.）、

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」（ｔ（188）＝1.77、n.s.）については有意な

差が見られなかった（表３－42）。 

 

表３－42 就業・生活支援センターの利用者における高次脳機能障害の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

高次脳機能障害利

用なし 

（ｎ＝18） 

-0.23（0.94） -0.36（0.98） -0.30（0.79） -0.57（0.84） 

高次脳機能障害利

用あり 

（ｎ＝172） 

0.20（0.85） 0.20（0.89） -0.10（1.06） -0.14（0.98） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関係機関と

の関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝1.01、n.s.）、第２因子「職場適応・定着のた

めの障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝1.43、n.s.）、第３因子「障害者本人を中心とし

た多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝0.37、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解

と自信向上の支援」（ｔ（188）＝1.08、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－43）。 

 

表３－43 就業・生活支援センターの利用者における難病の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝18） 
-0.04（1.02） -0.15（0.95） -0.21（0.90） -0.42（1.04） 

難病利用あり（ｎ

＝172） 
0.18（0.85） 0.17（0.91） -0.12（1.05） -0.16（0.97） 

 

（イ）就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害との関係 

就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害の割合について、身体障害・高次脳機能

障害・難病は利用者の有無を基準に、知的障害・精神障害・発達障害は５割を基準に、それぞれ２

群に分類し、初任者優先度の各因子を従属変数としたｔ検定を実施した。 

その結果、利用者において精神障害の割合の高い機関では「地域の企業や関係機関との関係構築

と障害者雇用の周知・啓発」の知識・スキル等の初任者優先度が高くなっていた。ただし、その他
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係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（201）＝0.16、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（201）＝0.58、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（201）＝1.24、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（201）＝0.70、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－40）。 
 

表３－40 就業・生活支援センターの利用者における精神障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝151） 
0.16（0.85） 0.18（0.92） -0.05（1.03） -0.15（0.98） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝52） 
0.14（0.86） 0.10（0.84） -0.25（0.94） -0.26（0.87） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（192）＝0.56、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（192）＝0.24、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（192）＝1.28、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（192）＝0.76、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－41）。 

 

表３－41 就業・生活支援センターの利用者における発達障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合２

割未満（ｎ＝85） 
0.19（0.82） 0.16（0.86） -0.01（0.91） -0.12（0.81） 

発達障害の割合２

割以上（ｎ＝109） 
0.12（0.87） 0.13（0.93） -0.20（1.10） -0.23（1.06） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝2.03、ｐ＜0.05）、第２因子「職場適

応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝2.49、ｐ＜0.05）については、い

ずれも高次脳機能障害者の利用者ありの群で初任者優先度の標準得点が有意に高かった。一方で、

 

第３因子「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝0.79、n.s.）、

第４因子「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」（ｔ（188）＝1.77、n.s.）については有意な

差が見られなかった（表３－42）。 

 

表３－42 就業・生活支援センターの利用者における高次脳機能障害の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

高次脳機能障害利

用なし 

（ｎ＝18） 

-0.23（0.94） -0.36（0.98） -0.30（0.79） -0.57（0.84） 

高次脳機能障害利

用あり 

（ｎ＝172） 

0.20（0.85） 0.20（0.89） -0.10（1.06） -0.14（0.98） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関係機関と

の関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（188）＝1.01、n.s.）、第２因子「職場適応・定着のた

めの障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（188）＝1.43、n.s.）、第３因子「障害者本人を中心とし

た多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（188）＝0.37、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解

と自信向上の支援」（ｔ（188）＝1.08、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－43）。 

 

表３－43 就業・生活支援センターの利用者における難病の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝18） 
-0.04（1.02） -0.15（0.95） -0.21（0.90） -0.42（1.04） 

難病利用あり（ｎ

＝172） 
0.18（0.85） 0.17（0.91） -0.12（1.05） -0.16（0.97） 

 

（イ）就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害との関係 

就労移行／定着支援事業所における利用者の主たる障害の割合について、身体障害・高次脳機能

障害・難病は利用者の有無を基準に、知的障害・精神障害・発達障害は５割を基準に、それぞれ２

群に分類し、初任者優先度の各因子を従属変数としたｔ検定を実施した。 

その結果、利用者において精神障害の割合の高い機関では「地域の企業や関係機関との関係構築

と障害者雇用の周知・啓発」の知識・スキル等の初任者優先度が高くなっていた。ただし、その他
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については有意な関係は認められなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

身体障害者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関係機関

との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（351）＝0.47、n.s.）、第２因子「職場適応・定着の

ための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（351）＝0.12、n.s.）、第３因子「障害者本人を中心と

した多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（351）＝0.17、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理

解と自信向上の支援」（ｔ（351）＝0.72、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－44）。 
 

表３－44 就労移行／定着支援事業所の利用者における身体障害の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害利用なし

（ｎ＝116） 
-0.04（0.99） -0.12（0.95） 0.01（0.87） 0.09（0.86） 

身体障害利用あり

（ｎ＝237） 
-0.09（0.97） -0.11（1.00） 0.03（0.92） 0.02（0.95） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（421）＝0.19、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（421）＝0.60、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（421）＝0.16、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（421）＝0.74、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－45）。 
 

表３－45 就労移行／定着支援事業所の利用者における知的障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝260） 
-0.03（1.00） -0.10（0.97） 0.03（0.91） 0.09（0.92） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝163） 
-0.05（0.95） -0.04（0.95） 0.05（0.87） 0.02（0.91） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、精神障害の割合が５割以上の群の初

 

任者優先度の標準得点が有意に高かった。（ｔ（399）＝2.41、ｐ＜0.05）。しかし、第２因子「職場

適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（399）＝1.60、n.s.）、第３因子「障害者

本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（399）＝0.51、n.s.）、第４因子「障害者

本人の自己理解と自信向上の支援」（ｔ（399）＝1.63、n.s.）について、いずれも有意な差は見ら

れなかった（表３－46）。 
 

表３－46 就労移行／定着支援事業所の利用者における精神障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝231） 
-0.16（0.97） -0.15（0.93） 0.00（0.98） 0.00（0.92） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝170） 
0.07（0.97） 0.00（0.99） 0.05（0.83） 0.15（0.88） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（383）＝1.51、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（383）＝0.09、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（383）＝1.36、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（383）＝0.76、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－47）。 
 

表３－47 就労移行／定着支援事業所の利用者における発達障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合５

割未満（ｎ＝263） 
-0.04（1.00） -0.09（0.99） -0.01（0.96） 0.04（0.94） 

発達障害の割合５

割以上（ｎ＝122） 
-0.21（0.97） -0.10（0.95） 0.13（0.83） 0.11（0.87） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（295）＝0.09、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（295）＝0.40、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（295）＝0.15、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（295）＝0.17、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか
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については有意な関係は認められなかった。 

ａａ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「身身体体障障害害」」ににつついいてて  

身体障害者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関係機関

との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（351）＝0.47、n.s.）、第２因子「職場適応・定着の

ための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（351）＝0.12、n.s.）、第３因子「障害者本人を中心と

した多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（351）＝0.17、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理

解と自信向上の支援」（ｔ（351）＝0.72、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－44）。 
 

表３－44 就労移行／定着支援事業所の利用者における身体障害の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

身体障害利用なし

（ｎ＝116） 
-0.04（0.99） -0.12（0.95） 0.01（0.87） 0.09（0.86） 

身体障害利用あり

（ｎ＝237） 
-0.09（0.97） -0.11（1.00） 0.03（0.92） 0.02（0.95） 

 

ｂｂ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「知知的的障障害害」」ににつついいてて  

利用者における知的障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（421）＝0.19、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（421）＝0.60、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（421）＝0.16、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（421）＝0.74、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－45）。 
 

表３－45 就労移行／定着支援事業所の利用者における知的障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

知的障害の割合５

割未満（ｎ＝260） 
-0.03（1.00） -0.10（0.97） 0.03（0.91） 0.09（0.92） 

知的障害の割合５

割以上（ｎ＝163） 
-0.05（0.95） -0.04（0.95） 0.05（0.87） 0.02（0.91） 

 

ｃｃ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「精精神神障障害害」」ににつついいてて  

利用者における精神障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」については、精神障害の割合が５割以上の群の初

 

任者優先度の標準得点が有意に高かった。（ｔ（399）＝2.41、ｐ＜0.05）。しかし、第２因子「職場

適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（399）＝1.60、n.s.）、第３因子「障害者

本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（399）＝0.51、n.s.）、第４因子「障害者

本人の自己理解と自信向上の支援」（ｔ（399）＝1.63、n.s.）について、いずれも有意な差は見ら

れなかった（表３－46）。 
 

表３－46 就労移行／定着支援事業所の利用者における精神障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

精神障害の割合５

割未満（ｎ＝231） 
-0.16（0.97） -0.15（0.93） 0.00（0.98） 0.00（0.92） 

精神障害の割合５

割以上（ｎ＝170） 
0.07（0.97） 0.00（0.99） 0.05（0.83） 0.15（0.88） 

 

ｄｄ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「発発達達障障害害」」ににつついいてて  

利用者における発達障害の割合による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（383）＝1.51、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（383）＝0.09、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（383）＝1.36、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（383）＝0.76、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか

った（表３－47）。 
 

表３－47 就労移行／定着支援事業所の利用者における発達障害の割合別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

発達障害の割合５

割未満（ｎ＝263） 
-0.04（1.00） -0.09（0.99） -0.01（0.96） 0.04（0.94） 

発達障害の割合５

割以上（ｎ＝122） 
-0.21（0.97） -0.10（0.95） 0.13（0.83） 0.11（0.87） 

 

ｅｅ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「高高次次脳脳機機能能障障害害」」ににつついいてて  

高次脳機能障害者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関

係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（295）＝0.09、n.s.）、第２因子「職場適応・

定着のための障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（295）＝0.40、n.s.）、第３因子「障害者本人を

中心とした多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（295）＝0.15、n.s.）、第４因子「障害者本人の

自己理解と自信向上の支援」（ｔ（295）＝0.17、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなか
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った（表３－48）。 
 

表３－48 就労移行／定着支援事業所の利用者における高次脳機能障害の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域

の企業や関係機

関との関係構築

と障害者雇用の

周知・啓発」 

第２因子「職場

適応・定着のた

めの障害者本人

と企業双方への

支援」 

第３因子「障害

者本人を中心と

した多職種連携

による職業生活

の支援」 

第４因子「障害

者本人の自己理

解と自信向上の

支援」 

高次脳機能障害利用なし 

（ｎ＝156） 
-0.09（0.98） -0.12（0.94） 0.06（0.87） 0.05（0.89） 

高次脳機能障害利用あり 

（ｎ＝141） 
-0.08（0.98） -0.07（0.97） 0.04（0.90） 0.07（0.92） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関係機関と

の関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（281）＝0.52、n.s.）、第２因子「職場適応・定着のた

めの障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（281）＝0.20、n.s.）、第３因子「障害者本人を中心とし

た多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（281）＝0.02、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解

と自信向上の支援」（ｔ（281）＝0.34、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－49）。 
 

表３－49 就労移行／定着支援事業所の利用者における難病の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝177） 
-0.06（0.95） -0.12（0.96） 0.02（0.90） 0.06（0.90） 

難病利用あり（ｎ

＝106） 
-0.12（1.05） -0.10（0.97） 0.01（0.88） 0.02（0.94） 

  

 

第６節 知識・スキル等の習得方法のバランスに関する認識 

本節では、知識・スキル等の内容に応じた多様な習得方法の側面から、人材育成のあり方の調査

結果をまとめた。具体的な習得方法としては、研修（座学、演習、グループワーク等）、OJT（実務

指導、支援同行、スーパービジョン等）、情報交換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）を想定

し、知識・スキル等の内容に応じて、それらの習得方法が単独あるいは組み合わせて用いられると

いったバランスを明らかにした。 

 

１ 習得方法の優先度に応じた知識・スキル等の分類方法 

調査では、人材育成担当者が、65 項目の知識・スキル等のそれぞれについて、研修、OJT、情報

交換の３つの習得方法についてのそれぞれの現実的な優先度を５件法で聞いた。各習得方法の優先

度を、５=「優先的な事項」、４=「ある程度、優先的な事項」、３=「どちらとも言えない」、４=「あ

る程度、後回しできる事項」、１=「後回しできる事項」として数値化した。 

65 項目の各知識・スキル等について、３つの習得方法別に優先度の平均値を算出するとともに、

習得方法による平均値の差を統計的に検定した。各知識・スキル等について、３つの習得方法の統

計的な有意差の検定はフリードマン検定により行い、より詳細な３つの習得方法のいずれの間での

差があったのかについては多重比較検定（ボンフェローニ補正後）により検定した。フリードマン

検定で有意差が認められたにもかかわらず、多重比較で具体的な有意差が認められなかった場合は、

平均値の比較によりいずれかに分類した。これにより、65 項目の知識・スキル等の項目のすべてに

ついて、フリードマン検定で有意差が認められた項目については、「研修中心」「OJT 中心」「情報交

換中心」「研修と OJT」「研修と情報交換」「OJT と情報交換」のいずれかに分類し、フリードマン検

定で有意差が認められなかった項目については、「複合的な方法」に分類した。 

 

２ 習得方法の優先度に応じた知識・スキル等の分類結果 

65 項目の知識・スキル等について、実際に優先的とされていた習得方法のバランスにより「研修

中心」「OJT 中心」「情報交換中心」「研修と OJT」「研修と情報交換」「OJT と情報交換」「複合的な方

法」のいずれかに分類した結果を表３－50 から表３－53 に整理した。 

以下のように、「研修中心」「OJT 中心」「情報交換中心」に習得される知識・スキル等があった一

方で、多くの知識・スキル等はこれらを組み合わせて複合的に習得されていた。 

 「研修中心」：支援者が持つべき心構えと倫理意識、障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理

解と対応、障害者本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定、障害者本人の強み・能力

の把握等 

 「OJT 中心」：支援者が取るべき態度、記録・伝達のスキル、求職活動や退職・再就職の支援、

職場・職務の調整支援等 

 「情報交換中心」：企業情報の収集、関係機関との連携、生活支援等 

 上記以外の組み合わせ（複合的な方法）：相談の実施や支援計画の説明、事業主への支援等 

（１）習得方法として「研修」が優先的とされていた知識・スキル等 

支援者が持つべき心構えと倫理意識、障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応、障害者
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った（表３－48）。 
 

表３－48 就労移行／定着支援事業所の利用者における高次脳機能障害の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域

の企業や関係機

関との関係構築

と障害者雇用の

周知・啓発」 

第２因子「職場

適応・定着のた

めの障害者本人

と企業双方への

支援」 

第３因子「障害

者本人を中心と

した多職種連携

による職業生活

の支援」 

第４因子「障害

者本人の自己理

解と自信向上の

支援」 

高次脳機能障害利用なし 

（ｎ＝156） 
-0.09（0.98） -0.12（0.94） 0.06（0.87） 0.05（0.89） 

高次脳機能障害利用あり 

（ｎ＝141） 
-0.08（0.98） -0.07（0.97） 0.04（0.90） 0.07（0.92） 

 

ｆｆ  利利用用者者のの主主たたるる障障害害「「難難病病」」ににつついいてて  

難病患者の利用の有無による初任者優先度の認識について、第１因子「地域の企業や関係機関と

の関係構築と障害者雇用の周知・啓発」（ｔ（281）＝0.52、n.s.）、第２因子「職場適応・定着のた

めの障害者本人と企業双方への支援」（ｔ（281）＝0.20、n.s.）、第３因子「障害者本人を中心とし

た多職種連携による職業生活の支援」（ｔ（281）＝0.02、n.s.）、第４因子「障害者本人の自己理解

と自信向上の支援」（ｔ（281）＝0.34、n.s.）について、いずれも有意な差は見られなかった（表

３－49）。 
 

表３－49 就労移行／定着支援事業所の利用者における難病の有無別の 

初任者優先度の平均値（標準偏差） 

  

第１因子「地域の

企業や関係機関と

の関係構築と障害

者雇用の周知・啓

発」 

第２因子「職場適

応・定着のための

障害者本人と企業

双方への支援」 

第３因子「障害者

本人を中心とした

多職種連携による

職業生活の支援」 

第４因子「障害者

本人の自己理解と

自信向上の支援」 

難病利用なし（ｎ

＝177） 
-0.06（0.95） -0.12（0.96） 0.02（0.90） 0.06（0.90） 

難病利用あり（ｎ

＝106） 
-0.12（1.05） -0.10（0.97） 0.01（0.88） 0.02（0.94） 

  

 

第６節 知識・スキル等の習得方法のバランスに関する認識 

本節では、知識・スキル等の内容に応じた多様な習得方法の側面から、人材育成のあり方の調査

結果をまとめた。具体的な習得方法としては、研修（座学、演習、グループワーク等）、OJT（実務

指導、支援同行、スーパービジョン等）、情報交換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）を想定

し、知識・スキル等の内容に応じて、それらの習得方法が単独あるいは組み合わせて用いられると

いったバランスを明らかにした。 

 

１ 習得方法の優先度に応じた知識・スキル等の分類方法 

調査では、人材育成担当者が、65 項目の知識・スキル等のそれぞれについて、研修、OJT、情報

交換の３つの習得方法についてのそれぞれの現実的な優先度を５件法で聞いた。各習得方法の優先

度を、５=「優先的な事項」、４=「ある程度、優先的な事項」、３=「どちらとも言えない」、４=「あ

る程度、後回しできる事項」、１=「後回しできる事項」として数値化した。 

65 項目の各知識・スキル等について、３つの習得方法別に優先度の平均値を算出するとともに、

習得方法による平均値の差を統計的に検定した。各知識・スキル等について、３つの習得方法の統

計的な有意差の検定はフリードマン検定により行い、より詳細な３つの習得方法のいずれの間での

差があったのかについては多重比較検定（ボンフェローニ補正後）により検定した。フリードマン

検定で有意差が認められたにもかかわらず、多重比較で具体的な有意差が認められなかった場合は、

平均値の比較によりいずれかに分類した。これにより、65 項目の知識・スキル等の項目のすべてに

ついて、フリードマン検定で有意差が認められた項目については、「研修中心」「OJT 中心」「情報交

換中心」「研修と OJT」「研修と情報交換」「OJT と情報交換」のいずれかに分類し、フリードマン検

定で有意差が認められなかった項目については、「複合的な方法」に分類した。 

 

２ 習得方法の優先度に応じた知識・スキル等の分類結果 

65 項目の知識・スキル等について、実際に優先的とされていた習得方法のバランスにより「研修

中心」「OJT 中心」「情報交換中心」「研修と OJT」「研修と情報交換」「OJT と情報交換」「複合的な方

法」のいずれかに分類した結果を表３－50 から表３－53 に整理した。 

以下のように、「研修中心」「OJT 中心」「情報交換中心」に習得される知識・スキル等があった一

方で、多くの知識・スキル等はこれらを組み合わせて複合的に習得されていた。 

 「研修中心」：支援者が持つべき心構えと倫理意識、障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理

解と対応、障害者本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定、障害者本人の強み・能力

の把握等 

 「OJT 中心」：支援者が取るべき態度、記録・伝達のスキル、求職活動や退職・再就職の支援、

職場・職務の調整支援等 

 「情報交換中心」：企業情報の収集、関係機関との連携、生活支援等 

 上記以外の組み合わせ（複合的な方法）：相談の実施や支援計画の説明、事業主への支援等 

（１）習得方法として「研修」が優先的とされていた知識・スキル等 

支援者が持つべき心構えと倫理意識、障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応、障害者
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本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定、障害者本人の強み・能力の把握等に関する内容は

「研修中心」で習得することが優先的であると分類された。 
 

表３－50 「研修中心」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

研

修

中

心 

NNoo..11  障障害害ににつついいててのの基基本本的的理理解解  3.79 3.65 3.67 p<0.01 研修≧OJT 

NNoo..22  
障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権利利擁擁護護・・共共生生

社社会会実実現現のの理理解解  
3.65 3.51 3.56 p<0.01 研修＞OJT 

NNoo..33  支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構ええとと倫倫理理意意識識  4.10 3.98 3.93 p<0.01 研修＞情報交換 

NNoo..77  支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケアア  3.75 3.66 3.67 p<0.01 n.s. 

NNoo..88  
障障害害者者差差別別のの解解消消・・禁禁止止、、虐虐待待防防止止

のの理理解解とと対対応応  
4.14 3.92 3.93 p<0.01 研修＞情報交換、OJT 

NNoo..99  
障障害害者者雇雇用用促促進進法法とと関関連連支支援援ササーービビ

ススのの理理解解  
3.53 3.34 3.37 p<0.01 研修＞OJT 

NNoo..1100  
障障害害福福祉祉ササーービビススやや社社会会保保障障制制度度のの

理理解解  
3.44 3.34 3.33 p<0.01 n.s. 

NNoo..1122  労労働働関関係係法法規規やや雇雇用用管管理理のの理理解解  3.42 3.25 3.30 p<0.01 研修＞OJT、情報交換 

NNoo..1188  
障障害害者者本本人人のの自自己己肯肯定定感感のの回回復復のの支支

援援  
3.88 3.81 3.75 p<0.01 研修＞情報交換 

NNoo..2200  
職職業業ととのの関関わわりりのの中中ででのの自自己己のの理理解解

をを深深めめるる支支援援  
3.65 3.60 3.58 p<0.01 n.s. 

NNoo..2211  
障障害害者者支支援援ににおおけけるる自自己己選選択択・・自自己己

決決定定のの支支援援  
3.96 3.86 3.79 p<0.01 研修＞情報交換 

NNoo..2222  
障障害害者者本本人人ののニニーーズズのの引引きき出出ししやや充充

足足にに向向けけたた強強みみ・・能能力力のの把把握握  
4.02 3.98 3.91 p<0.01 研修≧情報交換 

NNoo..2255  
医医学学・・心心理理学学的的知知見見をを踏踏ままええたた情情報報

把把握握  
3.59 3.47 3.50 p<0.01 n.s. 

NNoo..2288  行行動動観観察察  3.83 3.79 3.72 p<0.01 n.s. 

NNoo..2299  専専門門的的ななアアセセススメメンントトツツーールルのの活活用用  3.51 3.42 3.44 p<0.01 n.s. 

NNoo..3322  
目目標標ととすするるススキキルルやや行行動動をを習習得得すするる

たためめのの支支援援  
3.44 3.33 3.34 p<0.01 研修≧OJT 

NNoo..3344  
対対人人ススキキルルやや問問題題解解決決ススキキルルのの習習得得

ののたためめのの支支援援  
3.85 3.81 3.74 p<0.01 研修≧情報交換 

NNoo..4499  職職業業生生活活ににおおけけるる体体調調管管理理のの支支援援  3.83 3.79 3.74 p<0.01 n.s. 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
 

（２）習得方法として「OJT」が優先的とされていた知識・スキル等 

支援者が取るべき態度、記録・伝達のスキル、求職活動や退職・再就職の支援、職場・職務の調

整支援等に関する内容は「OJT 中心」で習得することが優先的であると分類された。 

 

 

 

 

 

 

表３－51「OJT 中心」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

O 

J 

T 

中 

心 

NNoo..44  
就就労労支支援援ににおおいいてて支支援援者者がが取取るるべべきき

態態度度  
3.87 3.98 3.80 p<0.01 OJT＞情報交換 

NNoo..55  
支支援援者者自自身身のの自自己己理理解解とと自自身身ががでできき

るる支支援援のの検検討討  
3.78 3.81 3.73 p<0.05 n.s. 

NNoo..1166  分分かかりり易易いい記記録録・・伝伝達達  3.64 3.67 3.52 p<0.01 n.s. 

NNoo..3399  障障害害者者本本人人のの求求職職活活動動のの支支援援  3.71 3.78 3.62 p<0.01 OJT＞情報交換 

NNoo..4488  退退職職とと再再就就職職にに向向けけたた支支援援  3.40 3.51 3.44 p<0.01 n.s. 

NNoo..5566  職職場場・・職職務務のの調調整整支支援援  3.57 3.68 3.64 p<0.05 n.s. 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
 

（３）習得方法として「情報交換」が優先的とされていた知識・スキル等 

関係機関との連携、企業情報の収集、生活支援に関わる内容は「情報交換中心」で習得すること

が優先的であると分類された。 

 

表３－52 「情報交換中心」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

情

報

交

換

中

心 

NNoo..1111  企企業業経経営営やや労労働働市市場場のの動動向向把把握握  3.01 2.97 3.18 p<0.01 情報交換＞研修、OJT 

NNoo..3366  障障害害者者本本人人のの仕仕事事のの選選択択のの支支援援  3.44 3.49 3.54 p<0.01 n.s. 

NNoo..3388  
求求人人ととののママッッチチンンググののたためめのの職職場場のの

情情報報収収集集  
3.39 3.46 3.54 p<0.01 情報交換≧研修 

NNoo..4400  
職職業業能能力力開開発発施施設設のの利利用用にに向向けけたた情情

報報提提供供  
3.30 3.25 3.35 p<0.01 n.s. 

NNoo..4477  休休職職者者のの職職場場復復帰帰支支援援  3.25 3.33 3.35 p<0.01 n.s. 

NNoo..5500  
ワワーーククラライイフフババラランンススとと生生活活のの充充実実

ののたためめのの相相談談・・情情報報提提供供  
3.30 3.32 3.45 p<0.01 情報交換＞OJT、研修 

NNoo..5522  ラライイフフスステテーージジにに対対応応ししたた支支援援  3.39 3.35 3.44 p<0.05 n.s. 

NNoo..5533  
企企業業のの障障害害者者雇雇用用にに関関すするる実実態態把把握握

とと情情報報提提供供  
3.33 3.25 3.39 p<0.01 n.s. 

NNoo..5544  
事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用にに関関すするるニニーーズズ

のの把把握握とと取取組組のの支支援援  
3.39 3.38 3.48 p<0.01 n.s. 

NNoo..5599  
地地域域のの社社会会資資源源のの情情報報収収集集とと情情報報交交

換換・・ネネッットトワワーークク作作りり  
3.38 3.30 3.50 p<0.01 情報交換＞OJT 

NNoo..6600  
関関係係機機関関ととのの連連携携のの必必要要性性のの検検討討とと

紹紹介介  
3.62 3.63 3.70 p<0.05 n.s. 

NNoo..6611  
個個別別ケケーーススににつついいててのの連連携携先先機機関関へへ

のの情情報報提提供供とと連連携携体体制制のの構構築築  
3.56 3.65 3.75 p<0.01 情報交換＞研修、OJT 

NNoo..6622  関関係係機機関関ととののチチーームム支支援援  3.74 3.74 3.89 p<0.01 n.s. 

NNoo..6633  家家族族等等ととのの連連携携  3.52 3.54 3.59 p<0.05 n.s. 

NNoo..6644  障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発  3.14 3.09 3.25 p<0.01 情報交換＞OJT 

NNoo..6655  支支援援人人材材のの育育成成  3.42 3.33 3.57 p<0.01 情報交換＞研修、OJT 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
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本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定、障害者本人の強み・能力の把握等に関する内容は

「研修中心」で習得することが優先的であると分類された。 
 

表３－50 「研修中心」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

研

修

中

心 

NNoo..11  障障害害ににつついいててのの基基本本的的理理解解  3.79 3.65 3.67 p<0.01 研修≧OJT 

NNoo..22  
障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権利利擁擁護護・・共共生生

社社会会実実現現のの理理解解  
3.65 3.51 3.56 p<0.01 研修＞OJT 

NNoo..33  支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構ええとと倫倫理理意意識識  4.10 3.98 3.93 p<0.01 研修＞情報交換 

NNoo..77  支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケアア  3.75 3.66 3.67 p<0.01 n.s. 

NNoo..88  
障障害害者者差差別別のの解解消消・・禁禁止止、、虐虐待待防防止止

のの理理解解とと対対応応  
4.14 3.92 3.93 p<0.01 研修＞情報交換、OJT 

NNoo..99  
障障害害者者雇雇用用促促進進法法とと関関連連支支援援ササーービビ

ススのの理理解解  
3.53 3.34 3.37 p<0.01 研修＞OJT 

NNoo..1100  
障障害害福福祉祉ササーービビススやや社社会会保保障障制制度度のの

理理解解  
3.44 3.34 3.33 p<0.01 n.s. 

NNoo..1122  労労働働関関係係法法規規やや雇雇用用管管理理のの理理解解  3.42 3.25 3.30 p<0.01 研修＞OJT、情報交換 

NNoo..1188  
障障害害者者本本人人のの自自己己肯肯定定感感のの回回復復のの支支

援援  
3.88 3.81 3.75 p<0.01 研修＞情報交換 

NNoo..2200  
職職業業ととのの関関わわりりのの中中ででのの自自己己のの理理解解

をを深深めめるる支支援援  
3.65 3.60 3.58 p<0.01 n.s. 

NNoo..2211  
障障害害者者支支援援ににおおけけるる自自己己選選択択・・自自己己

決決定定のの支支援援  
3.96 3.86 3.79 p<0.01 研修＞情報交換 

NNoo..2222  
障障害害者者本本人人ののニニーーズズのの引引きき出出ししやや充充

足足にに向向けけたた強強みみ・・能能力力のの把把握握  
4.02 3.98 3.91 p<0.01 研修≧情報交換 

NNoo..2255  
医医学学・・心心理理学学的的知知見見をを踏踏ままええたた情情報報

把把握握  
3.59 3.47 3.50 p<0.01 n.s. 

NNoo..2288  行行動動観観察察  3.83 3.79 3.72 p<0.01 n.s. 

NNoo..2299  専専門門的的ななアアセセススメメンントトツツーールルのの活活用用  3.51 3.42 3.44 p<0.01 n.s. 

NNoo..3322  
目目標標ととすするるススキキルルやや行行動動をを習習得得すするる

たためめのの支支援援  
3.44 3.33 3.34 p<0.01 研修≧OJT 

NNoo..3344  
対対人人ススキキルルやや問問題題解解決決ススキキルルのの習習得得

ののたためめのの支支援援  
3.85 3.81 3.74 p<0.01 研修≧情報交換 

NNoo..4499  職職業業生生活活ににおおけけるる体体調調管管理理のの支支援援  3.83 3.79 3.74 p<0.01 n.s. 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
 

（２）習得方法として「OJT」が優先的とされていた知識・スキル等 

支援者が取るべき態度、記録・伝達のスキル、求職活動や退職・再就職の支援、職場・職務の調

整支援等に関する内容は「OJT 中心」で習得することが優先的であると分類された。 

 

 

 

 

 

 

表３－51「OJT 中心」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

O 

J 

T 

中 

心 

NNoo..44  
就就労労支支援援ににおおいいてて支支援援者者がが取取るるべべきき

態態度度  
3.87 3.98 3.80 p<0.01 OJT＞情報交換 

NNoo..55  
支支援援者者自自身身のの自自己己理理解解とと自自身身ががでできき

るる支支援援のの検検討討  
3.78 3.81 3.73 p<0.05 n.s. 

NNoo..1166  分分かかりり易易いい記記録録・・伝伝達達  3.64 3.67 3.52 p<0.01 n.s. 

NNoo..3399  障障害害者者本本人人のの求求職職活活動動のの支支援援  3.71 3.78 3.62 p<0.01 OJT＞情報交換 

NNoo..4488  退退職職とと再再就就職職にに向向けけたた支支援援  3.40 3.51 3.44 p<0.01 n.s. 

NNoo..5566  職職場場・・職職務務のの調調整整支支援援  3.57 3.68 3.64 p<0.05 n.s. 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
 

（３）習得方法として「情報交換」が優先的とされていた知識・スキル等 

関係機関との連携、企業情報の収集、生活支援に関わる内容は「情報交換中心」で習得すること

が優先的であると分類された。 

 

表３－52 「情報交換中心」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

情

報

交

換

中

心 

NNoo..1111  企企業業経経営営やや労労働働市市場場のの動動向向把把握握  3.01 2.97 3.18 p<0.01 情報交換＞研修、OJT 

NNoo..3366  障障害害者者本本人人のの仕仕事事のの選選択択のの支支援援  3.44 3.49 3.54 p<0.01 n.s. 

NNoo..3388  
求求人人ととののママッッチチンンググののたためめのの職職場場のの

情情報報収収集集  
3.39 3.46 3.54 p<0.01 情報交換≧研修 

NNoo..4400  
職職業業能能力力開開発発施施設設のの利利用用にに向向けけたた情情

報報提提供供  
3.30 3.25 3.35 p<0.01 n.s. 

NNoo..4477  休休職職者者のの職職場場復復帰帰支支援援  3.25 3.33 3.35 p<0.01 n.s. 

NNoo..5500  
ワワーーククラライイフフババラランンススとと生生活活のの充充実実

ののたためめのの相相談談・・情情報報提提供供  
3.30 3.32 3.45 p<0.01 情報交換＞OJT、研修 

NNoo..5522  ラライイフフスステテーージジにに対対応応ししたた支支援援  3.39 3.35 3.44 p<0.05 n.s. 

NNoo..5533  
企企業業のの障障害害者者雇雇用用にに関関すするる実実態態把把握握

とと情情報報提提供供  
3.33 3.25 3.39 p<0.01 n.s. 

NNoo..5544  
事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用にに関関すするるニニーーズズ

のの把把握握とと取取組組のの支支援援  
3.39 3.38 3.48 p<0.01 n.s. 

NNoo..5599  
地地域域のの社社会会資資源源のの情情報報収収集集とと情情報報交交

換換・・ネネッットトワワーークク作作りり  
3.38 3.30 3.50 p<0.01 情報交換＞OJT 

NNoo..6600  
関関係係機機関関ととのの連連携携のの必必要要性性のの検検討討とと

紹紹介介  
3.62 3.63 3.70 p<0.05 n.s. 

NNoo..6611  
個個別別ケケーーススににつついいててのの連連携携先先機機関関へへ

のの情情報報提提供供とと連連携携体体制制のの構構築築  
3.56 3.65 3.75 p<0.01 情報交換＞研修、OJT 

NNoo..6622  関関係係機機関関ととののチチーームム支支援援  3.74 3.74 3.89 p<0.01 n.s. 

NNoo..6633  家家族族等等ととのの連連携携  3.52 3.54 3.59 p<0.05 n.s. 

NNoo..6644  障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発  3.14 3.09 3.25 p<0.01 情報交換＞OJT 

NNoo..6655  支支援援人人材材のの育育成成  3.42 3.33 3.57 p<0.01 情報交換＞研修、OJT 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
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（４）複合的な習得方法が優先的とされていた知識・スキル等 

相談や支援計画の説明に関する内容等については「研修と OJT」で習得することが優先的である

と分類された。また、最新情報の収集や自己研鑽は「研修と情報交換」、通勤支援や職場見学・実習

に関する内容は「OJT と情報交換」で習得することが優先的であると分類された。なお、習得方法

についての優先度に明らかに違いが見られない「総合的な方法」に分類される知識・スキル等も多

く、このカテゴリーは、相談の実施や支援計画の説明、事業主への支援に関する内容を中心に構成

された。 
 

表３－53 「複合的な方法」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

研

修

と

O 

J 

T 

NNoo..1133  相相談談をを行行うう際際のの基基本本的的なな態態度度  4.07 4.07 3.90 p<0.01 研修、OJT＞情報交換 

NNoo..1144  
相相手手のの立立場場ややニニーーズズをを踏踏ままええたた分分かか

りりややすすいい説説明明  
3.92 3.93 3.81 p<0.01 n.s. 

NNoo..1155  相相手手のの特特性性・・状状況況をを踏踏ままええたた相相談談  3.86 3.86 3.73 p<0.01 研修、OJT≧情報交換 

NNoo..1177  個個人人情情報報のの適適切切なな取取りり扱扱いい  3.99 3.87 3.70 p<0.01 研修、OJT＞情報交換 

NNoo..2233  
作作業業遂遂行行面面・・対対人人面面・・生生活活面面のの整整

理理・・分分析析  
3.76 3.75 3.68 p<0.05 n.s. 

NNoo..3300  
アアセセススメメンントトにに基基づづくく見見立立ててやや目目標標

とと計計画画のの共共有有  
3.90 3.89 3.81 p<0.01 n.s. 

NNoo..3311  
就就労労支支援援計計画画策策定定とと定定期期的的ななモモニニタタ

リリンンググ  
3.75 3.75 3.64 p<0.01 n.s. 

研

修

と 

情

報

交

換 

NNoo..66  最最新新情情報報のの収収集集とと自自己己研研鑽鑽  3.58 3.37 3.58 p<0.01 研修、情報交換＞OJT 

O 

J 

T

と 

情

報

交

換 

NNoo..3355  通通勤勤支支援援  2.78 2.88 2.89 p<0.05 n.s. 

NNoo..4411  
障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに合合っったた職職場場見見

学学・・職職場場実実習習のの支支援援  
3.67 3.82 3.81 p<0.01 n.s. 

総

合

的

な

方

法 

NNoo..1199  
障障害害者者本本人人のの自自己己探探求求をを促促進進すするる支支

援援  
3.55 3.53 3.52 n.s. n.s. 

NNoo..2244  
障障害害者者本本人人のの心心理理面面ととそそのの背背景景のの整整

理理・・分分析析  
3.81 3.77 3.74 n.s. n.s. 

NNoo..2266  社社会会生生活活やや職職場場のの環環境境的的側側面面のの把把握握  3.43 3.47 3.47 n.s. n.s. 

NNoo..2277  聞聞きき取取りりやや資資料料等等にによよるる情情報報収収集集  3.59 3.66 3.61 n.s. n.s. 

NNoo..3333  
基基本本的的生生活活習習慣慣のの確確立立やや自自己己管管理理のの

支支援援  
3.57 3.55 3.54 n.s. n.s. 

NNoo..3377  
障障害害のの開開示示・・非非開開示示にに関関すするる意意思思決決

定定のの支支援援  
3.61 3.63 3.59 n.s. n.s. 

NNoo..4422  
就就職職後後のの合合理理的的配配慮慮提提供供にに向向けけたた支支

援援  
3.79 3.75 3.71 n.s. n.s. 

 

NNoo..4433  
仕仕事事のの遂遂行行力力向向上上とと職職場場適適応応ののたためめ

のの支支援援  
3.66 3.72 3.69 n.s. n.s. 

NNoo..4444  
職職場場にに適適応応すするる行行動動習習得得ののたためめのの支支

援援  
3.47 3.54 3.53 n.s. n.s. 

NNoo..4455  
職職場場ににおおけけるるナナチチュュララルルササポポーートトのの

形形成成にに向向けけたた職職場場適適応応支支援援  
3.56 3.60 3.55 n.s. n.s. 

NNoo..4466  フフォォロローーアアッッププ  3.60 3.61 3.61 n.s. n.s. 

NNoo..5511  生生活活設設計計のの相相談談  3.42 3.43 3.43 n.s. n.s. 

NNoo..5555  
障障害害特特性性やや雇雇用用管管理理ののポポイインントトにに関関

すするる一一般般的的なな説説明明  
3.73 3.70 3.66 n.s. n.s. 

NNoo..5577  
職職場場・・職職務務ののアアセセススメメンントトとと職職務務のの

再再構構成成・・創創出出支支援援  
3.52 3.55 3.56 n.s. n.s. 

NNoo..5588  課課題題分分析析とと解解決決策策のの提提案案  3.59 3.57 3.57 n.s. n.s. 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
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（４）複合的な習得方法が優先的とされていた知識・スキル等 

相談や支援計画の説明に関する内容等については「研修と OJT」で習得することが優先的である

と分類された。また、最新情報の収集や自己研鑽は「研修と情報交換」、通勤支援や職場見学・実習

に関する内容は「OJT と情報交換」で習得することが優先的であると分類された。なお、習得方法

についての優先度に明らかに違いが見られない「総合的な方法」に分類される知識・スキル等も多

く、このカテゴリーは、相談の実施や支援計画の説明、事業主への支援に関する内容を中心に構成

された。 
 

表３－53 「複合的な方法」で習得することが優先的と分類された知識・スキル等 

 知知識識・・ススキキルル等等  研修 ＯＪＴ 
情報

交換 

フリード

マン検定 
多重比較 

研

修

と

O 

J 

T 

NNoo..1133  相相談談をを行行うう際際のの基基本本的的なな態態度度  4.07 4.07 3.90 p<0.01 研修、OJT＞情報交換 

NNoo..1144  
相相手手のの立立場場ややニニーーズズをを踏踏ままええたた分分かか

りりややすすいい説説明明  
3.92 3.93 3.81 p<0.01 n.s. 

NNoo..1155  相相手手のの特特性性・・状状況況をを踏踏ままええたた相相談談  3.86 3.86 3.73 p<0.01 研修、OJT≧情報交換 

NNoo..1177  個個人人情情報報のの適適切切なな取取りり扱扱いい  3.99 3.87 3.70 p<0.01 研修、OJT＞情報交換 

NNoo..2233  
作作業業遂遂行行面面・・対対人人面面・・生生活活面面のの整整

理理・・分分析析  
3.76 3.75 3.68 p<0.05 n.s. 

NNoo..3300  
アアセセススメメンントトにに基基づづくく見見立立ててやや目目標標

とと計計画画のの共共有有  
3.90 3.89 3.81 p<0.01 n.s. 

NNoo..3311  
就就労労支支援援計計画画策策定定とと定定期期的的ななモモニニタタ

リリンンググ  
3.75 3.75 3.64 p<0.01 n.s. 

研

修

と 

情

報

交

換 

NNoo..66  最最新新情情報報のの収収集集とと自自己己研研鑽鑽  3.58 3.37 3.58 p<0.01 研修、情報交換＞OJT 

O 

J 

T

と 

情

報

交

換 

NNoo..3355  通通勤勤支支援援  2.78 2.88 2.89 p<0.05 n.s. 

NNoo..4411  
障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに合合っったた職職場場見見

学学・・職職場場実実習習のの支支援援  
3.67 3.82 3.81 p<0.01 n.s. 

総

合

的

な

方

法 

NNoo..1199  
障障害害者者本本人人のの自自己己探探求求をを促促進進すするる支支

援援  
3.55 3.53 3.52 n.s. n.s. 

NNoo..2244  
障障害害者者本本人人のの心心理理面面ととそそのの背背景景のの整整

理理・・分分析析  
3.81 3.77 3.74 n.s. n.s. 

NNoo..2266  社社会会生生活活やや職職場場のの環環境境的的側側面面のの把把握握  3.43 3.47 3.47 n.s. n.s. 

NNoo..2277  聞聞きき取取りりやや資資料料等等にによよるる情情報報収収集集  3.59 3.66 3.61 n.s. n.s. 

NNoo..3333  
基基本本的的生生活活習習慣慣のの確確立立やや自自己己管管理理のの

支支援援  
3.57 3.55 3.54 n.s. n.s. 

NNoo..3377  
障障害害のの開開示示・・非非開開示示にに関関すするる意意思思決決

定定のの支支援援  
3.61 3.63 3.59 n.s. n.s. 

NNoo..4422  
就就職職後後のの合合理理的的配配慮慮提提供供にに向向けけたた支支

援援  
3.79 3.75 3.71 n.s. n.s. 

 

NNoo..4433  
仕仕事事のの遂遂行行力力向向上上とと職職場場適適応応ののたためめ

のの支支援援  
3.66 3.72 3.69 n.s. n.s. 

NNoo..4444  
職職場場にに適適応応すするる行行動動習習得得ののたためめのの支支

援援  
3.47 3.54 3.53 n.s. n.s. 

NNoo..4455  
職職場場ににおおけけるるナナチチュュララルルササポポーートトのの

形形成成にに向向けけたた職職場場適適応応支支援援  
3.56 3.60 3.55 n.s. n.s. 

NNoo..4466  フフォォロローーアアッッププ  3.60 3.61 3.61 n.s. n.s. 

NNoo..5511  生生活活設設計計のの相相談談  3.42 3.43 3.43 n.s. n.s. 

NNoo..5555  
障障害害特特性性やや雇雇用用管管理理ののポポイインントトにに関関

すするる一一般般的的なな説説明明  
3.73 3.70 3.66 n.s. n.s. 

NNoo..5577  
職職場場・・職職務務ののアアセセススメメンントトとと職職務務のの

再再構構成成・・創創出出支支援援  
3.52 3.55 3.56 n.s. n.s. 

NNoo..5588  課課題題分分析析とと解解決決策策のの提提案案  3.59 3.57 3.57 n.s. n.s. 

※多重比較検定（ボンフェローニ補正後）の結果の示し方については、＞：５%水準 有意差あり、≧：10％水準で有意

な傾向あり、とした。なお、多重比較検定において有意な差が見られなかった場合でも、フリードマン検定において有意

差が見られた場合は、平均値を比較してどの方法が優先と考えられているか検討した上で分類した。 
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第７節 知識・スキル等充足に向けた人材育成の課題と工夫 

本節では、組織全体としての知識・スキル等（を有する人材）の充足のための、組織内外におけ

る、研修、OJT、情報交換等の実際の取組状況の実態を示すとともに、自由記述で得た人材育成の取

組として意識していることや課題と感じていること等についての結果を併せて示す。 

 

１ 人材育成の組織的取組の状況 

各機関における時間や人員等の内部資源、外部資源の利用可能性の違いを踏まえ、研修、OJT、情

報交換等に可能な範囲で取り組んでいる状況が伺われる結果であった。特に、就業・生活支援セン

ターでは人材育成のための外部研修への参加を促す取組や地域関係機関における実務での情報交

換の機会を設定する取組が多い状況がある一方で、就労定着支援事業のみ実施・運営している機関

では内部での人材育成の取組が他の就労支援機関と比較すると全般的に少ない状況が認められた。 

（１）研修（内部、外部） 

「法人/所内で障害者就労支援に関する研修会（座学、演習、グループワーク等）を開催する」（表

３-54）も「外部機関が行う研修・セミナー・学会等への積極的な参加を促す」（表３－55）も、全

体的に「出来る範囲で実施している」という回答の割合がそれぞれ 49.8％、54.2％と最も高かった。

ただし、就労定着支援事業のみ実施・運営している機関では内部の研修は「あまり実施していない」

と「全く実施していない」を合わせると回答が 44.6％と特に高くなっていた。一方、外部研修につ

いて、就業・生活支援センターでは「積極的・計画的に実施している」という回答の割合が 51.9％

と高くなっていた。 

 

表３－54 「法人/所内で障害者就労支援に関する研修会（座学、演習、グループワーク等）を 

開催する」の実施状況 

  
全く実施していな

い 

あまり実施してい

ない 

出来る範囲で実施

している 

積極的・計画的に

実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センタ

ー（ｎ＝185） 
18 9.7% 49 26.5% 84 45.4% 34 18.4% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝144） 
13 9.0% 27 18.8% 81 56.3% 23 16.0% 

就労移行支援事業及び

就労定着支援事業（ｎ

＝234） 

16 6.8% 49 20.9% 125 53.4% 44 18.8% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
7 10.8% 22 33.8% 23 35.4% 13 20.0% 

合計（ｎ＝628） 54 8.6% 147 23.4% 313 49.8% 114 18.2% 

 

 

 

 

 

 

表３－55 「外部機関が行う研修・セミナー・学会等への積極的な参加を促す」の実施状況 

  
全く実施してい

ない 

あまり実施して

いない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的

に実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター

（ｎ＝185） 
0 0.0% 10 5.4% 79 42.7% 96 51.9% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
2 1.4% 22 15.2% 88 60.7% 33 22.8% 

就労移行支援事業及び就労

定着支援事業（ｎ＝234） 
0 0.0% 21 9.0% 129 55.1% 84 35.9% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
1 1.5% 4 6.2% 45 69.2% 15 23.1% 

合計（ｎ＝629） 3 0.5% 57 9.1% 341 54.2% 228 36.2% 

 

（２）実務指導等（内部）やスーパービジョン（内部、外部） 

「計画的な実務指導（指導/育成計画等に基づくＯＪＴ）を行う」（表３－56）では、全体的に「出

来る範囲で実施している」という回答の割合が 46.3％と最も高かったが、就労定着支援事業のみ実

施・運営している機関では「あまり実施していないという」という回答が 43.1％となっていた。 

「法人/所内の熟練者又は外部の専門家からスーパービジョンを受けることができる機会を設け

る」については、全体的に見ると「出来る範囲で実施している」という回答が 37.2％、「あまり実

施していない」という回答が 36.4％であり、他の組織的な取組の項目と比較すると実施状況にばら

つきがあった（表３－57）。 

 

表３－56 「計画的な実務指導（指導/育成計画等に基づくＯＪＴ）を行う」の実施状況 

  
全く実施してい

ない 

あまり実施して

いない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的

に実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター

（ｎ＝185） 
17 9.2% 70 37.8% 78 42.2% 20 10.8% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝144） 
6 4.2% 54 37.5% 65 45.1% 19 13.2% 

就労移行支援事業及び就労

定着支援事業（ｎ＝233） 
12 5.2% 65 27.9% 120 51.5% 36 15.5% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
4 6.2% 28 43.1% 27 41.5% 6 9.2% 

合計（ｎ＝627） 39 6.2% 217 34.6% 290 46.3% 81 12.9% 
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第７節 知識・スキル等充足に向けた人材育成の課題と工夫 

本節では、組織全体としての知識・スキル等（を有する人材）の充足のための、組織内外におけ

る、研修、OJT、情報交換等の実際の取組状況の実態を示すとともに、自由記述で得た人材育成の取

組として意識していることや課題と感じていること等についての結果を併せて示す。 

 

１ 人材育成の組織的取組の状況 

各機関における時間や人員等の内部資源、外部資源の利用可能性の違いを踏まえ、研修、OJT、情

報交換等に可能な範囲で取り組んでいる状況が伺われる結果であった。特に、就業・生活支援セン

ターでは人材育成のための外部研修への参加を促す取組や地域関係機関における実務での情報交

換の機会を設定する取組が多い状況がある一方で、就労定着支援事業のみ実施・運営している機関

では内部での人材育成の取組が他の就労支援機関と比較すると全般的に少ない状況が認められた。 

（１）研修（内部、外部） 

「法人/所内で障害者就労支援に関する研修会（座学、演習、グループワーク等）を開催する」（表

３-54）も「外部機関が行う研修・セミナー・学会等への積極的な参加を促す」（表３－55）も、全

体的に「出来る範囲で実施している」という回答の割合がそれぞれ 49.8％、54.2％と最も高かった。

ただし、就労定着支援事業のみ実施・運営している機関では内部の研修は「あまり実施していない」

と「全く実施していない」を合わせると回答が 44.6％と特に高くなっていた。一方、外部研修につ

いて、就業・生活支援センターでは「積極的・計画的に実施している」という回答の割合が 51.9％

と高くなっていた。 

 

表３－54 「法人/所内で障害者就労支援に関する研修会（座学、演習、グループワーク等）を 

開催する」の実施状況 

  
全く実施していな

い 

あまり実施してい

ない 

出来る範囲で実施

している 

積極的・計画的に

実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センタ

ー（ｎ＝185） 
18 9.7% 49 26.5% 84 45.4% 34 18.4% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝144） 
13 9.0% 27 18.8% 81 56.3% 23 16.0% 

就労移行支援事業及び

就労定着支援事業（ｎ

＝234） 

16 6.8% 49 20.9% 125 53.4% 44 18.8% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
7 10.8% 22 33.8% 23 35.4% 13 20.0% 

合計（ｎ＝628） 54 8.6% 147 23.4% 313 49.8% 114 18.2% 

 

 

 

 

 

 

表３－55 「外部機関が行う研修・セミナー・学会等への積極的な参加を促す」の実施状況 

  
全く実施してい

ない 

あまり実施して

いない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的

に実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター

（ｎ＝185） 
0 0.0% 10 5.4% 79 42.7% 96 51.9% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
2 1.4% 22 15.2% 88 60.7% 33 22.8% 

就労移行支援事業及び就労

定着支援事業（ｎ＝234） 
0 0.0% 21 9.0% 129 55.1% 84 35.9% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
1 1.5% 4 6.2% 45 69.2% 15 23.1% 

合計（ｎ＝629） 3 0.5% 57 9.1% 341 54.2% 228 36.2% 

 

（２）実務指導等（内部）やスーパービジョン（内部、外部） 

「計画的な実務指導（指導/育成計画等に基づくＯＪＴ）を行う」（表３－56）では、全体的に「出

来る範囲で実施している」という回答の割合が 46.3％と最も高かったが、就労定着支援事業のみ実

施・運営している機関では「あまり実施していないという」という回答が 43.1％となっていた。 

「法人/所内の熟練者又は外部の専門家からスーパービジョンを受けることができる機会を設け

る」については、全体的に見ると「出来る範囲で実施している」という回答が 37.2％、「あまり実

施していない」という回答が 36.4％であり、他の組織的な取組の項目と比較すると実施状況にばら

つきがあった（表３－57）。 

 

表３－56 「計画的な実務指導（指導/育成計画等に基づくＯＪＴ）を行う」の実施状況 

  
全く実施してい

ない 

あまり実施して

いない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的

に実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター

（ｎ＝185） 
17 9.2% 70 37.8% 78 42.2% 20 10.8% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝144） 
6 4.2% 54 37.5% 65 45.1% 19 13.2% 

就労移行支援事業及び就労

定着支援事業（ｎ＝233） 
12 5.2% 65 27.9% 120 51.5% 36 15.5% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
4 6.2% 28 43.1% 27 41.5% 6 9.2% 

合計（ｎ＝627） 39 6.2% 217 34.6% 290 46.3% 81 12.9% 
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表３－57 「法人/所内の熟練者又は外部の専門家からスーパービジョンを受けることができる 

機会を設ける」の実施状況 

  
全く実施してい

ない 

あまり実施して

いない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的

に実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター

（ｎ＝185） 
24 13.0% 68 36.8% 65 35.1% 28 15.1% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
36 24.8% 39 26.9% 54 37.2% 16 11.0% 

就労移行支援事業及び就労

定着支援事業（ｎ＝234） 
24 10.3% 97 41.5% 94 40.2% 19 8.1% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
13 20.0% 25 38.5% 21 32.3% 6 9.2% 

合計（ｎ＝629） 97 15.4% 229 36.4% 234 37.2% 69 11.0% 

 

（３）実務での情報交換等（内部、外部） 

「法人/所内でケースミーティングを行い、意見交換、ノウハウ共有、事例検討等を行う」につい

ては、全体的に「出来る範囲で実施している」又は「積極的・計画的に実施している」という回答

の割合が高かったが、就労定着支援事業のみ実施している機関では「積極的・計画的に実施してい

る」という回答の割合が 29.2％となり、他の就労支援機関と比較して低くなった（表３－58）。 

 「地域関係機関と共に、情報交換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）を行う機会を設ける」

については、全体的に見ると「出来る範囲で実施している」という回答が 57.5％と高くなったが、

就業・生活支援センターでは「積極的・計画的に実施している」という回答が 39.5％となっており、

他の就労支援機関よりも高くなった（表３－59）。 

 

表３－58 「法人/所内でケースミーティングを行い、意見交換、ノウハウ共有、 

事例検討等を行う」の実施状況 

  
全く実施して

いない 

あまり実施し

ていない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的に

実施している 

  
回答

数 
％ 

回答

数 
％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター（ｎ＝

185） 
1 0.5% 8 4.3% 94 50.8% 82 44.3% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
4 2.8% 13 9.0% 71 49.0% 57 39.3% 

就労移行支援事業及び就労定着

支援事業（ｎ＝233） 
2 0.9% 17 7.3% 111 47.6% 103 44.2% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
0 0.0% 12 18.5% 34 52.3% 19 29.2% 

合計（ｎ＝627） 7 1.1% 50 8.0% 310 49.4% 261 41.6% 

 

  

 

表３－59 「地域関係機関と共に、情報交換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）を行う 

機会を設ける」の実施状況 

  
全く実施して

いない 

あまり実施し

ていない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的に

実施している 

  
回答

数 
％ 

回答

数 
％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター（ｎ

＝185） 
1 0.5% 13 7.0% 98 53.0% 73 39.5% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
9 6.2% 35 24.1% 88 60.7% 13 9.0% 

就労移行支援事業及び就労定

着支援事業（ｎ＝233） 
11 4.7% 45 19.3% 132 56.7% 45 19.3% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
7 10.8% 13 20.0% 43 66.2% 2 3.1% 

合計（ｎ＝628） 28 4.5% 106 16.9% 361 57.5% 133 21.2% 

 

２ 就労支援実務者が必要な知識・スキル等を習得するための人材育成の取組の工夫等 

人材育成の工夫に関する自由記述について、内容をセンテンスで区切り、テーマの類似性に着目

して分類した。また、小分類の中から、具体的な工夫の内容について述べた記述を抽出し、その内

容をテーマごとに分類し、表３－60 に整理した。 

その結果、研修・OJT、情報交換・交流等の機会を設ける方法に関する工夫（定期的に実施する等）

が多く挙げられた。その他「相談・対話しやすい体制・雰囲気づくり」「意欲・主体性を持たせる制

度・環境づくり」等の職場の環境・雰囲気づくりに関する内容や、「段階的な経験を積ませる体系的

な育成と配置をする」「現在持っている能力・資格を活かした配置をする」等の計画的な配置に関連

する内容も挙がった。 
 

表３－60 就労支援実務者に必要な知識・スキル等を充足していくための人材育成の取組・工夫 

大分類 小分類（数字は該当件数） 具体的な取組・工夫の例（数字は該当件数） 

研修への参

加や研修の

実施 

外部主催の研修への参加 74 

職員の希望・経験・課題に応じた内容の研修受

講を推奨する 
13 

研修を周知し、参加を促す呼びかけを行う 12 

復命書の回覧や伝達講習等を行い、研修内容を

全職員で情報共有する 
6 

オンラインの研修への参加推奨をする 4 

（法人・事業所）内部主催の

研修 
46 

定期的に実施する 15 

外部講師を活用する 8 

オンデマンド研修サイトと契約する 5 

短期集中的研修を実施する 4 

体系的（段階的・職種別）に実施する 3 

OJT と日々

の助言の実

施 

ＯＪＴの機会創出 36 
熟練者の支援に同席・同行する機会を設ける 12 

チーム（複数人体制）で支援を行う 8 

助言等の方法 31 

日々の報・連・相や記録を通して助言する 19 

スーパービジョンの機会を創出する 6 

支援ノウハウを整理して伝える 4 

ロールプレイを行う 2 

経験を積む中で学んでもらう 29 
専門職・機関と連携する中で学んでもらう 16 

実践的経験を積む機会を創出する  13 

－ 174 －



 

表３－57 「法人/所内の熟練者又は外部の専門家からスーパービジョンを受けることができる 

機会を設ける」の実施状況 

  
全く実施してい

ない 

あまり実施して

いない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的

に実施している 

  回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター

（ｎ＝185） 
24 13.0% 68 36.8% 65 35.1% 28 15.1% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
36 24.8% 39 26.9% 54 37.2% 16 11.0% 

就労移行支援事業及び就労

定着支援事業（ｎ＝234） 
24 10.3% 97 41.5% 94 40.2% 19 8.1% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
13 20.0% 25 38.5% 21 32.3% 6 9.2% 

合計（ｎ＝629） 97 15.4% 229 36.4% 234 37.2% 69 11.0% 

 

（３）実務での情報交換等（内部、外部） 

「法人/所内でケースミーティングを行い、意見交換、ノウハウ共有、事例検討等を行う」につい

ては、全体的に「出来る範囲で実施している」又は「積極的・計画的に実施している」という回答

の割合が高かったが、就労定着支援事業のみ実施している機関では「積極的・計画的に実施してい

る」という回答の割合が 29.2％となり、他の就労支援機関と比較して低くなった（表３－58）。 

 「地域関係機関と共に、情報交換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）を行う機会を設ける」

については、全体的に見ると「出来る範囲で実施している」という回答が 57.5％と高くなったが、

就業・生活支援センターでは「積極的・計画的に実施している」という回答が 39.5％となっており、

他の就労支援機関よりも高くなった（表３－59）。 

 

表３－58 「法人/所内でケースミーティングを行い、意見交換、ノウハウ共有、 

事例検討等を行う」の実施状況 

  
全く実施して

いない 

あまり実施し

ていない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的に

実施している 

  
回答

数 
％ 

回答

数 
％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター（ｎ＝

185） 
1 0.5% 8 4.3% 94 50.8% 82 44.3% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
4 2.8% 13 9.0% 71 49.0% 57 39.3% 

就労移行支援事業及び就労定着

支援事業（ｎ＝233） 
2 0.9% 17 7.3% 111 47.6% 103 44.2% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
0 0.0% 12 18.5% 34 52.3% 19 29.2% 

合計（ｎ＝627） 7 1.1% 50 8.0% 310 49.4% 261 41.6% 

 

  

 

表３－59 「地域関係機関と共に、情報交換（意見交換、ノウハウ共有、事例検討等）を行う 

機会を設ける」の実施状況 

  
全く実施して

いない 

あまり実施し

ていない 

出来る範囲で実

施している 

積極的・計画的に

実施している 

  
回答

数 
％ 

回答

数 
％ 回答数 ％ 回答数 ％ 

就業・生活支援センター（ｎ

＝185） 
1 0.5% 13 7.0% 98 53.0% 73 39.5% 

就労移行支援事業のみ 

（ｎ＝145） 
9 6.2% 35 24.1% 88 60.7% 13 9.0% 

就労移行支援事業及び就労定

着支援事業（ｎ＝233） 
11 4.7% 45 19.3% 132 56.7% 45 19.3% 

就労定着支援事業のみ 

（ｎ＝65） 
7 10.8% 13 20.0% 43 66.2% 2 3.1% 

合計（ｎ＝628） 28 4.5% 106 16.9% 361 57.5% 133 21.2% 

 

２ 就労支援実務者が必要な知識・スキル等を習得するための人材育成の取組の工夫等 

人材育成の工夫に関する自由記述について、内容をセンテンスで区切り、テーマの類似性に着目

して分類した。また、小分類の中から、具体的な工夫の内容について述べた記述を抽出し、その内

容をテーマごとに分類し、表３－60 に整理した。 

その結果、研修・OJT、情報交換・交流等の機会を設ける方法に関する工夫（定期的に実施する等）

が多く挙げられた。その他「相談・対話しやすい体制・雰囲気づくり」「意欲・主体性を持たせる制

度・環境づくり」等の職場の環境・雰囲気づくりに関する内容や、「段階的な経験を積ませる体系的

な育成と配置をする」「現在持っている能力・資格を活かした配置をする」等の計画的な配置に関連

する内容も挙がった。 
 

表３－60 就労支援実務者に必要な知識・スキル等を充足していくための人材育成の取組・工夫 

大分類 小分類（数字は該当件数） 具体的な取組・工夫の例（数字は該当件数） 

研修への参

加や研修の

実施 

外部主催の研修への参加 74 

職員の希望・経験・課題に応じた内容の研修受

講を推奨する 
13 

研修を周知し、参加を促す呼びかけを行う 12 

復命書の回覧や伝達講習等を行い、研修内容を

全職員で情報共有する 
6 

オンラインの研修への参加推奨をする 4 

（法人・事業所）内部主催の

研修 
46 

定期的に実施する 15 

外部講師を活用する 8 

オンデマンド研修サイトと契約する 5 

短期集中的研修を実施する 4 

体系的（段階的・職種別）に実施する 3 

OJT と日々

の助言の実

施 

ＯＪＴの機会創出 36 
熟練者の支援に同席・同行する機会を設ける 12 

チーム（複数人体制）で支援を行う 8 

助言等の方法 31 

日々の報・連・相や記録を通して助言する 19 

スーパービジョンの機会を創出する 6 

支援ノウハウを整理して伝える 4 

ロールプレイを行う 2 

経験を積む中で学んでもらう 29 
専門職・機関と連携する中で学んでもらう 16 

実践的経験を積む機会を創出する  13 

－ 175 －



 

情報交換・

交流の実施 

所内における情報交換（ミー

ティング）を実施する 
36  

ケース検討会（ケース会議）

の実施 
29 

（法人・事業所）所内ケース会議を実施する 17 

関係機関との合同ケース会議を実施する 5 

外部機関との情報交換・交流 28 
外部機関との意見交換・情報収集に参加する 11 

各種会議（協議会）に積極的に出席する 6 

ケーススタディ（事例検討）

を実施する 
13 

 

企業との情報交換を実施する 4 

職 場 の 環

境・雰囲気

づくり 

相談・対話しやすい体制・雰

囲気づくり 
22 

定期的な面談・振り返りの機会設定 8 

対話しやすい雰囲気・体制づくり 5 

意欲・主体性を持たせる制度・

環境づくり 
12 

学習意欲や目標を意識させる制度・環境づくり 6 

無理なく働ける制度・環境の整備 2 

職員の自立と主体性を持たせる声掛け 3 

計画的な配

置・育成 

段階的な経験を積ませる体系

的な育成と配置をする 
9 

 

現在持っている能力・資格を

生かした配置をする 
3 

個別の育成プランを立てて段

階的な指導をする 
2 

特に優先的

な習得が必

要だと思う

知識・スキ

ル等の内容 

就労支援における支援者の基

本的姿勢 
31 

アセスメント力 8 

相談支援の基本的理念やスキ

ル 
7 

就労支援の理念の理解 5 

個別性の理解 4 

障害特性の理解 3 

連携のスキル 2 

就労支援に関する法律・制度

の知識 
2 

管理・営業・調整のスキル 2 

その他 
自施設で重視している支援方

針に関する内容 
17 

回答の合計 455  

 

３ 就労支援実務者に必要な知識・スキル等を充足していくための人材育成の課題 

就労支援機関の人材育成担当者が、人材育成の課題として認識していることについて、自由記述

の内容をセンテンスで区切り、テーマの類似性に着目して回答結果を表３－61 に整理した。 

人材育成の課題として「研修等の機会確保の課題」（特に、「研修等にかける人員・時間・費用の

不足に関する課題」）や「人材確保・定着の課題」が多く挙がった。その他「人材育成のノウハウの

不足の課題」「職員や他機関との情報共有の課題」等、様々なノウハウに関する内容も挙がった。

様々な知識・スキル等の習得の課題としては「就労支援における支援者の基本的姿勢」「障害等の基

本的知識の不足」といった支援のベースになるような知識・スキル等の習得が難しいという意見が

多く挙がっていた。また、職員の個人差に関連した内容では、能力・経験の違いだけでなく、意欲

の側面にも言及した回答が挙がり、地域による特性を踏まえた人材育成の課題については、地域に

より社会資源、支援の考え方、必要なスキルに違いがある（例えば、「都市部では必要とされるスキ

 

ルに偏りが出るため、困難事例やイレギュラーな事例に若手職員では対応が難しいことがある」等）

といった意見もあった。 
 

表３－61 就労支援実務者に必要な知識・スキル等を充足していくための人材育成の課題 

大分類 小分類 
該当

件数 

研修等の機会確保

の課題 

研修等にかける

人員・時間・費

用の不足に関す

る課題 

業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保が難しい 53 

マンパワー不足により研修等への参加が難しい 20 

研修等にかけるコスト（人員・費用）投資が難しい 7 

雇用形態の事情や家庭の事情により研修等参加が難しい 3 

（自機関における）研修、指導等の機会創出が難しい 10 

人材確保・定着の

課題 

人事異動や退職により人材の定着が難しい 32 

（就労支援に適した）人材確保が難しい 17 

人材確保・維持のための待遇向上が難しい 10 

職員の（就労支援の）経験蓄積が難しい 5 

人材育成のノウハ

ウの不足の課題 

指導者の経験・ノウハウ蓄積が難しい 11 

人材育成の計画・指標の作成が難しい 7 

人材育成を学ぶ機会やノウハウが不足している 6 

様々な知識・スキ

ル等の習得の課題 

「就労支援における支援者の基本的姿勢」の習得が難しい 19 

障害等の基本的知識が不足している職員への指導が難しい 12 

企業とのコミュニケーション・連携スキル習得が難しい 10 

見立てをする力の習得が難しい 9 

必要なスキルが広範囲にわたるため習得が難しい 9 

個別に応じた柔軟な対応をするスキルの習得が難しい 6 

知識を実践に繋げる難しさ 5 

求人・実習の開拓スキルの習得が難しい 2 

個人や地域の違い

に応じた人材育成

の課題 

職員個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成が難しい 21 

職員の学習意欲の向上が難しい 14 

職員の多様な考えを尊重した人材育成が難しい 8 

地域による特性を踏まえた人材育成が難しい（都市部では必要とされるス

キルに偏りが出るため、困難事例やイレギュラーな事例に若手職員では

対応が難しいことがある等） 

5 

就労支援を行う機会自体が少ない中での人材育成が難しい 4 

職員の体調管理が難しい 2 

 

職員や他機関との

情報共有の課題  

職員間の情報・知識の共有が難しい 14 

他機関との交流・連携が難しい 6 

（外部機関が開催する）研修等の機会が少ない・分からない 6 

相談・発言しやすい環境づくりが難しい 4 

その他 
自機関で行っている人材育成の内容に関する記述 11 

就労移行支援事業の事業内容自体の課題の記述 4 

回答の合計 352 

 

  

－ 176 －



 

情報交換・

交流の実施 

所内における情報交換（ミー

ティング）を実施する 
36  

ケース検討会（ケース会議）

の実施 
29 

（法人・事業所）所内ケース会議を実施する 17 

関係機関との合同ケース会議を実施する 5 

外部機関との情報交換・交流 28 
外部機関との意見交換・情報収集に参加する 11 

各種会議（協議会）に積極的に出席する 6 

ケーススタディ（事例検討）

を実施する 
13 

 

企業との情報交換を実施する 4 

職 場 の 環

境・雰囲気

づくり 

相談・対話しやすい体制・雰

囲気づくり 
22 

定期的な面談・振り返りの機会設定 8 

対話しやすい雰囲気・体制づくり 5 

意欲・主体性を持たせる制度・

環境づくり 
12 

学習意欲や目標を意識させる制度・環境づくり 6 

無理なく働ける制度・環境の整備 2 

職員の自立と主体性を持たせる声掛け 3 

計画的な配

置・育成 

段階的な経験を積ませる体系

的な育成と配置をする 
9 

 

現在持っている能力・資格を

生かした配置をする 
3 

個別の育成プランを立てて段

階的な指導をする 
2 

特に優先的

な習得が必

要だと思う

知識・スキ

ル等の内容 

就労支援における支援者の基

本的姿勢 
31 

アセスメント力 8 

相談支援の基本的理念やスキ

ル 
7 

就労支援の理念の理解 5 

個別性の理解 4 

障害特性の理解 3 

連携のスキル 2 

就労支援に関する法律・制度

の知識 
2 

管理・営業・調整のスキル 2 

その他 
自施設で重視している支援方

針に関する内容 
17 

回答の合計 455  

 

３ 就労支援実務者に必要な知識・スキル等を充足していくための人材育成の課題 

就労支援機関の人材育成担当者が、人材育成の課題として認識していることについて、自由記述

の内容をセンテンスで区切り、テーマの類似性に着目して回答結果を表３－61 に整理した。 

人材育成の課題として「研修等の機会確保の課題」（特に、「研修等にかける人員・時間・費用の

不足に関する課題」）や「人材確保・定着の課題」が多く挙がった。その他「人材育成のノウハウの

不足の課題」「職員や他機関との情報共有の課題」等、様々なノウハウに関する内容も挙がった。

様々な知識・スキル等の習得の課題としては「就労支援における支援者の基本的姿勢」「障害等の基

本的知識の不足」といった支援のベースになるような知識・スキル等の習得が難しいという意見が

多く挙がっていた。また、職員の個人差に関連した内容では、能力・経験の違いだけでなく、意欲

の側面にも言及した回答が挙がり、地域による特性を踏まえた人材育成の課題については、地域に

より社会資源、支援の考え方、必要なスキルに違いがある（例えば、「都市部では必要とされるスキ

 

ルに偏りが出るため、困難事例やイレギュラーな事例に若手職員では対応が難しいことがある」等）

といった意見もあった。 
 

表３－61 就労支援実務者に必要な知識・スキル等を充足していくための人材育成の課題 

大分類 小分類 
該当

件数 

研修等の機会確保

の課題 

研修等にかける

人員・時間・費

用の不足に関す

る課題 

業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保が難しい 53 

マンパワー不足により研修等への参加が難しい 20 

研修等にかけるコスト（人員・費用）投資が難しい 7 

雇用形態の事情や家庭の事情により研修等参加が難しい 3 

（自機関における）研修、指導等の機会創出が難しい 10 

人材確保・定着の

課題 

人事異動や退職により人材の定着が難しい 32 

（就労支援に適した）人材確保が難しい 17 

人材確保・維持のための待遇向上が難しい 10 

職員の（就労支援の）経験蓄積が難しい 5 

人材育成のノウハ

ウの不足の課題 

指導者の経験・ノウハウ蓄積が難しい 11 

人材育成の計画・指標の作成が難しい 7 

人材育成を学ぶ機会やノウハウが不足している 6 

様々な知識・スキ

ル等の習得の課題 

「就労支援における支援者の基本的姿勢」の習得が難しい 19 

障害等の基本的知識が不足している職員への指導が難しい 12 

企業とのコミュニケーション・連携スキル習得が難しい 10 

見立てをする力の習得が難しい 9 

必要なスキルが広範囲にわたるため習得が難しい 9 

個別に応じた柔軟な対応をするスキルの習得が難しい 6 

知識を実践に繋げる難しさ 5 

求人・実習の開拓スキルの習得が難しい 2 

個人や地域の違い

に応じた人材育成

の課題 

職員個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成が難しい 21 

職員の学習意欲の向上が難しい 14 

職員の多様な考えを尊重した人材育成が難しい 8 

地域による特性を踏まえた人材育成が難しい（都市部では必要とされるス

キルに偏りが出るため、困難事例やイレギュラーな事例に若手職員では

対応が難しいことがある等） 

5 

就労支援を行う機会自体が少ない中での人材育成が難しい 4 

職員の体調管理が難しい 2 

 

職員や他機関との

情報共有の課題  

職員間の情報・知識の共有が難しい 14 

他機関との交流・連携が難しい 6 

（外部機関が開催する）研修等の機会が少ない・分からない 6 

相談・発言しやすい環境づくりが難しい 4 

その他 
自機関で行っている人材育成の内容に関する記述 11 

就労移行支援事業の事業内容自体の課題の記述 4 

回答の合計 352 
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第８節 考察 

第２章で明らかにした効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等について、就労支援の成

果を問わず全国の就労支援機関の人材育成担当者を対象とした調査の結果から、人材育成上の現実

的な優先度の認識にばらつきがあることが認められた。そのような認識のばらつきには機関種や地

域による影響が若干認められたものの、現実的な優先度に関する認識を踏まえながら専門性や支援

力の向上を図るという観点から、知識・スキル等の内容は４領域に整理することができた。それぞ

れについて、研修だけでなく、OJT、実地での情報交換等の複合的な人材育成の取組が重要であるこ

とが明確となり、そのような取組を促進するための関係機関における人材育成の課題や好事例も把

握することができた。 

 

１ 就労支援機関における人材育成の優先度からみた知識・スキル等の領域 

 (１) 人材育成における優先度からみた知識・スキル等の４領域 

第２章で明らかにした効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等について、就労支援の成

果を問わず全国の就労支援機関の人材育成担当者を対象とした調査の結果から、人材育成上の現実

的な優先度の認識にばらつきが認められる部分があり、そのばらつきを踏まえながら専門性や支援

力の向上を図るという観点から、回答結果をもとに知識・スキル等の内容を因子分析した。その結

果、「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」「地域の企業や関係機関との関係

構築と障害者雇用の周知・啓発」「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」「障害

者本人の自己理解と自信向上の支援」の４領域に整理することができた。 

ア 障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援 

知識・スキル等リストの内容について、習得優先度の因子分析の結果、基本的支援姿勢や個人情

報の取扱い、人権、相手の立場やニーズを踏まえた説明、障害者本人のニーズを中心としたアセス

メント、チームワーク、自己選択・自己決定支援、分かり易い記録・伝達、支援計画の策定とモニ

タリング等に関する項目が、一つの因子としてまとまった。これらの知識・スキル等が一つのまと

まりとして習得優先度の認識のばらつきの原因となっていることは、障害者就労支援の基本的な枠

組みや支援プロセスが、従来型の障害者個人を対象とした施設別のタテ割り支援から、障害者本人

の支援ニーズを中心として、その「職業生活」を多職種連携によるケースマネジメントにより支え

る取組に転換していることに対応していると考えられる。先行研究（障害者職業総合センター調査

研究報告書 No.134、No.147）で明らかになっていたタテ割り支援や効果的な就労支援のあり方の普

及に関する課題の解決に向け、今後基礎的研修等による雇用と福祉の両分野横断的な知識・スキル

等の習得や、障害者就労支援の基本的な枠組みや支援プロセスを踏まえた多職種連携による職業生

活の支援の促進が重要となる。 

習得優先度では、この知識・スキル等の領域が第１因子として抽出されていることから、その認

識のばらつきが４領域の中では最も大きく、今後の就労支援実務者や地域関係機関の支援力の向上

に向けての人材育成の重要性が高いと考えられる。 

一方、初任者優先度では、比較的認識のばらつきは少なく、就業・生活支援センターでも就労移

 

行／定着支援事業所でも、「支援者が持つべき心構えと倫理意識」「就労支援において支援者が取る

べき態度」等が効果的な支援を実施するにあたって初任者のうちに習得することが期待されていた。

このことから、多くの人材育成担当者が、所属機関によらず、「障害者本人を中心とした多職種連携

による職業生活の支援」という支援者としての基本的な態度や倫理意識は効果的支援を行うために

早期に習得すべきものとして認識していることが明らかになった。基礎的研修のカリキュラムにお

いても、就労支援の理念・目的に関する内容が設定されていること等から、今後も引き続き初任者

のうちに支援者としてのこのような基本的な態度や倫理意識を習得するような研修の実施や人材

育成の取組等が行われていくと考えられる。 

イ 地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発 

知識・スキル等リストの内容について、習得優先度の因子分析の結果、障害者雇用の啓発、企業

経営や労働市場の動向把握、地域支援人材の育成、障害者雇用促進法と関連支援サービス等、地域

の社会資源ネットワーク、障害者雇用状況の実態把握、労働関係法規や雇用管理の知識等が、一つ

の因子としてまとまった。これらの知識・スキル等が一つのまとまりとして習得優先度の認識のば

らつきの原因となっていることは、障害者就労支援の基本的な取組が、従来の障害者個人の問題を

評価し改善するものから、企業や地域社会の課題の改善を重視するものに転換していることに対応

しているものと考えられる。 

特に、初任者優先度では、この知識・スキル等の領域が第１因子として抽出され、４領域の中で

は最も認識のばらつきが大きくなっていた。さらに、第４節に整理した各知識・スキル等の項目ご

との習得優先度や初任者優先度を見ると、地域の企業や関係機関との調整を行う機会が相対的に多

いと考えられる就業・生活支援センターに比べて、障害者本人への直接的な支援を行う割合が多い

と考えられる就労移行／定着支援事業所ではこの領域に関連する知識・スキル等の優先度が低くな

っており、実施している事業によって認識に差が生じることが明らかになった。 

ウ 職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援 

知識・スキル等リストの内容について、習得優先度の因子分析の結果、職務遂行力と職場適応の

ための支援、職場見学や職場実習等、障害特性や雇用管理のポイントの説明、退職と再就職の支援、

継続的フォローアップ体制構築、職場業務の調整、求人とのマッチング等が、一つの因子としてま

とまった。これらの知識・スキル等が一つのまとまりとして習得優先度の認識のばらつきの原因と

なっていることは、障害者就労支援が、障害者個人の就職までの支援を中心としたものから、就職

前から就職後までの障害者と企業双方への総合的支援へと転換していることに対応しているもの

と考えられ、今後も基礎的研修や職場適応援助者養成研修等を通じて、就職前から就職後までのプ

ロセスを踏まえた支援、障害者本人だけでなく企業への支援に関する知識・スキル等の習得を促進

していくことが期待される。 

なお、初任者優先度では、第２因子として抽出され、４領域の中では２番目に認識のばらつきが

大きくなっていた。さらに、第４節に整理した各知識・スキル等の項目ごとの習得優先度や初任者

優先度を見ると、企業への支援等の機会が相対的に多いと考えられる就業・生活支援センターに比

べて、障害者本人への直接的な支援を行う割合が多いと考えられる就労移行／定着支援事業所では、
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第８節 考察 

第２章で明らかにした効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等について、就労支援の成

果を問わず全国の就労支援機関の人材育成担当者を対象とした調査の結果から、人材育成上の現実

的な優先度の認識にばらつきがあることが認められた。そのような認識のばらつきには機関種や地

域による影響が若干認められたものの、現実的な優先度に関する認識を踏まえながら専門性や支援

力の向上を図るという観点から、知識・スキル等の内容は４領域に整理することができた。それぞ

れについて、研修だけでなく、OJT、実地での情報交換等の複合的な人材育成の取組が重要であるこ

とが明確となり、そのような取組を促進するための関係機関における人材育成の課題や好事例も把

握することができた。 

 

１ 就労支援機関における人材育成の優先度からみた知識・スキル等の領域 

 (１) 人材育成における優先度からみた知識・スキル等の４領域 

第２章で明らかにした効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等について、就労支援の成

果を問わず全国の就労支援機関の人材育成担当者を対象とした調査の結果から、人材育成上の現実

的な優先度の認識にばらつきが認められる部分があり、そのばらつきを踏まえながら専門性や支援

力の向上を図るという観点から、回答結果をもとに知識・スキル等の内容を因子分析した。その結

果、「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」「地域の企業や関係機関との関係

構築と障害者雇用の周知・啓発」「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」「障害

者本人の自己理解と自信向上の支援」の４領域に整理することができた。 

ア 障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援 

知識・スキル等リストの内容について、習得優先度の因子分析の結果、基本的支援姿勢や個人情

報の取扱い、人権、相手の立場やニーズを踏まえた説明、障害者本人のニーズを中心としたアセス

メント、チームワーク、自己選択・自己決定支援、分かり易い記録・伝達、支援計画の策定とモニ

タリング等に関する項目が、一つの因子としてまとまった。これらの知識・スキル等が一つのまと

まりとして習得優先度の認識のばらつきの原因となっていることは、障害者就労支援の基本的な枠

組みや支援プロセスが、従来型の障害者個人を対象とした施設別のタテ割り支援から、障害者本人

の支援ニーズを中心として、その「職業生活」を多職種連携によるケースマネジメントにより支え

る取組に転換していることに対応していると考えられる。先行研究（障害者職業総合センター調査

研究報告書 No.134、No.147）で明らかになっていたタテ割り支援や効果的な就労支援のあり方の普

及に関する課題の解決に向け、今後基礎的研修等による雇用と福祉の両分野横断的な知識・スキル

等の習得や、障害者就労支援の基本的な枠組みや支援プロセスを踏まえた多職種連携による職業生

活の支援の促進が重要となる。 

習得優先度では、この知識・スキル等の領域が第１因子として抽出されていることから、その認

識のばらつきが４領域の中では最も大きく、今後の就労支援実務者や地域関係機関の支援力の向上

に向けての人材育成の重要性が高いと考えられる。 

一方、初任者優先度では、比較的認識のばらつきは少なく、就業・生活支援センターでも就労移

 

行／定着支援事業所でも、「支援者が持つべき心構えと倫理意識」「就労支援において支援者が取る

べき態度」等が効果的な支援を実施するにあたって初任者のうちに習得することが期待されていた。

このことから、多くの人材育成担当者が、所属機関によらず、「障害者本人を中心とした多職種連携

による職業生活の支援」という支援者としての基本的な態度や倫理意識は効果的支援を行うために

早期に習得すべきものとして認識していることが明らかになった。基礎的研修のカリキュラムにお

いても、就労支援の理念・目的に関する内容が設定されていること等から、今後も引き続き初任者

のうちに支援者としてのこのような基本的な態度や倫理意識を習得するような研修の実施や人材

育成の取組等が行われていくと考えられる。 

イ 地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発 

知識・スキル等リストの内容について、習得優先度の因子分析の結果、障害者雇用の啓発、企業

経営や労働市場の動向把握、地域支援人材の育成、障害者雇用促進法と関連支援サービス等、地域

の社会資源ネットワーク、障害者雇用状況の実態把握、労働関係法規や雇用管理の知識等が、一つ

の因子としてまとまった。これらの知識・スキル等が一つのまとまりとして習得優先度の認識のば

らつきの原因となっていることは、障害者就労支援の基本的な取組が、従来の障害者個人の問題を

評価し改善するものから、企業や地域社会の課題の改善を重視するものに転換していることに対応

しているものと考えられる。 

特に、初任者優先度では、この知識・スキル等の領域が第１因子として抽出され、４領域の中で

は最も認識のばらつきが大きくなっていた。さらに、第４節に整理した各知識・スキル等の項目ご

との習得優先度や初任者優先度を見ると、地域の企業や関係機関との調整を行う機会が相対的に多

いと考えられる就業・生活支援センターに比べて、障害者本人への直接的な支援を行う割合が多い

と考えられる就労移行／定着支援事業所ではこの領域に関連する知識・スキル等の優先度が低くな

っており、実施している事業によって認識に差が生じることが明らかになった。 

ウ 職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援 

知識・スキル等リストの内容について、習得優先度の因子分析の結果、職務遂行力と職場適応の

ための支援、職場見学や職場実習等、障害特性や雇用管理のポイントの説明、退職と再就職の支援、

継続的フォローアップ体制構築、職場業務の調整、求人とのマッチング等が、一つの因子としてま

とまった。これらの知識・スキル等が一つのまとまりとして習得優先度の認識のばらつきの原因と

なっていることは、障害者就労支援が、障害者個人の就職までの支援を中心としたものから、就職

前から就職後までの障害者と企業双方への総合的支援へと転換していることに対応しているもの

と考えられ、今後も基礎的研修や職場適応援助者養成研修等を通じて、就職前から就職後までのプ

ロセスを踏まえた支援、障害者本人だけでなく企業への支援に関する知識・スキル等の習得を促進

していくことが期待される。 

なお、初任者優先度では、第２因子として抽出され、４領域の中では２番目に認識のばらつきが

大きくなっていた。さらに、第４節に整理した各知識・スキル等の項目ごとの習得優先度や初任者
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この領域に関連する知識・スキル等の優先度が低くなっており、実施している事業によって認識に
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エ 障害者本人の自己理解と自信向上の支援 
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つの因子としてまとまった。これらの知識・スキル等が一つのまとまりとして習得優先度の認識の

ばらつきの原因となっていることは、障害者就労支援が、障害者個人の障害に着目し社会参加の制

約を前提としたものから、障害者と職業・職場との相互作用に着目し職業において活躍し社会参加

を促進するための支援に転換していることに対応するものと考えられる。 

習得優先度と初任者優先度の認識のばらつきは他の３領域に比べて最も少なかったが、第４節に

整理した各知識・スキル等の項目ごとの習得優先度や初任者優先度を見ると、障害者本人への直接

的な支援が相対的に多いと考えられる就労移行／定着支援事業所に比べて、企業への支援や関係機

関との調整等が相対的に多い就業・生活支援センターでの優先度では低くなっており、実施してい

る事業によって認識に差が生じることが明らかになった。加えて、特に政令指定都市等の就業・生

活支援センターにおいては、他の地域の就業・生活支援センターよりも優先度の認識が低く、所在

地域の影響も明らかになった。 

 (２) 地域における機関の役割分担状況の反映の可能性 

就労移行／定着支援事業所は比較的障害者本人への直接的な支援を行う機会が多く、就業・生活

支援センターは企業への支援や関係機関との調整等の支援が相対的に多い傾向があること等、実施

している事業や支援の違いによる、人材育成で優先される知識・スキル等の内容に一定の影響が認

められた。また、政令指定都市等においては、様々な社会資源がある中で他の就労支援機関では支

援が困難なケースを就業・生活支援センターが対応していること、支援圏内の就労支援機関に対し

ての助言・援助等を担っていること等から、基本的な知識・スキル等を習得していても支援の効果

を実感しにくいのかもしれず、自由記述には、「都市部では必要とされるスキルに偏りが出るため、

困難事例やイレギュラーな事例に若手職員では対応が難しいことがある」との記載もあり、就業・

生活支援センターにおいては、効果的な支援を行うために必要な知識・スキル等の比重が政令指定

都市等と他の地域とで異なる可能性がある。 

本章のアンケート調査だけでは、このような差が生じた要因を十分に検証するには限界があるこ

とから、就業・生活支援センターの主な業務内容（障害者本人への直接的な支援、企業への支援、

地域の支援機関との連携構築や助言・援助等、それぞれの業務の割合）、地域の障害者・企業・支援

機関等からの支援ニーズ、自機関の職員の人材育成の取組等について、地域によってどのような違

いがあるのかを含めて分析していくことが今後の課題となる。 

(３) 法人格や法人規模の影響 

法人格の種類により、知識・スキル等の現実的な優先度が異なる可能性が考えられたが、実際に

は、営利法人の認識については就労移行／定着支援事業所の回答結果が大きく反映されており、障

害者本人への直接的な支援に関する項目での習得の優先度が高いという認識となったと考えられ、

 

法人格の種類による影響は認められなかった。また、法人規模によっては、人事異動等により障害

者就労支援以外の分野の支援を経験しながら支援者としてのキャリアを形成することがある等、人

材育成の方針が知識・スキル等の現実的な優先度の認識に影響している可能性が考えられたが、実

際には、法人の規模による違いについては本章の結果からは確認されなかった。 

(４) 支援対象の障害者像の影響 

習得優先度においては、就業・生活支援センター、就労移行／定着支援事業所のいずれも利用者

の主な障害種別の割合によっての有意な差は見られなかった。この結果は、効果的な支援を行うた

めの知識・スキル等の内容をできる限り多様な障害の支援に適応するように作成したという第２章

の結果を裏付けるものであり、知識・スキル等リストは就労支援機関の利用者の主な障害種別によ

らず広く活用できることが確認できた。 

一方で、初任者優先度については、就労支援機関の利用者の主な障害種別によって、優先される

知識・スキル等の領域が異なることが明らかになった。具体的には、高次脳機能障害者の利用があ

る就業・生活支援センターでは、支援ネットワークの構築や障害者本人と職場双方への支援に関す

る知識・スキル等を初任者のうちに習得するという認識が強く、利用者のうち精神障害が５割以上

を占める就労移行／定着支援事業所でも支援ネットワークの構築に関する知識・スキル等を初任者

のうちに習得するという認識が強くなっていた。 

(５) 就労支援プロセスの分担の影響 

就職前の準備期、就職活動期、職場適応期、職場定着期のどの段階の支援を就労支援機関が主に

担うかにより、習得が優先される知識・スキル等があるのかを確認したところ、習得優先度も初任

者優先度も有意な差は見られず、今回の調査結果からは、就業支援のプロセスにおいて主に担う役

割というよりは、就業・生活支援センターか就労移行／定着支援事業所かという機関種の違いが、

習得が優先される知識・スキル等へ影響していることが示唆された。 

 

２ 知識・スキル等に関する習得方法のバランスに関する認識について 

今回、効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の具体的な内容を中心に、その習得のた

めの人材育成方法の実際を明らかにしたことにより、研修による人材育成だけでなく、現場での OJT、

ケース会議や現場での情報交換が、総合的に実施されることが重要であることについて、具体的な

内容を含めて明確にすることができた。 

（１）研修、OJT、情報交換等のバランス 

従来から、障害者就労支援の人材育成では、研修だけでなく、OJT や情報交換により実施するも

のも重要であるとされてきたが、これまで、各知識・スキル等に応じた習得方法として優先される

ものは必ずしも明確になっていなかった。今回、支援者が持つべき心構えと倫理意識、障害者差別

の解消・禁止、虐待防止の理解と対応、障害者本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定、障

害者本人の強み・能力の把握等に関する項目は「研修（座学、演習、グループワーク等）中心」の

方法で、支援者が取るべき態度、記録・伝達のスキルや、求職活動支援、退職・再就職支援、職場・

職務の調整支援等に関する項目は「OJT（実務指導、支援同行、スーパービジョン等）中心」の方法
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第第４４章章  

  

人人材材育育成成にに関関すするる組組織織的的取取組組のの具具体体的的内内容容  

 

で、関係機関との連携、企業情報の収集、生活支援に関わる項目は「情報交換（意見交換、ノウハ

ウ共有、事例検討等）中心」の方法で習得することが優先的であると整理することができた。 

これらの結果は、各種研修における内容・カリキュラムの設定、各支援機関において OJT で重点

的に取り組む内容、各地域で行われるネットワーク会議や情報交換会におけるテーマの設定等に活

用できるものである。 

（２）研修、OJT、情報交換等による総合的な人材育成の重要性 

一方、研修で学んだ知識・スキル等や情報交換で収集した情報について、実際の支援で効果的に

活用することや、職場内で共有する等してそれぞれの支援機関が組織全体として支援力の向上を図

ること、OJT で習得した知識・スキル等について様々な場面で応用して支援を実施できるようにす

ること等も重要であることが明らかになった。 

これらのことから、研修・OJT・情報交換を連動させた効果的・効率的な人材育成の取組、習得し

た知識・スキル等を活用して効果的な支援を実践することができるようにするための取組等につい

ても明らかにする必要がある。 

 

３ 人材育成における組織的な取組の実施状況、課題や工夫について 

全体的には、各機関は、限られた時間や人員等の中で、研修の開催や受講、実務指導、法人/所内

や地域関係機関との情報交換に可能な範囲で取り組んでいることが伺える結果であった。しかし、

就業・生活支援センターでは人材育成のための外部研修への参加を促す取組や地域関係機関におけ

る実務での情報交換の機会を設定する取組が多い一方で、就労定着支援事業のみ実施・運営してい

る機関では内部での人材育成の取組が他の就労支援機関と比較して全般的に少ない等、機関種によ

る取組の差も認められた。また、スーパービジョンを受ける機会については、機関種によらず実施

状況のばらつきが大きかった。 

自由記述回答からも、研修の実施、OJT と日々の助言、情報交換・交流、職場の環境や雰囲気づ

くり、計画的な配置・育成等について、それぞれの支援機関で工夫をしながら人材育成に取り組ん

でいることが明らかになった。一方で、人員や時間が不足する中での研修等の機会確保、異動等に

よる人材の確保・定着のしづらさ、人材育成のノウハウ不足、自機関の職員や他機関との情報共有、

支援者としての基本的姿勢や障害に関する基本的知識の不足、職員の能力・経験・学習意欲の差等

が人材育成の課題として挙げられた。 

さらに、具体的な人材育成の促進のための工夫としては、外部機関主催の研修の活用、面談やス

ーパーバイズの機会の定期的な設定等といったような人材育成の機会の創出に関する工夫だけで

なく、相談・対話のしやすい雰囲気等の職場の環境づくり、段階的に業務経験を積ませたり、現在

持っている能力を活かすための計画的な業務の割り振りや配置等の実施があった。 

なお、次章では、これらの結果を踏まえ、それぞれの法人や機関で実施している事業や所在地域、

地域からの支援ニーズ等も確認しながら、地域の就労支援機関における人材育成の取組や工夫につ

いての現状を把握するとともに、人材育成に関する好事例を収集し、地域の就労支援機関の状況や

課題に合わせたより効果的な人材育成のあり方をさらに検討する。 
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第第４４章章  

  

人人材材育育成成にに関関すするる組組織織的的取取組組のの具具体体的的内内容容  

 

で、関係機関との連携、企業情報の収集、生活支援に関わる項目は「情報交換（意見交換、ノウハ
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ること等も重要であることが明らかになった。 
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た知識・スキル等を活用して効果的な支援を実践することができるようにするための取組等につい
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３ 人材育成における組織的な取組の実施状況、課題や工夫について 
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る機関では内部での人材育成の取組が他の就労支援機関と比較して全般的に少ない等、機関種によ
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でいることが明らかになった。一方で、人員や時間が不足する中での研修等の機会確保、異動等に
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支援者としての基本的姿勢や障害に関する基本的知識の不足、職員の能力・経験・学習意欲の差等

が人材育成の課題として挙げられた。 

さらに、具体的な人材育成の促進のための工夫としては、外部機関主催の研修の活用、面談やス

ーパーバイズの機会の定期的な設定等といったような人材育成の機会の創出に関する工夫だけで

なく、相談・対話のしやすい雰囲気等の職場の環境づくり、段階的に業務経験を積ませたり、現在

持っている能力を活かすための計画的な業務の割り振りや配置等の実施があった。 

なお、次章では、これらの結果を踏まえ、それぞれの法人や機関で実施している事業や所在地域、

地域からの支援ニーズ等も確認しながら、地域の就労支援機関における人材育成の取組や工夫につ

いての現状を把握するとともに、人材育成に関する好事例を収集し、地域の就労支援機関の状況や

課題に合わせたより効果的な人材育成のあり方をさらに検討する。 



 

第４章 人材育成に関する組織的取組の具体的内容 

 

第１節 背景 

効果的な障害者就労支援を実施するためには、多様な障害者の就職前から就職後の支援ニーズ及び事

業主や職場のニーズの双方に対応し、さらに医療や生活等の多様な関係制度・サービスの総合的活用や

調整が求められる。第２章ではそのために必要かつ具体的な知識・スキル等が非常に幅広い内容へと及

ぶこと、第３章では、地域の就労支援機関における人材育成の優先度の認識にはばらつきがあり、特に、

①障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援、②地域の企業や関係機関との関係構築と

障害者雇用の周知・啓発、③職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援、④障害者本人の

自己理解と自信向上の支援の４領域における知識・スキル等の専門性や支援力の向上を図り、効果的な

就労支援を可能とする人材の育成の必要性が高いことが明確になった。さらに、広範な知識・スキル等

の習得のために、研修だけでなく、各組織や地域でのOJTや現場のケース会議等の情報共有等を組み合

わせた人材育成が重視されていることも明らかになり、このことは、先行研究（障害者職業総合センタ

ー調査研究報告書 No.167）において、「効果的な就労支援と人材育成の取組」を実施している機関の特

徴とも整合的である。 

これらの研究成果は、国等における雇用と福祉にわたる幅広い支援人材に対して研修や機関への助

言・援助等の一層の充実が図られる動向と軌を一にするものである。令和６年度障害福祉サービス等報

酬改定において発表された「障害者の就労支援に関する基礎的研修」カリキュラム（案）の中では、「就

労支援の理念と目的」として、就労支援実務者の共通した目的、福祉的就労と一般就労、働くことの意

義の理解、就労支援の視点、支援者の役割と資質、企業の視点の理解等が盛り込まれており、広範な知

識・スキル等をカバーする内容であると考えられる。また、地域関係機関向けには、研修だけでなく地

域障害者職業センターの助言・援助業務等の充実が図られているところである。 

しかし、実践現場ではより実務的な課題に直面し、研修等の機会確保や人材確保等に苦慮し人材育成

の課題を抱えている現状がある。これは、第３章の最新の調査分析結果においても、依然として、地域

の就労支援機関における人材育成の具体的課題として「個人や地域の違いに応じた人材育成の課題」「職

員の学習意欲の向上が難しい」「業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保が難しい」等が明らかにな

っていることとも符合している。 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等のリスト化に止まらず、専門性や支援力の向上を図るため

には、これらの知識・スキル等の効果的な普及を図る方策を検討する必要がある。そのためには、地域

の就労支援機関における人材育成の課題を踏まえ、効果的な就労支援につながる研修等の充実とOJT等

の人材育成における「求められる支援者像」の具体的内容の明確化とともに、人材育成のための好事例

やノウハウ、及び、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等のより具体的内容を明確にしていくこと

が、喫緊の課題となっていると言える。 
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自己理解と自信向上の支援の４領域における知識・スキル等の専門性や支援力の向上を図り、効果的な

就労支援を可能とする人材の育成の必要性が高いことが明確になった。さらに、広範な知識・スキル等

の習得のために、研修だけでなく、各組織や地域でのOJTや現場のケース会議等の情報共有等を組み合

わせた人材育成が重視されていることも明らかになり、このことは、先行研究（障害者職業総合センタ

ー調査研究報告書 No.167）において、「効果的な就労支援と人材育成の取組」を実施している機関の特

徴とも整合的である。 

これらの研究成果は、国等における雇用と福祉にわたる幅広い支援人材に対して研修や機関への助

言・援助等の一層の充実が図られる動向と軌を一にするものである。令和６年度障害福祉サービス等報

酬改定において発表された「障害者の就労支援に関する基礎的研修」カリキュラム（案）の中では、「就

労支援の理念と目的」として、就労支援実務者の共通した目的、福祉的就労と一般就労、働くことの意

義の理解、就労支援の視点、支援者の役割と資質、企業の視点の理解等が盛り込まれており、広範な知

識・スキル等をカバーする内容であると考えられる。また、地域関係機関向けには、研修だけでなく地

域障害者職業センターの助言・援助業務等の充実が図られているところである。 

しかし、実践現場ではより実務的な課題に直面し、研修等の機会確保や人材確保等に苦慮し人材育成

の課題を抱えている現状がある。これは、第３章の最新の調査分析結果においても、依然として、地域

の就労支援機関における人材育成の具体的課題として「個人や地域の違いに応じた人材育成の課題」「職

員の学習意欲の向上が難しい」「業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保が難しい」等が明らかにな

っていることとも符合している。 

効果的な就労支援に必要な知識・スキル等のリスト化に止まらず、専門性や支援力の向上を図るため

には、これらの知識・スキル等の効果的な普及を図る方策を検討する必要がある。そのためには、地域

の就労支援機関における人材育成の課題を踏まえ、効果的な就労支援につながる研修等の充実とOJT等

の人材育成における「求められる支援者像」の具体的内容の明確化とともに、人材育成のための好事例

やノウハウ、及び、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等のより具体的内容を明確にしていくこと

が、喫緊の課題となっていると言える。 
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第２節 目的と方法 

 

１ 調査目的 

地域の機関における人材育成の課題を踏まえ、効果的な普及を図る方策の検討に資するため、効果的

な就労支援につながる研修等の充実とOJT等の人材育成を実施している機関における「求められる支援

者像」の具体的内容の明確化とともに、人材育成のための好事例やノウハウ、及び、効果的な就労支援

に必要な知識・スキル等の具体的内容を、人材育成担当者へのヒアリング調査により把握することを目

的とした。 

（１）人材育成において求められる支援者像 

「個人や地域の違いに応じた人材育成の課題」に対応するため、求められる支援者像や知識・スキル

等の内容別経験年数に応じた役割等についての認識を明らかにすることとした。 

（２）人材育成の組織的取組 

「職員の学習意欲の向上が難しい」「業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保が難しい」の課題に

対応するため、職場適応援助者養成研修や就業支援担当者研修等の就労支援に係る外部研修・内部研修

の受講、支援ノウハウや事例の言語化・共有等の OJT・事例検討の取組について、各機関が人材育成の

ための時間や人員、人事異動による人材不足等様々な制約等がある中で、これらの取組の効果を高める

方法を明らかにすることとした。 

（３）必要な知識・スキル等の具体的内容等と習得方法 

人材育成において「求められる支援者像」の内容について、より詳細に、第３章で明らかになった人

材育成の課題の４領域（障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援、地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発、職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援、

障害者本人の自己理解と自信向上の支援）を踏まえ、それぞれの①具体的内容、②経験年数に応じた役

割、③習得方法についてそれぞれ明らかにすることとした。 

 

２ 調査方法 

（１）調査対象機関 

ア 調査対象機関の選定基準 

ヒアリング調査の対象機関は、障害者職業総合センター調査研究報告書No.167による、効果的な就労

支援と人材育成の取組」を実施している機関の特徴を有しているものとした。 

<<「効果的な就労支援と人材育成の取組」を実施している機関の特徴（障害者職業総合センター調査

研究報告書No.167による）>> 

○ 支援内容の特徴 

 就職前から職場定着後のフォローアップにかけての総合的で幅広い支援を、多分野機関との

連携体制を取りつつ行うこと 

 就労支援に係る理念について一定の理解をすること 

 障害特性や生活面の支援も含む就労支援プロセスの全体的な知識・経験を持つこと 

 

 企業・事業主に関する（労働契約・労働保険、社会保険、経営、雇用管理等の）知識・経験

を持つこと 

 合理的配慮やインクルーシブな雇用といった障害者の権利等の知識を持ち、実現に向け取り

組むこと 

○ 組織的人材育成の特徴 

 ジョブコーチ研修や就業支援担当者研修等の就労支援に係る研修等の受講 

 支援ノウハウや事例の言語化・共有の取組 
 

イ 調査対象機関の選定 

第３章の就業・生活支援センターと就労移行支援事業所等を対象としたウェブ調査の自由記述回答に

おいて上述の特徴が具体的に確認でき、ヒアリング協力可能と回答のあった機関から、ヒアリング対象

の多様性を確保するために、所在地、法人・機関規模、併設事業等について多様な８機関を対象として

選定した（表４－１）。 
 

表４－１ 調査対象機関 

種別 
機

関 
所在地 法人形態 法人規模 

効果的な就労支援に向けた人材育成を実施

している組織の特徴と具体的取組を確認で

きる記述回答等 

併設事業 

就
業
・
生
活 

支
援
セ
ン
タ
ー 

A 
その他の

市 
医療法人 

100～300 名

未満 

ミーティングや研修の機会の創出、OJT や

スーパーバイズを実施するうえでの工夫や

課題 

・移行 

・B型 

B 
その他の

市 
NPO法人 

30～50名 

未満 

人材育成や人材確保、職員のキャリアアッ

プ等に関して、組織内での取組、国や自治

体とともに取組みたい課題等 

・移行 

・定着 

C 
政令指定

都市等 
NPO法人 

20～30名 

未満 

就労支援の理念やそれに基づく知識・スキ

ル等の習得、OJTの実施等の取組 

・移行 

・B型 

・相談 

・企業雇用相

談援助事業 

就
労
移
行
支
援
事
業 

D 
政令指定

都市等 

社会福祉

法人 

10～20名 

未満 

限られた人員の中での研修やミーティング

等の機会の創出・実施の工夫や課題、地域

の支援機関との連携等 

・B型 

・相談 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

E 
政令指定

都市等 
株式会社 

100～300 名

未満 

知識・スキル等の習得に関する研修や教育

を充実させていることと、そのための時間

の確保等といった課題。 

・定着 

F 中核市 社団法人 10名未満 
会議や研修の実施方法、職員間の情報共有

の取組等 
・定着 

G 
その他の

市 
医療法人 300名以上 

知識・スキルの習得だけでなく、就労支援

の理念の理解や利用者の主体性の尊重、マ

クロな視点の獲得等に関する取組や課題 

・B型 

・相談 

H 
その他の

市 

社会福祉

法人 
100名以上 

倫理意識や支援に関する専門性の獲得、職

員間の情報共有等の取組と課題 

・B型 

・相談 
（その他の市：総務省地方公共団体の区分において政令指定都市、中核市等にあてはまらない人口5万以上の地域の名称） 
 

（２）調査対象者及び調査内容 

各機関のヒアリング対象者については、各機関の負担を最小限にするため、原則的には、人材育成担

当者1名に依頼し、調査に同席する職員の有無や人数等については、各機関に一任した。 
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第２節 目的と方法 

 

１ 調査目的 

地域の機関における人材育成の課題を踏まえ、効果的な普及を図る方策の検討に資するため、効果的

な就労支援につながる研修等の充実とOJT等の人材育成を実施している機関における「求められる支援

者像」の具体的内容の明確化とともに、人材育成のための好事例やノウハウ、及び、効果的な就労支援

に必要な知識・スキル等の具体的内容を、人材育成担当者へのヒアリング調査により把握することを目

的とした。 

（１）人材育成において求められる支援者像 

「個人や地域の違いに応じた人材育成の課題」に対応するため、求められる支援者像や知識・スキル

等の内容別経験年数に応じた役割等についての認識を明らかにすることとした。 

（２）人材育成の組織的取組 

「職員の学習意欲の向上が難しい」「業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保が難しい」の課題に

対応するため、職場適応援助者養成研修や就業支援担当者研修等の就労支援に係る外部研修・内部研修

の受講、支援ノウハウや事例の言語化・共有等の OJT・事例検討の取組について、各機関が人材育成の

ための時間や人員、人事異動による人材不足等様々な制約等がある中で、これらの取組の効果を高める

方法を明らかにすることとした。 

（３）必要な知識・スキル等の具体的内容等と習得方法 

人材育成において「求められる支援者像」の内容について、より詳細に、第３章で明らかになった人

材育成の課題の４領域（障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援、地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発、職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援、

障害者本人の自己理解と自信向上の支援）を踏まえ、それぞれの①具体的内容、②経験年数に応じた役

割、③習得方法についてそれぞれ明らかにすることとした。 

 

２ 調査方法 

（１）調査対象機関 

ア 調査対象機関の選定基準 

ヒアリング調査の対象機関は、障害者職業総合センター調査研究報告書No.167による、効果的な就労

支援と人材育成の取組」を実施している機関の特徴を有しているものとした。 

<<「効果的な就労支援と人材育成の取組」を実施している機関の特徴（障害者職業総合センター調査

研究報告書No.167による）>> 

○ 支援内容の特徴 

 就職前から職場定着後のフォローアップにかけての総合的で幅広い支援を、多分野機関との

連携体制を取りつつ行うこと 

 就労支援に係る理念について一定の理解をすること 

 障害特性や生活面の支援も含む就労支援プロセスの全体的な知識・経験を持つこと 

 

 企業・事業主に関する（労働契約・労働保険、社会保険、経営、雇用管理等の）知識・経験

を持つこと 

 合理的配慮やインクルーシブな雇用といった障害者の権利等の知識を持ち、実現に向け取り

組むこと 

○ 組織的人材育成の特徴 

 ジョブコーチ研修や就業支援担当者研修等の就労支援に係る研修等の受講 

 支援ノウハウや事例の言語化・共有の取組 
 

イ 調査対象機関の選定 

第３章の就業・生活支援センターと就労移行支援事業所等を対象としたウェブ調査の自由記述回答に

おいて上述の特徴が具体的に確認でき、ヒアリング協力可能と回答のあった機関から、ヒアリング対象

の多様性を確保するために、所在地、法人・機関規模、併設事業等について多様な８機関を対象として

選定した（表４－１）。 
 

表４－１ 調査対象機関 

種別 
機

関 
所在地 法人形態 法人規模 

効果的な就労支援に向けた人材育成を実施

している組織の特徴と具体的取組を確認で

きる記述回答等 

併設事業 

就
業
・
生
活 

支
援
セ
ン
タ
ー 

A 
その他の

市 
医療法人 

100～300 名

未満 

ミーティングや研修の機会の創出、OJT や

スーパーバイズを実施するうえでの工夫や

課題 

・移行 

・B型 

B 
その他の

市 
NPO法人 

30～50名 

未満 

人材育成や人材確保、職員のキャリアアッ

プ等に関して、組織内での取組、国や自治

体とともに取組みたい課題等 

・移行 

・定着 

C 
政令指定

都市等 
NPO法人 

20～30名 

未満 

就労支援の理念やそれに基づく知識・スキ

ル等の習得、OJTの実施等の取組 

・移行 

・B型 

・相談 

・企業雇用相

談援助事業 

就
労
移
行
支
援
事
業 

D 
政令指定

都市等 

社会福祉

法人 

10～20名 

未満 

限られた人員の中での研修やミーティング

等の機会の創出・実施の工夫や課題、地域

の支援機関との連携等 

・B型 

・相談 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

E 
政令指定

都市等 
株式会社 

100～300 名

未満 

知識・スキル等の習得に関する研修や教育

を充実させていることと、そのための時間

の確保等といった課題。 

・定着 

F 中核市 社団法人 10名未満 
会議や研修の実施方法、職員間の情報共有

の取組等 
・定着 

G 
その他の

市 
医療法人 300名以上 

知識・スキルの習得だけでなく、就労支援

の理念の理解や利用者の主体性の尊重、マ

クロな視点の獲得等に関する取組や課題 

・B型 

・相談 

H 
その他の

市 

社会福祉

法人 
100名以上 

倫理意識や支援に関する専門性の獲得、職

員間の情報共有等の取組と課題 

・B型 

・相談 
（その他の市：総務省地方公共団体の区分において政令指定都市、中核市等にあてはまらない人口5万以上の地域の名称） 
 

（２）調査対象者及び調査内容 

各機関のヒアリング対象者については、各機関の負担を最小限にするため、原則的には、人材育成担

当者1名に依頼し、調査に同席する職員の有無や人数等については、各機関に一任した。 
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ヒアリングの内容については、先行研究及び本調査研究におけるこれまでの成果から以下のように設

定し、インタビューガイドを用いて半構造化面接により行った。 

ア 人材育成において求められる支援者像 

就労支援実務者の組織的な人材育成において「求められる支援者像」と「知識・スキル等の内容別経

験年数に応じた役割」について、以下の項目により聞いた。 

○ 人材育成に関する明確な指標の有無：「個人や地域の違いに応じた人材育成の課題」として、特に、

個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成の難しさに対応するため、各機関において、人材育

成に関して定めている目標や期間、どのようなスキルをいつまでに習得することが望まれるか、

これから求められる就労支援実務者像をどのように捉えているか、について聞いた。 

○ 人事評価をする上でのキャリア指標：新人職員の育成計画と同様に、各機関においては、これま

での職務経験や学んできた専門分野の違い等、様々な背景を持つ就労支援実務者の存在により、

キャリアパスの設定が非常に難しくなっている。そのような中で、就労支援実務者のキャリアパ

スについてどのように捉えているのか、その期間や内容を４領域ごとに聞いた。なお、これらに

ついては、下記ウでもより詳細に聞いているため、それらも併せて状況を把握するものとした。 

イ 人材育成の組織的取組 

知識・スキル等を習得するための実施可能かつ効果的な方法として、「外部研修」「内部研修」「OJT」

「情報共有・事例検討」等を想定し、「研修転移」（中原・島村・鈴木・関根,2018）を参考にそれぞれの

取組の「前」「中」「後」の状況の違いに着目して、以下の項目について聞いた。 

○ 事業所内外の研修を受講する機会の確保、OJT・事例検討会の有無と具体的内容、その他の人材育

成の取組：第３章における各知識・スキル等の習得方法としての研修、OJT、情報交換の優先度に

ついての調査結果を踏まえ、具体的にどのような知識・スキル等に対して、どのような習得方法

を用いているのかについて聞いた。 

○ 職員の学習意欲向上のための組織的取組：第３章の結果において、各機関が抱えている人材育成

の課題について、「職員の学習意欲の向上が難しい」「業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保

が難しい」という回答が多かったことから、組織として職員が就労支援に関連したスキル等を学

ぶ意欲を向上させるための組織的取組について実施している創意工夫を聞いた。 

ウ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容等と習得方法 

第３章で就労支援機関における知識・スキル等の優先度の認識のばらつきの特徴から明確になった人

材育成の課題の４領域を想定し、各４領域の知識・スキル等について、それぞれの①具体的内容、②経

験年数に応じた役割、③習得方法について聞いた。なお、第３章での各領域の特徴を踏まえた命名にか

かわらず、ヒアリング調査時には、４領域の名称は一般的な名称とし、それぞれの具体的な知識・スキ

ル等の内容を例示し、それぞれの領域の具体的な知識・スキル等の内容を詳しく具体的に聞くものとし

た。 

○ 支援者がもつべき心構え・倫理意識・態度：第３章の「障害者本人を中心とした多職種連携による

職業生活の支援」に対応し、具体的には、相談を行う基本的な態度、支援者が取るべき態度、相手

の特性・状況を踏まえた相談、障害者本人のニーズの引き出し、相手に応じて共感的に支援を行

 

う態度、個人情報の取扱いや倫理意識や差別禁止等を含む内容を聞いた。 

○ 就労支援における障害者のアセスメント：第３章の「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」

に対応し、具体的には、障害者本人の自己肯定感の回復の支援、障害者本人の自己探求を促進す

る支援、行動観察を用いたアセスメント、作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析

するアセスメント等を含む内容を聞いた。 

○ 事業主との連携：第３章の「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」に対応し、

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援、障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習等

の支援、障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明、障害者本人の退職と再就職に向

けた支援、連携先機関への情報提供と連携体制の構築等を含む内容を聞いた。 

○ 地域の支援ネットワークづくり：第３章の「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の

周知・啓発」に対応し、障害者雇用の啓発、支援人材の育成、地域の社会資源の情報収集と情報交

換やネットワークづくり、地域の企業経営や労働市場の動向把握、障害者雇用促進法と関連支援

サービスの知識等を含む内容を聞いた。 

（３）調査期間 

2024年６月～2024年７月 

（４）分析方法 

ヒアリングした内容は匿名化した上、ヒアリング目的に応じた演繹的分類により該当する語りの部分

を抜き出し、類似内容別に帰納的に下位分類を作成し、各語りの文脈上の意図を正確に反映するように

留意して各下位分類の内容を要約した。 

具体的には、ICレコーダで録音したインタビュー内容の逐語録を作成し、逐語録の内容から「ア 求

められる支援者像」「イ 人材育成の組織的取組」「ウ 必要な知識・スキル等について」に関連した語

りの内容を抜き出した。「ア 求められる支援者像」について語りの内容を抜きだして要約し、カテゴリ

ーを作成した。「イ 人材育成の組織的取組」については、「外部研修」「内部研修」「OJT」「情報共有・

事例検討」「その他」のそれぞれの取組の状況について演繹的に分類し、重要な語りの内容を抜き出し要

約しコードをつけ、類似点や相違点、時間軸に注意しながらカテゴリーを作成し、取組の「前」「中」「後」

に分類した。「ウ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等について」は、「支援者がもつべき心構え・

倫理意識・態度」「就労支援における障害者のアセスメント」「事業主との連携」「地域の支援ネットワー

クづくり」の語りを演繹的に分類し、それぞれの①具体的内容、②経験年数に応じた役割、③習得方法

の重要な語りについて内容を要約し、コードをつけ、類似点や相違点に注意しながらカテゴリーを作成

した。 

（５）研究倫理 

調査実施の際の人権、個人情報保護、データ管理、研究発表等について、障害者職業総合センター研

究倫理審査委員会の審議の上、妥当と認められた。 
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ヒアリングの内容については、先行研究及び本調査研究におけるこれまでの成果から以下のように設

定し、インタビューガイドを用いて半構造化面接により行った。 

ア 人材育成において求められる支援者像 

就労支援実務者の組織的な人材育成において「求められる支援者像」と「知識・スキル等の内容別経

験年数に応じた役割」について、以下の項目により聞いた。 

○ 人材育成に関する明確な指標の有無：「個人や地域の違いに応じた人材育成の課題」として、特に、

個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成の難しさに対応するため、各機関において、人材育

成に関して定めている目標や期間、どのようなスキルをいつまでに習得することが望まれるか、

これから求められる就労支援実務者像をどのように捉えているか、について聞いた。 

○ 人事評価をする上でのキャリア指標：新人職員の育成計画と同様に、各機関においては、これま

での職務経験や学んできた専門分野の違い等、様々な背景を持つ就労支援実務者の存在により、

キャリアパスの設定が非常に難しくなっている。そのような中で、就労支援実務者のキャリアパ

スについてどのように捉えているのか、その期間や内容を４領域ごとに聞いた。なお、これらに

ついては、下記ウでもより詳細に聞いているため、それらも併せて状況を把握するものとした。 

イ 人材育成の組織的取組 

知識・スキル等を習得するための実施可能かつ効果的な方法として、「外部研修」「内部研修」「OJT」

「情報共有・事例検討」等を想定し、「研修転移」（中原・島村・鈴木・関根,2018）を参考にそれぞれの

取組の「前」「中」「後」の状況の違いに着目して、以下の項目について聞いた。 

○ 事業所内外の研修を受講する機会の確保、OJT・事例検討会の有無と具体的内容、その他の人材育

成の取組：第３章における各知識・スキル等の習得方法としての研修、OJT、情報交換の優先度に

ついての調査結果を踏まえ、具体的にどのような知識・スキル等に対して、どのような習得方法

を用いているのかについて聞いた。 

○ 職員の学習意欲向上のための組織的取組：第３章の結果において、各機関が抱えている人材育成

の課題について、「職員の学習意欲の向上が難しい」「業務多忙により指導・自己研鑽の時間確保

が難しい」という回答が多かったことから、組織として職員が就労支援に関連したスキル等を学

ぶ意欲を向上させるための組織的取組について実施している創意工夫を聞いた。 

ウ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容等と習得方法 

第３章で就労支援機関における知識・スキル等の優先度の認識のばらつきの特徴から明確になった人

材育成の課題の４領域を想定し、各４領域の知識・スキル等について、それぞれの①具体的内容、②経

験年数に応じた役割、③習得方法について聞いた。なお、第３章での各領域の特徴を踏まえた命名にか

かわらず、ヒアリング調査時には、４領域の名称は一般的な名称とし、それぞれの具体的な知識・スキ

ル等の内容を例示し、それぞれの領域の具体的な知識・スキル等の内容を詳しく具体的に聞くものとし

た。 

○ 支援者がもつべき心構え・倫理意識・態度：第３章の「障害者本人を中心とした多職種連携による
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う態度、個人情報の取扱いや倫理意識や差別禁止等を含む内容を聞いた。 
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第３節 調査結果 

本ヒアリング調査は、就労支援実務者が雇用分野と福祉分野の知識・スキル等を横断的に持った就労

支援実務者になるための実践現場で取組可能な習得方法を明らかにすることを目的として実施された。

各機関が人材育成にかける時間・人員等の不足等様々な制約がある中であっても、組織的に人材育成に

取り組んでいる現状が明らかになった。具体的には、以下に示すように、就労支援実務者は研修で心構

えや倫理意識、態度を習得し、研修内容を組織内で再度言語化しOJT等に活用していた。法人内の部署

異動やこれまでの職歴による経験も活用され、特に生活部分のアセスメントに関しては異動・転職者の

視点も重視していた。事業主との連携にはOJTが有効であり、企業訪問の同行や同行後のマンツーマン

でのフィードバックを通じて効果的な支援が伝えられていた。また、地域の支援ネットワークへの参加

やネットワークづくりもOJTを通じて伝えられており、ネットワーク会議への同行や外部研修で得た知

り合いとの連携が推奨されていた。 

 

１ ヒアリングで把握できた内容 

「求められる支援者像」については全機関から考え等を聞くことができたが、具体的取組等について

は、比較的多くの社会資源を有する場所に立地している機関においては、就職するための企業との連携

にそれほど主眼を置いておらず、職場定着支援のための企業との連携に主眼を置いていた。その地域に

ある社会資源が実習先の確保や就職支援を実施している場合は、企業と直接つながるよりも、その社会

資源と連携をすることを重視する傾向にあった（表４－２）。 

 

表４－２ 各調査対象機関から把握した具体的取組等 

（◎：重点的な取組を把握した、○：取組が聞けた、△：関連する取組が聞けた） 

種別 
機

関 

人材育成の取組 必要な知識・スキル等について 

OJT の実

施の有

無、事業

所内外の

研修を受

講する機

会の確保 

人材育成

に関する

明確な指

標の有無 

人事評価

をする上

でのキャ

リア指標 

職員の学

習意欲向

上のため

の組織的

な取組 

支援者が

もつべき

心構え・倫

理意識・

態度 

就労支援

における

障害者の

アセスメン

ト 

企業との

連携 

地域の支

援ネットワ

ークづくり 

就
業
・
生
活 

支
援
セ
ン
タ
ー 

A ◎ △ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 

B ◎ ○ ○ ◎ △ △ ◎ ◎ 

C ◎ △ △ ○ ◎ ○ ◎ ◎ 

就
労
移
行
支
援
事
業 

D ◎ △ △ ◎ △ ◎ ◎ ◎ 

E △ ◎ ○ ○ △ ○ ◎ ○ 

F ◎ △ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

G ◎ ◎ △ ◎ ○ ◎ ◎ △ 

H ◎ ◎ ◎ ○ ◎ △ ◎ ◎ 

（「求められる支援者像」については、全機関から考え等を聞くことができた。） 

  

 

２ 人材育成において求められる支援者像 

本ヒアリング調査からは、求められる支援者像について経験年数に応じて期待される役割が発展して

いる状況が把握できた。初任者は基礎的な態度・倫理意識を習得し、障害特性の理解を深め、先輩と共

にアセスメントを実施することが期待されていた。中堅の支援者は後輩の指導や研修の講師を務め、ア

セスメントの視野を広げ、地域ネットワークの構築に参加することが期待されていた。中堅以上の支援

者は、自らの態度や倫理意識を振り返り、後輩との相談を通じて成長し、事業主との連携を主導し、地

域ネットワークの運営側として活動することが期待されていた。 

（１）求められる支援者像 

求められる支援者像については、各ヒアリング対象者の考える求められる支援者像に対する設問に関

する語りの内容を文節に分けて要約し、重要な部分のみを抜き出し、コードをつけ類似したコードを重

ね合わせ、カテゴリーを作成した。その結果、３個のカテゴリ－、11個のコードが生成された。 

就労支援実務者は、入職までに様々な背景のある者も多く、採用時点においても、特定の資格を持っ

ている者や経験者に限定することはなく、入職後の教育にて知識・スキル等の習得を支援していた。 

具体的に、求められる支援者像としては、利用者と伴走でき、基礎的な知識・スキル等を大切にしな

がら柔軟な思考と多角的視点を持ち、さらに情報発信のできる支援者であった。 

ア 利用者と伴走できる支援者 

 その人の人生をともに歩む、自分の思いが先行しない支援者 

 どんなことも一度は受け止めてくれる支援者 

イ 基礎的な知識・スキル等を大切にしながらも柔軟な思考と多角的視点を持つ支援者 

 チームで柔軟な考えを持ってもらえるような支援者 

 どんな企業の人にも親しみやすく、だけど支援者としての一線は超えず、話し合いができる支援者 

 社会について現状を把握・理解し、個別的な対応も知っている、両輪がある支援者 

 多角的な視点を持った支援者 

 市場に足りないものを常に考えることができる支援者 

 当たり前のことが当たり前にできる支援者 

 地域の関係者も含むみんなと一緒に笑顔で働いてくれる支援者 

ウ 情報発信のできる支援者 

 就労支援について発信できる支援者 

 福祉側から企業への情報発信ができる支援者 

（２）知識・スキル等の内容別の経験年数に応じた役割 

知識・スキル等の４つの領域について、経験年数に応じた役割についてのヒアリング結果は、大まか

に経験年数を、初任者（おおよそ３年目まで）、中堅（おおよそ５年目まで）、中堅以上というイメージ

で捉えている場合が多かった。表４－３は、今回のヒアリング結果から知識・スキル等の内容別の経験

年数に応じた役割に関する内容をまとめたものである。 
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な取組 

支援者が

もつべき

心構え・倫

理意識・

態度 

就労支援

における

障害者の

アセスメン

ト 

企業との

連携 

地域の支

援ネットワ

ークづくり 

就
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・
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ン
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表４－３ ヒアリング結果による知識・スキル等の内容別の経験年数に応じて期待される役割 

 支援者が持つべ

き心構え・倫理

意識・態度 

就労支援における障害者のア

セスメント 
事業主との連携 

地域の支援ネットワ

ークづくり 

初 任 者

（おおよ

そ3年目

まで） 

 外部研修や内

部研修による基

本部分の習得 

 初回面接への同席・実施、

他事業所への見学とその資

料による学習、事業所内で

のアセスメント会議への参加

等による基本部分の習得 

 企業訪問への同行 

 OJT や研修を通して

企業も支援対象であ

ることを理解 

 面談会への参加 

 地域ネットワーク会

議への同行 

中堅 

（おおよ

そ5年目

まで） 

 初 任 者 へ の

OJT 

 主担当としての面接の実施 

 アセスメント会議の運営・フ

ァシリテーション 

 主担当としての企業

見学・訪問 

 職場定着支援の実

施 

 地域のネットワーク

への積極的な参加 

 地域ネットワーク活

動の提案 

中堅以上 
 内外部での講

師としての指導 

 初任者の面接への同席・

OJT 

 企業評価の実施 

 企業支援の実施 

 ジョブコーチ資格の

取得 

 行政機関等への

就労支援に関する

情報発信 

 地域ネットワークの

運営 

 

３ 人材育成の組織的取組 

人材育成の組織的取組においては、インタビューの内容から 29 個のカテゴリー、87 個のコードが生

成された。以下の結果の表において、カテゴリーは【 】、コードは・以下の文章で示す。表記の(Ａ～

Ｆ)は調査協力機関（表４－１）を表すものとする。 

知識・スキル等の習得方法として、外部研修では就労支援のプロセスを体系的に学び、資格取得や費

用面での援助を行っていることが語られた。内部研修では管理職が研修受講の優先順位を意識的に高く

し、スタッフが企画・立案、オンラインシステムの活用等がなされていた。OJT では一対一体制の整備

やフィードバックの時間の確保等が明らかになった。情報共有・事例検討では、ミーティングやオンラ

イン上等での議論によって、全員で情報を共有し、振り返りを行うことが重視されていた。 

（１）外部研修（外部機関が主催の研修）の受講効果を高める組織的取組 

具体的に受講している外部研修は、各就労支援実務者が所有している国家資格等に関する講座・講習

や、職場適応援助者養成研修、就業支援担当者研修、職能団体が主催する専門研修、利用者の障害種別

等に応じた障害特性に関する研修等であった。 

外部研修の受講効果を高める組織的取組としては、表４－４に示すように、研修における学習意欲向

上の組織的取組として、研修の広報、研修受講の目的の明確化、意義の共有、研修受講の組織的支援、

資格取得の支援があった。研修受講中の配慮は、上司等により行われており、クラウドサービス等を使

用して情報が共有されていた。研修内容のアウトプットとその活用については、報告書の活用、内部研

修やOJTでの実践に活用されていた。 

 

 

 

 

 

 

表４－４ 外部研修（外部機関が主催の研修）の受講効果を高める組織的取組 

 

（２）内部研修（所属する法人・機関のみで実施される研修）の受講効果を高める組織的取組 

具体的に実施している内部研修としては、法定研修、役職別研修、支援技法に関する研修や労務管理、

障害福祉サービス等の知識を付与する研修であった。表４－５に示すように、研修の企画立案はスタッ

フが行っていた。研修受講を促す配慮としては、管理職が業務の中で意識的に研修の優先順位を上げる

ことを意識する、研修受講中の業務への配慮を行う等であった。また、受講しやすいようにオンライン

システムを活用し、業務時間内に動画を視聴する取組があった。研修内容の実践での活用と定着には、

実践に活かす機会を設けることや、試験の合格を条件とした支援の実施等があげられ、研修内容を就労

支援実務者の中に定着させることを目指していた。 
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【研修の広報】 

 ・事業所に案内のあった研修は全スタッフに回覧する等の方法で広報をする(B) 

・各種の資格で案内される研修の受講も可能としていることを伝える(C) 

【研修受講の目的の明確化】 

 ・特に職場適応援助者養成研修を活用して就労支援のプロセスを体系的に学ぶ（C） 

 ・ある程度の知識や技術を現場で習得し、職場適応援助者養成研修を受講推奨する（G） 

【研修受講の意義の共有】 

 ・上司等から研修受講の打診・推奨する（C） 

 ・研修を受講してほしい理由を伝える（D） 

【研修受講に対する組織的支援】 

 ・職員が受講したい研修は積極的に参加してもらう方針を伝えている（A） 

 ・職員が受講したい研修は参加してもらう方向で調整する（B） 

 ・研修は業務時間内で参加するように上司等が調整する（D） 

【資格取得への支援】 

・５年以上在籍で資格取得の費用と時間について応援する（C） 

・資格に合格したら何割かの資格手当を支給する（C） 

・支援に必要な資格は運営組織が研修受講料を出して参加する（G） 

研
修
受
講

中
の
配
慮 

【研修受講中の業務への配慮】 

 ・研修受講者がいる場合の業務の調整は上司等が行う（E） 

 ・所内のスケジュールをクラウドで共有し研修日程を全員で確認する（D） 

研
修
内
容
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
そ
の

活
用 

【研修成果の活用】 

 ・研修で学んだことは実践し振り返りをする（D） 

 ・研修報告書はファイリングしいつでも閲覧可能とする（E） 

 ・報告書の作成は本人のタイミングで行うように依頼する（D） 

 ・研修後は所内で思いを共有するために必ず振り返りを実施する（D） 

 ・研修受講者が研修内容を言語化することで研修受講者の理解を深める（D） 

【内部研修・OJTでの実践】 

 ・研修後の振り返りをして支援の中で実践してみる(D) 

 ・実践したら感想を言い合う(D) 

 ・外部研修で学んだ「リハビリテーション」「ジョブコーチ」について内部でそれに紐づい

た研修体系を作る(B)  
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表４－３ ヒアリング結果による知識・スキル等の内容別の経験年数に応じて期待される役割 

 支援者が持つべ

き心構え・倫理

意識・態度 

就労支援における障害者のア

セスメント 
事業主との連携 

地域の支援ネットワ

ークづくり 

初 任 者

（おおよ

そ3年目

まで） 

 外部研修や内

部研修による基

本部分の習得 

 初回面接への同席・実施、

他事業所への見学とその資

料による学習、事業所内で

のアセスメント会議への参加

等による基本部分の習得 

 企業訪問への同行 

 OJT や研修を通して

企業も支援対象であ

ることを理解 

 面談会への参加 

 地域ネットワーク会

議への同行 

中堅 

（おおよ

そ5年目

まで） 

 初 任 者 へ の

OJT 

 主担当としての面接の実施 

 アセスメント会議の運営・フ

ァシリテーション 

 主担当としての企業

見学・訪問 

 職場定着支援の実

施 

 地域のネットワーク

への積極的な参加 

 地域ネットワーク活

動の提案 

中堅以上 
 内外部での講

師としての指導 

 初任者の面接への同席・

OJT 

 企業評価の実施 

 企業支援の実施 

 ジョブコーチ資格の

取得 

 行政機関等への

就労支援に関する

情報発信 

 地域ネットワークの

運営 

 

３ 人材育成の組織的取組 

人材育成の組織的取組においては、インタビューの内容から 29 個のカテゴリー、87 個のコードが生

成された。以下の結果の表において、カテゴリーは【 】、コードは・以下の文章で示す。表記の(Ａ～

Ｆ)は調査協力機関（表４－１）を表すものとする。 

知識・スキル等の習得方法として、外部研修では就労支援のプロセスを体系的に学び、資格取得や費

用面での援助を行っていることが語られた。内部研修では管理職が研修受講の優先順位を意識的に高く

し、スタッフが企画・立案、オンラインシステムの活用等がなされていた。OJT では一対一体制の整備

やフィードバックの時間の確保等が明らかになった。情報共有・事例検討では、ミーティングやオンラ

イン上等での議論によって、全員で情報を共有し、振り返りを行うことが重視されていた。 

（１）外部研修（外部機関が主催の研修）の受講効果を高める組織的取組 

具体的に受講している外部研修は、各就労支援実務者が所有している国家資格等に関する講座・講習

や、職場適応援助者養成研修、就業支援担当者研修、職能団体が主催する専門研修、利用者の障害種別

等に応じた障害特性に関する研修等であった。 

外部研修の受講効果を高める組織的取組としては、表４－４に示すように、研修における学習意欲向

上の組織的取組として、研修の広報、研修受講の目的の明確化、意義の共有、研修受講の組織的支援、

資格取得の支援があった。研修受講中の配慮は、上司等により行われており、クラウドサービス等を使

用して情報が共有されていた。研修内容のアウトプットとその活用については、報告書の活用、内部研

修やOJTでの実践に活用されていた。 

 

 

 

 

 

 

表４－４ 外部研修（外部機関が主催の研修）の受講効果を高める組織的取組 

 

（２）内部研修（所属する法人・機関のみで実施される研修）の受講効果を高める組織的取組 

具体的に実施している内部研修としては、法定研修、役職別研修、支援技法に関する研修や労務管理、

障害福祉サービス等の知識を付与する研修であった。表４－５に示すように、研修の企画立案はスタッ

フが行っていた。研修受講を促す配慮としては、管理職が業務の中で意識的に研修の優先順位を上げる

ことを意識する、研修受講中の業務への配慮を行う等であった。また、受講しやすいようにオンライン

システムを活用し、業務時間内に動画を視聴する取組があった。研修内容の実践での活用と定着には、

実践に活かす機会を設けることや、試験の合格を条件とした支援の実施等があげられ、研修内容を就労

支援実務者の中に定着させることを目指していた。 
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【研修の広報】 

 ・事業所に案内のあった研修は全スタッフに回覧する等の方法で広報をする(B) 

・各種の資格で案内される研修の受講も可能としていることを伝える(C) 

【研修受講の目的の明確化】 

 ・特に職場適応援助者養成研修を活用して就労支援のプロセスを体系的に学ぶ（C） 

 ・ある程度の知識や技術を現場で習得し、職場適応援助者養成研修を受講推奨する（G） 

【研修受講の意義の共有】 

 ・上司等から研修受講の打診・推奨する（C） 

 ・研修を受講してほしい理由を伝える（D） 

【研修受講に対する組織的支援】 

 ・職員が受講したい研修は積極的に参加してもらう方針を伝えている（A） 

 ・職員が受講したい研修は参加してもらう方向で調整する（B） 

 ・研修は業務時間内で参加するように上司等が調整する（D） 

【資格取得への支援】 

・５年以上在籍で資格取得の費用と時間について応援する（C） 

・資格に合格したら何割かの資格手当を支給する（C） 

・支援に必要な資格は運営組織が研修受講料を出して参加する（G） 

研
修
受
講

中
の
配
慮 

【研修受講中の業務への配慮】 

 ・研修受講者がいる場合の業務の調整は上司等が行う（E） 

 ・所内のスケジュールをクラウドで共有し研修日程を全員で確認する（D） 

研
修
内
容
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
そ
の

活
用 

【研修成果の活用】 

 ・研修で学んだことは実践し振り返りをする（D） 

 ・研修報告書はファイリングしいつでも閲覧可能とする（E） 

 ・報告書の作成は本人のタイミングで行うように依頼する（D） 

 ・研修後は所内で思いを共有するために必ず振り返りを実施する（D） 

 ・研修受講者が研修内容を言語化することで研修受講者の理解を深める（D） 

【内部研修・OJTでの実践】 

 ・研修後の振り返りをして支援の中で実践してみる(D) 

 ・実践したら感想を言い合う(D) 

 ・外部研修で学んだ「リハビリテーション」「ジョブコーチ」について内部でそれに紐づい

た研修体系を作る(B)  
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表４－５ 内部研修（所属する法人・機関内で実施される研修）の受講効果を高める組織的取組 

 

（３）OJTの効果を高めるための組織的取組 

OJT の具体的内容について、障害者への面接、事業主への直接支援、企業実習における支援等の同席

により実施されていた。OJT の効果を高めるための組織的取組として表４－６に示すように、体制の整

備、指導方針の共有、組織内の心理的安全性の確立が行われていた。OJT を実施する際には、初任者が

主体的に学ぶきっかけの提供と面談を活用した悩みや不安の共有、定期的な面談や記録等を活用したフ

ィードバックが行われていた。また、初任者を対象としたOJTが終了した後も、さらなるステップアッ

プに向けたスーパーバイザーの導入、自己研鑽の時間を作る等が行われていた。 
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【スタッフによる企画・立案】 

・法人内に内部研修の企画立案をする複数の担当者や部署を設置する（B） 

・研修計画は定期的な上司等と初任者の面談の中でキャリアを確認しながら立案する（H） 

・研修は担当の職員が講師になる（F） 

・研修にいくために交通費や宿泊費がかかるため講師を招待して研修を実施する（A） 

【研修のテーマ設定】 

・研修のテーマは職員の持ち回りで決める（F） 

・研修のテーマは得意分野や今の課題で決める（D）（F） 

・研修はみんなで共有したい知識についてのテーマで実施する（D）（F） 

・同僚との合意形成を大事にしつつテーマを決める（D） 

【研修受講者の決め方】 

・研修の受講希望者は原則公募として、受けてほしい方には上司等から声をかける（B） 

・法人内の新人教育と管理者教育はそれぞれのレベルで全員が参加する（G）（H） 

・事業所内での研修計画に沿って各職員の経験年数や職種に合わせて研修を担当する（H） 

研
修
受
講
を
促
す
配
慮 

【管理職が業務の中で意識的に研修の優先順位を上げる】 

・管理職としてスタッフに学ぶ機会を作り出すことの優先順位を意識的に高くする（C） 

【オンライン研修の活用】 

・オンデマンドの研修システムを活用する（C）（E）（H） 

・動画の視聴は業務時間内で実施する（C）（E）（H） 

【研修受講中の業務への配慮】 

・研修受講者がいる場合の業務の調整は上司等が行う（E） 

・所内のスケジュールをクラウドで共有し全員が研修日程を把握する（D） 

研
修
内
容
の
実
践

で
の
活
用
と
定
着 

【研修成果の実践での活用】 

・研修後の試験に合格することで相談業務や企業支援ができる（E） 

・研修の受講とその後の試験の合格は給与に関連するシステムとする（E） 

・研修で学んだことを月1回のミーティングで共有して実践に活かす機会を設ける（C） 

 

表４－６ OJTの効果を高めるための組織的取組 

 組織的取組 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
仕
組
み
作
り 

【体制の整備】 

・初任者にはマンツーマンで指導をする（A）（F）（H） 

・初任者と企業訪問する際、訪問前に支援の目的を共有し、訪問後に支援の解説をする（C） 

・企業支援もできる限り二人以上で対応する（B） 

・自己完結型で仕事をさせないようにする。（B） 

【指導方針の共有】  

・マンツーマン体制で指導する時には初任者本人と方針を決める（C）（H） 

・初任者のキャリアについて初任者本人と考えを共有する（A）（F） 

・上司等が初任者の知識・スキル等を確認してOJTの進め方を検討する（A）（F） 

・マニュアルを作成し支援方針や事例への対応を言語化して伝える（D）  

【組織内の心理的安全性の確立】 

・初任者がすぐに質問できる体制を整備する（H） 

・管理職として組織の形がトップダウンになりすぎないように意識する（A） 

・先輩と後輩が縦の関係になりすぎないようにみんなでオープンに話せるようにする（A）  

・初任者の気持ちを大切にしつつ視野を広くもつよう指導をする（G）（H） 

・管理職は全体やバランス、その支援の先にあるものを見据えて支援を形成する（E） 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
実
施 

【初任者が疑問点や困り感を持つ仕組作り】 

・初任者がメインで支援をする機会を提供することで困り感や疑問を感じてもらう（A） 

・初任者が会議の中で意味が分からず悔しい思いをすることも大事にする（F） 

・研修と実践を繰り返しつつ悩みながら進めていくことを重視する（B） 

・管理職が初任者の持っている知識・スキル等を判断し、意図的に支援を担当してもらい成

長を促す（G） 

・ある程度の失敗を繰り返し、経験を積み重ねることを大事にする（H） 

・初任者等が報告を共有する時には支持的に接する（C） 

【面談の活用】 

・初任者とは定期的な面談の中で会議での発言を促す（F） 

・OJTに関する定期的な面談を実施する（F）（H） 

・面談の中では状況の確認、悩み、不安等を共有する（H） 

【定期的な会議の活用】 

・アセスメント会議の場では内容について１つずつ全員で確認する（F） 

【フィードバックの時間を作る】 

・上司等は失敗の原因やうまくいかなかった原因を具体的にフィードバックする（B） 

・上司等からのフィードバックは初任者と共有した上で次のステップを一緒に考える（B） 

【記録等を活用したフィードバック】 

・クラウド上の相談支援の記録等を活用してなるべくタイムラグのないフィードバックをす

る（B）（G） 

・就労支援時のフェイスシートの作成や企業担当者に伝えるポイントの作成を通してOJTを

実施する（G） 

さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

に
向
け
て 

【スーパーバイザーの導入】  

・職業リハビリテーションに関する外部アドバイザーを設置しスーパーバイズを受ける（A） 

・支援に迷ったときにはスーパーバイズができる人と一緒に考える（G） 

【自己研鑽を促すきっかけを作る】 

・初任者等が悩んだ時に調べて考える、というベースを作るために本を渡す（A） 

・経験年数に関係なく上司等と面談を通してキャリアアップやステップアップへの思いを共

有する（H） 

・体験したことを振り返る機会や同じ立場の仲間と共有する機会を確保する（C） 
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表４－５ 内部研修（所属する法人・機関内で実施される研修）の受講効果を高める組織的取組 

 

（３）OJTの効果を高めるための組織的取組 

OJT の具体的内容について、障害者への面接、事業主への直接支援、企業実習における支援等の同席

により実施されていた。OJT の効果を高めるための組織的取組として表４－６に示すように、体制の整

備、指導方針の共有、組織内の心理的安全性の確立が行われていた。OJT を実施する際には、初任者が

主体的に学ぶきっかけの提供と面談を活用した悩みや不安の共有、定期的な面談や記録等を活用したフ

ィードバックが行われていた。また、初任者を対象としたOJTが終了した後も、さらなるステップアッ

プに向けたスーパーバイザーの導入、自己研鑽の時間を作る等が行われていた。 

 

  

 組織的取組 

ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
企
画
・
立
案 

【スタッフによる企画・立案】 

・法人内に内部研修の企画立案をする複数の担当者や部署を設置する（B） 

・研修計画は定期的な上司等と初任者の面談の中でキャリアを確認しながら立案する（H） 

・研修は担当の職員が講師になる（F） 

・研修にいくために交通費や宿泊費がかかるため講師を招待して研修を実施する（A） 

【研修のテーマ設定】 

・研修のテーマは職員の持ち回りで決める（F） 

・研修のテーマは得意分野や今の課題で決める（D）（F） 

・研修はみんなで共有したい知識についてのテーマで実施する（D）（F） 

・同僚との合意形成を大事にしつつテーマを決める（D） 

【研修受講者の決め方】 

・研修の受講希望者は原則公募として、受けてほしい方には上司等から声をかける（B） 

・法人内の新人教育と管理者教育はそれぞれのレベルで全員が参加する（G）（H） 

・事業所内での研修計画に沿って各職員の経験年数や職種に合わせて研修を担当する（H） 

研
修
受
講
を
促
す
配
慮 

【管理職が業務の中で意識的に研修の優先順位を上げる】 

・管理職としてスタッフに学ぶ機会を作り出すことの優先順位を意識的に高くする（C） 

【オンライン研修の活用】 

・オンデマンドの研修システムを活用する（C）（E）（H） 

・動画の視聴は業務時間内で実施する（C）（E）（H） 

【研修受講中の業務への配慮】 

・研修受講者がいる場合の業務の調整は上司等が行う（E） 

・所内のスケジュールをクラウドで共有し全員が研修日程を把握する（D） 

研
修
内
容
の
実
践

で
の
活
用
と
定
着 

【研修成果の実践での活用】 

・研修後の試験に合格することで相談業務や企業支援ができる（E） 

・研修の受講とその後の試験の合格は給与に関連するシステムとする（E） 

・研修で学んだことを月1回のミーティングで共有して実践に活かす機会を設ける（C） 

 

表４－６ OJTの効果を高めるための組織的取組 

 組織的取組 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
仕
組
み
作
り 

【体制の整備】 

・初任者にはマンツーマンで指導をする（A）（F）（H） 

・初任者と企業訪問する際、訪問前に支援の目的を共有し、訪問後に支援の解説をする（C） 

・企業支援もできる限り二人以上で対応する（B） 

・自己完結型で仕事をさせないようにする。（B） 

【指導方針の共有】  

・マンツーマン体制で指導する時には初任者本人と方針を決める（C）（H） 

・初任者のキャリアについて初任者本人と考えを共有する（A）（F） 

・上司等が初任者の知識・スキル等を確認してOJTの進め方を検討する（A）（F） 

・マニュアルを作成し支援方針や事例への対応を言語化して伝える（D）  

【組織内の心理的安全性の確立】 

・初任者がすぐに質問できる体制を整備する（H） 

・管理職として組織の形がトップダウンになりすぎないように意識する（A） 

・先輩と後輩が縦の関係になりすぎないようにみんなでオープンに話せるようにする（A）  

・初任者の気持ちを大切にしつつ視野を広くもつよう指導をする（G）（H） 

・管理職は全体やバランス、その支援の先にあるものを見据えて支援を形成する（E） 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
実
施 

【初任者が疑問点や困り感を持つ仕組作り】 

・初任者がメインで支援をする機会を提供することで困り感や疑問を感じてもらう（A） 

・初任者が会議の中で意味が分からず悔しい思いをすることも大事にする（F） 

・研修と実践を繰り返しつつ悩みながら進めていくことを重視する（B） 

・管理職が初任者の持っている知識・スキル等を判断し、意図的に支援を担当してもらい成

長を促す（G） 

・ある程度の失敗を繰り返し、経験を積み重ねることを大事にする（H） 

・初任者等が報告を共有する時には支持的に接する（C） 

【面談の活用】 

・初任者とは定期的な面談の中で会議での発言を促す（F） 

・OJTに関する定期的な面談を実施する（F）（H） 

・面談の中では状況の確認、悩み、不安等を共有する（H） 

【定期的な会議の活用】 

・アセスメント会議の場では内容について１つずつ全員で確認する（F） 

【フィードバックの時間を作る】 

・上司等は失敗の原因やうまくいかなかった原因を具体的にフィードバックする（B） 

・上司等からのフィードバックは初任者と共有した上で次のステップを一緒に考える（B） 

【記録等を活用したフィードバック】 

・クラウド上の相談支援の記録等を活用してなるべくタイムラグのないフィードバックをす

る（B）（G） 

・就労支援時のフェイスシートの作成や企業担当者に伝えるポイントの作成を通してOJTを

実施する（G） 

さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

に
向
け
て 

【スーパーバイザーの導入】  

・職業リハビリテーションに関する外部アドバイザーを設置しスーパーバイズを受ける（A） 

・支援に迷ったときにはスーパーバイズができる人と一緒に考える（G） 

【自己研鑽を促すきっかけを作る】 

・初任者等が悩んだ時に調べて考える、というベースを作るために本を渡す（A） 

・経験年数に関係なく上司等と面談を通してキャリアアップやステップアップへの思いを共

有する（H） 

・体験したことを振り返る機会や同じ立場の仲間と共有する機会を確保する（C） 
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（４）情報共有・事例検討の効果をより高める組織的取組 

具体的な情報共有・事例検討の取組として、ケース会議や個別支援計画立案のための会議が実施され

ており、表４－７に示す様々な工夫により事例検討を実施していた。例えば、事例検討会は朝のミーテ

ィングで簡単なサマリーを報告し、夕方に再度検討する。日々の報告書を全員で回覧し、基礎的な情報

を共有する。グーグルスプレッドシートや情報共有ソフトを活用し、時間の調整が難しい場合はオンラ

インで議論する。情報共有等の会議後は内容を確認し、自己研鑽や体験の振り返りを行うことも重要と

されていた。 

 

表４－７ 情報共有・事例検討の効果をより高める組織的取組 

 

（５）職員の学習意欲向上のための組織的取組 

職員の学習意欲向上のための組織的取組として、津田（2020）を参考に、組織が実施する外発的動機

付けには、研修の参加や試験の合格等支援の実施に直接関与する外発的動機付けだけでなく、より自律

した支援の実施に近づけるための内発的動機付けを高めるための外発的動機付けもあること踏まえ、そ

の両者を把握できるようにヒアリング内容を分析した。 

 

 

 組織的取組 

情
報
を
共
有
す
る
た
め
の
実
施
や
方
法 

【日常的な情報の共有】 

・朝のミーティングで簡単なサマリーを報告し、夕方にまた検討する（G） 

・日々の報告書を全員で回覧することで、基礎的な情報を共有する（G）  

・基礎的な情報を全員で共有し、職種に関わらず全員で解決する方向性を示す（G） 

・グーグルスプレッドシート（エクセルファイル）等を活用して利用者の状況、業務スケジ

ュール等の概要を入力し、職員間で共有する。（E） 

・情報共有ソフトを活用して議論をする（H） 

・利用者への具体的な対応方針等は、夕方の会議・打ち合わせ等で相談や検討する（E） 

・毎朝のミーティングで就労支援実務者の訪問、面談等の報告の中で問題点等を共有して

いる（G） 

【定期的な情報共有の時間の確保】 

・毎週曜日を決めて会議や打ち合わせケース検討を実施する（C） 

・運営に支障が出ない範囲で開所を取りやめて情報共有の時間を取る（D） 

・ミーティングは全員でスケジュールを調整して時間を確保する（A）  

・全利用者の就労支援報告と就労定着支援報告は毎月1回の実施とする（G） 

【負担の少ない事例検討会の準備】 

・事前準備はなるべくせずに実施する（A） 

・事例はまとめず、全体像を伝える（A） 

共
有
し
た
内

容
の
定
着 

【会議後の確認】 

・ミーティングで決定した内容の実施状況等についてプレッシャーのかからない時間を置

いて上司等が確認する（D） 

 

表４－８ 外発的動機付けと内発的動機付けについての「仕事をする理由」についての例（津田、2020） 

外発的動機付け 

 （非自律的） 

内発的動機付け 

 （自律的） 

給料がもらえるか

ら 

（例）試験を受ける

ように言われたか

ら 

恥をかきたくない

から 

（例）事例検討の準

備をしなければな

らない 

自分の夢や目標の

ために必要 

（例）いつかジョブ

コーチとして企業

支援をするために

知識を身に付けた

い 

人の役に立ちたい 

（例）個別支援の中

で●●のスキルを身

に付けて就労支援実

務者として専門性を

発揮したい 

仕事そのものが面

白くて楽しいから 

（例）チームの一員

として仕事ができ

ることに喜びを感

じる 

 

その結果、それぞれの内容には以下が見出されたが、組織的な取組としての外発的動機付けにおいて、

様々な程度の内発的動機付けを意識した取組みがあることが明らかになった。 

ア 外発的動機付け 

 研修後の試験に合格することで相談業務や企業支援ができる（E） 

 研修の受講とその後の試験の合格は給与に関連するシステムとする（E） 

イ 内発的動機付けに近づけるための組織的取組の工夫 

 初任者等が悩んだ時に調べて考える、というベースを作るために本を渡す（A） 

 経験年数に関係なく３か月に 1 回上司等と面談を通してキャリアアップやステップアップへの思

いを共有する（H） 

 体験したことを振り返る機会や同じ立場の仲間と共有する機会を確保する（C） 

 初任者とは定期的な面談の中で会議での発言を促す（F） 

 面談の中では状況の確認、悩み、不安等を共有する（H） 

 管理職が初任者の持っている知識・スキル等を判断し意図的に支援を担当してもらい成長を促す

（G） 

 事例検討の事前準備はなるべくせずに実施する（A） 

 事例はまとめず、全体像を伝える（A） 

 報告書の作成は本人のタイミングで行うように依頼する（D） 
 

表４－９ 職員の学習意欲向上のための自律的な支援に近づける組織的取組の工夫（ヒアリング結果） 

外発的動機付け 

 （非自律的） 

内発的動機付け 

（自律的） 
・研修後の試験に合格

することで相談業務や

企業支援ができる（E） 

・研修の受講とその後

の試験の合格は給与に

関連するシステムとす

る（E） 

・事例検討の事前準備

はなるべくせずに実施

する（A） 

・事例はまとめず、全

体像を伝える（A） 

・報告書の作成は本人

のタイミングで行うよ

うに依頼する（D） 

・面談の中では状況の

確認、悩み、不安等を

共有する（H） 

・初任者とは定期的な

面談の中で会議での発

言を促す（F） 

・経験年数に関係なく

３か月に 1 回上司等と

面談を通してキャリア

アップやステップアッ

プへの思いを共有する

（H） 

・初任者等が悩んだ時

に調べて考える、とい

うベースを作るために

本を渡す（A） 

・管理職が初任者の持

っている知識・スキル

等を判断し、意図的に

支援を担当してもらい

成長を促す（G） 

・体験したことを振り

返る機会や同じ立場の

仲間と共有する機会を

確保する（C） 
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（４）情報共有・事例検討の効果をより高める組織的取組 

具体的な情報共有・事例検討の取組として、ケース会議や個別支援計画立案のための会議が実施され

ており、表４－７に示す様々な工夫により事例検討を実施していた。例えば、事例検討会は朝のミーテ

ィングで簡単なサマリーを報告し、夕方に再度検討する。日々の報告書を全員で回覧し、基礎的な情報

を共有する。グーグルスプレッドシートや情報共有ソフトを活用し、時間の調整が難しい場合はオンラ

インで議論する。情報共有等の会議後は内容を確認し、自己研鑽や体験の振り返りを行うことも重要と

されていた。 

 

表４－７ 情報共有・事例検討の効果をより高める組織的取組 

 

（５）職員の学習意欲向上のための組織的取組 

職員の学習意欲向上のための組織的取組として、津田（2020）を参考に、組織が実施する外発的動機

付けには、研修の参加や試験の合格等支援の実施に直接関与する外発的動機付けだけでなく、より自律

した支援の実施に近づけるための内発的動機付けを高めるための外発的動機付けもあること踏まえ、そ

の両者を把握できるようにヒアリング内容を分析した。 

 

 

 組織的取組 

情
報
を
共
有
す
る
た
め
の
実
施
や
方
法 

【日常的な情報の共有】 

・朝のミーティングで簡単なサマリーを報告し、夕方にまた検討する（G） 

・日々の報告書を全員で回覧することで、基礎的な情報を共有する（G）  

・基礎的な情報を全員で共有し、職種に関わらず全員で解決する方向性を示す（G） 

・グーグルスプレッドシート（エクセルファイル）等を活用して利用者の状況、業務スケジ

ュール等の概要を入力し、職員間で共有する。（E） 

・情報共有ソフトを活用して議論をする（H） 

・利用者への具体的な対応方針等は、夕方の会議・打ち合わせ等で相談や検討する（E） 

・毎朝のミーティングで就労支援実務者の訪問、面談等の報告の中で問題点等を共有して

いる（G） 

【定期的な情報共有の時間の確保】 

・毎週曜日を決めて会議や打ち合わせケース検討を実施する（C） 

・運営に支障が出ない範囲で開所を取りやめて情報共有の時間を取る（D） 

・ミーティングは全員でスケジュールを調整して時間を確保する（A）  

・全利用者の就労支援報告と就労定着支援報告は毎月1回の実施とする（G） 

【負担の少ない事例検討会の準備】 

・事前準備はなるべくせずに実施する（A） 

・事例はまとめず、全体像を伝える（A） 

共
有
し
た
内

容
の
定
着 

【会議後の確認】 

・ミーティングで決定した内容の実施状況等についてプレッシャーのかからない時間を置

いて上司等が確認する（D） 

 

表４－８ 外発的動機付けと内発的動機付けについての「仕事をする理由」についての例（津田、2020） 

外発的動機付け 

 （非自律的） 

内発的動機付け 

 （自律的） 

給料がもらえるか

ら 

（例）試験を受ける

ように言われたか

ら 

恥をかきたくない

から 

（例）事例検討の準

備をしなければな

らない 

自分の夢や目標の

ために必要 

（例）いつかジョブ

コーチとして企業

支援をするために

知識を身に付けた

い 

人の役に立ちたい 

（例）個別支援の中

で●●のスキルを身

に付けて就労支援実

務者として専門性を

発揮したい 

仕事そのものが面

白くて楽しいから 

（例）チームの一員

として仕事ができ

ることに喜びを感

じる 

 

その結果、それぞれの内容には以下が見出されたが、組織的な取組としての外発的動機付けにおいて、

様々な程度の内発的動機付けを意識した取組みがあることが明らかになった。 

ア 外発的動機付け 

 研修後の試験に合格することで相談業務や企業支援ができる（E） 

 研修の受講とその後の試験の合格は給与に関連するシステムとする（E） 

イ 内発的動機付けに近づけるための組織的取組の工夫 

 初任者等が悩んだ時に調べて考える、というベースを作るために本を渡す（A） 

 経験年数に関係なく３か月に 1 回上司等と面談を通してキャリアアップやステップアップへの思

いを共有する（H） 

 体験したことを振り返る機会や同じ立場の仲間と共有する機会を確保する（C） 

 初任者とは定期的な面談の中で会議での発言を促す（F） 

 面談の中では状況の確認、悩み、不安等を共有する（H） 

 管理職が初任者の持っている知識・スキル等を判断し意図的に支援を担当してもらい成長を促す

（G） 

 事例検討の事前準備はなるべくせずに実施する（A） 

 事例はまとめず、全体像を伝える（A） 

 報告書の作成は本人のタイミングで行うように依頼する（D） 
 

表４－９ 職員の学習意欲向上のための自律的な支援に近づける組織的取組の工夫（ヒアリング結果） 

外発的動機付け 

 （非自律的） 

内発的動機付け 

（自律的） 
・研修後の試験に合格

することで相談業務や

企業支援ができる（E） 

・研修の受講とその後

の試験の合格は給与に

関連するシステムとす

る（E） 

・事例検討の事前準備

はなるべくせずに実施

する（A） 

・事例はまとめず、全

体像を伝える（A） 

・報告書の作成は本人

のタイミングで行うよ

うに依頼する（D） 

・面談の中では状況の

確認、悩み、不安等を

共有する（H） 

・初任者とは定期的な

面談の中で会議での発

言を促す（F） 

・経験年数に関係なく

３か月に 1 回上司等と

面談を通してキャリア

アップやステップアッ

プへの思いを共有する

（H） 

・初任者等が悩んだ時

に調べて考える、とい

うベースを作るために

本を渡す（A） 

・管理職が初任者の持

っている知識・スキル

等を判断し、意図的に

支援を担当してもらい

成長を促す（G） 

・体験したことを振り

返る機会や同じ立場の

仲間と共有する機会を

確保する（C） 
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４ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容等と習得方法 

分析の結果、知識・スキル等の４領域全体について、12 個のカテゴリー、27 個のコードが生成され

た。以下の結果の表記において、知識・スキル等の４領域について、第３章での命名に準じて記す。カ

テゴリーは【 】、コードは＜ ＞、語りは「 」、また「 」内表記の(Ａ～Ｈ)は調査協力機関（表４

－１）を表すものとする。なお、語り文中の（筆者修正）は、個人情報の保護や文脈を損なわない意図

で筆者の説明を加えた部分である。 

（１）知識・スキル等の領域「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」について 

「支援者がもつべき心構え・倫理意識・態度」として聞いた多様な知識・スキル等について、初任者

は多職種でのチームの中で就労支援実務者としてのあり方の基礎を習得する方法として外部研修や内部

研修、事例や実際の支援を通してのOJTを組み合わせた実施等、「障害者本人を中心とした多職種連携に

よる職業生活の支援」に関する知識・スキル等の具体的内容等が聞かれた。 

ア この領域の知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－10 に示すように、【自らの機関や

自分自身の役割を知る】というカテゴリーで要約できた。このカテゴリーには＜自分でできないことは

多職種連携でできる人に相談する＞ことを意識して支援を実施していくことが重要であるが、その際に

は自らの機関が地域の中で求められている役割や地域資源の有無によって求められている役割の違いに

ついて理解することが＜自らの機関の地域性を知る＞ことから語られた。また、＜人権の意識や障害者

のキャリアまで捉えて支援する＞意識を持って支援を実施することの重要性について語られた。さらに

＜専門家としての自分自身を客観視する＞ことで冷静な判断や対応が必要な場面において判断の根拠と

なる知識について活用することができることについて語られた。 

 

表４－10 知識・スキル等の領域「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
自
ら
の
機
関
や
自
分
自
身
の
役
割
を
知
る
】 

＜自分でできないこ
とは多職種連携でで
きる人に相談する＞ 

「障害者就業・生活支援センター事業は、２年に一度活動を振り返って自己評価
を提出する仕組みがあり、その中に職員の育成等に関することを記載する項目
があります。多岐にわたる就労支援者を育成する限界を感じ、多職種連携を目
指していると書いています。他機関の連携をするときに、自分自身や自らの事業
所の限界を知ることが大切だと思います。その上で、リファー先と適切につなぐス
キルが求められています。 (C)」  

＜専門家としての自
分自身を客観視する
＞ 

「本当に体調が崩れた時の対応とかも、一緒に不安定になってしまうと、絶対に
いいことはないので、1 人の人間なので不安定になることももちろんあるのですけ
ど、ある程度こういった傾向のある方だったなとか、結構そういうのがあったりする
ので、ある程度冷静にというか、一緒に感情的にならずに対応する（略）(H)」 

「就労支援は客観性が求められるし、それが専門性の一部だし、それとうまく知
識体系を絡ませて仕事をしていくわけだから、自分を客体化できないということは
適性としては欠ける。(Ｇ)」  

 

＜自らの機関の地域
性を知る＞ 

「昔ながら地方で、例えば就労移行がないところとか、職業センターも遠いような
ところだと、やはり昔ながらの個別支援の中ぽつでよくて、でそれで回るんです
よ。キャパ的にも、1 人あたり 30 ケースとかでいいので、もうそれで完結している
し、それで変えなくてもよくて、それでいいんです。だけど、一定数、人口規模が
増えた時に破綻するんですよ、この仕組みが。だから、どうしても（人口規模の多
いところは）コーディネーター的な役割にならざるを得ない (A)」 
「もう雲泥の差でリソースの数が違うんですよ。なんで私たちは、自分たちがその
リソースの役割を果たさないと、同じケースでも支援が進まないっていう現状があ
るんですよね。(B)」 
「あともうひとつはね人口に対しての面積ですね、その地域の面積っていうのはす
ごく影響すると思います。都市部はやはりコンパクトな面積の中に、リソースである
とか、対象となる方たちの数っていうのもごっそりこう入っているわけなんですけ
ど、（中略）そうでない地域で社会資源がほとんどないような地域の人たちのとこ
ろに「職業センター」等が関与していかないと、なかなか「就労支援」が進められ
ないっていう。(B)」  

＜人権の意識や障害
者のキャリアまで捉
えて支援する＞ 

「ソーシャルワークに立脚して、そこから就労支援をきちんとやらないと、就労支
援の方法論だけが１人歩きすると、何かあればジョブコーチに言えばいいんだと
か、その人が自分で決めるとか、自立をどうやって自分で描いていくかとかも、キ
ャリアを描くとかでは全くなくて、ジョブコーチが１人歩きしていたり、IPS が１人歩
きしていたりとか、そんな状況だと私は考えていて、ここに書いてありますが、持つ
べき心構えとか倫理というのはソーシャルワーカーの倫理であり行動基準である
という考えで、この法人（筆者修正）ではやっています。(C)」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別の経験年数に応じた役割 

初任者のうちにその基礎的な内容について習得し、その後、経験年数につれて後輩の指導や内部や外

部の研修講師として指導することが期待されていた。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：外部研修や内部研修による習得とその実践 

 中堅（おおよそ５年目まで）：初任者へのOJTと OJTを通した自己の振り返り 

 中堅以上：内外部での講師としての指導 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

外部研修や内部研修とOJTを組み合わせて実施していた。多職種チームの中で就労支援実務者として

ケースマネジメントを実施していくためには、支援者としての心構えや倫理意識・態度が重要であり、

初任者には特に心構え・倫理意識・態度の習得を意識して実施しているとの語りがあった。 

 初任者は、就労支援のプロセスを体系的に学んでもらうために、職場適応援助者研修の講義等か

ら、総合的な就労支援のプロセスを学ぶ。 

 初任者は職場適応援助者養成研修で支援の基本となる態度や倫理意識について理解し、実践上で

の活用について機関内でOJTを実施する。 

 研修で学んだことを機関内で再度言語化しOJTに活用する。 

 法人で実施された研修に機関独自で就労支援に関する研修を追加して実施する。 

 機関内での支援マニュアルを作成し同僚と支援意識について振り返りを実施する。 

 法人内での虐待防止委員会での資料を用いて支援者としての心構え・倫理意識・態度を伝える。 

 研修終了後に試験を課し、合格しなければ、相談業務が実施できない等の設定をする。 

 法人内の別機関から異動してきた場合、管理職が必要と認めた項目について研修を受けてもらう。 
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４ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容等と習得方法 

分析の結果、知識・スキル等の４領域全体について、12 個のカテゴリー、27 個のコードが生成され

た。以下の結果の表記において、知識・スキル等の４領域について、第３章での命名に準じて記す。カ

テゴリーは【 】、コードは＜ ＞、語りは「 」、また「 」内表記の(Ａ～Ｈ)は調査協力機関（表４

－１）を表すものとする。なお、語り文中の（筆者修正）は、個人情報の保護や文脈を損なわない意図

で筆者の説明を加えた部分である。 

（１）知識・スキル等の領域「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」について 

「支援者がもつべき心構え・倫理意識・態度」として聞いた多様な知識・スキル等について、初任者

は多職種でのチームの中で就労支援実務者としてのあり方の基礎を習得する方法として外部研修や内部

研修、事例や実際の支援を通してのOJTを組み合わせた実施等、「障害者本人を中心とした多職種連携に

よる職業生活の支援」に関する知識・スキル等の具体的内容等が聞かれた。 

ア この領域の知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－10 に示すように、【自らの機関や

自分自身の役割を知る】というカテゴリーで要約できた。このカテゴリーには＜自分でできないことは

多職種連携でできる人に相談する＞ことを意識して支援を実施していくことが重要であるが、その際に

は自らの機関が地域の中で求められている役割や地域資源の有無によって求められている役割の違いに

ついて理解することが＜自らの機関の地域性を知る＞ことから語られた。また、＜人権の意識や障害者

のキャリアまで捉えて支援する＞意識を持って支援を実施することの重要性について語られた。さらに

＜専門家としての自分自身を客観視する＞ことで冷静な判断や対応が必要な場面において判断の根拠と

なる知識について活用することができることについて語られた。 

 

表４－10 知識・スキル等の領域「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」 

の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
自
ら
の
機
関
や
自
分
自
身
の
役
割
を
知
る
】 

＜自分でできないこ
とは多職種連携でで
きる人に相談する＞ 

「障害者就業・生活支援センター事業は、２年に一度活動を振り返って自己評価
を提出する仕組みがあり、その中に職員の育成等に関することを記載する項目
があります。多岐にわたる就労支援者を育成する限界を感じ、多職種連携を目
指していると書いています。他機関の連携をするときに、自分自身や自らの事業
所の限界を知ることが大切だと思います。その上で、リファー先と適切につなぐス
キルが求められています。 (C)」  

＜専門家としての自
分自身を客観視する
＞ 

「本当に体調が崩れた時の対応とかも、一緒に不安定になってしまうと、絶対に
いいことはないので、1 人の人間なので不安定になることももちろんあるのですけ
ど、ある程度こういった傾向のある方だったなとか、結構そういうのがあったりする
ので、ある程度冷静にというか、一緒に感情的にならずに対応する（略）(H)」 

「就労支援は客観性が求められるし、それが専門性の一部だし、それとうまく知
識体系を絡ませて仕事をしていくわけだから、自分を客体化できないということは
適性としては欠ける。(Ｇ)」  

 

＜自らの機関の地域
性を知る＞ 

「昔ながら地方で、例えば就労移行がないところとか、職業センターも遠いような
ところだと、やはり昔ながらの個別支援の中ぽつでよくて、でそれで回るんです
よ。キャパ的にも、1 人あたり 30 ケースとかでいいので、もうそれで完結している
し、それで変えなくてもよくて、それでいいんです。だけど、一定数、人口規模が
増えた時に破綻するんですよ、この仕組みが。だから、どうしても（人口規模の多
いところは）コーディネーター的な役割にならざるを得ない (A)」 
「もう雲泥の差でリソースの数が違うんですよ。なんで私たちは、自分たちがその
リソースの役割を果たさないと、同じケースでも支援が進まないっていう現状があ
るんですよね。(B)」 
「あともうひとつはね人口に対しての面積ですね、その地域の面積っていうのはす
ごく影響すると思います。都市部はやはりコンパクトな面積の中に、リソースである
とか、対象となる方たちの数っていうのもごっそりこう入っているわけなんですけ
ど、（中略）そうでない地域で社会資源がほとんどないような地域の人たちのとこ
ろに「職業センター」等が関与していかないと、なかなか「就労支援」が進められ
ないっていう。(B)」  

＜人権の意識や障害
者のキャリアまで捉
えて支援する＞ 

「ソーシャルワークに立脚して、そこから就労支援をきちんとやらないと、就労支
援の方法論だけが１人歩きすると、何かあればジョブコーチに言えばいいんだと
か、その人が自分で決めるとか、自立をどうやって自分で描いていくかとかも、キ
ャリアを描くとかでは全くなくて、ジョブコーチが１人歩きしていたり、IPS が１人歩
きしていたりとか、そんな状況だと私は考えていて、ここに書いてありますが、持つ
べき心構えとか倫理というのはソーシャルワーカーの倫理であり行動基準である
という考えで、この法人（筆者修正）ではやっています。(C)」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別の経験年数に応じた役割 

初任者のうちにその基礎的な内容について習得し、その後、経験年数につれて後輩の指導や内部や外

部の研修講師として指導することが期待されていた。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：外部研修や内部研修による習得とその実践 

 中堅（おおよそ５年目まで）：初任者へのOJTと OJTを通した自己の振り返り 

 中堅以上：内外部での講師としての指導 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

外部研修や内部研修とOJTを組み合わせて実施していた。多職種チームの中で就労支援実務者として

ケースマネジメントを実施していくためには、支援者としての心構えや倫理意識・態度が重要であり、

初任者には特に心構え・倫理意識・態度の習得を意識して実施しているとの語りがあった。 

 初任者は、就労支援のプロセスを体系的に学んでもらうために、職場適応援助者研修の講義等か

ら、総合的な就労支援のプロセスを学ぶ。 

 初任者は職場適応援助者養成研修で支援の基本となる態度や倫理意識について理解し、実践上で

の活用について機関内でOJTを実施する。 

 研修で学んだことを機関内で再度言語化しOJTに活用する。 

 法人で実施された研修に機関独自で就労支援に関する研修を追加して実施する。 

 機関内での支援マニュアルを作成し同僚と支援意識について振り返りを実施する。 

 法人内での虐待防止委員会での資料を用いて支援者としての心構え・倫理意識・態度を伝える。 

 研修終了後に試験を課し、合格しなければ、相談業務が実施できない等の設定をする。 

 法人内の別機関から異動してきた場合、管理職が必要と認めた項目について研修を受けてもらう。 
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（２）知識・スキル等の領域「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」について 

「就労支援における障害者のアセスメント」として聞いた多様な知識・スキル等について、障害特性

の理解、障害者の自己理解を促す協働アセスメント等、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」に関

する知識・スキル等の具体的内容等が聞かれた。また、その習得方法としては、研修やOJTにおいて、

人事異動や転職してきた者が持つ知識やスキル等を活用しながら習得を促していた。 

ア この領域の知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－11 に示すように、【障害者本人と

スタッフの協働アセスメント】と【多分野の関係者による多角的な視点でのアセスメント】というカテ

ゴリーで要約できた。【障害者本人とスタッフの協働アセスメント】では、＜障害者本人と一緒に支援の

方向性を考える＞＜障害者本人とスタッフの評価をすり合わせる＞アセスメントについて就労支援実務

者を含む多様なスタッフのみで実施するのではなく、障害者の自己評価の視点もアセスメントに加える

ことや、障害者の自己評価とスタッフの評価が違った時こそ障害者本人の自己理解を深めてもらうタイ

ミングと考える、等の具体的な支援方法に関しても明らかになった。また、【多分野の関係者による多角

的な視点でのアセスメント】として生活支援を実施しているスタッフの評価や地域障害者職業センター

の配置型ジョブコーチの評価等＜多様な視点でのアセスメント＞を取り入れることで、その方の生活全

体における働くことについてのアセスメントを可能としていることが明らかになった。 

 

表４－11 知識・スキル等の領域「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

の知識・スキル等の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
障
害
者
本
人
と
ス
タ
ッ
フ
の 

協
働
ア
セ
ス
メ
ン
ト
】 

＜障害者本人と一緒
に支援の方向性を考
える＞ 

「一生懸命、相手と関わってみようとしたら、私はアセスメントというのは意外とハ
ードルが高いものではないと思います。（略）本当の意味でアセスメントを理解した
ら何も難しいことではなくて、とにかくやってみる、やっていきながら本人と誤差が
あってもいいし、そこで本人との考え、本人がこういうふうな考えをしている人だ、
というのを理解していきながら、何をどう支援するのかを一緒に考える。(A)」  

＜障害者本人とスタ
ッフの評価をすり合
わせる＞ 

「アセスメントは自己評価とスタッフの評価という形でしています。本人の評価とス
タッフの評価が乖離してしまうようなことも、結構あります。なぜそうなるのかという
ところを、本人にフィードバックしていかなければならないので、その時に初めて
「できていませんでしたよね」とかではなくて、その都度、その場で、タイムリーに
指導していく。それを踏まえたうえで「最近、遅刻が多いって指導されていません
でしたか？」とか、「集中力なかったって指導されていませんでしたか？」というの
を、そこでまた振り返りができるようにしていく(F)」 

【
多
分
野
の
関
係
者
に
よ
る
多
角
的

な
視
点
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
】 

＜多様な視点でのア
セスメント＞ 

「生活支援の方が面談して、就労支援の方が面談して、お互いに話し合って、ど
ういうことが目標かということを決めて、最後にサビ管が面談するという、3 段階で
す。そこで、お互いの役割をすり合わせています。(G)」  
「評価をするときにはアセスメント会議を開催し全スタッフが参加します。（略）新
人でもベテランでも、みんなで共有するというところで、完全にオーダーメイドなの
で、課題についても得意とするところについても含めて、長所、短所等みんなで
共有する場にはなっていると思います。(F)」 
「うまくサポートできない、以前と同じようにできなくなってきている部分もあるの
で、職業センターの配置型ジョブコーチとも連携しながら、また少し違った目で見
られると新たな視点もあったりするので、今年度からは改善というか、修正に向け
て（Ｈ）」 

 

「ワークサンプルでスキルだけ見て、マッチングだけするっていうことではなくて、
家庭環境から家族関係からとかそういう方が増えてきている感じがある。そうなる
となかなか、就労支援も生活支援の査定つけながら就労支援の様相を呈してい
く。(Ｇ)」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別の経験年数に応じた役割 

まずは、障害特性の理解を深め、そのうち上司等と一緒にアセスメントを実施し、一人での実施へと

移っていく。その中では、本人をとりまく環境にも視野が次第に広がるようになり、経験年数を経てい

くことで後輩への指導が実施できるようになっていた。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：初回面接の同席・実施、他機関への見学とその資料による習得、

アセスメント会議への参加によるアセスメントに関する知識やスキル等の習得 

 中堅（おおよそ５年目まで）：面接の主体的な実施、アセスメント会議の運営・ファシリテーショ

ン 

 中堅以上：初任者の面接への同席・OJT 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

アセスメントに関する知識・スキル等の習得方法については、異動または転職によって新しく就労支

援に携わる者がいた場合、前職での経験が何等かの形で機関や障害者への支援に良い影響がある、とい

うのが多くの機関での見解であった。特に生活部分のアセスメントについては、就労継続支援や生活介

護、相談支援事業からの異動・転職してきた者の視点を重視している組織もあった。 

（３）知識・スキル等の領域「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」について 

「事業主との連携」として聞いた多様な知識・スキル等について、初任者は概要を理解し、上司等の

指導の下で実施できることから始め、次第に職場定着支援が実施できるようしていた。さらに、最終的

には企業の評価や支援等を含めた適応・定着等の支援ができるように、主に機関内でのOJTを実施して

いた。このように「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」に関する知識・スキル等

の具体的内容等が聞かれた。 

ア この領域の知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－12 に示すように、【企業とのつな

がり方】【企業評価の視点】【企業が障害者を雇用する前からの関わり】【企業の将来をともに考える関わ

り】【企業への情報の伝え方】の５つの内容にわたった。 

【企業とのつながり方】として、＜求人開拓や職場実習等の調整をしている支援機関等を活用＞につ

いては、営業に不慣れな場合や、法人内での別機関の情報がある場合に活用されていた。＜利用者の持

ってきた求人票からつながる＞場合には、利用者の方が持ってきた求人票を都度確認し、その求人に問

い合わせることで企業とつながり、場合によっては見学等を通してつながりを作っていた。また、そう

いった見学時等の【企業評価の視点】としては、まずは利用者の方が＜長く働ける会社かどうか評価す

る＞と同時に、＜経営状態について確認する＞視点で実施することで、障害者に合った環境で長く働け

るように考えられていた。【企業が障害者を雇用する前からの関わり】は、＜長く働けるか会社かどうか

評価する＞＜経営状態について確認する＞にも関係しているが、職場の環境や企業の考え方について早
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（２）知識・スキル等の領域「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」について 

「就労支援における障害者のアセスメント」として聞いた多様な知識・スキル等について、障害特性

の理解、障害者の自己理解を促す協働アセスメント等、「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」に関

する知識・スキル等の具体的内容等が聞かれた。また、その習得方法としては、研修やOJTにおいて、

人事異動や転職してきた者が持つ知識やスキル等を活用しながら習得を促していた。 

ア この領域の知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－11 に示すように、【障害者本人と

スタッフの協働アセスメント】と【多分野の関係者による多角的な視点でのアセスメント】というカテ

ゴリーで要約できた。【障害者本人とスタッフの協働アセスメント】では、＜障害者本人と一緒に支援の

方向性を考える＞＜障害者本人とスタッフの評価をすり合わせる＞アセスメントについて就労支援実務

者を含む多様なスタッフのみで実施するのではなく、障害者の自己評価の視点もアセスメントに加える

ことや、障害者の自己評価とスタッフの評価が違った時こそ障害者本人の自己理解を深めてもらうタイ

ミングと考える、等の具体的な支援方法に関しても明らかになった。また、【多分野の関係者による多角

的な視点でのアセスメント】として生活支援を実施しているスタッフの評価や地域障害者職業センター

の配置型ジョブコーチの評価等＜多様な視点でのアセスメント＞を取り入れることで、その方の生活全

体における働くことについてのアセスメントを可能としていることが明らかになった。 

 

表４－11 知識・スキル等の領域「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」 

の知識・スキル等の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
障
害
者
本
人
と
ス
タ
ッ
フ
の 

協
働
ア
セ
ス
メ
ン
ト
】 

＜障害者本人と一緒
に支援の方向性を考
える＞ 

「一生懸命、相手と関わってみようとしたら、私はアセスメントというのは意外とハ
ードルが高いものではないと思います。（略）本当の意味でアセスメントを理解した
ら何も難しいことではなくて、とにかくやってみる、やっていきながら本人と誤差が
あってもいいし、そこで本人との考え、本人がこういうふうな考えをしている人だ、
というのを理解していきながら、何をどう支援するのかを一緒に考える。(A)」  

＜障害者本人とスタ
ッフの評価をすり合
わせる＞ 

「アセスメントは自己評価とスタッフの評価という形でしています。本人の評価とス
タッフの評価が乖離してしまうようなことも、結構あります。なぜそうなるのかという
ところを、本人にフィードバックしていかなければならないので、その時に初めて
「できていませんでしたよね」とかではなくて、その都度、その場で、タイムリーに
指導していく。それを踏まえたうえで「最近、遅刻が多いって指導されていません
でしたか？」とか、「集中力なかったって指導されていませんでしたか？」というの
を、そこでまた振り返りができるようにしていく(F)」 

【
多
分
野
の
関
係
者
に
よ
る
多
角
的

な
視
点
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
】 

＜多様な視点でのア
セスメント＞ 

「生活支援の方が面談して、就労支援の方が面談して、お互いに話し合って、ど
ういうことが目標かということを決めて、最後にサビ管が面談するという、3 段階で
す。そこで、お互いの役割をすり合わせています。(G)」  
「評価をするときにはアセスメント会議を開催し全スタッフが参加します。（略）新
人でもベテランでも、みんなで共有するというところで、完全にオーダーメイドなの
で、課題についても得意とするところについても含めて、長所、短所等みんなで
共有する場にはなっていると思います。(F)」 
「うまくサポートできない、以前と同じようにできなくなってきている部分もあるの
で、職業センターの配置型ジョブコーチとも連携しながら、また少し違った目で見
られると新たな視点もあったりするので、今年度からは改善というか、修正に向け
て（Ｈ）」 

 

「ワークサンプルでスキルだけ見て、マッチングだけするっていうことではなくて、
家庭環境から家族関係からとかそういう方が増えてきている感じがある。そうなる
となかなか、就労支援も生活支援の査定つけながら就労支援の様相を呈してい
く。(Ｇ)」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別の経験年数に応じた役割 

まずは、障害特性の理解を深め、そのうち上司等と一緒にアセスメントを実施し、一人での実施へと

移っていく。その中では、本人をとりまく環境にも視野が次第に広がるようになり、経験年数を経てい

くことで後輩への指導が実施できるようになっていた。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：初回面接の同席・実施、他機関への見学とその資料による習得、

アセスメント会議への参加によるアセスメントに関する知識やスキル等の習得 

 中堅（おおよそ５年目まで）：面接の主体的な実施、アセスメント会議の運営・ファシリテーショ

ン 

 中堅以上：初任者の面接への同席・OJT 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

アセスメントに関する知識・スキル等の習得方法については、異動または転職によって新しく就労支

援に携わる者がいた場合、前職での経験が何等かの形で機関や障害者への支援に良い影響がある、とい

うのが多くの機関での見解であった。特に生活部分のアセスメントについては、就労継続支援や生活介

護、相談支援事業からの異動・転職してきた者の視点を重視している組織もあった。 

（３）知識・スキル等の領域「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」について 

「事業主との連携」として聞いた多様な知識・スキル等について、初任者は概要を理解し、上司等の

指導の下で実施できることから始め、次第に職場定着支援が実施できるようしていた。さらに、最終的

には企業の評価や支援等を含めた適応・定着等の支援ができるように、主に機関内でのOJTを実施して

いた。このように「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」に関する知識・スキル等

の具体的内容等が聞かれた。 

ア この領域の知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－12 に示すように、【企業とのつな

がり方】【企業評価の視点】【企業が障害者を雇用する前からの関わり】【企業の将来をともに考える関わ

り】【企業への情報の伝え方】の５つの内容にわたった。 

【企業とのつながり方】として、＜求人開拓や職場実習等の調整をしている支援機関等を活用＞につ

いては、営業に不慣れな場合や、法人内での別機関の情報がある場合に活用されていた。＜利用者の持

ってきた求人票からつながる＞場合には、利用者の方が持ってきた求人票を都度確認し、その求人に問

い合わせることで企業とつながり、場合によっては見学等を通してつながりを作っていた。また、そう

いった見学時等の【企業評価の視点】としては、まずは利用者の方が＜長く働ける会社かどうか評価す

る＞と同時に、＜経営状態について確認する＞視点で実施することで、障害者に合った環境で長く働け

るように考えられていた。【企業が障害者を雇用する前からの関わり】は、＜長く働けるか会社かどうか

評価する＞＜経営状態について確認する＞にも関係しているが、職場の環境や企業の考え方について早

－ 199 －



 

い段階で障害者が働くことについての環境等を企業に伝えることができれば障害者がよりよい環境で働

くことができる可能性があることを示す＜できるだけ早い段階で企業と関わる＞ことや＜雇用に結びつ

くまでの課題を共有＞し、企業が雇用できるという意識になるまで伴走することが望ましいと考えてい

ることについて語られた。【企業の将来をともに考える関わり】としては、障害者雇用を通して企業価値

が高められ、企業利益につなげること等＜障害者雇用を通して企業の将来をともに考える＞ことや、各

種労働法規に関して就労支援実務者が知識として持っておくことで、障害者雇用を通して企業に伝えた

ことが企業における働きやすさにつながる＜障害者雇用を通して企業における働きやすさをともに考え

る＞ことについて語られた。【企業への情報の伝え方】では、企業に情報を伝えるときには、企業に理解

してもらうことを前提として＜福祉の専門用語を使わない＞で企業との対話をする一方で利用者の情報

を正しく伝えるために＜専門的な知識を活用する＞ことについて明らかになった。 

 

 

表４－12 知識・スキル等の領域「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
企
業
と
の
つ
な
が
り
方
】 

＜求人開拓や
職場実習等の
調整をしてい
る支援機関等
を活用＞ 

「実習についても、（事業所の所在地には）財団とか、外部の団体とかがあるし、なぜそこ
を選んでいるのかというと、（略）財団に絡めて出すのではやはり熱量が違うと思ってい
て、分かりませんが定着する可能性に希望を持ちたいですね。（略）面談会もあるし、個
別でもやってくれるので活用させてもらっていて、困らないという感じです。そのかわり課
題として地域の発掘はできていないというのはあります。あと、営業には不慣れというのが
あって、開拓のマンパワーがないというのもやはり一方でありますよね。(D)」  

「当法人としては、障害者就業・生活支援センターに職場を見つける役割を担わせてい
ます。就労移行支援事業所で毎月一定割合の人たちが外部実習を受けたいとなった場
合、本来は就労移行支援事業所自身がその場所を見つけてくるのですが、当法人の場
合ですと、そういう情報が法人内の障害者就業・生活支援センターからダイレクトに就労
移行支援事業所に入ってくるので、そのタイミングから就労移行支援事業所と障害者就
業・生活支援センターが関与できる体制が作れるのと、対象となる企業との関係性を作
るきっかけも同時にできるんだと思います。(B)」 

＜利用者の持
ってきた求人
票からつなが
る＞ 

「就労支援を行う中で、利用者さんが持ってきた求人票は必ずチェックして、そこに問い
合わせをして、場合によっては行かせてもらって、中ぽつさんがやっているような企業開
拓で企業さんを見てきて、ここの企業さんだったら大丈夫かどうかという評価まではしま
すね。(E)」  

【
企
業
評
価
の
視
点
】 

＜長く働ける
会社かどうか
評価する＞ 

「考え方として、就労された方が、厳しい環境というのは避けて、長く続けていただきたい
ので、企業評価をして、場合によってはこの会社はやめなさいと言います。利用者さんの
中には求人票を持って来られる方もいますので、そこはやめたほうがいいですよと、で理
由はこうこうですって、(E)」  

＜経営状態に
ついて確認す
る＞ 

「A型やB型に行く時に、やはりちゃんとしたところに送り出したいので、丸投げはせずに、
私たちが同行して経営状態はどうなのか自分の目で確かめてということはします。(F)」 

 

【
企
業
が
障
害
者
を
雇
用
す

る
前
か
ら
の
関
わ
り
】 

＜できるだけ
早い段階で企
業と関わる＞ 

「これはもう最初に本人と職場の環境等人も含めてご本人が選ぶことができていれば、こ
んな状態にはならなかったんじゃないかなという事案がすごく増えてきた感じがします。
私の考えとしては、もう一度入口である企業が採用するところで、企業のマインドセットの
ところから機関がきちんと関わることが体制的にできてくれば、もう少しこの大変な状況が
変わるんじゃないかなって。(C)」  

＜雇用に結び
つくまでの課
題を共有＞ 

「一足飛びに障害者雇用ということじゃなくても良いのだと思っています。すぐに障害者雇
用に結びつかない理由等、そういった課題感を企業とどのように共有できるのかというこ
とも大切だと思っていて、企業が雇用できるという意識になるところまで伴走できると良い
と思っています。（B）」 

【
企
業
の
将
来
を
と
も
に
考
え
る
関
わ
り
】 

＜障害者雇用
を通して企業
の将来をとも
に考える＞ 

「（事業所の所在する地域には中小企業が多いので）特に地域の中小企業の方たちに
は、雇用率のためだけに障害者雇用をするのではなく、どの様な障害者雇用を進めてい
ったら良いのか、さらにその先の障害者雇用を通じての自身の企業活動をどう外部の人
たちに評価されることが良いのかという、障害者雇用が企業価値を高めることができ、企
業利益に繋げられることであると、一緒に考えるきっかけにもなる、ひとつの出発点なん
だと思うんです。（B）」  
「障害者雇用に関わっていただくことで、企業の方々の意識がものすごく変わっていかれ
るんですよ。まず、雇用率達成のためのカウントひとつを雇うというところから始まるんで
すけれども、雇用の継続、雇用数の増加、また業務の切り出しや企業内の障害者雇用
体制の仕組みづくりの構造化等、時間の経過とともに、それらの実績を様々な所で講演
されるような立場になったり、もにすの認定企業となったりと、障害者が働くことを支援す
るということだけではなく、障害者雇用に携わってくれた企業の方々の意識の変化の場
面に、自分たち支援する側の者も関われるということがとても大切で、そういったことをし
っかりと機関、センターの役割、またハブ機能の役割と重ねて、地域でどう果たせるのか
も重要だと思います。（B）」 

＜障害者雇用
を通して企業
における働き
やすさをとも
に考える＞ 

「店長さんとか主任さんとか頻繁に変わる業種の中には、基本的に労基法の知識は皆
無って人達が山ほどいる。そうすると、企業の上の方になると、分かるようなことが現場
理解されていないと、その方が叱られて済むっていうことになる。（略）だから、各種の労
働法制については、就労支援実務者は必須。特に、労基法の知識は、絶対条件で知っ
ておく。（筆者修正）（G） 

【
企
業
へ
の
情
報
の
伝
え
方
】 

＜福祉の専門
用語を使わな
い＞ 

「葛藤だらけですよね、企業とかね、なんで土日の過ごし方とか、誰と過ごしているかな
んていいじゃないですか．．．それで報告を求めても言わないんです、と企業の方が言う
から、それに抗議するのは簡単ですよね、プライバシーに入り込むんですかと言うのは簡
単なんですけど、それだと福祉の論理になっちゃって、相手はシャッター閉めちゃうの
で、土日も雇用管理に繋がるから、24 時間 365 日、所長さんが面倒を見られるんです
ね、ほかの従業員の方も、そうされているんですか？と言うと、なんか自分、権利侵害み
たいなことを起こしていたということに気が付いてくださって、という事例とかがあると、人
間の権利とか、これを通じて分かって下さったのかなと、そこが大事じゃないかなと思い
ますけどね。（C）」  
「どういうふうな環境であれば働けるかということだったり、ご本人さんの強みだったり、障
害特性とかを、この施設を利用中にいかに職員がしっかりとアセスメントを取って把握を
して、それを企業さんにどう伝えていくかという、どうしても私たちは障害のことを知ってい
ますけど、企業の方は知らないので、その伝え方、専門用語を使うとわからないとか、そ
ういうところは違うかなというふうには思います。（H）」 

＜専門的な知
識を活用する
＞ 

「就労支援時のフェイスシート作成と企業担当者に伝えるポイント作成において企業につ
なぐときだけは、障害特性や病態をものすごく重視しなければならない。障害特性が非
常に重要。統合失調症の基本的な症状の表れ方や、一定の介入をしてもらえれば落ち
着くっていうことを企業側に伝えることが重要。それは絶対条件なので、基本的な知識
は持っておかなければならない。（G）」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別経験年数に応じた役割 

初任者は上司等についていき、概要を理解する活動が多かったが、そのうち、上司等の指導の下、自
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い段階で障害者が働くことについての環境等を企業に伝えることができれば障害者がよりよい環境で働

くことができる可能性があることを示す＜できるだけ早い段階で企業と関わる＞ことや＜雇用に結びつ

くまでの課題を共有＞し、企業が雇用できるという意識になるまで伴走することが望ましいと考えてい

ることについて語られた。【企業の将来をともに考える関わり】としては、障害者雇用を通して企業価値

が高められ、企業利益につなげること等＜障害者雇用を通して企業の将来をともに考える＞ことや、各

種労働法規に関して就労支援実務者が知識として持っておくことで、障害者雇用を通して企業に伝えた

ことが企業における働きやすさにつながる＜障害者雇用を通して企業における働きやすさをともに考え

る＞ことについて語られた。【企業への情報の伝え方】では、企業に情報を伝えるときには、企業に理解

してもらうことを前提として＜福祉の専門用語を使わない＞で企業との対話をする一方で利用者の情報

を正しく伝えるために＜専門的な知識を活用する＞ことについて明らかになった。 

 

 

表４－12 知識・スキル等の領域「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」 

の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
企
業
と
の
つ
な
が
り
方
】 

＜求人開拓や
職場実習等の
調整をしてい
る支援機関等
を活用＞ 

「実習についても、（事業所の所在地には）財団とか、外部の団体とかがあるし、なぜそこ
を選んでいるのかというと、（略）財団に絡めて出すのではやはり熱量が違うと思ってい
て、分かりませんが定着する可能性に希望を持ちたいですね。（略）面談会もあるし、個
別でもやってくれるので活用させてもらっていて、困らないという感じです。そのかわり課
題として地域の発掘はできていないというのはあります。あと、営業には不慣れというのが
あって、開拓のマンパワーがないというのもやはり一方でありますよね。(D)」  

「当法人としては、障害者就業・生活支援センターに職場を見つける役割を担わせてい
ます。就労移行支援事業所で毎月一定割合の人たちが外部実習を受けたいとなった場
合、本来は就労移行支援事業所自身がその場所を見つけてくるのですが、当法人の場
合ですと、そういう情報が法人内の障害者就業・生活支援センターからダイレクトに就労
移行支援事業所に入ってくるので、そのタイミングから就労移行支援事業所と障害者就
業・生活支援センターが関与できる体制が作れるのと、対象となる企業との関係性を作
るきっかけも同時にできるんだと思います。(B)」 

＜利用者の持
ってきた求人
票からつなが
る＞ 

「就労支援を行う中で、利用者さんが持ってきた求人票は必ずチェックして、そこに問い
合わせをして、場合によっては行かせてもらって、中ぽつさんがやっているような企業開
拓で企業さんを見てきて、ここの企業さんだったら大丈夫かどうかという評価まではしま
すね。(E)」  

【
企
業
評
価
の
視
点
】 

＜長く働ける
会社かどうか
評価する＞ 

「考え方として、就労された方が、厳しい環境というのは避けて、長く続けていただきたい
ので、企業評価をして、場合によってはこの会社はやめなさいと言います。利用者さんの
中には求人票を持って来られる方もいますので、そこはやめたほうがいいですよと、で理
由はこうこうですって、(E)」  

＜経営状態に
ついて確認す
る＞ 

「A型やB型に行く時に、やはりちゃんとしたところに送り出したいので、丸投げはせずに、
私たちが同行して経営状態はどうなのか自分の目で確かめてということはします。(F)」 

 

【
企
業
が
障
害
者
を
雇
用
す

る
前
か
ら
の
関
わ
り
】 

＜できるだけ
早い段階で企
業と関わる＞ 

「これはもう最初に本人と職場の環境等人も含めてご本人が選ぶことができていれば、こ
んな状態にはならなかったんじゃないかなという事案がすごく増えてきた感じがします。
私の考えとしては、もう一度入口である企業が採用するところで、企業のマインドセットの
ところから機関がきちんと関わることが体制的にできてくれば、もう少しこの大変な状況が
変わるんじゃないかなって。(C)」  

＜雇用に結び
つくまでの課
題を共有＞ 

「一足飛びに障害者雇用ということじゃなくても良いのだと思っています。すぐに障害者雇
用に結びつかない理由等、そういった課題感を企業とどのように共有できるのかというこ
とも大切だと思っていて、企業が雇用できるという意識になるところまで伴走できると良い
と思っています。（B）」 

【
企
業
の
将
来
を
と
も
に
考
え
る
関
わ
り
】 

＜障害者雇用
を通して企業
の将来をとも
に考える＞ 

「（事業所の所在する地域には中小企業が多いので）特に地域の中小企業の方たちに
は、雇用率のためだけに障害者雇用をするのではなく、どの様な障害者雇用を進めてい
ったら良いのか、さらにその先の障害者雇用を通じての自身の企業活動をどう外部の人
たちに評価されることが良いのかという、障害者雇用が企業価値を高めることができ、企
業利益に繋げられることであると、一緒に考えるきっかけにもなる、ひとつの出発点なん
だと思うんです。（B）」  
「障害者雇用に関わっていただくことで、企業の方々の意識がものすごく変わっていかれ
るんですよ。まず、雇用率達成のためのカウントひとつを雇うというところから始まるんで
すけれども、雇用の継続、雇用数の増加、また業務の切り出しや企業内の障害者雇用
体制の仕組みづくりの構造化等、時間の経過とともに、それらの実績を様々な所で講演
されるような立場になったり、もにすの認定企業となったりと、障害者が働くことを支援す
るということだけではなく、障害者雇用に携わってくれた企業の方々の意識の変化の場
面に、自分たち支援する側の者も関われるということがとても大切で、そういったことをし
っかりと機関、センターの役割、またハブ機能の役割と重ねて、地域でどう果たせるのか
も重要だと思います。（B）」 

＜障害者雇用
を通して企業
における働き
やすさをとも
に考える＞ 

「店長さんとか主任さんとか頻繁に変わる業種の中には、基本的に労基法の知識は皆
無って人達が山ほどいる。そうすると、企業の上の方になると、分かるようなことが現場
理解されていないと、その方が叱られて済むっていうことになる。（略）だから、各種の労
働法制については、就労支援実務者は必須。特に、労基法の知識は、絶対条件で知っ
ておく。（筆者修正）（G） 

【
企
業
へ
の
情
報
の
伝
え
方
】 

＜福祉の専門
用語を使わな
い＞ 

「葛藤だらけですよね、企業とかね、なんで土日の過ごし方とか、誰と過ごしているかな
んていいじゃないですか．．．それで報告を求めても言わないんです、と企業の方が言う
から、それに抗議するのは簡単ですよね、プライバシーに入り込むんですかと言うのは簡
単なんですけど、それだと福祉の論理になっちゃって、相手はシャッター閉めちゃうの
で、土日も雇用管理に繋がるから、24 時間 365 日、所長さんが面倒を見られるんです
ね、ほかの従業員の方も、そうされているんですか？と言うと、なんか自分、権利侵害み
たいなことを起こしていたということに気が付いてくださって、という事例とかがあると、人
間の権利とか、これを通じて分かって下さったのかなと、そこが大事じゃないかなと思い
ますけどね。（C）」  
「どういうふうな環境であれば働けるかということだったり、ご本人さんの強みだったり、障
害特性とかを、この施設を利用中にいかに職員がしっかりとアセスメントを取って把握を
して、それを企業さんにどう伝えていくかという、どうしても私たちは障害のことを知ってい
ますけど、企業の方は知らないので、その伝え方、専門用語を使うとわからないとか、そ
ういうところは違うかなというふうには思います。（H）」 

＜専門的な知
識を活用する
＞ 

「就労支援時のフェイスシート作成と企業担当者に伝えるポイント作成において企業につ
なぐときだけは、障害特性や病態をものすごく重視しなければならない。障害特性が非
常に重要。統合失調症の基本的な症状の表れ方や、一定の介入をしてもらえれば落ち
着くっていうことを企業側に伝えることが重要。それは絶対条件なので、基本的な知識
は持っておかなければならない。（G）」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別経験年数に応じた役割 

初任者は上司等についていき、概要を理解する活動が多かったが、そのうち、上司等の指導の下、自
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らが事業主と連携を実施する例もあった。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：企業訪問への同行、企業も支援対象であることを認識する、面談

会への参加 

 中堅（おおよそ５年目まで）：主担当としての企業見学・訪問、就労定着支援の実施 

 中堅以上：企業評価の実施、企業支援の実施、ジョブコーチ資格の取得 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

この領域の知識・スキル等の習得方法については、多くは機関内でのOJTが実践されていた。 

 企業への訪問の同行では、訪問の目的、企業の概要の説明等一つ一つを言語化し伝えることから

始まり、訪問後のフィードバック等を通して、次は見学予約等できることから少しずつ始めてい

く。 

 また、企業とのやり取りについてはその場で対応を求められることも多く＜専門的な知識を活用

する＞も重要なポイントとしてあげられた。 

 見学会に参加する。 

（４）知識・スキル等の領域「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」につい

て 

「地域の支援ネットワークづくり」として聞いた多様な知識・スキル等について、初任者時代の交流

を基に、経験年数を経ていくと共に運営側として参加し、ネットワークを拡大する活動を行えるように

するため、ネットワーク会議に同行する等のOJTが中心であった。このように「地域の企業や関係機関

との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」に関する知識・スキル等の具体的内容等が聞かれた。 

ア 知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－13 に示すように、【関わりのある

支援者・支援機関との関係づくり】【地域ネットワークの円滑な活用】【ネットワークを活用した地域の

就労支援力の向上】の３つに要約できた。 

【関わりのある支援者・支援機関との関係作り】としては、既存の地域ネットワークに＜積極的なか

かわりを目指す＞＜地域の自立支援協議会の就労支援部会を活用する＞＜外部研修で知り合った方と日

常的に連携する＞＜支援で連携した方とつながり続ける＞等の方法が明らかになった。次に【地域ネッ

トワークの円滑な活用】をするためにまずは、＜地域の中の支援者を把握＞し、＜相手の都合や役割等

を知る＞＜他の支援機関と同じ認識を持つ＞ことが重視されていた。また、【ネットワークを活用した地

域の就労支援力の向上】では、地域のネットワークを活用して＜グループピアスーパービジョンを実施

する機会を設ける、もしくは参加する＞＜就業・生活支援センターが主催して就労移行支援事業所同士

で刺激しあう機会を設ける＞＜企業向けの研究会を作る＞等の取組があり、これらの取組は＜学びの機

会のサイクルを法人の中と外で連動して設定する＞ことで、継続される取組としていた。 

  

 

表４－13 知識・スキル等の領域「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
関
わ
り
の
あ
る
支
援
者
・
支
援
機
関
と
の
関
係
作
り
】 

＜積極的なかかわ
りを目指す＞ 

「わからないから、逆に、頼むから教えてくださいというスタンスでいたら、なんか、
やりましょうって言ってくれて．．．(D)」  
「区内のネットワーク会議でも、きっかけは就労センターなんですけど、ただやりた
いということは伝えていて、ひとつ形になったのは（略）打開策としてみんなで一緒
にネットワークがあるんだからやりませんかというところで、ネットワークを活用した
支援の形(筆者修正)を提案してくれたんです。(D)」 

＜地域の自立支援
協議会の就労支援
部会を活用する＞ 

「自立支援協議会の就労支援部会として統一していくということになり、就労支援
部会の中に企業さんのワーキングもあって、それぞれのワーキングが月に一回ぐ
らい活動して、就労支援部会の中でワーキングリーダーが集まって、就労支援部
内のメンバーとワーキングリーダーの中で情報を整理していったりとか、それでは
自立支援協議会にあげていこうかだったりとか、そういったかたちで定期的にいろ
いろな関係機関と関わるということは頻繁にあるのかなということを(H)」 

＜外部研修で知り
合った方と日常的
に連携する＞ 

「今年からは、ここの自治体（筆者編集）の研修とかも受託しているので、そこで
仲間になった人たち、受講生の人もそうですし、一緒に研修のトレーナーをやって
くださったような方が結構な数いるので、その人たちとも日常の連携もできてきて
いて、(C)」 

＜支援で連携した
方とつながり続け
る＞ 

「ネットワークがどこでできてきたかというと、一人ひとりに一生懸命向き合ってき
た中で手をつなげた人たちが中心です。この人なら適当に答えないだろうなとい
う人が何人かいるんですけど、そういった方に必要な時にアドバイスもらったり
(G)」 

【
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
円
滑
な
活
用
】 

＜相手の都合や役
割等を知る＞ 

「その他職種連携するときのマナーじゃないですけど、相手を知ることであると
か、いつ電話したらいいんだろうかとか、それから、役割で相手の都合もあるわけ
ですよね、（略）こちらにも事情があるけど、相手にも事情があることを知っておくこ
とって、すごく大事かなと思います。(C)」  

＜地域の中の支援
者を把握する＞ 

「地域のネットワークには人が欠かせないですよね。障害者雇用の推進や障害
者雇用の質の問題、また障害者雇用を通じた地域づくりがとても大切で、そこに
影響を受けるような人が、自分の組織の中はもちろんですが、外側の組織の人
たちとの様々な関係性の中で作られる、様々なネットワークの中で、そういったこ
とが大切であると感じている人がいるかどうか、共感できる人がいるのかどうかを
常にモニターしている、ということがとても大切ではないかと思うんですよね。
（B）」 

＜他の支援機関と
同じ認識を持つ＞ 

「基本的なベースはケース会議で、まずは所内で検討しつつも、他機関の人が
集まって役割分担をして、しっかりとサポートしていくというのがベースです。同じ
認識で支援しないといけないので、ベースとしてはケース会議が基本としてある
のかなと思います。(H)」 

【
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た 

地
域
の
就
労
支
援
力
の
向
上
】 

＜グループピアス
ーパービジョンを
実施する機会を設
ける、もしくは参
加する＞ 

「今年で取り組み自体８年目になりますが、外部からスーパーバイザーをお迎え
して２ヶ月に１回、地域の方と一緒にグループピアスーパービジョンを必ず実施
（主催）をしています(C)」  

＜就業・生活支援
センターが主催し
て就労移行支援事
業所同士で刺激し
あう機会を設ける
＞ 

「みんな思ったより関心があるなというのはあります。始めるまでは嫌がられるか
なとか、お互いライバル同士だし、メリットがあることにしか興味ないだろうなとは思
いながらやり出したら、意外と自分たちの事業所とほかの事業所との違いに、み
んな関心を持っていて、90分では足りない、若干もの足りないって言ってもらって
いるので、ほかを知りたいという気持ちは皆さん強いのかと思います。(A)」 
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らが事業主と連携を実施する例もあった。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：企業訪問への同行、企業も支援対象であることを認識する、面談

会への参加 

 中堅（おおよそ５年目まで）：主担当としての企業見学・訪問、就労定着支援の実施 

 中堅以上：企業評価の実施、企業支援の実施、ジョブコーチ資格の取得 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

この領域の知識・スキル等の習得方法については、多くは機関内でのOJTが実践されていた。 

 企業への訪問の同行では、訪問の目的、企業の概要の説明等一つ一つを言語化し伝えることから

始まり、訪問後のフィードバック等を通して、次は見学予約等できることから少しずつ始めてい

く。 

 また、企業とのやり取りについてはその場で対応を求められることも多く＜専門的な知識を活用

する＞も重要なポイントとしてあげられた。 

 見学会に参加する。 

（４）知識・スキル等の領域「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」につい

て 

「地域の支援ネットワークづくり」として聞いた多様な知識・スキル等について、初任者時代の交流

を基に、経験年数を経ていくと共に運営側として参加し、ネットワークを拡大する活動を行えるように

するため、ネットワーク会議に同行する等のOJTが中心であった。このように「地域の企業や関係機関

との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」に関する知識・スキル等の具体的内容等が聞かれた。 

ア 知識・スキル等の具体的内容 

この領域の知識・スキル等の具体的な語りの内容については表４－13 に示すように、【関わりのある

支援者・支援機関との関係づくり】【地域ネットワークの円滑な活用】【ネットワークを活用した地域の

就労支援力の向上】の３つに要約できた。 

【関わりのある支援者・支援機関との関係作り】としては、既存の地域ネットワークに＜積極的なか

かわりを目指す＞＜地域の自立支援協議会の就労支援部会を活用する＞＜外部研修で知り合った方と日

常的に連携する＞＜支援で連携した方とつながり続ける＞等の方法が明らかになった。次に【地域ネッ

トワークの円滑な活用】をするためにまずは、＜地域の中の支援者を把握＞し、＜相手の都合や役割等

を知る＞＜他の支援機関と同じ認識を持つ＞ことが重視されていた。また、【ネットワークを活用した地

域の就労支援力の向上】では、地域のネットワークを活用して＜グループピアスーパービジョンを実施

する機会を設ける、もしくは参加する＞＜就業・生活支援センターが主催して就労移行支援事業所同士

で刺激しあう機会を設ける＞＜企業向けの研究会を作る＞等の取組があり、これらの取組は＜学びの機

会のサイクルを法人の中と外で連動して設定する＞ことで、継続される取組としていた。 

  

 

表４－13 知識・スキル等の領域「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」 

の具体的内容の語り 

カテ 

ゴリー 
＜コード名＞ 語りの内容 

【
関
わ
り
の
あ
る
支
援
者
・
支
援
機
関
と
の
関
係
作
り
】 

＜積極的なかかわ
りを目指す＞ 

「わからないから、逆に、頼むから教えてくださいというスタンスでいたら、なんか、
やりましょうって言ってくれて．．．(D)」  
「区内のネットワーク会議でも、きっかけは就労センターなんですけど、ただやりた
いということは伝えていて、ひとつ形になったのは（略）打開策としてみんなで一緒
にネットワークがあるんだからやりませんかというところで、ネットワークを活用した
支援の形(筆者修正)を提案してくれたんです。(D)」 

＜地域の自立支援
協議会の就労支援
部会を活用する＞ 

「自立支援協議会の就労支援部会として統一していくということになり、就労支援
部会の中に企業さんのワーキングもあって、それぞれのワーキングが月に一回ぐ
らい活動して、就労支援部会の中でワーキングリーダーが集まって、就労支援部
内のメンバーとワーキングリーダーの中で情報を整理していったりとか、それでは
自立支援協議会にあげていこうかだったりとか、そういったかたちで定期的にいろ
いろな関係機関と関わるということは頻繁にあるのかなということを(H)」 

＜外部研修で知り
合った方と日常的
に連携する＞ 

「今年からは、ここの自治体（筆者編集）の研修とかも受託しているので、そこで
仲間になった人たち、受講生の人もそうですし、一緒に研修のトレーナーをやって
くださったような方が結構な数いるので、その人たちとも日常の連携もできてきて
いて、(C)」 

＜支援で連携した
方とつながり続け
る＞ 

「ネットワークがどこでできてきたかというと、一人ひとりに一生懸命向き合ってき
た中で手をつなげた人たちが中心です。この人なら適当に答えないだろうなとい
う人が何人かいるんですけど、そういった方に必要な時にアドバイスもらったり
(G)」 

【
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
円
滑
な
活
用
】 

＜相手の都合や役
割等を知る＞ 

「その他職種連携するときのマナーじゃないですけど、相手を知ることであると
か、いつ電話したらいいんだろうかとか、それから、役割で相手の都合もあるわけ
ですよね、（略）こちらにも事情があるけど、相手にも事情があることを知っておくこ
とって、すごく大事かなと思います。(C)」  

＜地域の中の支援
者を把握する＞ 

「地域のネットワークには人が欠かせないですよね。障害者雇用の推進や障害
者雇用の質の問題、また障害者雇用を通じた地域づくりがとても大切で、そこに
影響を受けるような人が、自分の組織の中はもちろんですが、外側の組織の人
たちとの様々な関係性の中で作られる、様々なネットワークの中で、そういったこ
とが大切であると感じている人がいるかどうか、共感できる人がいるのかどうかを
常にモニターしている、ということがとても大切ではないかと思うんですよね。
（B）」 

＜他の支援機関と
同じ認識を持つ＞ 

「基本的なベースはケース会議で、まずは所内で検討しつつも、他機関の人が
集まって役割分担をして、しっかりとサポートしていくというのがベースです。同じ
認識で支援しないといけないので、ベースとしてはケース会議が基本としてある
のかなと思います。(H)」 

【
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た 

地
域
の
就
労
支
援
力
の
向
上
】 

＜グループピアス
ーパービジョンを
実施する機会を設
ける、もしくは参
加する＞ 

「今年で取り組み自体８年目になりますが、外部からスーパーバイザーをお迎え
して２ヶ月に１回、地域の方と一緒にグループピアスーパービジョンを必ず実施
（主催）をしています(C)」  

＜就業・生活支援
センターが主催し
て就労移行支援事
業所同士で刺激し
あう機会を設ける
＞ 

「みんな思ったより関心があるなというのはあります。始めるまでは嫌がられるか
なとか、お互いライバル同士だし、メリットがあることにしか興味ないだろうなとは思
いながらやり出したら、意外と自分たちの事業所とほかの事業所との違いに、み
んな関心を持っていて、90分では足りない、若干もの足りないって言ってもらって
いるので、ほかを知りたいという気持ちは皆さん強いのかと思います。(A)」 
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＜企業向けの研究
会を作る＞ 

「地域の中小企業とのネットワークの中から、もにす認定を 1 社取得してくれたん
です。地域の障害者雇用を実践されている中小企業向けに情報共有の場とし
て、地域のハローワークや市役所障害者福祉課と一緒にネットワークを作ってい
ますが、ある時の定例会でもにす認定取得の話題となり、関心のある企業にもに
す認定取得を斡旋したのですが、その中から認定を取得された企業が出たので
すが、ただ集まるネットワークではなく、このような明確な目的や目標を持って企
業の啓発（障害者雇用を通じてこうなって欲しい…）に寄与する形にしたいと考え
ています。（B）」 
「実際に初めて障害者雇用をした企業を、コーチとして招いて研修会とかを企画
したりしていますね。(H)」 

＜学びの機会のサ
イクルを法人の中
と外で連動して設
定する＞ 

「日頃の業務の中で、事業所の職員も主催しているグループピアスーパービジョ
ンに参加します。そうすると自らの業務でも、そのスーパービジョンでの学びが反
映された実践をしてみて、また地域の皆さんと学ぶ、というサイクルを法人の中と
外と一緒にやっていると、今月辞めますとも言えない、自分たちにそうしておけ
ば、絶対やめますとも言えないので、(C)」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別経験年数に応じた役割 

初任者の時点では、外部研修会等で出会った他機関の方との交流を深めていたことから、経験年数を

経た際にその方と一緒に地域の勉強会を開催したり等の活動から地域ネットワークを構築している事例

もあった。多くは、地方自治体や行政からの要請に応じて地域のネットワークに参加していたが、次第

に自らが運営側として参加し、ネットワークを拡大するための活動を実施していることもあった。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：地域ネットワーク会議への同行 

 中堅（おおよそ５年目まで）：地域ネットワークへの主体的な参加、地域ネットワーク活動の提案 

 中堅以上：行政機関等への就労支援に関する情報発信、地域ネットワークの運営 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

この領域の知識・スキル等の習得方法に関しては、OJT で実施している機関が多く次のような取組が

聞かれた。 

 なるべく多くのネットワーク会議への同席 

 会議の同席について目的や背景等を説明する 

 外部研修に参加した際の知り合いとつながり続けるように勧める。 

  

 

第４節 考察 

本ヒアリング調査では、各機関が時間や人員、職員の人事異動等様々な制約がある中で、効果的な就

労支援に必要な知識・スキル等を支援実務者が身に付けられるように、研修、OJT、情報交換等を総合的

に実施している状況が明らかとなった。本節では、その結果を踏まえ、今後の就労支援実務者の人材育

成の組織的取組のあり方について考察する。 

 

１ 就労支援実務者の求められる支援者像とキャリアパスについて 

本ヒアリング調査の結果、入職までの経歴や個々人の専門性が多様な就労支援実務者のキャリアパス

として、それぞれの経歴や専門性を活かしながらも段階的に効果的な就労支援のための知識・スキル等

を身に付け、最終的には、利用者と伴走でき基礎的な知識・スキル等を大切にしながら柔軟な思考と多

角的視点を持ち、さらに情報発信のできる支援者の育成が想定されていた。 

一部の知識・スキル等については、習得に至る経緯が「経験年数に応じて期待される役割」として明

らかとなった。経験年数は初任者（おおよそ３年目まで）、中堅（おおよそ５年目まで）、中堅以上とい

うおおまかな経験レベルが想定されていた。期待される役割として、初任者は基礎的な態度・倫理意識

を習得し、障害特性の理解を深め、先輩と共に障害者へのアセスメントを実施することが期待されてい

た。中堅は後輩の指導や研修の講師を務め、アセスメントの視野を広げ、地域ネットワークに参加する

ことが求められていた。中堅以上の支援者は、自らの態度や倫理意識を振り返り、後輩との相談を通じ

て成長し、事業主との連携を主導し、地域ネットワークの運営側として活動することが期待されていた。 

キャリアパスについて、クルンボルツは「計画された偶発性理論」として、「個人のキャリア形成は想

像以上に偶然の出来事によって左右されているが、それは単なる偶然の出来事ではなく、自分の希望す

る将来像をイメージし、実現するための準備が整っていることで、偶然の出来事を鋭くキャッチし、自

分のキャリアに生かすことが可能となる」（労働政策研究・研修機構,2016）としている。就労支援実務

者においても、障害者や事業主、地域の関係機関との実践を繰り返していくと同時に、自らのキャリア

について上司等との面談等を通して考えていくことが、就労支援実務者としてのキャリアを積んでいく

際には重要であろう。 

今回のヒアリング調査の中でも、就労支援実務者のキャリアについて、「経験年数に関係なく上司等と

面談を通してキャリアアップやステップアップへの思いを共有する」や、「現在所属している組織の中で

就労支援実務者が異動や転職を含めてキャリアアップを考えている時に阻害しないことが重要で、そう

することにより異動や転職について組織内の風通しもよくなり、地域の支援力も向上する」と話すヒア

リング対象者もいた通り、就労支援実務者が個人としてのキャリアを描き向かっていくことを組織とし

て支援することが、就労支援実務者にとっても、組織にとっても、障害者にとってもよりよい方向へ向

かっていく可能性が示唆された。 

今回明らかにしたキャリアパスについては、４領域の知識・スキル等の内容別の経験年数に応じて期

待される役割についてだが、就労支援実務者が様々な背景をもって入職してくることを考えれば、就労

支援実務者のキャリアパスが明らかになることで、管理者は誰にどのような研修が必要か判断しやすく

なるだろう。そのためにも、今後は、より詳細な就労支援実務者のキャリアパスについて明らかにする
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＜企業向けの研究
会を作る＞ 

「地域の中小企業とのネットワークの中から、もにす認定を 1 社取得してくれたん
です。地域の障害者雇用を実践されている中小企業向けに情報共有の場とし
て、地域のハローワークや市役所障害者福祉課と一緒にネットワークを作ってい
ますが、ある時の定例会でもにす認定取得の話題となり、関心のある企業にもに
す認定取得を斡旋したのですが、その中から認定を取得された企業が出たので
すが、ただ集まるネットワークではなく、このような明確な目的や目標を持って企
業の啓発（障害者雇用を通じてこうなって欲しい…）に寄与する形にしたいと考え
ています。（B）」 
「実際に初めて障害者雇用をした企業を、コーチとして招いて研修会とかを企画
したりしていますね。(H)」 

＜学びの機会のサ
イクルを法人の中
と外で連動して設
定する＞ 

「日頃の業務の中で、事業所の職員も主催しているグループピアスーパービジョ
ンに参加します。そうすると自らの業務でも、そのスーパービジョンでの学びが反
映された実践をしてみて、また地域の皆さんと学ぶ、というサイクルを法人の中と
外と一緒にやっていると、今月辞めますとも言えない、自分たちにそうしておけ
ば、絶対やめますとも言えないので、(C)」 

 

イ この領域の知識・スキル等の内容別経験年数に応じた役割 

初任者の時点では、外部研修会等で出会った他機関の方との交流を深めていたことから、経験年数を

経た際にその方と一緒に地域の勉強会を開催したり等の活動から地域ネットワークを構築している事例

もあった。多くは、地方自治体や行政からの要請に応じて地域のネットワークに参加していたが、次第

に自らが運営側として参加し、ネットワークを拡大するための活動を実施していることもあった。 

 初任者（おおよそ３年目まで）：地域ネットワーク会議への同行 

 中堅（おおよそ５年目まで）：地域ネットワークへの主体的な参加、地域ネットワーク活動の提案 

 中堅以上：行政機関等への就労支援に関する情報発信、地域ネットワークの運営 

ウ この領域の知識・スキル等の習得方法 

この領域の知識・スキル等の習得方法に関しては、OJT で実施している機関が多く次のような取組が

聞かれた。 

 なるべく多くのネットワーク会議への同席 

 会議の同席について目的や背景等を説明する 

 外部研修に参加した際の知り合いとつながり続けるように勧める。 

  

 

第４節 考察 

本ヒアリング調査では、各機関が時間や人員、職員の人事異動等様々な制約がある中で、効果的な就

労支援に必要な知識・スキル等を支援実務者が身に付けられるように、研修、OJT、情報交換等を総合的

に実施している状況が明らかとなった。本節では、その結果を踏まえ、今後の就労支援実務者の人材育

成の組織的取組のあり方について考察する。 

 

１ 就労支援実務者の求められる支援者像とキャリアパスについて 

本ヒアリング調査の結果、入職までの経歴や個々人の専門性が多様な就労支援実務者のキャリアパス

として、それぞれの経歴や専門性を活かしながらも段階的に効果的な就労支援のための知識・スキル等

を身に付け、最終的には、利用者と伴走でき基礎的な知識・スキル等を大切にしながら柔軟な思考と多

角的視点を持ち、さらに情報発信のできる支援者の育成が想定されていた。 

一部の知識・スキル等については、習得に至る経緯が「経験年数に応じて期待される役割」として明

らかとなった。経験年数は初任者（おおよそ３年目まで）、中堅（おおよそ５年目まで）、中堅以上とい

うおおまかな経験レベルが想定されていた。期待される役割として、初任者は基礎的な態度・倫理意識

を習得し、障害特性の理解を深め、先輩と共に障害者へのアセスメントを実施することが期待されてい

た。中堅は後輩の指導や研修の講師を務め、アセスメントの視野を広げ、地域ネットワークに参加する

ことが求められていた。中堅以上の支援者は、自らの態度や倫理意識を振り返り、後輩との相談を通じ

て成長し、事業主との連携を主導し、地域ネットワークの運営側として活動することが期待されていた。 

キャリアパスについて、クルンボルツは「計画された偶発性理論」として、「個人のキャリア形成は想

像以上に偶然の出来事によって左右されているが、それは単なる偶然の出来事ではなく、自分の希望す

る将来像をイメージし、実現するための準備が整っていることで、偶然の出来事を鋭くキャッチし、自

分のキャリアに生かすことが可能となる」（労働政策研究・研修機構,2016）としている。就労支援実務

者においても、障害者や事業主、地域の関係機関との実践を繰り返していくと同時に、自らのキャリア

について上司等との面談等を通して考えていくことが、就労支援実務者としてのキャリアを積んでいく

際には重要であろう。 

今回のヒアリング調査の中でも、就労支援実務者のキャリアについて、「経験年数に関係なく上司等と

面談を通してキャリアアップやステップアップへの思いを共有する」や、「現在所属している組織の中で

就労支援実務者が異動や転職を含めてキャリアアップを考えている時に阻害しないことが重要で、そう

することにより異動や転職について組織内の風通しもよくなり、地域の支援力も向上する」と話すヒア

リング対象者もいた通り、就労支援実務者が個人としてのキャリアを描き向かっていくことを組織とし

て支援することが、就労支援実務者にとっても、組織にとっても、障害者にとってもよりよい方向へ向

かっていく可能性が示唆された。 

今回明らかにしたキャリアパスについては、４領域の知識・スキル等の内容別の経験年数に応じて期

待される役割についてだが、就労支援実務者が様々な背景をもって入職してくることを考えれば、就労

支援実務者のキャリアパスが明らかになることで、管理者は誰にどのような研修が必要か判断しやすく

なるだろう。そのためにも、今後は、より詳細な就労支援実務者のキャリアパスについて明らかにする
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必要がある。 

 

２ 知識・スキル等を習得するための実施可能かつ効果的な方法について 

本ヒアリング調査の結果、知識・スキル等の習得方法として、外部研修では就労支援のプロセスを体

系的に学び、資格取得や費用面での援助を行っていることが語られた。内部研修では管理職が研修に対

する意識の優先順位を高くし、スタッフが企画・立案し、オンラインシステムを活用していた。OJT で

は指導体制の整備、指導方針の共有等が、心理的安全性の確保がなされた上で実施されていた。情報共

有・事例検討では、ミーティングやオンライン上で議論できるシステムを活用し、全員で情報を共有し、

自己研鑽や体験の振り返りを行うことが重視されていた。これらのうち、特に、現場において、人員・

時間等の制約がある中での実施可能かつ効果的な方法として、以下の工夫等が見出され、今後、地域障

害者職業センターの助言・援助業務等、各支援機関の人材育成の組織的取組の促進のために活用できる

と考える。 

（１）研修参加や研修効果の阻害要因の除去の取組 

研修は、行動を変容させるための手段であり、受講した者が研修終了後に実践現場でいかに行動を変

容させたのかが重要だろう。しかし、研修で学んだことを現場での実践につなげるには阻害要因があり、

Phillips&Phillips（2002,p．84）は、具体的な阻害要因として、「職場内の文化が研修をサポートしな

い」「学んだスキルを使う機会や時間を提供しない」「スキルを必要としない職務につかせる」「学んだス

キルを使わせないシステムがある」「スキルを使うための資源を提供しない」「スキルを使わなくてもよ

い職務に配置転換する」等を挙げている。 

今回のヒアリング調査の中では、費用面も含め、研修は業務として行う等の機関の方針が研修の受講

をサポートし、研修に参加する前には、上司等からどのような研修に参加するのか、どのようなことを

学ぶのか、といった説明が実施されていた。また、研修中にはなるべく本人に連絡しないことや、業務

中のオンデマンド研修では業務に影響しないよう、スタッフ間の業務調整の配慮があった。これらは、

上記、阻害要因である「職場内の文化が研修サポートしない」ことを除去する取組であると考えられる。 

（２）外部研修と組織内の人材育成の連動 

外部研修後には「内部研修・OJT への紐づけ」が重視されていた。具体的には「外部研修で学んだリ

ハビリテーションやジョブコーチについて組織内部で紐づけた研修体系をつくる」「研修で学んだこと

は実践し振り返りをする」等があった。このことは、空閑（2009）の「研修で学んだことを日々の実践

に活かしていくという意味で、OJT と Off-JT との有機的な連動が必要」という知見や、中原ら（2018）

の「研修を実践現場で活用できるようにするためには、研修後の上司からのフォローアップが重要」と

いう知見とも一致している。外部研修の中には、職場適応援助者養成研修の受講を新人職員が受講して

いる機関もあり、そういった機関では、就労支援の全体プロセスを学び、実際に支援に入るときに、全

体プロセスの中で今から実施する支援がどの部分にあたるのかを明確にした上でOJTを実施していた。 

これらのことは、外部研修だけではなく、他機関との情報交換等でも同じことが言えるであろう。今

回のヒアリングの中では、他機関と定期的に情報交換を実施している機関やスーパービジョンを行って

いる機関もあり、これらの取組は、現在悩んでいること等を共有でき実際の支援に直結していた。第３

 

章において、各知識・スキル等の中で、現実的な優先度が高いものがあることが明らかになったが、優

先度が高い方法を中心に据えた上で、他の方法を連動させて習得することが必要であると考えられる。

情報交換やスーパービジョンを実施するだけではなく、それをどのように実践現場に活かしていけるの

か、ということを、情報交換会やスーパービジョンに参加する一人ひとりが意識をして取り組むことが

重要であろう。また、上司等にあっても、初任者等が悩んでいる際には、どのような支援のプロセスで

悩んでいるのか、その悩みの解決の一端を担う知識・スキル等の習得に優先される方法は何かを把握し

た上で、複合的に習得方法を検討する必要があるだろう。 

（３）OJTにおける主体的問題意識と相談しやすい環境 

OJTの取組では、【初任者が疑問点や困り感を持つ仕組作り】等に表わされているように、重要な取組

課題を上司等が設定しながらOJTを受ける者が主体的に「疑問点や困り感」を持つことで、外部研修や

内部研修の内容が自分のこととして受け止められるようになることが重視されていた。また、「疑問点や

困り感」を持った時に、相談しやすい心理的安全性の保たれた環境整備、継続的な記録の共有、フィー

ドバックが重視されていた。このことは、津田（2014）による、OJTのプロセスである、①問題意識と現

状把握、②テーマ・課題の設定、③目標の設定、④計画の作成、⑤OJTの実施、⑥モニタリング、⑦新た

な段階に向けたフィードバックというPDCAサイクルの、①～④の人材育成における初任者等、育成する

者の主体性の強化、⑤～⑦の人材育成における育成される者と上司等によるコミュニケーションの促進

に寄与し、効果的な人材育成のプロセスの好循環をもたらし、継続的な人材育成につながる効果がある

と考えられる。 

（４）業務負担の少ない効率的な情報共有・事例検討等 

情報共有や事例検討はなるべく業務負担が少なくなるように、資料を簡素に、役割を分担する等しな

がら、実践に活かせる共同での事例検討や経験の共有が実施されていた。事例検討会は事前の事例準備

等が必要で、なおかつ事例の発表によりこれまでの自分の支援を発表することに不安を抱く可能性もあ

り、積極的に参加しない支援者がいることもあるだろう。しかし、岩間（1999）によると事例研究の意

義は、実践の追体験や、援助力の向上、組織力の向上等であると言われており、これらは就労支援実務

者の成長に欠かせないものである。今回のヒアリング調査の結果、情報共有・事例検討においては、事

前の資料の準備等をせずに情報共有・事例検討会をはじめる、ファシリテータは交代で担当する等、情

報共有・事例検討会の実施がなるべく業務負担とならないように工夫して実施されていた。さらに、自

分の支援についての不安に関しては、組織風土として心理的安全性を確保することで、全員参加で実施

されていた。このように業務負担の少ない、効率的な情報共有・事例検討を実施することで、これらに

よる効果として得られる援助力の向上や組織力の向上を狙っていると考えられる。 

（５）学習意欲の向上について 

就労支援実務者の学習意欲とは、学習への動機づけと言えるであろう。第３章のアンケート調査にお

ける自由記述でも明らかになっているように、機関内の人員不足等による多忙に加え、就労支援実務者

が自己研鑽に時間を使うことができるかどうかは、就労支援実務者個々人によって違ってくるだろう。

本ヒアリング調査の結果では、津田（2020）を参考に非自律的な場面から自律的場面に向かって５段階

に分類し、就労支援実務者が学習したいと思えるきっかけに応じた自律的な動機付けを強化するために、
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必要がある。 

 

２ 知識・スキル等を習得するための実施可能かつ効果的な方法について 

本ヒアリング調査の結果、知識・スキル等の習得方法として、外部研修では就労支援のプロセスを体

系的に学び、資格取得や費用面での援助を行っていることが語られた。内部研修では管理職が研修に対

する意識の優先順位を高くし、スタッフが企画・立案し、オンラインシステムを活用していた。OJT で

は指導体制の整備、指導方針の共有等が、心理的安全性の確保がなされた上で実施されていた。情報共

有・事例検討では、ミーティングやオンライン上で議論できるシステムを活用し、全員で情報を共有し、

自己研鑽や体験の振り返りを行うことが重視されていた。これらのうち、特に、現場において、人員・

時間等の制約がある中での実施可能かつ効果的な方法として、以下の工夫等が見出され、今後、地域障

害者職業センターの助言・援助業務等、各支援機関の人材育成の組織的取組の促進のために活用できる

と考える。 

（１）研修参加や研修効果の阻害要因の除去の取組 

研修は、行動を変容させるための手段であり、受講した者が研修終了後に実践現場でいかに行動を変

容させたのかが重要だろう。しかし、研修で学んだことを現場での実践につなげるには阻害要因があり、

Phillips&Phillips（2002,p．84）は、具体的な阻害要因として、「職場内の文化が研修をサポートしな

い」「学んだスキルを使う機会や時間を提供しない」「スキルを必要としない職務につかせる」「学んだス

キルを使わせないシステムがある」「スキルを使うための資源を提供しない」「スキルを使わなくてもよ

い職務に配置転換する」等を挙げている。 

今回のヒアリング調査の中では、費用面も含め、研修は業務として行う等の機関の方針が研修の受講

をサポートし、研修に参加する前には、上司等からどのような研修に参加するのか、どのようなことを

学ぶのか、といった説明が実施されていた。また、研修中にはなるべく本人に連絡しないことや、業務

中のオンデマンド研修では業務に影響しないよう、スタッフ間の業務調整の配慮があった。これらは、

上記、阻害要因である「職場内の文化が研修サポートしない」ことを除去する取組であると考えられる。 

（２）外部研修と組織内の人材育成の連動 

外部研修後には「内部研修・OJT への紐づけ」が重視されていた。具体的には「外部研修で学んだリ

ハビリテーションやジョブコーチについて組織内部で紐づけた研修体系をつくる」「研修で学んだこと

は実践し振り返りをする」等があった。このことは、空閑（2009）の「研修で学んだことを日々の実践

に活かしていくという意味で、OJT と Off-JT との有機的な連動が必要」という知見や、中原ら（2018）

の「研修を実践現場で活用できるようにするためには、研修後の上司からのフォローアップが重要」と

いう知見とも一致している。外部研修の中には、職場適応援助者養成研修の受講を新人職員が受講して

いる機関もあり、そういった機関では、就労支援の全体プロセスを学び、実際に支援に入るときに、全

体プロセスの中で今から実施する支援がどの部分にあたるのかを明確にした上でOJTを実施していた。 

これらのことは、外部研修だけではなく、他機関との情報交換等でも同じことが言えるであろう。今

回のヒアリングの中では、他機関と定期的に情報交換を実施している機関やスーパービジョンを行って

いる機関もあり、これらの取組は、現在悩んでいること等を共有でき実際の支援に直結していた。第３

 

章において、各知識・スキル等の中で、現実的な優先度が高いものがあることが明らかになったが、優

先度が高い方法を中心に据えた上で、他の方法を連動させて習得することが必要であると考えられる。

情報交換やスーパービジョンを実施するだけではなく、それをどのように実践現場に活かしていけるの

か、ということを、情報交換会やスーパービジョンに参加する一人ひとりが意識をして取り組むことが

重要であろう。また、上司等にあっても、初任者等が悩んでいる際には、どのような支援のプロセスで

悩んでいるのか、その悩みの解決の一端を担う知識・スキル等の習得に優先される方法は何かを把握し

た上で、複合的に習得方法を検討する必要があるだろう。 

（３）OJTにおける主体的問題意識と相談しやすい環境 

OJTの取組では、【初任者が疑問点や困り感を持つ仕組作り】等に表わされているように、重要な取組

課題を上司等が設定しながらOJTを受ける者が主体的に「疑問点や困り感」を持つことで、外部研修や

内部研修の内容が自分のこととして受け止められるようになることが重視されていた。また、「疑問点や

困り感」を持った時に、相談しやすい心理的安全性の保たれた環境整備、継続的な記録の共有、フィー

ドバックが重視されていた。このことは、津田（2014）による、OJTのプロセスである、①問題意識と現

状把握、②テーマ・課題の設定、③目標の設定、④計画の作成、⑤OJTの実施、⑥モニタリング、⑦新た

な段階に向けたフィードバックというPDCAサイクルの、①～④の人材育成における初任者等、育成する

者の主体性の強化、⑤～⑦の人材育成における育成される者と上司等によるコミュニケーションの促進

に寄与し、効果的な人材育成のプロセスの好循環をもたらし、継続的な人材育成につながる効果がある

と考えられる。 

（４）業務負担の少ない効率的な情報共有・事例検討等 

情報共有や事例検討はなるべく業務負担が少なくなるように、資料を簡素に、役割を分担する等しな

がら、実践に活かせる共同での事例検討や経験の共有が実施されていた。事例検討会は事前の事例準備

等が必要で、なおかつ事例の発表によりこれまでの自分の支援を発表することに不安を抱く可能性もあ

り、積極的に参加しない支援者がいることもあるだろう。しかし、岩間（1999）によると事例研究の意

義は、実践の追体験や、援助力の向上、組織力の向上等であると言われており、これらは就労支援実務

者の成長に欠かせないものである。今回のヒアリング調査の結果、情報共有・事例検討においては、事

前の資料の準備等をせずに情報共有・事例検討会をはじめる、ファシリテータは交代で担当する等、情

報共有・事例検討会の実施がなるべく業務負担とならないように工夫して実施されていた。さらに、自

分の支援についての不安に関しては、組織風土として心理的安全性を確保することで、全員参加で実施

されていた。このように業務負担の少ない、効率的な情報共有・事例検討を実施することで、これらに

よる効果として得られる援助力の向上や組織力の向上を狙っていると考えられる。 

（５）学習意欲の向上について 

就労支援実務者の学習意欲とは、学習への動機づけと言えるであろう。第３章のアンケート調査にお

ける自由記述でも明らかになっているように、機関内の人員不足等による多忙に加え、就労支援実務者

が自己研鑽に時間を使うことができるかどうかは、就労支援実務者個々人によって違ってくるだろう。

本ヒアリング調査の結果では、津田（2020）を参考に非自律的な場面から自律的場面に向かって５段階

に分類し、就労支援実務者が学習したいと思えるきっかけに応じた自律的な動機付けを強化するために、
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組織としてどのように工夫しているのかを明らかにした。各機関の就労支援実務者の状況に応じた組織

としての取組の工夫が必要であろう。加古・鈴木・佐藤（2024）の看護師のワーク・エンゲイジメント

の研究によると、学習意欲の高さがワーク・エンゲイジメントに影響していることを示唆しており、ま

た、大川・本多（2019）による就労支援従事者のワーク・エンゲイジメントの研究によると、特に、新

人研修及び研修システムの整備の有無がワーク・エンゲイジメントに影響していることを明らかにして

いる。これらのことから、外部研修や内部研修の受講効果を高める組織的取組において、内的動機付け

を高めることを重視することは、就労支援実務者の学習意欲、ワーク・エンゲイジメントを高めること

も関連しているとも考えられる。 

 

３ 効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の４領域の具体的内容について 

前章（第３章）において、効果的な障害者就労支援に必要な多様な知識・スキル等が４領域に整理さ

れ、各領域の知識・スキル等の内容は相互に関連した全体的な取組と関連していることを考察した。今

回のヒアリング調査によって、その４領域の知識・スキル等のポイントをより具体的に聞くことができ、

より総合的な人材育成のポイントも明確になった。 

（１）「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の具体的内容 

本ヒアリング調査では、この領域の知識・スキル等は【自らの機関や自分自身の役割を知る】ことに

要約され、詳細には、多職種で支援する上で土台となる＜自分でできないことは多職種連携でできる人

に相談する＞＜専門家としての自分自身を客観視する＞＜自らの機関の地域性を知る＞という項目が含

まれていた。実際に支援をする中で、支援に悩み、困った時こそ、支援の対象となる障害者を取り巻く

環境を確認し、多職種チームの中で何が期待されているのかということを振り返ることが重要であり、

それが第３章で明らかになった「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の実践的

ポイントと考えられる。 

多職種チームの中での経験は、初任者にとっては就労支援実務者としてのあり方の基礎を習得するた

めに重視され、経験年数が上がるにつれてチーム内での後輩指導や研修講師の担当が期待されていた。

自らの機関での支援が終了した後の障害者のキャリアや人生全般を含む幅広い視野での支援は、どの機

関においても共通して重要な項目として語られていた。 

その習得方法は、外部研修や内部研修、事例や実際の支援を通してのOJTを組み合わせることであり、

具体的には、研修内容をもとに組織内でのOJTに活用すること、独自の研修を実施すること、マニュア

ルを作成し同僚と振り返りを行うこと、虐待防止等の資料を用いて指導すること、研修終了後に試験を

課すこと等が挙げられた。 

特に就業・生活支援センターで語られた内容として、自らの機関の所在地の社会資源の量や人口規模

が、実施する就労支援に影響を与えている可能性があるとするものがあった。各機関は自らの所在地域

の社会資源量や実施する必要のある支援を踏まえて就労支援実務者を育成している可能性がある。この

ことから人材を育成する時には、地域性を考慮した項目と、就労支援実務者として重要な項目を各機関

の中で教えている可能性があるだろう。 

 

 

（２）「障害者本人の自己理解と自信向上の支援」の具体的内容 

本ヒアリング調査では、この領域の知識・スキル等は、【障害者本人とスタッフの協働アセスメント】

【多分野の関係者での多角的な視点でのアセスメント】の２つの要素で要約された。 

特に就労困難な状況にある障害者の就労可能性を広げるためには、就職だけでなく就業継続も含めた

具体的な課題を理解するとともに、職場での合理的配慮の可能性、就職後の継続的支援の可能性と併せ

て、本人の対処スキルの支援が必要である。そのためには、障害者の職業的課題の理解を助けるととも

に、出来ないことが出来るようになることによる自信の向上のためにも、就労支援の専門性のある支援

者の関与が不可欠である。生活面での適切なアセスメントの実施が、安定して働き続きることへつなが

ることが明らかになっている中では、就労支援実務者が障害者の生活支援や就労継続支援で一定の経験

を持つことは支援者にとっても、障害者にとってもよい影響があると考えられる。 

障害者本人を含めた多角的な視点からのアセスメントとして、支援の方向性を障害者本人と一緒に考

えること、スタッフと障害者本人の評価をすり合わせること、また、特に障害者の自己理解の促進を目

的とする機関や、地域障害者職業センター等の協力のもと第三者からの評価を本人と確認している機関

もあった。さらに、障害者とスタッフだけではなく、機関内の他分野のスタッフの視点、他機関のスタ

ッフの視点を活用してアセスメントを実施していた。生活面のアセスメントの実施のためには、障害者

本人と関わりながら何気ない会話の中で得る情報からアセスメントをすることもあった。生活面のアセ

スメントもすることで、スキルだけを見てマッチングすることでは実現できない、安定して働き続ける

ことの支援が可能になるだろう。 

これまでの研究（障害者職業総合センター調査研究報告書No.167）の中でも、障害特性や生活等の支

援も含む就労支援プロセスの全体的な知識・経験を持つことが、効果的な就労支援と人材育成の取組を

実施している支援機関の特徴として明らかになっている。青山・岡田（2018）は、就業・生活支援セン

ターにおいて「障害者支援の経験によってストレングスに着目する力や不調時の状態・対処法を具体的

に把握する力が醸成」（p.48）される可能性があることを示唆している。 

（３）「職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援」の具体的内容 

本ヒアリング調査では、この領域の知識・スキル等について、【企業とのつながり方】【企業評価の視

点】【企業が障害者を雇用する前からの関わり】【企業の将来をともに考える関わり】【企業への情報の伝

え方】という、障害者本人だけではなく、事業主も支援の対象としていることを認識し、支援を実施し

ていくための幅広い内容が明らかになった。 

効果的な障害者就労支援において、企業経営や労働契約、雇用管理等の視点を理解した上で、事業主

支援を行うことの重要性は、基礎的研修においても強調されており、さらに、海外でも重視されている。

アメリカでは、地域の障害者就労に関わる多様な支援者向けに作成されている「事業主の参画：障害者

雇用と労働力開発のサービス提供者のためのガイド」において「企業の意思決定の基礎となるビジネス

ニーズを理解する」や「障害者就労支援の専門用語を避け、ビジネス用語に精通する」が掲載されてお

り、今回のヒアリング結果の【企業の将来をともに考える関わり】や【企業への情報の伝え方】の内容

と同じものになっている。 

北上（2022）の研究によると、高次脳機能障害者の就労支援においては、「職場環境の評価や、企業の
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組織としてどのように工夫しているのかを明らかにした。各機関の就労支援実務者の状況に応じた組織

としての取組の工夫が必要であろう。加古・鈴木・佐藤（2024）の看護師のワーク・エンゲイジメント

の研究によると、学習意欲の高さがワーク・エンゲイジメントに影響していることを示唆しており、ま
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人研修及び研修システムの整備の有無がワーク・エンゲイジメントに影響していることを明らかにして

いる。これらのことから、外部研修や内部研修の受講効果を高める組織的取組において、内的動機付け

を高めることを重視することは、就労支援実務者の学習意欲、ワーク・エンゲイジメントを高めること

も関連しているとも考えられる。 

 

３ 効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の４領域の具体的内容について 

前章（第３章）において、効果的な障害者就労支援に必要な多様な知識・スキル等が４領域に整理さ
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より総合的な人材育成のポイントも明確になった。 
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本ヒアリング調査では、この領域の知識・スキル等は【自らの機関や自分自身の役割を知る】ことに
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まれていた。実際に支援をする中で、支援に悩み、困った時こそ、支援の対象となる障害者を取り巻く

環境を確認し、多職種チームの中で何が期待されているのかということを振り返ることが重要であり、

それが第３章で明らかになった「障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援」の実践的

ポイントと考えられる。 

多職種チームの中での経験は、初任者にとっては就労支援実務者としてのあり方の基礎を習得するた

めに重視され、経験年数が上がるにつれてチーム内での後輩指導や研修講師の担当が期待されていた。

自らの機関での支援が終了した後の障害者のキャリアや人生全般を含む幅広い視野での支援は、どの機
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具体的には、研修内容をもとに組織内でのOJTに活用すること、独自の研修を実施すること、マニュア

ルを作成し同僚と振り返りを行うこと、虐待防止等の資料を用いて指導すること、研修終了後に試験を

課すこと等が挙げられた。 

特に就業・生活支援センターで語られた内容として、自らの機関の所在地の社会資源の量や人口規模

が、実施する就労支援に影響を与えている可能性があるとするものがあった。各機関は自らの所在地域

の社会資源量や実施する必要のある支援を踏まえて就労支援実務者を育成している可能性がある。この

ことから人材を育成する時には、地域性を考慮した項目と、就労支援実務者として重要な項目を各機関
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ることが明らかになっている中では、就労支援実務者が障害者の生活支援や就労継続支援で一定の経験

を持つことは支援者にとっても、障害者にとってもよい影響があると考えられる。 

障害者本人を含めた多角的な視点からのアセスメントとして、支援の方向性を障害者本人と一緒に考
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アメリカでは、地域の障害者就労に関わる多様な支援者向けに作成されている「事業主の参画：障害者

雇用と労働力開発のサービス提供者のためのガイド」において「企業の意思決定の基礎となるビジネス
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北上（2022）の研究によると、高次脳機能障害者の就労支援においては、「職場環境の評価や、企業の
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ニーズを聴取しながら対象者に適した職務を検討していくことが必要不可欠」であるとしており、その

理由として、高次脳機能障害が見た目ではとらえにくく、症状が多様であることを示している。本ヒア

リング調査の中でも、各機関に通所する主たる障害者によって体得してほしい障害特性に関する知識の

内容に差があると話すヒアリング対象者もいた。さらに、酒井・山口・泉原・小澤（p.94）（2023）の研

究においては、就業・生活支援センターの立地場所の社会資源量がセンターの業務に影響している可能

性が示唆されており、本ヒアリング調査の中でも、社会資源量の地域間の差により自らの機関での支援

に影響している現状があるという語りがあった。その場合、習得すべき知識・スキル等の範囲が広くな

ることや、優先して習得すべき知識・スキル等が変わってくることもあるだろう。特に、中小企業の多

い地域での就労支援の実施には、中小企業に関する知識やその支援を実施するためのスキル等について

優先して習得しておくべき必要があると考えられる。そのため、企業との連携について、ビジネスニー

ズの把握をしておくことや専門用語を使用しないことについての必要性を研修等で学びつつ、自らの所

属する機関の方針と照らし合わせた上で、支援方針を決めていく必要があるだろう。 

これらの知識・スキル等の身に付け方として、初任者は概要を理解し、上司等の指導の下で実施でき

ることから始まり、次第に職場定着支援や障害者への支援だけではなく企業の評価や支援等を含めて適

応・定着等の支援ができるようになることが期待されていた。習得方法は、主に機関内でのOJTによる

ものであり、企業訪問の同行では、目的や企業概要の説明から始まり、フィードバックを通じて少しず

つ進められていた。また、企業とのやり取りではその場での対応が求められるため、支援の方向性を判

断するための知識の活用が重要とされていた。また、見学会への参加も推奨されていた。 

また、今回のヒアリング調査では、企業支援に関しては、ある程度の年数（おおよそ中堅以降）で身

に付けてほしいとの意見も聞かれ、ジョブコーチ資格の取得を中堅以上の目標としている機関もあった。

それは、おそらく障害者の就労支援に関する基本的な知識を習得してからでなければ就労支援の本質を

見失う可能性があることや、障害者が企業で働くことの知識を身に付ける前には実施できないと考えて

いるためだろう。しかし、事業主に対する支援については、基礎的研修の中で、企業で働くことから企

業支援のプロセスおよび支援手法等具体的な支援方法の研修が検討されており、これらの概要を学んで

おくことは次につながる研修として重要であろう。加えて、今後重視されると考えられる【企業の将来

をともに考える関わり】等についても言及しておくことで、研修受講者がその必要性を認識し、中堅以

上になった際には、ジョブコーチ研修や企業向け人事管理に関する研修等を受講し、具体的に企業の労

務管理等について企業と話をする上で前提となる知識について習得する必要があるだろう 

（４）「地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発」の具体的内容 

本ヒアリング調査で明らかになったこの領域の知識・スキル等について、【関わりのある支援者・支援

機関との関係作り】【地域ネットワークの円滑な活用】【ネットワークを活用した地域の就労支援力の向

上】はそれぞれが独立したものではなく、それぞれに影響しあう可能性のある要因であることが考えら

れる。ジョブコーチネットワーク（2009）も地域の就労支援ネットワークについて「ケースを通しての

連携が重視」されており、地域の中に「就労実績のある事業者が存在」して「ネットワークのキーマン

や事務局体制」が整備されることで機能的なネットワークの継続につながることに言及しており、地域

全体で就労支援力の高い地域は、支援に関する連携がよく行われている可能性があることを示唆してい

 

る。 

初任者時代の交流を基に、経験年数を経ていくと共に運営側として参加し、ネットワークを拡大する

活動を行うことが期待されていた。その習得方法は、OJT が中心であり、具体的には、ネットワーク会

議に同行することや、外部研修で得た知り合いと継続的につながることが推奨されていた。これにより、

スーパーバイザーを活用した地域とのつながりや、地域ネットワークを活用した就労支援力の向上、支

援者・支援機関とのチーム作りが可能となっていた。外部研修は、利用者への支援のためのネットワー

クを構築することも視野に入れて受講することで、就労支援実務者が経験年数を重ねるごとにそのネッ

トワークが意味を成してくるだろう。 

松為（2021）はネットワークの構造について「担当者レベル（ミクロネットワーク）」「機関の管理職

レベル（メゾネットワーク）」「行政機関・団体レベル（マクロネットワーク）」の重層構造で構築される

ことについて言及しており、ジョブコーチネットワーク（2009）では支援者レベルについては「ケース

を通しての連携」、機関の管理職レベルについては「継続的な機関連携」、行政機関・団体レベルについ

ては「政策形成に向けての連携」、としている。この「ケースを通しての連携」は【関わりのある支援者・

支援機関との関係作り】の結果と合致する結果である。また、同様に、【地域ネットワークの円滑な活用】

も「継続的な機関連携」の結果と合致する。さらに、就労支援実務者が所属する組織や法人との関係の

中で、支援の方向性やあり方について違いが生じてしまい、就労支援実務者が各機関の中で成長できな

い場面があった場合、地域ネットワークの中で拾い上げる必要がある、と語るヒアリング対象者もいた。

そういった場合ミクロネットワークで拾い上げて地域の中で成長させていくことも今後の地域ネットワ

ークの機能として検討すべきであろう。 

 

４ 結論 

今回のヒアリング調査の結果、各機関は時間や人員配置、職員の人事異動等の制約がある中で、各地

域の社会資源等の状況も踏まえ、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等を支援実務者が習得できる

よう、研修、OJT、情報交換等を総合的に実施していることが明らかとなった。特に、今回明らかにした

知識・スキル等のリストを活用して、就労支援実務者のさらなる専門性の向上を目指すためには、まず

は、外部研修や内部研修、OJT、情報共有・事例検討を連動させた機関内での人材育成の組織的取組を定

着させ、外部機関との地域ネットワークを活用した取組へと広げていくことが重要である。 

今後、就労支援実務者のキャリアパスを見据え、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の習得に

資する基礎的研修だけでなく、研修受講後の組織的な取組を促進するための助言・援助等の充実のため

に、本ヒアリング調査の結果は有益な情報を提供しており、その普及が重要である。 
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第５章 総合考察 

 

本調査研究では、①効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化（第２章）、②

人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT 等のバランスの認識の確認（第３章）、③

地域の就労支援機関における知識・スキル等の充足への取組や人材育成に関する組織的な取組の

具体的内容の明確化（第４章）の成果が得られた。本章では、我が国の実態を踏まえた、今後の

就労支援実務者の人材育成の促進のための成果の普及・活用や、今後の検討課題について総合的

に考察する。 

 

第１節 調査研究結果の総括 

 本調査研究では、第１章で研究目的とした、①効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リス

トの作成、②人材育成担当者における知識・スキル等の優先度の共通認識の課題の明確化、③就

労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考、について一定の研究成果を取りまとめることが

できたと考える。 

 

１ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リストの作成 

第２章では、効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の具体的内容について、内容の

重要度や適切性を踏まえて、16 の領域 65 項目にわたる障害者就労支援の理念や基本姿勢、労働の

権利や法規、合理的配慮に関する知識、相談・記録・伝達、アセスメント、プランニング、自己

理解・自己決定の支援、社会行動、就職活動、職場適応、企業支援、関係機関連携等について、

具体的内容を示す 201 の文に言語化・体系化することができた。 

さらに、有識者や効果的な就労支援を実施する現場から、これらの多岐にわたる知識・スキル

等に通底するポイントとして、障害者本人と事業主の双方への支援や、個別支援ニーズに対応で

きる地域関係機関との連携スキルが重要であること、さらに、これらを基盤として、障害者の自

己決定支援や社会的行動・自己管理のスキル習得を支援し、就職活動から職場適応、生活支援ま

で一貫した支援を提供し、企業に対してノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の理念を

平易に伝えることの重要性も明確にできた。 

 

２ 人材育成担当者における知識・スキル等の優先度の共通認識の課題の明確化 

第３章ではそれらの知識・スキル等を、現実の地域の多様な就労支援機関の人材育成担当者の

現状を踏まえ、機関や地域の違いも踏まえながら、現実的な習得の優先度の認識に基づいて、多

岐にわたる知識・スキル等について、専門性や支援力の向上を図るという観点から、回答結果を

もとに知識・スキル等の内容を因子分析した。 

その結果、①障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援、②地域の企業や関係

機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発、③職場適応・定着のための障害者本人と企業双方

への支援、④障害者本人の自己理解と自信向上の支援の４領域に整理することができた。これら
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は、機関の役割や地域の連携状況等を反映した一定の優先度の違いがあっても、基本的には機関

や地域によらないものであり、従来から就労支援の「共通基盤」と言われてきた内容を網羅して

おり、その言語化・体系化として、一定の成果が得られたものと考える。 

 

３ 就労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考 

今後の雇用と福祉に共通する基礎的研修等の初任者を対象とした人材育成に関する内容や取組

について、実際の全国の就労支援機関の状況を踏まえた重点ポイントを明らかにすることが重要

である。 

第３章では、効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の具体的な内容から、その習得

のための人材育成について、初任者のうちに習得に取り組む内容や、ある程度経験を積んでから

習得する内容等だけでなく、それらの習得のための現実的な優先度が高い方法についても明らか

になったことから、キャリアパスを踏まえた人材育成の取組が可能となると考える。また、第４

章にて就労支援実務者の経験年数に応じて期待される役割を整理したところ、人材育成担当者の

知識・スキル等が自機関の初任者や地域の支援者への助言・援助を通じてさらに促進されている

ことも明らかになった。これらは、人材育成担当者と就労支援実務者が、キャリアパスについ

て、より具体的な共通認識のもとで人材育成に取り組むための重要な成果となったと考える。 

また、各知識・スキル等について、研修、OJT、情報交換等の具体的な習得方法に関する優先度

の違いも明確になったため、研修のカリキュラム、OJT で取り組む内容、地域のネットワーク会議

での情報交換のテーマ等の検討に加え、さらに、各組織の取組を支援する助言・援助等の実施内

容についての検討にも活用できる可能性がある。 

さらに、人材育成のために、研修だけでなく各機関における OJT や情報共有等の組織的取組が

重要であることが明確になる中で、今回、具体的な組織的取組として、外部研修への参加を組織

として支援し、研修と OJT を連動させ、実務経験の中で支援課題への主体的な取組を通して困り

感を経験しながら、状況の共有や相談のしやすさ、業務負担の少ない事例検討等への参加、スー

パーバイザーの活用等が明確になった。これらの結果は、各機関がこれらの組織的取組を促進す

るための、地域障害者職業センター等による助言・援助業務等の内容の参考として活用できる可

能性がある。 

  

 

第２節 研究結果の普及・活用の課題 

 現在、本格的に、国を挙げて障害者就労支援に関わる人材の専門性や支援力の向上に取り組ん

でいる状況であり、そのような取組状況を踏まえ、本調査研究の成果の普及・活用を促進するこ

とが重要である（図５－１）。就労支援実務者や人材育成担当者が、研修等の必要性やスキル向上

の目標について共通認識をもって人材育成に取り組むことがますます重要になっていることか

ら、知識・スキル等リストはそのために効果的に活用する必要がある。また、研修、OJT、情報共

有・事例検討等、多様な習得方法を踏まえた効果的な研修や助言・援助等の内容の検討にも今回

の結果は活用できる。さらに、特に従来、地域関係機関において具体的なノウハウが不足してい

ることが明らかになった就労支援機関における人材育成の取組の参考となる結果について、効果

的に活用できるようにする必要がある。 

 

図５-１ 本調査研究の成果の普及・活用に関する全体像 

 

１ 効果的な就労支援に必要な知識・スキル等リストの作成 

効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の内容は、障害者就労支援の理念や基本姿

勢、労働の権利や法規、合理的配慮に関する知識、相談・記録・伝達、アセスメント、プランニ

ング、自己理解・自己決定の支援、社会行動、就職活動、職場適応、企業支援、関係機関連携

等、多岐にわたる内容であった。しかし、人材育成のポイントを踏まえると、具体的に専門性や

支援力の向上を図るポイントは４領域（障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支

援、地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発、職場適応・定着のための障

害者本人と企業双方への支援、障害者本人の自己理解と自信向上の支援）に整理できた。 

したがって、今後、この４領域について、各機関や支援者はそれぞれの人材育成の課題をチェ

ックし、不足していたり優先的に習得したりすることが望まれる知識・スキル等の領域について
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現実的な優先度が⾼い
習得⽅法

効果的な組織的⼈材育成実
施のための創意⼯夫

知識・スキル等

障害者本⼈の⾃⼰理解と
⾃信向上の⽀援に関する

知識・スキル等

職場適応・定着のための
障害者本⼈と企業双⽅への

⽀援に関する
知識・スキル等

地域の企業や関係機関との
関係構築と障害者雇⽤の
周知・啓発に関する
知識・スキル等

障害者本⼈を中⼼とした
多職種連携による

職業⽣活の⽀援に関する
知識・スキル等

 研修参加や研修効果の
阻害要因の除去

 外部研修と組織内の
⼈材育成の連動

 OJTにおける
主体的問題意識と
相談しやすい環境

研修
中⼼

 業務負担の少ない
効率的な情報共有と
事例検討

OJT情報
共有
・
事例
検討

－ 214 －



 

は、機関の役割や地域の連携状況等を反映した一定の優先度の違いがあっても、基本的には機関

や地域によらないものであり、従来から就労支援の「共通基盤」と言われてきた内容を網羅して

おり、その言語化・体系化として、一定の成果が得られたものと考える。 

 

３ 就労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考 

今後の雇用と福祉に共通する基礎的研修等の初任者を対象とした人材育成に関する内容や取組

について、実際の全国の就労支援機関の状況を踏まえた重点ポイントを明らかにすることが重要

である。 

第３章では、効果的な障害者就労支援に必要な知識・スキル等の具体的な内容から、その習得

のための人材育成について、初任者のうちに習得に取り組む内容や、ある程度経験を積んでから

習得する内容等だけでなく、それらの習得のための現実的な優先度が高い方法についても明らか

になったことから、キャリアパスを踏まえた人材育成の取組が可能となると考える。また、第４

章にて就労支援実務者の経験年数に応じて期待される役割を整理したところ、人材育成担当者の

知識・スキル等が自機関の初任者や地域の支援者への助言・援助を通じてさらに促進されている

ことも明らかになった。これらは、人材育成担当者と就労支援実務者が、キャリアパスについ

て、より具体的な共通認識のもとで人材育成に取り組むための重要な成果となったと考える。 

また、各知識・スキル等について、研修、OJT、情報交換等の具体的な習得方法に関する優先度

の違いも明確になったため、研修のカリキュラム、OJT で取り組む内容、地域のネットワーク会議

での情報交換のテーマ等の検討に加え、さらに、各組織の取組を支援する助言・援助等の実施内

容についての検討にも活用できる可能性がある。 

さらに、人材育成のために、研修だけでなく各機関における OJT や情報共有等の組織的取組が

重要であることが明確になる中で、今回、具体的な組織的取組として、外部研修への参加を組織

として支援し、研修と OJT を連動させ、実務経験の中で支援課題への主体的な取組を通して困り

感を経験しながら、状況の共有や相談のしやすさ、業務負担の少ない事例検討等への参加、スー

パーバイザーの活用等が明確になった。これらの結果は、各機関がこれらの組織的取組を促進す

るための、地域障害者職業センター等による助言・援助業務等の内容の参考として活用できる可

能性がある。 

  

 

第２節 研究結果の普及・活用の課題 

 現在、本格的に、国を挙げて障害者就労支援に関わる人材の専門性や支援力の向上に取り組ん

でいる状況であり、そのような取組状況を踏まえ、本調査研究の成果の普及・活用を促進するこ

とが重要である（図５－１）。就労支援実務者や人材育成担当者が、研修等の必要性やスキル向上

の目標について共通認識をもって人材育成に取り組むことがますます重要になっていることか
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ることが明らかになった就労支援機関における人材育成の取組の参考となる結果について、効果
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図５-１ 本調査研究の成果の普及・活用に関する全体像 
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人材の育成や、各機関での人材育成担当者と就労支援実務者の間の共通認識等につながり、具体

的な人材育成における取組に貢献できる。この 4 領域の主要な知識・スキル等のリストは、巻末

資料７「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の内容（４領域

版）」に示す。 

 

２ 効果的な研修や助言・援助等の内容の検討 

今後の雇用と福祉に共通する基礎的研修等や、地域関係機関への助言援助等の取組に資するた

め、各知識・スキル等について、研修、OJT、情報交換等の具体的な習得方法に関する優先度の違

いの調査結果に基づき、巻末資料８「研修や助言・援助等を検討できるチェックリスト（試案）」

に整理した。この内容に基づき、研修内容を含めて知識・スキル等の習得を促進するための方法

をより具体的に検討したり、知識・スキル等の習得のための取組の実施状況を確認すること等が

可能となる。 

 

３ 就労支援機関での効果的な人材育成の取組の参考 

人材育成のために研修だけでなく、各機関における OJT や情報共有等の組織的取組が重要であ

ることが明確になる中で、具体的な組織的取組として、外部研修への受講を組織としてサポート

し、研修と OJT を連動させ、実務経験の中で支援課題への主体的な取組の中で困り感を経験しな

がら、状況の共有や相談のしやすさ、業務負担の少ない事例検討等への参加、スーパーバイザー

の役割等について、ヒアリング調査にて収集した好事例については、巻末資料９に就労支援機関

における組織的な人材育成に取り組む際の具体的なポイントや留意点として整理し、地域の就労

支援機関で実施される効果的な人材育成の参考にできるようにした。 

  

 

第３節 今後の課題 

 本調査研究は、従来十分に言語化・体系化されていなかった就労支援実務者の専門性と支援力

に資する知識・スキル等について多面的に整理し、地域の就労支援機関で取り組まれる人材育成

や各種研修等の効果的な実施に寄与することが期待される結果が得られた。一方で、これらの知

識・スキル等の現実的な優先度は、機関の役割や地域の社会資源、連携状況により異なる。ま

た、今後の障害者就労支援に関する政策等の変化により、効果的な就労支援に必要な知識・スキ

ル等の内容も発展していくものとして、継続的な見直し等が不可欠である。 

 

１ 知識・スキル等の習得の優先度の機関や地域による多様性の考慮 

 本調査研究では、雇用と福祉の分野や、機関種や地域、支援対象の障害等によらない「共通基

盤」としての就労支援の知識・スキル等の明確化を主眼とした。しかし、就労系障害福祉サービ

スである就労移行支援事業所等では障害者への直接支援の比重が大きく、就業・生活支援センタ

ーでは事業主支援や関係機関との連携の比重が大きくなるといった、各機関の法制度上の役割や

制約等により、当然に優先される知識・スキル等には一定の違いがあり、それは第３章の分析結

果においても確認されている。 

 また、第３章では、政令指定都市等の大都市では、就業・生活支援センターは障害者本人への

直接支援よりも、事業主支援や関係機関連携への比重が一層高まっている状況が示された。これ

は、都市と地方では支援対象者のニーズや社会資源が異なることで、多機関での役割分担と連携

が進みより機能を特化した支援となっている可能性や、都市部の就業・生活支援センターでは他

の支援機関では対応が難しい支援を依頼されている可能性等が考えられる。 

 さらに、各機関での人材育成の優先度においては、地域の障害者雇用の状況、自治体の障害者

支援に関する計画の中での就労支援の位置づけ、各法人や就労支援機関における人材確保・採用

の取組等、多様な要因が影響していることも想定される。 

 これらの知識・スキル等の優先度に影響する多様な要因を考慮することにより、より効果的な

人材育成の取組の支援につながると考える。 

 

２ 制度・サービスの発展を踏まえた知識・スキル等リストや人材育成の取組の見直しの必要性 

 本調査研究で作成した知識・スキル等リストについては、今後も法律・制度の改正、CSR やダイ

バーシティ推進、支援方法の発展、障害者雇用や障害者福祉サービスに関連する発展等に伴い、

職業リハビリテーションで求められる事柄も変化すると考えられる。これらの発展や変化に応じ

て、就労支援実務者の人材育成や就労支援自体のあり方等が検討され、それに併せて効果的な就

労支援に必要な知識・スキル等の内容の精査は継続的に必要である。 

 

３ 知識・スキル等リストの効果的な活用状況等の把握について 

知識・スキル等リストについては、それぞれの支援機関が実施している事業や支援内容、支援

機関の所在地域、母体となる運営法人の方針等を踏まえて、今後それぞれの就労支援機関等で活
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制約等により、当然に優先される知識・スキル等には一定の違いがあり、それは第３章の分析結
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直接支援よりも、事業主支援や関係機関連携への比重が一層高まっている状況が示された。これ

は、都市と地方では支援対象者のニーズや社会資源が異なることで、多機関での役割分担と連携

が進みより機能を特化した支援となっている可能性や、都市部の就業・生活支援センターでは他
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支援に関する計画の中での就労支援の位置づけ、各法人や就労支援機関における人材確保・採用

の取組等、多様な要因が影響していることも想定される。 
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２ 制度・サービスの発展を踏まえた知識・スキル等リストや人材育成の取組の見直しの必要性 
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機関の所在地域、母体となる運営法人の方針等を踏まえて、今後それぞれの就労支援機関等で活

－ 217 －



 

 

 

 

 

 

 

 

巻巻末末資資料料  

  
巻末資料１ 効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リ

スト） 

 

巻末資料２ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

リスト（草案） 

 

巻末資料３ 「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援

実務者調査」調査協力依頼内容 

 

巻末資料４ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（完全版） 

 

巻末資料５ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（要点版） 

 

巻末資料６ 「就労支援実務者に必要な知識・スキル等習得の優先度と方法に関する

人材育成担当者の認識調査」調査協力依頼内容 

 

巻末資料７ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（４領域版） 

 

巻末資料８ 研修や助言・援助等を検討できるチェックリスト（試案） 

 

巻末資料９ こんなことでお困りではありませんか？ ～人材育成のポイントと留意

点～ 

 

用されることが想定される。 

作成した知識・スキル等リストについては、今後就業・生活支援センターや就労移行／定着支

援事業所、研修等実施機関等における活用状況を調査し、知識・スキル等リストのより効果的な

活用に資する事例を収集することで、雇用と福祉の両分野横断的な就労支援実務者を対象とした

人材育成の取組の参考となることが期待される。 

なお、知識・スキル等リストは、就業・生活支援センターや就労移行／定着支援事業所の支援

実務者が効果的な支援を行うために必要な内容を整理したものであるが、地方自治体が設置する

就労支援機関や就労継続支援 A 型・B 型事業所、医療機関等の就労支援担当者、企業在籍型ジョブ

コーチ等も含めた、就労支援に携わる多くの関係者にとって共通する内容も含まれていると考え

る。これらの支援機関や支援者において、知識・スキル等リストの内容に関する重要度や習得に

関する優先度等を明らかにしたり、活用状況や活用事例等を収集することも、地域関係機関の役

割を明確にし、より効果的な連携による障害者就労支援の発展に寄与すると考えられる。 

 

４ 就労支援実務者のキャリアパスの明確化について 

本調査研究では、初任者での人材育成の課題や、長期的な支援者像を踏まえ、一定程度キャリ

アパスを踏まえた人材育成の可能性を示すことができた。しかし、実際の各機関の人材育成担当

者は、管理職・サービス管理責任者等やこれらを経験した者が多く、様々な支援を経験する中

で、人材育成に関する知識・スキル等を習得していると考えられる。 

人材育成担当者のキャリアや経験、習得してきた知識・スキル等について、今後より具体的に

把握・整理する等により、初任者からベテランまでの就労支援実務者のキャリアパスを明確に

し、共通認識のもとで各種研修等の実施が可能となったり、就労支援実務者の育成を行うために

必要な知識・スキル等も明らかにすることができると考えられ、今後、より明確化が重要であ

る。 

 

５ 人材育成の取組の実施状況や効果についての検証 

第４章での人材育成の組織取組のヒアリングは事例数も限られており、その成果は限定的であ

る。ただし、限られた事例数であっても、研修受講や研修効果の阻害要因の除去、外部研修と組

織内の人材育成の連動、OJT における主体的問題意識と相談しやすい環境、業務負担の少ない効率

的な事例検討等、といった取組が、地域の就労支援機関で実施され、効果的な人材育成に寄与し

ていることがうかがえた。今後はより多くの支援機関を対象に、これらの取組の実施状況やその

効果を検証したり、実施にあたっての課題を整理する等することで、地域の就労支援機関の実態

を踏まえた人材育成の取組を促進するための手がかりを得ることが重要である。 
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巻巻末末資資料料  

  
巻末資料１ 効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リ

スト） 

 

巻末資料２ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

リスト（草案） 

 

巻末資料３ 「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援

実務者調査」調査協力依頼内容 

 

巻末資料４ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（完全版） 

 

巻末資料５ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（要点版） 

 

巻末資料６ 「就労支援実務者に必要な知識・スキル等習得の優先度と方法に関する

人材育成担当者の認識調査」調査協力依頼内容 

 

巻末資料７ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（４領域版） 

 

巻末資料８ 研修や助言・援助等を検討できるチェックリスト（試案） 

 

巻末資料９ こんなことでお困りではありませんか？ ～人材育成のポイントと留意

点～ 

 

用されることが想定される。 

作成した知識・スキル等リストについては、今後就業・生活支援センターや就労移行／定着支

援事業所、研修等実施機関等における活用状況を調査し、知識・スキル等リストのより効果的な

活用に資する事例を収集することで、雇用と福祉の両分野横断的な就労支援実務者を対象とした

人材育成の取組の参考となることが期待される。 

なお、知識・スキル等リストは、就業・生活支援センターや就労移行／定着支援事業所の支援

実務者が効果的な支援を行うために必要な内容を整理したものであるが、地方自治体が設置する

就労支援機関や就労継続支援 A 型・B 型事業所、医療機関等の就労支援担当者、企業在籍型ジョブ

コーチ等も含めた、就労支援に携わる多くの関係者にとって共通する内容も含まれていると考え

る。これらの支援機関や支援者において、知識・スキル等リストの内容に関する重要度や習得に

関する優先度等を明らかにしたり、活用状況や活用事例等を収集することも、地域関係機関の役

割を明確にし、より効果的な連携による障害者就労支援の発展に寄与すると考えられる。 

 

４ 就労支援実務者のキャリアパスの明確化について 

本調査研究では、初任者での人材育成の課題や、長期的な支援者像を踏まえ、一定程度キャリ

アパスを踏まえた人材育成の可能性を示すことができた。しかし、実際の各機関の人材育成担当

者は、管理職・サービス管理責任者等やこれらを経験した者が多く、様々な支援を経験する中

で、人材育成に関する知識・スキル等を習得していると考えられる。 

人材育成担当者のキャリアや経験、習得してきた知識・スキル等について、今後より具体的に

把握・整理する等により、初任者からベテランまでの就労支援実務者のキャリアパスを明確に

し、共通認識のもとで各種研修等の実施が可能となったり、就労支援実務者の育成を行うために

必要な知識・スキル等も明らかにすることができると考えられ、今後、より明確化が重要であ

る。 

 

５ 人材育成の取組の実施状況や効果についての検証 

第４章での人材育成の組織取組のヒアリングは事例数も限られており、その成果は限定的であ

る。ただし、限られた事例数であっても、研修受講や研修効果の阻害要因の除去、外部研修と組

織内の人材育成の連動、OJT における主体的問題意識と相談しやすい環境、業務負担の少ない効率

的な事例検討等、といった取組が、地域の就労支援機関で実施され、効果的な人材育成に寄与し

ていることがうかがえた。今後はより多くの支援機関を対象に、これらの取組の実施状況やその

効果を検証したり、実施にあたっての課題を整理する等することで、地域の就労支援機関の実態

を踏まえた人材育成の取組を促進するための手がかりを得ることが重要である。 



 

効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リスト） 
（※第２章 第３節の有識者ヒアリングで使用した資料。第２章 第２節を参照。） 

 

【知識・スキル等リスト開発の趣旨】 

 障害者就労支援機関で就労支援に関わる支援実務者（以下「就労支援実務者」という。）に、どの

ような知識やスキルが必要なのかということについては、従来から様々な検討会等で議論され、研

修体系の構築や有用なテキストの作成が行われてきたところである。ただし、近年の急速な就労支

援の発展・広がりに伴い、多様な考え方に基づく多様な実践が様々な関係者により取り組まれるよ

うになっている現状があることから、全国の幅広い就労支援の実践や知見をできる限り反映して共

通認識となるものを整理する必要がある。また、厚生労働省が「障害者雇用・福祉施策の連携強化

に関する検討会報告書」（2021 年 3 月）において報告しているように、「雇用と福祉両分野の基本的

な知識等を分野横断的に付与する基礎的な研修を確立する」こと、「専門人材の高度化に向けた階層

的な研修制度を創設する」ことが検討されている現在において、就労支援実務者が効果的な支援を

行うために、そもそもどのような知識・スキル等が必要なのか改めて整理することは重要である。 

 そこで、幅広い就労支援関係者の意見集約や就労支援機関を対象とした調査を行い、この結果に

基づき、就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等（以下「必要な知

識・スキル等」という。）の具体的な内容をリスト化することとした。 

 

【必要な知識・スキル等の考え方】 

● 本調査研究で想定する就労支援実務者は、主として障害者就業・生活支援センターの就業支援

担当者及び生活支援担当者、就労移行支援事業の就労支援員、就労定着支援事業実施機関の就労

定着支援員であるが、整理する知識・スキル等の多くが、専門分野や職種を超えて、就労支援に

携わる全ての関係者にとって共通認識すべき内容となるものであると考える（イメージ図参照）。 

● 必要な知識・スキル等とは、就労支援の多様な成果（働くことを希望する障害者の一般就労の実

現、職場定着、生活の質の向上、エンパワーメント、インクルーシブな社会の実現、ダイバーシ

ティの推進等）の向上に向けた支援を行う際に、欠かすことができないと考えられる知識・スキ

ル・理念・態度を指すこととする。 

● 就職前から就職後のフォローアップ、職業生活に係る支援まで就労支援実務者の多くが担当す

る幅広い支援内容をできる限り網羅する。 

● 就労支援において特別に必要となる専門的知識・スキルだけでなく、専門性を発揮するために

前提として必要となる知識・スキル等（分かり易く説明する等）を含むものとする。 

● 必要な知識・スキル等を客観的に捉えることができるよう、できる限り行動レベルで表現する

こととする。 

 
図 本リストで整理する知識・スキル等のイメージ 

巻末資料１ 



 

効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リスト） 
（※第２章 第３節の有識者ヒアリングで使用した資料。第２章 第２節を参照。） 

 

【知識・スキル等リスト開発の趣旨】 

 障害者就労支援機関で就労支援に関わる支援実務者（以下「就労支援実務者」という。）に、どの

ような知識やスキルが必要なのかということについては、従来から様々な検討会等で議論され、研

修体系の構築や有用なテキストの作成が行われてきたところである。ただし、近年の急速な就労支

援の発展・広がりに伴い、多様な考え方に基づく多様な実践が様々な関係者により取り組まれるよ

うになっている現状があることから、全国の幅広い就労支援の実践や知見をできる限り反映して共

通認識となるものを整理する必要がある。また、厚生労働省が「障害者雇用・福祉施策の連携強化

に関する検討会報告書」（2021 年 3 月）において報告しているように、「雇用と福祉両分野の基本的

な知識等を分野横断的に付与する基礎的な研修を確立する」こと、「専門人材の高度化に向けた階層

的な研修制度を創設する」ことが検討されている現在において、就労支援実務者が効果的な支援を

行うために、そもそもどのような知識・スキル等が必要なのか改めて整理することは重要である。 

 そこで、幅広い就労支援関係者の意見集約や就労支援機関を対象とした調査を行い、この結果に

基づき、就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等（以下「必要な知

識・スキル等」という。）の具体的な内容をリスト化することとした。 

 

【必要な知識・スキル等の考え方】 

● 本調査研究で想定する就労支援実務者は、主として障害者就業・生活支援センターの就業支援

担当者及び生活支援担当者、就労移行支援事業の就労支援員、就労定着支援事業実施機関の就労

定着支援員であるが、整理する知識・スキル等の多くが、専門分野や職種を超えて、就労支援に

携わる全ての関係者にとって共通認識すべき内容となるものであると考える（イメージ図参照）。 

● 必要な知識・スキル等とは、就労支援の多様な成果（働くことを希望する障害者の一般就労の実

現、職場定着、生活の質の向上、エンパワーメント、インクルーシブな社会の実現、ダイバーシ

ティの推進等）の向上に向けた支援を行う際に、欠かすことができないと考えられる知識・スキ

ル・理念・態度を指すこととする。 

● 就職前から就職後のフォローアップ、職業生活に係る支援まで就労支援実務者の多くが担当す

る幅広い支援内容をできる限り網羅する。 

● 就労支援において特別に必要となる専門的知識・スキルだけでなく、専門性を発揮するために

前提として必要となる知識・スキル等（分かり易く説明する等）を含むものとする。 

● 必要な知識・スキル等を客観的に捉えることができるよう、できる限り行動レベルで表現する

こととする。 

 
図 本リストで整理する知識・スキル等のイメージ 
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【知識・スキル等リスト作成の目的】 

① 必要な知識・スキル等を整理することで、就労支援実務者の支援力の底上げと更なる向上に向

けた研修等の効果的な内容や実施方法の検討に資するものとする。 

② 必要な知識・スキル等をリスト化することで、就労支援実務者自身やその育成担当者（管理者や

指導担当者等）が支援力向上に向けて取り組む際の参考にできるものとする。 

 

記記載載のの仕仕方方  

（（例例））  

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                                

 障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とイ

ンクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重

要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会（文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用(文献 5) 

 

 

 

 

● 注釈の内容を記すにあたり、下記の文献を参考にした。 
文献１：岡島美代 2015 動機づけ面接 治療動機を発掘するために；岩壁茂編 カウンセリングテクニッ

ク入門 臨床心理学 増刊第 7号 金剛出版 

文献２：九州社会福祉研究会 2013 21 世紀の現代社会福祉用語辞典 第３版 学文社 

文献３：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター職業リハビリテーション

部 令和４年度版就業支援ハンドブック 

文献４：日本行動分析学会 2019 行動分析学事典 丸善出版 

文献５：日本職業リハビリテーション学会 2020 職業リハビリテーション用語集 やどかり印刷 

文献６：日本認知・行動療法学会 2019 認知行動療法事典 丸善出版 

 

大見出し 

知識・スキル等の概要 

中見出し 
小見出し 

知識・スキル等 

知識・スキル等の

具体的内容 
注釈。用語の解説や例示。 

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                           

障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解  

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) と

インクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会(文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用（文献 5） 

 

イ 障害者にとっての就労の重要性と理念の理解 

□ 障害者にとって、一般就労 1) が重要な意義を持つことを理解し、すべての人が働く権利

と責任を認めることが支援の基本であることを理解している。 

a) 
一般就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、自立や自己肯定感向上、

充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

b) 
労働の権利は準備状態にかかわらず、すべての人に認められていることを理解す

る。 

1) ここでは、企業や公的機関等で雇用契約を結んで働くことを指す。 

 

Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢 

ア 就労支援における支援者の態度と倫理意識 

□ 支援者自身が適切な社会的態度や倫理意識を持つことが重要であることを理解し、ビジ

ネスマナーや倫理観を身につけ、偏見を排し、相手を尊重する態度を備えている。 

a) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

b) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、偏見を排除した上で、それぞれ

の立場を尊重する態度を持つ。 

c) 
日頃から職業倫理を意識し、倫理的ジレンマ 1) に陥った際には上司や指導担当

者に相談する。 
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【知識・スキル等リスト作成の目的】 

① 必要な知識・スキル等を整理することで、就労支援実務者の支援力の底上げと更なる向上に向

けた研修等の効果的な内容や実施方法の検討に資するものとする。 

② 必要な知識・スキル等をリスト化することで、就労支援実務者自身やその育成担当者（管理者や

指導担当者等）が支援力向上に向けて取り組む際の参考にできるものとする。 

 

記記載載のの仕仕方方  

（（例例））  

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                                

 障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とイ

ンクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重

要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会（文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用(文献 5) 

 

 

 

 

● 注釈の内容を記すにあたり、下記の文献を参考にした。 
文献１：岡島美代 2015 動機づけ面接 治療動機を発掘するために；岩壁茂編 カウンセリングテクニッ

ク入門 臨床心理学 増刊第 7号 金剛出版 

文献２：九州社会福祉研究会 2013 21 世紀の現代社会福祉用語辞典 第３版 学文社 

文献３：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター職業リハビリテーション

部 令和４年度版就業支援ハンドブック 

文献４：日本行動分析学会 2019 行動分析学事典 丸善出版 

文献５：日本職業リハビリテーション学会 2020 職業リハビリテーション用語集 やどかり印刷 

文献６：日本認知・行動療法学会 2019 認知行動療法事典 丸善出版 

 

大見出し 

知識・スキル等の概要 

中見出し 
小見出し 

知識・スキル等 

知識・スキル等の

具体的内容 
注釈。用語の解説や例示。 

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                           

障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解  

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) と

インクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会(文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用（文献 5） 

 

イ 障害者にとっての就労の重要性と理念の理解 

□ 障害者にとって、一般就労 1) が重要な意義を持つことを理解し、すべての人が働く権利

と責任を認めることが支援の基本であることを理解している。 

a) 
一般就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、自立や自己肯定感向上、

充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

b) 
労働の権利は準備状態にかかわらず、すべての人に認められていることを理解す

る。 

1) ここでは、企業や公的機関等で雇用契約を結んで働くことを指す。 

 

Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢 

ア 就労支援における支援者の態度と倫理意識 

□ 支援者自身が適切な社会的態度や倫理意識を持つことが重要であることを理解し、ビジ

ネスマナーや倫理観を身につけ、偏見を排し、相手を尊重する態度を備えている。 

a) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

b) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、偏見を排除した上で、それぞれ

の立場を尊重する態度を持つ。 

c) 
日頃から職業倫理を意識し、倫理的ジレンマ 1) に陥った際には上司や指導担当

者に相談する。 
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1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないよ

うな葛藤状態。例えば障害者本人が開示を固辞している重大な内容を雇用主に情報提供す

べきかどうかなど。 

 

イ 支援者自身の自己管理と問題解決力の向上 

□ 支援者自身の自己理解を深め、健康管理や感情コントロールをし、問題解決力向上に取

組んでいる。 

a) 日々の業務をふりかえり、自己理解・自己覚知を深め、問題解決力を高める。 

b) 精神的な安定や健康管理を含め、自己管理を徹底する。 

c) 問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、冷静に対処する。 

 

ウ 最新情報の収集と活用 

□ 効果的な支援を実施するために、最新の知識や技術、事例を活用している。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究

などに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
オンライン相談、IT、ICT を活用した支援についての情報を収集し、メリット・

デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識                        

障害者を支援するためには、社会保障制度や福祉サービス、企業経営や雇用促進制度について

の知識が必要である。 

Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識 

ア 社会保障・障害福祉の知識 

□ 社会保障制度、障害福祉サービスについての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っ

ている。 

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 1) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 公的扶助の理念と概要を理解し、支援を行う。 

d) 
社会保険制度 2) について基礎的知識を有し、障害者本人が利用可能と思われる

ものについて情報提供する。 

e) 
障害福祉サービスや社会保険制度を活用しつつ働くことについて、提案や検討を

する。 

1) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す 

 

 

イ 障害者雇用支援制度・サービスの知識   

□ 障害者の雇用を促進する制度やサービスについての知識を有し、説明や紹介を行ってい

る。 

a) 
障害者雇用の法律に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や配慮義務について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
企業に対する障害者雇用に関する助成金や減税措置等の基本的な知識を持ち、申

請や受給についての相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援

センター等が該当する。 

 

Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識 

ア 企業経営や雇用管理に関する基礎知識 

□ 企業経営・経済、労働市場の動向、労働関係法規に関する知識を有し、障害者と事業主

の双方との相談場面で活用している。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者雇用に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を文献やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
労働関係法規 4) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双方への助言に役

立てる。 

d) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に

関する助言を行う。 

e) 
自営業に関する事例や支援の情報提供を行い、起業・自営を選択する者を支援す

る。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業

との関わり、企業団体との情報交換等を指す。 

4) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労

働者派遣法等を指す。 

 

Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル             

 障害者就労支援の、障害者・事業主・関係機関等様々な相手とのやり取りにおいて、相談の

基本的態度、分かり易く説明するスキル、適切な記録・伝達のスキルを身につける必要があ
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1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないよ

うな葛藤状態。例えば障害者本人が開示を固辞している重大な内容を雇用主に情報提供す

べきかどうかなど。 

 

イ 支援者自身の自己管理と問題解決力の向上 

□ 支援者自身の自己理解を深め、健康管理や感情コントロールをし、問題解決力向上に取

組んでいる。 

a) 日々の業務をふりかえり、自己理解・自己覚知を深め、問題解決力を高める。 

b) 精神的な安定や健康管理を含め、自己管理を徹底する。 

c) 問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、冷静に対処する。 

 

ウ 最新情報の収集と活用 

□ 効果的な支援を実施するために、最新の知識や技術、事例を活用している。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究

などに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
オンライン相談、IT、ICT を活用した支援についての情報を収集し、メリット・

デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識                        

障害者を支援するためには、社会保障制度や福祉サービス、企業経営や雇用促進制度について

の知識が必要である。 

Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識 

ア 社会保障・障害福祉の知識 

□ 社会保障制度、障害福祉サービスについての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っ

ている。 

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 1) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 公的扶助の理念と概要を理解し、支援を行う。 

d) 
社会保険制度 2) について基礎的知識を有し、障害者本人が利用可能と思われる

ものについて情報提供する。 

e) 
障害福祉サービスや社会保険制度を活用しつつ働くことについて、提案や検討を

する。 

1) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す 

 

 

イ 障害者雇用支援制度・サービスの知識   

□ 障害者の雇用を促進する制度やサービスについての知識を有し、説明や紹介を行ってい

る。 

a) 
障害者雇用の法律に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や配慮義務について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
企業に対する障害者雇用に関する助成金や減税措置等の基本的な知識を持ち、申

請や受給についての相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援

センター等が該当する。 

 

Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識 

ア 企業経営や雇用管理に関する基礎知識 

□ 企業経営・経済、労働市場の動向、労働関係法規に関する知識を有し、障害者と事業主

の双方との相談場面で活用している。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者雇用に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を文献やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
労働関係法規 4) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双方への助言に役

立てる。 

d) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に

関する助言を行う。 

e) 
自営業に関する事例や支援の情報提供を行い、起業・自営を選択する者を支援す

る。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業

との関わり、企業団体との情報交換等を指す。 

4) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労

働者派遣法等を指す。 

 

Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル             

 障害者就労支援の、障害者・事業主・関係機関等様々な相手とのやり取りにおいて、相談の

基本的態度、分かり易く説明するスキル、適切な記録・伝達のスキルを身につける必要があ
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る。 

Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル 

ア 相談を行う基本的な態度 

□ 支援者の役割を説明した上で、相手の負担も考慮しながら、共感的態度で傾聴している。 

a) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

b) 傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴く。 

c) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手に応じて分かりやすく説明するスキル 

□ 支援対象者の立場・ニーズに応じて適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で

分かり易く伝えている。 

a) 相手の立場やニーズに合わせて、必要な情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す 

 

Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル 

ア 適切な記録・伝達のスキル 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で適切な内容・文章構成を心

がけ、その取扱いにも細心の注意を払っている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易く 1) 伝える。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討して使う。 

d) 
支援経過や対象者情報の記録・伝達に関する倫理的・法的配慮（守秘義務等）を

守る。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 

 

Ⅳ 障害者のアセスメント*とプランニング                          

アセスメントを実施する際は、医学・心理学などの知識、聞き取りや様々なツール、行動観察

などの方法によって収集した情報を基に、多面的視点から障害者の強みや課題を総合的に把握す

る必要がある。また、支援計画はアセスメントに基づく丁寧な説明を行い、障害者本人の主体的

な意思決定により策定する必要がある。 

 

* ここでアセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関

連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人

を取り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献 5）

を指す。 

Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点 

ア 障害者のニーズを引き出す視点 

□ 効果的な支援のために、障害者が抱える仕事や生活に関するニーズを把握することの重

要性を認識し、本人の考え方や興味、希望を引き出している。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、希望を引き出す。 

b) 
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面の支援ニーズを把握

する。 

     

イ 障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点 

□ 適切な支援を提供するために、職業的観点から、障害者の性格や能力のアセスメントを

行っている。 

a) 職業場面で障害特性が与える影響を理解し、必要な支援を検討する。 

b) 障害者本人の強みや能力に注目し、発揮しやすい環境を把握する。 

c) 認知機能の特性を神経心理学的検査 1) の結果や行動観察等を基に把握する。 

d) 行動傾向や性格傾向を関係者からの情報や行動観察等を基に把握する。 

1) 知能・注意・記憶・実行機能等の高次脳機能（認知機能）を客観的に評価するアセスメン

トツール。 

 

ウ 社会的側面の多面的アセスメントする視点 

□ 障害者の職業生活を多角的な視点から理解し、支援をするために、社会的側面のアセス

メントを行っている。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・

社会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境を把握する。 

c) 障害者本人や周囲の関係者の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

d) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活

への影響を予測する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す 
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る。 

Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル 

ア 相談を行う基本的な態度 

□ 支援者の役割を説明した上で、相手の負担も考慮しながら、共感的態度で傾聴している。 

a) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

b) 傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴く。 

c) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手に応じて分かりやすく説明するスキル 

□ 支援対象者の立場・ニーズに応じて適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で

分かり易く伝えている。 

a) 相手の立場やニーズに合わせて、必要な情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す 

 

Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル 

ア 適切な記録・伝達のスキル 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で適切な内容・文章構成を心

がけ、その取扱いにも細心の注意を払っている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易く 1) 伝える。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討して使う。 

d) 
支援経過や対象者情報の記録・伝達に関する倫理的・法的配慮（守秘義務等）を

守る。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 

 

Ⅳ 障害者のアセスメント*とプランニング                          

アセスメントを実施する際は、医学・心理学などの知識、聞き取りや様々なツール、行動観察

などの方法によって収集した情報を基に、多面的視点から障害者の強みや課題を総合的に把握す

る必要がある。また、支援計画はアセスメントに基づく丁寧な説明を行い、障害者本人の主体的

な意思決定により策定する必要がある。 

 

* ここでアセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関

連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人

を取り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献 5）

を指す。 

Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点 

ア 障害者のニーズを引き出す視点 

□ 効果的な支援のために、障害者が抱える仕事や生活に関するニーズを把握することの重

要性を認識し、本人の考え方や興味、希望を引き出している。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、希望を引き出す。 

b) 
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面の支援ニーズを把握

する。 

     

イ 障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点 

□ 適切な支援を提供するために、職業的観点から、障害者の性格や能力のアセスメントを

行っている。 

a) 職業場面で障害特性が与える影響を理解し、必要な支援を検討する。 

b) 障害者本人の強みや能力に注目し、発揮しやすい環境を把握する。 

c) 認知機能の特性を神経心理学的検査 1) の結果や行動観察等を基に把握する。 

d) 行動傾向や性格傾向を関係者からの情報や行動観察等を基に把握する。 

1) 知能・注意・記憶・実行機能等の高次脳機能（認知機能）を客観的に評価するアセスメン

トツール。 

 

ウ 社会的側面の多面的アセスメントする視点 

□ 障害者の職業生活を多角的な視点から理解し、支援をするために、社会的側面のアセス

メントを行っている。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・

社会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境を把握する。 

c) 障害者本人や周囲の関係者の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

d) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活

への影響を予測する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す 
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Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル 

ア 行動科学に基づくアセスメント技術 

□ 行動科学の知識に基づいて、対象障害者の行動と行動の生起に関連する周囲の環境を客

観的に把握し、課題の背景や望ましい行動を習得するための手がかりを検討する。 

a) 
行動科学に基づく技法を用いて、対象障害者のパフォーマンスを客観的に測定す

る方法を検討する。 

b) 
課題となっている状況や言動を把握・整理し、改善案を検討するため、その行動

が起きる状況、頻度、起きた結果を整理する。 

 

イ 医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術 

□ 医学・心理学の知見を基に、障害者の特性、ストレス要因による反応、就労意欲の低下

と障害・症状の影響を分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有し、対象障害者の言動

からその人の特徴や状態を推定する。 

b) 
ストレスが生じるメカニズムに関する基本的知識を有し、精神疾患による症状と

職場環境等のストレス要因による反応とを識別する。 

c) 就労意欲の低下と障害・症状による影響とを識別し、見立てる。 

 

ウ アセスメントに必要な情報収集の技術 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの情報を適切に収集し、障害者本人の強みや課題を明

確化している。 

a) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

b) 
主治医からの情報 1) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針

等を把握する。 

c) 
履歴書、職務経歴書等の資料をもとに、障害者本人のこれまでの経歴を確認し、

強みとなりうる点や想定される課題とその背景等を見立てる。 

1) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等

が考えられる 

 

エ 専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術 

□ 様々なツールや検査、行動観察を活用して、障害者の職業的・心理的・対人的な特性を

明確にし、必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 定量的ツール 2) の有効性と限界を理解して活用する。 

c) 関係機関で実施された心理検査・職業適性検査等の結果の報告書を元に、本人の

 

状態像や特性・能力を把握する。 

d) 
実際の職場に近い作業課題・作業環境を設定し（場面見本法）、職場での対人技能

や適応的な作業種や環境、必要な支援をアセスメントする。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法、心理検査（神経心

理学的検査、性格検査等）等を指す。 

 

Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル 

ア 障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識 

□ 総合的なアセスメント結果を基に目標と段階的な計画を示し、必要な情報提供・提案を

行った上で、本人の主体的な意思決定に基づき支援計画を策定している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づき職業選択の可

能性や課題の背景を論理的に検討する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と段階的な計画を示し、障害者本人や関係者と

共有する。 

c) 

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境 1) を明確にし、

支援サービス 2) 、ツール 3) の活用や課題への対処方法 4) に関する情報提供・提

案を行う。 

d) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

2) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等

が考えられる。 

3) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

4) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援                      

 職業や支援サービス等を障害者が自己選択・自己決定できるよう支援することが重要である。

そのためには自己理解を深める支援が必要であるが、就労支援においては、カウンセリング、体

験と振り返り、グループワークといった手法を用いて、職業との関連の中での自己を探求できる

よう支援する必要がある。 

Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル 

ア 障害者の自己探求を促進する支援技法の活用 

□ 障害者が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験と振り返り、グループワークなどの支援技法を活用している。 

a) 内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己
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Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル 

ア 行動科学に基づくアセスメント技術 

□ 行動科学の知識に基づいて、対象障害者の行動と行動の生起に関連する周囲の環境を客

観的に把握し、課題の背景や望ましい行動を習得するための手がかりを検討する。 

a) 
行動科学に基づく技法を用いて、対象障害者のパフォーマンスを客観的に測定す

る方法を検討する。 

b) 
課題となっている状況や言動を把握・整理し、改善案を検討するため、その行動

が起きる状況、頻度、起きた結果を整理する。 

 

イ 医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術 

□ 医学・心理学の知見を基に、障害者の特性、ストレス要因による反応、就労意欲の低下

と障害・症状の影響を分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有し、対象障害者の言動

からその人の特徴や状態を推定する。 

b) 
ストレスが生じるメカニズムに関する基本的知識を有し、精神疾患による症状と

職場環境等のストレス要因による反応とを識別する。 

c) 就労意欲の低下と障害・症状による影響とを識別し、見立てる。 

 

ウ アセスメントに必要な情報収集の技術 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの情報を適切に収集し、障害者本人の強みや課題を明

確化している。 

a) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

b) 
主治医からの情報 1) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針

等を把握する。 

c) 
履歴書、職務経歴書等の資料をもとに、障害者本人のこれまでの経歴を確認し、

強みとなりうる点や想定される課題とその背景等を見立てる。 

1) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等

が考えられる 

 

エ 専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術 

□ 様々なツールや検査、行動観察を活用して、障害者の職業的・心理的・対人的な特性を

明確にし、必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 定量的ツール 2) の有効性と限界を理解して活用する。 

c) 関係機関で実施された心理検査・職業適性検査等の結果の報告書を元に、本人の

 

状態像や特性・能力を把握する。 

d) 
実際の職場に近い作業課題・作業環境を設定し（場面見本法）、職場での対人技能

や適応的な作業種や環境、必要な支援をアセスメントする。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法、心理検査（神経心

理学的検査、性格検査等）等を指す。 

 

Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル 

ア 障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識 

□ 総合的なアセスメント結果を基に目標と段階的な計画を示し、必要な情報提供・提案を

行った上で、本人の主体的な意思決定に基づき支援計画を策定している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づき職業選択の可

能性や課題の背景を論理的に検討する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と段階的な計画を示し、障害者本人や関係者と

共有する。 

c) 

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境 1) を明確にし、

支援サービス 2) 、ツール 3) の活用や課題への対処方法 4) に関する情報提供・提

案を行う。 

d) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

2) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等

が考えられる。 

3) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

4) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援                      

 職業や支援サービス等を障害者が自己選択・自己決定できるよう支援することが重要である。

そのためには自己理解を深める支援が必要であるが、就労支援においては、カウンセリング、体

験と振り返り、グループワークといった手法を用いて、職業との関連の中での自己を探求できる

よう支援する必要がある。 

Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル 

ア 障害者の自己探求を促進する支援技法の活用 

□ 障害者が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験と振り返り、グループワークなどの支援技法を活用している。 

a) 内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己
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探求を促進する。 

b) 障害者が自分自身の強みと課題に気づけるよう、体験と振り返りの支援を行う。 

c) 
グループワークを実施して、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自

身に関する気づきが得られるよう支援する。 

 

イ 職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術 

□ 障害者が自分に合った働き方を見つけ、課題を克服するため、職業と自己に関する理解

を深めるための支援を行っている。 

a) 
様々な仕事・働き方についての理解を深め、そのメリット・デメリットを本人と

ともに整理する相談を行う。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要

因（景気の悪化など）について整理する相談を行う。 

 

Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル  

ア 障害者支援における自己選択・自己決定の促進 

□ 障害者本人との協働関係を築き、情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用

することで、自己選択・自己決定を支援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積

極的参加を促す支援を行う。 

b) 
外在化 3) 等の手法を用いて障害者本人の考えを整理し、選択・決定を可能にす

る。 

c) 動機付け面接 4) の基本を理解して、相談において活用する。 

1) 支援者と支援対象者がチームとなり、協働して問題に取組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人

が十分に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 問題を当事者の外に置くこと。具体的には、問題・悩みを紙等に書き出してみる、自分で

はないものに例えてみる、第三者の立場になってもらい解決策を考える等が挙げられる。 

4) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就

労支援においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める

等の活用が考えられる。 

 

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援                    

 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるため、働く上で必要な社会的行動や体調管理などに

関するスキルの習得・向上に向けた支援を、医学・心理学等の知見に基づき提供する必要がある。 

 

 

Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援 

ア 行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術 

□ 行動科学に基づく技法を使い、望ましい行動の生起頻度を高める支援をしている。 

a) 
応用行動分析の技法を理解し、シェーピング 1) 、リハーサル 2) 、モデリング 3) 、

環境調整などを効果的に用いる。 

b) 
環境・周囲から自然に得られる手がかりやサポート（プロンプト）4) に着目し、

活用する。 

c) 
行動形成（課題への対応）が確認できたら、段階的にフェードアウトする方法や

タイミングを計画する。 

1) 目標とする行動に徐々に近づくように、行動を細かく設定し、段階的に行動形成していく

手法。 

2) 特定の行動を何度か繰り返し、練習すること。 

3) 支援者・指導者や周囲の者がモデルとなって見本となる行動を実際に示すこと。 

4) 行動が生起する直前に提示され、行動の生起頻度を高める刺激。いわゆる「ヒント」。例え

ば、休憩の必要性を気づかせるベルの音、確認を促す同僚からの言葉かけ等。 

 

イ 職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケ

ーション・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 職場での望ましいマナーや振る舞いを分かり易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST の技法 1) を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
問題解決スキル 2) の習得を支援し、障害者本人が問題を整理し、解決策を見つ

けられるようにする。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む

結果が得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤と

した訓練パッケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行

う場合もある。 

2) 問題となっている状況や原因を整理し、解決策を見出すスキル 

 

ウ 金銭の自己管理支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、適切に金銭管理が行えるよう、助言や情報提供を

行っている。 
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探求を促進する。 

b) 障害者が自分自身の強みと課題に気づけるよう、体験と振り返りの支援を行う。 

c) 
グループワークを実施して、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自

身に関する気づきが得られるよう支援する。 

 

イ 職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術 

□ 障害者が自分に合った働き方を見つけ、課題を克服するため、職業と自己に関する理解

を深めるための支援を行っている。 

a) 
様々な仕事・働き方についての理解を深め、そのメリット・デメリットを本人と

ともに整理する相談を行う。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要

因（景気の悪化など）について整理する相談を行う。 

 

Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル  

ア 障害者支援における自己選択・自己決定の促進 

□ 障害者本人との協働関係を築き、情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用

することで、自己選択・自己決定を支援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積

極的参加を促す支援を行う。 

b) 
外在化 3) 等の手法を用いて障害者本人の考えを整理し、選択・決定を可能にす

る。 

c) 動機付け面接 4) の基本を理解して、相談において活用する。 

1) 支援者と支援対象者がチームとなり、協働して問題に取組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人

が十分に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 問題を当事者の外に置くこと。具体的には、問題・悩みを紙等に書き出してみる、自分で

はないものに例えてみる、第三者の立場になってもらい解決策を考える等が挙げられる。 

4) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就

労支援においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める

等の活用が考えられる。 

 

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援                    

 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるため、働く上で必要な社会的行動や体調管理などに

関するスキルの習得・向上に向けた支援を、医学・心理学等の知見に基づき提供する必要がある。 

 

 

Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援 

ア 行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術 

□ 行動科学に基づく技法を使い、望ましい行動の生起頻度を高める支援をしている。 

a) 
応用行動分析の技法を理解し、シェーピング 1) 、リハーサル 2) 、モデリング 3) 、

環境調整などを効果的に用いる。 

b) 
環境・周囲から自然に得られる手がかりやサポート（プロンプト）4) に着目し、

活用する。 

c) 
行動形成（課題への対応）が確認できたら、段階的にフェードアウトする方法や

タイミングを計画する。 

1) 目標とする行動に徐々に近づくように、行動を細かく設定し、段階的に行動形成していく

手法。 

2) 特定の行動を何度か繰り返し、練習すること。 

3) 支援者・指導者や周囲の者がモデルとなって見本となる行動を実際に示すこと。 

4) 行動が生起する直前に提示され、行動の生起頻度を高める刺激。いわゆる「ヒント」。例え

ば、休憩の必要性を気づかせるベルの音、確認を促す同僚からの言葉かけ等。 

 

イ 職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケ

ーション・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 職場での望ましいマナーや振る舞いを分かり易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST の技法 1) を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
問題解決スキル 2) の習得を支援し、障害者本人が問題を整理し、解決策を見つ

けられるようにする。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む

結果が得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤と

した訓練パッケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行

う場合もある。 

2) 問題となっている状況や原因を整理し、解決策を見出すスキル 

 

ウ 金銭の自己管理支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、適切に金銭管理が行えるよう、助言や情報提供を

行っている。 
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a) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 

b) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援 

ア 医学・心理学に基づく体調管理支援技術 

□ 健康的な生活習慣を維持し、メンタルヘルスの管理をするために、医学・心理学の知見

に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスを理解し、対処できるよう、心理教育及び

カウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生

活習慣とメンタルヘルスに関する気づきを高める支援をする。 

c) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、メンタルヘルス不調への対処に

関する助言をする。 

 

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援                       

 障害者の就職活動や職場への移行を支援するため、求人選択支援や応募書類作成、面接対策支

援の技術が必要である。また、自立した社会参加を支援するため、就職後の配慮や環境整備、通

勤支援の支援技術が必要である。 

Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が自分に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した

求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者

本人に適した情報を提供する。 

b) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

c) 職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

d) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人

の自己選択をサポートする。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指

す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、メリット・デメリットを踏まえて意

思決定ができるよう支援している。また、開示する場合の事業主への適切な説明方法を

 

アドバイスしている。 

a) 
障害者本人が、障害を開示するメリット・デメリットを整理し、意思決定できる

よう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面

接の受け方に関する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作

成に係る助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションを行い、自己 PR の方法や面接官からの質

問への答え方を練習する支援を実施する。 

 

エ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行ってい

る。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認

する。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用や

企業への説明を行う。 

e) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、家族、事業主等と行い、今後の働き方や必

要なサポート・環境等を整理する。 

 

Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援 

ア 就職後の配慮・環境整備の支援技術 

□ 障害者と事業主の双方に益となる適応策（配慮事項）について、双方の話合いにおいて

調整している。 

a) 
障害者・事業主双方の希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検討す

る。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人

が主体的に選択できるよう支援する。 
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a) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 

b) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援 

ア 医学・心理学に基づく体調管理支援技術 

□ 健康的な生活習慣を維持し、メンタルヘルスの管理をするために、医学・心理学の知見

に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスを理解し、対処できるよう、心理教育及び

カウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生

活習慣とメンタルヘルスに関する気づきを高める支援をする。 

c) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、メンタルヘルス不調への対処に

関する助言をする。 

 

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援                       

 障害者の就職活動や職場への移行を支援するため、求人選択支援や応募書類作成、面接対策支

援の技術が必要である。また、自立した社会参加を支援するため、就職後の配慮や環境整備、通

勤支援の支援技術が必要である。 

Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が自分に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した

求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者

本人に適した情報を提供する。 

b) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

c) 職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

d) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人

の自己選択をサポートする。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指

す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、メリット・デメリットを踏まえて意

思決定ができるよう支援している。また、開示する場合の事業主への適切な説明方法を

 

アドバイスしている。 

a) 
障害者本人が、障害を開示するメリット・デメリットを整理し、意思決定できる

よう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面

接の受け方に関する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作

成に係る助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションを行い、自己 PR の方法や面接官からの質

問への答え方を練習する支援を実施する。 

 

エ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行ってい

る。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認

する。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用や

企業への説明を行う。 

e) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、家族、事業主等と行い、今後の働き方や必

要なサポート・環境等を整理する。 

 

Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援 

ア 就職後の配慮・環境整備の支援技術 

□ 障害者と事業主の双方に益となる適応策（配慮事項）について、双方の話合いにおいて

調整している。 

a) 
障害者・事業主双方の希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検討す

る。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人

が主体的に選択できるよう支援する。 
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c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、双方にとって過度な負担

がない合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検

討し、提案する。 

e) 就労支援機器や IT・ICT 技術 2) の活用について提案する。 

f) 
職場定着のためのリソース 3) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディネー

トする。 

1) 勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

2) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

3) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

イ 障害者の通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行い、自立した職業生活を支援

している。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援                              

 障害者の職場適応や定着、継続的な職業生活を支援するため、生産性向上やナチュラルサポー

トの形成などの支援が重要である。また、障害者の生活のバランスや将来の生活設計に関わる支

援も重要である。障害者の職場適応や生活面における支援や情報提供を通じて、障害者が職業生

活を継続し、充実した生活を送るための支援が求められる。 

Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術 

ア 障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術 

□ 障害のある従業員が職場において生産性を高め、精神的に安定した働き方ができるよう、

職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員の生産性/効率を高める方法

を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者

が直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討

する。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む 

 

2) 自分から困ったことを相談すること 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変

化等 

 

イ 職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、職場の文化・ルール・期待される態度に

ついて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 

a) 
職場の文化・暗黙のルールや期待される態度を、観察や関係者からの聞き取りな

どで把握する。 

b) 
職場のルールやマナー、適切な振る舞い方について、理由を丁寧に説明し、具体

的な例を交えて障害者が理解できるように伝える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援技術 

□ 職場のキーパーソン 2) を特定し、同僚・上司の関わりを促し、ナチュラルサポートが形

成された段階で、支援者が専門的な支援を計画的にフェードアウトしている。 

a) 職場のキーパーソンを場面観察や関係者の情報から特定する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある

従業員への直接的な関わりを促進する。 

c) 
障害のある従業員が職場に適応し、ナチュラルサポートが形成された段階で、支

援者が計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」（文献 5)

を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップに必要な技術・スキル  

□ 定期的な職場訪問や情報共有などのフォローアップを行い、現状と目標を整理し、必要

な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職務遂行状況と

サポート環境をアセスメントする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 
障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、必要な支援について意見

交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、社会資源を活用しながら、長期的な支援を

提供する方法を検討・提案・実施する。 
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c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、双方にとって過度な負担

がない合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検

討し、提案する。 

e) 就労支援機器や IT・ICT 技術 2) の活用について提案する。 

f) 
職場定着のためのリソース 3) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディネー

トする。 

1) 勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

2) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

3) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

イ 障害者の通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行い、自立した職業生活を支援

している。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援                              

 障害者の職場適応や定着、継続的な職業生活を支援するため、生産性向上やナチュラルサポー

トの形成などの支援が重要である。また、障害者の生活のバランスや将来の生活設計に関わる支

援も重要である。障害者の職場適応や生活面における支援や情報提供を通じて、障害者が職業生

活を継続し、充実した生活を送るための支援が求められる。 

Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術 

ア 障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術 

□ 障害のある従業員が職場において生産性を高め、精神的に安定した働き方ができるよう、

職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員の生産性/効率を高める方法

を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者

が直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討

する。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む 

 

2) 自分から困ったことを相談すること 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変

化等 

 

イ 職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、職場の文化・ルール・期待される態度に

ついて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 

a) 
職場の文化・暗黙のルールや期待される態度を、観察や関係者からの聞き取りな

どで把握する。 

b) 
職場のルールやマナー、適切な振る舞い方について、理由を丁寧に説明し、具体

的な例を交えて障害者が理解できるように伝える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援技術 

□ 職場のキーパーソン 2) を特定し、同僚・上司の関わりを促し、ナチュラルサポートが形

成された段階で、支援者が専門的な支援を計画的にフェードアウトしている。 

a) 職場のキーパーソンを場面観察や関係者の情報から特定する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある

従業員への直接的な関わりを促進する。 

c) 
障害のある従業員が職場に適応し、ナチュラルサポートが形成された段階で、支

援者が計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」（文献 5)

を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップに必要な技術・スキル  

□ 定期的な職場訪問や情報共有などのフォローアップを行い、現状と目標を整理し、必要

な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職務遂行状況と

サポート環境をアセスメントする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 
障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、必要な支援について意見

交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、社会資源を活用しながら、長期的な支援を

提供する方法を検討・提案・実施する。 
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オ 休職者の職場復帰支援の技術 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用や受け入れ態勢について調整

を行い、円滑な職場復帰に向けた道筋を立てている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰の道筋を調整する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、復職支援やリハビリ出勤等のプログラムを提

案、実施に向けた助言・調整を行う。 

c) 
休職者の職場復帰後の受け入れ体制や必要なサポートについて事業主や職場の

管理者と話し合う。 

 

カ 障害者の円滑な退職支援の技術 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合、適切な方法で円滑に退職するための支援を行

っている。 

a) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときに、退職に係る適切な方法について助

言する。 

b) 障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源の情報を提供する。 

 

Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するために必要

な支援技術を有している。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

b) 
プライベートな活動 1) が仕事にどのような影響を与えるかを理解できるように

助言する。 

c) 必要に応じて、当事者・在職者の交流や情報交換の機会を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福

祉サービス 2) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) 家事、家族とのトラブル、余暇活動等を指す。 

2) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計の相談技術 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生

活設計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考

えを整理する。 

 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援                             

 障害者の雇用によって企業の成長と社会貢献が実現できることを知り、企業の不安や課題を解

消するための支援技術を有していることが重要である。障害者雇用を促進するための事業主支援

の手法と技術、障害者の特性やニーズを考慮した業務マッチングや職務マニュアル作成支援など

を通じて、障害者と職場双方の成長に繋がる環境づくりを行う知識とスキルが求められる。 

Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術 

ア 障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズを把握した上で、ニーズに応じて障害者雇用の意義、

実例、支援制度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態と

ニーズ 1) を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 

c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材

確保・ダイバーシティなど）を説明する。 

1) 障害者雇用の実態、障害者雇用への考え方や懸念等を指す。 

 

イ 障害者雇用に取り組む事業主への支援技術 

□ 障害者雇用に取り組む事業主の不安や懸念事項を解消し、障害者受け入れ体制の構築を

支援している。 

a) 
障害者雇用を進めるにあたっての事業主の不安や懸念 1) に対する方策を提案す

る。 

b) 企業の雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。 

c) 事業主や従業員の理解を深めるため、障害者雇用に関する研修 2) を実施する。 

1) 適切な業務内容や配属部門、人的・物理的環境整備、従業員の理解等を指す。 

2) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマ

が考えられる。 

 

Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供 

ア 障害者雇用における業務マッチング支援技術 

□ 障害者に適した職場・業務の切り出し・創出を行い、事業主・職場のニーズ・職務・環

境と対象障害者とのマッチングを行っている。 

a) 事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的
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オ 休職者の職場復帰支援の技術 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用や受け入れ態勢について調整

を行い、円滑な職場復帰に向けた道筋を立てている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰の道筋を調整する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、復職支援やリハビリ出勤等のプログラムを提

案、実施に向けた助言・調整を行う。 

c) 
休職者の職場復帰後の受け入れ体制や必要なサポートについて事業主や職場の

管理者と話し合う。 

 

カ 障害者の円滑な退職支援の技術 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合、適切な方法で円滑に退職するための支援を行

っている。 

a) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときに、退職に係る適切な方法について助

言する。 

b) 障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源の情報を提供する。 

 

Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するために必要

な支援技術を有している。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

b) 
プライベートな活動 1) が仕事にどのような影響を与えるかを理解できるように

助言する。 

c) 必要に応じて、当事者・在職者の交流や情報交換の機会を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福

祉サービス 2) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) 家事、家族とのトラブル、余暇活動等を指す。 

2) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計の相談技術 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生

活設計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考

えを整理する。 

 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援                             

 障害者の雇用によって企業の成長と社会貢献が実現できることを知り、企業の不安や課題を解

消するための支援技術を有していることが重要である。障害者雇用を促進するための事業主支援

の手法と技術、障害者の特性やニーズを考慮した業務マッチングや職務マニュアル作成支援など

を通じて、障害者と職場双方の成長に繋がる環境づくりを行う知識とスキルが求められる。 

Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術 

ア 障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズを把握した上で、ニーズに応じて障害者雇用の意義、

実例、支援制度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態と

ニーズ 1) を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 

c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材

確保・ダイバーシティなど）を説明する。 

1) 障害者雇用の実態、障害者雇用への考え方や懸念等を指す。 

 

イ 障害者雇用に取り組む事業主への支援技術 

□ 障害者雇用に取り組む事業主の不安や懸念事項を解消し、障害者受け入れ体制の構築を

支援している。 

a) 
障害者雇用を進めるにあたっての事業主の不安や懸念 1) に対する方策を提案す

る。 

b) 企業の雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。 

c) 事業主や従業員の理解を深めるため、障害者雇用に関する研修 2) を実施する。 

1) 適切な業務内容や配属部門、人的・物理的環境整備、従業員の理解等を指す。 

2) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマ

が考えられる。 

 

Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供 

ア 障害者雇用における業務マッチング支援技術 

□ 障害者に適した職場・業務の切り出し・創出を行い、事業主・職場のニーズ・職務・環

境と対象障害者とのマッチングを行っている。 

a) 事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的
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に見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助か

ること、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明

確にする。 

d) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

e) 障害開示の意向を尊重し、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

f) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

イ 障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、適切な解決策やマ

ニュアル化を提案する支援を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を提

案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化され

ていない作業の工程を確認し、共有する。 

e) 障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力                            

 障害者支援においては、関係機関との円滑な連携と家族の協力が鍵となる。支援力向上のため

の関係機関との連携方法や地域社会資源の活用、また家族との連携において、適切な情報共有や

肯定的な関係構築を通じて、障害者が豊かな生活を送るための支援を実施することができる。 

Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携 

ア 連携体制構築の技術 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分

かり易く紹介・説明している。また、スムーズな連携に向け、連携先に適切な情報提供

を行っている。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

 

b) 対象障害者の症状の悪化や自殺念慮の問題に対して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

e) 
障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引

継ぎを行う。 

f) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているかを

説明する。 

 

イ チーム支援のための関係機関との連携技術 

□ 障害者支援チームにおいて、関係機関と連携するため、ケースマネジメント 1) や教育か

ら雇用への移行の知識、ケース会議 2) の開催など、チーム支援に必要な知識やスキルを

有している。 

a) ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 3) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える意識をもって支援する。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

e) 
障害者本人や関係機関を交えたケース会議を開催し、情報集約と合意形成や役割

分担の整理をする。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・

提供し、支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法 

2) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、

より良い支援に繋げるために行う会議 

3) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等 

 

ウ 地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り 

□ 地域の社会資源を最大限に活用し、地域の支援力を向上させるために、関係機関との情

報交換や関係作りを行っている。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源に関する情報

を収集する。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

 

Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携 

ア 家族支援の重要性と実践方法 
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に見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助か

ること、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明

確にする。 

d) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

e) 障害開示の意向を尊重し、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

f) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

イ 障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、適切な解決策やマ

ニュアル化を提案する支援を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を提

案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化され

ていない作業の工程を確認し、共有する。 

e) 障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力                            

 障害者支援においては、関係機関との円滑な連携と家族の協力が鍵となる。支援力向上のため

の関係機関との連携方法や地域社会資源の活用、また家族との連携において、適切な情報共有や

肯定的な関係構築を通じて、障害者が豊かな生活を送るための支援を実施することができる。 

Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携 

ア 連携体制構築の技術 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分

かり易く紹介・説明している。また、スムーズな連携に向け、連携先に適切な情報提供

を行っている。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

 

b) 対象障害者の症状の悪化や自殺念慮の問題に対して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

e) 
障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引

継ぎを行う。 

f) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているかを

説明する。 

 

イ チーム支援のための関係機関との連携技術 

□ 障害者支援チームにおいて、関係機関と連携するため、ケースマネジメント 1) や教育か

ら雇用への移行の知識、ケース会議 2) の開催など、チーム支援に必要な知識やスキルを

有している。 

a) ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 3) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える意識をもって支援する。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

e) 
障害者本人や関係機関を交えたケース会議を開催し、情報集約と合意形成や役割

分担の整理をする。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・

提供し、支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法 

2) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、

より良い支援に繋げるために行う会議 

3) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等 

 

ウ 地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り 

□ 地域の社会資源を最大限に活用し、地域の支援力を向上させるために、関係機関との情

報交換や関係作りを行っている。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源に関する情報

を収集する。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

 

Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携 

ア 家族支援の重要性と実践方法 
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□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなど

の家族支援を行っている。 

a) 
家族との情報共有や調整を適切に行い、支援方針などに関して家族の理解を得

る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成                            

 障害者の雇用を広めるためには、啓発と支援の人材を育成することが不可欠である。当事者や

支援団体、企業などに対する啓発活動や支援機関への研修、助言や援助の重要性を理解し、障害

者雇用の推進に向けて、啓発と人材育成の役割を果たすことができる。 

Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発・支援人材の育成 

□ 障害者雇用を広めるために、当事者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業

団体に対する啓発・周知、支援機関に対する研修や助言・援助を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の

啓発・周知を行う場面を計画し、実施する。 

b) 障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを作成し、活用する。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効

果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

 

以上 

 

就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な 

知識・スキル等リスト（草案） 

（※第２章第３節で実施した有識者へのヒアリングをもとに作成。第４節で実施した意見集約の調査項

目として使用。） 

 

１ 障害者の就労支援の理念と目的 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援 

□ 障害者権利条約に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とインクルーシブ

な雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 
障害者差別解消法、障害者虐待防止法の主な内容と権利擁護・虐待防止の重要性を

理解した上で、事業主にもその重要性を説明できる。 

b) 
障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）に基づく障害者差別禁止

と合理的配慮の趣旨と主な内容を理解し、事業主にも説明できる。 

c) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会。 

2) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用。 

 

イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解 

□ すべての人に働く権利と責任が認められており、障害者にとっても就労が重要な意義を持つ

ことを理解している。 

a) 
すべての人に働く権利と責任が認められているように、すべての障害者にも同様

の権利と責任が認められていることを理解する。 

b) 
就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、（経済的・精神的・生活的）自

立、自己肯定感向上や充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

 

ウ 障害についての基本的知識と理解 

□ 障害者が働くことが難しい状況について、障害者個人や特性の問題としてのみ捉えるのでは

なく、社会環境の問題も踏まえてその状況を理解し、個人と社会環境双方への支援を行って

いる。 

a) 
障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加の制限を行ってはならず、支援は

すべての障害者の人権と社会参加の実現のためであることを理解する。 

b) 
国際生活機能分類（ICF）1) の考え方を理解し、働く能力（活動）や雇用の制限（参

加）について、障害者個人の問題だけでなく、環境との相互作用の中で捉える。 

1) 2001 年に世界保健機関（WHO)で採択された生活機能・障害・健康の分類・モデル。すべての人の
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□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなど

の家族支援を行っている。 

a) 
家族との情報共有や調整を適切に行い、支援方針などに関して家族の理解を得

る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成                            

 障害者の雇用を広めるためには、啓発と支援の人材を育成することが不可欠である。当事者や

支援団体、企業などに対する啓発活動や支援機関への研修、助言や援助の重要性を理解し、障害

者雇用の推進に向けて、啓発と人材育成の役割を果たすことができる。 

Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発・支援人材の育成 

□ 障害者雇用を広めるために、当事者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業

団体に対する啓発・周知、支援機関に対する研修や助言・援助を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の

啓発・周知を行う場面を計画し、実施する。 

b) 障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを作成し、活用する。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効

果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

 

以上 

 

就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な 

知識・スキル等リスト（草案） 

（※第２章第３節で実施した有識者へのヒアリングをもとに作成。第４節で実施した意見集約の調査項

目として使用。） 

 

１ 障害者の就労支援の理念と目的 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援 

□ 障害者権利条約に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とインクルーシブ

な雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 
障害者差別解消法、障害者虐待防止法の主な内容と権利擁護・虐待防止の重要性を

理解した上で、事業主にもその重要性を説明できる。 

b) 
障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）に基づく障害者差別禁止

と合理的配慮の趣旨と主な内容を理解し、事業主にも説明できる。 

c) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会。 

2) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用。 

 

イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解 

□ すべての人に働く権利と責任が認められており、障害者にとっても就労が重要な意義を持つ

ことを理解している。 

a) 
すべての人に働く権利と責任が認められているように、すべての障害者にも同様

の権利と責任が認められていることを理解する。 

b) 
就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、（経済的・精神的・生活的）自

立、自己肯定感向上や充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

 

ウ 障害についての基本的知識と理解 

□ 障害者が働くことが難しい状況について、障害者個人や特性の問題としてのみ捉えるのでは

なく、社会環境の問題も踏まえてその状況を理解し、個人と社会環境双方への支援を行って

いる。 

a) 
障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加の制限を行ってはならず、支援は

すべての障害者の人権と社会参加の実現のためであることを理解する。 

b) 
国際生活機能分類（ICF）1) の考え方を理解し、働く能力（活動）や雇用の制限（参

加）について、障害者個人の問題だけでなく、環境との相互作用の中で捉える。 

1) 2001 年に世界保健機関（WHO)で採択された生活機能・障害・健康の分類・モデル。すべての人の
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生活機能を心身機能・構造、活動、参加の３つのレベルの相互作用として理解し、生活機能のプ

ラスの側面にも着目すること、環境要因の影響を重視すること等が示されている。 

 

２ 就労支援における支援者の基本的姿勢 

ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識   

□ 支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズや権利を尊重する態度を備え

ている。 

a) 
障害者の能力について決めつけ・固定観念に捉われることなく、様々な可能性を排

除せずに支援に取り組む。 

b) 障害者本人のニーズ 1) の充足を常に意識して支援に取り組む。 

c) 日頃から職業倫理 2) を意識して支援を選択・実施する。 

d) 個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を順守する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

2) 専門職として支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサ

ービス提供等）を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において

定められている場合が多い。 

 

イ 就労支援において支援者が取るべき態度 

□ 支援者自身が適切な態度を取ることが重要であることを理解し、相手の立場を尊重する態度

を備え、TPO に合った振る舞いをしている。 

a) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、それぞれの立場を尊重する態度で

接する。 

b) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

 

ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処 

□ 支援者自身の自己理解を深め、周囲と相談もしながら、就労支援に関する問題解決に向けて

自身ができる支援について考え続けている。 

a) 
日々の業務をふりかえり、自己理解を深め、自分の得手・不得手や限界を把握した

上で、就労支援に関する問題解決に向けて自身ができる支援について考える。 

b) 
問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、周りに相談しつつ、冷静に

対処する。 

c) 
倫理的ジレンマ 1) には、その解決に向けて上司や指導担当者と相談をしながら自

分なりの考えを整理する。 

1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛

 

藤状態。例えば障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうか

など。 

 

エ 支援者自身の健康面のケア  

□ 支援者自身の身体・精神的な健康面のケアをしつつ、支援に取り組んでいる。 

a) 
睡眠、食事、運動などの自分自身の基本的生活習慣に目を向け、健康管理に気を付

ける。 

b) 
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援

に取り組む。 

 

オ 最新情報の収集と自己研鑽   

□ 効果的な支援を提供するため、最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行っている。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究な

どに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
対応に困ることや、経験の少ない事例等があった場合に、書籍・ＷＥＢ等の情報や

その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。 

c) 
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集

し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

３ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 

ア 障害福祉、所得補償 

□ 障害福祉サービスや所得補償 1) についての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行ってい

る。  

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 2) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて、提案や検討をする。 

d) 
所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談での活用及

び相談窓口の紹介を行う。 

1) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を補償すること。 

2) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。 

 

イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス   

□ 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）や関連支援サービスについての知

識を有し、説明や紹介を行っている。 
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生活機能を心身機能・構造、活動、参加の３つのレベルの相互作用として理解し、生活機能のプ

ラスの側面にも着目すること、環境要因の影響を重視すること等が示されている。 

 

２ 就労支援における支援者の基本的姿勢 

ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識   

□ 支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズや権利を尊重する態度を備え

ている。 

a) 
障害者の能力について決めつけ・固定観念に捉われることなく、様々な可能性を排

除せずに支援に取り組む。 

b) 障害者本人のニーズ 1) の充足を常に意識して支援に取り組む。 

c) 日頃から職業倫理 2) を意識して支援を選択・実施する。 

d) 個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を順守する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

2) 専門職として支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサ

ービス提供等）を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において

定められている場合が多い。 

 

イ 就労支援において支援者が取るべき態度 

□ 支援者自身が適切な態度を取ることが重要であることを理解し、相手の立場を尊重する態度

を備え、TPO に合った振る舞いをしている。 

a) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、それぞれの立場を尊重する態度で

接する。 

b) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

 

ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処 

□ 支援者自身の自己理解を深め、周囲と相談もしながら、就労支援に関する問題解決に向けて

自身ができる支援について考え続けている。 

a) 
日々の業務をふりかえり、自己理解を深め、自分の得手・不得手や限界を把握した

上で、就労支援に関する問題解決に向けて自身ができる支援について考える。 

b) 
問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、周りに相談しつつ、冷静に

対処する。 

c) 
倫理的ジレンマ 1) には、その解決に向けて上司や指導担当者と相談をしながら自

分なりの考えを整理する。 

1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛

 

藤状態。例えば障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうか

など。 

 

エ 支援者自身の健康面のケア  

□ 支援者自身の身体・精神的な健康面のケアをしつつ、支援に取り組んでいる。 

a) 
睡眠、食事、運動などの自分自身の基本的生活習慣に目を向け、健康管理に気を付

ける。 

b) 
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援

に取り組む。 

 

オ 最新情報の収集と自己研鑽   

□ 効果的な支援を提供するため、最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行っている。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究な

どに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
対応に困ることや、経験の少ない事例等があった場合に、書籍・ＷＥＢ等の情報や

その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。 

c) 
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集

し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

３ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 

ア 障害福祉、所得補償 

□ 障害福祉サービスや所得補償 1) についての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行ってい

る。  

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 2) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて、提案や検討をする。 

d) 
所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談での活用及

び相談窓口の紹介を行う。 

1) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を補償すること。 

2) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。 

 

イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス   

□ 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）や関連支援サービスについての知

識を有し、説明や紹介を行っている。 
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a) 
障害者雇用促進法に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や合理的配慮について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解

した上で、必要な場合は事業主に申請・相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センタ

ー等が該当する。 

 

４ 企業経営と雇用管理 

ア 企業経営や労働市場の動向把握 

□ 企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握した上で、障害者と事業主双方と

の相談を行っている。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者就労に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を各種情報やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を

し、相談場面等で活用する。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質や工賃向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関

わり、企業団体との情報交換等を指す。 

 

イ 雇用管理 

□ 労働関係法規や雇用管理に関連する制度や安全衛生等の知識を有し、障害者と事業主双方の

支援を行っている。 

a) 
労働関係法規 1) や社会保険制度 2) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双

方への助言に役立てる。 

b) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に関

する助言を行う。 

1) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派

遣法等を指す。 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。 

 

５ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 

ア 相談を行う基本的な態度   

 

□ 支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談し

ている。 

a) 相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜目的を共有する。 

b) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

c) 
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行

う。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談 

□ 話の経過、相手の状況・タイミングに合わせて、話の整理・話題転換・話題への踏み込みを

行っている。 

a) 
相談内容が複雑化した場合は、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易く

まとめ、相手と共有する。 

b) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

c) 
踏み込んだ話については、相手との信頼関係構築状況や相手の心理状況、事態の切

迫具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。 

 

ウ 相手に合わせた分かりやすい説明 

□ 相手の立場や必要な内容に応じて、適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分か

り易く伝えている。 

a) 相手の立場や必要な内容に応じた情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す。 

 

６ 支援者間の記録・伝達 

ア 分かり易い記録・伝達 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で簡潔な内容・文章構成を心がけ

ている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易い 1) 記録・伝達を行う。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討した記録・伝達とする。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 
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a) 
障害者雇用促進法に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や合理的配慮について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解

した上で、必要な場合は事業主に申請・相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センタ

ー等が該当する。 

 

４ 企業経営と雇用管理 

ア 企業経営や労働市場の動向把握 

□ 企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握した上で、障害者と事業主双方と

の相談を行っている。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者就労に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を各種情報やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を

し、相談場面等で活用する。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質や工賃向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関

わり、企業団体との情報交換等を指す。 

 

イ 雇用管理 

□ 労働関係法規や雇用管理に関連する制度や安全衛生等の知識を有し、障害者と事業主双方の

支援を行っている。 

a) 
労働関係法規 1) や社会保険制度 2) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双

方への助言に役立てる。 

b) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に関

する助言を行う。 

1) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派

遣法等を指す。 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。 

 

５ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 

ア 相談を行う基本的な態度   

 

□ 支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談し

ている。 

a) 相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜目的を共有する。 

b) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

c) 
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行

う。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談 

□ 話の経過、相手の状況・タイミングに合わせて、話の整理・話題転換・話題への踏み込みを

行っている。 

a) 
相談内容が複雑化した場合は、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易く

まとめ、相手と共有する。 

b) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

c) 
踏み込んだ話については、相手との信頼関係構築状況や相手の心理状況、事態の切

迫具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。 

 

ウ 相手に合わせた分かりやすい説明 

□ 相手の立場や必要な内容に応じて、適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分か

り易く伝えている。 

a) 相手の立場や必要な内容に応じた情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す。 

 

６ 支援者間の記録・伝達 

ア 分かり易い記録・伝達 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で簡潔な内容・文章構成を心がけ

ている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易い 1) 記録・伝達を行う。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討した記録・伝達とする。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 

－ 243 －



 

 

 

イ 記録・情報の適切な取り扱い   

□ 個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で記録・情報を適切に取り扱っている。 

a) 
支援経過や対象者情報の記録にあたっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個

人情報の開示請求について理解した上で適切に取り扱う。 

b) 

関係機関等との情報共有の際には、本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の

不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行

う。 

 

７ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 

ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 

□ 障害者が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、自己理解を更に深め、本来の

力を発揮していけるよう支援している。 

a) 本人が本来の力を発揮できるよう、自己肯定感の向上に着目した支援を行う。 

b) 
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られる

よう相談を行う。 

 

イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用 

□ 障害者本人が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験 1) と振り返り・意見のすり合わせ等の支援技法を活用している。 

a) 
内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己探

求を促進する。 

b) 
障害者が自分自身ができること・強みや課題と必要な支援に気づけるよう、体験 1) 

と振り返りの支援を行う。 

c) 
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、意見のすり

合わせを行う。 

d) 
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に

関する気づきが得られるよう支援する。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談 

□ 障害者本人が自分に合った働き方と希望や目標の達成に向けた方法を見つけていけるよう、

職業と自己に関する理解を深めるための支援を行っている。 

 

a) 
体験 1) と振り返りをとおして、様々な仕事・働き方についての理解を深め、それ

ぞれの仕事・働き方を選択した際に起こりうる状況を本人とともに整理する。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因

（景気の悪化など）について整理し、対応法を検討するための相談を行う。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 

□ 情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、自己選択・自己決定を支

援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積極

的参加を促す支援を行う。 

b) 障害者本人の考えを、分かり易く整理して提示し、選択・決定を可能にする。 

c) 
動機付け面接 3) 等のカウンセリング技法の基本を理解して、相談において活用す

る。 

1) 支援者と支援対象者が対等な立場でパートナーシップを結び、協働して問題に取り組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人が十分

に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就労支援

においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める等の活用が考

えられる。 

 

８ 就労支援のアセスメント 

* アセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関連の能

力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取り

巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」を指す。 

 

ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント 

□ 障害者の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズ 1) を引き出し、ニーズ充足に向けて必要

な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力に着目して見立て

ている。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。 

b) 仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面のニーズを把握する。 

c) 
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動

観察等により、力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。 
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イ 記録・情報の適切な取り扱い   

□ 個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で記録・情報を適切に取り扱っている。 

a) 
支援経過や対象者情報の記録にあたっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個

人情報の開示請求について理解した上で適切に取り扱う。 

b) 

関係機関等との情報共有の際には、本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の

不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行

う。 

 

７ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 

ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 

□ 障害者が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、自己理解を更に深め、本来の

力を発揮していけるよう支援している。 

a) 本人が本来の力を発揮できるよう、自己肯定感の向上に着目した支援を行う。 

b) 
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られる

よう相談を行う。 

 

イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用 

□ 障害者本人が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験 1) と振り返り・意見のすり合わせ等の支援技法を活用している。 

a) 
内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己探

求を促進する。 

b) 
障害者が自分自身ができること・強みや課題と必要な支援に気づけるよう、体験 1) 

と振り返りの支援を行う。 

c) 
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、意見のすり

合わせを行う。 

d) 
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に

関する気づきが得られるよう支援する。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談 

□ 障害者本人が自分に合った働き方と希望や目標の達成に向けた方法を見つけていけるよう、

職業と自己に関する理解を深めるための支援を行っている。 

 

a) 
体験 1) と振り返りをとおして、様々な仕事・働き方についての理解を深め、それ

ぞれの仕事・働き方を選択した際に起こりうる状況を本人とともに整理する。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因

（景気の悪化など）について整理し、対応法を検討するための相談を行う。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 

□ 情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、自己選択・自己決定を支

援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積極

的参加を促す支援を行う。 

b) 障害者本人の考えを、分かり易く整理して提示し、選択・決定を可能にする。 

c) 
動機付け面接 3) 等のカウンセリング技法の基本を理解して、相談において活用す

る。 

1) 支援者と支援対象者が対等な立場でパートナーシップを結び、協働して問題に取り組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人が十分

に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就労支援

においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める等の活用が考

えられる。 

 

８ 就労支援のアセスメント 

* アセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関連の能

力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取り

巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」を指す。 

 

ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント 

□ 障害者の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズ 1) を引き出し、ニーズ充足に向けて必要

な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力に着目して見立て

ている。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。 

b) 仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面のニーズを把握する。 

c) 
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動

観察等により、力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。 
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d) 
職業場面で障害特性が与える影響や、ニーズ充足に向けて想定される課題とその

背景を見立て、必要な支援を検討する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

 

イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 

□ 作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、本人と一緒に状況を整

理・分析し、力を発揮しやすい環境や必要な支援について検討している。 

a) 
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作

業遂行力と必要な配慮を本人と一緒に把握・分析する。 

b) 
コミュニケーションの取り方や対人行動の傾向を、本人の認識と関係機関や職場、

家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。 

c) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活へ

の影響を予測する。 

 

ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント 

□ 障害・疾病について医学・心理学の知見を基に、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレ

スの状態を様々な情報から把握・分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有した上で、関係機関等か

らの情報や行動観察等を基にその人の特徴や状態、必要な支援・配慮を把握する。 

b) 
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動

観察等を基に把握する。 

c) 
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活

においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。 

d) 
ストレスが生じるメカニズムを理解した上で、精神疾患による症状と職場環境等

のストレス要因を総合的に整理して、障害者本人の状況を捉える。 

 

エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント 

□ 障害者本人の就労意欲や障害に対する受け止め方について把握した上で、障害特性・環境・

経済状況なども含めた総合的な視点からその背景を推定している。 

a) 
障害者本人の就労意欲について、障害・疾病の特性、周囲の関わりや環境、社会的

立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背景を推定する。 

b) 障害者本人の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

 

オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント 

 

□ 障害者本人が生活する社会や働く（働いた）職場での役割・環境や周囲との関係について情

報収集している。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・社

会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。 

c) 
（現在又は過去の）職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温

度、配置など）についての情報を把握する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。 

 

カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、資料 1) の提供などにより、情報を適切に収集

している。 

a) 
本人との継続的な相談を行う中で、本人との信頼関係や必要なタイミングなども

踏まえつつ、必要な情報を収集する。 

b) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

c) 
主治医からの情報 2) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等

を把握する。 

1) 履歴書、職務経歴書等の他、関係機関等からの情報提供書等が考えられる。 

2) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等が考え

られる。 

 

キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント 

□ 様々な評価ツール 1) や検査 2)3) を活用して、障害者の職業・心理・対人的な特性を明確にし、

必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 
自機関又は関係機関で実施された心理検査 2) ・職業検査 3) 等の結果を元に、本

人の状態像や特性・能力を把握する。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 神経心理学的検査、性格検査等を指す。 

3) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法等を指す。 

 

ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント 

□ 実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）の中で、職場での

対人技能や適応的な作業種・環境、必要な支援をアセスメントしている。 

a) 実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのよ
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d) 
職業場面で障害特性が与える影響や、ニーズ充足に向けて想定される課題とその

背景を見立て、必要な支援を検討する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

 

イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 

□ 作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、本人と一緒に状況を整

理・分析し、力を発揮しやすい環境や必要な支援について検討している。 

a) 
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作

業遂行力と必要な配慮を本人と一緒に把握・分析する。 

b) 
コミュニケーションの取り方や対人行動の傾向を、本人の認識と関係機関や職場、

家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。 

c) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活へ

の影響を予測する。 

 

ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント 

□ 障害・疾病について医学・心理学の知見を基に、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレ

スの状態を様々な情報から把握・分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有した上で、関係機関等か

らの情報や行動観察等を基にその人の特徴や状態、必要な支援・配慮を把握する。 

b) 
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動

観察等を基に把握する。 

c) 
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活

においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。 

d) 
ストレスが生じるメカニズムを理解した上で、精神疾患による症状と職場環境等

のストレス要因を総合的に整理して、障害者本人の状況を捉える。 

 

エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント 

□ 障害者本人の就労意欲や障害に対する受け止め方について把握した上で、障害特性・環境・

経済状況なども含めた総合的な視点からその背景を推定している。 

a) 
障害者本人の就労意欲について、障害・疾病の特性、周囲の関わりや環境、社会的

立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背景を推定する。 

b) 障害者本人の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

 

オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント 

 

□ 障害者本人が生活する社会や働く（働いた）職場での役割・環境や周囲との関係について情

報収集している。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・社

会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。 

c) 
（現在又は過去の）職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温

度、配置など）についての情報を把握する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。 

 

カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、資料 1) の提供などにより、情報を適切に収集

している。 

a) 
本人との継続的な相談を行う中で、本人との信頼関係や必要なタイミングなども

踏まえつつ、必要な情報を収集する。 

b) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

c) 
主治医からの情報 2) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等

を把握する。 

1) 履歴書、職務経歴書等の他、関係機関等からの情報提供書等が考えられる。 

2) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等が考え

られる。 

 

キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント 

□ 様々な評価ツール 1) や検査 2)3) を活用して、障害者の職業・心理・対人的な特性を明確にし、

必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 
自機関又は関係機関で実施された心理検査 2) ・職業検査 3) 等の結果を元に、本

人の状態像や特性・能力を把握する。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 神経心理学的検査、性格検査等を指す。 

3) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法等を指す。 

 

ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント 

□ 実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）の中で、職場での

対人技能や適応的な作業種・環境、必要な支援をアセスメントしている。 

a) 実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのよ
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うな言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつけ

る。 

b) 
具体的に記録した内容に基づいて、課題となっている言動や思考を把握・整理し、

改善案や必要な支援を検討する。 

 

９ 就労支援のプランニング 

ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 

□ 総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の背景、必要な技能や有効なサ

ポートなどの見立てを示し、今後の目標と段階的な計画（案）を共有している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の可

能性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有

効なサポート環境 1) を明確にし、障害者本人と共有する。 

c) 
目標達成に向けた段階的な計画（いつまでに・何を取り組むか等）の案を示し、障

害者本人や家族・関係機関等と共有する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

 

イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 

□ 目標や計画の達成に向けて有益な情報を共有した上で、本人の主体的な意思決定に基づく計

画の策定と、その後の定期的な計画の見直しを行っている。 

a) 
目標や計画の達成に向け有益な支援サービス 1) 、効果的なツール 2) の活用や課題

への対処方法 3) に関する情報提供や提案を行う。 

b) 
目標達成に向け必要な支援ネットワークの構築に向け、連携を強化する機関や連

携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。 

c) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

d) 
目標の達成度や状況を定期的に確認し、必要に応じて支援計画の見直し・変更を行

う。 

1) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等が考え

られる。 

2) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

3) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

 

10 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 

ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援 

 

□ 障害者本人が支援者や職場の上司等と共有した目標の行動（社会的スキルや課題への対処行

動等）を身に着けられるよう、科学的に根拠のある体系的な支援をしている。 

a) 

目標の行動の習得に向け、無理の無い段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本

を見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの働き

かけを行う。 

b) 
環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポート 1) に着目し、活用す

る。 

c) 
目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階

的に手がかりやサポートを減らす方法やタイミングを計画し、実行する。 

1) 例えば、休憩の必要性を気づくためにタイマーを活用する、仕事のミスを減らすために同僚が確

認を促す等。 

 

イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーシ

ョン・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 

時間を守る、質問・報告・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等職場

で最低限必要となるマナーや振る舞いに関して必要な理由や有効な手段を分かり

易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST1) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策

を見つけていけるよう、支援する。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が

得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッ

ケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行う場合もある。 

 

ウ 生活面の自立や自己管理の支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、日常生活や金銭管理等に関する助言や情報提供を行っ

ている。 

a) 
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓など、日常生活

面に関する助言・指導をする。 

b) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 
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うな言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつけ

る。 

b) 
具体的に記録した内容に基づいて、課題となっている言動や思考を把握・整理し、

改善案や必要な支援を検討する。 

 

９ 就労支援のプランニング 

ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 

□ 総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の背景、必要な技能や有効なサ

ポートなどの見立てを示し、今後の目標と段階的な計画（案）を共有している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の可

能性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有

効なサポート環境 1) を明確にし、障害者本人と共有する。 

c) 
目標達成に向けた段階的な計画（いつまでに・何を取り組むか等）の案を示し、障

害者本人や家族・関係機関等と共有する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

 

イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 

□ 目標や計画の達成に向けて有益な情報を共有した上で、本人の主体的な意思決定に基づく計

画の策定と、その後の定期的な計画の見直しを行っている。 

a) 
目標や計画の達成に向け有益な支援サービス 1) 、効果的なツール 2) の活用や課題

への対処方法 3) に関する情報提供や提案を行う。 

b) 
目標達成に向け必要な支援ネットワークの構築に向け、連携を強化する機関や連

携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。 

c) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

d) 
目標の達成度や状況を定期的に確認し、必要に応じて支援計画の見直し・変更を行

う。 

1) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等が考え

られる。 

2) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

3) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

 

10 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 

ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援 

 

□ 障害者本人が支援者や職場の上司等と共有した目標の行動（社会的スキルや課題への対処行

動等）を身に着けられるよう、科学的に根拠のある体系的な支援をしている。 

a) 

目標の行動の習得に向け、無理の無い段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本

を見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの働き

かけを行う。 

b) 
環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポート 1) に着目し、活用す

る。 

c) 
目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階

的に手がかりやサポートを減らす方法やタイミングを計画し、実行する。 

1) 例えば、休憩の必要性を気づくためにタイマーを活用する、仕事のミスを減らすために同僚が確

認を促す等。 

 

イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーシ

ョン・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 

時間を守る、質問・報告・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等職場

で最低限必要となるマナーや振る舞いに関して必要な理由や有効な手段を分かり

易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST1) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策

を見つけていけるよう、支援する。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が

得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッ

ケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行う場合もある。 

 

ウ 生活面の自立や自己管理の支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、日常生活や金銭管理等に関する助言や情報提供を行っ

ている。 

a) 
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓など、日常生活

面に関する助言・指導をする。 

b) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 
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c) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

エ 通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行っている。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

11 求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が希望や適性に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集し

た求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人の

自己選択をサポートする。 

b) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者本

人に適した情報を提供する。 

c) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

d) 必要があれば、職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、それぞれの選択によって起こりうる状況

を踏まえて意思決定や事業主への説明ができるよう支援している。 

a) 
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる

状況を整理し、意思決定できるよう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集 

□ 求人とのマッチングのため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等を情報収集

する。 

a) 
障害者本人の希望や適性に合う事業所への訪問や聞き取り、関わりのある支援者

への聞き取りにより、職場環境 1) や仕事内容の詳細を把握する。 

b) 
事業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像を

情報収集する。 

 

1) 人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。 

 

エ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に関

する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類 1) の作成に係る

助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュニケーシ

ョンの取り方についての練習を実施する。 

c) 
就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内容

については障害者本人とも答える必要が無いことを共有する。 

1) 履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。 

 

オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援 

□ 障害者のニーズに合った職業に従事するために必要な技能を整理し、必要に応じて職業能力

開発施設の利用に向けた情報提供を行っている。 

a) 
障害者のニーズに合った職業で必要な技能と、障害者本人が身に着けている技能

を整理し、必要な技能訓練について話し合う。 

b) 
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い

合わせやハローワーク等の窓口の紹介をする。 

 

カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認す

る。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習等の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習等の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用

や企業への説明を行う。 

e) 職場実習等を実施し、職場適応に向けた障害者と職場双方への支援を行う。 

f) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主、家族等と行い、今後の働き方や必要

なサポート・環境等を整理する。 

 

キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援  

□ 障害者と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いのもと、合理的配慮
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c) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

エ 通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行っている。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

11 求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が希望や適性に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集し

た求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人の

自己選択をサポートする。 

b) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者本

人に適した情報を提供する。 

c) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

d) 必要があれば、職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、それぞれの選択によって起こりうる状況

を踏まえて意思決定や事業主への説明ができるよう支援している。 

a) 
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる

状況を整理し、意思決定できるよう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集 

□ 求人とのマッチングのため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等を情報収集

する。 

a) 
障害者本人の希望や適性に合う事業所への訪問や聞き取り、関わりのある支援者

への聞き取りにより、職場環境 1) や仕事内容の詳細を把握する。 

b) 
事業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像を

情報収集する。 

 

1) 人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。 

 

エ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に関

する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類 1) の作成に係る

助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュニケーシ

ョンの取り方についての練習を実施する。 

c) 
就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内容

については障害者本人とも答える必要が無いことを共有する。 

1) 履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。 

 

オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援 

□ 障害者のニーズに合った職業に従事するために必要な技能を整理し、必要に応じて職業能力

開発施設の利用に向けた情報提供を行っている。 

a) 
障害者のニーズに合った職業で必要な技能と、障害者本人が身に着けている技能

を整理し、必要な技能訓練について話し合う。 

b) 
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い

合わせやハローワーク等の窓口の紹介をする。 

 

カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認す

る。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習等の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習等の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用

や企業への説明を行う。 

e) 職場実習等を実施し、職場適応に向けた障害者と職場双方への支援を行う。 

f) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主、家族等と行い、今後の働き方や必要

なサポート・環境等を整理する。 

 

キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援  

□ 障害者と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いのもと、合理的配慮
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の内容について調整している。 

a) 
障害者・事業主それぞれの希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検

討する。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が

主体的に選択できるよう支援する。 

c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、障害者が力を発揮でき、企

業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討

し、提案する。  

e) 
障害者の権利擁護の視点から有益な話し合いになっていることを支援者自身が内

省しつつ調整を行う。 

1) 具体的には、勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

 

ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供 

□ 障害者の職場適応・定着に役立つ機器・ＩＴ・ＩＣＴの活用や社会資源について障害者本人

と事業主に情報提供し、その活用についての話し合いを行っている。 

a) 就労支援機器や IT・ICT 技術 1) の活用について提案する。 

b) 
職場適応・定着のためのリソース 2) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディ

ネートする。 

1) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

2) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

12 職場（実習中含む）への適応支援 

ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援 

□ 障害のある従業員が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方が

できるよう、職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員が仕事の手順を習得して遂行

力を高める方法を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者が

直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討す

る。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。 

 

2) 自分から困ったことを相談すること。 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変化等。 

 

イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら

れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提

案している。 

a) 
障害者本人が所属する職場の文化・暗黙のルールや本人に求められている役割を、

観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。 

b) 

所属する職場のルールやマナー、本人の立場や役割等を踏まえた適切な振る舞い

方について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝

える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援 

□ 企業の主体的な雇用に向けて障害のある従業員と同僚・上司の関わりを促進すると同時に、

同僚・上司の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援している。 

a) 
仕事における指示・命令又は職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数の

キーパーソン 2) を場面観察や関係者の情報から把握する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある従

業員への直接的な関わりや社内サポート体制づくりを促進する。 

c) 
同僚・上司の悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づく

りを提案する。 

d) 
企業の主体的な雇用のため、障害のある従業員の職場適応と、ナチュラルサポート

形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップ 

□ 定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを行い、状況のモニタリングと目標の整理

をし、必要な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職場適応状況と

社内サポート体制などの企業の自立的な雇用環境をモニタリングする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、障害者の安定的な職場適応
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の内容について調整している。 

a) 
障害者・事業主それぞれの希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検

討する。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が

主体的に選択できるよう支援する。 

c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、障害者が力を発揮でき、企

業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討

し、提案する。  

e) 
障害者の権利擁護の視点から有益な話し合いになっていることを支援者自身が内

省しつつ調整を行う。 

1) 具体的には、勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

 

ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供 

□ 障害者の職場適応・定着に役立つ機器・ＩＴ・ＩＣＴの活用や社会資源について障害者本人

と事業主に情報提供し、その活用についての話し合いを行っている。 

a) 就労支援機器や IT・ICT 技術 1) の活用について提案する。 

b) 
職場適応・定着のためのリソース 2) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディ

ネートする。 

1) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

2) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

12 職場（実習中含む）への適応支援 

ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援 

□ 障害のある従業員が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方が

できるよう、職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員が仕事の手順を習得して遂行

力を高める方法を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者が

直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討す

る。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。 

 

2) 自分から困ったことを相談すること。 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変化等。 

 

イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら

れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提

案している。 

a) 
障害者本人が所属する職場の文化・暗黙のルールや本人に求められている役割を、

観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。 

b) 

所属する職場のルールやマナー、本人の立場や役割等を踏まえた適切な振る舞い

方について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝

える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援 

□ 企業の主体的な雇用に向けて障害のある従業員と同僚・上司の関わりを促進すると同時に、

同僚・上司の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援している。 

a) 
仕事における指示・命令又は職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数の

キーパーソン 2) を場面観察や関係者の情報から把握する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある従

業員への直接的な関わりや社内サポート体制づくりを促進する。 

c) 
同僚・上司の悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づく

りを提案する。 

d) 
企業の主体的な雇用のため、障害のある従業員の職場適応と、ナチュラルサポート

形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップ 

□ 定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを行い、状況のモニタリングと目標の整理

をし、必要な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職場適応状況と

社内サポート体制などの企業の自立的な雇用環境をモニタリングする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、障害者の安定的な職場適応
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と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて必要な支援について意見交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、障害者・企業の自立と定期的フォローアップ

の必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を検討・提案する。  

e) 
障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、必要に応じて在職

者同士の交流の機会を提供又は紹介する。 

 

オ 休職者の職場復帰支援 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用に向けた提案・実施、円滑な職場

復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行っている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な内容を整理する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等

のプログラムを提案、実施に向けた助言を行う。 

c) 必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。 

d) 
休職者の職場復帰後の社内サポート体制づくりについて事業主や職場の管理者に

助言する。 

 

カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の

手続きや、その後のサポートの情報提供等を行っている。 

a) 
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その考えや背景について話を聴き、今

後の進路について一緒に検討する。 

b) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときには、円滑な退職に向けて取るべき適

切な手続き 1) について助言する。 

c) 
再就職に向けて経験の振り返りを行い、上手くできたこと、今後必要なサポートや

環境等について話し合う。 

d) 
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源（雇用保険の受給の仕方

等の所得補償を含む）の情報を提供する。 

1) 退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準

備等がある。 

 

13 職業生活を支える生活や体調管理の支援 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するための相談や社

会資源・情報の紹介をしている。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

 

b) 
充実した生活が送れるよう、障害者本人の余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り

組み方に関する相談や情報の紹介を行う。 

c) 
障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事者交流の機会（セルフヘ

ルプグループ）を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉

サービス 1) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計を一緒に検討する相談 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設

計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考え

を整理する。 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

ウ 体調管理の支援 

□ 健康的な生活習慣を維持し、ストレスや疲労、体調の管理をするために、医学・心理学の知

見に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスや疲労のサインを理解・把握し、対処できる

よう、心理教育及びカウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生活

習慣とストレス・疲労や体調・体力に関する気づきを高める支援をする。 

c) 
定期的な通院と処方に沿った服薬が行えるよう、通院時間の調整方法、薬の飲み忘

れを防ぐ方法等について本人と一緒に検討する。 

d) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を

する。 

 

14 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 

ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 

□ 企業の障害者雇用に関する実態・姿勢や考え方を踏まえ、障害者雇用の意義、実例、支援制

度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態・姿

勢や考え方を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 
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と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて必要な支援について意見交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、障害者・企業の自立と定期的フォローアップ

の必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を検討・提案する。  

e) 
障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、必要に応じて在職

者同士の交流の機会を提供又は紹介する。 

 

オ 休職者の職場復帰支援 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用に向けた提案・実施、円滑な職場

復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行っている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な内容を整理する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等

のプログラムを提案、実施に向けた助言を行う。 

c) 必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。 

d) 
休職者の職場復帰後の社内サポート体制づくりについて事業主や職場の管理者に

助言する。 

 

カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の

手続きや、その後のサポートの情報提供等を行っている。 

a) 
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その考えや背景について話を聴き、今

後の進路について一緒に検討する。 

b) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときには、円滑な退職に向けて取るべき適

切な手続き 1) について助言する。 

c) 
再就職に向けて経験の振り返りを行い、上手くできたこと、今後必要なサポートや

環境等について話し合う。 

d) 
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源（雇用保険の受給の仕方

等の所得補償を含む）の情報を提供する。 

1) 退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準

備等がある。 

 

13 職業生活を支える生活や体調管理の支援 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するための相談や社

会資源・情報の紹介をしている。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

 

b) 
充実した生活が送れるよう、障害者本人の余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り

組み方に関する相談や情報の紹介を行う。 

c) 
障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事者交流の機会（セルフヘ

ルプグループ）を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉

サービス 1) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計を一緒に検討する相談 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設

計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考え

を整理する。 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

ウ 体調管理の支援 

□ 健康的な生活習慣を維持し、ストレスや疲労、体調の管理をするために、医学・心理学の知

見に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスや疲労のサインを理解・把握し、対処できる

よう、心理教育及びカウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生活

習慣とストレス・疲労や体調・体力に関する気づきを高める支援をする。 

c) 
定期的な通院と処方に沿った服薬が行えるよう、通院時間の調整方法、薬の飲み忘

れを防ぐ方法等について本人と一緒に検討する。 

d) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を

する。 

 

14 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 

ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 

□ 企業の障害者雇用に関する実態・姿勢や考え方を踏まえ、障害者雇用の意義、実例、支援制

度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態・姿

勢や考え方を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 
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c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材確

保・ダイバーシティなど）を説明する。 

d) 
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上

で、必要に応じて企業が果たすべき役割や支援者の役割について説明する。 

 

イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、企業が障害者雇用に主体的

に取組んでいけるよう、相談・研修・情報交換等の機会を作り、障害者受け入れ体制構築を

支援している。 

a) 
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に

乗る。 

b) 
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説

明 1) を行う。 

c) 
障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換の場を作る又は情報共有のネットワー

クづくりをサポートする。 

1) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考え

られる。 

 

ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援 

□ 障害者の配属候補となり得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業

務の切り出し・創出を行っている。 

a) 
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的に

見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助かる

こと、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明確

にする。 

 

エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援 

□ 対象障害者と業務・職場のマッチングを評価し、必要に応じて事業主に職務内容の調整や変

更を提案している。 

a) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

b) 障害者本人の意向を尊重した上で、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

c) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

オ 職務・課題分析と解決策の提案 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析 1) ・課題分析 2) に基づき、事業主に適切な

解決策の提案やツール等の提供を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を事業

主に提案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されて

いない作業の工程を確認し、事業主と共有する。 

e) 
事業主との相談のもと、障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成し、提

案・提供する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

15 関係機関や家族との連携 

ア 連携の必要性の判断と紹介 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり

易く紹介・説明している。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

b) 対象障害者の症状の悪化や懸念すべき様子に関して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

 

イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築 

□ スムーズな連携に向け、連携先との適切な情報共有と、役割分担等の調整を行っている。 

a) 
本人の同意を得たうえで、障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズ

な支援の展開や情報の引継ぎを行う。 

b) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているか説

明する。 

c) 
障害者本人や関係機関を交えた話合いやケース会議 1) 等の開催又は参加により、

情報集約と合意形成や役割分担の整理をする。 
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c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材確

保・ダイバーシティなど）を説明する。 

d) 
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上

で、必要に応じて企業が果たすべき役割や支援者の役割について説明する。 

 

イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、企業が障害者雇用に主体的

に取組んでいけるよう、相談・研修・情報交換等の機会を作り、障害者受け入れ体制構築を

支援している。 

a) 
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に

乗る。 

b) 
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説

明 1) を行う。 

c) 
障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換の場を作る又は情報共有のネットワー

クづくりをサポートする。 

1) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考え

られる。 

 

ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援 

□ 障害者の配属候補となり得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業

務の切り出し・創出を行っている。 

a) 
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的に

見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助かる

こと、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明確

にする。 

 

エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援 

□ 対象障害者と業務・職場のマッチングを評価し、必要に応じて事業主に職務内容の調整や変

更を提案している。 

a) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

b) 障害者本人の意向を尊重した上で、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

c) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

オ 職務・課題分析と解決策の提案 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析 1) ・課題分析 2) に基づき、事業主に適切な

解決策の提案やツール等の提供を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を事業

主に提案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されて

いない作業の工程を確認し、事業主と共有する。 

e) 
事業主との相談のもと、障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成し、提

案・提供する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

15 関係機関や家族との連携 

ア 連携の必要性の判断と紹介 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり

易く紹介・説明している。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

b) 対象障害者の症状の悪化や懸念すべき様子に関して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

 

イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築 

□ スムーズな連携に向け、連携先との適切な情報共有と、役割分担等の調整を行っている。 

a) 
本人の同意を得たうえで、障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズ

な支援の展開や情報の引継ぎを行う。 

b) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているか説

明する。 

c) 
障害者本人や関係機関を交えた話合いやケース会議 1) 等の開催又は参加により、

情報集約と合意形成や役割分担の整理をする。 
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1) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良

い支援に繋げるために行う会議。 

ウ 関係機関とのチーム支援 

□ 関係機関それぞれの立場や役割、現状を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、

チーム支援を行っている。 

a) ケースマネジメント 1) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 2) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 
様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を

もち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、

支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法。 

2) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等。 

 

エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり 

□ 地域の社会資源の最大限の活用と、地域の支援力向上のために、関係機関との情報交換を行

い、機関同士のつながりを強化している。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集す

る。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

c) 
就労支援の地域支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行

い、支援ネットワークの立上げや強化を行う。 

 

 

オ 家族等との連携 

□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家

族等との連携を行っている。 

a) 
家族等との情報共有や調整を本人の了解のもと適切に行い、支援方針などに関し

て家族等の理解を得る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

16 障害者雇用の啓発と支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発 

 

□ 障害者雇用に関する理解を広めることで、障害者の権利・ニーズの獲得に繋がるよう、当事

者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する啓発・周知を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の啓

発・周知を行う機会を計画又は計画に協力し、実施する。 

b) 
障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを、機関や地域で作成し、活用

する。 

 

イ 組織や地域の支援人材の育成 

□ 地域全体の就労支援力向上のため、自機関の人材育成に加えて地域で支援ノウハウを共有す

る意識を持ち、積極的に研修・情報共有等を実施・協力している。 

a) 
自機関の効果的な人材育成のため、スーパーバイズ 1) やケースカンファレンス 2) 

の実施又は参加、外部研修への積極的参加・推進などを行う。 

b) 
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、支援ノウハウの共有や情報交換を

積極的に行う。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果

的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

1) 熟練者（スーパーバイザー）が未熟練者（スーパーバイジー）から事例に関する報告を受け、ス

ーパーバイジーの成長を目的とした援助・指導を行うこと。スーパーバイズには、知識・スキル

や倫理観を教育するという機能の他、スーパーバイジーを精神的に支える、業務量などを適切に

管理する機能がある。 

2) 的確な支援を行うために、支援に携わる者やスーパーバイザー・助言者が集まり、検討する会議

のこと。 
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1) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良

い支援に繋げるために行う会議。 

ウ 関係機関とのチーム支援 

□ 関係機関それぞれの立場や役割、現状を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、

チーム支援を行っている。 

a) ケースマネジメント 1) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 2) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 
様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を

もち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、

支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法。 

2) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等。 

 

エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり 

□ 地域の社会資源の最大限の活用と、地域の支援力向上のために、関係機関との情報交換を行

い、機関同士のつながりを強化している。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集す

る。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

c) 
就労支援の地域支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行

い、支援ネットワークの立上げや強化を行う。 

 

 

オ 家族等との連携 

□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家

族等との連携を行っている。 

a) 
家族等との情報共有や調整を本人の了解のもと適切に行い、支援方針などに関し

て家族等の理解を得る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

16 障害者雇用の啓発と支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発 

 

□ 障害者雇用に関する理解を広めることで、障害者の権利・ニーズの獲得に繋がるよう、当事

者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する啓発・周知を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の啓

発・周知を行う機会を計画又は計画に協力し、実施する。 

b) 
障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを、機関や地域で作成し、活用

する。 

 

イ 組織や地域の支援人材の育成 

□ 地域全体の就労支援力向上のため、自機関の人材育成に加えて地域で支援ノウハウを共有す

る意識を持ち、積極的に研修・情報共有等を実施・協力している。 

a) 
自機関の効果的な人材育成のため、スーパーバイズ 1) やケースカンファレンス 2) 

の実施又は参加、外部研修への積極的参加・推進などを行う。 

b) 
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、支援ノウハウの共有や情報交換を

積極的に行う。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果

的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

1) 熟練者（スーパーバイザー）が未熟練者（スーパーバイジー）から事例に関する報告を受け、ス

ーパーバイジーの成長を目的とした援助・指導を行うこと。スーパーバイズには、知識・スキル

や倫理観を教育するという機能の他、スーパーバイジーを精神的に支える、業務量などを適切に

管理する機能がある。 

2) 的確な支援を行うために、支援に携わる者やスーパーバイザー・助言者が集まり、検討する会議

のこと。 
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「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援実務者調査」 

調査協力依頼内容 
 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 
 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル・理念・態度

を整理することを目的としております。本調査は、文献や有識者の意見を踏まえて「草案」とし

て作成した知識・スキル等の内容について、就労支援の経験が豊富な支援実務者の視点からの重

要性や適切さについてお聞きします。 

 必要な知識・スキル等を整理したリストは、今後の全国的な研修等のあり方の検討や、就労支

援実務者や人材育成担当者の専門性向上への共通認識づくりに活用されます。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 就業支援担当者（主任含む）、就労支援員、就労定着支援員のいずれかで、障害者就労支援の経

験が豊富な方１名。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲でご回答

ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くださ

い。Web フォームは、裏面に記載した URL よりアクセスし、指定のウェブフォームからパスワード

を入力して始めてください。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

＊ 回答者の負担軽減のため、「草案」として作成した知識・スキル等の全体の内容の３分の１程度についてご回答

いただくよう設問項目を配分しております。別紙２『「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な

知識・スキル等リスト（草案）」の概要』に知識・スキル等の内容の全体像及び配分箇所を示しておりますの

で、必要に応じてご参照下さい。 

 

４ 回答期限 

 令和５年 10 月 19 日（木）までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に基

づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公表

（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 
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「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援実務者調査」 

調査協力依頼内容 
 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 
 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル・理念・態度

を整理することを目的としております。本調査は、文献や有識者の意見を踏まえて「草案」とし

て作成した知識・スキル等の内容について、就労支援の経験が豊富な支援実務者の視点からの重

要性や適切さについてお聞きします。 

 必要な知識・スキル等を整理したリストは、今後の全国的な研修等のあり方の検討や、就労支

援実務者や人材育成担当者の専門性向上への共通認識づくりに活用されます。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 就業支援担当者（主任含む）、就労支援員、就労定着支援員のいずれかで、障害者就労支援の経

験が豊富な方１名。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲でご回答

ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くださ

い。Web フォームは、裏面に記載した URL よりアクセスし、指定のウェブフォームからパスワード

を入力して始めてください。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

＊ 回答者の負担軽減のため、「草案」として作成した知識・スキル等の全体の内容の３分の１程度についてご回答

いただくよう設問項目を配分しております。別紙２『「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な

知識・スキル等リスト（草案）」の概要』に知識・スキル等の内容の全体像及び配分箇所を示しておりますの

で、必要に応じてご参照下さい。 

 

４ 回答期限 

 令和５年 10 月 19 日（木）までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に基

づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公表

（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 下記の方法でもアクセス可能です。 

 障害者職業総合センターのホームページよりアクセス 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より『「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約

のための支援実務者調査」ご回答用ウェブフォーム』をクリック 

 メールに添付したＵＲＬから直接アクセス（メールが届いたセンター/事業所の方） 

メールアドレスが確認できた場合は、本調査研究へのご協力のお願いを貴センター/事業所の

代表アドレスに送信しております。 

 貴貴セセンンタターー//事事業業所所はは、、下下記記のの記記号号ののウウェェブブフフォォーームムよよりりごご回回答答くくだだささいい。。  

    

 

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

https://www.nivr.jeed.go.jp/ chishiki-skill.html 

ご回答用ウェブフォーム ☆ をクリックしてください。 

★★★★ 

 

今後の本調査研究の予定について 

 本調査研究では、今回の結果に基づき作成した知識・スキルリストの内容を人材育成の観点から

整理するために、所属施設の人材育成を担当されている管理者や現場責任者の方等を対象とした調

査を 2023 年 12 月～2024 年 1 月頃の実施を予定しております。改めて調査協力を依頼する可能性が

ございますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

ウェブフォームの見本 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 下記の方法でもアクセス可能です。 

 障害者職業総合センターのホームページよりアクセス 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より『「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約

のための支援実務者調査」ご回答用ウェブフォーム』をクリック 

 メールに添付したＵＲＬから直接アクセス（メールが届いたセンター/事業所の方） 

メールアドレスが確認できた場合は、本調査研究へのご協力のお願いを貴センター/事業所の

代表アドレスに送信しております。 

 貴貴セセンンタターー//事事業業所所はは、、下下記記のの記記号号ののウウェェブブフフォォーームムよよりりごご回回答答くくだだささいい。。  

    

 

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

https://www.nivr.jeed.go.jp/ chishiki-skill.html 

ご回答用ウェブフォーム ☆ をクリックしてください。 

★★★★ 

 

今後の本調査研究の予定について 

 本調査研究では、今回の結果に基づき作成した知識・スキルリストの内容を人材育成の観点から

整理するために、所属施設の人材育成を担当されている管理者や現場責任者の方等を対象とした調

査を 2023 年 12 月～2024 年 1 月頃の実施を予定しております。改めて調査協力を依頼する可能性が

ございますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

ウェブフォームの見本 
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これ以降、ウェブフォーム記号（Ａ～Ｇ）により、質問項目が異なります。 
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これ以降、ウェブフォーム記号（Ａ～Ｇ）により、質問項目が異なります。 
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この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 

この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 

この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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 これ以降、知識・スキル等の項目を変えながら、Ｐ10～Ｐ20 と同様の質

問を繰り返します。 

質問をする知識・スキル等の項目内容については、お送りした「調査への

ご協力のお願い」の別紙２「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うため

に必要な知識・スキル等リスト（草案）の概要」をご参照下さい。 

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】
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１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】
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 これ以降、知識・スキル等の項目を変えながら、Ｐ10～Ｐ20 と同様の質

問を繰り返します。 

質問をする知識・スキル等の項目内容については、お送りした「調査への

ご協力のお願い」の別紙２「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うため

に必要な知識・スキル等リスト（草案）の概要」をご参照下さい。 

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】

巻末資料４

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】

巻末資料４
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２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援
に取り組む。

b)

利用者のニーズ3) の充足を常に意識して支援に取り組む。
c)

日頃から職業倫理4) を意識して支援を選択・実施する。
d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

3)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考えられることの
総体を指す。

4)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）を指す。これ
らを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場合がある。

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮
しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

No.５

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自
身ができる支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ5) には、その解決に向けて上司・
指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

5)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤状態。例え
ば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかなど。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【具体的内容】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【具体的内容】

利用者中心の支援

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研
究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に
携わる関係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メ
リット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

No.７

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り
組む。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【具体的内容】

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

支援者自身の身体・精神的なケア

【具体的内容】

支援者自身のセルフケア
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２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援
に取り組む。

b)

利用者のニーズ3) の充足を常に意識して支援に取り組む。
c)

日頃から職業倫理4) を意識して支援を選択・実施する。
d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

3)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考えられることの
総体を指す。

4)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）を指す。これ
らを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場合がある。

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮
しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

No.５

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自
身ができる支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ5) には、その解決に向けて上司・
指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

5)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤状態。例え
ば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかなど。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【具体的内容】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【具体的内容】

利用者中心の支援

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研
究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に
携わる関係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メ
リット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

No.７

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り
組む。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【具体的内容】

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

支援者自身の身体・精神的なケア

【具体的内容】

支援者自身のセルフケア
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３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的
配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要
に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相
談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待
の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止
や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上
で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関6) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事
業主に紹介する。

6)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等が該当す
る。

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス9) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、
支援を行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活
用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

7)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

8) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

9) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【具体的内容】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害福祉サービス7) や所得保障に関する社会保障制度8) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向10) や障害者就労に関する動向11) を把握する。
b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等12) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必
要に応じて情報提供する。

10)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

11)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

12)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わり、企業団体
との情報交換等を指す。

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規13) や社会保険制度14) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主と
の相談場面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関
する基本的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識
を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

13)労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣法等を指す。

14)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。

労働関係法規や雇用管理の理解

【具体的内容】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

相談を行う際の基本的な態度

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。
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３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的
配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要
に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相
談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待
の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止
や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上
で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関6) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事
業主に紹介する。

6)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等が該当す
る。

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス9) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、
支援を行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活
用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

7)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

8) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

9) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【具体的内容】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害福祉サービス7) や所得保障に関する社会保障制度8) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向10) や障害者就労に関する動向11) を把握する。
b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等12) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必
要に応じて情報提供する。

10)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

11)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

12)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わり、企業団体
との情報交換等を指す。

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規13) や社会保険制度14) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主と
の相談場面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関
する基本的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識
を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

13)労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣法等を指す。

14)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。

労働関係法規や雇用管理の理解

【具体的内容】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

相談を行う際の基本的な態度

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法15) やツール16) を用いて伝える。
15)文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

16)チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境17) を選んで相談を行う。
b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考
慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを
勘案して、適切なタイミングで行う。

17)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気が考えられ
る。

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い18) 記録・伝達を行う。
c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

18)主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

相手の特性・状況を踏まえた相談

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

【具体的内容】

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の
取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の
不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支
援する。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人
が自己に向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験19) や
振り返りの支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する
気づきが得られるよう支援する。

19)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の職業的な体験
の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【具体的内容】

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

【具体的内容】

グループワークを通した自己理解の深化
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法15) やツール16) を用いて伝える。
15)文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

16)チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境17) を選んで相談を行う。
b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考
慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを
勘案して、適切なタイミングで行う。

17)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気が考えられ
る。

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い18) 記録・伝達を行う。
c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

18)主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

相手の特性・状況を踏まえた相談

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

【具体的内容】

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の
取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の
不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支
援する。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人
が自己に向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験19) や
振り返りの支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する
気づきが得られるよう支援する。

19)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の職業的な体験
の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【具体的内容】

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

【具体的内容】

グループワークを通した自己理解の深化
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No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験20) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕
事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気
の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

20)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）
等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて
丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・
自己決定できるよう支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考
え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の

考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化21) への動機づけを高め
る。

21)例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えられる。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【具体的内容】

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【具体的内容】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面の
ニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその
背景、必要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等
により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行
力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、
家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要
因を把握する。

No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合
的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害に対する理解や考え方の把握

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【具体的内容】

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【具体的内容】

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【具体的内容】
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No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験20) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕
事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気
の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

20)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）
等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて
丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・
自己決定できるよう支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考
え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の

考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化21) への動機づけを高め
る。

21)例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えられる。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【具体的内容】

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【具体的内容】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面の
ニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその
背景、必要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等
により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行
力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、
家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要
因を把握する。

No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合
的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害に対する理解や考え方の把握

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【具体的内容】

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【具体的内容】

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【具体的内容】
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No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情
報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等
を基づいて把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活におい
てできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス
要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

No.26

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴23) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置な
ど）についての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

22)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

23)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつ
つ、必要な情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報24) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握
する。

24)通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が考えられる。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割22) ・環境や周囲との関係を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

社会生活や職場の環境的側面の把握

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

聞き取りや資料等による情報収集

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言
動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援
について障害者本人と一緒に整理・分析する。

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用
する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能
力を把握する。

25)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職
業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境26) について、障害者本人
と一緒に整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつま
でに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

26)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査25) から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【具体的内容】

心理検査・職業検査の活用

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

行動観察

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有
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No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情
報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等
を基づいて把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活におい
てできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス
要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

No.26

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴23) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置な
ど）についての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

22)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

23)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつ
つ、必要な情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報24) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握
する。

24)通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が考えられる。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割22) ・環境や周囲との関係を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

社会生活や職場の環境的側面の把握

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

聞き取りや資料等による情報収集

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言
動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援
について障害者本人と一緒に整理・分析する。

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用
する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能
力を把握する。

25)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職
業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境26) について、障害者本人
と一緒に整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつま
でに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

26)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査25) から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【具体的内容】

心理検査・職業検査の活用

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

行動観察

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有
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No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス27) 、効果的なツール28) の活用や課題への対処方

法29) に関する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容につ
いて障害者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を
行う。

27)障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

28)就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

29)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手
がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行
う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関

係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用31) した習
得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動
の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

30)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

31)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づくためのタイ
マーの活用等。

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法30) を用いた体系的な支援をすること。

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【具体的内容】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

【具体的内容】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の
日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活
用等の提案や情報提供を行う。

No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守
る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易
く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST32) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援
する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つ
けられるように、支援する。

32)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得られるような
スキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケージであり、原則少人数のグ
ループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

通勤支援
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No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス27) 、効果的なツール28) の活用や課題への対処方

法29) に関する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容につ
いて障害者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を
行う。

27)障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

28)就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

29)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手
がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行
う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関

係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用31) した習
得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動
の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

30)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

31)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づくためのタイ
マーの活用等。

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法30) を用いた体系的な支援をすること。

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【具体的内容】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

【具体的内容】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の
日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活
用等の提案や情報提供を行う。

No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守
る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易
く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST32) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援
する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つ
けられるように、支援する。

32)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得られるような
スキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケージであり、原則少人数のグ
ループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

通勤支援
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No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人
の自己選択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性
に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等と連携して、職場開拓を行う。

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況に
ついて情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法33) をア
ドバイスする。

33)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境34) 、求人のきっかけ、仕事の要求
水準、求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事
内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

34)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

障害者本人の仕事の選択の支援

【具体的内容】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【具体的内容】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類35) の作成に係る
助言・サポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーション
の取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える

必要がないことを障害者本人と確認する36) 。

35)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

36)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、
必要な技能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせ
やハローワーク等の窓口の紹介を行う。

No.41

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業へ
の説明を行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサ
ポート・環境等を整理する。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人の求職活動の支援

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

職場実習の振り返り
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No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人
の自己選択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性
に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等と連携して、職場開拓を行う。

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況に
ついて情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法33) をア
ドバイスする。

33)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境34) 、求人のきっかけ、仕事の要求
水準、求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事
内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

34)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

障害者本人の仕事の選択の支援

【具体的内容】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【具体的内容】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類35) の作成に係る
助言・サポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーション
の取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える

必要がないことを障害者本人と確認する36) 。

35)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

36)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、
必要な技能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせ
やハローワーク等の窓口の紹介を行う。

No.41

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業へ
の説明を行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサ
ポート・環境等を整理する。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人の求職活動の支援

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

職場実習の振り返り
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No.42

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ37) を確認し、必要な配慮・サポートを検討
する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に
選択できるよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体
の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっている
かを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器38) やIT・ICT39) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務
遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本
人と事業主双方に提案する。

37)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

38)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上げソフト、補
聴システム、イヤーマフ等がある。

39)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高めら
れる方法を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がる
ように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請41) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚
が直接話し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化42) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討
する。

40)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

41)自分から困ったことを相談すること。

42)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者40) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【具体的内容】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

No.44

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、
他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、
理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

No.45

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数

のキーパーソン44) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニ
ケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに
寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラル
サポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

43)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

44)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

No.46

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体
制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共
に整理する。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業
主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの
必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている
障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

職場に適応する行動習得のための支援

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場におけるナチュラルサポート43) の形成に向けた職場適応支援

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【具体的内容】
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No.42

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ37) を確認し、必要な配慮・サポートを検討
する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に
選択できるよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体
の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっている
かを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器38) やIT・ICT39) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務
遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本
人と事業主双方に提案する。

37)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

38)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上げソフト、補
聴システム、イヤーマフ等がある。

39)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高めら
れる方法を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がる
ように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請41) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚
が直接話し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化42) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討
する。

40)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

41)自分から困ったことを相談すること。

42)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者40) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【具体的内容】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

No.44

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、
他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、
理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

No.45

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数

のキーパーソン44) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニ
ケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに
寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラル
サポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

43)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

44)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

No.46

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体
制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共
に整理する。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業
主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの
必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている
障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

職場に適応する行動習得のための支援

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場におけるナチュラルサポート43) の形成に向けた職場適応支援

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【具体的内容】
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No.47

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプロ
グラムの提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

No.48

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路につ
いて一緒に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き45) に
ついて助言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給
の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自
分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

45)退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備等がある。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

休職者の職場復帰支援

【具体的内容】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【具体的内容】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニ
ズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行
う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係
に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防
ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

No.50

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法に
ついて一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービ

ス47) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

46)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

47)グループホーム等が考えられる。

No.51

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方
を整理する。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階
的なプロセスを本人と相談する。

職業生活における体調管理の支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

生活設計の相談

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【具体的内容】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源46)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供
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No.47

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプロ
グラムの提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

No.48

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路につ
いて一緒に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き45) に
ついて助言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給
の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自
分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

45)退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備等がある。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

休職者の職場復帰支援

【具体的内容】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【具体的内容】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニ
ズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行
う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係
に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防
ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

No.50

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法に
ついて一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービ

ス47) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

46)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

47)グループホーム等が考えられる。

No.51

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方
を整理する。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階
的なプロセスを本人と相談する。

職業生活における体調管理の支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

生活設計の相談

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【具体的内容】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源46)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供
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No.52

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージ
に対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情
報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、
適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を
把握する。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイ
バーシティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に
応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

No.54

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明48) を
行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

48)障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えられる。

事業主や従業員に対する研修・説明

ライフステージに対応した支援

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【具体的内容】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【具体的内容】

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

No.55

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介す
る。

No.56

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環
境、雇用条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

No.57

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害
者に適した職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準
（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成す
る。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かる
こと、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げること
ができないか検討する。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【具体的内容】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【具体的内容】
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No.52

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージ
に対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情
報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、
適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を
把握する。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイ
バーシティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に
応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

No.54

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明48) を
行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

48)障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えられる。

事業主や従業員に対する研修・説明

ライフステージに対応した支援

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【具体的内容】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【具体的内容】

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

No.55

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介す
る。

No.56

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環
境、雇用条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

No.57

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害
者に適した職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準
（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成す
る。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かる
こと、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げること
ができないか検討する。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【具体的内容】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【具体的内容】
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No.58

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに
当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書
等）を事業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない
作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提
案・提供する。

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域
の実態などを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネット
ワークの立上げや強化を行う。

No.60

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が
理解できるように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と
連携をとる。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

課題分析と解決策の提案

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

【具体的内容】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

No.61

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明
し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がど
のような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議49) 等により、情報集約と合意形成
や役割分担を行う。

49)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援に繋げるため
に行う会議。

No.62

□

a)

ケースマネジメント50) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。
b)

教育や福祉から雇用への移行の現状51) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との
連携を行う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を
持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

50)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ることで本人の職業
生活を支える援助方法。

51)教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題等。

No.63

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等
の理解を得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉
サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

連携機関への経過の説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【具体的内容】

家族等との情報共有
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No.58

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに
当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書
等）を事業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない
作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提
案・提供する。

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域
の実態などを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネット
ワークの立上げや強化を行う。

No.60

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が
理解できるように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と
連携をとる。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

課題分析と解決策の提案

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

【具体的内容】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

No.61

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明
し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がど
のような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議49) 等により、情報集約と合意形成
や役割分担を行う。

49)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援に繋げるため
に行う会議。

No.62

□

a)

ケースマネジメント50) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。
b)

教育や福祉から雇用への移行の現状51) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との
連携を行う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を
持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

50)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ることで本人の職業
生活を支える援助方法。

51)教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題等。

No.63

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等
の理解を得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉
サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

連携機関への経過の説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【具体的内容】

家族等との情報共有
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携
し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

No.65

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有
や情報交換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支
援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

引用文献

文献１

文献２ 小川浩（2000）ジョブコーチとナチュラルサポート, 職業リハビリテーション, 13, 25-31

倉知延章 (2020) 職業リハビリテーションのプロセス, 日本職業リハビリテーション学会 ; 職業リハビリテーション用
語集, やどかり印刷, 106-107

【具体的内容】

障害者雇用に関する周知・啓発

支援人材の育成

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

巻末資料５

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

巻末資料５
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携
し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

No.65

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有
や情報交換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支
援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

引用文献

文献１

文献２ 小川浩（2000）ジョブコーチとナチュラルサポート, 職業リハビリテーション, 13, 25-31
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【具体的内容】

障害者雇用に関する周知・啓発

支援人材の育成

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い
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□

a)
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２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
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No.５

□

a)

b)

c)

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

b)

c)

d)

No.７

□

a)

b) 問題や悩みの相談

３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

b)

c)

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

b)

c)

【要点】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

支援者自身の身体・精神的なケア

【要点】

支援者自身のセルフケア

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【要点】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【要点】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【要点】

情報収集、専門機関への照会

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

b)

c)

d)

3)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

4) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

b)

c)

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

b)

c)

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

b) 支援者の役割と支援内容の説明

c)

d)

相談を行う際の基本的な態度

【要点】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

労働関係法規や雇用管理の理解

【要点】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

障害福祉サービス3) や所得保障に関する社会保障制度4) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【要点】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【要点】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。
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No.５

□

a)

b)

c)

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

b)

c)

d)

No.７

□

a)

b) 問題や悩みの相談

３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

b)

c)

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

b)

c)

【要点】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

支援者自身の身体・精神的なケア

【要点】

支援者自身のセルフケア

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【要点】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【要点】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【要点】

情報収集、専門機関への照会

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

b)

c)

d)

3)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

4) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

b)

c)

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

b)

c)

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

b) 支援者の役割と支援内容の説明

c)

d)

相談を行う際の基本的な態度

【要点】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

労働関係法規や雇用管理の理解

【要点】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

障害福祉サービス3) や所得保障に関する社会保障制度4) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【要点】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【要点】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

c)

d)

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

b) 相手の負担の考慮

c)

d)

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

c)

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

b)

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

b)

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【要点】

【要点】

ストレングスへの着目

相手の特性・状況を踏まえた相談

【要点】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

個人情報の適切な取り扱い

【要点】

本人の同意に基づく情報共有

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【要点】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

c)

No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

c)

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

c)

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

b) 生活面や医療面のニーズの把握

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

d)

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

c)

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【要点】

身辺自立、生活面の把握

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【要点】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【要点】

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

障害者本人の自己探求を促進する支援

【要点】

グループワークを通した自己理解の深化

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【要点】

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

c)

d)

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

b) 相手の負担の考慮

c)

d)

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

c)

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

b)

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

b)

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【要点】

【要点】

ストレングスへの着目

相手の特性・状況を踏まえた相談

【要点】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

個人情報の適切な取り扱い

【要点】

本人の同意に基づく情報共有

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【要点】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

c)

No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

c)

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

c)

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

b) 生活面や医療面のニーズの把握

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

d)

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

c)

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【要点】

身辺自立、生活面の把握

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【要点】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【要点】

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

障害者本人の自己探求を促進する支援

【要点】

グループワークを通した自己理解の深化

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【要点】

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。
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No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

b)

No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

c) 身体機能の制限・程度の把握

d)

No.26

□

a)

b) 職場の人間関係・環境の把握

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握
5) 現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

c)

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

b)

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

b)

6)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【要点】

【要点】

医療機関からの情報収集

行動観察

聞き取りや資料等による情報収集

【要点】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【要点】

障害者本人に生じているストレスの把握

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査6)から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

障害に対する理解や考え方の把握

社会生活や職場の環境的側面の把握

【要点】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【要点】

心理検査・職業検査の活用

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割5)・環境や周囲との関係を把握すること。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

c)

No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

d)

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

b) 行動習得のための環境整備

c)
7) 例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

b)

【要点】

就労支援計画（案）の共有

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【要点】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

【要点】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法7)を用いた体系的な支援をすること。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

【要点】

金銭管理に関する助言や情報提供

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援
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No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

b)

No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

c) 身体機能の制限・程度の把握

d)

No.26

□

a)

b) 職場の人間関係・環境の把握

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握
5) 現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

c)

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

b)

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

b)

6)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【要点】

【要点】

医療機関からの情報収集

行動観察

聞き取りや資料等による情報収集

【要点】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【要点】

障害者本人に生じているストレスの把握

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査6)から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

障害に対する理解や考え方の把握

社会生活や職場の環境的側面の把握

【要点】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【要点】

心理検査・職業検査の活用

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割5)・環境や周囲との関係を把握すること。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

c)

No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

d)

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

b) 行動習得のための環境整備

c)
7) 例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

b)

【要点】

就労支援計画（案）の共有

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【要点】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

【要点】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法7)を用いた体系的な支援をすること。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

【要点】

金銭管理に関する助言や情報提供

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援
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No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

c)

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

b)

1111　　仕仕事事のの選選択択・・求求職職活活動動やや職職場場へへのの移移行行のの支支援援

No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

c) 求人検索方法の説明

d)

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

b)

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

b)

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

b) 採用面接対策の支援

c)

障害者本人の求職活動の支援

【要点】

就職差別と不適切な質問の理解

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人の仕事の選択の支援

【要点】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【要点】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【要点】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

【要点】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【要点】

問題解決スキルの習得の支援

通勤支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

b)

No.41

□

a)

b)

c)

d)

e) 職場実習中の本人と職場への支援

f)

No.42

□

a)

b)

c)

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

e)

f)

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

b)

c)

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
8) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

No.44

□

a)
b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

【要点】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

職場に適応する行動習得のための支援

【要点】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場実習の振り返り

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【要点】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【要点】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【要点】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者8)や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。
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No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

c)

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

b)

1111　　仕仕事事のの選選択択・・求求職職活活動動やや職職場場へへのの移移行行のの支支援援

No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

c) 求人検索方法の説明

d)

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

b)

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

b)

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

b) 採用面接対策の支援

c)

障害者本人の求職活動の支援

【要点】

就職差別と不適切な質問の理解

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人の仕事の選択の支援

【要点】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【要点】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【要点】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

【要点】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【要点】

問題解決スキルの習得の支援

通勤支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

b)

No.41

□

a)

b)

c)

d)

e) 職場実習中の本人と職場への支援

f)

No.42

□

a)

b)

c)

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

e)

f)

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

b)

c)

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
8) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

No.44

□

a)
b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

【要点】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

職場に適応する行動習得のための支援

【要点】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場実習の振り返り

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【要点】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【要点】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【要点】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者8)や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。
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No.45

□

a)

b)

c)

d) 専門的支援のフェイディング

9)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

No.46

□

a)

b)

c)

d)

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

No.47

□

a)

b)

c)

d) 社内サポート体制作りの助言

No.48

□

a)

b)

c)

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

休職者の職場復帰支援

【要点】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【要点】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【要点】

職場におけるナチュラルサポート9) の形成に向けた職場適応支援

【要点】

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

b)

c)

d) 体調不良時の対処に関する支援

No.50

□

a)

b)

c) 住居の確保に向けた情報提供

10)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

No.51

□

a)

b) 生活設計に関する相談

No.52

□

a)

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

b)

c)

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【要点】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

【要点】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【要点】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源10)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供

職業生活における体調管理の支援

【要点】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

ライフステージに対応した支援

【要点】
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No.45

□

a)

b)

c)

d) 専門的支援のフェイディング

9)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

No.46

□

a)

b)

c)

d)

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

No.47

□

a)

b)

c)

d) 社内サポート体制作りの助言

No.48

□

a)

b)

c)

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

休職者の職場復帰支援

【要点】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【要点】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【要点】

職場におけるナチュラルサポート9) の形成に向けた職場適応支援

【要点】

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

b)

c)

d) 体調不良時の対処に関する支援

No.50

□

a)

b)

c) 住居の確保に向けた情報提供

10)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

No.51

□

a)

b) 生活設計に関する相談

No.52

□

a)

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

b)

c)

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【要点】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

【要点】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【要点】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源10)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供

職業生活における体調管理の支援

【要点】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

ライフステージに対応した支援

【要点】
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No.54

□

a)

b)

c) 企業同士の情報交換の促進

No.55

□

a)

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

No.56

□

a)

b)

c) 職場環境・職務の調整

No.57

□

a)

b)

ｃ) 職務の再構成

ｄ)

No.58

□

a)

b)

c)

d) 作業手順の見える化

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【要点】

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

事業主や従業員に対する研修・説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【要点】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【要点】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【要点】

課題分析と解決策の提案

【要点】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

b)

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

No.60

□

a)

b) 医療機関等との適切な連携

No.61

□

a)

b)

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

No.62

□

a)

b)

c)

d) 進捗状況の適宜共有

No.63

□

a)

b) 家族のニーズに応じた情報提供

連携機関への経過の説明

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【要点】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【要点】

家族等との情報共有

【要点】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【要点】

社会資源に関する情報提供

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【要点】

連携機関へのケース概要の端的な説明

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り
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No.54

□

a)

b)

c) 企業同士の情報交換の促進

No.55

□

a)

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

No.56

□

a)

b)

c) 職場環境・職務の調整

No.57

□

a)

b)

ｃ) 職務の再構成

ｄ)

No.58

□

a)

b)

c)

d) 作業手順の見える化

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【要点】

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

事業主や従業員に対する研修・説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【要点】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【要点】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【要点】

課題分析と解決策の提案

【要点】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

b)

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

No.60

□

a)

b) 医療機関等との適切な連携

No.61

□

a)

b)

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

No.62

□

a)

b)

c)

d) 進捗状況の適宜共有

No.63

□

a)

b) 家族のニーズに応じた情報提供

連携機関への経過の説明

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【要点】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【要点】

家族等との情報共有

【要点】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【要点】

社会資源に関する情報提供

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【要点】

連携機関へのケース概要の端的な説明

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□

a)

b) パンフレットやホームページの活用

No.65

□

a)

b)

c) 地域支援機関への助言・援助

引用文献

文献１

文献２ 小川浩（2000）ジョブコーチとナチュラルサポート, 職業リハビリテーション, 13, 25-31

倉知延章 (2020) 職業リハビリテーションのプロセス, 日本職業リハビリテーション学会 ; 職業リハビリテーション用
語集, やどかり印刷, 106-107

【要点】

障害者雇用に関する周知・啓発

支援人材の育成

【要点】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。

 

 

 

調査協力依頼内容 

 

 

 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 

 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の習得に

関して、その優優先先度度やや有有効効なな人人材材育育成成のの方方法法を明らかにすることを目的としております。 

 この結果は、今後の全国的な研研修修等等ののあありり方方のの検検討討や、就労支援実務者や人材育成担当者の

専専門門性性向向上上へへのの共共通通認認識識づづくくりり、人人材材育育成成のの方方法法をを検検討討するための基礎資料として活用されま

す。 

＊ 本調査における「必要な知識・スキル等」とは、就労支援の多様な成果に向けて欠かす

ことができないと考えられる知識・スキル・理念・態度を指しています。 

＊ 別添に、本調査の過程で整理した「必要な知識・スキル等」の内容の概要を記載してお

ります。調査内容をイメージしていただくに当たり、必要に応じてご活用ください。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 貴事業所において就就労労支支援援実実務務者者のの人人材材育育成成をを担担当当されている方１１名名。 

＊ 障害者就労支援に従事する貴事業所の職員/社員の支援実務に関して助言や実務指導等の

役割を担っている管理者、実務責任者、経験豊富な実務者を想定しています。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲で

ご回答ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くだ

さい。Web フォームは、裏裏面面にに記記載載ししたた UURRLL よよりりアアククセセススしし、、パパススワワーードドをを入入力力して始めてく

ださい。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

 

４ 回答期限 

 令令和和６６年年１１月月３３１１日日（（水水））までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

知識・スキル

「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得のの優優先先度度とと

方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」  

調調査査協協力力依依頼頼内内容容  

巻末資料６ 
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成
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本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の習得に
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す。 

＊ 本調査における「必要な知識・スキル等」とは、就労支援の多様な成果に向けて欠かす

ことができないと考えられる知識・スキル・理念・態度を指しています。 

＊ 別添に、本調査の過程で整理した「必要な知識・スキル等」の内容の概要を記載してお

ります。調査内容をイメージしていただくに当たり、必要に応じてご活用ください。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 貴事業所において就就労労支支援援実実務務者者のの人人材材育育成成をを担担当当されている方１１名名。 

＊ 障害者就労支援に従事する貴事業所の職員/社員の支援実務に関して助言や実務指導等の

役割を担っている管理者、実務責任者、経験豊富な実務者を想定しています。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲で

ご回答ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くだ

さい。Web フォームは、裏裏面面にに記記載載ししたた UURRLL よよりりアアククセセススしし、、パパススワワーードドをを入入力力して始めてく

ださい。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

 

４ 回答期限 

 令令和和６６年年１１月月３３１１日日（（水水））までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

知識・スキル

「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得のの優優先先度度とと

方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」  

調調査査協協力力依依頼頼内内容容  
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 障害者職業総合センターのホームページに直接アクセスして 

いただくことも可能です。 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得

のの優優先先度度とと方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」をクリック  

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に

基づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公

表（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 

 

 

本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

 
https://www.nivr.jeed.go.jp/chishiki-skill-2nd.html 

★★★★ 

 

ＷＥＢ調査フォームの見本（抜粋） 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 障害者職業総合センターのホームページに直接アクセスして 

いただくことも可能です。 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得

のの優優先先度度とと方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」をクリック  

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に

基づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公

表（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 

 

 

本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

 
https://www.nivr.jeed.go.jp/chishiki-skill-2nd.html 

★★★★ 

 

ＷＥＢ調査フォームの見本（抜粋） 

 

 

 

－ 323 －



 

 

 

 

 
 

 

－ 324 －



 

 

 

 

 
 

 

－ 325 －



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

－ 326 －



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

－ 327 －



 

 
 

 

 

 
  

問Ａで☑した事業の種類に応じて事業名が表示されます。 
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問Ａで☑した事業の種類に応じて事業名が表示されます。 
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以下、「必要な知識・スキル等」の内容をランダムに提示し、同じ質問をします。 
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以下、「必要な知識・スキル等」の内容をランダムに提示し、同じ質問をします。 

－ 333 －



 

 
 

 

 

 

 

－ 334 －



 

 
 

 

 

 

 

－ 335 －



 

 
  

 

 
以下は省略しますが、「必要な知識・スキル等」の内容（貴センター/事業所に郵送した

調査依頼文書の別添参照）の残りの項目についても同じ質問を繰り返します。 
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以下は省略しますが、「必要な知識・スキル等」の内容（貴センター/事業所に郵送した

調査依頼文書の別添参照）の残りの項目についても同じ質問を繰り返します。 
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ご回答いただいた内容が、一定の条件と合致した場合に、ヒアリング調査へのご協力をお願

いする場合があります。 

ご協力いただける場合は、ＷＥＢフォームの該当箇所に、所定の内容をご記入いただきます

ようお願いします。 
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ご回答いただいた内容が、一定の条件と合致した場合に、ヒアリング調査へのご協力をお願

いする場合があります。 

ご協力いただける場合は、ＷＥＢフォームの該当箇所に、所定の内容をご記入いただきます

ようお願いします。 
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 １１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方
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１１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方
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 １１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方
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１１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

巻末資料７
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●

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援に取り組
む。

b)

利用者のニーズ1) の充足を常に意識して支援に取り組む。

c)

日頃から職業倫理2) を意識して支援を選択・実施する。

d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

1)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考え
られることの総体を指す。

2)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）
を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場
合がある。

●

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提
供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要に応じて
事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待の懸念が
あった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

●

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境3) を選んで相談を行う。

b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを勘案し
て、適切なタイミングで行う。

3)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気
が考えられる。

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待防
止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

相手の特性・状況を踏まえた相談

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特
性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。

【具体的内容】

固定観念に捉われない支援の取組

利用者中心の支援

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

●

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面のニーズや、
健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその背景、必
要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等により、
能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

●

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り組む。

●

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法4) やツール5) を用いて伝える。

4) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

5) チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

【具体的内容】

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

支援者自身のセルフケア

支援者自身の身体・精神的なケア

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要な支援や
環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

【具体的内容】

強みや能力の把握
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●

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援に取り組
む。

b)

利用者のニーズ1) の充足を常に意識して支援に取り組む。

c)

日頃から職業倫理2) を意識して支援を選択・実施する。

d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

1)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考え
られることの総体を指す。

2)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）
を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場
合がある。

●

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提
供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要に応じて
事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待の懸念が
あった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

●

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境3) を選んで相談を行う。

b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを勘案し
て、適切なタイミングで行う。

3)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気
が考えられる。

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待防
止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

相手の特性・状況を踏まえた相談

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特
性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。

【具体的内容】

固定観念に捉われない支援の取組

利用者中心の支援

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

●

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面のニーズや、
健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその背景、必
要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等により、
能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

●

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り組む。

●

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法4) やツール5) を用いて伝える。

4) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

5) チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

【具体的内容】

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

支援者自身のセルフケア

支援者自身の身体・精神的なケア

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要な支援や
環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

【具体的内容】

強みや能力の把握
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●

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて丁寧に説
明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・自己決定できるよ
う支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考え方を、
分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の考え方を

確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化6) への動機づけを高める。

6)
例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えら
れる。

●

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い7) 記録・伝達を行う。

c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

7) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

●

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス8) 、効果的なツール9) の活用や課題への対処方法10) に関
する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容について障害
者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を行う。

8) 障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

9) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

10)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定と、
その後の定期的な見直しを行うこと。

目標の達成度や達成状況のモニタリング

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

分かり易い記録・伝達

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。

【具体的内容】

利用者を意識した言葉の使用

●

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職業選択の
可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境11) について、障害者本人と一緒に
整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつまでに・誰
が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

11)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

●

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・条件・内
容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難12)については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人のできること

や社会・環境との相互作用13)として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行う。

12)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類
(ICF)における、「活動制限」「参加制約」に該当する。

13)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」
の相互作用の影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に
準じている。

●

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守る、報告・
連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST14) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つけられる
ように、支援する。

14)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得
られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケー
ジであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケーション・
問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

障害についての基本的理解

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有

【具体的内容】

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の
背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画（案）を共有する
こと。

障害者が働くに当たっての様々な困難12) については、個人と社会・環境との相互作用13) の問題として捉
え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。
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●

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて丁寧に説
明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・自己決定できるよ
う支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考え方を、
分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の考え方を

確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化6) への動機づけを高める。

6)
例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えら
れる。

●

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い7) 記録・伝達を行う。

c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

7) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

●

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス8) 、効果的なツール9) の活用や課題への対処方法10) に関
する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容について障害
者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を行う。

8) 障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

9) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

10)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定と、
その後の定期的な見直しを行うこと。

目標の達成度や達成状況のモニタリング

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

分かり易い記録・伝達

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。

【具体的内容】

利用者を意識した言葉の使用

●

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職業選択の
可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境11) について、障害者本人と一緒に
整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつまでに・誰
が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

11)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

●

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・条件・内
容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難12)については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人のできること

や社会・環境との相互作用13)として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行う。

12)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類
(ICF)における、「活動制限」「参加制約」に該当する。

13)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」
の相互作用の影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に
準じている。

●

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守る、報告・
連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST14) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つけられる
ように、支援する。

14)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得
られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケー
ジであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケーション・
問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

障害についての基本的理解

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有

【具体的内容】

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の
背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画（案）を共有する
こと。

障害者が働くに当たっての様々な困難12) については、個人と社会・環境との相互作用13) の問題として捉
え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。
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●

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自身ができ
る支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ15) には、その解決に向けて上司・指導担
当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

15)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤
状態。例えば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかな
ど。

●

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等の理解を
得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉サービス
や家族会等の社会資源の情報提供を行う。

●

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の日常生活
面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活用等の提
案や情報提供を行う。

【具体的内容】

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

家族等との連携

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行う
こと。

【具体的内容】

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身が
できる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

家族等との情報共有

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する助言や情
報提供を行うこと。

２２　　地地域域のの企企業業やや関関係係機機関関ととのの関関係係構構築築とと障障害害者者雇雇用用のの周周知知・・啓啓発発

●

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携し、障害者
雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

●

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向16) や障害者就労に関する動向17) を把握する。

b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等18) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必要に応じ
て情報提供する。

16)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

17)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

18)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わ
り、企業団体との情報交換等を指す。

●

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有や情報交
換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支援の実施
に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

障害者雇用に関する周知・啓発

企業経営や労働市場の動向把握

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

支援人材の育成

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的
に情報共有や研修等を行い協力をすること。

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企
業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

【具体的内容】
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●

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自身ができ
る支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ15) には、その解決に向けて上司・指導担
当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

15)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤
状態。例えば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかな
ど。

●

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等の理解を
得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉サービス
や家族会等の社会資源の情報提供を行う。

●

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の日常生活
面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活用等の提
案や情報提供を行う。

【具体的内容】

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

家族等との連携

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行う
こと。

【具体的内容】

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身が
できる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

家族等との情報共有

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する助言や情
報提供を行うこと。

２２　　地地域域のの企企業業やや関関係係機機関関ととのの関関係係構構築築とと障障害害者者雇雇用用のの周周知知・・啓啓発発

●

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携し、障害者
雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

●

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向16) や障害者就労に関する動向17) を把握する。

b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等18) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必要に応じ
て情報提供する。

16)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

17)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

18)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わ
り、企業団体との情報交換等を指す。

●

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有や情報交
換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支援の実施
に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

障害者雇用に関する周知・啓発

企業経営や労働市場の動向把握

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

支援人材の育成

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的
に情報共有や研修等を行い協力をすること。

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企
業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

【具体的内容】
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●

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や合理的
配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上で、必要に
応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関19) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事業主に
紹介する。

19)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等が該当する。

●

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域の実態な
どを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネットワークの
立上げや強化を行う。

●

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を把握す
る。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイバーシ
ティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に応じて企
業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

【具体的内容】

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス
等の有益な情報を提供すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場への参
加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

●

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規20) や社会保険制度21) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主との相談場
面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関する基本
的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識を基に、
業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

20)
労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣
法等を指す。

21)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

●

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究成果な
どに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に携わる関
係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メリット・
デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

●

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、必要な技
能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせやハロー
ワーク等の窓口の紹介を行う。

労働関係法規や雇用管理の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

【具体的内容】

企業の雇用管理の理解

最新情報の収集と自己研鑽

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。

【具体的内容】

情報通信技術の活用

労働安全衛生管理や人間工学の理解

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に係るサー
ビスの利用に向けた情報提供を行うこと。

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供
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●

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や合理的
配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上で、必要に
応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関19) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事業主に
紹介する。

19)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等が該当する。

●

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域の実態な
どを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネットワークの
立上げや強化を行う。

●

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を把握す
る。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイバーシ
ティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に応じて企
業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

【具体的内容】

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス
等の有益な情報を提供すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場への参
加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

●

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規20) や社会保険制度21) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主との相談場
面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関する基本
的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識を基に、
業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

20)
労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣
法等を指す。

21)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

●

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究成果な
どに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に携わる関
係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メリット・
デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

●

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、必要な技
能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせやハロー
ワーク等の窓口の紹介を行う。

労働関係法規や雇用管理の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

【具体的内容】

企業の雇用管理の理解

最新情報の収集と自己研鑽

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。

【具体的内容】

情報通信技術の活用

労働安全衛生管理や人間工学の理解

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に係るサー
ビスの利用に向けた情報提供を行うこと。

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供
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●

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明22) を行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

22)
障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えら
れる。

●

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス25) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、支援を
行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活用すると
ともに、相談窓口の紹介を行う。

23)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労
移行支援等の訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医
療等がある。

24)厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

25)就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

●

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法について一
緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービス27) 利
用に向けた相談窓口の紹介を行う。

26)
支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技
術等を指す。

27)グループホーム等が考えられる。

余暇活動のニーズ把握と情報提供

事業主のニーズや懸念事項の把握

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源26) の開拓・
情報提供を行うこと。

【具体的内容】

ワークライフバランスに関する相談

所得保障に関する社会保障制度の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報交換等の
機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

【具体的内容】

事業主や従業員に対する研修・説明

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

障害福祉サービス23) や所得保障に関する社会保障制度24) についての基礎的事項を理解し、情報提供を行
うこと。

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

●

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確立、充実
感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現のため
に、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性を理解して、障
害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

●

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手がかりを
与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関係者（同

僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用29) した習得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動の習得度
等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

28)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

29)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づ
くためのタイマーの活用等。

●

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環境、雇用
条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊重し
合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上で、障害者の権利擁
護や事業主等への支援に取り組むこと。

【具体的内容】

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法28) を用いた体系的な支援をすること。

【具体的内容】

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行う。

フェイディング

職場・職務の調整支援

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務の調整を
提案すること。

【具体的内容】

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者本人の能力・特性・興味の説明
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●

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明22) を行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

22)
障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えら
れる。

●

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス25) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、支援を
行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活用すると
ともに、相談窓口の紹介を行う。

23)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労
移行支援等の訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医
療等がある。

24)厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

25)就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

●

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法について一
緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービス27) 利
用に向けた相談窓口の紹介を行う。

26)
支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技
術等を指す。

27)グループホーム等が考えられる。

余暇活動のニーズ把握と情報提供

事業主のニーズや懸念事項の把握

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源26) の開拓・
情報提供を行うこと。

【具体的内容】

ワークライフバランスに関する相談

所得保障に関する社会保障制度の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報交換等の
機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

【具体的内容】

事業主や従業員に対する研修・説明

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

障害福祉サービス23) や所得保障に関する社会保障制度24) についての基礎的事項を理解し、情報提供を行
うこと。

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

●

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確立、充実
感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現のため
に、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性を理解して、障
害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

●

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手がかりを
与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関係者（同

僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用29) した習得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動の習得度
等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

28)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

29)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づ
くためのタイマーの活用等。

●

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環境、雇用
条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊重し
合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上で、障害者の権利擁
護や事業主等への支援に取り組むこと。

【具体的内容】

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法28) を用いた体系的な支援をすること。

【具体的内容】

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行う。

フェイディング

職場・職務の調整支援

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務の調整を
提案すること。

【具体的内容】

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者本人の能力・特性・興味の説明
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３３　　職職場場適適応応・・定定着着ののたためめのの障障害害者者本本人人とと企企業業双双方方へへのの支支援援

●

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高められる方法
を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がるように障
害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請31) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚が直接話
し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化32) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討する。

30)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

31)自分から困ったことを相談すること。

32)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

●

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業への説明を
行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサポート・
環境等を整理する。

●

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介する。

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための
支援を行うこと。

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、雇用管
理のポイントを分かり易く説明すること。

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場実習の支援事業の説明

職場実習の振り返り

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人

と職場の管理者30) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

●

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路について一緒
に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き33) について助
言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給の仕方等
の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自分に適し
た仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

33)
退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備
等がある。

●

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムー
ズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がどのような
支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議34) 等により、情報集約と合意形成や役割分
担を行う。

34)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援
に繋げるために行う会議。

●

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体制、要求
内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共に整理す
る。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業主、家族、
関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの必要性を
見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている障害者同
士の交流の機会を提供又は紹介する。

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

定期的な職場訪問とモニタリング

フォローアップ

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャリアアッ
プ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

【具体的内容】

キャリアアップ等に向けたステップの整理

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

退職と再就職に向けた支援

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後に必要と
なるサポートについての情報提供等を行うこと。

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行う
こと。

【具体的内容】

連携機関への経過の説明
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●

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高められる方法
を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がるように障
害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請31) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚が直接話
し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化32) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討する。

30)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

31)自分から困ったことを相談すること。

32)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

●

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業への説明を
行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサポート・
環境等を整理する。

●

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介する。

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための
支援を行うこと。

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、雇用管
理のポイントを分かり易く説明すること。

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場実習の支援事業の説明

職場実習の振り返り

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人

と職場の管理者30) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

●

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路について一緒
に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き33) について助
言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給の仕方等
の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自分に適し
た仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

33)
退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備
等がある。

●

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムー
ズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がどのような
支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議34) 等により、情報集約と合意形成や役割分
担を行う。

34)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援
に繋げるために行う会議。

●

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体制、要求
内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共に整理す
る。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業主、家族、
関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの必要性を
見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている障害者同
士の交流の機会を提供又は紹介する。

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

定期的な職場訪問とモニタリング

フォローアップ

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャリアアッ
プ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

【具体的内容】

キャリアアップ等に向けたステップの整理

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

退職と再就職に向けた支援

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後に必要と
なるサポートについての情報提供等を行うこと。

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行う
こと。

【具体的内容】

連携機関への経過の説明
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●

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害者に適し
た職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準（正確
性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成する。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かること、今
後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げることができないか検討
する。

●

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境35) 、求人のきっかけ、仕事の要求水準、
求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事内容につ
いて情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

35)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

●

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、他の従業
員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、理由を丁
寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

●

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに当たり課
題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書等）を事
業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない作業の工
程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提案・提供す
る。

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

職場に適応する行動習得のための支援

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている
役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

課題分析と解決策の提案

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務の再構
成・創出を行うこと。

【具体的内容】

職務の情報収集

職務の創出

求人とのマッチングのための職場の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める条件等の
情報収集を行うこと。

【具体的内容】

職務分析の実施

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール
等の提供を行うこと。

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

●

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が理解でき
るように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と連携をと
る。

●

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人の自己選
択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性に合った
求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等と連携
して、職場開拓を行う。

●

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプログラムの
提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

休職者の職場復帰支援

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施
や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

【具体的内容】

職場開拓

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。

【具体的内容】

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介す
ること。

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

障害者本人の仕事の選択の支援
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●

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害者に適し
た職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準（正確
性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成する。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かること、今
後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げることができないか検討
する。

●

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境35) 、求人のきっかけ、仕事の要求水準、
求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事内容につ
いて情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

35)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

●

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、他の従業
員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、理由を丁
寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

●

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに当たり課
題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書等）を事
業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない作業の工
程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提案・提供す
る。

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

職場に適応する行動習得のための支援

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている
役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

課題分析と解決策の提案

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務の再構
成・創出を行うこと。

【具体的内容】

職務の情報収集

職務の創出

求人とのマッチングのための職場の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める条件等の
情報収集を行うこと。

【具体的内容】

職務分析の実施

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール
等の提供を行うこと。

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

●

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が理解でき
るように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と連携をと
る。

●

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人の自己選
択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性に合った
求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等と連携
して、職場開拓を行う。

●

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプログラムの
提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

休職者の職場復帰支援

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施
や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

【具体的内容】

職場開拓

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。

【具体的内容】

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介す
ること。

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

障害者本人の仕事の選択の支援
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●

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ36) を確認し、必要な配慮・サポートを検討する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に選択でき
るよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体の生産性
向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっているかを支援
者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器37) やIT・ICT38) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務遂行に
役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本人と事業
主双方に提案する。

36)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

37)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上
げソフト、補聴システム、イヤーマフ等がある。

38)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

●

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況について情
報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法39) をアドバイス
する。

39)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて意思決定
や事業主への説明ができるよう支援すること。

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

配慮事項の障害者本人の選択の支援

合理的配慮に係る話し合いの調整

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

ユニバーサルデザインの検討・提案

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配慮の提供
について調整すること。

【具体的内容】

障害者本人及び事業主のニーズ把握

●

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数のキー

パーソン41) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニケーション
のきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに寄り添
い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラルサポート
形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

40)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含
む）、障害のある人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供す
ること」（文献２より引用）。

41)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

●

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類42) の作成に係る助言・サ
ポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーションの取り
方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える必要がな

いことを障害者本人と確認する43) 。

42)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

43)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

●

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

職場におけるナチュラルサポート40) の形成に向けた職場適応支援

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するとともに、上
司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

通勤支援

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

障害者本人の求職活動の支援

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募書類の作
成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用
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●

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ36) を確認し、必要な配慮・サポートを検討する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に選択でき
るよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体の生産性
向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっているかを支援
者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器37) やIT・ICT38) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務遂行に
役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本人と事業
主双方に提案する。

36)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

37)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上
げソフト、補聴システム、イヤーマフ等がある。

38)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

●

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況について情
報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法39) をアドバイス
する。

39)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて意思決定
や事業主への説明ができるよう支援すること。

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

配慮事項の障害者本人の選択の支援

合理的配慮に係る話し合いの調整

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

ユニバーサルデザインの検討・提案

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配慮の提供
について調整すること。

【具体的内容】

障害者本人及び事業主のニーズ把握

●

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数のキー

パーソン41) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニケーション
のきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに寄り添
い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラルサポート
形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

40)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含
む）、障害のある人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供す
ること」（文献２より引用）。

41)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

●

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類42) の作成に係る助言・サ
ポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーションの取り
方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える必要がな

いことを障害者本人と確認する43) 。

42)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

43)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

●

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

職場におけるナチュラルサポート40) の形成に向けた職場適応支援

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するとともに、上
司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

通勤支援

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

障害者本人の求職活動の支援

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募書類の作
成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用
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●

□

a)

ケースマネジメント44) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)

教育や福祉から雇用への移行の現状45) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との連携を行
う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を持ち、関
係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

44)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ること
で本人の職業生活を支える援助方法。

45)
教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題
等。

●

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつつ、必要な
情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報46) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握する。

46)
通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が
考えられる。

関係機関との協同関係の構築

関係機関とのチーム支援

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、
チーム支援を行うこと。

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

聞き取りや資料等による情報収集

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提
供などにより、情報を適切に収集すること。

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

４４　　障障害害者者本本人人のの自自己己理理解解とと自自信信向向上上のの支支援援

●

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言動（思
考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援について
障害者本人と一緒に整理・分析する。

●

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支援する。

●

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人が自己に
向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験47) や振り返り
の支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する気づきが
得られるよう支援する。

47)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の
職業的な体験の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

●

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験48) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕事・働き方
を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気の悪化な
ど）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

48)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所にお
ける作業等）等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援するこ
と。

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用
した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

【具体的内容】

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

グループワークを通した自己理解の深化

【具体的内容】

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中で
の自己の理解を深める支援を行うこと。

【具体的内容】

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技
能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

行動観察
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●

□

a)

ケースマネジメント44) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)

教育や福祉から雇用への移行の現状45) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との連携を行
う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を持ち、関
係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

44)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ること
で本人の職業生活を支える援助方法。

45)
教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題
等。

●

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつつ、必要な
情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報46) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握する。

46)
通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が
考えられる。

関係機関との協同関係の構築

関係機関とのチーム支援

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、
チーム支援を行うこと。

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

聞き取りや資料等による情報収集

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提
供などにより、情報を適切に収集すること。

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

４４　　障障害害者者本本人人のの自自己己理理解解とと自自信信向向上上のの支支援援

●

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言動（思
考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援について
障害者本人と一緒に整理・分析する。

●

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支援する。

●

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人が自己に
向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験47) や振り返り
の支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する気づきが
得られるよう支援する。

47)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の
職業的な体験の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

●

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験48) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕事・働き方
を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気の悪化な
ど）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

48)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所にお
ける作業等）等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援するこ
と。

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用
した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

【具体的内容】

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

グループワークを通した自己理解の深化

【具体的内容】

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中で
の自己の理解を深める支援を行うこと。

【具体的内容】

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技
能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

行動観察
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●

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行力と必要
な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、家族等か
らの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握
する。

●

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整
理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

●

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情報や行動
観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等を基づい
て把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活においてできる
こと（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要因を総
合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども含めた
総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

【具体的内容】

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を
様々な情報から把握すること。

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

障害に対する理解や考え方の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等を障害者
本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

●

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴50) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置など）につ
いての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

49)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

50)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

●

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能力を把握
する。

51)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプ
ル法等を指す。

●

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニズムを説
明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係に気づ
き、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防ぐ方法等
について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

専門的なアセスメントツールの活用

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査51) から得られた情報を活用して、障害
者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

心理検査・職業検査の活用

職業生活における体調管理の支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法に
気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

【具体的内容】

生活習慣に関する支援

通院・服薬管理に関する支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

社会生活や職場の環境的側面の把握

障害者本人の社会生活や職場の中での役割49) ・環境や周囲との関係を把握すること。

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
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●

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行力と必要
な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、家族等か
らの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握
する。

●

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整
理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

●

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情報や行動
観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等を基づい
て把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活においてできる
こと（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要因を総
合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども含めた
総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

【具体的内容】

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を
様々な情報から把握すること。

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

障害に対する理解や考え方の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等を障害者
本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

●

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴50) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置など）につ
いての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

49)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

50)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

●

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能力を把握
する。

51)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプ
ル法等を指す。

●

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニズムを説
明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係に気づ
き、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防ぐ方法等
について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

専門的なアセスメントツールの活用

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査51) から得られた情報を活用して、障害
者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

心理検査・職業検査の活用

職業生活における体調管理の支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法に
気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

【具体的内容】

生活習慣に関する支援

通院・服薬管理に関する支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

社会生活や職場の環境的側面の把握

障害者本人の社会生活や職場の中での役割49) ・環境や周囲との関係を把握すること。

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
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●

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方を整理す
る。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階的なプロ
セスを本人と相談する。

●

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージに対応し
た本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、適切な関
係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ライフステージに対応した支援

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調
整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋につ
いて相談を行うこと。

◎◎研研修修ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解
障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、
働く機会・条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があるこ
とを理解する。

b)個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解
障害者の就労上の困難については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の
本人のできることや社会・環境との相互作用として捉え、個人と社会・環境双
方への支援を行う。

a)働くことの意義の理解
働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役
割意識の確立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援
に取り組む。

b)ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の
理解
すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や
職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職
場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取
り組む。

a)固定概念に捉われない支援の取組
障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除
せずに支援に取り組む。

b)利用者中心の支援
利用者のニーズの充足を常に意識して支援に取り組む。

c)職業倫理の意識
日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施する。

d)個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

a)支援者自身のセルフケア
支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整え
る。

b)問題や悩みの相談
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら
支援に取り組む。

NNoo..77

支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精
神神的的ななケケアア：：支支援援者者自自
身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケ
アアをを行行いいつつつつ、、支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

研研修修やや助助言言・・援援助助等等をを検検討討ででききるるチチェェッッククリリスストト（（試試案案））

①①  研研修修をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1188項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..11

障障害害ににつついいててのの基基本本的的
理理解解：：障障害害者者がが働働くくにに
当当たたっっててのの様様々々なな困困難難
ににつついいててはは、、個個人人とと社社
会会・・環環境境ととのの相相互互作作用用
のの問問題題ととししてて捉捉ええ、、個個
人人とと社社会会・・環環境境双双方方へへ
のの支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..22

障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権
利利擁擁護護・・共共生生社社会会実実現現
のの理理解解：：障障害害のの有有無無やや
程程度度にに関関わわららずず、、働働くく
ここととににはは重重要要なな意意義義がが
あありり、、すすべべててのの人人がが相相
互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重
しし合合いいななががらら生生活活やや仕仕
事事ががででききるる社社会会やや職職場場
のの実実現現をを目目指指すすここととのの
必必要要性性をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者のの権権利利擁擁護護
やや事事業業主主等等へへのの支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

NNoo..33

支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構
ええとと倫倫理理意意識識：：支支援援者者
自自身身がが倫倫理理観観をを身身ににつつ
けけ、、偏偏見見をを排排しし、、利利用用
者者ののニニーーズズ充充足足をを意意識識
ししてて支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

巻末資料８
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●

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方を整理す
る。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階的なプロ
セスを本人と相談する。

●

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージに対応し
た本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、適切な関
係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ライフステージに対応した支援

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調
整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋につ
いて相談を行うこと。

◎◎研研修修ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解
障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、
働く機会・条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があるこ
とを理解する。

b)個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解
障害者の就労上の困難については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の
本人のできることや社会・環境との相互作用として捉え、個人と社会・環境双
方への支援を行う。

a)働くことの意義の理解
働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役
割意識の確立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援
に取り組む。

b)ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の
理解
すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や
職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職
場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取
り組む。

a)固定概念に捉われない支援の取組
障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除
せずに支援に取り組む。

b)利用者中心の支援
利用者のニーズの充足を常に意識して支援に取り組む。

c)職業倫理の意識
日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施する。

d)個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

a)支援者自身のセルフケア
支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整え
る。

b)問題や悩みの相談
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら
支援に取り組む。

NNoo..77

支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精
神神的的ななケケアア：：支支援援者者自自
身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケ
アアをを行行いいつつつつ、、支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

研研修修やや助助言言・・援援助助等等をを検検討討ででききるるチチェェッッククリリスストト（（試試案案））

①①  研研修修をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1188項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..11

障障害害ににつついいててのの基基本本的的
理理解解：：障障害害者者がが働働くくにに
当当たたっっててのの様様々々なな困困難難
ににつついいててはは、、個個人人とと社社
会会・・環環境境ととのの相相互互作作用用
のの問問題題ととししてて捉捉ええ、、個個
人人とと社社会会・・環環境境双双方方へへ
のの支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..22

障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権
利利擁擁護護・・共共生生社社会会実実現現
のの理理解解：：障障害害のの有有無無やや
程程度度にに関関わわららずず、、働働くく
ここととににはは重重要要なな意意義義がが
あありり、、すすべべててのの人人がが相相
互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重
しし合合いいななががらら生生活活やや仕仕
事事ががででききるる社社会会やや職職場場
のの実実現現をを目目指指すすここととのの
必必要要性性をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者のの権権利利擁擁護護
やや事事業業主主等等へへのの支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

NNoo..33

支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構
ええとと倫倫理理意意識識：：支支援援者者
自自身身がが倫倫理理観観をを身身ににつつ
けけ、、偏偏見見をを排排しし、、利利用用
者者ののニニーーズズ充充足足をを意意識識
ししてて支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

巻末資料８

◎◎研研修修ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解
障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、
働く機会・条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があるこ
とを理解する。

b)個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解
障害者の就労上の困難については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の
本人のできることや社会・環境との相互作用として捉え、個人と社会・環境双
方への支援を行う。

a)働くことの意義の理解
働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役
割意識の確立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援
に取り組む。

b)ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の
理解
すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や
職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職
場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取
り組む。

a)固定概念に捉われない支援の取組
障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除
せずに支援に取り組む。

b)利用者中心の支援
利用者のニーズの充足を常に意識して支援に取り組む。

c)職業倫理の意識
日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施する。

d)個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

a)支援者自身のセルフケア
支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整え
る。

b)問題や悩みの相談
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら
支援に取り組む。

NNoo..77

支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精
神神的的ななケケアア：：支支援援者者自自
身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケ
アアをを行行いいつつつつ、、支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

研研修修やや助助言言・・援援助助等等をを検検討討ででききるるチチェェッッククリリスストト（（試試案案））

①①  研研修修をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1188項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..11

障障害害ににつついいててのの基基本本的的
理理解解：：障障害害者者がが働働くくにに
当当たたっっててのの様様々々なな困困難難
ににつついいててはは、、個個人人とと社社
会会・・環環境境ととのの相相互互作作用用
のの問問題題ととししてて捉捉ええ、、個個
人人とと社社会会・・環環境境双双方方へへ
のの支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..22

障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権
利利擁擁護護・・共共生生社社会会実実現現
のの理理解解：：障障害害のの有有無無やや
程程度度にに関関わわららずず、、働働くく
ここととににはは重重要要なな意意義義がが
あありり、、すすべべててのの人人がが相相
互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重
しし合合いいななががらら生生活活やや仕仕
事事ががででききるる社社会会やや職職場場
のの実実現現をを目目指指すすここととのの
必必要要性性をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者のの権権利利擁擁護護
やや事事業業主主等等へへのの支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

NNoo..33

支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構
ええとと倫倫理理意意識識：：支支援援者者
自自身身がが倫倫理理観観をを身身ににつつ
けけ、、偏偏見見をを排排しし、、利利用用
者者ののニニーーズズ充充足足をを意意識識
ししてて支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

巻末資料８
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a)障害者差別解消法の理解と適切な対応
障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁
止と合理的配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適
切な対応
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理
解し、必要に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態について
はハローワーク等に相談する。

c)障害者虐待防止法の理解と適切な対応
障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者
による虐待の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談す
る。

a)障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解
障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制
度、差別禁止や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明
する。

b)障害者雇用に係る助成金制度の理解
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理
解した上で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)障害者雇用関連機関の支援サービスの理解
障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者
本人や事業主に紹介する。

a)障害福祉サービスの理解
障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)就労系福祉サービスの報酬体系の理解
就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解し
た上で、支援を行う。

c)障害福祉サービスの活用事例の提案
障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)所得保障に関する社会保障制度の理解
所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立て
る相談で活用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

a)労働関係法規や社会保険制度の理解
労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業
主との相談場面で活用する。

b)企業の雇用管理の理解
企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇
用管理に関する基本的な制度・慣行について理解する。

c)労働安全衛生管理や人間工学の理解
労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の
基礎的知識を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

a)自己肯定感の回復の支援
障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援
を行う。

b)ストレングスへの着目
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られ
るように支援する。

NNoo..99

障障害害者者雇雇用用促促進進法法とと関関
連連支支援援ササーービビススのの理理
解解：：障障害害者者雇雇用用促促進進法法
やや関関連連支支援援ササーービビススにに
つついいてて理理解解しし、、説説明明をを
行行ううこことと。。

NNoo..1100

障障害害福福祉祉ササーービビススやや社社
会会保保障障制制度度のの理理解解：：障障
害害福福祉祉ササーービビススやや所所得得
保保障障にに関関すするる社社会会保保障障
制制度度ににつついいててのの基基礎礎的的
事事項項をを理理解解しし、、情情報報提提
供供をを行行ううこことと。。

NNoo..1122

労労働働関関係係法法規規やや雇雇用用管管
理理のの理理解解：：労労働働関関係係法法
規規やや企企業業のの雇雇用用管管理理にに
関関連連すするる基基礎礎的的事事項項をを
理理解解ししたた上上でで支支援援をを行行
ううこことと。。

NNoo..88

障障害害者者差差別別のの解解消消・・禁禁
止止、、虐虐待待防防止止のの理理解解とと
対対応応：：障障害害者者差差別別解解消消
法法やや障障害害者者雇雇用用促促進進法法
にに基基づづくく障障害害者者差差別別禁禁
止止とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供
義義務務及及びび障障害害者者虐虐待待防防
止止法法のの概概要要をを理理解解しし、、
ここれれららのの趣趣旨旨にに沿沿っったた
適適切切なな対対応応をを行行ううここ
とと。。

NNoo..1188

障障害害者者本本人人のの自自己己肯肯定定
感感のの回回復復のの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自身身のの強強みみにに
気気づづきき、、自自己己肯肯定定感感をを
回回復復すするるここととでで、、本本来来
のの力力をを発発揮揮ででききるるよようう
支支援援すするるこことと。。

a)様々な仕事・働き方の体験と振り返り
様々な仕事・働き方について、体験と振り返りを通して理解を深め、それぞれ
の仕事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整
理する。

b)自己評価と他者評価のすり合わせ
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わ
せを行う。

c)希望や目標に向けた課題と対応法の整理
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的
要因（景気の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

a)進路選択の結果や影響の丁寧な説明
今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響な
どについて丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解
した上で、自己選択・自己決定できるよう支援する。

b)障害者本人と支援者の協働による課題の整理
障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題
や本人の考え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定
を促す。

c)本人の考え方の汲み取りと確認・整理
障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感
的に本人の考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化へ
の動機づけを高める。

a)仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握
障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b)生活面や医療面のニーズの把握
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの
生活面のニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c)職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・
課題の把握
職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や
課題とその背景、必要な支援を検討する。

d)強みや能力の把握
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、
行動観察等により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

a)障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関
等からの情報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b)医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や
行動観察等を基づいて把握する。

c)身体機能の制限・程度の把握
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会
生活においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握す
る。

d)障害者本人に生じているストレスの把握
ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等
のストレス要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

NNoo..2255

医医学学・・心心理理学学的的知知見見をを
踏踏ままええたた情情報報把把握握：：障障
害害・・疾疾病病にに関関すするる医医
学学・・心心理理学学のの知知見見をを踏踏
ままええ、、認認知知機機能能やや身身体体
機機能能のの特特徴徴、、疾疾病病ややスス
トトレレススのの状状態態をを様様々々なな
情情報報かからら把把握握すするるここ
とと。。

NNoo..2222

障障害害者者本本人人ののニニーーズズのの
引引きき出出ししやや充充足足にに向向けけ
たた強強みみ・・能能力力のの把把握握：：
障障害害者者本本人人のの仕仕事事・・生生
活活・・人人生生にに関関すするる考考ええ
方方ややニニーーズズをを引引きき出出
しし、、ニニーーズズのの充充足足にに向向
けけてて必必要要なな支支援援やや環環境境
をを検検討討すするるたためめ、、課課題題
だだけけででななくく、、障障害害者者本本
人人のの強強みみ・・能能力力をを把把握握
すするるこことと。。

NNoo..2211

障障害害者者支支援援ににおおけけるる自自
己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支
援援：：伝伝ええ方方のの工工夫夫ややカカ
ウウンンセセリリンンググ技技法法をを効効
果果的的にに活活用用ししてて、、自自己己
選選択択・・自自己己決決定定をを支支援援
すするるこことと。。

NNoo..2200

職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援：：障障害害者者本本人人がが自自
分分にに合合っったた働働きき方方とと希希
望望・・目目標標のの達達成成方方法法をを
見見つつけけらられれるるよよううにに、、
職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援をを行行ううこことと。。
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a)障害者差別解消法の理解と適切な対応
障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁
止と合理的配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適
切な対応
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理
解し、必要に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態について
はハローワーク等に相談する。

c)障害者虐待防止法の理解と適切な対応
障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者
による虐待の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談す
る。

a)障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解
障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制
度、差別禁止や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明
する。

b)障害者雇用に係る助成金制度の理解
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理
解した上で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)障害者雇用関連機関の支援サービスの理解
障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者
本人や事業主に紹介する。

a)障害福祉サービスの理解
障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)就労系福祉サービスの報酬体系の理解
就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解し
た上で、支援を行う。

c)障害福祉サービスの活用事例の提案
障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)所得保障に関する社会保障制度の理解
所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立て
る相談で活用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

a)労働関係法規や社会保険制度の理解
労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業
主との相談場面で活用する。

b)企業の雇用管理の理解
企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇
用管理に関する基本的な制度・慣行について理解する。

c)労働安全衛生管理や人間工学の理解
労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の
基礎的知識を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

a)自己肯定感の回復の支援
障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援
を行う。

b)ストレングスへの着目
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られ
るように支援する。

NNoo..99

障障害害者者雇雇用用促促進進法法とと関関
連連支支援援ササーービビススのの理理
解解：：障障害害者者雇雇用用促促進進法法
やや関関連連支支援援ササーービビススにに
つついいてて理理解解しし、、説説明明をを
行行ううこことと。。

NNoo..1100

障障害害福福祉祉ササーービビススやや社社
会会保保障障制制度度のの理理解解：：障障
害害福福祉祉ササーービビススやや所所得得
保保障障にに関関すするる社社会会保保障障
制制度度ににつついいててのの基基礎礎的的
事事項項をを理理解解しし、、情情報報提提
供供をを行行ううこことと。。

NNoo..1122

労労働働関関係係法法規規やや雇雇用用管管
理理のの理理解解：：労労働働関関係係法法
規規やや企企業業のの雇雇用用管管理理にに
関関連連すするる基基礎礎的的事事項項をを
理理解解ししたた上上でで支支援援をを行行
ううこことと。。

NNoo..88

障障害害者者差差別別のの解解消消・・禁禁
止止、、虐虐待待防防止止のの理理解解とと
対対応応：：障障害害者者差差別別解解消消
法法やや障障害害者者雇雇用用促促進進法法
にに基基づづくく障障害害者者差差別別禁禁
止止とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供
義義務務及及びび障障害害者者虐虐待待防防
止止法法のの概概要要をを理理解解しし、、
ここれれららのの趣趣旨旨にに沿沿っったた
適適切切なな対対応応をを行行ううここ
とと。。

NNoo..1188

障障害害者者本本人人のの自自己己肯肯定定
感感のの回回復復のの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自身身のの強強みみにに
気気づづきき、、自自己己肯肯定定感感をを
回回復復すするるここととでで、、本本来来
のの力力をを発発揮揮ででききるるよようう
支支援援すするるこことと。。

a)様々な仕事・働き方の体験と振り返り
様々な仕事・働き方について、体験と振り返りを通して理解を深め、それぞれ
の仕事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整
理する。

b)自己評価と他者評価のすり合わせ
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わ
せを行う。

c)希望や目標に向けた課題と対応法の整理
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的
要因（景気の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

a)進路選択の結果や影響の丁寧な説明
今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響な
どについて丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解
した上で、自己選択・自己決定できるよう支援する。

b)障害者本人と支援者の協働による課題の整理
障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題
や本人の考え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定
を促す。

c)本人の考え方の汲み取りと確認・整理
障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感
的に本人の考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化へ
の動機づけを高める。

a)仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握
障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b)生活面や医療面のニーズの把握
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの
生活面のニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c)職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・
課題の把握
職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や
課題とその背景、必要な支援を検討する。

d)強みや能力の把握
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、
行動観察等により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

a)障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関
等からの情報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b)医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や
行動観察等を基づいて把握する。

c)身体機能の制限・程度の把握
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会
生活においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握す
る。

d)障害者本人に生じているストレスの把握
ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等
のストレス要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

NNoo..2255

医医学学・・心心理理学学的的知知見見をを
踏踏ままええたた情情報報把把握握：：障障
害害・・疾疾病病にに関関すするる医医
学学・・心心理理学学のの知知見見をを踏踏
ままええ、、認認知知機機能能やや身身体体
機機能能のの特特徴徴、、疾疾病病ややスス
トトレレススのの状状態態をを様様々々なな
情情報報かからら把把握握すするるここ
とと。。

NNoo..2222

障障害害者者本本人人ののニニーーズズのの
引引きき出出ししやや充充足足にに向向けけ
たた強強みみ・・能能力力のの把把握握：：
障障害害者者本本人人のの仕仕事事・・生生
活活・・人人生生にに関関すするる考考ええ
方方ややニニーーズズをを引引きき出出
しし、、ニニーーズズのの充充足足にに向向
けけてて必必要要なな支支援援やや環環境境
をを検検討討すするるたためめ、、課課題題
だだけけででななくく、、障障害害者者本本
人人のの強強みみ・・能能力力をを把把握握
すするるこことと。。

NNoo..2211

障障害害者者支支援援ににおおけけるる自自
己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支
援援：：伝伝ええ方方のの工工夫夫ややカカ
ウウンンセセリリンンググ技技法法をを効効
果果的的にに活活用用ししてて、、自自己己
選選択択・・自自己己決決定定をを支支援援
すするるこことと。。

NNoo..2200

職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援：：障障害害者者本本人人がが自自
分分にに合合っったた働働きき方方とと希希
望望・・目目標標のの達達成成方方法法をを
見見つつけけらられれるるよよううにに、、
職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援をを行行ううこことと。。
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a)行動分析と行動記録
実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、ど
のような言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記
録をつける。

b)行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析
具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、
必要な支援について障害者本人と一緒に整理・分析する。

a)アセスメントシートやチェックリスト等の活用
アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収
集し、使用する。

b)心理検査・職業検査の活用
自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像
や特性・能力を把握する。

a)体系的な教示（システマティック・インストラクション）
目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を
見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集
中的な働きかけを行う。

b)行動習得のための環境整備
目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではな
く、周囲の関係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のない
サポートを活用した習得を目指す。

c)フェイディング
障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標
とする行動の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階
的に弱める。

a)基本的ビジネスマナーについての説明
企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方
（時間を守る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール
等）について分かり易く説明する。

b)コミュニケーションスキルの習得の支援
SST等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグルー
プで支援する。

c)問題解決スキルの習得の支援
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解
決策を見つけられるように、支援する。

a)ストレス・疲労の対処に関する支援
障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲
労のメカニズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気
づきを高める支援を行う。

b)生活習慣に関する支援
障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・
体力の関係に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支
援する。

c)通院・服薬管理に関する支援
適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲
み忘れを防ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d)体調不良時の対処に関する支援
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助
言を行う。

NNoo..4499

職職業業生生活活ににおおけけるる体体調調
管管理理のの支支援援：：職職業業生生活活
ににおおいいててスストトレレスス・・疲疲
労労へへのの上上手手なな付付きき合合いい
方方やや本本人人にに合合っったた生生活活
習習慣慣、、体体調調不不良良時時のの対対
処処法法にに気気づづきき、、体体調調管管
理理をを行行ええるるよようう支支援援すす
るるこことと。。

NNoo..3322

目目標標ととすするるススキキルルやや行行
動動をを習習得得すするるたためめのの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが目目標標
ととすするる行行動動（（社社会会的的スス
キキルルやや課課題題へへのの対対処処行行
動動等等））をを身身にに付付けけらられれ
るるよよううにに、、行行動動のの習習得得
にに科科学学的的根根拠拠ののああるる技技
法法3300))をを用用いいたた体体系系的的
なな支支援援ををすするるこことと。。

NNoo..2299

専専門門的的ななアアセセススメメンントト
ツツーールルのの活活用用：：アアセセスス
メメンントトシシーートトややチチェェッッ
ククリリスストト等等のの評評価価ツツーー
ルルやや各各種種検検査査かからら得得らら
れれたた情情報報をを活活用用ししてて、、
障障害害者者本本人人のの職職業業・・心心
理理・・対対人人的的なな特特性性をを把把
握握すするるこことと。。

NNoo..2288

行行動動観観察察：：実実際際のの職職場場
（（実実習習等等含含むむ））又又はは職職
場場にに近近いい作作業業場場面面（（模模
擬擬的的就就労労場場面面等等））ででのの
行行動動観観察察をを通通ししてて、、対対
人人技技能能やや本本人人にに合合っったた
作作業業内内容容やや環環境境、、必必要要
なな支支援援をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..3344

対対人人ススキキルルやや問問題題解解決決
ススキキルルのの習習得得ののたためめのの
支支援援：：障障害害者者本本人人のの雇雇
用用やや職職場場適適応応のの可可能能性性
をを広広げげるるたためめにに、、職職場場
でで必必要要なな振振るる舞舞いい方方やや
ココミミュュニニケケーーシショョンン・・
問問題題解解決決ススキキルルのの習習得得
をを支支援援すするるこことと。。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション
障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考
え方に配慮しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをと
る。

b)場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い
職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

a)支援の振り返りと支援者自身の自己理解
日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握し
た上で、自身ができる支援について考える。

b)支援者自身の感情コントロールと問題解決
問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に
対処する。

c)倫理的ジレンマへの対応
就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマには、その解決に向け
て上司・指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

a)客観的なケース記録の書き方
客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b)簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方
必要な情報に的を絞り、分かり易い記録・伝達を行う。

c)利用者を意識した言葉の使用
利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達す
る。

a)応募書類作成の支援
アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成
に係る助言・サポートを行う。

b)採用面接対策の支援
採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニ
ケーションの取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)就職差別と不適切な質問の理解
就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問について
は、答える必要がないことを障害者本人と確認する。

a)退職の意向と背景の確認
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後
の進路について一緒に検討する。

b)円滑な退職に向けた手続きの助言
障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手
続きについて助言する。

c)退職後に利用できる制度・サービスの情報提供
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用
保険の受給の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d)これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談
これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職
に向けて自分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合
う。

a)本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討
障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水
準、職場の環境、雇用条件との適合性について検討する。

b)障害者本人の能力・特性・興味の説明
障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c)職場環境・職務の調整
職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を
提案する。

NNoo..4488

退退職職とと再再就就職職にに向向けけたた支支
援援：：退退職職すするる必必要要がが生生じじ
たた場場合合ににはは、、今今後後のの見見通通
ししをを整整理理ししたた上上でで、、適適切切
なな退退職職のの手手続続ききやや、、退退職職
後後にに必必要要ととななるるササポポーートト
ににつついいててのの情情報報提提供供等等をを
行行ううこことと。。

NNoo..5566

職職場場・・職職務務のの調調整整支支援援：：
障障害害者者本本人人のの能能力力・・特特性性
とと職職場場・・職職務務ととのの適適合合性性
をを考考慮慮ししてて、、必必要要にに応応じじ
てて事事業業主主にに職職場場・・職職務務のの
調調整整をを提提案案すするるこことと。。

NNoo..3399

障障害害者者本本人人のの求求職職活活動動のの
支支援援：：求求職職活活動動のの場場面面にに
おおいいてて、、アアピピーールル・・ポポイイ
ンントトやや配配慮慮をを得得たたいい内内容容
がが適適切切にに伝伝わわるるよよううにに、、
応応募募書書類類のの作作成成やや面面接接のの
受受けけ方方にに関関すするる助助言言・・支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..55

支支援援者者自自身身のの自自己己理理解解とと
自自身身ががででききるる支支援援のの検検
討討：：支支援援者者自自身身のの自自己己理理
解解をを深深めめ、、就就労労支支援援にに関関
すするる様様々々なな問問題題やや葛葛藤藤にに
対対ししてて周周囲囲とと相相談談ししなながが
らら、、自自身身ががででききるる支支援援やや
最最善善のの方方法法をを検検討討ししつつ
つつ、、支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

NNoo..1166

分分かかりり易易いい記記録録・・伝伝達達：：
客客観観的的でで簡簡潔潔なな構構成成やや内内
容容ににすするるここととをを心心ががけけ
てて、、支支援援経経過過やや利利用用者者情情
報報のの記記録録・・伝伝達達をを行行ううここ
とと。。

②②  OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（６６項項目目））

  №№

知知識識・・ススキキルル等等
（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ

ルル等等リリスストト））
具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..44

就就労労支支援援ににおおいいてて支支援援者者
がが取取るるべべきき態態度度：：相相手手
（（障障害害者者・・家家族族・・事事業業
主主・・関関係係機機関関等等））のの立立場場
やや考考ええ方方をを尊尊重重ししたた対対等等
ななココミミュュニニケケーーシショョンン及及
びび職職場場環環境境やや場場面面にに応応じじ
たた服服装装やや振振るる舞舞いいをを行行うう
こことと。。
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a)行動分析と行動記録
実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、ど
のような言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記
録をつける。

b)行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析
具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、
必要な支援について障害者本人と一緒に整理・分析する。

a)アセスメントシートやチェックリスト等の活用
アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収
集し、使用する。

b)心理検査・職業検査の活用
自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像
や特性・能力を把握する。

a)体系的な教示（システマティック・インストラクション）
目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を
見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集
中的な働きかけを行う。

b)行動習得のための環境整備
目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではな
く、周囲の関係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のない
サポートを活用した習得を目指す。

c)フェイディング
障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標
とする行動の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階
的に弱める。

a)基本的ビジネスマナーについての説明
企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方
（時間を守る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール
等）について分かり易く説明する。

b)コミュニケーションスキルの習得の支援
SST等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグルー
プで支援する。

c)問題解決スキルの習得の支援
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解
決策を見つけられるように、支援する。

a)ストレス・疲労の対処に関する支援
障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲
労のメカニズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気
づきを高める支援を行う。

b)生活習慣に関する支援
障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・
体力の関係に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支
援する。

c)通院・服薬管理に関する支援
適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲
み忘れを防ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d)体調不良時の対処に関する支援
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助
言を行う。

NNoo..4499

職職業業生生活活ににおおけけるる体体調調
管管理理のの支支援援：：職職業業生生活活
ににおおいいててスストトレレスス・・疲疲
労労へへのの上上手手なな付付きき合合いい
方方やや本本人人にに合合っったた生生活活
習習慣慣、、体体調調不不良良時時のの対対
処処法法にに気気づづきき、、体体調調管管
理理をを行行ええるるよようう支支援援すす
るるこことと。。

NNoo..3322

目目標標ととすするるススキキルルやや行行
動動をを習習得得すするるたためめのの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが目目標標
ととすするる行行動動（（社社会会的的スス
キキルルやや課課題題へへのの対対処処行行
動動等等））をを身身にに付付けけらられれ
るるよよううにに、、行行動動のの習習得得
にに科科学学的的根根拠拠ののああるる技技
法法3300))をを用用いいたた体体系系的的
なな支支援援ををすするるこことと。。

NNoo..2299

専専門門的的ななアアセセススメメンントト
ツツーールルのの活活用用：：アアセセスス
メメンントトシシーートトややチチェェッッ
ククリリスストト等等のの評評価価ツツーー
ルルやや各各種種検検査査かからら得得らら
れれたた情情報報をを活活用用ししてて、、
障障害害者者本本人人のの職職業業・・心心
理理・・対対人人的的なな特特性性をを把把
握握すするるこことと。。

NNoo..2288

行行動動観観察察：：実実際際のの職職場場
（（実実習習等等含含むむ））又又はは職職
場場にに近近いい作作業業場場面面（（模模
擬擬的的就就労労場場面面等等））ででのの
行行動動観観察察をを通通ししてて、、対対
人人技技能能やや本本人人にに合合っったた
作作業業内内容容やや環環境境、、必必要要
なな支支援援をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..3344

対対人人ススキキルルやや問問題題解解決決
ススキキルルのの習習得得ののたためめのの
支支援援：：障障害害者者本本人人のの雇雇
用用やや職職場場適適応応のの可可能能性性
をを広広げげるるたためめにに、、職職場場
でで必必要要なな振振るる舞舞いい方方やや
ココミミュュニニケケーーシショョンン・・
問問題題解解決決ススキキルルのの習習得得
をを支支援援すするるこことと。。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション
障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考
え方に配慮しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをと
る。

b)場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い
職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

a)支援の振り返りと支援者自身の自己理解
日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握し
た上で、自身ができる支援について考える。

b)支援者自身の感情コントロールと問題解決
問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に
対処する。

c)倫理的ジレンマへの対応
就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマには、その解決に向け
て上司・指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

a)客観的なケース記録の書き方
客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b)簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方
必要な情報に的を絞り、分かり易い記録・伝達を行う。

c)利用者を意識した言葉の使用
利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達す
る。

a)応募書類作成の支援
アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成
に係る助言・サポートを行う。

b)採用面接対策の支援
採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニ
ケーションの取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)就職差別と不適切な質問の理解
就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問について
は、答える必要がないことを障害者本人と確認する。

a)退職の意向と背景の確認
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後
の進路について一緒に検討する。

b)円滑な退職に向けた手続きの助言
障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手
続きについて助言する。

c)退職後に利用できる制度・サービスの情報提供
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用
保険の受給の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d)これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談
これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職
に向けて自分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合
う。

a)本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討
障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水
準、職場の環境、雇用条件との適合性について検討する。

b)障害者本人の能力・特性・興味の説明
障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c)職場環境・職務の調整
職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を
提案する。

NNoo..4488

退退職職とと再再就就職職にに向向けけたた支支
援援：：退退職職すするる必必要要がが生生じじ
たた場場合合ににはは、、今今後後のの見見通通
ししをを整整理理ししたた上上でで、、適適切切
なな退退職職のの手手続続ききやや、、退退職職
後後にに必必要要ととななるるササポポーートト
ににつついいててのの情情報報提提供供等等をを
行行ううこことと。。

NNoo..5566

職職場場・・職職務務のの調調整整支支援援：：
障障害害者者本本人人のの能能力力・・特特性性
とと職職場場・・職職務務ととのの適適合合性性
をを考考慮慮ししてて、、必必要要にに応応じじ
てて事事業業主主にに職職場場・・職職務務のの
調調整整をを提提案案すするるこことと。。

NNoo..3399

障障害害者者本本人人のの求求職職活活動動のの
支支援援：：求求職職活活動動のの場場面面にに
おおいいてて、、アアピピーールル・・ポポイイ
ンントトやや配配慮慮をを得得たたいい内内容容
がが適適切切にに伝伝わわるるよよううにに、、
応応募募書書類類のの作作成成やや面面接接のの
受受けけ方方にに関関すするる助助言言・・支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..55

支支援援者者自自身身のの自自己己理理解解とと
自自身身ががででききるる支支援援のの検検
討討：：支支援援者者自自身身のの自自己己理理
解解をを深深めめ、、就就労労支支援援にに関関
すするる様様々々なな問問題題やや葛葛藤藤にに
対対ししてて周周囲囲とと相相談談ししなながが
らら、、自自身身ががででききるる支支援援やや
最最善善のの方方法法をを検検討討ししつつ
つつ、、支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

NNoo..1166

分分かかりり易易いい記記録録・・伝伝達達：：
客客観観的的でで簡簡潔潔なな構構成成やや内内
容容ににすするるここととをを心心ががけけ
てて、、支支援援経経過過やや利利用用者者情情
報報のの記記録録・・伝伝達達をを行行ううここ
とと。。

②②  OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（６６項項目目））

  №№

知知識識・・ススキキルル等等
（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ

ルル等等リリスストト））
具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..44

就就労労支支援援ににおおいいてて支支援援者者
がが取取るるべべきき態態度度：：相相手手
（（障障害害者者・・家家族族・・事事業業
主主・・関関係係機機関関等等））のの立立場場
やや考考ええ方方をを尊尊重重ししたた対対等等
ななココミミュュニニケケーーシショョンン及及
びび職職場場環環境境やや場場面面にに応応じじ
たた服服装装やや振振るる舞舞いいをを行行うう
こことと。。

－ 367 －



研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握
民間企業の経営・経済の動向や障害者就労に関する動向11) を把握する。

b)地域の労働市場の動向の把握
地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等を活用して、把握
する。

c)多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集
を行い、必要に応じて情報提供する。

a)応募する求人の自己選択の支援
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応
募する求人の自己選択をサポートする。

b)ハローワークや民間の職業紹介機関の活用
ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、
希望や適性に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c)求人検索方法の説明
障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)職場開拓
必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支
援センター等と連携して、職場開拓を行う。

a)企業の求人内容の詳細把握
事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境、求人のきっかけ、仕
事の要求水準、求める人物像等を情報収集する。

b)事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集
事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場
環境や仕事内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案す
る。

a)必要な技能訓練についての話し合い
障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能
を整理し、必要な技能訓練について話し合う。

b)職業能力開発施設に関する情報把握と提供
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への
問い合わせやハローワーク等の窓口の紹介を行う。

a)職場復帰までに必要な事項の整理
休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)復職に向けたプログラム等の提案
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出
勤等のプログラムの提案、実施の助言を行う。

c)職場復帰支援の実施
必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d)社内サポート体制作りの助言
休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に
助言する。

NNoo..4477

休休職職者者のの職職場場復復帰帰支支
援援：：休休職職者者とと事事業業主主とと
のの話話しし合合いいをを通通じじてて、、
復復職職にに向向けけたたププロロセセスス
のの整整理理、、職職場場復復帰帰支支援援
のの提提案案・・紹紹介介・・実実施施やや
円円滑滑なな職職場場復復帰帰にに向向けけ
たた社社内内ササポポーートト体体制制づづ
くくりりのの助助言言をを行行ううここ
とと。。

NNoo..4400

職職業業能能力力開開発発施施設設のの利利
用用にに向向けけたた情情報報提提供供：：
障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職業業でで求求めめらられれ
るる技技能能をを整整理理しし、、必必要要
にに応応じじてて職職業業能能力力開開発発
施施設設にに係係るるササーービビススのの
利利用用にに向向けけたた情情報報提提供供
をを行行ううこことと。。

NNoo..1111

企企業業経経営営やや労労働働市市場場のの
動動向向把把握握：：企企業業経経営営・・
経経済済、、労労働働市市場場・・障障害害
者者のの働働きき方方のの動動向向をを把把
握握ししつつつつ支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3366

障障害害者者本本人人のの仕仕事事のの選選
択択のの支支援援：：障障害害者者本本人人
がが希希望望やや適適性性にに合合っったた
仕仕事事をを自自己己選選択択ででききるる
よようう、、求求人人情情報報のの収収
集集・・整整理理のの支支援援をを行行うう
こことと。。

NNoo..3388

求求人人ととののママッッチチンンググのの
たためめのの職職場場のの情情報報収収
集集：：求求人人ととののママッッチチンン
ググのの参参考考ににすするるたためめ、、
求求人人企企業業のの職職場場環環境境やや
詳詳ししいい仕仕事事内内容容、、応応募募
者者にに求求めめるる条条件件等等のの情情
報報収収集集をを行行ううこことと。。

③③  情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1166項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)ワークライフバランスに関する相談
障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談
する。

b)余暇活動のニーズ把握と情報提供
充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の
取組方法について一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c)住居の確保に向けた情報提供
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、
福祉サービス利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

a)ライフステージに対応したニーズの把握と相談
障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライ
フステージに対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活
用できる社会資源の情報提供を行う。

b)退職後の生活・活動を見据えた支援
障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活
について、適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行
う。

a)事業主との情報交換による実態・考え方の把握
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態
や考え方を把握する。

b)事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供
事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供す
る。

c)企業にとってのメリットの説明
障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材
確保・ダイバーシティなど）を説明する。

d)企業が果たすべきことや支援者の役割の説明
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上
で、必要に応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

a)事業主のニーズや懸念事項の把握
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相
談に乗る。

b)事業主や従業員に対する研修・説明
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研
修・説明を行う。

c)企業同士の情報交換の促進
障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

a)社会資源の情報収集
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収
集する。

b)地域支援機関との情報交換、連携強化
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウ
ハウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。

c)支援ネットワーク立上げ・強化
地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、
支援ネットワークの立上げや強化を行う。

NNoo..5522

ラライイフフスステテーージジにに対対応応
ししたた支支援援：：様様々々ななラライイ
フフスステテーージジにに対対応応ししたた
仕仕事事やや生生活活ののニニーーズズをを
把把握握しし、、働働きき方方やや生生活活
のの仕仕方方ににつついいててのの相相
談談・・調調整整やや必必要要なな社社会会
資資源源のの紹紹介介・・連連携携をを行行
ううこことと。。

NNoo..5533

企企業業のの障障害害者者雇雇用用にに関関
すするる実実態態把把握握とと情情報報提提
供供：：企企業業のの障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる実実態態やや考考ええ方方
をを踏踏ままええてて、、障障害害者者雇雇
用用のの意意義義、、実実例例、、支支援援
制制度度、、支支援援ササーービビスス等等
のの有有益益なな情情報報をを提提供供すす
るるこことと。。

NNoo..5500

ワワーーククラライイフフババラランンスス
とと生生活活のの充充実実ののたためめのの
相相談談・・情情報報提提供供：：仕仕事事
とと生生活活ののババラランンススをを取取
りりつつつつ、、充充実実ししたた生生活活
がが送送れれるるよよううにに、、本本人人
ととのの相相談談やや社社会会資資源源のの
開開拓拓・・情情報報提提供供をを行行うう
こことと。。

NNoo..5599

地地域域のの社社会会資資源源のの情情報報
収収集集とと情情報報交交換換・・ネネッッ
トトワワーークク作作りり：：地地域域のの
社社会会資資源源をを最最大大限限にに活活
用用すするるたためめにに、、社社会会資資
源源にに関関すするる情情報報収収集集
やや、、情情報報交交換換・・研研修修のの
場場へへのの参参加加、、支支援援ネネッッ
トトワワーークク立立上上げげのの参参画画
等等をを行行ううこことと。。

NNoo..5544

事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用にに
関関すするるニニーーズズのの把把握握とと
取取組組のの支支援援：：事事業業主主のの
障障害害者者雇雇用用にに関関すするる
ニニーーズズやや懸懸念念事事項項をを把把
握握ししたた上上でで、、必必要要にに応応
じじてて相相談談・・研研修修・・情情報報
交交換換等等のの機機会会をを作作りり、、
企企業業のの障障害害者者受受けけ入入れれ
体体制制のの構構築築をを支支援援すするる
こことと。。
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研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握
民間企業の経営・経済の動向や障害者就労に関する動向11) を把握する。

b)地域の労働市場の動向の把握
地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等を活用して、把握
する。

c)多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集
を行い、必要に応じて情報提供する。

a)応募する求人の自己選択の支援
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応
募する求人の自己選択をサポートする。

b)ハローワークや民間の職業紹介機関の活用
ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、
希望や適性に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c)求人検索方法の説明
障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)職場開拓
必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支
援センター等と連携して、職場開拓を行う。

a)企業の求人内容の詳細把握
事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境、求人のきっかけ、仕
事の要求水準、求める人物像等を情報収集する。

b)事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集
事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場
環境や仕事内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案す
る。

a)必要な技能訓練についての話し合い
障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能
を整理し、必要な技能訓練について話し合う。

b)職業能力開発施設に関する情報把握と提供
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への
問い合わせやハローワーク等の窓口の紹介を行う。

a)職場復帰までに必要な事項の整理
休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)復職に向けたプログラム等の提案
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出
勤等のプログラムの提案、実施の助言を行う。

c)職場復帰支援の実施
必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d)社内サポート体制作りの助言
休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に
助言する。

NNoo..4477

休休職職者者のの職職場場復復帰帰支支
援援：：休休職職者者とと事事業業主主とと
のの話話しし合合いいをを通通じじてて、、
復復職職にに向向けけたたププロロセセスス
のの整整理理、、職職場場復復帰帰支支援援
のの提提案案・・紹紹介介・・実実施施やや
円円滑滑なな職職場場復復帰帰にに向向けけ
たた社社内内ササポポーートト体体制制づづ
くくりりのの助助言言をを行行ううここ
とと。。

NNoo..4400

職職業業能能力力開開発発施施設設のの利利
用用にに向向けけたた情情報報提提供供：：
障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職業業でで求求めめらられれ
るる技技能能をを整整理理しし、、必必要要
にに応応じじてて職職業業能能力力開開発発
施施設設にに係係るるササーービビススのの
利利用用にに向向けけたた情情報報提提供供
をを行行ううこことと。。

NNoo..1111

企企業業経経営営やや労労働働市市場場のの
動動向向把把握握：：企企業業経経営営・・
経経済済、、労労働働市市場場・・障障害害
者者のの働働きき方方のの動動向向をを把把
握握ししつつつつ支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3366

障障害害者者本本人人のの仕仕事事のの選選
択択のの支支援援：：障障害害者者本本人人
がが希希望望やや適適性性にに合合っったた
仕仕事事をを自自己己選選択択ででききるる
よようう、、求求人人情情報報のの収収
集集・・整整理理のの支支援援をを行行うう
こことと。。

NNoo..3388

求求人人ととののママッッチチンンググのの
たためめのの職職場場のの情情報報収収
集集：：求求人人ととののママッッチチンン
ググのの参参考考ににすするるたためめ、、
求求人人企企業業のの職職場場環環境境やや
詳詳ししいい仕仕事事内内容容、、応応募募
者者にに求求めめるる条条件件等等のの情情
報報収収集集をを行行ううこことと。。

③③  情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1166項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)ワークライフバランスに関する相談
障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談
する。

b)余暇活動のニーズ把握と情報提供
充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の
取組方法について一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c)住居の確保に向けた情報提供
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、
福祉サービス利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

a)ライフステージに対応したニーズの把握と相談
障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライ
フステージに対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活
用できる社会資源の情報提供を行う。

b)退職後の生活・活動を見据えた支援
障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活
について、適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行
う。

a)事業主との情報交換による実態・考え方の把握
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態
や考え方を把握する。

b)事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供
事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供す
る。

c)企業にとってのメリットの説明
障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材
確保・ダイバーシティなど）を説明する。

d)企業が果たすべきことや支援者の役割の説明
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上
で、必要に応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

a)事業主のニーズや懸念事項の把握
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相
談に乗る。

b)事業主や従業員に対する研修・説明
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研
修・説明を行う。

c)企業同士の情報交換の促進
障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

a)社会資源の情報収集
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収
集する。

b)地域支援機関との情報交換、連携強化
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウ
ハウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。

c)支援ネットワーク立上げ・強化
地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、
支援ネットワークの立上げや強化を行う。

NNoo..5522

ラライイフフスステテーージジにに対対応応
ししたた支支援援：：様様々々ななラライイ
フフスステテーージジにに対対応応ししたた
仕仕事事やや生生活活ののニニーーズズをを
把把握握しし、、働働きき方方やや生生活活
のの仕仕方方ににつついいててのの相相
談談・・調調整整やや必必要要なな社社会会
資資源源のの紹紹介介・・連連携携をを行行
ううこことと。。

NNoo..5533

企企業業のの障障害害者者雇雇用用にに関関
すするる実実態態把把握握とと情情報報提提
供供：：企企業業のの障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる実実態態やや考考ええ方方
をを踏踏ままええてて、、障障害害者者雇雇
用用のの意意義義、、実実例例、、支支援援
制制度度、、支支援援ササーービビスス等等
のの有有益益なな情情報報をを提提供供すす
るるこことと。。

NNoo..5500

ワワーーククラライイフフババラランンスス
とと生生活活のの充充実実ののたためめのの
相相談談・・情情報報提提供供：：仕仕事事
とと生生活活ののババラランンススをを取取
りりつつつつ、、充充実実ししたた生生活活
がが送送れれるるよよううにに、、本本人人
ととのの相相談談やや社社会会資資源源のの
開開拓拓・・情情報報提提供供をを行行うう
こことと。。

NNoo..5599

地地域域のの社社会会資資源源のの情情報報
収収集集とと情情報報交交換換・・ネネッッ
トトワワーークク作作りり：：地地域域のの
社社会会資資源源をを最最大大限限にに活活
用用すするるたためめにに、、社社会会資資
源源にに関関すするる情情報報収収集集
やや、、情情報報交交換換・・研研修修のの
場場へへのの参参加加、、支支援援ネネッッ
トトワワーークク立立上上げげのの参参画画
等等をを行行ううこことと。。

NNoo..5544

事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用にに
関関すするるニニーーズズのの把把握握とと
取取組組のの支支援援：：事事業業主主のの
障障害害者者雇雇用用にに関関すするる
ニニーーズズやや懸懸念念事事項項をを把把
握握ししたた上上でで、、必必要要にに応応
じじてて相相談談・・研研修修・・情情報報
交交換換等等のの機機会会をを作作りり、、
企企業業のの障障害害者者受受けけ入入れれ
体体制制のの構構築築をを支支援援すするる
こことと。。
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a)社会資源に関する情報提供
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法
を利用者が理解できるように説明する。

b)医療機関等との適切な連携
障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適
切な機関と連携をとる。

a)連携機関へのケース概要の端的な説明
障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端
的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)連携機関への経過の説明
個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支
援機関がどのような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c)ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担
障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議等により、情報集約と合
意形成や役割分担を行う。

a)ケースマネジメントの理解
ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解
教育や福祉から雇用への移行の現状 やそのプロセスを理解して、教育や福祉
機関との連携を行う。

c)関係機関との協同関係の構築
様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を
築く意識を持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d)進捗状況の適宜共有
関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

a)家族等との情報共有
家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関
して家族等の理解を得る。

b)家族のニーズに応じた情報提供
家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じ
た社会福祉サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

a)障害者雇用に関する周知・啓発
障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機
関と連携し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b)パンフレットやホームページの活用
パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

a)研修・情報交換の場等への参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

b)地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウ
ハウの共有や情報交換の機会を定期的に作る。

c)地域支援機関への助言・援助
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、
効果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

NNoo..6644

障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発：：障障
害害者者のの権権利利保保障障やや必必要要
なな支支援援・・配配慮慮のの提提供供にに
繋繋ががるるよよううにに、、障障害害者者
本本人人やや家家族族等等、、支支援援団団
体体、、企企業業・・企企業業団団体体等等
にに対対ししてて、、障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる理理解解をを広広めめるる
周周知知・・啓啓発発をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6655

支支援援人人材材のの育育成成：：地地域域
全全体体のの就就労労支支援援力力向向上上
ののたためめ、、自自機機関関だだけけでで
ななくく地地域域でで支支援援ノノウウハハ
ウウをを共共有有すするる意意識識をを持持
ちち、、積積極極的的にに情情報報共共有有
やや研研修修等等をを行行いい協協力力をを
すするるこことと。。

NNoo..6600

関関係係機機関関ととのの連連携携のの必必
要要性性のの検検討討とと紹紹介介：：利利
用用者者（（障障害害者者本本人人やや事事
業業主主等等））にに必必要要なな支支援援
ににつついいてて、、適適切切なな連連携携
機機関関をを検検討討のの上上、、分分かか
りり易易くく紹紹介介すするるこことと。。

NNoo..6633

家家族族等等ととのの連連携携：：障障害害
者者本本人人のの同同意意のの下下にに、、
家家族族等等とと情情報報やや考考ええ方方
をを共共有有しし、、社社会会資資源源のの
情情報報提提供供をを行行ううななどどのの
連連携携をを行行ううこことと。。

NNoo..6622

関関係係機機関関ととののチチーームム支支
援援：：各各地地域域ににおおけけるる関関
係係機機関関そそれれぞぞれれのの役役割割
やや機機能能をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人をを共共にに
支支ええるる意意識識をを持持ちち、、
チチーームム支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6611

個個別別ケケーーススににつついいててのの
連連携携先先機機関関へへのの情情報報提提
供供とと連連携携体体制制のの構構築築：：
個個別別ケケーーススににつついいててのの
ススムムーーズズなな連連携携にに向向けけ
てて、、連連携携機機関関ととのの適適切切
なな情情報報共共有有とと役役割割分分担担
等等のの調調整整をを行行ううこことと。。

◎◎研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相談の目的の説明・共有
相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b)支援者の役割と支援内容の説明
支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)傾聴や共感的態度による協働的相談
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を
行う。

d)次のステップを明確にした上での相談の終え方
次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

a)相手が必要とする情報の簡潔な説明
相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b)相手の理解に応じた解説や具体例
相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)相手の知識に応じた用語の使用
相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)図示、見える化、補足資料を使用した説明
相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝える。

a)相談場所・環境の選定
相手が相談しやすい場所や環境を選んで相談を行う。

b)相手の負担の考慮
あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手
の負担を考慮する。

c)相談内容の要約と共有
適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有す
る。

d)相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定
踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫
具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。

a)個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い
支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有
個人情報の取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提
供、開示）。

b)本人の同意に基づく情報共有
関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明
し、本人の不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の
同意を得て行う。

a)本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等
の作業遂行力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b)コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察
コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機
関や職場、家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)身辺自立、生活面の把握
職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に
影響する要因を把握する。

NNoo..1144

相相手手のの立立場場ややニニーーズズをを
踏踏ままええたた分分かかりりややすすいい
説説明明：：相相手手のの立立場場やや
ニニーーズズをを踏踏ままええたた適適切切
なな情情報報をを、、相相手手のの理理解解
にに応応じじたた内内容容・・方方法法でで
分分かかりり易易くく伝伝ええるるここ
とと。。

NNoo..2233

作作業業遂遂行行面面・・対対人人面面・・
生生活活面面のの整整理理・・分分析析：：
作作業業遂遂行行面面、、対対人人面面、、
生生活活面面にに関関ししてて情情報報収収
集集をを行行いい、、能能力力をを発発揮揮
ししややすすいい作作業業種種・・作作業業
環環境境等等をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..1133

相相談談をを行行うう際際のの基基本本的的
なな態態度度：：支支援援者者のの役役割割
やや相相談談目目的的をを説説明明ししたた
上上でで、、共共感感的的態態度度でで傾傾
聴聴しし、、一一緒緒にに考考ええるる姿姿
勢勢でで相相談談すするるこことと。。

NNoo..1155

相相手手のの特特性性・・状状況況をを踏踏
ままええたた相相談談：：相相手手のの特特
性性（（性性格格やや障障害害特特性性
等等））やや状状況況をを踏踏ままええてて
相相談談ををすするる場場所所やや時時間間
をを選選択択しし、、相相談談中中もも、、
相相手手のの特特性性やや反反応応にに応応
じじてて相相談談をを進進展展ささせせたた
りり、、ままととめめたたりりすするるここ
とと。。

NNoo..1177

個個人人情情報報のの適適切切なな取取りり
扱扱いい：：個個人人情情報報保保護護法法
のの趣趣旨旨をを十十分分にに理理解解しし
たた上上でで情情報報・・記記録録をを適適
切切にに取取りり扱扱うう（（取取得得・・
利利用用、、保保管管、、提提供供、、開開
示示すするる））こことと。。

④④  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（７７項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 370 －



a)社会資源に関する情報提供
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法
を利用者が理解できるように説明する。

b)医療機関等との適切な連携
障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適
切な機関と連携をとる。

a)連携機関へのケース概要の端的な説明
障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端
的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)連携機関への経過の説明
個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支
援機関がどのような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c)ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担
障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議等により、情報集約と合
意形成や役割分担を行う。

a)ケースマネジメントの理解
ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解
教育や福祉から雇用への移行の現状 やそのプロセスを理解して、教育や福祉
機関との連携を行う。

c)関係機関との協同関係の構築
様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を
築く意識を持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d)進捗状況の適宜共有
関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

a)家族等との情報共有
家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関
して家族等の理解を得る。

b)家族のニーズに応じた情報提供
家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じ
た社会福祉サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

a)障害者雇用に関する周知・啓発
障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機
関と連携し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b)パンフレットやホームページの活用
パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

a)研修・情報交換の場等への参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

b)地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウ
ハウの共有や情報交換の機会を定期的に作る。

c)地域支援機関への助言・援助
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、
効果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

NNoo..6644

障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発：：障障
害害者者のの権権利利保保障障やや必必要要
なな支支援援・・配配慮慮のの提提供供にに
繋繋ががるるよよううにに、、障障害害者者
本本人人やや家家族族等等、、支支援援団団
体体、、企企業業・・企企業業団団体体等等
にに対対ししてて、、障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる理理解解をを広広めめるる
周周知知・・啓啓発発をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6655

支支援援人人材材のの育育成成：：地地域域
全全体体のの就就労労支支援援力力向向上上
ののたためめ、、自自機機関関だだけけでで
ななくく地地域域でで支支援援ノノウウハハ
ウウをを共共有有すするる意意識識をを持持
ちち、、積積極極的的にに情情報報共共有有
やや研研修修等等をを行行いい協協力力をを
すするるこことと。。

NNoo..6600

関関係係機機関関ととのの連連携携のの必必
要要性性のの検検討討とと紹紹介介：：利利
用用者者（（障障害害者者本本人人やや事事
業業主主等等））にに必必要要なな支支援援
ににつついいてて、、適適切切なな連連携携
機機関関をを検検討討のの上上、、分分かか
りり易易くく紹紹介介すするるこことと。。

NNoo..6633

家家族族等等ととのの連連携携：：障障害害
者者本本人人のの同同意意のの下下にに、、
家家族族等等とと情情報報やや考考ええ方方
をを共共有有しし、、社社会会資資源源のの
情情報報提提供供をを行行ううななどどのの
連連携携をを行行ううこことと。。

NNoo..6622

関関係係機機関関ととののチチーームム支支
援援：：各各地地域域ににおおけけるる関関
係係機機関関そそれれぞぞれれのの役役割割
やや機機能能をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人をを共共にに
支支ええるる意意識識をを持持ちち、、
チチーームム支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6611

個個別別ケケーーススににつついいててのの
連連携携先先機機関関へへのの情情報報提提
供供とと連連携携体体制制のの構構築築：：
個個別別ケケーーススににつついいててのの
ススムムーーズズなな連連携携にに向向けけ
てて、、連連携携機機関関ととのの適適切切
なな情情報報共共有有とと役役割割分分担担
等等のの調調整整をを行行ううこことと。。

◎◎研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相談の目的の説明・共有
相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b)支援者の役割と支援内容の説明
支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)傾聴や共感的態度による協働的相談
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を
行う。

d)次のステップを明確にした上での相談の終え方
次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

a)相手が必要とする情報の簡潔な説明
相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b)相手の理解に応じた解説や具体例
相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)相手の知識に応じた用語の使用
相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)図示、見える化、補足資料を使用した説明
相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝える。

a)相談場所・環境の選定
相手が相談しやすい場所や環境を選んで相談を行う。

b)相手の負担の考慮
あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手
の負担を考慮する。

c)相談内容の要約と共有
適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有す
る。

d)相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定
踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫
具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。

a)個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い
支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有
個人情報の取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提
供、開示）。

b)本人の同意に基づく情報共有
関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明
し、本人の不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の
同意を得て行う。

a)本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等
の作業遂行力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b)コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察
コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機
関や職場、家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)身辺自立、生活面の把握
職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に
影響する要因を把握する。

NNoo..1144

相相手手のの立立場場ややニニーーズズをを
踏踏ままええたた分分かかりりややすすいい
説説明明：：相相手手のの立立場場やや
ニニーーズズをを踏踏ままええたた適適切切
なな情情報報をを、、相相手手のの理理解解
にに応応じじたた内内容容・・方方法法でで
分分かかりり易易くく伝伝ええるるここ
とと。。

NNoo..2233

作作業業遂遂行行面面・・対対人人面面・・
生生活活面面のの整整理理・・分分析析：：
作作業業遂遂行行面面、、対対人人面面、、
生生活活面面にに関関ししてて情情報報収収
集集をを行行いい、、能能力力をを発発揮揮
ししややすすいい作作業業種種・・作作業業
環環境境等等をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..1133

相相談談をを行行うう際際のの基基本本的的
なな態態度度：：支支援援者者のの役役割割
やや相相談談目目的的をを説説明明ししたた
上上でで、、共共感感的的態態度度でで傾傾
聴聴しし、、一一緒緒にに考考ええるる姿姿
勢勢でで相相談談すするるこことと。。

NNoo..1155

相相手手のの特特性性・・状状況況をを踏踏
ままええたた相相談談：：相相手手のの特特
性性（（性性格格やや障障害害特特性性
等等））やや状状況況をを踏踏ままええてて
相相談談ををすするる場場所所やや時時間間
をを選選択択しし、、相相談談中中もも、、
相相手手のの特特性性やや反反応応にに応応
じじてて相相談談をを進進展展ささせせたた
りり、、ままととめめたたりりすするるここ
とと。。

NNoo..1177

個個人人情情報報のの適適切切なな取取りり
扱扱いい：：個個人人情情報報保保護護法法
のの趣趣旨旨をを十十分分にに理理解解しし
たた上上でで情情報報・・記記録録をを適適
切切にに取取りり扱扱うう（（取取得得・・
利利用用、、保保管管、、提提供供、、開開
示示すするる））こことと。。

④④  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（７７項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 371 －



a)職業の選択肢や課題等の協働による整理
障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に
基づき、職業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b)目標達成に向けたステップや必要な支援の確認
目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境について、障害
者本人と一緒に整理する。

c)就労支援計画（案）の共有
障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計
画（いつまでに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係
機関等と共有する。

a)目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供
目標や計画の達成に有益な支援サービス、効果的なツール の活用や課題への
対処方法に関する情報提供や提案を行う。

b)支援ネットワーク構築に関する説明と同意
目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連
携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。

c)本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定
障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)目標の達成度や達成状況のモニタリング
目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直
し・変更を行う。

NNoo..3311

就就労労支支援援計計画画策策定定とと定定
期期的的ななモモニニタタリリンンググ：：
目目標標やや計計画画のの達達成成にに有有
益益なな情情報報をを共共有有ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人のの意意思思
決決定定にに基基づづくく就就労労支支援援
計計画画のの策策定定とと、、そそのの後後
のの定定期期的的なな見見直直ししをを行行
ううこことと。。

NNoo..3300

アアセセススメメンントトにに基基づづくく
見見立立ててやや目目標標とと計計画画のの
共共有有：：障障害害者者本本人人がが目目
標標をを明明確確ににででききるるよようう
にに、、総総合合的的ななアアセセススメメ
ンントト結結果果をを基基にに、、職職業業
選選択択のの可可能能性性やや課課題題のの
背背景景、、必必要要なな技技能能やや有有
効効ななササポポーートトななどどをを一一
緒緒にに整整理理しし、、今今後後のの段段
階階的的なな就就労労支支援援計計画画
（（案案））をを共共有有すするるここ
とと。。

◎◎研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)継続的な自己研鑽と最新情報の収集
日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事
例、調査研究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)情報収集、専門機関への照会
対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報や
その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。

c)研修・情報交換の場等への積極的参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

d)情報通信技術の活用
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を
収集し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)通勤の方法の提案・助言
通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)通勤支援に関わる社会資源の活用
通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

a)職場見学・職場実習の説明
障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認
する。

b)興味・希望に合った受入れ先の開拓
障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓す
る。

c)企業に対する職場見学・職場実習の説明
企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)職場実習の支援事業の説明
職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用につ
いて企業への説明を行う。

e)職場実習中の本人と職場への支援
職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)職場実習の振り返り
職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方
や必要なサポート・環境等を整理する。

NNoo..4411

障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職場場見見学学・・職職場場
実実習習のの支支援援：：障障害害者者本本
人人ののニニーーズズにに合合っったた職職
場場見見学学・・職職場場実実習習のの機機
会会をを設設定定しし、、職職場場ののササ
ポポーートトやや環環境境をを整整ええるる
たためめのの支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3355

通通勤勤支支援援：：通通勤勤経経路路やや
交交通通手手段段のの利利用用ににつついい
ててのの提提案案・・助助言言やや通通勤勤
支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..66

最最新新情情報報のの収収集集とと自自己己
研研鑽鑽：：効効果果的的なな支支援援をを
提提供供すするるたためめにに必必要要とと
ななるる最最新新のの知知識識・・技技術術
やや事事例例のの情情報報収収集集等等をを
積積極極的的にに行行ううこことと。。

⑥⑥  複複合合的的なな方方法法：：OOJJTT・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（２２項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

⑤⑤  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（１１項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 372 －



a)職業の選択肢や課題等の協働による整理
障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に
基づき、職業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b)目標達成に向けたステップや必要な支援の確認
目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境について、障害
者本人と一緒に整理する。

c)就労支援計画（案）の共有
障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計
画（いつまでに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係
機関等と共有する。

a)目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供
目標や計画の達成に有益な支援サービス、効果的なツール の活用や課題への
対処方法に関する情報提供や提案を行う。

b)支援ネットワーク構築に関する説明と同意
目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連
携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。

c)本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定
障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)目標の達成度や達成状況のモニタリング
目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直
し・変更を行う。

NNoo..3311

就就労労支支援援計計画画策策定定とと定定
期期的的ななモモニニタタリリンンググ：：
目目標標やや計計画画のの達達成成にに有有
益益なな情情報報をを共共有有ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人のの意意思思
決決定定にに基基づづくく就就労労支支援援
計計画画のの策策定定とと、、そそのの後後
のの定定期期的的なな見見直直ししをを行行
ううこことと。。

NNoo..3300

アアセセススメメンントトにに基基づづくく
見見立立ててやや目目標標とと計計画画のの
共共有有：：障障害害者者本本人人がが目目
標標をを明明確確ににででききるるよようう
にに、、総総合合的的ななアアセセススメメ
ンントト結結果果をを基基にに、、職職業業
選選択択のの可可能能性性やや課課題題のの
背背景景、、必必要要なな技技能能やや有有
効効ななササポポーートトななどどをを一一
緒緒にに整整理理しし、、今今後後のの段段
階階的的なな就就労労支支援援計計画画
（（案案））をを共共有有すするるここ
とと。。

◎◎研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)継続的な自己研鑽と最新情報の収集
日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事
例、調査研究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)情報収集、専門機関への照会
対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報や
その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。

c)研修・情報交換の場等への積極的参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

d)情報通信技術の活用
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を
収集し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)通勤の方法の提案・助言
通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)通勤支援に関わる社会資源の活用
通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

a)職場見学・職場実習の説明
障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認
する。

b)興味・希望に合った受入れ先の開拓
障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓す
る。

c)企業に対する職場見学・職場実習の説明
企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)職場実習の支援事業の説明
職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用につ
いて企業への説明を行う。

e)職場実習中の本人と職場への支援
職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)職場実習の振り返り
職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方
や必要なサポート・環境等を整理する。

NNoo..4411

障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職場場見見学学・・職職場場
実実習習のの支支援援：：障障害害者者本本
人人ののニニーーズズにに合合っったた職職
場場見見学学・・職職場場実実習習のの機機
会会をを設設定定しし、、職職場場ののササ
ポポーートトやや環環境境をを整整ええるる
たためめのの支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3355

通通勤勤支支援援：：通通勤勤経経路路やや
交交通通手手段段のの利利用用ににつついい
ててのの提提案案・・助助言言やや通通勤勤
支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..66

最最新新情情報報のの収収集集とと自自己己
研研鑽鑽：：効効果果的的なな支支援援をを
提提供供すするるたためめにに必必要要とと
ななるる最最新新のの知知識識・・技技術術
やや事事例例のの情情報報収収集集等等をを
積積極極的的にに行行ううこことと。。

⑥⑥  複複合合的的なな方方法法：：OOJJTT・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（２２項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

⑤⑤  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（１１項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 373 －



◎◎研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)言いかえ、解釈、確認の質問等
言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、
障害者本人が自己に向き合うきっかけを作る。

b)体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援
障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、
体験や振返りの支援を行う。

c)グループワークを通した自己理解の深化
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自
身に関する気づきが得られるよう支援する。

a)就労意欲の背景の理解
障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な
要因を総合的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)障害に対する理解や考え方の把握
障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

a)障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴 等を
把握する。

b)職場の人間関係・環境の把握
現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温
度、配置など）についての情報を把握する。

c)職場以外の周囲のサポート環境の把握
家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

a)障害者本人との相談場面での情報収集
継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども
踏まえつつ、必要な情報を収集する。

b)障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集
障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)医療機関からの情報収集
主治医からの情報を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等
を把握する。

a)基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテ
ラシー等の日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を
行う。

b)金銭管理に関する助言や情報提供
金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、
社会資源活用等の提案や情報提供を行う。

NNoo..1199

障障害害者者本本人人のの自自己己探探求求
をを促促進進すするる支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自分分自自身身をを深深
くく理理解解すするるたためめのの様様々々
なな気気づづききがが得得らられれるるよよ
ううにに、、カカウウンンセセリリンンググ
技技法法をを活活用用ししたた相相談談、、
体体験験やや振振りり返返りり等等のの支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..2266

社社会会生生活活やや職職場場のの環環境境
的的側側面面のの把把握握：：障障害害者者
本本人人のの社社会会生生活活やや職職場場
のの中中ででのの役役割割・・環環境境やや
周周囲囲ととのの関関係係をを把把握握すす
るるこことと。。

NNoo..3333

基基本本的的生生活活習習慣慣のの確確立立
やや自自己己管管理理のの支支援援：：障障
害害者者本本人人がが自自立立ししたた生生
活活をを送送るるここととががででききるる
よよううにに、、基基本本的的なな生生活活
習習慣慣等等やや金金銭銭管管理理にに関関
すするる助助言言やや情情報報提提供供をを
行行ううこことと。。

NNoo..2244

障障害害者者本本人人のの心心理理面面とと
そそのの背背景景のの整整理理・・分分
析析：：障障害害者者本本人人のの就就労労
やや障障害害にに対対すするる理理解解やや
考考ええ方方をを把把握握ししたた上上
でで、、障障害害特特性性・・環環境境・・
経経済済状状況況ななどどもも含含めめたた
総総合合的的なな視視点点かかららそそのの
背背景景をを整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..2277

聞聞きき取取りりやや資資料料等等にによよ
るる情情報報収収集集：：障障害害者者本本
人人・・家家族族・・関関係係機機関関かか
ららのの聞聞きき取取りり、、履履歴歴
書書・・職職務務経経歴歴書書、、関関係係
機機関関等等かかららのの情情報報提提供供
書書等等のの提提供供ななどどにによよ
りり、、情情報報をを適適切切にに収収集集
すするるこことと。。

⑦⑦  総総合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTT・・情情報報交交換換のの組組合合せせにによよりり習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1155項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)障害の開示・非開示の意思決定支援
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こり
うる状況について情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方
法をアドバイスする。

a)障害者本人及び事業主のニーズ把握
障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズを確認し、必要な配慮・サポート
を検討する。

b)配慮事項の障害者本人の選択の支援
障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人
が主体的に選択できるよう支援する。

c)合理的配慮に係る話し合いの調整
障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるととも
に企業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう
調整する。

d)権利擁護の視点からの話し合いの調整
障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものに
なっているかを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する
提案
就労支援機器やIT・ICTの活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的
な業務遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)ユニバーサルデザインの検討・提案
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を
検討し、本人と事業主双方に提案する。

a)仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援
障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行
力を高められる方法を検討する。

b)職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整
障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意
欲に繋がるように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定
障害者本人が自ら周囲に援助要請 を行えるように、障害者本人と職場の管理
者・同僚が直接話し合う場の設定を調整する。

d)職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
職場環境や職務内容等の変化に対応できるように、障害者本人が対応可能な方
法を検討する。

a)職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握
障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握
するため、他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b)職場での適切な振る舞い方についての助言
職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方
について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように
伝える。

NNoo..4433

仕仕事事のの遂遂行行力力向向上上とと職職
場場適適応応ののたためめのの支支援援：：
障障害害者者本本人人がが職職場場ににおお
いいてて仕仕事事のの遂遂行行力力をを高高
めめ、、精精神神的的ににもも安安定定・・
充充実実ししたた働働きき方方ががでできき
るるよよううにに、、本本人人とと職職場場
のの管管理理者者やや同同僚僚とと一一緒緒
にに職職場場適適応応・・定定着着のの方方
法法をを検検討討すするるこことと。。

NNoo..4444

職職場場にに適適応応すするる行行動動習習
得得ののたためめのの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが職職場場にに適適応応すす
るる行行動動ががととれれるるよようう
にに、、所所属属すするる職職場場のの文文
化化・・ルルーールルやや本本人人にに求求
めめらられれてていいるる役役割割ににつつ
いいてて、、職職場場のの観観察察やや聞聞
きき取取りりをを通通ししてて情情報報収収
集集しし、、本本人人にに助助言言すするる
こことと。。

NNoo..4422

就就職職後後のの合合理理的的配配慮慮提提
供供にに向向けけたた支支援援：：障障害害
者者本本人人とと事事業業主主そそれれぞぞ
れれのの立立場場やや視視点点をを理理解解
ししたた上上でで、、双双方方のの話話しし
合合いいをを通通じじてて、、合合理理的的
配配慮慮のの提提供供ににつついいてて調調
整整すするるこことと。。

NNoo..3377

障障害害のの開開示示・・非非開開示示にに
関関すするる意意思思決決定定のの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが、、自自
ららのの障障害害のの開開示示・・非非開開
示示のの目目的的ととそそのの選選択択にに
よよっってて起起ここりりううるる状状況況
をを踏踏ままええてて意意思思決決定定やや
事事業業主主へへのの説説明明ががでできき
るるよようう支支援援すするるこことと。。
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a)言いかえ、解釈、確認の質問等
言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、
障害者本人が自己に向き合うきっかけを作る。

b)体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援
障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、
体験や振返りの支援を行う。

c)グループワークを通した自己理解の深化
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自
身に関する気づきが得られるよう支援する。

a)就労意欲の背景の理解
障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な
要因を総合的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)障害に対する理解や考え方の把握
障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

a)障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴 等を
把握する。

b)職場の人間関係・環境の把握
現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温
度、配置など）についての情報を把握する。

c)職場以外の周囲のサポート環境の把握
家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

a)障害者本人との相談場面での情報収集
継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども
踏まえつつ、必要な情報を収集する。

b)障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集
障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)医療機関からの情報収集
主治医からの情報を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等
を把握する。

a)基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテ
ラシー等の日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を
行う。

b)金銭管理に関する助言や情報提供
金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、
社会資源活用等の提案や情報提供を行う。

NNoo..1199

障障害害者者本本人人のの自自己己探探求求
をを促促進進すするる支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自分分自自身身をを深深
くく理理解解すするるたためめのの様様々々
なな気気づづききがが得得らられれるるよよ
ううにに、、カカウウンンセセリリンンググ
技技法法をを活活用用ししたた相相談談、、
体体験験やや振振りり返返りり等等のの支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..2266

社社会会生生活活やや職職場場のの環環境境
的的側側面面のの把把握握：：障障害害者者
本本人人のの社社会会生生活活やや職職場場
のの中中ででのの役役割割・・環環境境やや
周周囲囲ととのの関関係係をを把把握握すす
るるこことと。。

NNoo..3333

基基本本的的生生活活習習慣慣のの確確立立
やや自自己己管管理理のの支支援援：：障障
害害者者本本人人がが自自立立ししたた生生
活活をを送送るるここととががででききるる
よよううにに、、基基本本的的なな生生活活
習習慣慣等等やや金金銭銭管管理理にに関関
すするる助助言言やや情情報報提提供供をを
行行ううこことと。。

NNoo..2244

障障害害者者本本人人のの心心理理面面とと
そそのの背背景景のの整整理理・・分分
析析：：障障害害者者本本人人のの就就労労
やや障障害害にに対対すするる理理解解やや
考考ええ方方をを把把握握ししたた上上
でで、、障障害害特特性性・・環環境境・・
経経済済状状況況ななどどもも含含めめたた
総総合合的的なな視視点点かかららそそのの
背背景景をを整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..2277

聞聞きき取取りりやや資資料料等等にによよ
るる情情報報収収集集：：障障害害者者本本
人人・・家家族族・・関関係係機機関関かか
ららのの聞聞きき取取りり、、履履歴歴
書書・・職職務務経経歴歴書書、、関関係係
機機関関等等かかららのの情情報報提提供供
書書等等のの提提供供ななどどにによよ
りり、、情情報報をを適適切切にに収収集集
すするるこことと。。

⑦⑦  総総合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTT・・情情報報交交換換のの組組合合せせにによよりり習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1155項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)障害の開示・非開示の意思決定支援
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こり
うる状況について情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方
法をアドバイスする。

a)障害者本人及び事業主のニーズ把握
障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズを確認し、必要な配慮・サポート
を検討する。

b)配慮事項の障害者本人の選択の支援
障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人
が主体的に選択できるよう支援する。

c)合理的配慮に係る話し合いの調整
障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるととも
に企業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう
調整する。

d)権利擁護の視点からの話し合いの調整
障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものに
なっているかを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する
提案
就労支援機器やIT・ICTの活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的
な業務遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)ユニバーサルデザインの検討・提案
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を
検討し、本人と事業主双方に提案する。

a)仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援
障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行
力を高められる方法を検討する。

b)職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整
障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意
欲に繋がるように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定
障害者本人が自ら周囲に援助要請 を行えるように、障害者本人と職場の管理
者・同僚が直接話し合う場の設定を調整する。

d)職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
職場環境や職務内容等の変化に対応できるように、障害者本人が対応可能な方
法を検討する。

a)職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握
障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握
するため、他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b)職場での適切な振る舞い方についての助言
職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方
について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように
伝える。

NNoo..4433

仕仕事事のの遂遂行行力力向向上上とと職職
場場適適応応ののたためめのの支支援援：：
障障害害者者本本人人がが職職場場ににおお
いいてて仕仕事事のの遂遂行行力力をを高高
めめ、、精精神神的的ににもも安安定定・・
充充実実ししたた働働きき方方ががでできき
るるよよううにに、、本本人人とと職職場場
のの管管理理者者やや同同僚僚とと一一緒緒
にに職職場場適適応応・・定定着着のの方方
法法をを検検討討すするるこことと。。

NNoo..4444

職職場場にに適適応応すするる行行動動習習
得得ののたためめのの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが職職場場にに適適応応すす
るる行行動動ががととれれるるよようう
にに、、所所属属すするる職職場場のの文文
化化・・ルルーールルやや本本人人にに求求
めめらられれてていいるる役役割割ににつつ
いいてて、、職職場場のの観観察察やや聞聞
きき取取りりをを通通ししてて情情報報収収
集集しし、、本本人人にに助助言言すするる
こことと。。

NNoo..4422

就就職職後後のの合合理理的的配配慮慮提提
供供にに向向けけたた支支援援：：障障害害
者者本本人人とと事事業業主主そそれれぞぞ
れれのの立立場場やや視視点点をを理理解解
ししたた上上でで、、双双方方のの話話しし
合合いいをを通通じじてて、、合合理理的的
配配慮慮のの提提供供ににつついいてて調調
整整すするるこことと。。

NNoo..3377

障障害害のの開開示示・・非非開開示示にに
関関すするる意意思思決決定定のの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが、、自自
ららのの障障害害のの開開示示・・非非開開
示示のの目目的的ととそそのの選選択択にに
よよっってて起起ここりりううるる状状況況
をを踏踏ままええてて意意思思決決定定やや
事事業業主主へへのの説説明明ががでできき
るるよようう支支援援すするるこことと。。
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a)職場のキーパーソンの把握
仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの
多い、複数のキーパーソンを場面観察や関係者の情報により把握する。

b)同僚・上司による支援的な関わりの促進
同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人との
コミュニケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わり
を促進する。

c)職場の悩みに寄り添う支援体制づくり
ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上
での悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを
提案する。

d)専門的支援のフェイディング
同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、
ナチュラルサポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェー
ドアウトする。

a)定期的な職場訪問とモニタリング
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内
サポート体制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)キャリアアップ等に向けたステップの整理
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や
事業主と共に整理する。

c)今後の必要な支援に関する話し合い
本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本
人、事業主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)今後のフォローアップ計画の提案
支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォ
ローアップの必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提
案する。

e)在職者同士の交流の場の提供・紹介
必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、
働いている障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

a)今後の生活の目標やニーズの整理
将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事
項や考え方を整理する。

b)生活設計に関する相談
障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向
けての段階的なプロセスを本人と相談する。

a)障害特性についての説明
各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明す
る。

b)雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介
各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例
を紹介する。

NNoo..5555

障障害害特特性性やや雇雇用用管管理理のの
ポポイインントトにに関関すするる一一般般
的的なな説説明明：：事事業業主主にに対対
ししてて、、各各種種障障害害のの理理解解
とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供にに
役役立立つつ一一般般的的なな障障害害特特
性性やや基基本本的的なな対対応応、、雇雇
用用管管理理ののポポイインントトをを分分
かかりり易易くく説説明明すするるここ
とと。。

NNoo..4455

職職場場ににおおけけるるナナチチュュララ
ルルササポポーートトのの形形成成にに向向
けけたた職職場場適適応応支支援援：：職職
場場ににおおいいてて、、障障害害者者本本
人人がが働働きき続続けけるるたためめにに
必必要要なな上上司司・・同同僚僚等等にに
よよるる援援助助をを促促進進すするるとと
ととももにに、、上上司司・・同同僚僚等等
のの悩悩みみにに寄寄りり添添いい、、社社
内内ササポポーートト体体制制づづくくりり
をを支支援援すするるこことと。。

NNoo..4466

フフォォロローーアアッッププ：：定定期期
的的なな職職場場訪訪問問やや情情報報共共
有有等等ののフフォォロローーアアッッププ
をを通通じじてて、、職職場場適適応応状状
況況ののモモニニタタリリンンググとと
キキャャリリアアアアッッププ等等のの目目
標標のの整整理理をを行行いい、、必必要要
なな支支援援をを提提案案・・実実施施すす
るるこことと。。

NNoo..5511

生生活活設設計計のの相相談談：：将将来来
のの生生活活をを見見据据ええたた生生活活
設設計計をを立立ててらられれるるよようう
にに、、本本人人のの目目標標をを明明確確
化化しし、、そそここにに至至るるままでで
のの道道筋筋ににつついいてて相相談談をを
行行ううこことと。。

a)職務の情報収集
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に
見て、障害者に適した職場・職務を見つける。

b)職務分析の実施
配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・ス
キルや水準（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ)職務の再構成
職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に
再構成する。

ｄ)職務の創出
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてでき
れば助かること、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職
務の創出に繋げることができないか検討する。

a)課題分析の実施と課題の特定
課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を
遂行するに当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)解決策の提案
課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、
作業手順書等）を事業主に提案する。

c)暗黙のルールの明示化
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化さ
れていない作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d)作業手順の見える化
事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の
作成を提案・提供する。

NNoo..5577

職職場場・・職職務務ののアアセセススメメ
ンントトとと職職務務のの再再構構成成・・
創創出出支支援援：：障障害害者者のの配配
属属のの候候補補ととななりり得得るる職職
場場・・職職務務をを人人的的・・物物理理
的的視視点点かかららアアセセススメメンン
トトしし、、適適ししたた職職務務のの再再
構構成成・・創創出出をを行行ううここ
とと。。

NNoo..5588

課課題題分分析析とと解解決決策策のの提提
案案：：障障害害者者のの円円滑滑なな作作
業業遂遂行行とと職職場場定定着着ののたた
めめ、、課課題題分分析析にに基基づづいい
てて、、事事業業主主にに適適切切なな解解
決決策策のの提提案案ややツツーールル等等
のの提提供供をを行行ううこことと。。

－ 376 －



a)職場のキーパーソンの把握
仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの
多い、複数のキーパーソンを場面観察や関係者の情報により把握する。

b)同僚・上司による支援的な関わりの促進
同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人との
コミュニケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わり
を促進する。

c)職場の悩みに寄り添う支援体制づくり
ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上
での悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを
提案する。

d)専門的支援のフェイディング
同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、
ナチュラルサポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェー
ドアウトする。

a)定期的な職場訪問とモニタリング
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内
サポート体制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)キャリアアップ等に向けたステップの整理
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や
事業主と共に整理する。

c)今後の必要な支援に関する話し合い
本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本
人、事業主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)今後のフォローアップ計画の提案
支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォ
ローアップの必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提
案する。

e)在職者同士の交流の場の提供・紹介
必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、
働いている障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

a)今後の生活の目標やニーズの整理
将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事
項や考え方を整理する。

b)生活設計に関する相談
障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向
けての段階的なプロセスを本人と相談する。

a)障害特性についての説明
各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明す
る。

b)雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介
各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例
を紹介する。

NNoo..5555

障障害害特特性性やや雇雇用用管管理理のの
ポポイインントトにに関関すするる一一般般
的的なな説説明明：：事事業業主主にに対対
ししてて、、各各種種障障害害のの理理解解
とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供にに
役役立立つつ一一般般的的なな障障害害特特
性性やや基基本本的的なな対対応応、、雇雇
用用管管理理ののポポイインントトをを分分
かかりり易易くく説説明明すするるここ
とと。。

NNoo..4455

職職場場ににおおけけるるナナチチュュララ
ルルササポポーートトのの形形成成にに向向
けけたた職職場場適適応応支支援援：：職職
場場ににおおいいてて、、障障害害者者本本
人人がが働働きき続続けけるるたためめにに
必必要要なな上上司司・・同同僚僚等等にに
よよるる援援助助をを促促進進すするるとと
ととももにに、、上上司司・・同同僚僚等等
のの悩悩みみにに寄寄りり添添いい、、社社
内内ササポポーートト体体制制づづくくりり
をを支支援援すするるこことと。。

NNoo..4466

フフォォロローーアアッッププ：：定定期期
的的なな職職場場訪訪問問やや情情報報共共
有有等等ののフフォォロローーアアッッププ
をを通通じじてて、、職職場場適適応応状状
況況ののモモニニタタリリンンググとと
キキャャリリアアアアッッププ等等のの目目
標標のの整整理理をを行行いい、、必必要要
なな支支援援をを提提案案・・実実施施すす
るるこことと。。

NNoo..5511

生生活活設設計計のの相相談談：：将将来来
のの生生活活をを見見据据ええたた生生活活
設設計計をを立立ててらられれるるよようう
にに、、本本人人のの目目標標をを明明確確
化化しし、、そそここにに至至るるままでで
のの道道筋筋ににつついいてて相相談談をを
行行ううこことと。。

a)職務の情報収集
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に
見て、障害者に適した職場・職務を見つける。

b)職務分析の実施
配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・ス
キルや水準（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ)職務の再構成
職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に
再構成する。

ｄ)職務の創出
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてでき
れば助かること、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職
務の創出に繋げることができないか検討する。

a)課題分析の実施と課題の特定
課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を
遂行するに当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)解決策の提案
課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、
作業手順書等）を事業主に提案する。

c)暗黙のルールの明示化
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化さ
れていない作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d)作業手順の見える化
事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の
作成を提案・提供する。

NNoo..5577

職職場場・・職職務務ののアアセセススメメ
ンントトとと職職務務のの再再構構成成・・
創創出出支支援援：：障障害害者者のの配配
属属のの候候補補ととななりり得得るる職職
場場・・職職務務をを人人的的・・物物理理
的的視視点点かかららアアセセススメメンン
トトしし、、適適ししたた職職務務のの再再
構構成成・・創創出出をを行行ううここ
とと。。

NNoo..5588

課課題題分分析析とと解解決決策策のの提提
案案：：障障害害者者のの円円滑滑なな作作
業業遂遂行行とと職職場場定定着着ののたた
めめ、、課課題題分分析析にに基基づづいい
てて、、事事業業主主にに適適切切なな解解
決決策策のの提提案案ややツツーールル等等
のの提提供供をを行行ううこことと。。
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就労支援実務者の人材育成については、各関係機関の創意工夫で実施されていますが、必ずしも

明文化されているものばかりではありません。 

一方で、効果的な就労支援に向けた人材育成を実施している組織の特徴は先行研究により明らか

になっていますが、今回のヒアリング調査ではその特徴にあてはまる組織の皆さまにご協力をいた

だき、事例を収集いたしました。 

集約した事例の分析は第４章の通りですが、実際にヒアリングをした皆さまの語りの中から就労

支援機関における組織的な人材育成に取り組む際の具体的なポイントや留意点を整理しました。 

 

 組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

  ●研修等の機会確保の課題 

  ●人材確保・定着の課題 

  ●個人に応じた人材育成の課題 

 

 優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

●就労支援の基本的姿勢 

   ～障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援 

●企業とのコミュニケーションや連携 

   ～職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援 

●就労支援における適切なアセスメント 

   ～障害者本人の自己理解と自信向上の支援 

●地域ネットワークの構築 

   ～地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発 

 

 
 
  

こんなことでお困りではありませんか？ 

～人材育成のポイントと留意点～ 

巻末資料９ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
就労支援実務者の人材育成については、各関係機関の創意工夫で実施されていますが、必ずしも

明文化されているものばかりではありません。 

一方で、効果的な就労支援に向けた人材育成を実施している組織の特徴は先行研究により明らか

になっていますが、今回のヒアリング調査ではその特徴にあてはまる組織の皆さまにご協力をいた

だき、事例を収集いたしました。 

集約した事例の分析は第４章の通りですが、実際にヒアリングをした皆さまの語りの中から就労

支援機関における組織的な人材育成に取り組む際の具体的なポイントや留意点を整理しました。 

 

 組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

  ●研修等の機会確保の課題 

  ●人材確保・定着の課題 

  ●個人に応じた人材育成の課題 

 

 優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

●就労支援の基本的姿勢 

   ～障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援 

●企業とのコミュニケーションや連携 

   ～職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援 

●就労支援における適切なアセスメント 

   ～障害者本人の自己理解と自信向上の支援 

●地域ネットワークの構築 

   ～地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発 

 

 
 
  

こんなことでお困りではありませんか？ 

～人材育成のポイントと留意点～ 

巻末資料９ 
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組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務として研修に行ってほしいので、できるだけ業務時間で対応

できるように、運営に支障のない範囲で利用者のその日の利用時

間を短縮していただくこともあります。 

オンデマンド動画で研修をすることもあります。勤務中の隙間時間

に「障害者雇用とは」のような基礎的なものを各自で視聴して、対

話をするようにしています。 

☆ポイント・留意点 

 研修参加は日々の業務を圧迫しないことが前提となる。一方で、研修の参加が支援実

務者のモチベーションにつながることもある。 

 管理職においては、意識的に学ぶ機会を作り出すことについての優先順位を上げるこ

とも重要。 

 支援実務者においては、研修の受講によって得られたことを報告・実践し、身につけ

た知識・スキルをまずは組織内で実装を試みることも重要。 

 また、受講者の人数等により外部研修受講の費用負担が大きい場合には、講師の方に

来ていただき事業所内研修をした方が負担の少ない場合もある。 

就労支援に関する研修に行ってほしいけれど、人員や時間などが不

足していてどうやってその機会を作ったらいいかわからない。 

研修等の機会確保の課題 
－マンパワー不足や業務多忙により研修の機会を確保できずに 

悩んでいませんか？－ 

 

組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人内の異動や退職により人材が確保できず、効果的な就労支援が

実施できない。 

法人がある程度の規模があって人事異動が必ずあるので、人が変わ

ると中堅職であっても一からお伝えしなければならない難しさがあ

りますよね。 

そうですね。ただ、例えば生活支援の現場などで働いたことがある

方は、利用者との距離の取り方が上手だとも思います。そういった

同じ目線で同じ人間として話す、というようなことは比較的得意な

ように感じます。 

うちの事業所では、ざっくりとした指南書を作っている途中です。そ

れを読むことで日々の活動や利用者の理解を深めていけるといいなと

思っています。新しく来られた方にはとりあえずその指南書を読んで

もらうことで、利用者に向ける時間を増やし、よりよい関係構築を目

指してもらえるといいな、と思っています。 

☆ポイント・留意点 

 法人や事業所の考え方にもよるが、多くの事業所で離転職や異動による就労支援実務者の

定着に悩んでいる事業所も多い。 

 転職者の採用にあたっては、採用面接前に事業所の理念や職場の雰囲気を確認してもらう

ための見学、就労支援の説明、体験などを行うことにより、事業所や職場を理解して面接

を受けてもらうような工夫をしている事業所もあった。 

 異動者においては、これまでの業務の経験による得意不得意を管理者が見極め、必要な研

修等を提供しながら、相談しやすい雰囲気を作ることが重要。 

人材確保・定着の課題 
－人材の確保や定着に悩んでいませんか？－ 
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組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務として研修に行ってほしいので、できるだけ業務時間で対応

できるように、運営に支障のない範囲で利用者のその日の利用時

間を短縮していただくこともあります。 

オンデマンド動画で研修をすることもあります。勤務中の隙間時間

に「障害者雇用とは」のような基礎的なものを各自で視聴して、対

話をするようにしています。 

☆ポイント・留意点 

 研修参加は日々の業務を圧迫しないことが前提となる。一方で、研修の参加が支援実

務者のモチベーションにつながることもある。 

 管理職においては、意識的に学ぶ機会を作り出すことについての優先順位を上げるこ

とも重要。 

 支援実務者においては、研修の受講によって得られたことを報告・実践し、身につけ

た知識・スキルをまずは組織内で実装を試みることも重要。 

 また、受講者の人数等により外部研修受講の費用負担が大きい場合には、講師の方に

来ていただき事業所内研修をした方が負担の少ない場合もある。 

就労支援に関する研修に行ってほしいけれど、人員や時間などが不

足していてどうやってその機会を作ったらいいかわからない。 

研修等の機会確保の課題 
－マンパワー不足や業務多忙により研修の機会を確保できずに 

悩んでいませんか？－ 

 

組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人内の異動や退職により人材が確保できず、効果的な就労支援が

実施できない。 

法人がある程度の規模があって人事異動が必ずあるので、人が変わ

ると中堅職であっても一からお伝えしなければならない難しさがあ

りますよね。 

そうですね。ただ、例えば生活支援の現場などで働いたことがある

方は、利用者との距離の取り方が上手だとも思います。そういった

同じ目線で同じ人間として話す、というようなことは比較的得意な

ように感じます。 

うちの事業所では、ざっくりとした指南書を作っている途中です。そ

れを読むことで日々の活動や利用者の理解を深めていけるといいなと

思っています。新しく来られた方にはとりあえずその指南書を読んで

もらうことで、利用者に向ける時間を増やし、よりよい関係構築を目

指してもらえるといいな、と思っています。 

☆ポイント・留意点 

 法人や事業所の考え方にもよるが、多くの事業所で離転職や異動による就労支援実務者の

定着に悩んでいる事業所も多い。 

 転職者の採用にあたっては、採用面接前に事業所の理念や職場の雰囲気を確認してもらう

ための見学、就労支援の説明、体験などを行うことにより、事業所や職場を理解して面接

を受けてもらうような工夫をしている事業所もあった。 

 異動者においては、これまでの業務の経験による得意不得意を管理者が見極め、必要な研

修等を提供しながら、相談しやすい雰囲気を作ることが重要。 

人材確保・定着の課題 
－人材の確保や定着に悩んでいませんか？－ 
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組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員個人の能力や経験が違うので、組織としてどのように人材を育

成したらいいかわからない。 

管理職がその方の社会人経験やこれまでの支援の経過を見ながら OJT

の進め方を検討しています。 

年度はじめに各個人で目標管理シートに 1 年間でどのような目標を立

てて支援に臨むかを記入してもらっています。そのシートを用いて３

か月に 1 回上司と面談をして上司からのフィードバックをする等、人

材育成について面談を通して各職員と一緒にすり合わせをしながら実

施しています。 

☆ポイント・留意点 

 これまでの経験を踏まえた指導は管理職の方への負担が非常に大きいのが現実。 

 管理職を交えた数名で、事業所内でのキャリアアップシートの基本形を作ることで就労支

援実務者がシートを確認しつつ自らのキャリアアップについて考えている事業所もある。 

 キャリアアップシートは記入するだけではなく、定期的な面談において活用することで法

人や組織の考えを共有することにもつながる。 

うちの事業所は同業からの転職組であるとか、全く他業種からの転

職組っていうのがすごく多いので、下からこう積み上げていくとい

うような考え方よりも、今のベースラインに対して何が足りている

か、何が足りていないかっていうのを見極めていくということのほ

うが大事なんだろうと思っています。 

個人に応じた人材育成の課題 
－職員個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成に 

悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援者としての基本的姿勢を育てるにはどうしたらいいだろう？ 

就労支援の方法論だけが独り歩きしないように、持つべき心構えや倫

理、行動基準がある、というのも OJT ではきちんと伝えるようにしてい

ます。 

最初は利用者目線を学んでいただくために、状況を見ながら利用者と同じ

プログラムを受けてもらいます。最初は記録も何もせずにただ利用者目線

で学んでほしいという意図があります。 

☆ポイント・留意点 

 就労支援における基本的姿勢としては、支援者がとるべき態度や、心構え、倫理意識など

が考えられる。このような基本的姿勢を育てるためには、外部研修や内部研修で基本を学

び OJT につなげていくことが重要。 

 就労支援における基本的姿勢については、資格取得やその勉強を組織として支えることで

習得を促すケースもあったが、倫理的な課題に直面した時や虐待防止研修の際に、あえて

支援の価値観を中心に伝えることで育成されている事業所もあった。 

障害者本人を中心とした多職種連携による 

職業生活の支援 
－就労支援における支援者の基本的姿勢の育成に 

悩んでいませんか？－ 

内部研修で動画を視聴してもらっています。特に、倫理観に関わるように

虐待防止など、全体で学ぶべきことについては会議の場面とかで共通して

見るような形にしています。 

－ 382 －



 

組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員個人の能力や経験が違うので、組織としてどのように人材を育

成したらいいかわからない。 

管理職がその方の社会人経験やこれまでの支援の経過を見ながら OJT

の進め方を検討しています。 

年度はじめに各個人で目標管理シートに 1 年間でどのような目標を立

てて支援に臨むかを記入してもらっています。そのシートを用いて３

か月に 1 回上司と面談をして上司からのフィードバックをする等、人

材育成について面談を通して各職員と一緒にすり合わせをしながら実

施しています。 

☆ポイント・留意点 

 これまでの経験を踏まえた指導は管理職の方への負担が非常に大きいのが現実。 

 管理職を交えた数名で、事業所内でのキャリアアップシートの基本形を作ることで就労支

援実務者がシートを確認しつつ自らのキャリアアップについて考えている事業所もある。 

 キャリアアップシートは記入するだけではなく、定期的な面談において活用することで法

人や組織の考えを共有することにもつながる。 

うちの事業所は同業からの転職組であるとか、全く他業種からの転

職組っていうのがすごく多いので、下からこう積み上げていくとい

うような考え方よりも、今のベースラインに対して何が足りている

か、何が足りていないかっていうのを見極めていくということのほ

うが大事なんだろうと思っています。 

個人に応じた人材育成の課題 
－職員個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成に 

悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援者としての基本的姿勢を育てるにはどうしたらいいだろう？ 

就労支援の方法論だけが独り歩きしないように、持つべき心構えや倫

理、行動基準がある、というのも OJT ではきちんと伝えるようにしてい

ます。 

最初は利用者目線を学んでいただくために、状況を見ながら利用者と同じ

プログラムを受けてもらいます。最初は記録も何もせずにただ利用者目線

で学んでほしいという意図があります。 

☆ポイント・留意点 

 就労支援における基本的姿勢としては、支援者がとるべき態度や、心構え、倫理意識など

が考えられる。このような基本的姿勢を育てるためには、外部研修や内部研修で基本を学

び OJT につなげていくことが重要。 

 就労支援における基本的姿勢については、資格取得やその勉強を組織として支えることで

習得を促すケースもあったが、倫理的な課題に直面した時や虐待防止研修の際に、あえて

支援の価値観を中心に伝えることで育成されている事業所もあった。 

障害者本人を中心とした多職種連携による 

職業生活の支援 
－就労支援における支援者の基本的姿勢の育成に 

悩んでいませんか？－ 

内部研修で動画を視聴してもらっています。特に、倫理観に関わるように

虐待防止など、全体で学ぶべきことについては会議の場面とかで共通して

見るような形にしています。 
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優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業とのコミュニケーションや、連携っていったいどんなものかわ

からない。 

私の事業所は中小企業の方に対応することが多いので、どういう障

害者雇用を進めていったらいいのか、企業がどう外部の人たちから

評価されることがいいのか、それが企業の利益にどのように繋がる

のかを一緒に考えていってもらえるようにしています。 

どんな環境であれば働けるのかとか、ご本人さんの強みとか、障害特性

とかを、職員がしっかりとアセスメントを取って把握をし、それを企業

さんにどう伝えていくかということを考えています。私たちは障害のこ

とを知っていますけど、企業の方は知らないので、専門用語を使わずに

きちんと伝えるにはどうしたらいいかを考えながらコミュニケーション

を取っています。 

☆ポイント・留意点 

 就職前の支援から就職後の支援まで一貫した支援を実施することが重要。 

 企業支援についても利用者が就職する前から企業と関わることで、障害者雇用についてだ

けではなく、その企業について一緒に考えていけるような姿勢が重要。 

 福祉の論理や専門用語を使わずに企業と理解しあうことが重要なポイント。 

職場適応・定着のための障害者本人と 

企業双方への支援 
－企業とのコミュニケーションや連携に悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者本人の自己理解と自信向上の支援 
－就労支援における適切なアセスメントスキルを習得してもらう方法

に悩んでいませんか？－ 

☆ポイント・留意点 

 適切なアセスメントの実施には一人で抱え込まないことが重要。 

 ヒアリングした事業所では、アセスメントに関わらず一人での支援をなるべく避けてペ

アで実施している場合もあった。 

 その理由は、一人でアセスメントするよりも視野が広がり色々な可能性が見えてくるこ

と。 

 適切なアセスメントを習得してもらうためには、様々な視点を持った者とともにアセス

メントを実施すること、自らのアセスメントを他者と共有し視野を広げることが重要。 

適切なアセスメントを実施してほしいけど、どうやってスキルを習

得してもらったらいいだろう？ 

新人でもベテランでも、アセスメントの会議では全員で共有していま

す。課題も得意とするところも含めて、長所、短所を含めてみんなで

共有する場になっています。 

生活支援の方が面談して、就労支援の方が面談して、お互いに話し合って、

どういうことが目標かっていうことを決めて、最後はサービス管理責任者が

面談するっていう。３段階です。そこで、お互いの視点による情報や役割を

すり合わせをしています。 
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優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業とのコミュニケーションや、連携っていったいどんなものかわ

からない。 

私の事業所は中小企業の方に対応することが多いので、どういう障

害者雇用を進めていったらいいのか、企業がどう外部の人たちから

評価されることがいいのか、それが企業の利益にどのように繋がる

のかを一緒に考えていってもらえるようにしています。 

どんな環境であれば働けるのかとか、ご本人さんの強みとか、障害特性

とかを、職員がしっかりとアセスメントを取って把握をし、それを企業

さんにどう伝えていくかということを考えています。私たちは障害のこ

とを知っていますけど、企業の方は知らないので、専門用語を使わずに

きちんと伝えるにはどうしたらいいかを考えながらコミュニケーション

を取っています。 

☆ポイント・留意点 

 就職前の支援から就職後の支援まで一貫した支援を実施することが重要。 

 企業支援についても利用者が就職する前から企業と関わることで、障害者雇用についてだ

けではなく、その企業について一緒に考えていけるような姿勢が重要。 

 福祉の論理や専門用語を使わずに企業と理解しあうことが重要なポイント。 

職場適応・定着のための障害者本人と 

企業双方への支援 
－企業とのコミュニケーションや連携に悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者本人の自己理解と自信向上の支援 
－就労支援における適切なアセスメントスキルを習得してもらう方法

に悩んでいませんか？－ 

☆ポイント・留意点 

 適切なアセスメントの実施には一人で抱え込まないことが重要。 

 ヒアリングした事業所では、アセスメントに関わらず一人での支援をなるべく避けてペ

アで実施している場合もあった。 

 その理由は、一人でアセスメントするよりも視野が広がり色々な可能性が見えてくるこ

と。 

 適切なアセスメントを習得してもらうためには、様々な視点を持った者とともにアセス

メントを実施すること、自らのアセスメントを他者と共有し視野を広げることが重要。 

適切なアセスメントを実施してほしいけど、どうやってスキルを習

得してもらったらいいだろう？ 

新人でもベテランでも、アセスメントの会議では全員で共有していま

す。課題も得意とするところも含めて、長所、短所を含めてみんなで

共有する場になっています。 

生活支援の方が面談して、就労支援の方が面談して、お互いに話し合って、

どういうことが目標かっていうことを決めて、最後はサービス管理責任者が

面談するっていう。３段階です。そこで、お互いの視点による情報や役割を

すり合わせをしています。 
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地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用

の周知・啓発 
－地域ネットワークの構築に悩んでいませんか？－ 

☆ポイント・留意点 

 地域ネットワークはすでに構築されている地域や運営には参加していない就労支援事

業所もあるので一概に構築が必要とはならないが、実例にもあるように日々の支援で繋

がった支援者と繋がり続けることで地域全体の就労支援力が向上していく。 

 地域ネットワークは日々の支援の積み重ねでの構築や、研修での出会いがネットワーク

になっていく等、様々な形で成立することがある。 

地域のネットワークが重要なことはわかるけど、何から始めたらいい

だろう？ 

ネットワークがどこでできてきたかっていうと、一人ひとりに一生懸命向

き合ってきた中で手をつなげた人たちです。この人なら適当に答えないだ

ろうなっていう人が何人かいますが、そういった方に何人か必要な時にア

ドバイスもらったりしていると自然と地域の中でネットワークが構築され

てきたような気もします。 

外部の研修とかですと、そこでネットワークができたりもしますので、以前、

コロナ禍で研修がなかったりとかでオンラインとかもありましたが、対面の研

修が最近復活してきているので、やはり対面がいいなと感じる部分も付随的は

あったりするのですが、という感じですね。 

地域の中で私たちがやってきたことってミクロ、メゾ、マクロのネットワ

ークに近いようなものをイメージしながらやってきました。研修だけで

は、なかなか次のステージに繋げられるようなところに行きつかないと思

うので、そういうステージを地域の中にどう整えられるかということも、

実務の中ではやっていく必要があるんだろうなというふうには思っていま

す。 
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☆ポイント・留意点 

 地域ネットワークはすでに構築されている地域や運営には参加していない就労支援事

業所もあるので一概に構築が必要とはならないが、実例にもあるように日々の支援で繋

がった支援者と繋がり続けることで地域全体の就労支援力が向上していく。 

 地域ネットワークは日々の支援の積み重ねでの構築や、研修での出会いがネットワーク

になっていく等、様々な形で成立することがある。 

地域のネットワークが重要なことはわかるけど、何から始めたらいい

だろう？ 

ネットワークがどこでできてきたかっていうと、一人ひとりに一生懸命向

き合ってきた中で手をつなげた人たちです。この人なら適当に答えないだ

ろうなっていう人が何人かいますが、そういった方に何人か必要な時にア

ドバイスもらったりしていると自然と地域の中でネットワークが構築され

てきたような気もします。 

外部の研修とかですと、そこでネットワークができたりもしますので、以前、

コロナ禍で研修がなかったりとかでオンラインとかもありましたが、対面の研

修が最近復活してきているので、やはり対面がいいなと感じる部分も付随的は

あったりするのですが、という感じですね。 

地域の中で私たちがやってきたことってミクロ、メゾ、マクロのネットワ

ークに近いようなものをイメージしながらやってきました。研修だけで

は、なかなか次のステージに繋げられるようなところに行きつかないと思

うので、そういうステージを地域の中にどう整えられるかということも、

実務の中ではやっていく必要があるんだろうなというふうには思っていま

す。 
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